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平 成 2 2 年 ２ 月 1 8 日 ( 木 曜 日 )

午前 10時０分開会

出 席 議 員（41名）
5番 松 田 勝 則 （愛みやざき）

6番 図 師 博 規 （日 日 新）

8番 河 野 安 幸 （自由民主党）

9番 山 下 博 三 （ 同 ）

10番 黒 木 正 一 （ 同 ）

11番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

12番 中 村 幸 一 （ 同 ）

13番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

14番 髙 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

15番 太 田 清 海 （ 同 ）

17番 西 村 賢 （愛みやざき）

18番 武 井 俊 輔 （ 同 ）

19番 横 田 照 夫 （自由民主党）

20番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

22番 外 山 衛 （ 同 ）

23番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 田 口 雄 二 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

27番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

28番 新 見 昌 安 （ 同 ）

29番 満 行 潤 一 （社会民主党宮崎県議団）

30番 水 間 篤 典 （自由民主党県民の会）

31番 濵 砂 守 （ 同 ）

32番 中 野 廣 明 （自由民主党）

33番 星 原 透 （ 同 ）

34番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

35番 黒 木 覚 市 （ 同 ）

36番 中 野 一 則 （ 同 ）

38番 萩 原 耕 三 （ 同 ）

39番 井 上 紀代子 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

40番 権 藤 梅 義 （ 同 ）

41番 長 友 安 弘 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

43番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

45番 徳 重 忠 夫 （自由民主党県民の会）

46番 坂 口 博 美 （自 民 党 鳳 凰 の 会）

47番 蓬 原 正 三 （自由民主党）

48番 野 辺 修 光 （ 同 ）

49番 押 川 修一郎 （ 同 ）

50番 緒 嶋 雅 晃 （ 同 ）

51番 米 良 政 美 （ 同 ）

52番 外 山 三 博 （ 同 ）

53番 福 田 作 弥 （自由民主党）

欠 席 議 員（１名）

16番 外 山 良 治 （社会民主党宮崎県議団 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 東国原 英 夫

副 知 事 河 野 俊 嗣

県 民 政 策 部 長 高 山 幹 男

総 務 部 長 山 下 健 次

福 祉 保 健 部 長 高 橋 博

環 境 森 林 部 長 吉 瀬 和 明

商工観光労働部長 渡 邊 亮 一

農 政 水 産 部 長 伊 藤 孝 利

県 土 整 備 部 長 山 田 康 夫

会 計 管 理 者 長 友 秀 隆

企 業 局 長 日 髙 幸 平

病 院 局 長 甲 斐 景早文

財 政 課 長 西 野 博 之

教 育 委 員 長 近 藤 好 子

教 育 長 渡 辺 義 人

公 安 委 員 長 野 中 玄 雄

警 察 本 部 長 鶴 見 雅 男

人 事 委 員 長 黒 木 奉 武

代 表 監 査 委 員 城 倉 恒 雄

事務局職員出席者

事 務 局 長 濵 砂 公 一

事 務 局 次 長 岡 田 英 治

総 務 課 長 渡 邉 靖 之

議 事 課 長 富 永 博 章

政 策 調 査 課 長 日 髙 正 憲

議 事 課 長 補 佐 福 嶋 清 美

議 事 担 当 主 幹 日 髙 賢 治

議 事 課 主 査 山 中 康 二

議 事 課 主 査 前 田 陽 一
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◎ 開 会

○中村幸一議長 これより平成22年２月定例県

議会を開会いたします。

ただいまの出席議員40名。定足数に達してお

りますので、これより本日の会議を開きます。

◎ 会議録署名議員指名

○中村幸一議長 会議録署名議員に、緒嶋雅晃

議員、水間篤典議員を指名いたします。

◎ 議会運営委員長審査結果報告

○中村幸一議長 まず、今期定例会の会期日程

に係る議会運営委員長の審査結果報告を求めま

す。議会運営委員会、中野廣明委員長。

○中野廣明議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

去る２月10日に、閉会中の議会運営委員会を

開き、本日招集されました平成22年２月定例県

議会の会期日程等について協議をいたしまし

た。

今期定例会に提案されます知事提出議案は、

合計62件であります。その内訳は、当初予算

案18件、補正予算案11件、条例22件、予算・条

例以外11件であります。このほか２件の報告が

あります。また、さらに人事案件が追加提案さ

れる予定であります。

これら提出議案の内容等を踏まえ、当委員会

において慎重に審査をいたしました結果、会期

については、本日から３月17日までの28日間と

することに決定いたしました。会議日程は、お

手元に配付されております日程表のとおりであ

ります。

今期定例会は、２月24日から３日間の日程で

代表質問、３月１日から３日間の日程で一般質

問を行います。代表質問については、質問人数

を７名とし、質問の順序及び時間は、自由民主

党120分以内、社会民主党55分以内、公明党45分

以内、民主党45分以内、自由民主党県民の会45

分以内、愛みやざき45分以内といたします。次

に、一般質問については、質問人数を13名以内

とし、質問順序は23日の通告締め切り後に行う

抽せんにより決定をいたします。質問時間は１

人30分以内といたします。

一般質問終了の後、議案・請願の所管常任委

員会への付託を行います。まず、３月４日、５

日の２日間で各常任委員会を開催していただ

き、付託された議案のうち補正予算及び補正関

連議案を審査の上、３月８日の本会議で、各常

任委員長の審査結果報告を願います。その後、

３月９日から12日までの間で、同じく委員会に

おいて、当初予算及び当初関連議案を審査の

上、最終日に議案・請願の審査結果報告を願い

ます。また、同じく最終日には、今年度設置し

ております３特別委員会の調査結果報告を願い

ます。

なお、議員から提案される議案の取り扱い及

び特別委員会については、日程表に記載のとお

りであります。

議員各位におかれましては、円滑な議会運営

に特段の御協力をいただきますようお願いいた

します。

以上で当委員会の報告を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○中村幸一議長 議会運営委員長の報告は終わ

りました。

質疑の通告はありません。

◎ 会期決定

○中村幸一議長 会期についてお諮りいたしま

平成22年２月18日(木)
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す。

今期定例会の会期は、ただいまの議会運営委

員長の報告のとおり、本日より３月17日まで

の28日間とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

本日からの日程は、お手元に配付の日程表の

とおりであります。〔巻末参照〕

◎ 議長の報告（議員の委員会委員辞任許可

等）

○中村幸一議長 ここで、御報告を申し上げま

す。

まず、去る12月28日、図師博規議員より議会

運営委員会委員の辞任願いが提出され、委員会

条例第13条第１項ただし書きの規定により、同

日、議長において、これを許可いたしました。

また、同じく12月28日、委員会条例第６条第

１項ただし書きの規定により、議長において、

武井俊輔議員を議会運営委員会委員に選任をい

たしました。

さらに、１月28日に開かれました少子化・子

育て支援対策特別委員会で、田口雄二議員が委

員長に、太田清海議員が副委員長に互選をされ

ました。

以上、御報告を申し上げます。

◎ 議案第１号から第62号まで上程

○中村幸一議長 次に、お手元に配付のとお

り、知事より議案第１号から第62号までの各号

議案の送付を受けましたので、これらを一括上

程いたします。〔巻末参照〕

◎ 知事提案理由説明

○中村幸一議長 ここで知事に、今後の県政運

営についての所信及び議案の提案理由説明を求

めます。

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 平成22年２

月定例県議会の開会に当たりまして、今後の県

政運営について、私の所信の一端を申し述べま

すとともに、平成22年度の予算案並びにその他

の議案について、その概要を御説明申し上げま

す。

21世紀に入り、早くも10年目となる2010年を

迎えました。ことしは、私にとりまして、知事

１期目の仕上げの年となります。

振り返りますと、３年前、県民の皆様の幸せ

と郷土のさらなる発展のために、「宮崎をどげ

んかせんといかん」という強い思いから、そし

て宮崎の本当のすばらしさを全国に伝え、宮崎

県民の誇りを取り戻したい、それが私の使命で

あるという信念のもと、知事選に立候補し、

第52代宮崎県知事として県政を担当させていた

だくこととなりました。

以来、県民の皆様とのお約束であります「マ

ニフェスト」の達成に向け、一日一日を粉骨砕

身、全身全霊を傾けて県政運営に取り組んでま

いりました。

この間、県政刷新に向けた改革を初め、「ピ

ンチをチャンスに変える」という発想で取り組

んだみやざき地頭鶏等のトップセールスや、

「無から有を生む」という視点で始めた県庁ツ

アーなどによりまして、いわば県政のマイナス

面を着実にプラスへと転じさせるとともに、宮

崎牛やマンゴーなどすぐれた県産品の全国ブラ

ンドとしての定着や低迷していた観光客数を回

復基調に転じさせるなど、宮崎県の知名度を飛

躍的に高め、本県のイメージを大きく向上・改

善させることができたものと考えております。

平成22年２月18日(木)
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これも、県議会や県民の皆様を初め、多くの

方々の温かい御理解と御支援のたまものと、改

めて心より感謝を申し上げます。

さて、国においては、民主党を中心とした新

しい政権が昨年９月に誕生し、新たな政策展開

が本格的に進行しつつあります。

特に、新政権が進めようとされている「地域

主権」改革については、私もこれまで地方分権

の推進を強く訴えてきた立場から、大いに期待

し、注視しているところであります。

新政権は、国と地方のあり方について、「中

央集権から地域主権への転換を図る」との方針

を掲げ、具体的には、「国と地方の協議の場」

の法制化や、中央政府の権限や財源の地方への

大胆な移譲などを示されており、地域主権戦略

会議で示された工程表では、ことしの夏にも

「ひもつき補助金」の一括交付金化や国の出先

機関の改革などを盛り込んだ「地域主権戦略大

綱」を策定することとされております。

私は、今後とも、宮崎県知事として、地方が

真に自立した存在となるため、地方による自己

決定と自己責任の仕組みの確立に向け、地方の

声を積極的に発信してまいりたいと考えており

ます。

また、本県につきましては、大変厳しい経済

・雇用情勢が長期化し、なかなか明るい兆しが

見えてこないことから、県民の皆様にとりまし

て、将来への展望を持ちがたい状況が続いてお

ります。

私といたしましては、何としてでもこの困難

な状況を克服し、光り輝く宮崎の未来を築いて

いきたい、その方向性を見出していきたいと強

く考えているところであります。

そのためには、本県の高い潜在能力を引き出

し、最大限に活用するとともに、県民総力戦

で、県内各市町村を初め県民の皆様の英知を結

集し、各産業分野における雇用・就業支援対策

や新たな事業の創出に向け、果断に取り組んで

いく必要があるものと考えております。

これまでの３年間の経験を踏まえ、県民の皆

様が夢と希望を持てる「新しい宮崎の創造」を

目指し、引き続き、皆様の先頭に立ち、刻苦精

励の姿勢で取り組んでまいります。

県議会を初め県民の皆様におかれましては、

どうか御理解と御協力を賜わりますよう、衷心

よりお願いを申し上げます。

次に、国際定期便について御報告いたしま

す。

宮崎空港発着の国際定期便であります宮崎―

台北線につきましては、昨年10月１日から運休

となっておりましたが、去る１月21日から、エ

バー航空にかわりチャイナエアラインが就航い

たしました。

運休からわずか３カ月半という短期間で新た

な航空会社が就航できたという事例は、台湾で

は初めてのこととお聞きしているところであり

まして、これもひとえに、県議会を初め関係団

体や県民の皆様の積極的な御支援とこれまでの

取り組みのたまものと、深く感謝を申し上げま

す。

今回のチャイナエアラインの就航に当たり、

私も、中村議長を初めとする県議会や関係団体

の皆様と一緒に、就航のお礼を申し上げるため

台湾を訪問いたしまして、本県との一層の交流

拡大や宮崎―台北線の利用促進についてお願い

をしてまいったところであります。

宮崎―台北線は、宮崎―ソウル線とともに、

本県と東アジアとの経済・交流の拡大を図るた

めの重要な交通基盤でありますので、今後より

一層、国際定期便の利用促進が図られますよ

平成22年２月18日(木)
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う、積極的に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

それでは、平成22年度の予算編成について御

説明申し上げます。

平成22年度予算につきましては、「財政改革

の着実な実行」「重点施策の推進」及び「役割

分担等を踏まえた施策の構築・県民総力戦によ

る実行」の３つの柱を基本方針として編成を

行ったところであります。

具体的には、まず、拡大傾向にある収支不足

の積極的な圧縮を図り、基金の取り崩しに頼ら

ない持続性のある財政構造へ転換していくこと

が喫緊の課題でありますので、「行財政改革大

綱2007」に掲げた財政改革プログラムの着実な

実行を図ることを最重要事項として取り組むこ

とといたしました。

そのような中で、本県が抱える課題の解決に

向け、平成22年度重点施策に掲げております、

「緊急的な課題への対応」として「雇用の確保

と就業支援」「地域医療の再生」及び「中山間

地域の活性化」の３項目、「将来的な課題への

対応」として「新たな産業の展開」「子育て支

援と人材の育成」及び「低炭素社会の実現」の

３項目、計６つの項目について、重点的な措置

を講ずることとしたところであります。

また、すべての事業について、県内各市町村

や県民等との役割分担や連携・協働を図ること

により、地方分権・地域主権が実現に向けて動

き出す中で、自立した地域づくりに向けた取り

組みを着実に進めることといたしました。

以上の３つの基本方針に基づきまして、平

成22年度予算を「ひかり輝く宮崎の未来へ～県

民総力結集予算」と位置づけ、厳しい社会経済

情勢のもとにあっても、県民の皆様が将来への

夢や希望を持てるよう、また、自主自立の地域

づくりを進めるため、選択と集中の理念のも

と、重要施策に積極的に取り組むこととしたと

ころであります。

この結果、平成22年度の当初予算案は、一般

会計5,772億6,600万円、特別会計56億6,528

万6,000円、公営企業会計387億314万6,000円と

なり、一般会計につきましては、前年度の当初

予算額と比較して2.6％の増となったところであ

ります。

なお、一般会計への歳入財源といたしまして

は、県税779億8,000万円、地方交付税1,747

億5,600万円、国庫支出金834億7,200万4,000

円、県債947億800万円、その他1,463億4,999

万6,000円を充当することといたしております。

次に、平成22年度重点施策の概要及び主な新

規・重点事業について御説明申し上げます。

まず、平成22年度の重点施策の概要について

でありますが、少子高齢化や人口減少の進行、

世界的な経済危機など、本県を取り巻く厳しい

情勢に的確に対応していくとともに、これまで

以上のスピードで進むことが見込まれる地方分

権の流れの中、自己決定・自己責任による自立

した行財政運営の確立に積極的に取り組んでい

く必要があるものと考えております。

このため、平成22年度は、県内経済の回復や

雇用対策など緊急的な課題に的確に対応すると

ともに、本格的な人口減少社会の到来など将来

的な課題についても積極的な対応に努めてまい

りたいと考えております。

まず、「緊急的な課題への対応」についてで

ありますが、１点目は、「雇用の確保と就業支

援」であります。

全国的な景気低迷の中、本県の雇用情勢は有

効求人倍率が全国平均を大きく下回るなど非常

に厳しい状況にありますので、１次、２次、３

平成22年２月18日(木)
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次の各産業全般にわたり、働く場の確保や就業

支援の対策に全力を挙げて取り組んでまいりま

す。

特に、大変厳しい状況にある若年者等の雇用

対策につきましては、国の試行雇用や職業訓練

の制度と連動した就労支援や新たな雇用創出に

積極的に取り組むとともに、県内各地域の実情

に即した雇用対策の強化や県内外での就職説明

会の開催、個別相談等によりまして、若年者等

の雇用の確保を図ってまいります。

２点目は、「地域医療の再生」であります。

地域医療の確保につきましては、これまでも

重点施策に掲げ、さまざまな対策を講じてきて

いるところでありますが、地域によっては医師

不足の状況がますます深刻化してきており、僻

地医療や救急医療の確保等に深刻な影響が生じ

てきております。

このため、今年度、国において採択された

「地域医療再生計画」に基づき、本県の地域医

療を担う医師の養成・確保を図るため宮崎大学

医学部に設置されます寄附講座への支援を行う

とともに、医師修学資金貸与枠の拡大やドクタ

ーヘリの導入に向けた体制の整備、救命救急体

制の強化など、地域医療対策のさらなる充実・

強化に向け、各種施策を積極的に講じてまいり

ます。

３点目は、「中山間地域の活性化」でありま

す。

中山間地域は、人口の減少や高齢化の進展等

により、地域の機能が著しく低下し、地域に

よっては維持・存続が危ぶまれる集落も見られ

るなど、大きな課題を抱えているところであり

ます。

このため、住民主体で元気な集落づくりに取

り組む「いきいき集落」のさらなる活力強化を

図るとともに、地域資源などを活用して新たな

雇用を生み出す新産業を創出することにより、

雇用の場の確保や地域経済の安定化を図ってま

いります。

また、中山間地域を中心に、後継者や担い手

を必要としておられる農林漁業者や伝統工芸品

の製作者等と本県への移住に関心のある方々と

のマッチング等を行うとともに、本県への移住

・定住の促進・支援に取り組んでまいります。

さらに、農林業において深刻な問題となって

いる鳥獣被害の確実な防止を図るためには、地

域住民や行政等が一体となった取り組みを進め

る必要があります。そのため、県庁内に副知事

をチーム長とする部横断的な「鳥獣被害対策特

命チーム」を設置し、鳥獣被害対策のスペシャ

リストの招聘や地域指導者の育成、被害防止技

術の開発、地域における被害防止対策の導入支

援などに取り組み、地域を挙げて鳥獣被害対策

を推進する体制の確立を図ってまいります。

次に、「将来的な課題への対応」についてで

ありますが、１点目は、「新たな産業の展開」

であります。

本格的な人口減少社会を迎える中、地域活力

の維持・向上を図るためには、新たな産業の創

出を初め、安定的な雇用・就業の場を確保して

いくことが不可欠であります。

このため、農商工連携や産学官連携など、本

県の特性や強みを生かした新たな産業の展開に

向けた礎づくりに取り組んでまいりたいと考え

ております。

まず、商工業関係では、市場ニーズに対応し

た新たな商品開発や市場開拓、食品産業を担う

人材育成など、県内の食品加工業関係者に対す

る支援を総合的に行うことにより、本県農産物

等の高付加価値化を進め、本県の食品産業の高
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度化や新たな事業の創出を図ってまいります。

また、昨年、昭和シェルソーラー社の第３工

場の誘致が決まった太陽電池関連産業では、関

係する産学官の参加により昨年設立いたしまし

た太陽電池関連産業振興協議会を中心に、地場

企業の新規参入や研究開発、人材育成などの促

進に取り組んでまいります。

このほか、本県北部から大分県南部にかけて

は、血液浄化・血管医療分野の企業が集積して

いることから、それらを核として、両県の産学

官が連携して東九州地域の特徴を生かした構想

を策定し、医療関連産業のさらなる集積に取り

組んでまいります。

林業関係では、今後増加してまいります杉等

の県産大径材を有効に活用するため、木材業界

と住宅業界が連携して行う「大径材を積極的に

活用した家づくり」の提案や付加価値の高い製

品開発等を支援することにより、県産大径材の

需要拡大を図ってまいります。

農業関係では、県内の主要畑作地帯をター

ゲットとした大型加工処理施設が設置されるこ

とを契機として、新たな加工用農産物の産地育

成の支援や生産体制の強化に取り組むととも

に、安全・安心な加工農産物としてのブランド

強化を図ることにより、県産加工農産物の販売

を支援し、新たな産地加工事業体の誘致に取り

組んでまいります。

また、各産業を支える物流の基盤づくりとし

て、企業の進出等に伴い、今後、コンテナ取扱

量の飛躍的な増加が見込まれます細島港におい

て、効率的で安全な荷役作業を目的として、ガ

ントリークレーンを増設するとともに、コンテ

ナヤードの拡張について取り組んでまいりま

す。

さらに、細島港における船舶の大型化に対応

した大型岸壁の整備について、国に対して強く

要望しているところでありますが、岸壁整備に

当たって、県独自で、背後の埠頭用地を有効に

活用するための測量や水質調査などを実施する

ことといたしております。

２点目は、「子育て支援と人材の育成」であ

ります。

少子化が急速に進む中、出生率の維持・向上

を図るため、多様な保育サービスの充実や、地

域及び社会全体で子育てを支援する仕組みづく

りなどの少子化対策を講じるとともに、学校や

地域における教育の充実や地域コミュニティー

の活性化などを図り、将来の地域を支える人材

の育成に取り組んでいく必要があります。

このため、子育て支援として、幼稚園での預

かり保育など多様な保育サービスの充実や基金

を活用した地域における子育て支援の仕組みづ

くり、ファミリーサポートセンターの設置促

進、さらには乳幼児医療費助成による子育て家

庭の負担軽減などにより、地域の子育て支援体

制の充実や社会全体で子育てを応援する機運の

醸成に取り組んでまいります。

人材育成については、小学校から中学校に進

学した際に、不登校生が増加したり学力差が生

じたりするなどの課題の改善を図り、中学校３

年間の落ち着いた学校生活を送る基礎とするた

め、県内市町村立中学校の第１学年において35

人以下の少人数学級を導入することといたしま

す。

また、県立高校生が将来への夢を描き、目標

を持って取り組んでいけるよう、普通科高校に

おけるキャリア教育の基盤づくりや将来のもの

づくりを担う人材の育成を進めるとともに、専

門高校生が各種国家資格の取得や検定合格を目

指し、より意欲的に学習に取り組める教育環境
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の整備を進めてまいります。

３点目は、「低炭素社会の実現」でありま

す。

新政権は、世界的な環境・資源問題に対応す

るため、温室効果ガスを2020年までに1990年比

較で25％削減するとの我が国の目標を示してお

ります。

このような動きを受け、本県におきまして

は、「みやざきソーラーフロンティア構想」を

初めとする環境に優しい新エネルギー等の普及

・促進や、二酸化炭素の吸収源としての森林整

備対策の推進など、低炭素社会実現のフロント

ランナーとして、太陽と緑という本県の特性を

最大限に生かした取り組みを積極的に進めてい

くことといたします。

具体的には、先般、日産自動車と協定締結い

たしましたＥＶ（電気自動車）活用連携事業に

よりまして、本県における電気自動車の普及・

啓発を図るとともに、ＥＶ（電気自動車）を活

用した環境に優しい取り組みに向けての検討を

進めてまいります。

また、環境・エネルギー先進県として、本県

のイメージアップを図るため、太陽光発電シス

テム世帯普及率全国１位を目指し、住宅用太陽

光発電の積極的な普及促進を図るとともに、メ

ガソーラーによる発電事業への支援に取り組ん

でまいります。

林業関係では、植栽未済地対策や間伐促進な

どによる森林の持つ二酸化炭素を吸収する機能

の活性化や、木質バイオマスを化石燃料のかわ

りに活用し、二酸化炭素発生を削減する取り組

みを進めることとしており、例えば、国で創設

された二酸化炭素の削減・吸収量をクレジット

として認証するＪ―ＶＥＲ制度を活用いたしま

して、森林の機能や木質バイオマスの活用効果

に経済的・社会的価値を与え、クレジット取引

を通じて山元へ利益を還元するという新たな取

り組みを、県有林等において実施することとい

たしております。

次に、これまで御説明いたしました重点施策

以外で、「新みやざき創造戦略」に係る主な新

規・重点事業を御説明申し上げます。

まず、本格的な少子高齢・人口減少社会の到

来や地方分権の進展など、さまざまな変化に対

応していくため、本県を取り巻く社会情勢を将

来にわたって分析し、本県のあるべき姿を明確

に描いた上で、その将来像、基本目標の実現に

向けた新たな県総合計画の策定に取り組んでま

いります。

また、県民が県政推進に参画できる仕組みづ

くりであります「県民との協働」につきまして

は、これまでの取り組みに加えまして、企業な

どの社会貢献活動に関する情報を収集し、県と

これら企業の要望等を調整する専門員を設置す

るとともに、企業や社会福祉法人、ＮＰＯ等の

グループから募集する提案公募型事業を展開

し、「多様な主体との協働」についても取り組

んでまいります。

中小企業対策といたしましては、その活性化

と経営の安定に向け、経営環境の厳しい中小零

細企業や、県内経済・雇用の回復の牽引役とな

る農商工連携等による新たな事業に取り組む中

小企業を対象に、融資対象や限度額の拡大、保

証料補助の拡充等を図り、金融と経営の両面か

ら総合的に支援してまいります。

教育関係では、県立学校の耐震補強の実施や

県西・県南地区の総合制専門高校の再編整備、

特別支援学校４校における高等部設置のための

施設整備などに取り組み、児童・生徒が安全で

安心して学べる魅力ある教育環境を確保してま
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いります。

また、県北地区の特別支援学校３校を統合

し、延岡西高等学校跡地に設置する、新たな特

別支援学校の建設に着手いたします。

なお、本年８月には、第34回全国高等学校総

合文化祭「全国高総文祭みやざき2010」が本県

で開催されます。本大会は、芸術文化活動に取

り組む高校生の祭典として、８月１日から５日

間の日程で開催されますが、出演等はもとよ

り、大会の企画・運営にも高校生が主体的にか

かわるもので、約２万人の高校生の参加が見込

まれております。高校生と力を合わせて盛大に

開催することにより、全国に向けて宮崎の文化

やすばらしさを発信できるよう期待していると

ころであります。

以上、重点施策に基づく柱となる事業やその

他新規・重点事業について御説明申し上げまし

たが、これらの推進に当たりまして、よりスピ

ード感を持って対応するため、必要な組織の改

正についても実施することといたしておりま

す。

次に、予算関係以外の議案について御説明申

し上げます。

議案第27号「宮崎県漁港管理条例の一部を改

正する条例」は、漁港におけるプレジャーボー

トの無秩序な放置係留問題を解決し、漁業と海

洋性レクリエーションとの共存等を推進するた

め、所要の改正を行うものであります。

議案第34号は、次世代育成支援宮崎県行動計

画及びひむか青少年プラン21の計画変更につい

て、宮崎県行政に係る基本的な計画の議決等に

関する条例の規定に基づき、議会の議決に付す

ものであります。

その他の議案につきましては、説明を省略さ

せていただきます。

次に、別冊にて同時に提案しております平

成21年度補正予算案及びその他の議案につい

て、その概要を御説明申し上げます。

今回の補正予算案は、国の平成21年度補正予

算（第２号）の成立及び公共事業費等の国庫補

助の決定に伴うもの、その他必要とする経費に

ついて措置することといたしました。

補正額は、一般会計減額55億9,025万3,000

円、特別会計減額６億3,447万3,000円でありま

す。この結果、平成21年度の一般会計歳入歳出

予算規模は、6,291億3,841万6,000円となりま

す。

主なものとしては、国の補正予算（第２号）

において創設された地域活性化・きめ細かな臨

時交付金を活用し、県単公共事業に35億4,000万

円余、県有施設や設備の改修等に16億4,000万円

余を措置することといたしております。

以上、補正予算の概要について御説明申し上

げましたが、これに要します一般会計の歳入財

源は、地方譲与税減額26億80万4,000円、地方交

付税24億2,502万6,000円、国庫支出金121

億2,986万9,000円、繰入金減額68億2,325万円、

県債減額63億6,522万4,000円、その他減額43

億5,587万円であります。

次に、平成21年度予算の翌年度への繰り越し

についてでありますが、公共事業等について、

国庫補助決定等が年度後半になったこと及び用

地買収に日時を要したことなどの事情から、歳

入歳出予算を翌年度に繰り越して執行するもの

であります。

次に、特別議案の概要について御説明申し上

げます。

議案第47号「宮崎県産業廃棄物税条例の一部

を改正する条例」は、産業廃棄物税の導入効果

の検証結果等を踏まえ、現行の条例を継続する
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こととし、５年後に再度検証を行うための条例

改正であります。

議案第55号「宮崎県議会議員の選挙における

選挙公報の発行に関する条例」は、県民の要望

等にこたえるため、県議会議員の選挙における

選挙公報を発行するための条例の制定でありま

す。

その他の議案につきましては、説明を省略さ

せていただきます。

以上、今回提案いたしました議案の概要につ

いて御説明いたしました。よろしく御審議のほ

どお願い申し上げます。〔降壇〕

○中村幸一議長 知事の説明は終わりました。

◎ 辞職勧告決議の動議提出

○中村幸一議長 次に、お手元に配付のとお

り、蓬原正三議員外２名から、図師博規議員に

対する辞職勧告決議の動議が提出され、所定の

発議者がありますので、動議は成立しておりま

す。

議案を事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

平成22年２月18日

宮崎県議会議長 中村 幸一 殿

提出者 県議会議員 蓬原 正三

野辺 修光

押川修一郎

辞職勧告決議の提出動議について

下記の議案を会議規則第16条第１項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第１号

図師博規議員に対する辞職勧告決議

◎ 議員発議案第１号追加上程

○中村幸一議長 ただいま朗読いたしました議

員発議案第１号を日程に追加し、直ちに議題と

することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 起立多数。よって、本案を日

程に追加し、直ちに議題とすることに決定いた

しました。

この際、地方自治法第117条の規定により、図

師博規議員は除斥されますので、退席を願いま

す。

〔図師議員退席〕

◎ 議員発議案第１号提案理由説明

○中村幸一議長 ここで、議員発議案第１号の

提出者に提案理由の説明を求めます。蓬原正三

議員。

○蓬原正三議員〔登壇〕 それでは、発議者を

代表して、「図師博規議員に対する辞職勧告決

議案」の提案理由を説明させていただきます。

県内における昨年の交通事故発生件数は、１

万1,000件と前年を1,616件も上回り、また、死

者、負傷者数も、ともに前年より大幅に増加

し、特に死者数は前年に比べ25人増となる73人

で、増加率が全国ワースト２位となっておりま

す。

このような中、警察本部を中心に、県民が一

丸となって、事故のない社会の実現を目指し、

さまざまな交通安全の取り組みが行われていた

ところでありますが、図師議員は、昨年12月14

日、無免許運転などによる道路交通法違反容疑

で摘発をされました。

そもそもこの無免許運転は、昨年10月、宮崎

市内の一ツ葉有料道路で法定速度を約40キロ上

回る速度超過違反を犯し、30日間の運転免許停

平成22年２月18日(木)
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止処分を受けたことがきっかけであります。ま

た、それ以前にも道路交通法違反を何度も繰り

返していた事実が図師議員御本人の説明によっ

て明らかにされましたが、これは交通違反の常

習性が強く、県議会議員としての遵法精神が著

しく欠落していると言わざるを得ません。

今回の無免許運転という違法行為は、県民の

信託を受けた県議会議員としての自覚に欠ける

恥ずべきものであり、県議会の品格をおとし

め、その名誉と権威を傷つけるにとどまらず、

県議会に対する県民の信頼を著しく失わせるも

のであることは明白であります。

「泣いて馬謖を斬る」のことわざがあります

ように、これまで一緒に活動をしてきた同僚議

員に、こうした決議を勧告することは大変心苦

しく、つらいものがありますが、今ここで一つ

のけじめをきちんとつけられたほうが、図師議

員御本人にとりましても、失うものより得るも

ののほうが多いと確信をいたしております。

また、これは、この世界に生きる者、我々す

べてが己に課すべき厳しさでもあると考えま

す。

このような理由で、私たちは、図師議員の道

義的・政治的責任を問うこととし、ここに辞職

勧告を行うものであります。議員各位の御賛同

をお願いし、提案理由の説明といたします。

〔降壇〕

○中村幸一議長 提出者の説明は終わりまし

た。

質疑の通告はありません。

お諮りいたします。

〔井上、権藤、田口、武井、西村、松田

各議員退席〕

○中村幸一議長 本案については、会議規則

第39条第３項の規定により、委員会の付託を省

略して直ちに審議することに御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

◎ 議員発議案第１号採決

○中村幸一議長 これより採決に入ります。

議員発議案第１号についてお諮りいたしま

す。

本案は、原案のとおり可決することに賛成の

議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 起立多数。よって、本案は可

決されました。

図師博規議員の着席を求めます。

〔図師、井上、権藤、田口、武井、西

村、松田各議員着席〕

○中村幸一議長 あすからの日程をお知らせし

ます。

あす19日から23日までは、議案調査等のため

本会議を休会いたします。

次の本会議は、24日午前10時開会、代表質問

であります。

本日はこれで散会いたします。

午前10時44分散会

平成22年２月18日(木)
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◎ 議案第63号追加上程

○中村幸一議長 ただいまの出席議員42名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は代表質問でありますが、お手元

に配付のとおり、知事より議案第63号の送付を

受けましたので、本案を日程に追加し、議題と

することに御異議ありませんか。〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

◎ 知事提案理由説明

○中村幸一議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 ただいま提

案いたしました議案第63号について御説明申し

上げます。

議案第63号は、教育委員会委員水永正憲氏が

平成22年２月10日付で辞職されましたので、そ

の後任委員として池上武博氏を任命いたした

く、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第４条第１項の規定により、県議会の同意を求

めるというものであります。よろしく御審議の

ほどお願い申し上げます。〔降壇〕

○中村幸一議長 知事の説明は終わりました。

◎ 代表質問

○中村幸一議長 ただいまから代表質問に入り

ます。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

代表質問時間割のとおりに取り運びます。〔巻

末参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、自由民主党、蓬原正三議員。

○蓬原正三議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。自由民主党を代表して代表質問を行

います。

まず、質問に入ります前に、１月２日に急逝

されました宮崎商工会議所の中島勝美会頭に対

し、謹んで哀悼の意を表しますとともに、心よ

り御冥福をお祈り申し上げます。

さて、ＮＨＫの夜９時からのニュース番組で

「無縁社会ニッポン」という特集が、年明けか

ら今月上旬にかけてシリーズで放送されており

ました。ごらんになられた方も多いことと思い

ます。無縁社会とは、人々のきずなが永続的に

薄れていく社会のことで、孤独死やひきこも

り、自殺者の増加など、無縁社会がもたらす暗

い影が広くこの時代を覆っている様子が特集で

取り上げられておりました。働き盛りの中高年

者にひきこもりが起き始めていること、お通夜

や告別式を行わない直葬という火葬のみの葬儀

が最近ふえていること、結婚式に親族や友人を

呼ばず、代理役を業者に頼む若者が出始めてい

ることなど、これまで日本人が大切にしていた

えにしやきずなが急速に失われようとしている

現実に、ただただ驚きを感じました。

戦後、日本人は、テレビやクーラー、車など

が普通にそろったアメリカのテレビドラマのよ

うな家庭を目指し、大混乱の中、復興に努め、

豊かな社会を実現してまいりました。世界の奇

跡とまで呼ばれております。多くの日本人は、

豊かになると同時に自由を求め、三世代同居が

当たり前の生活から核家族化の道を選び、結果

として大家族から解放される自由を選んだわけ

であります。子供に部屋が与えられ、だれもが

豊かで自由な社会を実感できるようになりまし

た。しかし、これらのことが知らず知らずいつ

平成22年２月24日(水)
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の間にか、家族や仲間、地域社会における会話

やコミュニケーション、そしてきずなを失わせ

ていったのではないかと思います。永住外国人

参政権や夫婦別姓など新たな制度導入に向けた

議論が始まっております。確かに時代は大きく

変わりつつありますが、一方で、日本人の心を

大切にし、県民一人一人が家族や仲間、地域と

のつながりを深められるような社会づくりを進

めていかなければならないと、改めて実感して

いるところであります。

それでは、通告に従い順次質問をしてまいり

ます。

初めに、知事の政治姿勢について２点お伺い

します。

１点目は、今後の県政運営についてでありま

す。知事は平成19年１月に就任をされ、早いも

ので既に３年が経過し、１期４年の任期は残

り10カ月となりました。ちょうど１年前、昨年

２月議会の代表質問において知事は、任期折り

返しとなるこの年を起承転結の「転」の年と位

置づけられ、今を「転機」ととらえ、旧態依然

としたスタイルを「転換」し、山積する諸課題

が「好転」するよう新たな展開を図っていきた

いと、みずからの考えを述べられました。しか

しながら、昨年夏には衆議院議員選挙への出馬

問題が噴出するなど、起承転結の「転」が国政

転身の「転」に転じてしまった感がありまし

た。ことしも７月には国政選挙を控えておりま

すが、ゆめゆめわき目を振ることなく、じっく

りと県政運営に当たっていただき、任期４年の

結びの年をしっかりと締めくくってほしいと

願っております。そこで、知事にお伺いします

が、任期最後の年となるこの１年について、本

県の将来像をどのように見据え、どういった気

持ち、姿勢で県政運営をされていくつもりでい

らっしゃるのか、お聞かせください。

２点目は、マニフェストについてでありま

す。イギリスでは、国会議員の選挙に際して各

政党がマニフェストと呼ばれる選挙公約集をつ

くりますが、それは、各政党が政権を獲得した

ときに必ず実現する政策を具体的に示した政策

綱領であり、有権者に対する契約や誓約の意味

を持つものとされております。我が国において

は平成15年に、当時の北川三重県知事がマニ

フェストの作成を提唱し、その後、マニフェス

ト選挙が広く世の中に浸透していくことになる

わけですが、最近のマニフェストはどうもお粗

末で、選挙前悪質誇大広告的なものが多過ぎる

のではないかと感じております。財政的な裏づ

けに乏しく、耳ざわりがよいだけで極めて実現

性の低い政策ばかりが並べ立てられているマニ

フェストが、果たして本物のマニフェストと言

えるのでありましょうか。来年は統一地方選挙

の年であります。我々地方議員の選挙は、本

来、会派や政党単位ではなく、個人を単位で競

う性格のものでありますので、マニフェスト型

選挙にはなじまないという意見があります。ま

た、作成することはできても、議員内閣制と二

元代表制の違いや、権限が首長より少ないた

め、限定されたものになることを十分理解した

上でつくらなければいけないとも言われており

ます。特に、議員個人あるいは少数会派でマニ

フェストをつくる場合には、議決に必要な過半

数にはほど遠い状況にあるため、その合意形成

過程を全く無視したようなマニフェストであっ

てはならないと思っているのであります。そこ

でお伺いしますが、知事は、国政選挙、首長選

挙、地方議会選挙のマニフェストについてどの

ように考えておられるのか、お聞かせくださ

い。

平成22年２月24日(水)
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知事のマニフェストにつきましては、早稲田

大学のマニフェスト研究所などが３年間の進捗

度を調査し、その結果が先月23日付の新聞で報

道されました。具体的な政策85項目を進捗度合

いによってＡ、Ｂ、Ｃの３段階で評価をされて

おり、全体の約74％が高評価のＡとなっており

ました。その一方で、生活保護世帯の生活力向

上のための専門支援チームの設置や、知事の政

治資金収支報告書の全面公開などがおくれぎみ

のＢ、Ｃ評価となっておりました。知事は、マ

ニフェスト達成に向けてそれなりの努力をされ

てきたと思いますが、この評価結果をどのよう

にとらえ、またＢ、Ｃ評価となった項目につい

ては今後どのように達成に向けた取り組みをさ

れていくつもりでいらっしゃるのか、お伺いを

します。

次に、地方分権の推進について２点お伺いし

ます。

１点目は、義務づけ・枠づけの見直しについ

てであります。地方分権の一里塚とも言われる

保育所等の基準など、義務づけ・枠づけの見直

しでありますが、昨年12月に閣議決定された地

方分権改革推進計画では、地方が要望する104条

項のうち、勧告どおりに見直しをするとされた

ものはわずか36条項しかなく、大変な失望をさ

せられました。相も変わらず国が主導権を握

り、権限を手放したくない各省庁の後ろ向きな

姿勢によって、地方への権限移譲の道筋がなか

なかつけられない状況であります。

そもそも、地方分権改革推進委員会によって

問題ありとされた義務づけ・枠づけが4,000条項

以上もある中で、見直しをするとしたものがわ

ずか78条項しかなく、これでは地域主権など永

遠に望むべくもありません。はしの上げおろし

まで国が地方の面倒を見る時代ではありませ

ん。このような義務づけ・枠づけの見直しの現

状についてどのように考えているのか、また国

に対して、もっと積極的に見直しを行うよう、

知事より強力に働きかけを行っていくべきだと

思いますが、御答弁をお願いします。

２点目は、子ども手当の地方負担についてで

あります。さきの衆議院議員選挙における民主

党マニフェストの目玉となる政策が、子ども手

当でありました。手当の財源については、地方

自治体関係者の多くは全額国費との認識であっ

たと思います。なぜなら、選挙期間中、当時の

鳩山代表みずからが「全額国が負担すべき」と

街頭で絶叫される姿は多くの国民の目に焼きつ

いておりますし、また原口総務大臣の「全額国

費というマニフェストを曲げるなら、もう一回

選挙をして信を問うべきだ」との発言からも明

らかであります。しかし、来年度については、

これまでの児童手当に子ども手当を上乗せする

という、とても理解しがたい手段で、事実上、

地方に負担が押しつけられてしまう結果となり

ました。そもそも、子ども手当のように裁量の

余地がない施策の財政負担を地方に求めてくる

こと自体が、地方分権のあり方に大きく矛盾す

るものであり、とても納得をし得るものではあ

りません。今回のようなやり方は単年度限りと

されてはおりますが、平成23年度からの全額支

給に際し、国の財源不足が際立つ中、果たして

地方負担がゼロになるのかどうか、大いに疑問

があります。知事は全国的な発信力を持ってお

られますので、ここでぜひ声を大にして発言を

していただきたいと思います。もし、平成23年

度―翌々年度でありますが―の予算編成に

おいて、今回同様、子ども手当の地方負担を求

められてきた場合には、ボイコットも辞さない

厳しい態度で臨むべきだと思いますが、知事の
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考えをお聞かせください。

次に、景気・雇用対策について２点お伺いし

ます。

１点目は、２月補正予算及び平成22年度予算

における取り組みについてであります。一昨年

９月、リーマン・ブラザーズの経営破綻に端を

発した世界的な金融危機は、いまだに我が国経

済に暗い影を落とし続けており、一部内需に明

るい兆しが出てきてはおりますが、景気の二番

底への落ち込みが依然として懸念されておりま

す。一方、本県経済に目を移しますと、昨年１

年間の県内企業の倒産件数は３年ぶりに減少に

転じたものの、個人消費や住宅投資の動きが弱

いなど、実体経済に回復の兆しがなかなか見ら

れず、依然として厳しい状況にあると言わざる

を得ません。県の台所事情は十分に存じており

ますが、本県経済と県民の暮らしを守るために

も、より実効性と即効性のある対策が今求めら

れていると思います。そこで、２月補正におい

て追加の景気・雇用対策を考えておられるよう

でありますが、どのような対策を講じられるの

か、知事にお伺いします。

また、本県の厳しい経済・雇用情勢にかんが

み、平成22年度の重点施策の一つに雇用の確保

と就業支援が掲げられておりますが、主にどの

ような事業に取り組み、どのような効果が期待

されるのか、あわせてお聞かせください。

２点目は、高校生の就職対策についてであり

ます。昨年12月末時点における県内高校生の就

職内定率は、県立高校で前年同期比を8.6ポイン

ト下回る79.1％、私立高校では9.6ポイントマイ

ナスの66.2％と、過去に類を見ないほど雇用情

勢が悪化しております。今の経済状況が、場合

によっては今後さらに悪化するかもしれず、来

年度の就職戦線も相当厳しいものになると想定

されます。県立高校の内定率の内訳を学科別で

見てみますと、大学等への進学を前提としてい

る普通科が非常に悪いわけでありますが、県と

しても早い段階から高校生の就職対策をしっか

りと講じておく必要があるのではないかと考え

ます。現在の就職率の低さをどのようにとら

え、来年度どのような取り組みをされるのか、

教育長にお伺いします。

また、私立高校についても、県立高校より低

い就職内定率の現況をどのように考え、来年度

どのような取り組みをされるのか、県民政策部

長にお伺いします。

次に、低炭素社会の実現について３点お伺い

します。

１点目は、地球温暖化対策についてでありま

す。昔から霧島おろしの寒風吹きすさぶことで

名高い、私の住まいする都城盆地も、近年は水

道管が氷で破裂することも、室内のぬれタオル

が朝方こちこちに凍り固まることもなく、「寒

い、寒い」と言いながらも、年々暖かくなる冬

を身近なところで実感しております。さて、国

は先月26日、昨年末の国連気候変動枠組条約締

約国会議（ＣＯＰ15）で承認されたコペンハー

ゲン合意に基づいて、国連へ提出する温室効果

ガスの削減目標を2020年までに1990年比で25％

削減とすることを正式に決定しましたが、かな

り高いハードルの設定であります。この25％と

いう数字は甚だ実現性に疑問があるとの意見が

多いようでありますが、25％というこの高い数

字をどのようにとらえているか、知事にお伺い

します。

なお、国として正式にその方向性を決めた以

上、目標に向けた取り組みを進めていかなけれ

ばならないのも現実であります。温室効果ガ

ス25％削減に向けて、本県としてはどのような
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取り組みを行っていくのか、環境森林部長にお

伺いします。

２点目は、みやざきソーラーフロンティア構

想についてであります。地球温暖化対策とし

て、低炭素社会づくりに向けた取り組みが、近

年、国内外で活発に行われております。そのた

めに、国民一人一人が省エネルギーを意識した

行動をし、あわせて太陽光発電を初めとした新

エネルギーの導入拡大が図られていかなければ

ならないとされております。本県においては、

昨年３月、日照時間や快晴日数が全国的にも多

いという地域特性を生かし、太陽光発電の導入

に力を入れていくとする「みやざきソーラーフ

ロンティア構想」が策定されました。この構想

は、「製造・発電・活用の三拍子そろった太陽

光発電の拠点づくり」を基本理念に掲げ、「メ

ガソーラー全県展開」「ソーラー住宅普及促

進」「ソーラー産業育成・集積」の３つのプロ

ジェクトによって、具体的な施策展開を図って

いくこととされておりますが、この構想に基づ

き、来年度はどのような取り組みを行い、どの

ような効果が期待されるのか、県民政策部長に

お伺いします。

３点目は、企業局における新エネルギー事業

についてであります。企業局では、来年度、環

境に優しい新エネルギーの普及促進を図るため

の事業に取り組むこととし、一ツ瀬川県民スポ

ーツレクリエーション施設への太陽光発電設備

の設置や、祝子ダムの維持流量を活用したマイ

クロ水力発電設備の設置を計画されておりま

す。これらの事業が新エネルギーの普及啓発に

意義がある事業であることは、十分理解できる

のでありますが、これはあくまで内輪での事業

であります。新エネルギー普及のために、企業

局が持つ発電のノウハウを生かし、外向けにリ

ーダーシップを発揮してほしいと思うものであ

ります。例えば、岩手県においては、クリーン

エネルギーの導入を促進するため、市町村等が

公共施設に小規模なクリーンエネルギー設備を

導入する場合に、県企業局が設置に要する経費

を支援するような事業を行っております。低炭

素社会の実現に向けて、地域や企業が行う新エ

ネルギー導入等の取り組みに対して、金銭的な

支援やアドバイザー的な役割を担うことができ

ないのか、企業局長にお伺いします。

次に、平成22年度当初予算について３点お伺

いします。

１点目に、国の予算編成に係る問題について

であります。現在、国会においては、平成22年

度政府予算案に対する活発な議論が交わされて

おります。今回は、政権交代後初めての予算、

民主党によれば政治主導予算ということであり

ましょう。昨年の秋からの国の予算の編成作業

を見て不安を覚えたのは、事業仕分け作業であ

ります。確かに、無駄を省くこと、これは官民

を問わず絶対的必須条件であります。しかし、

地方を知らず、現場を知らず、現場に足を運ぶ

こともなく、短時間に机上の論理だけで一方的

に結論を導き出すというやり方は、政治的パ

フォーマンスとしては実にお見事でありました

が、スーパーコンピューターの例を出すまでも

なく、果たして実態に即したやり方だったのか

と疑問を禁じ得ません。しかも、財務省のおぜ

ん立てによるメニューぞろえの感、強しであり

ました。

加えて、予算陳情窓口の一本化であります。

民主党は、政府への予算要望は党の地方組織を

経由すべしとの仕組みをつくられましたが、本

来、政治と行政の役割は切り離して考えるべき

ものであり、特に多様化、専門化する行政への
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要望等を政党が一元化し、行政への窓口を閉ざ

すことは、民主主義の原則に反する行為であ

り、憲法で保障する国民の請願権を侵害するこ

とにもなりかねません。これらのことと密接に

関係していると思いますが、予算に関する情報

がことしほど集められなかったことは、これま

でなかったのではないかと思います。こうした

国の予算編成に係る一連の問題について、知事

はどのように考えるのか、お聞かせください。

また、国の予算配分の変化が本県の予算にどの

ような影響を与えたのか、あわせてお聞かせく

ださい。

２点目は、知事最終年度予算の感想について

であります。平成22年度予算は、知事任期４年

の最後の年、区切りとなる予算であります。

「ひかり輝く宮崎の未来へ～県民総力結集予

算」と命名されておりますが、政権交代や景気

後退の影響など、予算編成に当たっては大変な

御苦労もあったことと思います。費目ごとに予

算を見てみますと、雇用対策や地域医療対策な

どで労働費や衛生費が大幅に伸びた反面、農林

水産業費や土木費は、公共事業の削減などでマ

イナス予算となっております。本県の基幹産業

である農業への影響や、道路、港湾などインフ

ラ整備のさらなるおくれが大変懸念されるとこ

ろであります。個別の事業の詳細につきまして

は、それぞれ各委員会での議論に任せたいと思

いますので、ここでは特に触れませんが、財源

が厳しく、またさまざまな県政の課題が山積す

る中で編成された平成22年度予算に対して、知

事はどのような感想を持たれているのか、お聞

かせください。

３点目は、財政改革と今後の財政運営の見通

しについてであります。平成22年度の一般会計

予算規模は5,772億6,000万円余、対前年度比

で2.6％増となり、今年度予算に引き続き２年連

続しての増額予算となっております。歳入面で

は、地方交付税が対前年度比で58億円、3.5％増

加しておりますが、自主財源である県税収入

が95億円、10.9％も減少しており、財政調整の

ための基金からの繰り入れも150億円余となり、

このため、平成22年度末の基金残高は286億円程

度まで減少する見込みであり、今のままでは２

～３年で基金は枯渇してしまう可能性がありま

す。県の借金に当たる県債を見てみますと、地

方交付税の代替財源である臨時財政対策債を除

く発行額は383億円で、前年度より48億円減少

し、発行残高も6,696億円程度で、今年度末に比

べ約309億円減少する見込みとなっております。

臨時財政対策債を除く県債依存度は6.6％と、前

年度より1.1ポイント減少し、過去５年間でも最

低となるなど、財政改革の努力の跡がうかがえ

ます。

しかし、ここで注意しなければならないのが

臨時財政対策債であります。臨時財政対策債

は、国から地方公共団体に分配する地方交付税

が足りないため、その不足する金額の一部を一

たん地方公共団体で借金して賄っておく県債で

あり、返済する年度の地方交付税額を計算する

際には返済金額がすべて上乗せされますので、

理論上、県の腹は痛まないことになります。し

かし、臨時財政対策債が全国的に雪だるま式に

ふえていけば、将来、国の財政負担がふえるの

は当然のことであり、そうなれば必然的にその

ツケが地方へ、すなわち県民に回ってくるので

はないかと懸念をいたします。来年度の臨時財

政対策債は約564億円で、前年度より約90億円、

率にして18.9％も増加しておりますが、臨時財

政対策債に大きく依存をする平成22年度予算を

どのように評価するか、これは国から来られて
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いる副知事にお伺いします。特に、本県の財政

規律の確保の観点からこの予算をどのように見

ているのか、お答えください。

また、来年度は第２期財政改革推進計画の仕

上げの年、最終年度でありますが、これまでの

財政改革の進展ぐあいと今後の財政運営の見通

しについて、知事にお伺いします。

次に、組織改正についてであります。

複雑多様化する県民ニーズにこたえ、効率的

な行政運営を推進するためには、たゆまない組

織体制の構築が重要なことであります。知事は

平成20年度に、県民政策部を初め、大規模な組

織改正を行い、みやざきアピール課の設置など

が話題になりました。さて、今回の組織改正

は、前回に比較して小さな規模となりました

が、お聞きしたいのは、企業立地課の設置であ

ります。企業立地推進局にはこれまで課は設け

てありませんでした。局内に１課だけしか設け

ないのであれば、今の組織体制で職員数をふや

すことで事足りるのではという気がします。企

業立地推進局は、知事のマニフェスト「企業誘

致100社、雇用１万人」に関する重要な組織であ

りますが、企業立地課の設置について総務部長

の考えをお聞かせください。

また、今回の組織改正全体のねらいと、それ

により期待される効果について、知事にお伺い

いたします。

次に、地域医療対策についてであります。

国の平成22年度予算に、10年ぶりに診療報酬

の増額改定が盛り込まれました。診療報酬全体

の増加率は0.19％でありますが、勤務医の待遇

改善につながる入院医療では３％の増加率に

なっております。しかし、その一方で、事業仕

分けで厳しい意見が出された医師確保や救急・

周産期対策の補助金は、前年度当初予算比で３

割程度の削減となったところであります。県内

の市立病院では医師の退職が相次いでおり、県

立病院も含めて本県の医師不足は深刻の度合い

を増すばかりでありますが、鳩山総理が「命を

守る」と声高に叫ばれる割には、その「命」に

直接結びつく地域医療に対する国の取り組み姿

勢が、メッセージとして伝わってまいりませ

ん。このような中、前政権時代の政策でありま

す地域医療再生臨時特例交付金が、本県では、

県北部に25億円、県西部に25億円と、満額の50

億円が認められたことは大変うれしいニュース

であります。今後、この交付金による事業が着

実に進められていくことを期待しているところ

でありますが、先ほど申しました医師確保や救

急・周産期対策の補助金の削減について、本県

にどのような影響があるのか、福祉保健部長に

お伺いします。

また、平成22年度の重点施策である地域医療

の再生に向けてどのような取り組みをされ、ど

のような効果が期待されるのか、福祉保健部長

と病院局長にお伺いします。

エコクリーンプラザみやざきについてであり

ます。

先月５日、エコクリーンプラザの浸出水調整

池の破損問題で背任容疑で書類送検されており

ました県環境整備公社の元役職員５人につい

て、宮崎地検が嫌疑不十分として不起訴処分と

したことが明らかになりました。この結果につ

いて知事は、「刑事責任までは問えないという

判断であり、真摯に受けとめたい。今後は、民

事訴訟等を通じて、原因や責任の所在をできる

だけ明らかにしていかなければならない」との

コメントを出されました。調整池破損による補

強工事などに要する経費は50億円を超えるとも

言われておりますので、ぜひ民事における真相
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解明をしっかりとやっていただきたいと思って

おります。

ところで、エコクリーンプラザにつきまして

は、昨年の２月議会において、当時自民党の会

長でありました中村議長が、「この施設は県が

主導的に整備をしてきたが、処理するごみの

約95％は県央地区11市町村の一般廃棄物であ

り、その８割以上は宮崎市のごみである。法律

上、一般廃棄物の処理は市町村の事務である

が、あるべき姿について知事の見解を伺いた

い」との代表質問を行っております。これに対

して知事は、「エコプラザにおける廃棄物処理

の現状や関係法令等に基づき、県と市町村の役

割分担を明確にする必要があると考えており、

今後、一部事務組合方式などを含めてどのよう

な組織体制にすべきであるか、公社や市町村等

と十分協議してまいりたい」との答弁をされま

した。そこで、知事にお伺いしますが、その

後、県と市町村の役割分担や組織体制のあり方

についてどのような協議検討がなされているの

か、お聞かせください。

次に、新たな産業の展開についてでありま

す。

県は、平成22年度の重点施策の一つに、将来

的な課題への対応として、新たな産業の展開を

掲げられております。すそ野の広い地域経済の

活性化を図っていくためには、それぞれの地域

が現在持っているポテンシャル（潜在能力）を

見きわめ、地域資源を有効に活用しながら、一

方で、将来的な人口減少や少子化、超高齢化社

会、ＩＴ革新、循環型社会などを見据えた新し

い産業をつくり出していくことが重要であると

考えております。本県は、豊かな自然環境と温

暖な気候に恵まれ、この快適な気候風土を生か

して農林水産業や観光産業などがリーディング

産業となっているわけでありますが、こうした

地域特性、地域資源をいかに活用し、具体的に

どういった産業を新たに生み出していきたいと

考えているのか、知事にお伺いします。

次に、農林水産省の公共予算減額に伴う本県

への影響についてであります。

行政刷新会議の事業仕分けにおいて農道整備

事業が廃止とされたことを受け、さきの11月議

会で、「農道整備の継続的な実施と予算確保に

関する意見書」を全会一致で採決いたしまし

た。しかし、このような意見が、本県のみなら

ず全国各地から多数上がっていたにもかかわら

ず、国の当初予算では、農道整備事業やかんが

い排水事業などの生産性向上のための基盤整備

に係る予算が大幅に削減されました。これらの

事業は、農山漁村地域整備交付金として新たに

交付金が創設されたものの、その交付金も総額

で約1,500億円しかなく、一方で、農業農村整備

事業は平成21年度当初予算の5,7 7 2億円か

ら2,129億円と、約3,600億円の減、対前年度比

で63.1％もの減額となっており、とてもその減

額分をこの交付金であがなえるものではありま

せん。本県は農業が基幹産業でありながら、農

道整備率は約40％、また畑地かんがいの整備率

も16％程度しかなく、いずれも他県と比較して

大きくおくれております。統計を見ますと、農

業の基盤整備に係る農業農村整備事業の予算と

農家所得は密接な関係にあることがわかりま

す。事業予算がふえると農家所得も同様に増加

し、事業予算が減少に転じると、それに比例し

て農家所得も減少していくといったぐあいに

なっております。このことから、農業生産の基

盤整備がきちんと進めば農業生産が拡大してい

くことがわかります。農業の基盤整備に係る国

の予算の大幅減額について、本県農業へはどの
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ような影響があるのか、また、影響が生じる部

分については、県として今後どのような対応を

していくつもりでいるのか、知事にお伺いしま

す。

次に、少人数学級の推進についてでありま

す。

幕末、長州藩の吉田松陰が主宰した松下村塾

をごらんになった方も多いと思います。高杉晋

作を初め、多くの維新のすぐれた志士たちを輩

出いたしました。この松下村塾は、聞くと見る

とでは大違い、実に小さな建物で、恐らく少人

数制による松陰とのマンツーマン対話方式のス

タイルではなかったのかと想像を余儀なくされ

ます。さて、本県においては、来年の中学１年

生に35人の少人数学級を本格導入されるとのこ

とであります。小学校においては、既に１年生

と２年生で30人の少人数学級が導入されており

ますが、中学校３年までの９年間を通して考え

ますと、学級人数が減ったりふえたりと一貫性

がありません。教師も子供も戸惑いを感じるこ

と必定であります。継続性を持たせたほうが、

教育効果もより高いのではないかと思います。

しかし一方で、大人数のほうが子供たちの社会

性がはぐくまれる上に、たくましく育つとの意

見もあります。少人数学級について、教育効果

などの面から教育長はどのように考えておられ

るのか、お伺いをします。

次に、宮崎フリーウェイ工業団地についてで

あります。

当団地は、平成３年に当時の松形知事が地元

市町村からの強い要望を受け、整備の検討がな

されたと聞いております。平成３年４月スター

トの第４次総合長期計画では、当時１兆3,000億

円の工業出荷額を10年で２兆1,000億円にふやす

計画で、当団地の整備はその施策の柱でありま

した。平成７年７月の九州縦貫自動車道えびの

―人吉間の開通も大きな判断材料の一つではな

かったかと思います。宮崎フリーウェイ工業団

地は、県土地開発公社が事業の実施主体となっ

て平成６年に整備が始まり、平成11年に完成し

ました。地元の大きな期待を受けながら完成し

た当団地でありましたが、完成して、はや11

年、これまでの企業誘致活動のかいなく、これ

までに２社に対してわずか約0.8ヘクタール、売

り出し分譲面積28.5ヘクタールのうち分譲率

は2.8％という状況で、いまだに27.7ヘクタール

の広大な用地が未利用のまま残っております。

このような中、現在、工業団地を所有・管理す

る県土地開発公社が来年度中に解散をするた

め、来年度予算において県が購入するというこ

とでありますが、なぜ県が購入しなければなら

ないのか、商工観光労働部長にお伺いします。

また、予算額が33億円と非常に大きな金額で

ありますが、平米当たりの単価を１万2,000円と

して積算され、公社の簿価相当額で購入されて

いるようでありますが、この理由について、ま

た、このことにより県の財政にとって大きな負

担とならないのか、あわせて商工観光労働部長

にお伺いします。

次に、県土整備部の平成22年度当初予算につ

いてお伺いします。

民主党連立政権の「コンクリートから人へ」

という理念のもと、国土交通省の公共事業費関

係予算は、事業ベースで対前年度比17％の減と

なりました。本県に限らず、国の直轄事業や補

助事業等に頼る割合が非常に高い地方には、大

きな影響が及ぶものと考えられます。本県にお

いては、行財政改革による公共事業費の削減や

入札制度改革に伴う建設業者の疲弊等、これま

でも大きな痛みを受けてきているところに、さ

平成22年２月24日(水)



- 27 -

らに追い打ちをかける国の予算削減でありま

す。本県における公共事業費は確保できるの

か、不安が募るところであります。県土整備部

の平成22年度の公共事業予算は約647億円、対前

年度比93.2％、前年度の約694億円より47億円も

減少しております。果たしてこの事業費で、必

要な道路や河川、港湾等の本県の公共事業費の

確保は十分と言えるのか、県土整備部長にお伺

いします。

また、予算のパイが限られてくることになり

ますので、選択と集中ということになれば、今

後、それぞれの事業の優先順位をつけることも

重要であります。県土整備部における選択と集

中の考え方について、県土整備部長にお伺いし

ます。

次に、入札・契約制度についてであります。

今さら申すまでもなく、建設産業は極めて厳

しい経営環境に直面しております。このような

中、県では来年度予算において、重点施策に掲

げる雇用の確保と就業支援の取り組みの一つと

して、昨年度から実施の建設産業育成総合対策

事業を見直し、充実を図っていくこととされて

おります。また、議会開会日のほんの２日前に

発表されました、公共事業における経済・雇用

緊急対策では、最低制限価格を、建設工事は予

定価格のおおむね85～90％をおおむね90％に、

建設関連業務については75～85％をおおむね80

～85％に見直すこととされ、疲弊した建設産業

に一条の光が差したような気がします。私ども

県議会自由民主党が昨年度末に制度の改善を求

めた成果が、ようやく少しばかり実りました。

しかしながら、こうした対策のみで、今のこの

厳しい現状が簡単に打開できるものでもありま

せん。知事は、これまでの議会における入札・

契約制度の質問に対して、「制度の見直しと検

証を継続する」との答弁を繰り返しなされてき

ました。そこで、知事にお伺いしますが、今回

の公共事業における経済・雇用緊急対策はどの

ような観点でなされ、この対策でどのように建

設産業の健全な発展が見込めるのか、お聞かせ

ください。

また、これまでも何度か対策が打ち出されて

きましたが、今後、さらに入札・契約制度の見

直しはあるのか、もしあるとすれば知事は最終

的にどのような制度を目指されておるのか、あ

わせてお伺いします。

以上で壇上からの質問を終わります。ありが

とうございました。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

本県の将来像と県政運営についてでありま

す。我が国は今後、本格的な少子・高齢、人口

減少社会を迎えようとしておりまして、20年後

の2030年には本県の人口は100万人を割り込むと

の推計がなされております。また、東アジアの

急速な経済成長や資源・環境問題の顕在化、地

方分権の進展、道州制の検討など、今後の本県

をめぐる情勢は大きくかつ急速に変化するもの

と思われます。人口の減少や少子高齢化の進展

による地域活力の低下、経済のグローバル化に

伴う国際競争の激化など、対応すべき課題は多

数ありますが、私は、本県が個性と活力に満ち

た「光り輝く宮崎」として、将来にわたって自

立・持続していく地域であってほしいと考えて

おるところであります。

このようなことから、来年度の重点施策にお

いては、将来的な課題への対応として、本県の

特性や強みを生かした新たな産業の展開や、地

域の未来を支える人材の育成、環境・資源問題

に対応した地域づくりなど、３つの項目を掲

平成22年２月24日(水)



- 28 -

げ、将来の成長につながる施策に積極的に取り

組んでまいります。また、現在策定を進めてお

ります新たな総合計画におきましても、20年後

の将来像をしっかりと描いた上で、県民共有の

指針として、その実現に向けた道筋を示してい

きたいと考えております。

続きまして、マニフェストについてでありま

す。現在、国、地方を問わず、マニフェスト選

挙が広がりつつあることは、住民主役の政治、

地域主権の確立という志を同じくする方々と設

立した「せんたく」の一員として、その普及に

努め、また実践した者として大変喜ばしいこと

であります。

国政選挙におけるパーティーマニフェスト、

首長選挙及び地方議会選挙におけるローカルマ

ニフェストについては、それぞれ立場や権限に

違いがありますことから、おのずとマニフェス

トの性格も異なるものと考えております。ま

た、不測の事態などが生じた場合にマニフェス

トを修正することは是か非か議論が分かれるな

ど、さまざまな課題もありますが、作成する政

治家と評価する有権者がお互いに工夫し、事例

を積み重ねることで、今後、マニフェスト選挙

がさらに成熟していくことを期待しておるとこ

ろであります。いずれにいたしましても、私

は、マニフェストを掲げ、知事に選んでいただ

いた以上、与えられた任期の中で、県民の皆様

とのお約束を果たすべく、全力で取り組んでい

きたいと考えております。

次に、マニフェスト達成に向けた取り組みに

ついてであります。私のマニフェストについ

て、先月、宮崎日日新聞社と早稲田大学マニ

フェスト研究所による評価結果が公表され、そ

の内容を見ますと、全体としてはおおむね順調

でありますが、中には厳しい評価となったもの

もありまして、結果については真摯に受けとめ

るべきものと考えております。マニフェストは

県民の皆様との約束でありますので、その達成

に向けて努力することは当然であります。一

方、緊急的な経済・雇用対策や中山間対策な

ど、マニフェストに掲げていない喫緊の課題に

ついても迅速に対応していく必要があり、毎年

度の予算編成等においては、その時々の情勢を

踏まえながら、必要な施策について判断してい

るところであります。今回、厳しい評価となっ

た新規立地企業100社、新規雇用創出１万人を初

めとして、マニフェストに掲げた項目について

は、今後とも、その達成に努めてまいりますと

ともに、課題の重要度や緊急性を勘案しなが

ら、県民の皆様の御期待にこたえられるよう、

新みやざき創造戦略や重点施策等の推進に全力

で取り組んでまいりたいと考えております。

次に、地方分権についてであります。御案内

のとおり、今国会への提出が予定されておりま

す、第１次の地域主権推進一括法案に盛り込ま

れる義務づけ・枠づけの見直しは、一部見直し

を含めても121条項にとどまる見込みであり、現

政権が地域主権の確立を政策の柱に据えている

ことからすると、不十分なものと言わざるを得

ません。私は、地方固有の事務である自治事務

に対する国の関与を廃止あるいは緩和する義務

づけ・枠づけの見直しは、地方分権改革のスタ

ート段階にすぎず、真の地方分権改革とは、国

が持つ権限、財源を大胆に地方に移譲すること

によって、地方の自己決定・自己責任による自

立した自治体運営の枠組みを構築することだと

考えております。このようなことから、先日の

全国知事会プロジェクトチームの会合において

も、政府が導入を検討している一括交付金に対

する本県独自の制度設計案を提案したところで
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ありまして、今後とも、地方分権改革推進委員

会の勧告に沿った義務づけ・枠づけの見直しを

含め、真に実効性のある地方分権改革を推し進

めるよう、政府に対して、さまざまな機会を通

じて強く働きかけてまいりたいと考えておりま

す。

次に、子ども手当についてであります。民主

党のマニフェストでは、無駄遣いの排除や埋蔵

金の活用などで新たな財源を生み出し、子ども

手当を含む政策を実行するとされており、また

政権交代後には、鳩山総理などが全額国負担と

言われていたことから、児童手当との併給とい

う形で実質的な地方負担を求めることは、公約

に反するのではないかと考えておるところであ

ります。この問題に対しましては、地方六団体

としても、国が全額負担すべきと主張してお

り、23年度以降の本格的な制度設計について

は、今後法制化される国と地方の協議の場にお

いて、十分な議論を行うこととしております。

私といたしましても、従来から主張している

とおり、子ども手当の財源は国が全額負担する

ことが当然であり、23年度以降の本格実施にお

いては、地方負担が残るようなことがあっては

ならないと考えております。万一そのような状

況が出てきた場合には負担をボイコットするの

かということにつきましては、県民や市町村へ

の影響なども勘案しながら慎重に判断しなけれ

ばならないと思いますが、そのようなことにな

らないよう、我々地方がそれほど重大な問題と

してとらえているということを、政府に対して

はっきりと示していく必要があると考えており

ます。

次に、経済・雇用対策についてであります。

昨日に発表されました内閣府の月例経済報告に

よりますと、我が国経済は持ち直してきている

ものの、自律性に乏しく、失業率が高水準にあ

るなど、依然として厳しい状況にあります。本

県におきましても、若年層を初めとして大変厳

しい雇用情勢にあり、景気回復の動きを実感で

きる状況にはないと考えております。県といた

しましては、平成20年秋以降、切れ目のない経

済・雇用対策を講じてきたところであります

が、厳しい経済情勢やデフレの影響等により、

新規学卒者の就職内定率が大幅に落ち込むな

ど、若年層を中心とした雇用対策が緊急の課題

となっております。

このようなことから、今回の補正予算では、

国において新たに創設された交付金を活用した

公共事業を初め、介護・医療分野等における雇

用機会の創出や、若年層のスキルアップなどの

人材育成等のための基金の増設、地域医療再生

のための基金の新設など、経済・雇用対策とし

て総額203億円を措置したところであります。ま

た、来年度当初予算においても、雇用の確保と

就業支援を重点施策の筆頭に位置づけ、若年層

や中山間地域などを対象に2,900人余の直接的な

雇用の創出を図るほか、介護や農林水産分野へ

の就業支援、さらには中小企業の経営支援を通

じた雇用の維持など、37事業、105億円余を措置

したところでありまして、補正予算分と一体と

なった切れ目のない対策を講じることで、県内

の経済・雇用の回復を図ってまいりたいと考え

ております。

次に、地球温暖化対策についてであります。

地球温暖化は、人類や生態系に影響を及ぼす大

変重要な問題であり、影響が世界全体にわたる

ことから、その対策には長期間の国際的な取り

組みが必要であります。このため国は、すべて

の主要国の参加を前提として、温室効果ガス

を2020年までに1990年比で25％削減するという
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意欲的な目標を示しており、現在、目標達成の

ための行程表の策定などが検討されているとこ

ろであります。しかしながら、この目標は非常

に高いものであり、実現するためには、国民や

事業者の相当の努力、負担が求められるものと

考えております。本県におきましては、みやざ

きソーラーフロンティア構想を初めとする環境

に優しい新エネルギー等の普及促進や、二酸化

炭素の吸収源としての森林整備の推進など、本

県の特性を最大限に生かした取り組みを進めて

まいりたいと考えております。

次に、国の予算編成についてであります。行

政刷新会議による事業仕分けにつきましては、

民間有識者も交えたオープンな議論による透明

性の確保や国民的な議論の喚起という点では評

価すべきと思いますが、地方の社会資本整備や

交付税に関する議論を見ますと、対象事業の選

定基準の明確化や地域主権との整合などの課題

が残されたのではないかと考えております。ま

た、民主党の新たな陳情システムにつきまして

は、民主党を通さなければ各省庁に要望できな

いということではないと聞いておりますが、陳

情・要望を効率的に集約、実現するためのシス

テムだと期待をし、そのルールに従って要望を

行ったところであります。しかしながら、来年

度の政府予算案では、全国的なものとはいえ、

インフラ整備がおくれた本県にとって大変厳し

い内容となっております。今回の予算編成につ

いては、政権交代から間がなかったという事情

もあるとは思いますが、私といたしましては、

予算配分がどういう過程を経て、どのような基

準で決定されたのかをオープンにしていただく

とともに、事業仕分けや陳情システムなどのあ

り方についても、地域主権や国民目線での政策

決定という観点から、常に見直しを進めていく

べきではないかと考えております。

次に、県予算への影響についてであります。

国の平成22年度予算の編成に当たり、行政刷新

会議によって行われました事業仕分けにつきま

しては、その結果を受け、国の予算計上が見送

られたため本県でも計上できなかったものは、

ケーブルテレビ施設整備支援事業のみでありま

して、その他につきましては、国の予算が縮減

されたため、本県への事業配分を減少と見込ま

ざるを得ないものの、現段階で影響額が明確と

なっているものはほとんどありません。今後、

事業量や箇所づけによって事業配分が具体化さ

れ、本県の事業額が明確になるものと見込まれ

ますことから、当初予算では、できる限りの情

報を収集した上で、前年度の事業量や現行基準

での算定を参考として所要額を措置していると

ころであります。また、陳情窓口の一本化につ

きましては、本県への予算配分に影響しないよ

う、窓口への要望のほか、私みずからが担当大

臣へ直接、本県の事情を説明し、予算確保のお

願いをしたところであります。さらに、予算に

関する情報につきましては、御指摘のとおり、

私も収集に苦慮し、予算編成スケジュールの維

持に苦労した印象を持っているところでありま

す。

次に、平成22年度予算編成についてでありま

す。平成22年度当初予算の編成に当たりまして

は、私の任期４年の仕上げの年として、マニ

フェストの実現を目指し、本県の厳しい社会経

済の状況等も十分に考慮しながら、選択と集中

の理念のもと、喫緊の課題である雇用の確保と

就業支援を初めとする６つの重点施策を中心

に、優先度の高い施策に積極的に取り組むこと

といたしました。その過程におきましては、景

気後退により県税収入が減少する一方、公債費
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や社会保障関係費の増加などにより非常に厳し

い状況でありましたが、地方交付税の増額を初

めとする地方財政対策を踏まえるとともに、最

終年度を迎える財政改革プログラムに基づき、

徹底した事務事業の見直しや歳入確保などに着

実に取り組み、財源捻出に努めることにより、

現下の厳しい経済・雇用情勢への的確な対応を

初め、本県の発展のための重要性の高い施策や

事業を盛り込んだ予算を編成することができた

ものと考えております。

次に、財政改革についてであります。「宮崎

県行財政改革大綱2007」の財政改革プログラム

の進捗につきましては、執行段階での経費節約

等の取り組みまで考慮する必要がありますこと

から、決算の終了しました平成20年度までの状

況で申し上げますと、２つの見直し目標のう

ち、目標１については、４年間の計画期間累計

で一般財源ベース676億円を見直すこととしてお

りますが、平成19年度と平成20年度の２年間の

累計で約541億円の見直しを行っております。ま

た、目標２については、私のマニフェストも踏

まえ、平成18年度を基準として、単年度で事業

費ベース350億円を見直すこととしております

が、平成20年度においては約504億円の見直しを

図ったところであります。しかしながら、この

ような取り組みにもかかわらず、景気後退等の

影響を受け、平成22年度予算におきましても、

税収が大きく減少する中、地方交付税が増額確

保されてもなお、多額の収支不足が生じるとい

う大変厳しい状況であることに変わりはなく、

また今後も、公債費や社会保障関係費などの増

加が見込まれるため、県の財政状況は予断を許

さない状況にあるものと認識しており、引き続

き、財政改革の取り組みを着実に推進していく

必要があると考えております。

続きまして、組織改正についてであります。

今回の組織改正につきましては、平成20年度の

本庁、出先機関にわたる再編からまだ２年とい

うこともあり、大規模な改正はありませんが、

県総合計画「新みやざき創造計画」の着実な推

進、並びに重点施策に掲げられた課題へのスピ

ード感を持った対応を図るという観点から、必

要な部分の強化を行ったものであります。具体

的には、企業立地推進局に課を設置し、専任の

課長と課長補佐を置くこととしたほか、中山間

・地域対策室を課に昇格させ、また、地球温暖

化対策の一元化のため、環境森林課に地球温暖

化対策担当を設置するなどの体制強化を図った

ところであります。私といたしましては、これ

らの体制強化により、大変厳しい経済・雇用状

況の中ではありますが、新規企業立地100社の達

成や中山間地域の活性化、みやざきソーラーフ

ロンティア構想の推進を初めとする低炭素社会

の実現に向けた取り組みなどを着実に、かつス

ピード感を持って進めてまいりたいと考えてお

ります。

続きまして、エコクリーンプラザみやざきに

ついてであります。環境整備公社の組織体制に

つきましては、昨年１月の外部調査委員会の提

言に基づき、責任の所在が明確で効率的なもの

となるよう段階的に検討を進めているところで

あります。その中で３月には、理事会について

関係する11市町村と県で構成するよう改めると

ともに、評議員会には地元対策協議会の代表者

にも入っていただくことといたしました。ま

た、６月には、関係市町村と締結した文書の中

で、公社のあり方に関する抜本的な見直しにつ

いて、「県と市町村の責任やごみ処理の実態を

踏まえ、十分協議を行っていく」と確認したと

ころであります。さらに、現在、事務局につき
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ましては、工事や裁判など当面の諸問題に対応

するため、組織を拡充する方向で関係市町村と

調整を進めております。なお、今後の抜本的な

見直しにつきましては、安全・安心を求める地

元の御理解を得る必要もありますので、まずは

現体制の中で施設の再生をきちんと図りなが

ら、責任や役割等について十分に協議検討を重

ね、エコクリーンプラザが将来にわたって真に

安定的な運営を続けていくことができるよう努

めてまいりたいと考えております。

次に、新たな産業展開についてであります。

私は、本県産業の将来を考える上では、まずは

世界的な人口増加による食料や資源の不足、あ

るいは低炭素・循環型社会への転換といった課

題に対し、本県はどのような貢献をし、産業振

興にどうつなげていくのかという視点、さらに

南九州あるいは九州全体として広域的に産業を

とらえ、そのポテンシャルを最大限に生かすと

いう視点が重要になってくると考えておりま

す。このような観点から見ますと、まず南九州

の基幹産業であります農林水産業を基軸とした

産業振興を図ることにより、東アジアを視野に

入れた食料供給基地となることが可能でありま

すし、すぐれた日照条件や豊富なバイオマス資

源を生かし、太陽光や太陽熱を初めとする新エ

ネルギー関連産業が今後大きく発展していくこ

とも期待できると思います。このほか、東九州

地域における医療関連産業の集積を生かした新

たな展開、さらには九州の恵まれた自然環境や

風土、伝統文化を生かした観光産業など、今

後、本県が発展していく要素はたくさんありま

すので、こうした地域のポテンシャルを引き出

しながら、また、他県との連携も視野に入れ、

個性ある産業づくりを目指してまいりたいと考

えております。

次に、農業生産基盤の整備に係る国の予算に

ついてであります。本県農業は、他県に比べて

耕地面積や農業者数が少ないなど必ずしも有利

でない条件の中で、知恵と工夫によって畜産と

施設園芸を中心に生産拡大を図ってきており、

その結果、現在では全国トップクラスの農業産

出額を誇るなど、食料供給県としての地位を確

立しているところであります。しかしながら、

現在、本県農業は、燃油・配合飼料価格の高騰

による農業所得の低下など大変厳しい状況に直

面していることから、従来の輸入資源に依存し

た生産構造を改革し、加工・業務用需要に対応

した土地利用型農業の生産拡大など、より収益

性の高い新たな生産構造への転換を進めていく

必要があり、そのためにも農業生産基盤の整備

が不可欠であると考えております。

このような中、国の予算の大幅な削減は、本

県の基幹産業である農業はもとより、地域経済

に及ぼす影響が極めて大きいことから、今後と

も、農業の役割や重要性、さらには農業生産基

盤の整備の必要性など本県の実情を訴えなが

ら、予算の重点配分について強く国に働きかけ

てまいりたいと考えております。また、コスト

縮減や事業の重点化など限られた予算で最大限

の効果が発揮できるよう、効率的な予算の執行

に努め、事業効果の早期発現に努めてまいりた

いと考えております。

次に、公共事業における経済・雇用緊急対策

等についてであります。公共事業における経済

・雇用緊急対策につきましては、昨年４月か

ら、最低制限価格の引き上げを含め、さまざま

な対策を実施しているところであります。しか

しながら、建設産業におきましては、依然とし

て本県の倒産件数の約半数を占めており、ま

た、国において公共事業関係費が大幅な削減方
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向にあるなど、建設産業を取り巻く経営環境は

今後一段と厳しい状況に陥ることが懸念されま

す。このため、地域の経済、雇用等を担う建設

産業のさらなる支援を行うこととし、現在実施

しております対策を継続するとともに、今回、

さらなる最低制限価格の見直しを含め、早急に

対応すべきと考え、３月から実施することとし

たところであります。この取り組みとともに、

今議会で提案しております補正予算や新年度当

初予算での事業費の確保や建設産業育成総合対

策事業等の取り組みにより、建設産業の健全な

経営に資することを期待するところでありま

す。

入札・契約制度につきましては、従来から、

建設関係団体の皆さんとの意見交換を重ねるな

ど幅広く意見を伺いながら、最低制限価格の引

き上げや総合評価落札方式の見直し、予定価格

の事後公表など、さまざまな対応を行ってまい

りました。県といたしましては、公正性、透明

性、競争性を保ちつつ、技術にすぐれ、経営努

力を行い、地域にも貢献している建設業者が受

注しやすい環境づくりが必要と考えており、今

後とも、幅広く意見を伺いながら、制度の検証

と必要な見直しや改善を図ってまいりますとと

もに、建設業者の実情に応じたきめ細やかな支

援にも努めてまいりたいと考えております。

〔降壇〕

○副知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいた

します。

平成22年度予算と臨時財政対策債についてで

あります。平成22年度の地方財政対策におきま

しては、地方税収入や地方交付税の原資となる

国税収入の大幅な減少などによりまして、18兆

円を超す過去最大の財源不足が見込まれました

ことから、地方交付税の総額、また臨時財政対

策債を含む実質的な地方交付税総額が、前年度

より増額して確保されたところであります。こ

のような対策を踏まえ、自主財源の占める割合

が低く、予算編成上、地方交付税及びその代替

財源である臨時財政対策債の役割が極めて重要

となっております本県の平成22年度当初予算に

おきましても、御指摘のように、臨時財政対策

債が大幅に増加したところであります。

財政規律についての御指摘がございました

が、そもそも平成13年度に創設された臨時財政

対策債は、交付税財源の不足を交付税特別会計

の借り入れにより補てんする従来の方法が、地

方の側から実態をつかみにくい、いわば隠れた

借金になっているという反省のもとに、財源不

足を全国レベルで借り入れる方式から地方公共

団体ごとに借り入れる方式へと改めて、これま

で以上に議会や住民のチェック機能を働かせよ

うとするものであります。

その際、地方団体の財政運営に支障が生じる

ことのないよう、一つには、自治体それぞれの

赤字を際限なく補てんする地方債としてではあ

りませんで、普通交付税の代替財源として、基

準財政需要額の算定方法に基づき、客観的な発

行限度額が設けられているということ、またも

う一つには、元利償還金相当額につきまして、

全額を後年度、地方交付税の基準財政需要額に

算入されることが地方財政法に明記されるな

ど、制度的な配慮がなされているところであり

ます。県といたしましては、国に対しまして、

引き続き、こうした確実な措置を求めてまいり

たいと考えております。

ただ、地方財政全体といたしましては、将来

的な財政負担が増加することになり、その持続

可能性につきまして、大いに懸念されるところ

であります。したがいまして、法定率の見直し
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などにより、地方の固有の財源である地方交付

税の総額を安定的に確保することを初めといた

しまして、抜本的な対策として、地方税財源の

充実確保を強く訴えてまいりたいと考えており

ます。以上であります。〔降壇〕

○県民政策部長（高山幹男君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、就職内定の状況等についてでありま

す。私立高等学校卒業予定者の就職内定率につ

きましては、御質問にありましたとおり、大変

厳しい状況にありますが、このような状況は来

年度も続くのではないかと懸念をいたしており

ます。このため県といたしましては、新たに私

立高等学校就職対策強化事業に取り組むことと

いたしております。この事業は、私立高等学校

に就職対策専門員を配置いたしまして、求人の

開拓や就職情報の収集等を行いますとともに、

進路指導担当教諭と連携しまして、生徒への就

職指導等を行うものであります。この事業によ

りまして、私立高等学校と連携を図りながら、

少しでも多くの私立高校生が就職の機会を得ら

れるよう努めてまいりたいと考えております。

次に、みやざきソーラーフロンティア構想に

ついてであります。まず、メガソーラーにつき

ましては、現在、事業化に向けて準備を進めて

おります都農町におけるプロジェクト等につい

て、メガソーラー導入促進事業によりまして、

その円滑な立ち上げを支援していくことといた

しております。また、住宅への普及促進につき

ましては、今年度に引き続き、設置に係る補助

や融資、県民の皆様へのＰＲ等を実施すること

によりまして、世帯普及率全国第１位を目指し

てまいりたいと考えております。さらに、ソー

ラー産業の育成・集積を図りますために、産学

官連携による研究開発や人材育成など、ソーラ

ー関連産業の育成支援を行いますほか、みやざ

きＥＶ―ＰＶ構想推進事業によりまして、太陽

光発電と電気自動車を連携させる取り組みも

行ってまいります。このような取り組みを通し

まして、ソーラーフロンティア構想の基本理念

であります「製造・発電・活用の三拍子揃った

太陽光発電の拠点づくり」を進めますととも

に、低炭素・循環型社会づくりのフロントラン

ナーを目指してまいりたいと考えております。

以上でございます。〔降壇〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 お答えい

たします。

企業立地推進局についてであります。企業立

地推進局につきましては、現在の局長、局次

長、その下にすぐ各担当、こういった体制か

ら、局内に課を設置することで、局長、課長、

課長補佐、各担当、こういった体制になりま

す。これまで局次長は、対外的業務と内部の業

務をあわせて担当しておりましたが、これを課

長と課長補佐に切り分けることによりまして、

新設する課長が、局長とともに県を代表する立

場で企業誘致に専念することができるようにな

りまして、企業との調整や交渉を行う体制の強

化が図られるものと考えているところでござい

ます。以上でございます。〔降壇〕

○福祉保健部長（高橋 博君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、医師確保等の補助金削減の影響につい

てであります。国の平成22年度予算における医

師不足や救急・周産期医療対策の補助金全体で

は、診療報酬との役割分担を見直すという考え

方から、前年度に比べ約３割の削減となってお

ります。しかしながら、この補助金は相当数の

メニューに細分化されており、現時点では、個

々の補助金の予算額の増減等について明らかに
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されていないため、予算の削減による本県への

具体的な影響は把握できない状況にあります。

厚生労働省からは、それぞれの補助金の全国の

活用状況等を踏まえた削減であり、大きな影響

はないとも聞いておりますが、県としては、今

後、診療報酬改定の影響とあわせて注視してい

く必要があると考えております。

次に、地域医療の再生に向けての取り組みと

効果についてであります。深刻化する医師不足

は、僻地医療や救急医療など本県の地域医療の

確保に重大な影響をもたらしております。この

ため、平成22年度も、地域医療の再生を重点施

策に位置づけ、医師の養成・確保や、医療提供

体制の充実強化などに取り組むこととしており

ます。特に平成22年度には、これまでの取り組

みに加え、平成25年度までの総額で50億円とい

う国の交付金を活用した地域医療再生計画に基

づく事業に着手することとしております。具体

的には、宮崎大学医学部の地域医療学講座の設

置・運営や同附属病院へのドクターヘリの導入

促進、県の医師修学資金貸与枠の拡大、小児救

急医療電話相談事業の拡充など、県全体に効果

の期待できる事業とともに、特に県北部、県西

部については、救急医療の中核を担う医療機関

の体制強化などに取り組むこととしておりま

す。今後、平成25年度までの集中的な事業の実

施により、医師の養成・確保や救急医療体制の

充実等に大きな効果が期待できると考えており

ますので、計画に盛り込んださまざまな事業を

着実に実施していきたいと考えております。以

上であります。〔降壇〕

○環境森林部長（吉瀬和明君）〔登壇〕 お答

えいたします。

温室効果ガス25％削減に向けました取り組み

についてであります。本県では、平成18年３月

に策定しました宮崎県環境基本総合計画に基づ

き、県民一人一人による二酸化炭素削減のため

の実践活動の促進や、新エネルギーの導入、健

全で多様な森林づくりなどを総合的に推進して

いるところでございます。国が示した25％削減

は非常に高い目標でありますが、今後とも、低

炭素社会の実現に向けまして、県民、事業者な

どと一体となって、太陽光エネルギーや木質バ

イオマスなどの新エネルギーの導入、Ｊ―ＶＥ

Ｒ制度の活用など、宮崎らしい取り組みを総合

的に展開してまいりたいと考えております。以

上でございます。〔降壇〕

○商工観光労働部長（渡邊亮一君）〔登壇〕

お答えします。

宮崎フリーウェイ工業団地についてのお尋ね

でございます。まず、県が購入する理由につい

てであります。フリーウェイ工業団地を所有し

ている県土地開発公社につきましては、公有地

の拡大の推進に関する法律に基づき、県が100％

出資して設立した法人でありまして、来年度解

散する予定でありますが、その際には同団地を

処分する必要がございます。フリーウェイ工業

団地につきましては、県からの要請に基づきま

して、公社が取得造成を行ったものであり、

県、公社、地元高原町を初めとする西諸地域の

市町村間で締結している協定書の中で、公社解

散時において未分譲の用地がある場合は県が所

有・管理を行うことを定めていることから、今

回、県が購入するための予算を計上するもので

ございます。

次に、予算の積算根拠等についてでありま

す。公社におきましては、フリーウェイ工業団

地の取得造成経費約35億円をもとにして資産を

計上するとともに、この取得造成経費を分譲面

積で割り戻した平米当たり１万2,000円を、分譲
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単価として企業に販売しているところでござい

ます。今回、予算の計上に当たりましては、当

団地が県の要請により公社で造成されたもので

あること、また、県の購入単価と現在の販売単

価に差異が生じた場合、企業の不信感を招くお

それがあること、また、県から公社に対する貸

付金残高が約33億円ありますが、公社は購入代

金により、この貸付金すべて返済する予定であ

りまして、公社が解散した後の残余財産も県に

帰属するため、県の財政にとって新たな負担は

生じないことなどを総合的に勘案しまして、平

米当たり１万2,000円で積算したところでござい

ます。以上でございます。〔降壇〕

○県土整備部長（山田康夫君）〔登壇〕 お答

えいたします。

公共事業予算についてであります。道路、河

川、港湾等の社会資本は、県民の経済・交流を

支え、また安全で安心な暮らしを支える基盤で

あり、その整備充実と適切な維持管理を行って

いくことは大変重要であります。このため、平

成22年度の当初予算におきましては、東九州自

動車道などの高速道路、都城志布志道路などの

地域高規格道路、並びに地域が必要とする国・

県道の整備、細島港の整備など、物流機能の充

実等を図るための予算とともに、舗装補修、橋

梁維持等の維持管理費及び災害復旧事業費につ

きましても、必要となる予算を計上させていた

だき、事業量の確保に努めたところでございま

す。国の公共事業予算の大幅な削減に伴う本県

への予算配分の影響が懸念されますとともに、

厳しい本県財政状況の中ではありますが、平

成22年度重点施策の一つであります雇用の確保

と就業支援など、さまざまな行政ニーズにも的

確に対応していくことが求められますので、今

後とも、必要な予算の確保に努めてまいりたい

と考えております。

次に、選択と集中についてであります。限ら

れた予算の中で社会資本の整備充実を図るため

には、選択と集中は今後ますます重要となると

考えております。このため県土整備部では、事

業の重要性、緊急性、効果等による優先順位を

念頭に置きながら、財源を有効に活用できるよ

う整備方針を立て、事業を実施しているところ

であります。今後とも、県議会を初め、県民の

皆様の御意見等も伺いながら、計画的、効率的

な整備を進めてまいりたいと考えております。

以上であります。〔降壇〕

○企業局長（日髙幸平君）〔登壇〕 お答えい

たします。

地域や企業等が行います新エネルギー導入の

取り組みに対する支援についてでございます。

企業局におきましては、これまで健全経営を維

持しながら、電気事業等を通じまして県民福祉

の向上に貢献することを基本に、知事部局が行

う森林整備や環境関連事業などの財源として一

般会計に対し貸し付けを行うなど、間接的では

ございますが、地域への支援に努めているとこ

ろでございます。このほか、地域等に対する支

援につきましては、企業局の長年の電気事業等

の経験やノウハウを生かして、過去において、

日之影町の農業用水を利用した小水力発電の建

設におきまして、設計から建設までを受託して

おりますほか、北方町のＥＴＯランドの風力発

電の建設におきましては、風況調査や建設に対

する技術的な支援を行ってきたところでござい

ます。また、平成17年度からは、市町村等の小

水力開発支援といたしまして、毎年、県内数カ

所で農業用水路等を利用した発電可能性調査を

実施いたしまして、開発方法等の提案や、国の

調査事業の申請手続等への支援を行っておりま
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す。御質問にございましたような、岩手県の金

銭的支援の事例もございますが、新エネルギー

の普及促進のための支援のあり方につきまして

は、公営企業である企業局としてどのような方

法が適切なのか、今後とも、他県の動向等も参

考にしながら、さまざまな角度から研究をして

まいりたいというふうに考えております。以上

でございます。〔降壇〕

○病院局長（甲斐景早文君）〔登壇〕 お答え

いたします。

地域医療の再生に向けての取り組み等につい

てであります。病院局におきましては、医師確

保を最重要課題と位置づけまして、今年度から

取り組んでおります医師の初任給調整手当の増

額や医療秘書の設置のための費用に加え、平

成22年度は新たに、救急医療における医師の処

遇改善を行うための救急医療体制確保手当の創

設や、出産育児等で離職された女性医師等の復

職を支援するため、短時間（変則）勤務制度の

導入等を行うこととしております。また、地域

医療再生計画に基づき、平成25年度までに延岡

病院に救命救急センター棟の建設を行うなど、

２次・３次救急医療機関としての機能強化を図

ることとしておりまして、平成22年度は基本計

画の策定を行う予定にしております。これらの

取り組みにより、県立病院が、今後も地域にお

ける基幹的な公的医療機関として、地域医療確

保のための重要な役割を果たせるよう努めてま

いりたいと考えております。以上でございま

す。〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まず、高校生の就職対策についてでありま

す。本年１月末現在の県立高校生の就職内定率

は85.0％で、昨年同期と比べましてマイナス6.6

ポイントとなっており、昨年12月末現在のマイ

ナス8.6ポイントに比べると若干上向いておりま

すが、依然厳しい状況となっております。県教

育委員会では、これまで、企業や経済団体を訪

問し、求人の確保・拡大の要請を繰り返し行う

とともに、進路対策専門員を５名から23名に大

幅に増員し、学校における進路サポート体制の

充実などを図ってまいりました。今後とも引き

続き、就職が決まっていない生徒に対しまして

は、親身になって相談に応じるとともに、卒業

時に就職が決まらなかった生徒に対しては、ス

キルアップのための職業訓練等の説明会を実施

するなど、関係機関と連携して支援してまいり

ます。来年度におきましても、高校生を取り巻

く就職環境の厳しさは続くと思われますので、

一人でも多くの生徒が進路実現できるように、

求人開拓や進路指導のより一層の充実を図って

まいりたいと考えております。

さらに、このような厳しい状況においても、

高校生が将来への夢を描き、目標を持って取り

組んでいけるように、キャリア教育の充実が必

要でありますので、来年度の新規事業「県立高

等学校キャリア教育総合推進事業」におきまし

て、すべての県立高校でインターンシップや地

域人材を活用した講演会等を実施するほか、普

通科高校におけるキャリア教育の基盤づくり

や、地域の産業界と連携したものづくりを担う

人材育成に、全力で取り組んでまいりたいと考

えております。

次に、少人数学級についてであります。少人

数学級につきましては、小学校１年生に平成14

年度から、２年生に平成16年度から30人学級を

実施しており、児童一人一人にきめ細かな指導

が可能となったことにより、学校生活を初めて

経験する児童の学校生活への適応や、基本的な
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生活習慣の習得が円滑に行われるといった成果

が得られているところであります。

今回、少人数学級の導入を目指しております

中学校１年生につきましては、平成20年度から

モデル校６校による少人数学級の試行を実施し

ておりますが、その結果を教師に対するアンケ

ート調査で見てみますと、「生徒一人一人にき

め細かな指導ができるようになり、落ちついた

学級になった」「学力に改善が見られた」など

の良好な結果が得られたところであります。

また、中学校１年生における不登校生の割合

を見てみますと、モデル校の平均は県平均を下

回っております。このようなことから、中学校

に進学した際に生徒が学校生活になじめず、不

登校生が増加したり、学力差が生じたりするな

どの課題がある中学校１年生に少人数学級を導

入することは、中学校３年間の落ちついた学校

生活を送るための基礎づくりをする観点から

も、その教育効果は高いものがあると考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

○蓬原正三議員 代表質問の性格上、一括質問

といたしましたので、特に知事には長い時間答

えていただくということで大変だったと思いま

すが、これから、関連することについて一問一

答で質問してまいりたいと思います。また、執

行部の皆さん方には、情報過疎の中、交付金制

度ができたりしてはいるものの、予算配分がな

かなかはっきりしない中で予算をつくっていく

ということで、非常に大変だったと思っており

ます。お疲れさまでございました。

まず、教育長にお尋ねをいたします。ただい

ま御答弁いただきましたが、少人数学級につい

て、一定の教育効果が見込めるとの答弁であり

ます。今後、少人数学級を順次拡大していくと

いうお考えなのか、あるいは少人数学級の長期

的なビジョンについてはどのように考えておら

れるのか、教育長にお尋ねをいたします。

○教育長（渡辺義人君） 義務教育である小中

学校の学級編制につきましては、本来、国の責

任において行われるべきものでありますが、県

単独で少人数学級を他の学年に拡大していくた

めには、教師の確保とその財源措置が大きな課

題であります。このため本県としても、国に対

して、少人数学級の制度化を図るように、これ

まで要望してきているところであります。この

ような中、最近、文部科学省におきましては、

学級編制の標準のあり方を検討する方針が示さ

れたところでありますので、今後、その動向を

十分に見きわめてまいりたいと考えておりま

す。以上です。

○蓬原正三議員 次に、高校生の就職対策につ

いてであります。若者に仕事がなく、夢や希

望、志を持てない社会というのは、やはり異常

な社会と言わざるを得ないと思っております。

高校生の就職が大変厳しくなっている状況を踏

まえて、先ほど、県民政策部長と教育長に、そ

の対策を御答弁いただきましたが、卒業式が３

月１日前後にあるわけですが、ことし就職でき

ない高校生が例年より多く出てくることが予想

されます。こうした卒業生というのは、俗に言

うパラサイトシングルであったり、あるいはニ

ートなどの予備軍になったりする可能性があ

る。また、そうなってはいけないと思います。

こうしたことし卒業する卒業生に対するケアを

すべきじゃないかと思いますが、どのように考

えておられるか、教育長にお伺いしたいと思い

ます。例えば、この人たちは結婚したくても結

婚できない。これが結果的には少子化につな

がって、社会活力減退の負のスパイラルに、今

や日本の社会は陥ってしまっているということ
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になると思いますので、御見解を賜りたいと思

います。

○教育長（渡辺義人君） 今お話がありました

ように、現在の状況からしますと、昨年度に比

べまして、本県の高校生で、就職が決まらない

状態で卒業を迎える生徒たちはふえるというふ

うに見ているところであります。そのような就

職が決まらなかった卒業生が、今お話がありま

したように、将来への希望を失うことがないよ

うに、学校におきましては、進路対策専門員や

教職員が中心となり、心のケアを含めて就職支

援を継続してまいります。また、職業訓練を受

け、スキルアップを図ろうとする卒業生に対し

ましては、訓練中の状況を把握し、激励をした

り、相談に応じたりするとともに、県教育委員

会といたしましても、商工観光労働部や労働関

係機関、経済団体との連携を深めて、訓練終了

後の職場開拓などにも努めてまいりたいと考え

ております。以上です。

○蓬原正三議員 ありがとうございました。こ

れは私立学校もございますので、知事部局とも

十分協議していただいて、重点事項として対応

していただきたいと思っております。

次に、知事の政治姿勢について２～３点お伺

いしたいと思います。私は、２年半、３年前に

なりましょうか、知事に対してちょっときつい

ことを言ったことがありました。東国原知事は

幸せを運ぶ宝船か、恐怖の黒船か、はたまたた

だの幽霊船かと申しましたところ、大変お怒り

になりましたが、少なからず幽霊船でなかった

ということは、ここで申し上げておきたいと思

いますし、黒船については、もう少し任期がご

ざいますから、その時点でのお楽しみとさせて

いただきたいと思っております。

まず、第１点は、この前、知事の提案理由説

明の中で―いろいろマラソン等にも出ておら

れます。頑張っておられますが、お疲れの様子

だなという評価がございました。モチベーショ

ンは大丈夫でございましょうか。まず、お聞き

したいと思います。

○知事（東国原英夫君） 県民の皆さんに首長

が疲れているとかいった印象を与えているとい

うのは、非常にいけないことだと考えておりま

すので、できるだけ元気に振る舞っているつも

りでありますが、そういう印象を与えたのな

ら、これは反省の材料にしなきゃいけないと考

えております。今後とも、全身全霊を傾けて県

勢発展にいそしんでいきたいと考えておりま

す。

○蓬原正三議員 モチベーション十分というふ

うに承りました。

残り10カ月になるわけでありますが、これま

で知事をされて、仕事は十分やってきたという

ふうに思っておられるのか、あるいはやり残し

たことはないのか、また新たな課題として、宮

崎県としてはやはりこういうことをやらないと

いけないのではないかと、見つけられたことと

いうのはありませんか。そのことについてお聞

かせください。

○知事（東国原英夫君） 私は就任以来、県民

の皆様の県政に対する信頼回復と、郷土宮崎へ

の自信と誇りを高めたいという思いで行動して

まいりました。この点では期待にこたえること

ができたのではないかと、おおむね思っており

ます。このほか、マニフェスト全体の進捗状況

について、おおむね順調であるという評価もい

ただいておるところでありますが、急激な景気

後退等の影響もありまして、企業誘致、新規雇

用創出など、思いどおりにならない部分もござ

います。引き続き、その達成に向けて全力で取
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り組んでまいりたいと考えております。来年度

は私の任期の仕上げの年となりますので、新た

な産業の育成や、子育て支援、人材育成、低炭

素社会の実現といった、本県の将来につながる

中長期的な、戦略的な施策にもさらに力を入れ

ていきたいと考えております。

○蓬原正三議員 次は、昨年は衆議院選への転

出のこと等がいろいろ話になったわけでありま

すが、知事職を続けてこられて、知事職として

限界を感じられたこと、あるいは制度的なこ

と、いろいろ中央と地方の関係等々あると思う

んですが、知事職に限界を感じられたこととい

うのは何かございますか。

○知事（東国原英夫君） 上杉鷹山公ではない

ですが、制度あるいは物理的な、あるいは意識

的な壁、そういったものの限界というのを感じ

るところがあります。そのほかにも、制度的に

は国と地方の税財源の配分の問題とか、義務づ

け・枠づけの問題だとか、あるいはひもつきの

補助金など、十分な税財源が確保されていない

というようなところで、限界を感じるところも

あります。また、さまざまな国の関与によっ

て、地域の自主性や創意工夫が十分に発揮でき

ないことも痛感をしております。このため、私

はずっと申し上げておりますが、地方の時代を

つくるべく、地方分権の実現を政治理念とさせ

ていただいておりますので、今後とも、あらゆ

る機会をとらえて積極的に発言し、また地方分

権・地域主権の実現に向けて尽力していきたい

と考えております。

○蓬原正三議員 次に、テレビ出演の話であり

ます。知事就任時はテレビに出過ぎではないか

という批判も多うございました。私もそれを申

し上げまして、地元の方から怒られたこともあ

ります。ただ、地元のために、宮崎県のために

なるテレビ出演であれば、幾ら出てもいいんで

はないですかということを申し上げたんです

が、先般、２月15日、「たけしのＴＶタック

ル」という番組に出ておられまして、政治トー

ク番組、国会議員との論戦というようなことで

ございましたが、こういう地方の声を代弁す

る、地方を守るという立場でのテレビ出演とい

うのは私は結構ではないかと。お笑い芸人東国

原英夫ではなくて、知事として出られる番組と

いうのは非常にいいんではないかなというふう

に感じたところでありましたが、現在のテレビ

出演の状況は、以前、鳥飼議員の質問に対し

て、ある程度自粛するというようなこともあっ

たように記憶しておりますが、お知らせいただ

くとありがたいと思っています。

○知事（東国原英夫君） テレビとかラジオと

か新聞・雑誌等のメディアへの露出というの

は、出ると出過ぎと言われ、出ないと出ないで

また一発屋と言われたり、「あの人は今」とか

言われたり、非常にバランスが難しい。私の基

準としては、基本的に宮崎をＰＲする、これは

マニフェストで県民の皆さんとお約束をさせて

いただいたんです。その基準にのっとって、今

後とも、情報発信なり宮崎のＰＲ等に努めてい

かなければいけないと思っております。また、

議員御指摘の、きちんと制度的に、行政的に、

政治的な地方からの、地方の疲弊を中央に訴え

る、全国に訴えるという、そういう役割も露出

の中には入っておると思いますので、そういっ

たことは鋭意、取捨選択をしながら、宮崎のた

めに、地方のためにどういったものが情報発信

としてためになるかというのを判断しながら、

選択をしていきたいと考えております。

○蓬原正三議員 そういうことで、ひとつよろ

しく、本県のために頑張っていただきたいと思
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います。

次に、話題を変えます。マニフェストについ

てでありますが、先般、テレビである評論家が

言っておりました。名前はわかりませんが、今

回の衆議院選挙でありますが、言いにくいこと

ですが、そのまま申し上げます。「マニフェス

ト選挙を民主党がだめにした」と言う評論家が

おりまして、「得票目当ての選挙前悪質誇大広

告が、政治と金問題と相まって大きな政治不信

を招いてしまっている」と。政党支持率がぐん

と下がって、政党を支持しない人がふえている

ことを見ても、それは証明されていると思って

おります。これは民主主義の危機ではないかと

いうことでございますが、このマニフェストを

都市計画に例えると、基本構想があって、基本

計画があって、実施設計がある。マニフェスト

というのは、その予定だとか数値目標とかを決

めるわけですから、いわゆる実施設計に近いん

だろうというふうに私は思っています。先ほど

も質問いたしましたが、我々地方議会議員とい

う場合は、執行権はありませんから、努力目標

に近いものにどうしてもならざるを得ない。だ

から、基本構想に近いのかなというふうに思い

ます。それで、このマニフェストというもの

が、先ほどまだ成熟の過程というようなお言葉

をお使いになりましたが、守れなかったなら

ば、例えばマニフェストを守れなかったらこう

しますという、おのれに罰則を科すような、罰

則つきのものにして初めて完成品と言えるん

じゃないかなというふうに思うわけですけれど

も、提唱されたのは北川前三重県知事でした

か。そのあたりを議論されたらどうかと思うん

ですが、御感想を賜りたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 基本的にマニフェス

トというのは、達成状況とか、そういったもの

は県民の皆様が評価されるということで、有権

者の皆さんが評価されるという前提に立ってい

ると思います。ただ、議員御指摘のように、こ

れはさきの衆議院選挙がそうだということじゃ

ないんですが、一般論として、スーパーの安売

りの広告みたいにマニフェストが使われるとい

うのは非常に問題であると、私も個人的にはそ

う思っています。ただ、マニフェストは、その

性質上、政権や政策を支えるという反面、マニ

フェストに必要以上に拘束されると政策が硬直

化していく、時代性とかそういったものに合わ

なくなってしまうという面もあります。現在、

政権与党が、国民の期待にこたえるべくマニ

フェストの実現に向けて努力をされていると考

えております。しかし、情勢の変化等々、掲げ

た政策を変更する場合には、国民への十分な説

明責任が果たされるものと思っておりますし、

また、そういう制度を今、政府、内閣のほうで

検討されている状況みたいですので、その検討

状況を見守っていかなければいけないと考えて

おります。

○蓬原正三議員 マニフェストについては、

もっともっと議論すべきことがあるなというふ

うに思っておりますので、また議会を通じて

―このことだけに今、時間を費やせませんの

で、問題提起だけにして次に移ります。

次は、政治主導ということについて、知事の

御見解を賜りたいのであります。これは朝日新

聞の１月11日付の記事でありますがアメリカの

コンサルティング会社ユーラシアグループが

―これも言いにくいけれども、はっきり言い

ます―ことしの世界10大リスク５位に鳩山政

権を挙げたという記事がありまして、６位が気

候変動だと。温室効果ガス25％削減を掲げられ

ているのに、気候変動よりも危険度が高いとこ
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ろに掲げられた、そういうことなんですが、知

事も当初は県職員に対して、どちらかといえば

我々の印象としては挑戦的な態度でございまし

た。しかし、今は非常にうまく組織を動かして

おられるという感があります。官僚も人だし、

県職員も人です。ちゃんと志を持っていると思

います。国家公務員であれば国を背負うという

気概がありましょうし、県職員であれば県を背

負うぐらいの気概はあるはずなんです。これを

ばかだとか無能だとかいう呼ばわり方をされれ

ば、モチベーションも下がるし、国や県の損失

ではないかというふうに考えるわけで、要は、

いかに能力を引き出して、政治家の指し示す大

方針を実現すべく、知恵と汗を出させるかとい

うことではないかと。人は生かさなければいけ

ない。これは国のみでなく県もまた、知事もあ

と残すところ10カ月になったところで、政治主

導とは何かということをしっかり議論すべきこ

とであると思いましたので、お尋ねしておりま

す。知事の政治主導ということについての御見

解を賜りたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 有名な方の言葉に、

「やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、

褒めてやらねば、人は動かじ」という言葉があ

ります。僕はこの言葉が大好きでございまし

て、これを組織の長としての自分の理念にして

おるところであります。官僚を含め、県庁職員

の皆様、市町村の職員の皆様は非常に優秀で

す。事務処理能力、問題解決能力、そういった

ものに、専門的に、プロパー的に、あるいはゼ

ネラリストとしてたけていらっしゃると私は考

えています。ですから、首長、政治家の役割と

いうのは、こういう優秀な職員の能力を100

％、120％出し尽くす、そういう環境に持ってい

くことが大切だと思っています。公務員あるい

は官僚が無駄だとか無駄遣いだとかいうこと

が、公務員バッシングがされておりますけれど

も、本当に無駄というのは、公務員の能力を120

％、130％出し切らないことが無駄じゃないかな

と私は考えています。そのような専門知識や技

術を持った官僚あるいは職員の能力を十分に発

揮させ、そしてまた最終的な判断とその責任を

政治家が負うということが、政治主導ではない

かなと思っておるところであります。私も、こ

のような考えのもと、職員の皆さんの協力をい

ただきながら県政運営を行っているところであ

ります。

〔発言する者あり〕

○蓬原正三議員 お隣からも、そのとおりだと

いう、御意見がございます。

次に、政治と金、これもやはり県議会として

しっかり議論しておかなければいけないことだ

と思っています。１月26日の産経新聞、「明日

へのフォーカス」の中で、高畑昭男という人が

述べておられますが、今国会を「マザコン・ゼ

ネコン国会」と、言いにくいことですが、はっ

きり言います。政治屋は次の選挙のことを考

え、政治家は次の世代のことを考える。これは

昔から言われていることですが、政党助成金と

立法事務費が政党解党時に多額、数十億円残っ

ており、これが一政治家の資金管理団体に入金

されたのではという報道があります。私ども

は、いろんなところに行きますが、県民の皆さ

んから、これはどういうことですかと問い合わ

せがあります。あるいは、税金じゃないんです

かという疑問の声もあります。これは、やはり

国民的議論をする必要があると思いますし、そ

の一つの場として、私ども県議会にいるわけで

すから、ここで取り上げているわけですが、不

幸にも３年ちょっと前、安藤事件というのが本
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県でもございましたから、しっかり議論してお

くべきことだと思っています。

先ほど申し上げました２月15日の「ＴＶタッ

クル」で知事は―総務省の渡辺副大臣が同席

だったと思っていますが―鳩山総理の献金問

題について、「知らない得ですか」という言葉

を使って、非常にいい突っ込みをされたなとい

うふうに私は見ておりました。政務調査費と立

法事務費というのは非常に似たものじゃないか

というふうに思っておりますが、国会でその使

い方についてはお決めになっていることですか

ら、その中身までどうのこうの言うつもりはあ

りませんけれども、この政務調査費、私どもは

昨年から１円までしっかりと報告をして、残れ

ばちゃんと県のほうにお返しするという制度を

つくって、かなりのチェックを受けて、報告を

いたしております。この一連の鳩山総理の献金

問題、あるいは政党助成金や立法事務費の一連

の報道に対しての御感想をいただきたい。それ

はなぜかというと、知事は宮崎から日本を変え

るというふうにおっしゃいました。すばらしい

心意気だと思っています。国に対して発信力も

あるわけですから、そのあたりの発信をしてい

ただきたい。でないと、余りにも大きな金額の

中で―後ろにもいっぱい傍聴者の方が見えて

いますけれども―まじめな国民は勤労意欲を

失ってしまう。庶民はこの不況の中で泣いてい

ますよ。また、知事のマニフェストの中で、残

念ながら、政治資金収支報告書の全面公開は

Ｂ、Ｃ評価というのもありましたから、少し反

省のこともあるかなと思いますが、この政治と

金の問題について、一連の報道等について、

「ＴＶタックル」でも御発言になりましたが、

お考えをいただきたいと思っています。

○知事（東国原英夫君） まず、自身の政治資

金収支報告書なんですが、それはホームページ

上で公開するというのはマニフェストにうたわ

せてもらったんですが、それが今月いっぱい、

来月上旬ぐらいにはできる予定です。今、検討

作業を進めているところであります。御理解い

ただければと思います。

また、いわゆる政治と金の問題につきまして

は、私を含めまして、政治家たる者というの

は、清廉かつ高潔、そしてまた公明正大である

べきだと考えておりますので、一般論として申

し上げますと、このような問題が生じた場合に

は、政治家がみずから襟を正し、そしてまた判

断し、しかるべきときにしかるべきところで十

分な説明責任を果たすことが肝要かなと思って

おります。

○蓬原正三議員 知事の政治資金については、

ホームページで報告ということですから、その

ことで理解をいたしました。

次に、もう一回、知事に確認をとっておきた

いと思います。予算陳情窓口の一本化、民主党

さんは政府への予算陳情の窓口を幹事長室に一

本化をされましたが、これは国民の陳情の権利

を奪うものではないか、主権在民に反するじゃ

ないかという意見があります。憲法第15条の２

項に、「すべて公務員は、全体の奉仕者であっ

て、一部の奉仕者ではない。」となっています

から、行政府、政府、行政機関というのは当

然、全国民に対して開放すべきものでありま

す。政党は政党で自由にやればいいわけで、一

政党のみが地方とのパイプになるというのは、

どうも県民の目から見るとおかしいのではない

か。しかも、国からは一方的に通達とか省令と

かがおりてきます。逆に、地方からの声が直接

出しにくい、受け入れないというのは、地域主

権にも矛盾することだし、地域の声が届きにく
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い、届かない、提言もできない。国と地方はも

ともと対等であるということが既に当たり前の

常識なんですから、これは地方がこぞって問題

にすべきことではないかというふうに我々は考

えます。このことについて知事はどのようにお

考えなのか、お聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 各省庁に対する要望

が、民主党の幹事長室を通さなければできない

ということではないようですが、一番大事なこ

とは、地方の声がしっかり政策に反映されるか

どうかということかと思います。私は、民主党

の陳情システムが、効率的に地方の要望を集約

し、予算や政策に反映させるために導入された

という点において評価をさせていただいており

ますが、それゆえに、地方が行った要望・提案

に対して、政府予算がどういう過程を経て、ど

のような基準で決定されたのかを説明いただく

必要があろうかと考えております。また、その

結果が、地域主権の観点から地方として納得で

きないようなものであれば、陳情システム等々

の見直しといったものを求めることも必要にな

るのではないかと考えております。

○蓬原正三議員 地方が不利にならないように

ちゃんと声が届くように、そこあたりを考えな

がら、これからもいろんな場で発言をしていた

だきたいと思います。

次に、地方分権の推進についてということ

で、福祉保健部長に伺いたいと思いますが、子

ども手当の地方負担についてであります。今、

児童手当というのは、念のために申し上げます

が、３歳未満が一律１万円、３歳以上が第１

子、第２子、5,000円、第３子１万円、この分類

はいろいろありますけれども、基本的にそう

なっております。まず、福祉保健部長に確認を

しますが、現在支給されている児童手当の負担

額を今年度で見ると、県と市町村がそれぞれ

約24億円、事業主も負担しておりますが、３歳

未満の場合なんですが、10分の７、総額で15億

円、合計で約65億円ということになります。こ

れが21年度の精算額です。来年度、22年度もほ

ぼ同規模になると理解してよいのか、福祉保健

部長、イエスかノーかだけで結構ですから、お

願いをいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 今年度とほぼ

同じ額の負担になるというふうに見込んでいる

ところでございます。

○蓬原正三議員 県もですが、市町村がそれぞ

れ24億円、事業主は15億円負担しなければいけ

ない。この不景気の中、事業主は児童手当がな

くなると思っていたわけですから、事業主は

がっかり。また本来２万6,000円ということだっ

たわけですから、該当者、子供を持つ親は１

万3,000円しかもらえないということで、これま

たがっかり。自治体は、非常に財政が硬直化す

る中、24億円、市町村はまとまって24億円出さ

ないといけない。自治体はびっくり、こういう

状況でありまして、国の負担は、あくまでも単

純計算ですが、３歳未満であれば１万円に対し

てあと3,000円の上乗せで済む。３歳以上であれ

ば第１子、第２子は8,000円の上乗せで済む、第

３子は3,000円で済むということになるわけで、

神奈川県の松沢知事は当初―後で撤回されま

したが―子ども手当のボイコット発言もされ

ました。それは、制度としておかしいではない

か、言ったことが違うではないかと。知事は先

ほど、公約違反だというようなことも答弁の中

でありました。また知事は、「ＴＶタックル」

が何回も出てきますが、２月15日の放送分で、

総務省の渡辺副大臣の「22年度は地方に負担し

ていただくけれども、23年度はありませんとい
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うことを原口総務大臣が言っている」という言

葉に対して、すかさず横から、「平成23年度の

地方負担はないんですね」「ないんですね」

と、２回念押しされておりましたのを見ており

ます。要は、平成22年度、来年度の予算の地方

負担はどのような経緯で、地方に、あなたのと

ころは負担しなさいということを、表現がよく

ないかもしれませんが、押しつけてこられたの

か。また、知事として、松沢知事のように、そ

れは公約と違うじゃないですかと、ボイコット

の余地はなかったものかどうか、お伺いをした

いと思います。

○知事（東国原英夫君） 来年度の子ども手当

と児童手当の併給は、大幅な税収不足等の極め

て厳しい財政状況の中で、公約を実現するため

の苦肉の策として打ち出されたものと考えてお

りますが、事前に地方側との協議がなされな

かったことは、大変遺憾に思っております。し

かしながら、今回の措置は、あくまで来年度限

りの暫定的なものでありまして、23年度の本格

実施については、地方の意見を十分聞いた上で

制度設計を行うとのことでありますので、県民

や事業主体である市町村への影響も考慮し、来

年度の児童手当の負担はやむを得ないものと判

断しているところであります。

○蓬原正三議員 どうも国と地方が対等といい

ながら、対等でないものを受けざるを得ないも

のがそこにあるような感じがします。

あと一つ、子ども手当について、これはマニ

フェストの目玉政策でありましたが、要は少子

化対策だろうというふうに思っています。そう

したときに、このマニフェストというのは、当

然、数値目標があってしかるべしだろうという

ふうに思います。肝心の出生率の数値目標とい

うのが、２万6,000円上げますよ、上げますよと

いう話だけがあって、出生率の目標値が見えて

こないということについて、大きな疑問を抱く

わけですが、福祉保健部が少子化の担当部とい

うことになりますが、国から、数値目標という

ことについて、何か具体的な、こういう目標に

するんだよというのを、数値目標として聞いて

おられるかどうか、お尋ねしたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 国における出

生率に関する数値目標については、これまで、

私どもに対して特に説明などはないところでご

ざいます。

○蓬原正三議員 後は委員会の議論に任せま

す。

あと２点です。フリーウェイ工業団地につい

て、県がお買いになるわけですが、この工業団

地をどのように活用していくのかということが

非常に重要なことだと思います。県有地となっ

た後、分譲促進のため、どのような誘致活動を

行っていくのか、商工観光労働部長、お考えを

お願いします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） フリー

ウェイ工業団地につきましては、これまで地元

高原町などと連携しまして、企業訪問あるいは

現地案内を行ってまいりました。また、企業立

地セミナーあるいは各種展示会でのＰＲなど、

積極的に誘致活動を展開してきたところでござ

います。県有地になった後も引き続き、地域資

源を活用した食品加工業あるいは流通関連業を

中心に、全力を挙げて誘致に取り組みたいと考

えておりますが、加えまして、企業立地をより

促進するための新たな方策も、今後検討してま

いりたいと考えております。以上でございま

す。

○蓬原正三議員 あと１点、フリーウェイ工業

団地についてお尋ねいたします。製造業とか物
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流関連企業を誘致することが理想と思います。

もともとそういうところを目指してこられたと

思いますが、発想を転換して、それ以外の活用

方法についても議論していいんではないか。極

端なことを言うと、温泉つきの分譲住宅でもい

いかもしれませんし、あるいは先ほど話が出て

おりますメガソーラーを設置するとか、考えれ

ばいろいろ、県民の皆さんからアイデアを募れ

ばあるんじゃないかと思いますが、知事にお尋

ねいたしますけれども、そのあたりのことにつ

いてのお考えをお聞かせください。

○知事（東国原英夫君） フリーウェイ工業団

地の整備の背景には、製造業等の企業立地によ

る地域経済の大きな発展を望む西諸市町村の強

い要請や、雇用の確保等を期待して土地を提供

した地元住民の意向もございます。したがいま

して、今後につきましては、基本的には、工場

等の立地に軸足を置いて誘致活動を行うことと

しております。しかしながら、なかなか立地が

進んでいない状況でありますので、地元高原町

などの意向もお聞きをしながら、企業誘致と並

行して、地元の地域振興に大きく寄与する新た

な利活用の方策も幅広く検討してまいりたいと

考えております。

○蓬原正三議員 以上で質問は終わりました。

長い答弁となりましたが、お疲れさまでござい

ました。特に、高校生の、若者の就職支援、こ

れは非常に大事なことだというふうに思ってお

りますので、ほかのもありますが、国からの情

報収集にお努めになりながら、ひとつ適切な予

算の執行に努めていただきますようにお願い申

し上げ、質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

○中村幸一議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は13時10分再開、休憩いたします。

午後０時12分休憩

午後１時10分開議

○中村幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。次は、自由民主党、押川修一郎議員。

○押川修一郎議員〔登壇〕（拍手） それで

は、午前中に引き続き、私は初めてであります

けれども、自由民主党を代表させていただきま

して代表質問をさせていただきます。

けさの宮日の「ことば巡礼」の欄に、「人生

はつまるところ、一瞬一瞬の積み重ねにほかな

りません」との言葉が載っておりました。私た

ち議員も、執行部の皆さんとともに、この一瞬

一瞬の積み重ねにより、県の行政をよりよくし

ていこうと努力しております。それでは、この

言葉を胸に刻み、通告に従いまして質問を行い

ますので、県民の立場に立っての御答弁をよろ

しくお願いいたします。

まず最初に、知事の政治姿勢についてであり

ます。

昨年秋の民主党政権の誕生により、新たな政

治課題が浮上し、議論されようとしておりま

す。幾つかの課題のうち、本日は２つの課題を

取り上げ、知事の御所見をお伺いしたいと存じ

ます。

最初に、外国人参政権の問題でありますが、

この問題は、平成12年ごろ、自民党内で盛んに

議論され、「外国人参政権は憲法違反であり、

たとえ地方参政権であっても付与できない」と

いう意見が大勢となり、既に決着済みの問題と

認識をしておったところであります。ところ

が、先日来、法案提出の動きが伝えられており

ます。国政レベルが無理であるとするなら、地

方レベルであれば選挙権付与は可能ではないか

平成22年２月24日(水)



- 47 -

と。その論拠として、「外国人も納税の義務を

果たしている。憲法は参政権を国民固有の権利

とするが、地方では住民が選挙権を行使するも

のであり、外国人も住民であることから付与し

得る。最高裁も認めている。付与は世界的な流

れであること」などを主張しておられます。し

かしながら、その主張のいずれをとっても確か

な根拠があるものではなく、例えば納税につい

ては、行政サービス等をひとしく享受している

ことを考えると、当然に負担すべきものです

し、また、最高裁判所も付与し得るとは言って

おりません。いずれにしても憲法違反であり、

問題の唯一の解決策は、帰化により日本国籍を

取得することしかないと考えます。地方政治に

おいても大いに影響のある課題でありますの

で、知事の所見をお伺いいたします。

次に、夫婦別姓の問題であります。夫婦別姓

問題は、民法の規定の改正を伴う課題でありま

すが、民主党政権になり、担当大臣がかねてか

らの推進論者であることから、にわかにクロー

ズアップされた問題であります。平成18年12月

に実施されました内閣府の世論調査によります

と、「夫婦の名字が違うと夫婦の間の子供に何

か影響が出てくると思うか」の問いに、「子供

にとって好ましくない影響があると思う」と答

えた者の割合が66.2％、「子供に影響はないと

思う」と答えた者の割合が30.3％となっており

ます。このことは、家族としての一体感、きず

ながなくなることを危惧せざるを得ないこと

を、国民の皆様も感じているのではないかと考

えます。まだまだ議論すべき点も多く、拙速な

推進が必要な事案ではないように思われます

が、知事の所見をお伺いいたします。

以上２点を壇上からお伺いいたしまして、以

下、質問者席で質問させていただきます。(拍

手)〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

外国人の地方参政権についてであります。外

国人への地方参政権付与については、さまざま

な経緯や考え方があることは承知しております

が、我が国の制度の根幹にかかわる重要な事項

だと認識しております。このため、地方の意見

も十分踏まえた上で、国会において十分議論し

て結論が出されるべきものだと考えておりま

す。

次に、夫婦別姓についてであります。夫婦別

姓につきましては、結婚に伴って姓を変更する

ことによる不便や不利益を解消する必要がある

等の理由から、選択的夫婦別姓制度の導入を求

める意見がある一方で、家族のきずなや子供へ

の影響等に配慮して反対する意見があるなど、

さまざまな考え方がありますことを私も認識し

ております。夫婦別姓は、婚姻制度や家族のあ

り方と密接に関連する重要な問題でありますの

で、国民の意識の動向に配慮しながら、十分に

議論を重ねていく必要があろうかと考えており

ます。〔降壇〕

○押川修一郎議員 まず、外国人参政権付与問

題の回答でありますけれども、知事のおっしゃ

るとおりだというふうに思います。しかしなが

ら、この問題は地方への影響が大きいと思いま

す。あるいは、地方の声を聞く場というのがな

いようにも思っております。また、民主党の地

域主権の現状からいっても、地方のそういう声

を聞くものが少な過ぎると思います。また、民

主党のマニフェストにも載っておりません。経

済がこのような状況下で、国論を二分するよう

な今のやりとりでいいのか、これはもっと時間

をかけて十分議論した中で国会で議論すべき
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だ。日本人であるがゆえの我々に与えられた一

つのこの主権というものは大事にしていきた

い、そのように思います。先ほど答弁いただき

ましたとおり、全国知事会等々もあるわけであ

りますから、そこらあたりで十分議論していた

だいて、拙速に今回の国会で結論を出すような

ものではないというふうに思うわけであります

けれども、再度、知事の考えをお聞かせくださ

い。

○知事（東国原英夫君） 私の基本的な今の立

場、姿勢というのは、平成７年の最高裁判決を

尊重するという立場でございます。その傍論の

中で、「しかしながら」の後だったと思うんで

すが、「専ら国の立法政策にかかわる事柄」と

いう文言が出ておりますので、そういったこと

を尊重する立場にあると私は考えております。

○押川修一郎議員 ぜひ、そういうことと我々

の地方の声というものを極力国のほうに伝えて

もらうように、いろんな機会を通じてお願いを

しておきたいと思います。

また、夫婦別姓についても、先ほどいただい

たとおりでありまして、結婚して姓が違うとい

うことになると、子供さん方がどちらに自分の

身を置いていけばいいのかとか、いろんな問題

が生じてくることだというふうに思います。こ

の問題においても、今のお答えどおり、やはり

いろんな立場を通じて、知事に宮崎県あるいは

地方の声のリーダーとして、知事会等でもまた

議論をしながら、これもぜひ何とかそういう時

間をつくっていただいて、我々の声というもの

を聞いていただくような場の提供なり、お声と

いうものを届けていただければありがたいと思

います。また、昨夜のテレビ番組を見ておりま

したら、国民新党の亀井大臣が、両方ともおれ

は反対だということを、現政権でありますけれ

ども、強く言っておられますから、我々も亀井

大臣みたいに、この問題、もう少し、日本人で

あるがゆえにそういったものを、主義・主張が

できるようなものを申していきたいなと思うと

ころであります。どうかこの２点につきまし

て、知事の立場として、ぜひ知事会等でその声

をどしどし上げていただきますようにお願いを

申し上げておきたいと思います。

それでは次に、中山間地対策に移りますけれ

ども、先日、美咲町という岡山県の中山間地域

にある町に調査に行ってまいりました。この町

の境地区では、棚田やソバなどの地域資源を生

かした取り組みが、地域住民が中心となって行

われておりました。昔からこの地域で栽培され

ていたソバと地域でとれた野菜などの食材を

使った地元の農家の運営する「紅そば亭」に

は、年間約１万人が訪れ、また、年１回のそば

まつりには、来訪者との交流が行われていると

のことでありました。この地域の高齢化率は50

％を超えているようでありますが、これらの取

り組みにより、地域が活性化しているようであ

りました。宮崎にもこのような地域が多くあり

ますが、これら中山間地域は、安心・安全な食

料を供給するだけでなく、水源の涵養、洪水の

防止、土壌の侵食や崩壊の防止など、多面的な

機能を担っており、多くの県民の豊かな暮らし

を守っております。

知事は、就任以来、中山間地域の活力再生を

図るための対策に重点を置き、施策を推進して

こられたところですが、過疎化や農業者の高齢

化の進展、さらに世界的な経済状況の悪化もあ

り、これらの地域を取り巻く情勢はますます厳

しくなってきていると感じております。そこ

で、中長期的な視点での、中山間地域を活性化

し発展させていくための基本的な方向性につい
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て、知事にお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 私は、これまで機会

あるごとに、中山間地域に直接足を運ばせてい

ただきまして、多くの住民の方々からさまざま

な御意見をお伺いする中で、中山間地域の厳し

い実態を肌で感じるとともに、その対策の緊急

性、重要性を強く感じてきたところでありま

す。このようなことから、来年度も、中山間地

域の活性化を重点施策に掲げるとともに、中山

間・地域対策室を課に昇格させるなど、体制の

強化を図ることとしたところでありますが、今

後、高齢化や人口の減少等が進むことによっ

て、中山間地域を取り巻く状況はますます深刻

化することが予想されます。このような中で、

中山間地域の活性化を図るためには、まずは、

いきいき集落など地域住民の方々の主体的な取

り組みを促進し、それをしっかりとサポートす

ること。また、豊かな自然や地域の「コミュニ

ティ力」等を生かした都市との交流や移住の促
りょく

進を図ること。さらには、豊富な資源の活用や

広域的連携による産業振興など、定住自立の条

件整備を進めることなどを基本的な方向性とし

て、国・市町村と連携を図りながら、中長期の

視点に立った中山間地域対策に積極的に取り組

んでまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。

しっかりとやっていただきたいというふうに要

望をしておきたいと思います。

次に、これまでの対策を通じて見えた課題と

いうことで、20年度から、関係部局間の連携、

施策の総合化を図られるため、中山間・地域対

策室を設置し、中山間地域振興への意気込みを

示され、各種事業を展開しておられます。これ

まで実施してこられた対策から見えてきた課題

にはどんなものがあるのか、県民政策部長にお

伺いいたします。

○県民政策部長（高山幹男君） 中山間地域対

策につきましては、これまで３つの柱、「集落

の活性化」、「日常生活の維持・充実」、「産

業の振興」、これを柱としましてさまざまな取

り組みを行ってきたところでありますけれど

も、例えば、集落の自主的な活動による地域づ

くりの動きが広がるなど、一定の成果が見られ

ているというふうに思っております。しかしな

がら、高齢化とか人口減少が進む中で、単独で

は集落機能の維持が困難になっている集落が見

られますほか、医療・福祉を初め、日用品の購

買とか、地域交通などの日常生活の支援の必要

性であるとか、生活のベースとなる仕事の確保

について、改めてその対策の重要性を認識して

いるところでございます。さらには、鳥獣被害

につきましても、その早急な対策を求める声が

高まってきておりまして、特に深刻な課題であ

ると認識をいたしております。

○押川修一郎議員 22年度の施策について、知

事が20年度に中山間地域対策を重点施策に位置

づけられてから２年間、これらの地域の活性化

のため、さまざまな施策を打ち出してこられま

した。来年度も、中山間地域での大きな課題と

なっている鳥獣害対策など、部局横断的な事業

が予定されており、さらに中山間・地域政策課

が設置されることなど、中山間地域対策のさら

なる充実が期待されるところでありますが、こ

れまでの実績を踏まえた上で、来年度の施策に

ついて、その具体的な取り組みについて県民政

策部長にお伺いいたします。

○県民政策部長（高山幹男君） 中山間地域を

取り巻く状況は依然として厳しいことから、引

き続き総合的な対策が必要と思っております。

このため来年度は、例えば、住民主体で元気な
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集落づくりに取り組みます「いきいき集落」の

一層の活力強化を図るために、ほかの集落のモ

デルとなるような取り組みを支援いたします

「いきいき集落活性化推進事業」や、本県への

移住・定住を促進するための「宮崎移住！地域

おこし後継者発掘事業」、また、地域資源を活

用した新産業及び雇用を創出する「中山間地域

新産業・雇用創出緊急対策事業」など、地域特

性を生かしたさまざまな施策に取り組むことと

いたしております。さらに、中山間地域で特に

深刻な課題となっております鳥獣被害対策につ

きましては、新たに関係部局が連携した取り組

みを進めることといたしております。

○押川修一郎議員 中山間地ではそういうもの

が本当に大事だろうと思いますから、ぜひよろ

しくお願いをしておきたいと思います。

次に、鳥獣害対策についてであります。中山

間地域の重要な課題の一つに鳥獣害対策があり

ます。猿、イノシシ、シカ、カラスなどによる

被害の深刻な状況は、一刻の猶予もない待った

なしの状態であり、特に猿などは、稲穂までし

ごいて食べるひどい状況であります。被害は年

々拡大するばかりで、それに伴い、耕作する意

欲もそがれ、人家付近でさえも耕作放棄地が見

られるような状況にあります。鳥獣害対策は、

基本的には地元市町村が中心となり、住民と一

体となった対策を講じなければならないと思い

ますが、県としても、この深刻な状況に対し、

今まで以上に積極的に対応していかなければな

らないと考えているところであります。一定の

予算措置もいただいているところであります

が、今後の鳥獣害対策について県民政策部長に

お伺いいたします。

○県民政策部長（高山幹男君） 鳥獣被害対策

につきましては、これまで、捕獲、防除を中心

とした対策を進めてきたところでありますけれ

ども、22年度は、鳥獣被害対策の専門家の活用

を図りながら、地域全体の力で鳥獣を集落に近

寄らせない環境をつくるという、新たな視点に

立った取り組みを全庁的に実施することといた

しまして、その体制を整備することといたして

おります。具体的には、本庁に、副知事をトッ

プとする鳥獣被害対策特命チームを設置いたし

ますとともに、各地域においても、西臼杵支庁

や農林振興局単位に地域鳥獣被害対策特命チー

ムを設置することによりまして、各部局が連携

して総合的な鳥獣被害対策を進めることといた

しております。

○押川修一郎議員 ただいま、鳥獣被害対策緊

急プロジェクトについて、県民政策部長から答

弁をいただきましたが、鳥獣被害は大変深刻で

あり、特に猿への対策については、県民の要望

も強いところであります。そこで、主な取り組

みについて、各専門部会を所管する環境森林部

長と農政水産部長にお伺いをいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 環境森林部で

所管しております各専門部会におきましては、

市町村の有害鳥獣捕獲班あるいは野生猿特別捕

獲班に対する活動支援を引き続き行いますとと

もに、22年度からは、シカの捕獲促進を図るた

めに、助成金を、これまでの１頭当たり5,000円

から8,000円にアップしますとともに、雌ジカに

つきましては、基本目標頭数の1,000頭を超えて

捕獲した場合には、１万円を助成することとし

ております。また、本議会に22年度新規事業と

してお願いしております「有害鳥獣（シカ・サ

ル）被害防止緊急対策事業」におきまして、シ

カや猿の被害が多い22の市町村において、シカ

・サル対策指導捕獲員48名が、捕獲や各地域の

特命チームと連携をした、地域ぐるみでの被害
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対策に取り組むこととしております。今後と

も、関係部局や市町村等関係機関と一体となり

まして、より実効性のある鳥獣被害対策に取り

組んでまいりたいと考えております。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 農政水産部に

おきましては、本議会に、平成22年度の新規事

業といたしまして、「鳥獣被害防止地域力パワ

ーアップ事業」をお願いしております。本事業

におきましては、実効性のある鳥獣被害対策を

講じるためには、お話にもございましたよう

に、地域みずからが主体的に取り組むことが重

要であるとの考え方に基づき、現地指導体制の

確立を図るために、鳥獣被害対策スペシャリス

トを招聘しまして、地域リーダーの育成や地域

研修会の開催を行うとともに、効果的な被害防

止対策のモデル実証や、地域ぐるみでの被害防

止対策の取り組みに対する支援を行うこととし

ております。今後とも、これらの取り組みを、

関係部局や市町村を初め、関係機関・団体、地

域住民一体となりまして進めることにより、鳥

獣被害防止に関する地域力の向上を図ってまい

りたいと考えております。

○押川修一郎議員 鳥獣被害対策緊急プロジェ

クトでありますけれども、鳥獣被害対策につい

ていろいろとお伺いをしてまいりました。来年

度設置される鳥獣被害対策特命チームのチーム

長に就任される副知事に、鳥獣害対策の取り組

みへの意気込みをお伺いしたいと思います。

○副知事（河野俊嗣君） これまで答弁してお

りますとおり、鳥獣被害というものが地域に

とって大変重要で深刻な状況になっているとい

うことを認識した上で、今、答弁申し上げまし

たように、県庁内で体制を整えるとともに、特

に地域での取り組み、地域での面的な取り組み

によりまして、単にこれまでのように、多く

なったから捕獲すればいいというということで

はなしに、そもそも鳥獣を寄せつけない形での

地域での連携が必要になってまいると思ってお

ります。県庁、市町村、地域住民と一体となっ

て、鳥獣被害対策に真剣に取り組んでまいりた

いと考えております。

○押川修一郎議員 今までにない特命チームで

ありますから、ぜひ副知事が先頭に立って、現

場に出ていっていただいて、そういう声なる声

を聞いていただいて、少しでも改善ができます

ようにお願いをしておきたいと思います。

次に、中山間地域における産業振興について

であります。先ほど、来年度の施策について御

説明をいただいたところですが、中山間地域に

は目立った産業がなく、人口、特に若年層の流

出が続き、高齢化が進展し、地域の衰退が進ん

でいます。中山間地域の持続的発展のために

は、若年層が地域に残るために産業の振興、雇

用の確保が重要であると思います。来年度、新

規事業として「中山間地域新産業・雇用創出緊

急対策事業」が計画されていますが、この事業

は、中山間地域のどのような点に着目して事業

展開していくのか、商工観光労働部長にお伺い

いたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 中山間地

域につきましては、特に産業基盤が脆弱である

ことから、一段と厳しい雇用情勢下にありま

す。その対策に早急に取り組む必要があると考

えております。このため、本事業につきまして

は、豊かな自然環境や、それにはぐくまれた農

林水産物、伝統文化など、中山間地域の有する

多様な地域資源に着目しまして、それらを活用

した新たな産業の創出と雇用の拡大を図ること

としております。具体的には、中山間地域の商

工会あるいは森林組合などの経済団体を対象
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に、地域資源を活用した幅広い分野での事業を

募集しまして、採択したものについて提案団体

へ委託して事業を実施することとしておりま

す。県としましては、この事業によりまして、

中山間地域の振興に産業面からの弾みをつけた

いと考えております。以上でございます。

○押川修一郎議員 中山間地は、こういった雇

用の場というものがなかなかないわけでありま

すし、御案内のとおり、公共事業等が減ってき

た中で現金収入もままならない状況であります

から、ぜひ皆さん方の力を結集していただい

て、すばらしい支援のもとでこういった新しい

雇用の場が創出できますことを、御要望してお

きたいと思います。

次に、都市と中山間地域の協力であります。

都市部の多くが下流域に位置することを考えれ

ば、主に上流域にある中山間地域の崩壊ははか

り知れない損失を招き、同時に、都市部の人の

営みをも崩壊に招く危険性があるのではと考え

ております。人口減少、高齢化の進展が続く中

山間地域を守っていくためには、都市部の住民

の協力が重要なものとなっていくと思われま

す。そこで、中山間地域を維持していくために

は、都市部の住民の協力が重要だと思います

が、協力を進めていく施策について、県民政策

部長にお伺いいたします。

○県民政策部長（高山幹男君） 中山間地域の

振興を図りますためには、地域住民はもちろん

でありますけれども、ただいま御質問にもあり

ましたように、都市住民を初めとする多くの方

々が、中山間地域の実情でありますとか、重要

性に対する理解を深めていただくとともに、こ

れらの地域を守るためのさまざまな活動に参画

いただくことが重要であると思っております。

このような観点から、本年度より、中山間地域

でボランティア活動を行う人材を派遣いたしま

す「中山間盛り上げ隊派遣事業」を実施してお

るところであります。現在、都市部の方々を中

心に231名の方が隊員登録していただいておりま

して、これまで、西米良村とか五ヶ瀬町など５

つの市町村で31回、延べ122人の隊員が支援活動

を行ってきたところでございます。また、中山

間地域の実情を紹介いたします「中山間ネッ

ト」ホームページを開設しておりますけれど

も、平日の平均で約1,000件のアクセスを記録し

ております。このような取り組みを通じまし

て、中山間地域が果たす役割等について都市部

の住民の方々に広く知っていただいて、多様な

主体によります参画によって中山間地域の活性

化が図られるよう努めてまいりたいと考えてお

ります。

○押川修一郎議員 かなりの方々がこの中山間

盛り上げ隊に登録をされておるということであ

りますから、こういった方々が十分活躍してい

ただき、そういう場というものをどんどんやっ

ていただくことによって一つの改善等々が見え

てくればいいなというふうに思いますから、よ

ろしくお願いをしておきたいと思います。

次に、組織改正の効果についてであります。

このような中、県では、現在、総合政策課の課

内室である中山間・地域対策室を中山間・地域

政策課に昇格させ、新たに、定住自立圏構想や

移住の促進等の業務を所管させることを発表さ

れました。そこで、この組織改正の目的と、こ

れにより期待できる効果について、総務部長に

お伺いいたします。

○総務部長（山下健次君） お話ございました

ように、新年度の組織改正では、平成22年度の

重点施策の一つであります中山間地域の活性化

をより一層推進するという観点から、中山間・
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地域対策室を中山間・地域政策課として課に昇

格をさせまして、専任の課長、課長補佐を置

く。こういった体制の強化を図ることとしてお

るところでございます。今回の改正に伴いまし

て、この課では新たに、お話のございました定

住自立圏構想あるいは移住の促進、さらに、先

ほど来お話のございます鳥獣被害対策の緊急プ

ロジェクトの総括、こういった業務を所管する

こととしているところでございます。今回の体

制強化によりまして、こうした市町村の枠を超

えた地域連携による広域的な地域政策につい

て、より効果的な展開が図られるというふうに

考えております。

○押川修一郎議員 名称とかの変更だけじゃな

くて、目標をきちっと持って、その課ができた

ことによる効果が出てくるような形の中で努力

をお願い申し上げておきたいと思います。

次に、過疎法の延長見込みについてでありま

す。中山間地域の市町村が大きな恩恵を受けて

いる過疎地域自立促進特別措置法が、この３月

末をもって期限を迎えることになっておりま

す。この法律が失効してしまった場合、これら

の地域の市町村では予算編成が困難となり、こ

の地域に暮らす方々に大きな影響を及ぼす事態

が予想されます。そこで、過疎地域自立促進特

別措置法の延長とその内容について、県民政策

部長にお伺いいたします。

○県民政策部長（高山幹男君） 過疎地域自立

促進特別措置法でありますけれども、この法律

は、平成12年に議員立法により制定されたもの

でありますが、先般、与野党間の合意が調いま

して、改正法案が取りまとめられたところでご

ざいます。それによりますと、現行法の期限を

６年間延長しまして平成28年３月末とするとと

もに、平成17年度国勢調査の結果に基づく過疎

地域の要件の追加等が盛り込まれております。

また、過疎対策事業債につきましても、市町村

から要望の高かった地域医療でありますとか、

生活交通の確保等のソフト事業に要する経費が

対象となるなど、その拡充が図られることと

なっております。この法案は早期成立が強く望

まれておりますので、去る２月10日には、各

県、市町村で構成しております全国過疎地域自

立促進連盟を通じまして、与野党に要望を行っ

たところでございます。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。そ

れでは次に、災害対策についてであります。

我が国の防災対策は、特に平成７年１月の阪

神・淡路大震災を契機に、総合的、システム的

な防災対策が進められてまいりました。「天災

は忘れたころにやってくる」というように、災

害対策は片時もおろそかにできない問題と思わ

れます。国レベルでは、特に首都圏域の大災害

を想定し、種々対策が構築され、これを地方に

波及させていく方針のようです。事業継続計

画、これは災害による影響度を想定し、災害発

生時の事業継続を確実にするため必要な対応策

を策定し、その運用、訓練、継続的改善の取り

組みを含む対策を指すようであります。官公庁

に求められる事業継続と企業活動における事業

継続の概念があるようでありますが、いずれに

しても、災害、事故などの業務中断が短期間で

収束し、業務を短期間で再開させることが望ま

れるところであります。そこで、この事業継続

計画の本県における取り組み状況はどうか、総

務部長にお伺いいたします。

○総務部長（山下健次君） 事業継続計画でご

ざいますが、今ほどお話ございましたように、

事業者が、大規模災害等の非常時に備え、優先

的に実施すべき重要業務をあらかじめ選定いた
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しまして、人的・物的資源を集中的に投入する

といった一連の対策を計画として取りまとめる

ものでございまして、その重要性は、官民問わ

ず極めて高いものと認識をしております。官と

して、県では、現在この計画の策定に取り組ん

でおりまして、これまでに「継続すべき優先業

務の選定」について、おおむね整理が終わって

いるところでございます。また、事業者に対し

ましては、今年度、県内３カ所で企業防災セミ

ナーを開催いたしまして、事業継続計画の重要

性の啓発、あるいはその作成方法についての研

修を行ったところでございます。県といたしま

しては、今後発生が予想されます大規模災害あ

るいは新型インフルエンザなどの危機事象に備

えまして、事業継続計画の策定の推進を図って

まいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 よろしくお願いをしておき

たいと思います。

次に、福祉行政についてであります。

次世代育成計画の成果について。今や子育て

支援対策は、お見合いパーティーに類するもの

から、妊産婦健診、乳幼児等医療費助成など母

子健康対策、育児相談、延長保育から放課後子

どもプランなどの児童への対策、住宅対策、男

性の育児休暇制度と、多岐にわたっておりま

す。こうした結果、いまだ数字は低いものです

が、本県では、平成18年以降、上昇傾向にあ

り、平成20年の1.60の合計特殊出生率は、全国

的には上位にあります。このことは大変喜ばし

いことで、県を初め関係各位の努力の成果であ

ると思いますが、さらにもう一段の努力をお願

いしたいところであります。そこで、今年度が

最終年度の次世代育成計画の成果をどのように

評価されているのか、福祉保健部長にお伺いい

たします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 現在の次世代

育成支援宮崎県行動計画につきましては、社会

全体で子育てを支える県づくりを目指し、関係

団体の代表者等で構成します「子育て応援みや

ざき県民会議」との連携を図りながら、知事を

本部長とする「子育て応援本部」を中心に、総

合的な施策の推進に努めてきたところでありま

す。この結果、「みんなで子育て応援運動」へ

の参加団体数の拡大や、子育て支援に取り組む

ＮＰＯ法人の立ち上げが進むなど、社会全体で

子育てを支える機運の醸成や仕組みづくりが広

がってきているものと考えております。しかし

ながら、計画の成果指標の一つであります「子

育てに関して不安感や負担感などを感じている

県民の割合」が、現在67.5％となっており、目

標の58％に及んでいないなど、さらなる対策の

推進が必要であると考えているところでありま

す。以上でございます。

○押川修一郎議員 この成果を、平成22年度か

ら平成26年度までの新計画にどのように反映さ

れるのか、あわせて福祉保健部長にお願いいた

します。

○福祉保健部長（高橋 博君） 次期計画にお

きましては、現計画の評価等を踏まえ、引き続

き、総合成果指標として、「子育て家庭の不安

感や負担感の軽減」と「合計特殊出生率のさら

なる向上」を掲げ、施策の推進に努めることと

しております。具体的には、「みんなで子育て

応援運動」をさらに展開するとともに、子育て

支援のための拠点づくりの促進や多様な保育サ

ービスの提供などによる、地域における子育て

支援の推進などに取り組むこととしておりま

す。また、関係部局においても、企業との連携

による仕事と生活の調和の実現の推進を初め、

子供の安全確保や、生きる力をはぐくむ教育の

平成22年２月24日(水)



- 55 -

推進に取り組むこととしております。今後と

も、市町村や民間団体等との連携を図りなが

ら、次期計画に基づく各種施策を着実に推進す

ることにより、「安心して子供を生み、育てら

れる社会づくり」を実現してまいりたいと考え

ております。以上でございます。

○押川修一郎議員 「安心して子供を生み、育

てられる社会づくり」のためにも、目標達成で

きますようにしっかり頑張ってほしいと思いま

す。

次に、自殺予防対策についてであります。警

察庁がまとめた統計によりますと、昨年の全国

自殺者は約３万2,700人で、前年より約500人増

加し、12年連続で３万人を超える結果となって

おります。一方、本県では346人と、前年に比べ

て36人減少したところであります。自殺が今や

社会問題化していることもあり、県議会におい

ても、自殺対策について繰り返し議論をしてま

いりました。その中で、本県における自殺の要

因としては、健康問題を初め、経済・生活問

題、家庭問題などが多いとのことであり、こう

した分析に基づき、これまで効果的な対策が講

じられてきたことと思っております。昨年は、

自殺者が全国的に増加している中、本県は減少

に転じたわけでありますが、これらは一連の取

り組みの成果があらわれてきたものなのだろう

か、これについて福祉保健部長はどのように分

析をされているのか、お伺いをいたします。ま

た、来年度どのような取り組みをされていくの

か、あわせてお聞きをいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 警察庁の統計

によりますと、平成20年、21年と本県の自殺者

数は減少しておりますが、依然として、およそ

１日に１人の方がみずからのとうとい命を絶っ

ており、厳しい状況が続いております。自殺者

数が減少した理由については、現時点で一概に

申し上げることは困難でありますが、県民の自

殺問題に対する関心は高まりつつあり、民間団

体の中にも、自主的に自殺対策に取り組もうと

する動きが見られるようになってきておりま

す。県としましては、22年度におきましても、

普及啓発はもとより、関係機関や民間団体とも

連携しながら、相談支援体制の充実強化など一

層の自殺対策を進めてまいります。

○押川修一郎議員 次に、命を大切にする教育

についてということで、１月24日の西日本新聞

に、「いのちをいただく」という記事がありま

した。これは、福岡県のある高校での実習の話

ですが、生まれたばかりの卵をふ化させ、２カ

月間大切に育ててきた鶏を食肉解体すること

で、命の大切さを実感するというものでした。

これは、若者の命に対する感覚の希薄さを感じ

たこの学校の元教諭の発案によるもので、平成

８年から10年以上続いているとのことでありま

す。他人の命はもちろんのこと、自分の命も大

切にするということを、私は、子供のころから

もっとしっかりと教えていかなければならない

と思っております。命を大切にする教育を進め

ることが、長期的な視点での自殺予防対策につ

ながっていくと考えるのでありますが、こう

いった視点での教育がどのようになされている

のか、また今後どのように取り組まれるのか、

教育長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 現在、学校におきま

しては、すべての教育活動で、命を大切にする

心の育成に取り組んでいるところであります。

具体的には、道徳の時間などにおきまして、子

供たちが自分の誕生の様子について保護者から

聞くことで、改めて命の大切さや自分の存在に

ついて考えるような学習を行っております。ま
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た、各教科や総合的な学習の時間等におきまし

ても、乳幼児と触れ合ったり、動植物の飼育・

栽培を行ったりするなど、さまざまな体験活動

を通して、命のとうとさについて子供たちに実

感させる取り組みを行っているところでありま

す。県教育委員会といたしましては、現在、県

民総ぐるみで子供たちの人間力をはぐくむ教育

の推進に取り組んでおり、命を大切にする教育

をその重要な柱の一つとして位置づけていると

ころであります。今後とも、生き物と触れ合う

中で命の鼓動を感じさせる活動や、動植物の大

切な命をいただくことによって我々の命が支え

られているということを実感させることができ

るような活動など、より具体的な体験活動も取

り入れながら、かけがえのない命を大切にする

心や態度をはぐくんでまいりたいと考えており

ます。以上です。

○押川修一郎議員 ありがとうございました。

よろしくお願いをしておきたいと思います。

次に、病院の耐震化についてであります。災

害発生時には、民間の保育施設、老人施設、病

院に近隣の方々が多く避難してきた。こういう

事例は数多く報告されております。新潟県中越

地震の例を挙げますと、地震により病院機能は

完全に麻痺した病院がありましたが、たまたま

隣にその病院が経営する新しい老人介護施設が

あり、震災後、直ちに入院患者をそこへ移動

し、何とか急場をしのいだという話がございま

す。こうした視点から、震災時の病院の耐震性

向上、医療機器の転倒防止、ガラス飛散防止が

重要であることを警告する専門家もたくさんお

られます。東海地方と同様に、東南海地震、日

向灘を震源とする地震の影響を受けることが想

定される本県にあっても、対策を怠るべきでは

ありません。そこで、県下の病院の民間・公立

別の耐震性の現状についてどう把握されている

のか、福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 平成21年１月

に厚生労働省が実施した調査の結果によります

と、県内の民間121病院のうち、すべての建物に

耐震性のある病院は74病院で、耐震化率は61.2

％、また、公立24病院のうち、同様に耐震性の

ある病院は17病院で、耐震化率は70.8％となっ

ております。病院全体では耐震化率は62.8％と

なっており、全国の56.2％と比べ、6.6ポイント

上回っております。以上でございます。

○押川修一郎議員 続きまして、今後の対策と

いうことで、福祉保健部長から現状についての

答弁があったところですが、全国平均より高い

とはいえ、約３分の１の病院については耐震性

に問題があるようです。地震はいつ起こるかわ

かりませんので、早急に対応を進めていくべき

だと思いますが、今後の対策について総務部長

にお伺いいたします。

○総務部長（山下健次君） 危機管理という観

点からお答えをいたしますけれども、病院の耐

震化につきましては、宮崎県地震減災計画にお

きまして、平成27年度末までに耐震化率を90％

とする、こういった目標を立てているところで

ございます。病院など災害時の拠点となります

施設の耐震化につきましては、防災対策上、極

めて重要な問題であると認識しておりますの

で、関係部局と連携を進めながら、さらに促進

をされるよう努めてまいりたいと考えておりま

す。

○押川修一郎議員 総務部長から、平成27年度

までに耐震化率を90％とする目標が示されまし

たが、今後の具体的な対策について福祉保健部

長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 地震発生時に
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多くの入院患者等を受け入れる病院の耐震化

は、非常に重要であると考えております。この

ため、県におきましては、来年度、国の交付金

を活用して、災害拠点病院や２次救急医療機関

である４つの医療機関を対象に、耐震化を支援

する医療施設耐震化促進事業に取り組むことと

しております。また、今後も、未耐震の建物を

有する病院につきましては、既存の国庫補助制

度を最大限に活用しながら耐震化を促進してま

いりたいと考えております。

○押川修一郎議員 よろしくお取り扱いといい

ますか、そういう方向の中でぜひお願いをして

おきたいと思います。

次に、林業の振興についてであります。

奥地共同間伐促進事業の実施方法について。

先日、県議会の森林・林業活性化促進議員連盟

の一行で、京都府内にある南丹市の日吉町森林

組合に調査に行ってまいりました。この組合の

森林プランナーは、町内の森林を調査した上、

間伐対象となる森林の経費、売上高、補助金な

どを計算し、所有者に森林プランを提案してい

るとのことでした。また、もうからないと思い

込み、森林施業を放棄していた所有者が、先ほ

どの森林プランの提案により、施業に対する意

欲を高めるとともに、小規模所有者の森林の集

約化を図ることで、低コストで効率的なものと

なり、山元にも利益が還元される施業が実現し

ているそうでありました。

ところで、本県の林業は、森林資源の充実と

ともに、杉材の生産量が平成３年から全国１位

を続けるなど、全国有数の国産材の供給県と

なっており、本県における重要な産業の一つで

あります。しかしながら、近年の住宅着工戸数

の低迷等による木材価格の低迷により、林業・

木材産業の経営環境は大変厳しい状況にあり、

間伐などの森林の手入れが十分できない状況に

あります。このような中、来年度、奥地共同間

伐促進事業により、間伐と有効利用を計画され

ていますが、この事業の具体的な実施方法につ

いて環境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 間伐の推進に

つきましては、地球温暖化防止等の観点からも

喫緊の問題というふうに考えておりますけれど

も、議員がおっしゃいましたように、木材価格

の下落による採算性の低下などから、間伐が余

り進まない状況にあります。このため、本事業

によりまして、奥地林など地理的条件の悪い森

林の間伐を促進することとしておりますが、具

体的には、森林所有者と森林組合が連携しまし

て、一定規模の間伐推進団地を設定するととも

に、コスト削減を図るための集約化計画を策定

しまして、林道等から200メートルを超える間伐

区域において、割高となる搬出経費を支援する

というものでございます。このことによりまし

て、森林所有者の収益が見込まれ、間伐など森

林の整備や木材の有効活用が促進されるものと

考えております。

○押川修一郎議員 ただいま説明をいただいた

わけでありますけれども、事業後のフォローに

ついてということで、大変な手間暇をかけ、間

伐などの手入れをしてきた森林においても、現

在の木材価格ではわずかしか森林所有者の手元

には残りません。このような現状では、今回の

事業を活用したとしても、後年、森林所有者の

ためになるものか疑問が残ります。そこで、こ

の事業を行った後について、何らかの支援が必

要になるのではないかと考えますが、この点に

ついて環境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） この事業は、

採算がとれない奥地の森林を、材質のすぐれた
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大径材を生産できる森林へと整備するものでご

ざいますが、この事業などによりまして、今

後、大径材の増加が見込まれますが、まだ不十

分な大径材の活用の状況にあります。その対策

を講じていくことが大変重要というふうに認識

しておりますので、本議会に新規事業としてお

願いしております「大きな『みやざきスギ』活

用の家パイオニア事業」などによる需要の掘り

起こしや、大径材にも対応できる加工流通体制

の整備を進めまして、県産材の有効活用と森林

所有者の所得の向上につなげてまいりたいとい

うふうに考えております。

○押川修一郎議員 中山間地の宝というと、や

はり材だろうと思います。この宝が生き生きし

てこないと、中山間地というのは光輝いてこな

いと思いますので、ぜひそういうふうな形の中

で、山元に所得があるような施策に今後も努め

てほしいと思います。

次に、観光振興対策について伺います。

オーシャンドーム活用策についてでありま

す。シーガイアの中核施設として開業したオー

シャンドームは、施設の使命として、オフシー

ズンのスイミングと夏場の台風による遊泳禁止

対策という役割を担って開業したと伺っており

ますし、理解をしております。しかしながら、

その維持管理費の膨大さから廃止やむなきに至

り、その後、活用がなされないまま現在に至っ

ております。このたび、会社側からの提案で、

県、市を含め、利活用策の検討が開始されたと

ころでありますが、先日設置されました調査チ

ームの役割、目的について、及び県が財政負担

を含め新たな運営の主体となる可能性があるの

かについて、あわせて知事にお伺いいたしま

す。

○知事（東国原英夫君） オーシャンドームと

いうのは、御案内のように民間施設ではありま

すが、その規模、機能を勘案すると、利活用さ

れれば、今後、県の観光振興等に大きく貢献す

る可能性があることから、今回の調査チーム

は、広くその利活用策を調査するために設置し

たものであります。また、調査は、宮崎市及び

県が無償で提供を受けることを前提とすること

なく、オーシャンドーム等をどう利活用するこ

とが市民、県民にとって一番望ましいものであ

るかに加え、改修コスト、採算性、さらには運

営主体等について行うこととしております。県

の対応につきましては、調査チームの役割はあ

くまで利活用策の調査にとどまることから、そ

の報告を踏まえ、別途判断していくこととなり

ます。そのため、今の段階では何とも申し上げ

られませんが、私といたしましては、できるだ

け民間企業によって運営していただくことが望

ましいと考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございました。

民間企業に頑張っていただきたいというような

ことでありますけれども、そういう相談等があ

れば、積極的に知事も支援されるとか、そうい

う問題に一緒になって議論していただくような

場というものはもちろんあるだろうと思います

から、よろしくお願いをしておきたいと思いま

す。

次に、新幹線開通対策についてであります。

九州新幹線は、いよいよ来年春に博多―鹿児島

間が全通することになります。開通まで１年足

らずに迫り、関係する福岡、佐賀、熊本、鹿児

島の４県による観光対策の議論もスタートした

ようであります。開通によって、本県にとって

はプラスとマイナスの両面が予想されるところ

でありますが、マイナス面を抑制し、プラス面

を最大に高めることに傾注すべき時期にあると
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考えます。特に、南九州３県、鹿児島、熊本、

宮崎で、ほかの２県にない台湾からの中華航空

を活用し、宮崎への台湾客を鹿児島へ運び、新

幹線で熊本へ、それから阿蘇、高千穂を経由し

て宮崎へ戻し、中華航空でお帰りいただくなど

の旅行プランを展開することが、先日就航した

中華航空利用対策ともなるのではないかと思い

ます。商工観光労働部長の御見解と、御検討中

のプランがあればお示しください。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 九州新幹

線を活用した南九州での観光ルートは、多様な

形態が考えられると思います。議員の御提言の

ような、新幹線と台湾定期便を組み合わせた周

遊プランもその一つであろうかと思います。ま

た、九州新幹線全線開通後は、博多―鹿児島間

が約１時間20分で結ばれます。例えばチャイナ

エアラインの利用という点から言えば、宮崎イ

ン福岡アウト、あるいはその逆のコース設定な

ど、南九州にとどまらず、北部九州を取り込ん

だ周遊等も考えられるわけでございます。県に

おいては、現在、熊本駅、新八代駅、鹿児島中

央駅からの本県への観光ルートづくりを、市町

村や交通機関等と一体となって進めております

ほか、鹿児島県や熊本県と連携した誘客の取り

組みを行っているところでございます。今後と

も、南九州３県はもとより、北部九州とも連携

しまして、国内のみならず、台湾を初めとする

海外も視野に入れまして、九州新幹線を活用し

た旅行プラン造成の働きかけ等を行ってまいり

たいと考えております。以上でございます。

○押川修一郎議員 次に、中華航空の利用促進

についてであります。エバー航空が事実上撤退

した台北路線につきましては、比較的早期に、

過去にチャーター便で実績のあった中華航空で

１月21日から再開されたことは、大変喜ばし

く、知事を初め関係各位の御努力の成果である

と感謝を申し上げるところであります。今後

は、今までにも増して利用促進に知恵を絞り、

国際航空路線の維持に努めていく必要がありま

す。そこで、県民政策部長に、台北線の利用促

進策についてお伺いをいたします。

○県民政策部長（高山幹男君） 台北線につい

てでありますけれども、今回、新たに就航した

チャイナエアラインにつきましては、御質問に

ありましたとおり、これまで多くのチャーター

便の運航実績があり、また、運航スケジュール

につきましても、香港とかバンコクなどへの乗

り継ぎにも配慮した、これまでよりも利便性が

高いものとなっております。台北線の利用促進

につきましては、現在、チャイナエアラインと

連携いたしまして、メディア等を活用した路線

ＰＲを実施しているところでありますけれど

も、来月には、日台双方の旅行会社の招聘事業

等も実施することといたしております。また、

今後につきましては、観光部局等と連携した南

九州周遊ルートの開発でありますとか、県内企

業や団体への働きかけの強化、さらには、将来

にわたって安定的に利用者を確保するために、

修学旅行の誘致や文化・スポーツ交流の促進な

ど、さまざまな取り組みを行いまして、路線の

早期定着、安定化を図っていきたいと思ってお

ります。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。そ

こで、中華航空の利用促進についてであります

けれども、宮崎空港には、南九州の他県にはな

い台北線が就航しており、鹿児島空港には上海

路線が就航しております。南九州地域の限られ

たパイの中で、各県それぞれの空港に台北線な

り上海路線なりが就航しても、共倒れとなるこ

とが心配されます。そこで、路線維持について
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は、各県が競争するだけでなく、協力していく

ことが重要であると考えますが、県民政策部長

に御見解をお願いいたします。

○県民政策部長（高山幹男君） ただいま議員

がおっしゃいましたように、鹿児島は上海線が

あるし、宮崎は台北線があると。確かにパイは

限られていますので、これをお互いの県がそれ

ぞれ利用することは非常に大事だということで

ございます。それにつきましては、例えば、鹿

児島県民の方が宮崎の台北線を御利用いただく

ときには補助金を使っていただくとか、そうい

う取り組みもありまして、そういった形で双方

お互いに利用し合っていこうということを、鹿

児島県の交通部局とも連携しながら今話をして

いるところでありますので、その取り組みをさ

らに強くやっていきたいと思っております。

○押川修一郎議員 ありがとうございました。

できるだけそういうような方向の中で、今後も

協議を重ねていただきまして、目的が達成でき

ますようにお願いをしておきたいと思います。

次に、農業・水産業の振興についてお伺いい

たします。

戸別所得補償制度についてであります。政権

交代の背景は、いろんな要素が絡み、決して単

一ではありませんが、民主党が示したマニフェ

ストが投票行動に大きく作用したであろうこと

は論をまたないところであります。問題は、マ

ニフェストに掲げられた政策の大半に疑問符が

つき、または変容しつつあることであります。

農政の分野では、戸別所得補償制度は、マニ

フェスト段階と大きく異なってきたケースの一

つであります。すなわち、その制度設計は、マ

ニフェストにいう農家の戸別の生産費と販売価

格の差額を補てんするものでなく、全国平均の

生産費と販売価格の差額を一律の固定価格で補

てんする仕組みとされ、米価が下落した場合は

その損失分も見るとされております。一律１

万5,000円となり、本県の販売価格が低い事態に

なれば、補てん額が不当に低いと感じる事態に

なるのではないか。また、収穫量による生産調

整を守ることができるのか、助成策による他用

途米は混乱を招かないのかなど、心配をいたし

ております。一見、これは農家に手厚い制度の

ように感じられますが、問題点はないのでしょ

うか。この制度で自給率向上や担い手対策は可

能なのでしょうか。そこで、農政水産部長に、

この制度の課題、本県の想定される影響等につ

いてお伺いをいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 国におきまし

ては、食料自給率の向上や水田農業の経営安定

を図るため、戸別所得補償制度を平成23年度に

導入することとしており、その円滑な実施に向

けまして、平成22年度はモデル対策を実施する

こととしております。このモデル対策につきま

しては、生産者の所得を補償していくという基

本理念とか、土地利用率向上のために二毛作に

も助成を行うといったことなど、評価できる点

もございますけれども、一方では、御指摘にも

ございましたように、全国一律の補償水準や交

付単価となっており、地域の実態を踏まえたも

のになっていないといった点、それから、米の

需給調整や米価への影響が不透明であるといっ

た点、さらには、水田農業の将来像や担い手に

ついての明確なビジョンが示されていないと

いったこと等の課題があるものと考えておりま

す。県といたしましては、これまでも、本県の

実情を踏まえた制度となりますように、再三、

国へ要望を行ってきたところでございますけれ

ども、今後はさらに、平成23年度の本格実施に

向けまして、国の動向を注視するとともに、モ
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デル対策の中で出てきます、これらさまざまな

課題を検証しながら、地域の実態を踏まえた制

度となるように、国に対してしっかりと訴えて

まいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 恐らくいろんな問題がある

んだろうというふうに思いますけれども、モデ

ルということでありますから、来年度実施され

るこのモデル事業をよく検証していただき、宮

崎県の実情に合った、あるいは現場の声という

ものが十分反映されるように、国に対して積極

的な要望をお願いしておきたいというふうに思

います。

次に、中山間地域直接支払制度についてであ

ります。農地は、耕作、管理されることで、洪

水の防止や水源の涵養、美しい緑の景観の提供

など、多面的な機能を発揮しております。この

多面的機能により、都市住民を含む多くの人々

の生命・財産や豊かな暮らしが守られておりま

す。しかしながら、中山間地等では、高齢化が

進む中、傾斜地が多いなど平地と比べ不利な面

が多いことから、耕作されずに放棄されていく

農地がふえつつあります。この制度は、中山間

地等で農業を続けて農地を保全し、多面的機能

を守っていくために大きな役割を果たしてまい

りました。平成17年度から５カ年でスタートし

た現在の第２期対策は、21年度で終了いたしま

す。この間の取り組みにより、耕作放棄地の発

生防止や地域集落活動の活性化などの成果が

あったとお伺いしております。現在、次期３期

対策の実施に向け、制度延長が検討されている

とお伺いしております。国における中山間地域

等総合対策検討会の議論等を踏まえ、新たな対

策の見通しについて、農政水産部長にお伺いい

たします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 中山間地域等

直接支払制度でございますけれども、本制度に

つきましては、平成21年度において、本県で

約5,800ヘクタールの農用地を対象に取り組みが

行われておりまして、新たな耕作放棄の防止と

か集落営農の推進、さらには、集落の共同意識

の醸成などを通じて地域の活性化が図られるな

ど、集落からも非常に高い評価を受けていると

ころであります。しかしながら、本制度につき

ましては、本年度で第２期対策が終了しますこ

とから、これまで、国において制度の見直しが

検討されてきたところであります。その結果、

本制度を第３期対策として平成26年度まで継続

することとしまして、高齢農家の方々も安心し

て参加できるよう、集落の農用地を共同で支え

合う集団的サポート型の新設、あるいは、自力

での農業生産活動等が困難な近隣集落の農用地

の保全活動を支援する場合に、新たに交付金を

加算する制度を新設するなど、高齢農業者にも

配慮した取り組みやすい制度として、内容の充

実が図られたところであります。県といたしま

しては、今後とも、関係市町村と一体となりま

して３期対策を積極的に推進し、中山間地域の

農業・農村の振興に努めてまいりたいと存じま

す。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。

次に、畜産対策についてであります。肉用牛

肥育経営で非常に重要な事業となっております

肉用牛肥育経営安定対策事業、いわゆるマル緊

事業についてお伺いします。この事業は、素牛

の導入から肥育牛の出荷まで一定期間を要し、

素牛価格、枝肉価格の動向によっては肥育経営

の悪化が懸念されることから、国、生産者、県

による基金で、生産者の推定所得が家族労働費

を下回った場合に、その差額の８割を補てんす

るものであります。この事業は今年度が最終年
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度となりますが、この継続については、平成22

年度の畜産・酪農関連対策として、本日、国か

ら発表があると伺っております。次期対策の概

要について、現在把握しておられる内容を農政

水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 御質問にござ

いました肉用牛肥育経営の所得の補てんを行い

ます肉用牛肥育経営安定対策事業、いわゆるマ

ル緊事業でございますけれども、これと、肥育

牛生産者収益性低下緊急対策事業、いわゆる補

完マル緊事業と言っておりますけれども、この

事業につきましては、平成21年度をもって事業

が終了することとなってございます。22年度か

らの次期対策につきましては、今お話ございま

したが、きょう、国のほうから対策が公表され

たところでございますけれども、その概要を見

ますと、この２つの事業を統合しまして、肥育

牛１頭当たりの粗収益が生産費を下回った場合

に、差額の８割を補てんするとともに、補てん

金の算定方法を全国一本化するとされていると

ころであります。県といたしましては、これま

でも、現在の肉用牛肥育経営の厳しい現状や地

域の実情を踏まえ、再生産が行える制度の構築

を要望してきたところでありまして、引き続き

次期対策の円滑な推進に努めてまいりたいと考

えております。

○押川修一郎議員 マル緊事業についてであり

ますけれども、対策は継続されるとのことであ

りましたので、安心をいたしました。ところ

で、先ほどお聞きしましたマル緊事業と、肥育

牛生産者収益性低下緊急対策事業、いわゆる補

完マル緊事業が一本化されるとのことでありま

す。これまでの補完マル緊は生産者の負担があ

りませんでしたが、一本化されるとなると、生

産者の負担がふえるのではないかと危惧してお

ります。ただでさえ厳しい状況にある生産者に

対して、これまで以上に負担が増すことのない

ように要望をしておきたいと思います。

続きまして、牛肉の消費拡大対策についてで

あります。ただいま、マル緊事業の見込みにつ

いてお伺いいたしましたが、枝肉価格の低迷

や、依然として高い配合飼料価格等の影響によ

り、肥育農家の経営は大変厳しいものがありま

す。配合飼料価格は、発展途上国の経済成長な

ど外部の要因もあり、なかなか下がらないもの

と思われます。このことから、枝肉価格を上げ

ていくことが、肥育農家の経営安定、意欲の向

上に効果的であると思いますが、そのためには

消費の拡大が重要であります。そこで、消費拡

大の対策について農政水産部長にお伺いいたし

ます。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 本県産牛肉の

消費拡大対策につきましては、従来から、「よ

り良き宮崎牛づくり対策協議会」などを中心に

して、新規店舗の確保対策とか、知事による

トップセールス等を積極的に展開してきた結

果、首都圏を中心に、常設販売店や指定店が着

実に増加しているところであります。また、県

内では、毎月29日を「肉の日」と位置づけまし

て、牛肉を含む県産食肉の消費拡大キャンペー

ンを、関係団体や食肉販売店などと一体となっ

て実施しているところであります。さらに、今

後の販路拡大を見据えた場合に、海外展開も必

要であるといったことから、宮崎牛を中心に、

アメリカ、香港に加えまして、昨年10月には、

全国に先駆けてマカオへの輸出を開始しており

まして、現在、次なる展開に向けての検討も

行っているところであります。県といたしまし

ては、消費が低迷している今こそ、関係機関・

団体と一体となりまして、消費拡大対策に積極
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的に取り組んでまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 牛肉の消費拡大対策であり

ますけれども、昨年の12月、自民党の２期生で

上海の状況調査に行ってまいりました。その中

で、デパートの食品売り場を見てまいりました

が、ここで見かける日本産品はリンゴとナシだ

けでした。中国は富裕層も多く、大きな市場で

ありますが、牛肉の輸出はできないと伺ってお

ります。仮に宮崎牛が輸出できるとなれば、価

格の上昇と需要の増大が期待できると思いま

す。そこで、19年度になりますけれども、副知

事も上海に行かれたとお伺いしておりますが、

上海の都市化を見られ、その購買力を見られた

ときには、かなりの販路も期待できるんじゃな

いかと思われたというふうに思うわけでありま

すが、牛肉の輸出解禁を促進するためにお考え

があれば、お聞きしたいと思います。

○副知事（河野俊嗣君） まず、畜産物の輸出

制度についてでありますが、輸出国側における

家畜伝染病の発生状況などをもとにした輸出条

件を二国間で締結する必要があります。中国へ

の牛肉輸出につきましては、日本国内でＢＳＥ

が発生したことによりまして、平成13年９月以

降、停止されているところであります。その

後、日本国内でのＢＳＥ対策が徹底されている

ことが国際的にも認められてきておりますの

で、現在、国におきまして、中国との輸出条件

の締結に向けて積極的な働きかけを行っている

ところでありますが、中国当局からの回答はな

い状況にあると伺っております。御指摘のよう

に、経済発展が著しい中国につきましては、私

も実際参りまして、今後とも牛肉輸出の有望な

市場であると考えておりますので、県といたし

ましても、引き続き、国に対しまして輸出が可

能となるよう働きかけてまいりたいと考えてお

ります。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。よ

ろしくお願いをしておきたいと思います。

次に、葉たばこ対策についてであります。来

年度、たばこ税の大増税が予定されておりま

す。また、選挙前の話とは異なり、消費税引き

上げの検討が前倒しで行われるという報道もな

されておるようでありますが、まさに増税メジ

ロ押しといったところでしょうか。葉たばこ

は、1,670ヘクタールで栽培され、889名の耕作

者のいらっしゃる本県における重要な品目の一

つでありますが、耕作面積の大幅な削減が危惧

され、農業経営の維持が困難な状況となるばか

りでなく、耕作放棄地等が増加するなど、地域

農業への影響が懸念されるところであります。

今回のたばこ税の大幅な引き上げは、国民の健

康志向の高まりや引き上げ幅の大きさなど、過

去の引き上げよりも葉たばこ生産へのダメージ

が大きいのではと危惧しております。そこで、

農政水産部長に、生産者への影響についての見

解と生産者への対策についてお伺いをいたしま

す。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 今回のたばこ

税の増税でありますけれども、１本当たり3.5円

程度、実質的な値上げは、消費税等を含めます

と、１本当たり５円程度になるということでご

ざいまして、過去の値上げ幅よりも大きなもの

が予定されておりまして、消費量の減少に伴う

耕作面積の削減が行われますと、葉たばこ農家

の経営等に、これまでにない大きな影響が懸念

されるところであります。このような中で、今

後とも、本県畑地帯の基幹作目としまして葉た

ばこ生産の振興を図っていくためには、ＪＴと

の契約栽培の中で選ばれる産地となることが大

変重要でございまして、需要に応じた高品質な
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葉たばこ生産に向けて、関係機関・団体が一丸

となって取り組んでいくことが、何よりも大切

であると考えております。このため、県といた

しましては、現在、たばこ耕作組合とＪＴが進

めております耕作技術再構築対策事業とも連携

を図りながら、品質の向上や安定収量の確保、

さらには省力化・低コスト化などの支援策に積

極的に取り組みまして、収益性の高い葉たばこ

産地づくりに努めてまいりたいと考えておりま

す。

○押川修一郎議員 土地利用型の品目でもあり

ますから、よろしくお願いを申し上げておきた

いと思います。それから、平成22年度税制改正

大綱で、たばこ事業法を改廃し、新たな枠組み

の構築を目指すと記されております。たばこ事

業法は、葉たばこの全量買い取り制や葉たばこ

審議会制度など、耕作制度の根幹について規定

しております。たばこ作農家が、今後とも安心

して耕作に取り組むことができるよう、県とし

ても、たばこ事業法の堅持に向けて取り組みを

行っていただきますように要望しておきたいと

思います。

次に、水産業対策についてお伺いをいたしま

す。本県は、約400キロメートルの海岸線があ

り、油津、目井津、島野浦など23の漁港を有し

ております。平成19年の統計では、漁業種別漁

獲量では、近海カツオ一本釣りが２万8,193トン

で全国一、沿岸マグロはえ縄が2,461トンで、こ

れも全国一を誇っております。こうした状況に

ある本県の水産業でありますが、今月初めに行

われた漁業関係者の方々の宮崎市内でのデモ行

進に見られるように、その経営は大変厳しい状

況下にあります。平成21年12月末現在の漁獲実

績を見ますと、漁獲量及び漁獲収入とも大きく

前年を下回っております。カツオ一本釣りでは

漁獲量が7.8％の減、収入金額でいうと12％の

減、マグロはえ縄漁獲量は13.6％の増となった

ものの、収入は10.9％の減と、大幅な減少と

なっている状況であります。これは、諸外国に

よる赤道付近での大型まき網船を用いた漁業に

よる漁業資源の減少や、近年の流通市場の変化

による魚価の低迷が影響しているものでありま

す。そこで、国内外の大型まき網船による漁業

への対策を国に積極的に進言していくべきであ

ると思いますが、知事のお考えをお伺いいたし

ます。

○知事（東国原英夫君） 議員の御質問、御指

摘等は、きょう、朝日新聞の特集記事で掲載さ

れておりました。カツオ・マグロにつきまして

は、国際的な資源管理の対象となっております

が、中西部太平洋まぐろ類委員会（ＷＣＰＦ

Ｃ）の調査では、カツオにつきましては、資源

水準は高位との評価がなされております。しか

しながら、本県の漁業者からは、昨年が過去に

ない不漁であったこと、漁獲されたカツオの多

くが小型であったことなどから、「大型まき網

漁業の大量漁獲により資源が減少している」と

の大変厳しい声が寄せられているところであり

ます。このため、私といたしましては、先般、

農林水産副大臣に対しまして、本県の基幹漁業

であるカツオ一本釣り漁業の重要性と厳しい現

状について説明するとともに、国内まき網漁業

と一本釣り漁業との業界間の調整、熱帯域にお

けるカツオ資源管理の強化についてお願いし、

御理解をいただいたところであります。今後と

も、まき網漁業による影響把握や資源の持続的

な利用の確保を図るとともに、カツオ一本釣り

漁業が安定的に継続できるよう、引き続き国に

働きかけてまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございました。
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知事が、国のほうにも副大臣を通じて働きかけ

をいただいておるということでありまして、漁

業者の皆さん方も喜んでおられると思いますの

で、解決に向けてさらに御努力をお願い申し上

げておきたいと思います。

それから、新たな燃油対策についてでありま

すけれども、燃油価格については、一昨年の異

常な高騰から比較すると、最近、落ちつきを見

せてはいるものの、まだまだ高値であると言

え、この点からも漁業経営は厳しい状況が続い

ていると言えます。そこで、この観点からの対

策として、新たな燃油対策を講じる考えはない

か、知事にお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 燃油は、操業コスト

に占める割合が高く、その価格動向によっては

漁業経営に大きな影響を与えるものでありま

す。このため、県といたしましては、これまで

も、グループ操業による漁場探索の効率化への

支援や、漁場の選択が容易になる水温や海流情

報等をリアルタイムに提供するサービスの実

施、魚の群れを集めるための浮き魚礁の設置な

どによる操業コストの削減対策に取り組んでき

たところであります。また、昨年９月には、燃

油高騰などにより資金繰りが悪化した経営体に

対して、県の利子補給による低利融資を行う40

億円の緊急的な資金対策を講じたところであり

ます。さらに、本議会には、補正予算といたし

まして、この利子補給金の融資枠の増額を、ま

た、来年度予算といたしまして、カツオ一本釣

りにおける効率的な操業を確立するための予測

システムの実用化事業や、沖縄周辺海域への浮

き魚礁の整備などをお願いしているところであ

ります。新たな対策につきましては、今後の燃

油価格の動向や漁業経営の状況、さらには国の

対策などを踏まえながら検討する必要があると

考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。

そこで、知事にお伺いいたしますが、今後の

状況次第では６月議会あたりで対応していただ

けるというふうに理解をしてもよろしいでしょ

うか。

○知事（東国原英夫君） 先ほどもお答えした

とおり、今後の動向や国の対策なども踏まえな

がら、必要な措置について検討する必要がある

ものと考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。そ

ういうふうに期待をしておきたいと思います。

次に、県土整備行政についてであります。

高速道の整備状況についてお伺いをいたしま

す。新聞報道によりますと、ことし９月末に開

通予定でありました東九州自動車道高鍋インタ

ーチェンジから西都インターチェンジ間が、８

月の盆時期に前倒しをして開通する見通しであ

り、また、来年３月末に開通予定の門川インタ

ーチェンジから日向インターチェンジ間も、こ

とし12月末までに開通する見込みのようであり

ます。一刻も早く、県民の悲願である東九州自

動車道が全線開通に向けて進むことは何よりで

あります。しかしながら、国の公共事業削減に

より、新規着工は認めないことや、真に必要な

道路事業に重点化するとともに、事業効果の早

期発現の関連から、開通時期が近いもの、事業

年数が短いものを優先することとされ、東九州

自動車道の南側、特に北郷―日南間は２～３億

円となり、とても工事ができる金額ではなく、

事実上工事がストップする状況となります。ま

た、九州横断自動車道についても、北方延岡道

路が１～３億円と、こちらもまた、実質的に工

事がストップすることになります。今後、高速

道路網整備については、国幹会議にかわる新た
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な仕組みづくりがなされることになるでしょう

が、今後、整備促進に向けた取り組みはどうな

るのか。特に、九州横断自動車道の高千穂―山

都間、東九州自動車道の日南―志布志間におい

ては、基本計画のまま、整備の道筋すら見えて

いない区間もあります。今後、高速道の整備促

進に向けてどう取り組むのか、知事にお伺いい

たします。

○知事（東国原英夫君） 東九州自動車道を初

めとする県内高速道路の整備促進につきまして

は、県政の最重要課題として幾度となく要望を

行うなど、積極的に取り組んできたところであ

ります。昨年11月に、国土交通省より平成22年

度の事業計画が示された後も、直接、国土交通

大臣にお会いし、本県の実情を訴え、予算の確

保などについて強く要望してまいったところで

あります。しかしながら、この２月に国土交通

省から示された平成22年度予算のいわゆる仮配

分には、要望してきた内容は十分には反映され

ておらず、東九州自動車道の県南地区や九州横

断自動車道延岡線につきましては、前年度を大

きく下回る区間があるなど、不満に思っている

ところであります。本県は、全国的にも社会資

本整備のおくれが顕著で、地域間競争のスター

ト台にすら立てない状況にあり、高速道路の整

備は急務と考えておりますことから、県といた

しましては、政府を初め関係機関に対して、整

備の進捗が今以上におくれることのないよう、

必要となる予算の確保、特に整備のおくれた地

方への重点配分について、さらには、整備のめ

どさえ立っていない基本計画区間の早期事業化

について、県議会を初め、地元や経済界等とも

連携しながら、県民一丸となって、引き続き強

く訴えてまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 まさしく知事のおっしゃる

とおりでありますし、我々もそういう気持ちの

中で取り組んでいかなくちゃいけないというふ

うに思います。本県は、高速道路などのインフ

ラ整備をまずきちっとやることが大事だろうと

いうふうに思いますから、ともに頑張っていき

たいと思います。ありがとうございます。

それから、道路整備でありますけれども、今

後の取り組みについてということで、御案内の

とおり、本県の道路整備は全国平均を大きく下

回っております。高速道路の供用率は、平成21

年12月１日現在で、本県は九州で最下位の42％

であり、全国平均にも遠く及びません。また、

平成20年４月現在で、国道の整備率は全国平

均91.3％に対して80％、全国44位、県道は全国

平均67.5％に対し56.5％、全国37位であり、い

ずれも九州最下位であります。本県は、鉄道等

の交通網の整備が十分ではない中、道路整備が

立ちおくれ、県内外への移動に多くの時間を費

やすことは、県民にとって大きな損失になると

同時に、本県企業にとりましても過大なコスト

負担を強いられることになり、諸産業の振興に

大きな障害となっております。改めて言うまで

もありませんが、国県道は、地域経済に直結し

た、県内各地を結ぶ物流、交流のための基幹道

路であるとともに、通勤・通学、買い物等の生

活活動や、災害時における避難・輸送、救急医

療施設への搬送など、県民生活に非常に密着し

ており、まさに命の道であり、その維持整備は

大変重要であります。そのために、今後も計画

的な整備と改良を継続して行う必要があると思

います。このような中、平成15年度に宮崎県の

中長期道路整備計画が策定され、県内１時間構

想の早期実現を目指して、効率的・重点的な整

備が図られておりますが、道路特定財源の一般

財源化や公共事業費の大幅削減など、道路整備
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を取り巻く状況が大きく変化しております。そ

こで、この宮崎県の中長期道路整備計画の見直

しにどのように取り組んでおられるのか、県土

整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 中長期道路整

備計画につきましては、前回の策定から６年が

経過する中で、市町村合併が進んでいることに

加えまして、道路特定財源の一般財源化や県内

の高速道路の供用目標の公表など、諸情勢が大

きく変化しておりますことから、平成21年度よ

り本格的な見直しに着手をしているところでご

ざいます。今回の見直しにおきましては、これ

らの変化に対応するため、今後の道路整備に関

する考え方として、道路の中長期的な将来像や

その実現に向けての基本姿勢を示すとともに、

選択と集中を踏まえた計画となるよう取り組ん

でいくこととしております。内容としまして

は、現在の計画の産業、地域、暮らしを支援す

る道づくりという基本方針の継続性を確保する

とともに、取り組むべき方向性を明確にし、平

成23年度を初年度とする中期５カ年、長期10カ

年の計画期間としたいと考えているところであ

ります。その検討に当たりましては、県民の皆

様や企業等へのアンケートによりニーズを把握

するとともに、県内の有識者の方々で構成する

懇談会を設置し、御議論をいただいているとこ

ろでありますが、今後の検討につきましては、

国の公共事業予算の削減など、道路整備を取り

巻く状況の変化を踏まえるとともに、現在検討

中の県の次期総合計画との整合も図りなが

ら、22年度末までに策定したいと考えていると

ころでございます。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。県

民の皆さん方が喜んでいただくような形の中で

早急にお願いをしておきたいと思います。

次に、港湾の整備についてお伺いをいたしま

す。細島港大規模岸壁の整備が話題となってお

りますが、本県の港湾整備についての考え方を

お尋ねいたします。本県の港湾は、宮崎港、細

島港、油津港の３つの重要港湾を初め、延岡港

や福島港などの12の地方港湾があります。重要

港湾である３つの港湾計画を見てみますと、宮

崎港は、宮崎県県央部あるいは南九州における

流通拠点、アジアとの間の物流需要に対応でき

るための港湾、細島港は、東九州地域における

流通・物流拠点として、外内貿物流機能の充実

を図る、いわゆる外貿の拠点の港湾、そして油

津港は、県南地域だけでなく、南九州地域にお

ける流通拠点の港湾という位置づけがなされて

おります。しかしながら、国の来年度予算で

は、港湾整備については、国際競争力の強化、

地域の活性化、安全・安心の確保という政策課

題に対して、横浜や神戸などのスーパー中枢港

湾を重点的に整備し、重要港湾の103港から40港

を選定し、新規の直轄事業はこの港湾に限ると

なっております。この40の重点港湾につきまし

ては、地域拠点性や貨物取扱量実績による絞り

込みを行っているように伺っております。本県

の港湾整備、特に３つの重要港湾を将来的にど

う位置づけていき、また、国に対して、40港の

中に選定されるためにどのような取り組みを行

われるのか、県土整備部長にお願いいたしま

す。

○県土整備部長（山田康夫君） 本県の重要港

湾につきましては、議員のお話にありましたと

おり、県北の細島港は、九州の扇のかなめに位

置しており、外国貿易を含む東九州の物流拠点

港として、また、県央の宮崎港は、宮崎の海の

玄関口であり、フェリーを中心とした南九州の

物流拠点港として、さらに県南の油津港は、県
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南地域の物流拠点港として位置づけているとこ

ろでございまして、それぞれの地域の産業や経

済を支える港として重要な役割を担っていると

ころであります。したがいまして、今後とも各

港湾の特徴を生かしながら、必要な施設の整備

やポートセールスによる利用促進を図ってまい

りたいと考えております。

また、直轄事業の新規着手の対象となります

重点港湾の選定につきましては、国が地域の拠

点性や貨物取扱量により絞り込みを行うことに

なっておりますが、県としましては、施設整備

の必要性や緊急性も勘案した上で、今後の高速

道路網の整備や企業進出による貨物量の伸びな

ど、拠点性の高まりを訴えながら、本県の重要

港湾が重点港湾に選定されますよう、国に強く

要望してまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 よろしくお願いをしておき

たいと思います。

次に、箇所づけの事前通知についてでありま

す。国が所管する個別の公共事業の予算配分

額、いわゆる箇所づけを、予算審議が始まった

直後に、民主党が、都道府県連を通じて各地方

自治体に通知をしていた問題が明らかになりま

した。こういった時期に箇所づけの報告が一部

の関係者に通知をされるということは、過去に

行われたことはありません。これは国会の予算

審議を無視するものであり、民主党による国家

予算の私物化だと言わざるを得ませんが、今回

の箇所づけ情報の事前通知問題について、知事

はどのように考えられるか、お聞かせくださ

い。

○知事（東国原英夫君） 県に対しましては、

２月９日に国から、来年度の直轄事業の仮配分

について説明があったところであります。内容

としては、まだ決定事項ではなく、変更もあり

得るとした上で、公共事業関係費が対前年度比

約15％減額となったほか、都道府県の直轄事業

負担金のうち、人件費などの業務取扱費の負担

がなくなったこと、また、全体としては、宮崎

県分は概算要求時と大きく変わっていないこと

などの説明があったところであります。しかし

ながら、先ほども申し上げましたとおり、例え

ば、東九州自動車道の県南地区や九州横断自動

車道延岡線などで前年度を大きく下回る区間が

あるなど、不満の残る内容でありまして、最終

的には、その予算配分の基準等の考え方を明確

にしていただきたいと考えております。地域間

競争が激しくなる中、本県のように社会資本整

備のおくれている地方に重点的に配分がなされ

るよう、今後とも、県議会を初め地元市町村や

関係団体とも連携しながら、国へ強く訴えてま

いりたいと考えております。

○押川修一郎議員 知事も答えづらいんだろう

というふうに思いますけれども、私が聞いてお

るのは、予算成立前に大っぴらに仮配分あるい

は箇所づけが通知された、これは利益誘導に見

えるわけでありまして、この問題について率直

にどうお考えかということで、再度御答弁をお

願いいたします。

○知事（東国原英夫君） 仮配分の通知につい

ては、私は直接は伺っておりません。正式には

国交省のほうからの説明があったという認識で

おりまして、その国交省の仮配分についての通

知が、直接、利益誘導等々のものに直結すると

いうことは、私は認識しておらないところであ

ります。

○押川修一郎議員 ちょっとかみ合いません

が、我々も、新聞、テレビ報道でありますか

ら、よくはわかりませんけれども、予算審議が

始まった直後に、民主党が都道府県連を通じて
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各地方自治体に通知をした問題が明らかになっ

たということでありまして、この時期に箇所づ

けの報告が一部の関係者に通知をされるという

ことは、過去になかったことであります。これ

は国会の予算審議を無視するものであり、民主

党による国家予算の私物化じゃないかというふ

うに私は思うから、このことについて知事はど

うお考えですかということです。箇所づけとか

そういうものの意味じゃなくて、こういう報道

に対してどう思われるかということで、お考え

があればお聞きしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 何度も申し上げます

とおり、その過程よりも、その配分額がどうい

う過程で、どういう公平な基準で、ルールで配

分されたのかというほうが重要なわけでござい

まして、それを明らかにしていただきたいと

思っております。

○押川修一郎議員 わかりました。これは一方

通行になりますから、なかなかでありますけ

ど、今後、こういうことが大っぴらにいろんな

ところで出てくると困るようなことが出てくる

のではないか。我々宮崎県においては、おくれ

ているところにもっといろんな配分というのが

欲しいわけでありますけれども、これが力関係

によって差が出てくるようなことになってくる

と困りますので、そういうことについては、き

ちんと知事のほうからも国に働きかけをしてい

ただきますようにお願いをしておきたいと思い

ます。

次に、県立病院の経営のあり方についてであ

ります。

21年度決算見込みについて。病院局では、平

成18年８月に、22年度までの５カ年の計画とす

る中期経営計画が策定され、現在まで着実な経

営改善を進めてこられました。一方、県立病院

では、医師不足問題等による厳しい状況の中、

地域の医療を守るなど一定の役割を果たしてい

ます。経営改善と医療の確保という両立の困難

な課題に対し、成果が求められるものでありま

すが、今年度の病院事業の決算見込みについ

て、病院局長にお伺いいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 今年度につきま

しても、議員御指摘のとおり、平成18年度の中

期経営計画策定以来続けてまいりました計画目

標の達成を継続できるように、新たな施設基準

の取得や、宮崎病院、日南病院における診療報

酬の包括請求方式でありますＤＰＣへの移行等

により、収益の確保を図る一方で、医療器械や

薬剤等の共同購入、あるいは材料費の節減など

徹底した経費削減に取り組んできたところでご

ざいますが、全体的な患者数の減少や、延岡病

院の医師不足による休診等の影響により、平

成21年度決算は14億円程度の赤字になるものと

いうふうに見込んでおります。

○押川修一郎議員 大変な赤字が発生しておる

わけでありますけれども、いろんな努力はして

いらっしゃるというふうに思いますけれども、

改めて経営のあり方の中で質問を続けていきた

いと思います。

医療の分野で安全と安心は、県民と行政が一

丸となって取り組むべき課題の一つでありま

す。今年度、病院局では、経営形態のあり方に

ついて、民間委員を中心に委員会を立ち上げて

検討を進められ、去る12月に報告書をまとめら

れたことは、大変意義のあることと評価するも

のであります。まず、この委員会を通じての議

論は、多くの県民に、県病院の民営化もあり得

ること、つまり、現在のあり方が当然ではない

ことを知ることができ、どうすればよりよい形

になるのかを考えるきっかけとなったものと思
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います。結論は、経営努力を進めながら現在の

経営形態を引き続きとることとなったようであ

りますが、本県の医療事情全般からは妥当な方

向性であると考えます。そこで、報告書に取り

上げられた魅力ある病院づくりの推進につい

て、具体的にどのように取り組まれるのか、病

院局長にお伺いいたします。また、経営改善の

さらなる推進を掲げられております。赤字対策

としての経営改善は当然のことでありますが、

職員のモチベーションの維持もあわせて病院局

長にお伺いをいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） まず、魅力ある

病院づくりの推進についてでございますが、県

立病院が、今後とも県民の皆様の期待にこた

え、その使命と役割を果たしていくために、県

民の皆様に信頼され、職員が誇りと自信を持っ

て働ける病院づくりを目指すものでございま

す。このため、医師など医療スタッフの確保、

患者さん本位の医療の提供、地域の医療水準向

上への貢献などに取り組んでまいりたいと存じ

ます。

また、経営改善のさらなる推進につきまして

は、職員一人一人が主体的に経営改善に取り組

んでいく環境づくりを進めますとともに、職員

の士気を高めるシステムづくりや、風通しのよ

い組織づくりを進めてまいりたいと、このよう

に考えております。このため、平成22年度は、

これまでの取り組みに加えまして、医師の負担

軽減を図るために、臨床工学技士を増員した上

で、各病院に臨床工学科を新たに設置するほ

か、救急医療体制確保対策手当の創設や、女性

医師等の勤務環境改善などに取り組むこととし

ております。以上でございます。

○押川修一郎議員 なかなか大変なものもある

というふうに思いますけれども、職員の皆さん

方も一緒になってやっていこうというような気

持ちで、新たなこのつくりの中で努力をしてい

ただけたらありがたいというふうに思うところ

であります。

次に、教育行政についてであります。

学力テストについて伺います。我が国の教育

は、昭和40年代の高度成長期に、知識詰め込み

受験教育と批判され、平成10年代にゆとり教育

路線に転換したとされています。知育を軽視し

た結果、学力低下という事態を招き、中教審に

おいても、学習指導要領を改め、ゆとり教育か

ら確かな学力の向上に転換する方針に見えると

ころであります。中教審小学校部会では、総合

的な学習の時間を３分の２程度に減らし、国語

や算数など５教科の授業時間を約１割ふやすな

ど、学力重視の方向を打ち出してきています。

本来、知育は、知覚や記憶力、判断力などを相

互に関連させ、物事を正確かつ合理的に把握・

処理する能力を育て、かつ知識を豊かにする教

育であって、教育の基礎であり、最重要とされ

るべきものであります。平成19年４月に43年ぶ

りに全国学力・学習状況調査が実施されました

が、知育における競争導入の一つの手段として

有効であると期待されたところであります。

ところで、来年度以降の学力テストでありま

すが、報じられるところでは、悉皆、すなわち

全国調査ではなく、抽出による一部校による実

施が計画されております。人件費などの一定経

費を要することは理解していますが、本県のよ

うに地理的・資源的にハンディを有する県が他

県に伍して成長していくためには、教育は基本

であります。学力をつけることで人材を育てる

努力を惜しむべきでないと考えます。そこで、

本県の調査への参加状況について教育長にお伺

いいたします。
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○教育長（渡辺義人君） 平成22年度の全国学

力・学習状況調査につきましては、抽出調査で

実施されることになりましたが、その対象とな

らなかった学校につきましても、設置者である

市町村等の希望によりまして、国から調査用紙

を無償で提供を受け、利用できるようになって

おります。県内の市町村立の小中学校につきま

しては、186校が抽出調査の対象になっており、

それ以外のすべての学校も、設置者の判断に基

づき、希望利用方式により本調査を活用する意

向であります。なお、県立学校につきまして

は、４校が抽出調査の対象となり、それ以外の

学校につきましては、すべて希望利用方式によ

り本調査を活用することにいたしております。

以上です。

○押川修一郎議員 希望利用方式によりまし

て、すべての学校が今回は調査ができるという

ことの理解でよろしいでしょうか。

○教育長（渡辺義人君） ちょっと言葉足らず

のところがあったかと思いますが、抽出調査の

対象校については、すべて承諾の上で調査に参

加をすると。それから、抽出調査の対象となら

なかった学校については、市町村に意向確認し

ましたところ、希望利用方式を使ってやるとい

う意向のようであります。以上です。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。次

に、特別支援学校高等部整備についてでありま

す。県の平成22年度予算案には、障がいのある

方たちの親や子にとって大変喜ばしい予算が示

されております。長年の悲願でありました高等

部の開設に向けて約４億3,000万円という大きな

予算が計上されており、厳しい財政事情の中で

御苦労があったことを推察し、知事を初め、関

係各位に感謝申し上げたいと存じます。自民党

では毎年、障がい者団体の代表の方々、御父兄

の方々と意見交換、研修会を開催いたしてきて

おります。こうした中で第一番目に出る話が、

特別支援学校の高等部の設置要望でありまし

た。研修会の折に、障がいのある人の親と子に

立ちはだかる４つのハードルというお話を、障

がい者関係団体の会長さんがお話になっており

ます。この話を要約して御紹介をさせていただ

きたいと思います。１番目のハードルは、子供

に障がいがわかったとき、親は驚き、なぜ私だ

けがこんなことと言葉を失う。２番目のハード

ルは、小学校に入学のとき、希望の学校に入れ

ないもどかしさと苦しみがある。３番目のハー

ドルが、学校を卒業し、次の進路を決めると

き、選択肢も少ない中で仕事につけてやりたい

という苦しみ。４番目のハードルは、親が年を

重ねていき、障がいのある我が子の行く末を案

じる毎日となることと、大変考えさせられるお

話であります。社会的弱者に手を差し伸べ、可

能な自立を手助けすることは、文明社会の英知

であります。今後の特別支援学校の整備方針、

こういう声を聞かれて、意気込みについて知事

にお伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 私は、障がいのある

子供たちの自立と社会参加を推進する上で、小

学部から高等部まで、それぞれの地域で一貫し

た教育を実施することは大変重要であると認識

しております。御質問にありました高等部の設

置につきましては、私自身、たびたび保護者や

関係団体の皆様より直接、切実な思いを伺って

きたところでありまして、現在、特別支援学校

高等部設置事業におきまして、未設置校４校の

高等部の設置に係る所要の整備を進めていると

ころであります。なお、このうち、みなみのか

ぜ支援学校高等部につきましては、本年４月に

開設いたします。今後の特別支援学校の整備に
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つきましては、教育委員会が策定した宮崎県特

別支援学校総合整備計画に基づき、本県の財政

状況等も踏まえながら、段階的に進めてまいり

たいと考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。ぜ

ひよろしくお願いをしておきます。

次に、警察行政についてお伺いをいたしま

す。

まず、青少年、特に高校生の薬物対策につい

てお尋ねします。最近の薬物乱用状況は、昨年

の有名タレントの逮捕など、社会への広がりが

明らかになり、大きな衝撃を与えておるところ

であります。平成10年１月に警察庁が、第３次

覚せい剤乱用期にあると宣言して10年以上経過

しています。次世代を担う青少年にまで薬物汚

染が拡大し、深刻な事態であると指摘したこと

が、よそごと、つまり、東京などの都会の話で

ないことを昨年の報道で県民は知るところであ

ります。本県の高校生の意識調査において、

「興味がある」「機会があれば手にしたい」な

どの回答が見られたところであります。かなり

の数の使用実態があるのではと感じております

が、未来を担う青少年に薬物汚染が広がること

がないように祈らずにはおられません。そこ

で、県警本部長にお伺いいたしますが、青少

年、高校生に対する対策の現状と、この問題の

教育委員会など関係機関との連携はどうなって

いるのか、お尋ねをいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） まず、薬物事犯

の検挙状況についてでございますけれども、全

国的には、５年前の平成17年中は、１万5,803人

を検挙し、うち少年が665人で、全体の約4.2％

を占めておりましたけれども、平成21年、昨年

中は、１万4,992人のうち、少年の検挙は482人

で、約3.2％と減少しております。本県におきま

しては、平成17年中は、検挙総数107人で、うち

約4.7％に当たる５人が少年という状況でありま

したけれども、昨年、平成21年中は、総数89人

の検挙の中で少年の検挙はございませんでし

た。

また、青少年に対する薬物乱用防止対策でご

ざいますけれども、昨年中は、教育委員会や学

校と連携をいたしまして、薬物乱用防止教室

を146校、約３万2,000人の児童生徒に対して実

施をしておりまして、さらに、大麻、覚せい剤

などの乱用防止を目的としたポスター約1,600枚

を、公共交通機関や公民館、学校等公衆の目に

触れやすい場所へ掲示するなど、広報啓発活動

等を推進しているところであります。今後と

も、我が国の将来を担う青少年を薬物汚染から

守るために、教育委員会を初め関係機関などと

連携を図りながら、諸対策を強力に推進してま

いる所存でございます。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。

思っていた以上に、高校生を初め青少年のそう

いったものがないということでありまして、

ほっとしているところであります。

次に、サイバー犯罪についてであります。昨

今では、パソコンが生活の一部となっておりま

す。今や、インターネットなどは、経済活動の

根幹を担っているものと言っても過言ではあり

ません。そこで、当然のことながら、広くコン

ピューターを利用した犯罪をサイバー犯罪と定

義すれば、相当数の件数に上るのではないかと

懸念いたしております。また、今後さらに増加

が懸念されるところであります。特に、インタ

ーネット利用による不当請求や身に覚えのない

代金請求などは、パソコンを利用し始めたばか

りの青少年や高齢者に多発することが心配され

るところであります。そこで、サイバー犯罪の
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現状、最近の傾向、また、その対策について県

警本部長にお伺いいたします。また、学校現場

での取り組みについて教育長にお伺いをいたし

ます。

○警察本部長（鶴見雅男君） 警察では、コン

ピューターやインターネット等の情報通信技術

を悪用した犯罪を、サイバー犯罪と定義いたし

まして、取り締まり等を行っているところでご

ざいます。

まず、現状等でございますけれども、平成21

年中の検挙件数は25件で、前年と比較して７件

の減少であります。その内訳でございますけれ

ども、詐欺が13件、脅迫、青少年育成条例違

反、商標法違反がそれぞれ３件等となっており

ます。この中で、18歳未満の青少年が被害者と

なっているものは、青少年育成条例違反の３件

でありまして、高齢者の被害はございません。

主な特徴でございますけれども、ネットオーク

ション利用の詐欺が10件で、前年と比較いたし

まして４件の増加となっております。また、出

会い系サイトを利用した犯罪は２件でありまし

て、前年と比較して12件減少となっておりま

す。この中に18歳未満の青少年が被害者となっ

たものはございません。

次に、対策でございますけれども、インター

ネット上にあります違法・有害情報を取り締ま

るためのサイバーパトロールの強化を初め、学

生等を対象といたしましたサイバーセキュリ

ティカレッジの開催、さらに、テレビやラジオ

等のメディアを利用しての広報啓発活動などを

行っているところでございまして、今後とも､違

法・有害情報の取り締まり・排除、サイバー犯

罪の被害防止を図るための広報啓発活動等、諸

対策を推進してまいる所存でございます。

○教育長（渡辺義人君） 学校におきまして

は、情報に関する教科や総合的な学習の時間な

どで、インターネットや携帯電話利用に関する

危険な側面や犯罪被害の事例を紹介するととも

に、児童生徒が被害に遭わないための具体的な

指導を行っております。県教育委員会といたし

ましては、本年度に立ち上げました「ネットい

じめ対策推進事業」の中で、有害サイトの情報

収集や被害相談に応じる「目安箱サイト」を開

設したり、学校、ＰＴＡ、警察等、関係機関を

交えた対策会議や、子供、保護者、教師を対象

とした講習会を実施したりするなどして、諸問

題の解決や情報モラルの向上に努めているとこ

ろであります。今後とも、インターネットや携

帯電話利用にかかわるトラブルや犯罪から子供

たちを守るために、実態把握に努めますととも

に、学校や家庭、関係機関が一体となった取り

組みを推進してまいりたいと考えております。

以上です。

○押川修一郎議員 ありがとうございました。

今後も、青少年の育成のために連携をよろしく

お願いいたしまして、すばらしい青年が育つよ

うにお願いをしたいと思います。

以上をもちまして、代表質問のすべてを終わ

らせていただきます。ありがとうございまし

た。（拍手）

○中村幸一議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き代表質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後３時７分散会
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◎ 代表質問

○中村幸一議長 ただいまの出席議員42名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き代表質問であ

ります。

ただいまから代表質問に入ります。まず、社

会民主党宮崎県議団、満行潤一議員。

○満行潤一議員〔登壇〕（拍手） 社会民主党

宮崎県議団を代表して代表質問させていただき

ます。きょうは国公立２次試験前期日程であり

ます。受験生の皆さんの御健闘を期待したいと

思います。前回の質問の折、冒頭、私は熊襲の

話をしました。米良議員から不規則発言が飛び

出しまして、社会民主党はいつ変えたんだと言

われましたので、きょうは社民党らしい話題を

提供して始めたいと思います。

春闘の時期になりました。大変厳しい景気・

雇用、最悪の状況の中にあります。2009年の貿

易統計で、中国の輸出額がドイツを抜いて世界

一となったそうです。ＧＤＰも本年には日本を

抜いて世界２位となる勢いであります。ある経

済評論家が、中国の繊維工場で聞いた話。一番

いいのはアメリカに、中ぐらいのは中国国内

に、一番安いのは日本に輸出すると、そういう

話なんだそうであります。国内は低価格競争、

安いものしか売れません。ユニクロのひとり勝

ちという状況にあります。国内自動車メーカー

が80万円前後の低燃費の小型普通車を来年発売

するという報道もありました。昨年４月から12

月期までの実質ＧＤＰが３・四半期連続でプラ

ス成長、これはアメリカ・中国向けの輸出が好

調で、国内ではエコポイントが個人消費を押し

上げたという分析になっています。とはいえ、

デフレは長引き、雇用・所得とも低迷をしてい

ます。不況とは、簡単に言えば、物が売れない

状況を言います。幾ら企業が投資をして物をつ

くっても、商品が売れない。安くないと売れな

い。不況とは、国内消費の不足と言えます。

配付資料を見ていただきたいと思います。総

務省、国税庁の資料であります。裏のほうで

す。一番上が消費者物価です。じりじりと下が

り続けております。同時に、物価の下落率をは

るかに上回る割合で、民間企業労働者の平均年

収が下がっています。勤労世帯の消費支出も減

り続けています。賃金が下がれば物を買わな

い、安いものしか買わない。先行き不安が募る

ほど買い控えに拍車がかかる。安くないと売れ

ないので、企業は必死でリストラを行い、賃金

を下げる、人件費を削減され、労働者の所得が

減る。当然、消費の削減につながっていく。悪

循環であります。物価下落と同時に、らせん状

に経済が下降、悪化していく状態、この現象が

デフレ・スパイラルと呼ばれています。

昨年の平均完全失業率は対前年比1.1ポイント

上昇し5.1％、同じく有効求人倍率0.41ポイント

低下して0.47倍と過去最低であります。現金給

与総額は３年連続で減少、今春闘でも経営側の

姿勢はベースアップなしと、かたい態度であり

ます。特に本県の県民所得は低い位置にありま

す。内閣府が先ごろ発表しました2007年度の県

民経済計算によりますと、都道府県１人当たり

の所得額―県民所得に当たりますが―全国

平均は、首位の東京から最下位の沖縄までの地

域間格差の大きさを示す数値はわずかに低下し

ましたが、開きは依然として大きい状況にあり

ます。１位は東京454万円、２位愛知358万円、

静岡338万円と続きます。一方、最下位は沖

縄204万円、２位高知211万円、宮崎215万円の順
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で低い状況にあります。１位東京の半分以下が

宮崎の所得であります。雇用の安定と賃上げこ

そが景気回復の道です。デフレ脱却には個人消

費の拡大が不可欠であります。ぜひ経営側に賃

金アップの決断をお願いしたいと思います。

それでは、知事の政治姿勢についてお尋ねを

してまいりたいと思います。

知事、最後の１年となります。起承転結の

「結」、昨年はまさに「転」の年でありまし

た。早稲田大学マニフェスト研究所長の北川教

授は、知事マニフェスト３年目の進捗状況の評

価について、次のように述べておられます。

「２年目の評価よりも下がったのは、つくり方

やマネジメントに無理があったため反省すべ

き。知事が自民党総裁選に色気を見せて昨夏の

衆議院選に出馬しようとして、職員の気が緩ん

だのも理由ではないか。県民から公約違反だと

反発を受けるのは当然だ」と、手厳しい評価を

されています。先輩からの愛のむちだと理解を

します。しかし、気が緩んだのは職員ではな

く、知事本人ではないかという声もありまし

た。知事、１期目の仕上げの年となりますが、

決意のほどをお聞かせください。

新年度予算編成の基本的姿勢について伺いま

す。本定例会開会冒頭の知事の提案理由説明で

は、各産業分野における雇用・就業支援対策や

新たな事業の創出に向け、果敢に取り組んでい

きたいと述べておられます。具体的には、「財

政改革の着実な実行」「重点施策の推進」及び

「役割分担等を踏まえた施策の構築・県民総力

戦による実行」の３つの柱を基本方針として編

成を行い、拡大傾向にある収支不足の積極的な

圧縮を図り、基金の取り崩しに頼らない持続性

のある財政構造へ転換していくことが喫緊の課

題であり、行財政改革大綱2007に掲げた財政改

革プログラムの着実な実行を図ることを最重要

事項として取り組むというふうにおっしゃって

おります。

本県が抱える課題の解決に向け、平成22年度

重点施策に掲げております緊急的な課題への対

応として、「雇用の確保と就業支援」「地域医

療の再生」及び「中山間地域の活性化」の３項

目、将来的な課題への対応として、「新たな産

業の展開」「子育て支援と人材の育成」「低炭

素社会の実現」の３項目、計６つの項目に重点

的に措置することとする旨の説明がありまし

た。行財政改革大綱2007の実行により、財政課

所管４基金残額が予想より目減りを100億円維持

できたことは評価ができます。一方、行財政改

革大綱2007などにより、投資的経費の大幅な減

少により雇用の減も生じています。デフレ・ス

パイラルの一翼を担っている部分もあると思い

ます。この功罪についてはどうお考えでしょう

か。

不況で税収が落ち込む中、多くの都道府県が

臨時財政対策債（赤字地方債）の増発などで財

源を賄い、経済対策関連経費を積極的に計上し

ています。31府県が前年度を上回るプラス予算

となったと報じられています。本県の新年度予

算も、対前年度比2.6％増の積極予算となってい

ます。22年度地方財政対策3.6兆円の増額による

ところが多いと考えますが、いかがでしょう

か。

次に、民放３局目の取り組みについてお伺い

いたします。冬季オリンピックが開催され、テ

レビはオリンピック一色であります。ＮＨＫと

民放２局しかないケーブルテレビのない家庭

は、いやが応でもテレビをつけるとオリンピッ

ク番組であります。東アジアサッカー選手権日

本対韓国戦、オリンピックのあおりで宮崎では
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放映がありませんでした。民放３局目の取り組

みについて知事に伺います。

あわせて、県内の地デジ対策はどのような状

況なのか、来年７月までに対応が完了するの

か、進捗状況を担当部長にお尋ねいたします。

第15回宮崎国際音楽祭開催についてでありま

す。宮崎国際音楽祭が４月24日から開催されま

す。メーンとなる５つの演奏会、スペシャルプ

ログラム等の概要が発表されました。シャルル

・デュトア指揮のフィラデルフィア管弦楽団の

チケットは、ＳＳ席16,000円は即日完売するな

ど売れ行きも好調のようであります。今回、15

回目の節目となります。また、聞くところによ

ると、指揮者のシャルル・デュトア氏の出番も

ことし限りだとのことであります。今回の国際

音楽祭は、そういう意味では、これまでの15年

間の実績をどう評価し、また来年以降の開催の

あり方をどうするのか問われていると思いま

す。

私は、これまでの国際音楽祭を高く評価して

います。全米５大オーケストラの一つ、という

よりも、近年では世界有数の名門オーケストラ

として人気と実力を誇るフィラデルフィア管弦

楽団がなぜこんな地方で公演をしてもらえるの

か。アイザック・スターン、シャルル・デュト

アという大物が宮崎の音楽祭の企画・運営まで

かかわってもらえるのか。世界一流の演奏を宮

崎でも聞ける機会がある。本当に恵まれていま

す。毎年この音楽祭に合わせて、東京からツア

ーも組まれております。宮崎国際音楽祭は、本

県の文化向上に大きく貢献したと確信をしてい

ます。経済的には苦しい環境の中ではあります

が、公演協賛や特別協賛など、収入確保など自

己努力もなされています。今後とも、内外に誇

るべき質を維持し、国際音楽祭を存続していた

だきたいと考えています。第15回宮崎国際音楽

祭開催に課せられた課題、及び次回以降の開催

のあり方について見解をお伺いいたします。

平成の大合併についてであります。平成11年

以来、全国的に市町村合併が推進され、3,232市

町村から1,730市町村まで約半分に減少しまし

た。本県でも、宮崎市と清武町、小林市と野尻

町の合併が間近に迫りました。これで県内は９

市28町７村から９市14町３村、44市町村から26

市町村になります。ことし３月で合併特例法も

期限を迎え、市町村課市町村合併支援室も解散

されると聞いています。合併後の評価は、行財

政の効率化やハード事業が進んだと、推進した

当事者である行政を中心に合併効果を上げてお

られますが、周辺部の衰退や地域力の低下、行

政との距離感、疎外感なども指摘されていま

す。平成の大合併についてどのように総括され

るのか、知事にお伺いをいたします。

次に、陸・海・空交通ネットワークの整備に

ついてであります。

まず陸、都城志布志道路についてお尋ねいた

します。本格的な自動車専用道路を走る機会が

ありました。国道25号大阪―三重県四日市間の

うち、自動車専用道路のところは名阪国道と呼

ばれ、三重県亀山市から奈良県天理市間のバイ

パス道路です。全線４車線で、一般国道ではあ

るが、高速道路並みの速度で走行する車両が多

く、日本一事故の多い国道であるとも言われて

いるようです。一般国道が高速道路のように整

備され、もちろん無料、うらやましい限りであ

ります。国の「経済財政改革の基本方針2008」

において、「中心市と周辺市町村が協定により

役割分担する「定住自立圏構想」の実現に向け

て、地方都市と周辺地域を含む圏域ごとに生活

に必要な機能を確保し人口の流出を食い止める
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方策を、各府省連携して講ずる」とされ、総務

省では、中心市と周辺市町村が１対１で締結す

る協定に基づき役割分担し、相互に連携する定

住自立圏構想を推進しておられます。その先行

実施団体として都城市が県境型として認定され

ています。広域救急医療体制の整備とそのため

の道路整備など県境を越える形で圏域を形成し

ており、曽於、志布志を含むエリアです。定住

自立圏構想を持ち出すまでもなく、都城志布志

道路は当圏域では重要な位置づけとなっており

ます。進捗状況・今後の見通しについてお尋ね

いたします。

次に、バスネットワーク網の存続について、

補助金、コミュニティバス等についてお尋ねい

たします。１月29日に総合交通課から、「宮崎

交通のバス路線廃止検討区間に係る対応方針に

ついて」と題して自宅にファクスが届きまし

た。中身は、検討の結果、４月１日から県内10

路線を廃止する内容となっていました。それぞ

れの廃止の理由は、「利用が少ないため」とな

っています。毎年県内の多くのバス路線が廃止

され、また路線が残っていても便数が極端に少

なくなってきています。このような事態に陥っ

た背景には、小泉政権が誕生した翌年、2002年

２月、道路運送法が改正され、それまで聖域と

されていた公共交通分野における規制緩和の始

まりがあります。この時期を境に、赤字路線の

欠損補助から路線運行・維持の方策として生活

交通路線の認定基準が設定され、基準をクリア

できない路線に対する国庫補助が打ち切られ、

地方バス路線の廃止に拍車がかかることになり

ました。このままでは、地方バス路線存続の危

機的状況はますます深まるばかりであります。

本県の観光の魅力度は全国トップレベルにラン

クされながら、バス・鉄道の利便性は極度に貧

弱であります。皮肉なことに、観光ルートとし

て有名な高千穂峡、日南海岸、えびの高原とい

った周辺のバス路線網は寸断状態になっていま

す。その背景には、認定基準、１日15人以上の

乗車人員などをクリアできない交通路線の相次

ぐ廃止があります。当面の対策として、認定基

準の緩和を強く求める必要があります。

総務省は、公共交通―この際バスですが

―をまちづくりの中核として重要な社会的共

有資本という位置づけを行い、福祉―人々の

幸せ―の視点を指し示しています。言うなれ

ば福祉バスということができます。県から国に

対する要望事項33ページに書いてありますが、

国県の交付金・補助金の増額・拡大が必要とい

う要望事項も入っております。これは国の事業

仕分けに対する要望事項の冊子ですけれども、

事業仕分けでは欠損額補助金は非常に重要だと

付言されてもおります。路線別収支状況は、い

ずれも赤字決算です。生活交通路線に限っての

欠損分に対する国県市町村補助額は３億2,000万

円、事業者負担欠損額２億9,400万円と、割合

は52対48となっています。高齢化は中山間地、

過疎地ほど進んでおります。本県の高齢者、ひ

とり暮らし世帯は10.6％、これは全国で第４位

であります。これ以上バス路線が廃止されるこ

とは大きな問題であります。欠損分の約５割を

事業者が負担して路線の存続運行を行っている

現状に対して、知事はどう考えるのかお尋ねい

たします。

以上、壇上での質問を終わります。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

４年目に向けてであります。私は、知事就任

に当たり、「新しい宮崎の創造」を掲げ、県民

平成22年２月25日(木)



- 82 -

の皆様の幸せと宮崎の発展のために、県政改

革、宮崎のＰＲを初めさまざまな行政課題に全

力で取り組んでまいりました。しかしながら、

長期にわたる景気・雇用情勢の低迷によりまし

て、県民生活は大変厳しく、先行きが極めて不

透明な状況にあります。私は、このような中に

あっても、県民の皆様が夢と希望を持てるよう

に、ことしを任期の集大成の年として位置づ

け、県民の皆様とのお約束であるマニフェスト

の達成、そして経済・雇用対策を初め県政の重

要課題の解決に向け、一日一日を粉骨砕身、全

身全霊を傾けて県政運営に邁進してまいる覚悟

であります。県議会の皆様には、引き続き御理

解、御協力を賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。

次に、平成22年度当初予算についてでありま

す。少子高齢・過疎化の進行や世界的な経済危

機の影響に加え、依然として厳しい財政状況な

ど、本県を取り巻く情勢は極めて厳しい状況が

続いているところであります。こうした状況を

踏まえ、平成22年度は、財政改革プログラムの

最終年度として、将来にわたって健全性が確保

される財政構造への転換に向けた取り組みを着

実に実行することを最重要課題としました。そ

の一方で、経済や雇用の回復など緊急的な課題

とともに、本格的な人口減少社会の到来など将

来的な課題に対応するため、雇用の確保と就業

支援を初めとする平成22年度重点施策や県が直

面する重要課題に対応する施策を積極的に展開

していくことといたしました。これらのことか

ら、平成22年度当初予算につきましては、財政

改革の着実な推進による徹底した財源の捻出に

努めながら、選択と集中の理念のもと、現下の

厳しい経済・雇用情勢への的確な対応を初め、

本県の発展のための重要性の高い施策や事業を

盛り込み、私の任期４年の仕上げの予算として

編成したところであります。

次に、財政調整のための基金等についてであ

ります。当初予算編成後の基金残高は286億円と

見込んでおりますが、景気後退等の影響を受

け、税収が大きく減少しており、また今後も公

債費や社会保障関係費などの増加が見込まれる

ため、予断を許さない状況にあることから、引

き続き財政改革の取り組みを着実に推進してい

く必要があるもの考えております。一方、当初

予算における投資的経費につきましては、国の

公共事業費の大幅削減などの影響は踏まえつつ

も、補助公共及び交付金事業について、本県の

ようにインフラ整備がおくれている自治体に対

しては重点的な配分がなされるよう、国に対し

強く要望していく必要があること等も勘案し

て、必要な事業費を確保するなど、投資的経費

全体では、前年度比0.8％の減にとどめたところ

であります。なお、経済・雇用対策全体といた

しましては、重点施策に掲げた「雇用の確保と

就業支援」に係る事業とあわせ、本県の厳しい

情勢に積極的に対応した予算として編成してい

るところであります。

次に、当初予算の規模についてであります。

平成22年度につきましては、地方にとって過去

最大の財源不足が見込まれたことから、地方財

政対策といたしまして、別枠での加算措置等の

ほか、国と地方の折半による補てん措置が講じ

られ、地方交付税の総額は、本年度より1.1兆円

の増、臨時財政対策債と合わせた実質的な地方

交付税は、本年度より3.6兆円の増とされたとこ

ろであります。本県におきましても、今回の地

方財政対策を踏まえますとともに、財政改革プ

ログラムに基づく着実な取り組みによって財源

を捻出することにより、平成22年度重点施策及
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び県政の直面する重要課題に対応する施策や事

業を盛り込んだ、本年度の規模を上回る当初予

算を編成することができたところであります。

次に、テレビ局第３局についてであります。

私は、マニフェストで、県民生活を豊かにする

情報量をふやしたいとの思いから、テレビ局の

増設、インターネット活用の方策の検討を取り

上げております。このうち、テレビ局の増設に

つきましては、初期投資だけでも100億円近い資

金が必要なことや、国の電波行政施策が新設抑

制に向いていることにあわせ、事業主体となる

民間企業が見当たらないことから、現時点では

厳しい状況であると認識しております。一方、

インターネットを活用した情報享受の取り組み

につきましては、インターネット回線高速化や

ケーブルテレビエリア拡大の支援を進めてまい

りました。その結果、ケーブルテレビ視聴可能

な世帯も県内の約７割となったほか、衛星放送

等が充実してきていることもあわせ、多チャン

ネルを視聴しやすい環境が整ってきていると考

えております。また、県民の皆様への情報提供

を推し進める観点から、県といたしましては、

インターネットを活用して、平成19年7月に観光

情報「観光ＴＶみやざき」の動画配信を開始

し、昨年11月に、ユーチューブを活用した県庁

広報として、「動画ニュースみやざき」を立ち

上げたところであります。

次に、音楽祭の課題等についてであります。

音楽祭については、これまでもいろいろな御意

見をいただいておりましたが、昨年４月に「宮

崎国際音楽祭を考える懇談会」を設置し、これ

までの音楽祭を総括するとともに、今後の方向

性について幅広く県民の皆様の意見を伺ってま

いりました。その中で、音楽祭は本県のイメー

ジアップや県民の誇りの醸成に寄与しており、

本県の文化的財産として継続して実施すべきで

あるとの意見をいただくとともに、課題として

「県民参加」を盛り込むべきではないかなどの

意見もいただいたところであります。このた

め、県としましては、質の高い演奏の鑑賞機会

である音楽祭を、今後、引き続き開催すること

とし、その中で県民参加や県内若手演奏家の育

成などの視点によるプログラムを充実させなが

ら、より県民に幅広く愛される音楽祭を目指し

てまいりたいと考えております。

続きまして、市町村合併の総括についてであ

ります。平成11年以来進められてきましたいわ

ゆる平成の大合併によりまして、全国の市町村

数が半減する中、本県におきましても、合併に

向けたさまざまな取り組みがなされた結果、市

町村数が44からこの３月末には26になる予定で

あり、合併は相当程度進んだものと認識してお

ります。合併に対しましては、社会生活基盤の

整備や行財政の効率化などが効果ととらえられ

る一方で、「周辺部が寂れるのではないか」

「住民の声が届きにくくなるのではないか」

「成果が出るのはまだ先」など、さまざまな御

意見があるところであります。申し上げるまで

もなく、合併はゴールではなく、新たなスター

トでありますので、合併団体におかれまして

は、合併の効果を最大限に発揮していただくた

め、今後とも合併してよかったと思われるまち

づくりを積極的に進めていただきたいと考えて

おります。また、行財政基盤を強化する手法の

一つとして、市町村合併は今後もなお有効であ

りますので、未合併団体におきましても、合併

を含めた今後のあり方について、引き続き自主

的・主体的な検討をお願いしたいと考えており

ます。

次に、都城志布志道路についてであります。

平成22年２月25日(木)



- 84 -

都城志布志道路は、都城インターチェンジと志

布志港を直結し、物流の効率化に寄与すること

はもとより、都城定住自立圏構想を実現するた

めの重要な幹線道路であると認識しており、県

としましては、これまでも、国及び鹿児島県と

一体となって整備を進めてきたところでありま

す。しかしながら、この２月に国土交通省から

示された平成22年度予算、いわゆる仮配分によ

りますと、国が整備している国道10号都城道路

については、平成21年度当初予算から大きく減

少しており、今後の整備がおくれるのではない

かと懸念しております。このため、県としまし

ては、政府を初め関係機関に対し、鹿児島県や

沿線自治体及び民間団体とも連携しながら、国

道10号都城道路の整備促進を働きかけますとと

もに、県施工区間につきましても、積極的に取

り組んでまいりたいと存じます。

続きまして、バス欠損額についてでありま

す。モータリゼーションの進行などにより、平

成20年度の県内の乗り合いバスの利用者数は、

ピーク時の昭和44年度の14％程度となるなど、

バス事業者を取り巻く経営環境は厳しいものと

なっております。このような中、宮崎交通にお

かれましては、公共交通事業者として、県内の

バスネットワークを支えていただいているとこ

ろであります。県としましては、広域的・幹線

的な生活交通路線に対し、国と協調して補助を

行っておりますが、利用者の減少もあり、その

収支状況はなかなか厳しいものがあると認識し

ております。このようなことから、バス事業者

や市町村と連携して、より一層、利用促進に努

めるとともに、将来にわたって生活交通路線の

維持・確保が図られるよう、国に対しまして、

補助単価の引き上げなど、地域の実情に応じた

補助制度への改善や財源の確保について、機会

あるごとに粘り強く働きかけてまいりたいと思

っております。〔降壇〕

○県民政策部長（高山幹男君）〔登壇〕 お答

えいたします。

地上デジタル放送についてであります。本県

では、平成21年３月時点で、93.8％の世帯が視

聴可能エリアとなっております。このような状

況の中で、総務省宮崎県テレビ受信者支援セン

ター、いわゆる「デジサポ宮崎」による説明会

や現地調査が県内各地で行われており、経済弱

者へのチューナー無償配布も開始されておりま

す。また、本年度は、椎葉村を初め諸塚村、日

之影町など、電波の受信が厳しい市町村におき

まして、国の助成制度を活用したケーブルテレ

ビ網の整備などに積極的に取り組まれていると

ころであります。しかしながら、アナログ放送

が受信できていた世帯が、デジタル放送は受信

できなくなるという、新たな難視の問題や、共

聴施設の改修などの課題も残っているところで

あります。このため、県におきましては、平

成22年度に県独自の相談窓口を設置いたしまし

て、県民や市町村からの相談に的確に対応する

こととしているところであり、市町村とか国、

放送事業者等との連携をさらに強化しながら、

地上デジタル放送への円滑な移行に努めてまい

りたいと考えております。以上でございます。

〔降壇〕

○満行潤一議員 知事には丁寧にお答えいただ

きまして、ありがとうございました。新年度予

算、本当に御苦労いただいて編成されたんだろ

うと思います。また、めり張りという部分でい

くと、それなりに評価ができる、本当に喫緊の

課題に的確に対応できているという部分も見受

けられます。それについては評価をしたいと思

います。細かいことについて、今からお尋ねを
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していきたいと思うのですけれども、限られた

予算でどうやって県民の課題を解決していくの

か、本当に大変な御苦労だろうとは思います

が、よろしくお願い申し上げたいと思います。

先ほどの続きの陸・海・空の次は、コミュニ

ティバスのことを質問させていただきたいと思

います。コミュニティバス、かなり市町村で行

われております。しかし、このコミュニティバ

スもいろんな問題がありまして、新たなガイド

ラインが、国から運行する市町村に示されてい

ます。これまでのコスト重視の業者選定ではだ

めだと。安全性確保を優先し、また既存の路線

バスの連携強化を求めています。コミュニティ

バス新ガイドラインの周知のための説明会を対

象市町村に行ったのか、担当部長にお尋ねいた

します。

○県民政策部長（高山幹男君） ガイドライン

について市町村への説明会を行ったかというこ

とでありますけれども、このコミュニティバス

を運行するに当たってのガイドライン、これは

コミュニティバスを運行する際に、道路運送法

に基づく国の登録あるいは許可が必要となって

まいりまして、そういったこれまでの国の指導

をより徹底するために、昨年の12月にガイドラ

インが国から示されたということであります。

直接、国からの周知・指導というのが行われる

わけでございますが、国からの依頼もございま

して、県からは、一応文書のほうで各市町村に

はお願いをしたところでございます。そういっ

た形で、これからも国と協力しながら、その内

容を踏まえた助言を行うなど、円滑な導入とか

運営を支援してまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 この文書というのが都道府県

に来ているんですけれども、中身は、ぜひ市町

村に周知してほしいという異例の中身になって

おるようで、国の思いというのをしっかり市町

村に伝えるためにも、文書の配布だけではなく

て、ぜひこの説明会を、県が集めていただい

て、国の方針というのを示してほしいなと思っ

ております。

もう一つ、バスネットワークの研究会という

のを国はつくったようなんですが、本県でもつ

くるべきじゃないのかなと考えますが、部長、

いかがでしょうか。

○県民政策部長（高山幹男君） 県内のバスネ

ットワークを維持・確保することは大変重要で

あるということは、私どもも認識しておりま

す。このために、県のバス対策協議会とかその

地域の分科会、そういった機会を通して、これ

までもバス事業者とか国、市町村と意見交換を

行っているところでございまして、引き続きこ

のような場を活用しながら、関係の方々と連携

して、バスネットワークの維持・確保に取り組

んでまいりたいと思っております。

○満行潤一議員 ぜひ有機的な交通網の確立と

いうのを望みたいわけです。コミュニティバス

というのは、市町村内でしか動きませんので、

隣の町、隣の市に移動というのは、生活路線バ

スに頼るしかない。バス事業者、そしてコミュ

ニティバスの市町村がうまく連携できるよう

に、ぜひ今後とも御努力いただきたいなと思っ

ております。

九州新幹線の問題につきましてお尋ねしたい

と思います。来年３月の九州新幹線全線開通を

控えて、ＪＲ鹿児島中央駅、駅ビルもリニュー

アルオープンをしたということであります。観

光議連と業界団体との意見交換の中でも、九州

新幹線全線開通の効果の本県への波及を図る具

体策を早急に示すべきだという意見もありまし

た。九州新幹線全線開通対策について、部長の

平成22年２月25日(木)



- 86 -

見解をお尋ねします。

○県民政策部長（高山幹男君） 九州新幹線の

鹿児島ルートが全線開通する効果、これをいか

に宮崎県のほうに波及させていくかということ

が非常に大事というふうに認識しております。

そのためには、鹿児島と宮崎との間のアクセス

の利便性でありますとか、快適性の向上を図る

ことが大変重要であるというふうに思っており

ます。こういったことから、県におきまして

は、ＪＲ九州に対しまして、全線開通に伴う特

急車両の再編について、型式が古くなって利用

者から不満の声が高い現行の特急車両にかえ

て、リレーつばめ車両を日豊線に優先的に配置

していただきたいと。さらには、現在、２時間

に１便で、所要時間も２時間以上である宮崎―

鹿児島中央間の特急列車の増便とか時間短縮に

つきましても要望しているところであります。

これからも、観光部局とか沿線自治体と連携し

たさまざまな取り組みを通じまして、新幹線開

通の効果が本県に波及するよう努力してまいり

たいと思っております。

○満行潤一議員 九州新幹線全線開通後は、お

っしゃるように、関西、中国地方から多くの観

光客が見込まれます。大阪から４時間で鹿児島

に行く。その鹿児島に来た人たちをどうやって

宮崎に誘導するか、それがかぎなんだろうと思

います。観光特急「海幸山幸」も非常に好評と

いうことで、既存の観光資源も活用した新幹線

対策、これは非常に必要だろうと思いますが、

本県は昨年７月に新幹線誘客対策協議会を設け

ておられる。しかし、報道で見ましたが、本県

の新幹線対策費2,000万円、鹿児島県30億円とな

っております。「リレーつばめ」、来てもらう

のはありがたいんです。しかし、時間は一緒な

んですよね。この時間短縮というのは非常に大

事な課題であります。ぜひ今後とも働きかけを

いただきたいなと思っています。きのうも出て

いました新幹線停車駅であります熊本、八代、

鹿児島中央駅と県内の観光地をつなぐバスルー

トとかレンタカーの実証実験を行われるという

ことですから、非常に期待をしております。よ

ろしくお願いをしたいと思います。

次に、陸・海・空の「海」についてでありま

す。観光議連と関係団体との意見交換の折、宮

崎カーフェリーの方から、「ぜひ乗ってみてく

ださい」と勧められまして、カーフェリーに久

しぶりに乗ってみました。波も穏やかで快適な

旅でした。３月いっぱいは限定7,000台、乗用車

は半額、サウナつきの大浴場でリラックスもで

き、これはいいなと乗ってみて実感をしまし

た。この高速道路1,000円対策事業である「内航

フェリー運航緊急対策支援事業」は大変好評の

ようです。私が乗ったときも、たくさん利用さ

れておりました。この事業、来年度以降の対策

はどうなっているのか、部長にお尋ねいたしま

す。

○県民政策部長（高山幹男君） 御質問にござ

いました内航フェリー運航緊急対策支援事業、

これは文字どおり緊急対策として土日の高

速1,000円に対応するために事業化したものでご

ざいまして、この事業を来年度継続する予定は

ございません。ただ、この事業によりまして、

カーフェリーの乗用車利用台数の増加が見られ

るとともに、運賃割引等の特典がある会員カー

ドの会員数も大幅に増加しておりまして、今後

の利用促進にはつながったのではないかという

ふうに思っております。

○満行潤一議員 来年度以降ないということ

で、寂しい限りなんですけれども、なかなか厳

しい状況にあります。光と影という部分でいく
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と、陸は高速道路無料とか1,000円とか2,000円

とかになると、やっぱり困るということだろう

と思いますので、ぜひカーフェリーのほうもお

願いしたいと思っております。

関連して、知事にお伺いしたいんですが、高

速道路無料化の是非が問われています。申し上

げたように、路線バスとかフェリーとか、業種

によっては経営に大きな影響を及ぼす交通産業

もあります。1,000億円の予算で実験をするとい

う計画が進んでいますが、知事は、高速道路無

料化議論に対してどのようにお考えなのか、お

尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 高速道路の無料化に

つきましては、地域経済への効果、渋滞や環境

への影響を把握することを目的とした社会実験

が来年度実施され、その影響を確認しながら、

平成23年度以降に段階的に実施されると聞いて

おるところであります。無料化が実施されます

と、鉄道、バス、フェリーといった公共交通機

関の運営への影響や、本県の発展に不可欠な東

九州自動車道を初めとする高速道路ネットワー

クの整備のおくれなどが懸念されるところであ

ります。このため、県といたしましては、昨

年11月に公共交通機関への支援策や代替財源の

確保を図ることなく高速道路の無料化を行わな

いよう、国に対して慎重な検討を要望したとこ

ろであります。今後とも、社会実験など今後の

動向について注視しながら、高速道路の無料化

については慎重な対応をとるよう、さらには、

少しでも早く高速道路のネットワークが整備さ

れますよう、要望を行ってまいりたいと考えて

おります。

○満行潤一議員 本県にとっては高速道路網の

整備というのが急がれる、そのことを我々とし

ては宮崎から訴えていかないかんなと考えてお

ります。

陸・海・空の「空」ですけれども、「空」も

大変厳しい状況になっています。国内では１県

１空港というのが進んで、地方間で路線の奪い

合いが行われる、そういう状況に陥っていま

す。静岡空港が開港し、茨城空港が開港しま

す。茨城空港は、まだ国内線がないままオープ

ンかという話もありましたが、非常にそういう

意味では厳しい状況もあります。また一方、日

本航空の再建策も進められて、日航の路線廃止

も具体化をしてきています。日航に加えＡＮＡ

の路線の廃止、減便も心配をします。日本航

空、ＡＮＡの動きはどうなのか。また、ＳＮＡ

が元気なんでしょうが、きょうも何か新聞に載

っておりましたけれども、厳重注意を受けてい

るようです。この宮崎空港発着の国内線の状況

についてお尋ねしたいと思います。

○県民政策部長（高山幹男君） 宮崎発着の国

内線の関係でございますが、ＡＮＡにつきまし

ては、特別に今動きというのは私どもは認識を

いたしておりません。ただ、国内線の減便に関

しましては、ＪＡＬの関係で厳しい経済情勢に

よって需要低迷があるということで、日本航空

グループの日本エアコミューター、これが４月

から宮崎―伊丹線を１便減便するというふうに

伺っております。また、今回の日本航空の経営

再建問題に関連しまして、広島西線の廃止につ

いて一部報道されているところであります。た

だ、県といたしましては、日本航空から正式に

聞いているものではありませんが、来年３月に

全線開通する九州新幹線との関係もございます

ので、その推移は注意深く見守っていきたいと

思っております。また、スカイネットアジア航

空でありますけれども、先月ですか、ことし秋

の羽田空港の発着枠の拡大に伴いまして、４つ
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の枠の配分を受けたところであります。羽田と

九州・沖縄を結ぶ路線に活用される予定と聞い

ております。また、来年の６月と10月には新型

機を導入するとされておりまして、およそ５年

をかけて全機を更新される予定とお聞きいたし

ております。本県にとりまして、航空路線は大

変重要な交通基盤でございますので、今後と

も、航空会社とタイアップしたキャンペーンを

実施いたしまして利用促進に取り組んで、航空

路線の維持・充実に努めてまいりたいと思って

おります。

○満行潤一議員 日航の動きというのは余り心

配することはないのかなと思うのですが、ちょ

っと心配なのはＳＮＡですよね。中古機を持っ

てきて運航されているので予備機もないので、

すぐ欠航とかおくれというのが出ます。新しい

機種を漸次更新されるということなんですが、

ぜひＳＮＡに予備機を持っていただければ、も

っと定期的な運航、そして安全性も確保できる

のかなと思います。要望ですが、ぜひ県として

も―予備機がないと危ないだろうと思うので

すよね―要望していただければありがたいな

と思っています。

あと、韓国・台湾定期便の搭乗率はどうなの

か。また、搭乗率が落ちて廃止とならないのか

なと非常に心配です。今、宮崎からソウル、台

北経由で東南アジアとかヨーロッパへの乗り継

ぎも便利になりましたので、新たな商品開発と

かの動きはないのか、お尋ねしたいと思いま

す。

○県民政策部長（高山幹男君） 国際線であり

ますけれども、まずソウル線につきましては、

本年４月に就航９年を迎えるところであり、今

年度の１月末時点での搭乗率は61.9％でありま

すけれども、直近３カ月で見ますと70.9％と、

いい状況ではないかと思っております。また、

台北線につきましては、チャイナエアライン自

体がこれまで多くのチャーター便の運航実績が

あるということで、１月21日に就航したわけで

ございますけれども、その後１カ月間の搭乗率

は79％となっており、これからもチャイナエア

ラインと連携して、路線の早期定着とか安定化

を図っていきたいと考えております。今、御質

問にございましたように、東南アジア等への乗

り継ぎ等、非常に便利な運航スケジュールにな

っておりますので、そういった―先日ですけ

れども、タイとかシンガポール、マレーシア、

台湾の観光当局と連携しまして、宮崎の旅行会

社を対象とした海外旅行セミナーを開催した、

そういった形で商品の導入等を働きかけてまい

りたいというふうに思っております。

○満行潤一議員 チャイナエアは、いっぱい今

までチャーター便の利用もあったんですけれど

も、定期便になりまして、チャーター便の状況

というのは今、宮崎はどうなっているのか。こ

れは定期運航になったので、チャーター便の乗

り継ぎでがたんと落ちたのか、この１カ月間ど

うなんでしょうか。

○県民政策部長（高山幹男君） 今おっしゃい

ましたように、チャーター便は、平成19年度ま

では台北線の運航を目指してということで非常

に熱心でございまして、19年度、台湾を中心に

片道ベースで200便以上の実績があったわけでご

ざいますが、台北線が開設になって以降は、大

体年間30便ぐらいという状況でございます。

○満行潤一議員 陸・海・空、どこも大変な状

況なんですが、ぜひできる限りの支援を今後と

もいただきたいなと思っております。

次に進めさせていただきます。商工観光労働

対策というふうにしておりますが、最初に、県
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産品の販売促進ということで、県産材の販売促

進についてお尋ねしたいと思います。林業活性

化議連の役員で、本県にゆかりのある企業を調

査いたしました。内田洋行、藤島建設というと

ころを調査させていただいたんですが、この藤

島建設は、埼玉県川口市に本社があり、住宅販

売年間200棟、これまで延べ１万棟の実績のある

企業で、首都圏でも有数の住宅会社とお聞きし

ました。会長の渡辺さんは串間市出身だそうで

す。大規模な住宅展示場も見学させていただき

ました。岩手県葛巻町のカラマツを使った住宅

も販売され、大変好評とのことでありました。

担当者の意見交換の中では、「今後、外材から

国産材利用に流れを変えたい。その中でも宮崎

も有力な候補だ」と言われておりました。た

だ、輸送コストの問題、無垢では使えない、集

成材が欲しい、品質が安定しているパーツとし

て取り扱いたいなどの要望が出ております。本

県の素材はすばらしいものですが、相手方のニ

ーズに合った商品を開発しなければならないと

感じました。さらなる県産材の販売促進につい

て、担当部長の説明を求めます。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 県産材につき

ましては、杉を中心としました人工林の資源が

充実しつつあることとか、製材品の約７割が県

外に出荷されていることなどから、県外出荷を

拡大することが非常に重要だというふうに考え

ております。このため、大消費地でのトップセ

ールスとか、「みやざきスギ」セミナーの開催

等に加えまして、今年度初めて、住宅や木材関

連業界など県外の大口需要者を県内に招く交流

視察商談会を開催しまして、今お話のありまし

た藤島建設さんにも参加をいただいたわけでご

ざいます。そういう取り組みのほか、来年度の

組織改正で、山村・木材振興課内に「みやざき

スギ活用推進室」を設置いたしまして、県産材

の需要拡大対策に機動的かつ迅速に取り組むこ

とにしております。県としましては、引き続

き、関係団体と一体になりまして商談会を開催

するなど、県外セールスを強力に推進するとと

もに、杉活用に馴染みの薄い中京地域などへの

売り込みとか、本県とゆかりのある人脈・企業

等も活用しながら、新たな県産材の販路拡大に

積極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○満行潤一議員 そうなんですよね。やっぱり

いっぱい宮崎に来る方がいらっしゃるんだと、

私も気づきました。我々の知らない、宮崎をフ

ァンとして思っていただく方、また会社経営と

か、影響力の大きい人もまだまだたくさんいら

っしゃるんじゃないのかなと。今、担当部署も

立ち上げるというお話でしたので、そういう宮

崎とのつき合い、信頼関係がなければ、なかな

か難しいと思いますので、ぜひ販売促進に今後

とも御努力いただきたいなと思っております。

商工観光労働部長に幾つかお尋ねしたいと思

います。我が会派で、シンガポール、香港、マ

カオを調査してまいりました。特に日系スーパ

ーでの県産品の流通について、現場を見て回り

ました。感動的な宮崎のパッケージそのものが

並んでいる。串間の大束のカンショとか柑橘類

とか、いろいろ並んでいましたし、宮崎牛も、

ちゃんと宮崎牛の看板がかかっているのを目の

当たりにして、県当局も頑張っていただいてい

るなと感じたところであります。東南アジアで

の県産品物産フェアの取り組み状況について、

部長にお尋ねしたいと思います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 県産品の

東アジアへの販路拡大を図るために、県では、

平成11年度から台湾で、それから平成15年度か
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ら香港で、それぞれ毎年度、物産フェアを開催

しているところでございます。これまでの取り

組みの結果、本県の特産品でありますカンシ

ョ、あるいは漬物、それから乾シイタケ、水産

加工品などが定番化しております。最近では、

台湾でマンゴーが大きくマスコミで取り上げら

れたり、メロンがギフト商品となるなど、宮崎

県産品に対する認知度も向上してきているんじ

ゃないかと考えております。さらに、今年度は

３月に、東アジアの玄関口でありますシンガポ

ールで、新たにフェアを開催することにしてお

ります。また、中国におきましても、今後開催

を検討してまいりたいと考えております。いず

れにしましても、物産フェアは、県産品の販路

開拓を図り、定番・定着化を図っていく上で大

変有効な手段でございますので、今後とも、輸

出に対し意欲のある県内企業・団体とも連携し

ながら、粘り強く取り組んでいきたいと考えて

おります。以上でございます。

○満行潤一議員 非常に努力されているのはわ

かります。中国にも来年、対策を打たれるとい

うことであります。中国上海万博が始まりま

す。中国の高度成長を牽引しているのが個人消

費。この個人消費は、燃えるような拡大ぶりか

ら「火爆消費」と呼ばれているんだそうです。

一人っ子政策で生まれた若者の消費トレンドが

すさまじい。一人っ子ですので、親は物すごい

仕送りをしたり、物を買ってあげる。携帯電話

は若者の必需品と言われています。中国国内で

携帯電話は７億台普及をし、世界最大の市場と

なっている。先行したヨーロッパメーカーが席

巻しており、この中国大陸に対する対応、取り

組みがおくれた日本メーカーは苦戦をしている

という報道もあります。あらゆる分野で中国市

場の成長を無視できない。安かろう・悪かろう

が中国の商品だったと思いますが、今は物すご

い勢いで中国製品もよくなって、消費も物すご

い勢いで拡大している。そういう意味では、中

国に対する県産品の販路拡大戦略も非常に大事

だろうと思います。先ほどちょっとおっしゃっ

たんですが、もう少し、中国の来年度の取り組

みについてお尋ねをしたいと思います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 中国でご

ざいますが、国内市場の縮小が非常に見込まれ

る中でありまして、東アジアへの販路開拓は、

本県農林水産業・食品産業の振興を図る上で極

めて重要であると認識しております。そういう

ことから、県では、東アジア販路拡大戦略をつ

くり、これに基づきまして、それぞれの国の実

情に合った物産フェア・商談会の開催、流通関

係者の招聘などに現在取り組んでいるところで

ございます。今後とも、関係団体、民間団体と

一体となりまして、県産品の輸出促進―特に

上海につきましては、来年度県産品の常設棚を

設置することを予定しておりまして、そういう

取り組みをしながら、県産品の輸出促進に取り

組んでまいりたいと考えております。以上でご

ざいます。

○満行潤一議員 上海には我々も行きたいなと

思っているんですけれども、ぜひ楽しみにして

おります。あとは、県産品の物産フェアについ

て私に提案がありましたので、部長におつなぎ

したいと思うのです。いろいろ県内で物産フェ

アをやっておられますが、その物産展の開催を

２月のキャンプシーズンに集中したらどうなの

かなという提案であります。８月に、物産館正

面入り口で「宮崎県推奨優良品フェア」という

のを行っておられます。いろいろ試食があった

りしているんですが、各地で年間ばらばらとい

うフェア、イベントよりは、多くの県外客が訪
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れる２月のキャンプシーズンに集中したら相乗

効果が高まるのではないかというふうに言われ

ているんですけれども、このことについてはい

かがでしょうか。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） キャンプ

等を訪れる県外客、この方々に対する県産品の

ＰＲにつきましては、例えば、読売巨人軍のキ

ャンプ地である県総合運動公園内では「ボール

パークＧ」、あるいはまた、ソフトバンクホー

クスのキャンプ地である生目の杜運動公園では

「ホークスビレッジ」を設置しておりまして、

それぞれ地元の特産品を使った料理あるいはお

弁当、お土産品などの販売が行われておりま

す。また、県のアンテナショップである「みや

ざき物産館」におきましても、この時期に合わ

せてキャンペーンを実施したり、あるいはキャ

ンプマップに広告を出すなど、誘客に努めてい

るところでございます。いずれにしましても、

キャンプシーズンは、県産品をＰＲする絶好の

機会でありますので、県を挙げて、それぞれが

「おもてなしの心」を持って、県産品のＰＲに

努めていくことが大事であると考えておりま

す。以上でございます。

○満行潤一議員 実績もあるわけですね。理解

をしましたが、そのキャンプに関してなんです

けど、スポーツランド受け入れ体制、これは意

見交換会で我々が言いましたけれども、その中

でも幾つか出ていました。県央一極集中じゃな

くて、県内全域へ受け入れ体制を整備すべきじ

ゃないかという意見でありました。県西部の意

見交換会で、都城観光協会会長から次のような

発言がありました。「すべての面において、都

城はうっせられているという感じがする」と。

さらに、「スポーツランドみやざきと言いなが

ら、都城には県の施設といえば御池青少年自然

の家ぐらいしかない。もっと県西部に目配りを

してほしい」と要望されています。えびの市の

観光協会からは、「えびの市も財政難。とにか

く財政的支援をお願いしたい」と切実な声もあ

りました。また、こんな意見もありました。高

原町観光協会からは、「知事は、高千穂が日本

の発祥というが、私たちは高原町が日本の発祥

地だと思っている」。そういうことですが、キ

ャンプ候補地は相手側が決めることですので、

来てもらうしかないんですが、もっと県北・県

西部など全県的に、スポーツ施設の整備改修、

市町村への県費補助などを行えば、もっとキャ

ンプチームも呼び込むことが可能ではないかと

考えております。特に県有施設のない地区に財

政的支援を行うべきではないかと考えますが、

担当部長、いかがでしょうか。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） スポーツ

ランドみやざきの課題でございますが、議員が

おっしゃるとおり、合宿等の受け入れを県下全

域に広げていく、これがやはり今後の大きな課

題というふうに私は認識しております。県では

現在、全県化などを図る上での基礎資料とする

ために、県内スポーツ施設の整備状況、あるい

は各種スポーツ合宿等の誘致可能性等について

調査を行っているところでございます。今後、

この調査結果も踏まえながら、全県的な視野に

立ちまして、市町村が行うスポーツ施設の整備

に対する支援はもとより、市町村と連携した誘

致活動あるいは受け入れ支援を一層充実するこ

とにより、スポーツ合宿等の全県化を図ってま

いりたいというふうに考えております。以上で

ございます。

○満行潤一議員 非常に力強いお答えをいただ

きました。ぜひ、県西部をよろしくお願い申し

上げたいと思います。
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次は、もう一回部長に、雇用対策についてお

尋ねをします。緊急雇用創出事業臨時特例基金

事業の要件緩和についてであります。今まで研

修、職業訓練などが除外されていましたが、地

方の強い声に押されて、今回、要件が緩和され

たとお聞きしました。しかし、期間は最長１年

と短期のままです。まず期間の延長が必要だと

私は考えます。スキルアップにつながる基金事

業にしていただきたいと考えますが、担当部

長、いかがでしょうか。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 緊急雇用

創出事業臨時特例基金事業のことだと思います

が、この事業につきましては、離職を余儀なく

された非正規労働者等の失業者に対して、次の

雇用までの短期の雇用・就業機会を創出・提供

することを目的として創設されたものでござい

ます。雇用期間につきましては、事業の創設当

初は原則６カ月未満とされておりましたが、そ

の後の要件緩和により、現在は最長１年までの

雇用が可能となっており、また、人材育成のた

めの外部研修、いわゆるＯＦＦ―ＪＴでござい

ますが、これも可能となったところでございま

す。なお、１年以上の継続的な雇用機会の創出

につきましては、ふるさと雇用再生特別基金事

業が活用できますので、それぞれの基金事業の

趣旨を踏まえ、庁内各部局あるいは市町村等と

連携を図りながら、雇用の場の確保に積極的に

取り組んでまいりたいと考えております。以上

でございます。

○満行潤一議員 よくわかりました。あと、就

職３年以内の離職率、本県は非常に全国的に高

い離職率です。高卒50％近く、大卒でも43％と

いう数字です。これは完全なミスマッチなんじ

ゃないのかなと。事業内容がよくわからないま

ま就職してしまい、こんなはずじゃなかったと

やめていくのではないかと推察されます。企業

にとっても、本人にとっても大変もったいない

話です。その対策はどのように打たれているの

か、お尋ねいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 若年者の

離職理由につきましては、正式に全県的に調査

したものはないわけでございますが、ヤングＪ

ＯＢサポートみやざきでの聞き取り、あるいは

ハローワークプラザ宮崎からの情報等によりま

すと、仕事の内容が自分に合わなかった、ある

いは、職場の人間関係がうまくいかなかったな

どの理由が多いようでございます。このような

ことから、県におきましては、職場定着支援の

ため、宮崎労働局と連携を図りながら、就職１

～２年目のものを対象にしました、コミュニケ

ーション等を内容とするセミナー等を開催して

いるところでございます。また、県教育委員会

では、職業意識の醸成のため、高校生を対象

に、インターンシップの実施や外部講師による

講座の開催など、キャリア教育の推進にも取り

組まれているところでございます。今後とも、

県教育委員会とも連携を図りながら、職場定着

に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えて

おります。以上でございます。

○満行潤一議員 よろしくお願いしたいと思い

ます。

若年者の就労支援というフリーター対策、ニ

ート対策がどのようになっているのか、非常に

不安なんですよね。国の推計では、全国でフリ

ーターが170万人、ニートは64万人となっていま

すが、対象者の把握が難しいという理由で、正

確な調査もなされていないという状況です。対

象者の把握ができなくて対策が打てるのか非常

に疑問に思うのですが、国県の取り組みは十分

なのか、成果があらわれているのか、その認識
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をお伺いしたいと思います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） いわゆる

就職氷河期に安定した職につけず、不安定な就

労を続ける若年者が30代半ばを迎えていると言

われております。早急なフリーター対策が求め

られていると、我々も認識しております。この

ため県では、ヤングＪＯＢサポートみやざきに

おける個別相談などきめ細かな就職支援、ある

いは民間教育訓練機関への委託による座学と職

場実習を組み合わせた実践的な職業訓練を実施

しているところでございます。また、国におい

ては、ハローワークにフリーター向けの相談窓

口を設置するとともに、正規雇用した事業主へ

の奨励金制度を設けているところでございま

す。

また、ニート対策としましては、社会人、職

業人としての基本的な能力等の養成にとどまら

ず、職業意識の啓発や社会適応支援を含む総合

的な支援が必要となっております。このため、

県といたしましては、宮崎労働局と連携し、

「みやざき若者サポートステーション」におき

まして、個別相談あるいはセミナー等を実施す

るとともに、宮崎労働局や県教育委員会、民間

支援団体等から成るネットワーク会議等を設置

しまして、情報や意見の交換を行っているとこ

ろでございます。今後とも、宮崎労働局など関

係機関と連携を図りながら、フリーターやニー

トの方々への就業支援を行ってまいりたいと考

えております。以上でございます。

○満行潤一議員 あと、修学旅行対策は要望に

しておきたいと思うのですが、本県の実績とい

うのはことごとくありません。小学校の実績571

人泊、中学校ゼロ、高等学校1,189人泊、海

外790人泊、これは一時からすると本当にゼロに

近い修学旅行の実績です。ぜひ、さらなる対策

をお願い申し上げたいと思います。

次に、福祉保健部長にお願いしたいと思いま

す。未曾有の大不況の中、全国的に生活保護世

帯が急増しています。しかし、人員削減のあお

りで生活保護ケースワーカー数は増えていない

という報道が、いっぱいされています。きょう

は資料をつけましたので、皆さんに見ていただ

きたいのですが、これは９つの市と郡部の、県

の福祉事務所の一覧であります。ケースワーカ

ー１人当たり、国の基準は、市の福祉事務所

で80世帯、郡部で65世帯というふうになってい

ますが、これを見ると、宮崎市は103人、延岡96

名、日南108人。こういうふうにどこもすごい状

況になっています。私もケースワーカーをやっ

ていましたが、60とか65世帯じゃないと、とて

も本来の定期訪問とかできません。入退院に付

き添ったり、病院の送迎をしたり、本来家族が

やらないといけないものをケースワーカーがや

ってしまっているというか、本当に家族との関

係が切れてしまっている人たちが多いんです

ね。介護保険の処遇検討会に、家族にかわって

ケースワーカーが呼ばれたりとかいうこともあ

ります。本来の就労支援、本当にこの人たちに

もう一回自立してほしい、そういうために家庭

訪問の支援とか指導ができていないわけですよ

ね。いかに自立支援をするか、子供たちが自立

するようにいかに支援を行うかというのが、非

常に大事だろうと思います。

一方で、不正受給の調査、通帳残額の調査と

か恩給・年金の支給状況、身内からの仕送り調

査など、これは追いつかないと思います。訪問

格付ですが、これでいいのか。宮崎市とか100世

帯を超えているわけで、到底、本来の訪問がで

きていないと思っています。もう一回、表を見

ていただきたいのですが、右が訪問格付け別世
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帯数、年間12回定期訪問をしないといけないと

ころ、６回、４回、３回、２回、１回。年12回

やられればマルＡというふうに打っておりまし

たが、宮崎市は全体で12世帯しかマルＡがな

い。延岡に至っては８世帯なんです。私は現役

のころは、一人で４世帯、５世帯、年12回の世

帯を持っていました。都城市が何十世帯です。

これでも絞ってあるんだろうとは思いますが、

本来、全世帯の１割が年12回、年１回、それを

あと８割を割り振るというのが基準であるはず

であります。都城が70回ですから、４倍以上の

宮崎市はこの４倍以上ないといけないし、延岡

も８軒ではない、このように感じます。これ

が、ケースワーカーが少ないので本来の指導が

できていない、そういうことだろうと思いま

す。これを毎年、国保・援護課は指導されてい

るわけですよね。どういう指導になっているの

か非常に不安です。宮崎市の現業員数のところ

に嘱託職員５名というふうになっていますよ

ね。この方たちはどういう立場でケースワーカ

ーをやっていらっしゃるのか。ケースワーカー

というのは、その世帯の収入・支出すべてを把

握し、指導する、プライバシーの塊を扱いま

す。そういう方々が嘱託職員で大丈夫なのか、

資格を持っていらっしゃるのか。社会福祉士と

いう資格がケースワーカーには必要とされてお

ります。このあたりを、部長の見解をまずお尋

ねしたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 生活保護世帯

が増加している中で、福祉事務所によっては、

ケースワーカー数が不足しているという状況が

見られます。福祉事務所によっては、ケースワ

ーカーの増員を図ったところもあるわけですけ

れども、その後の被保護世帯のさらなる増加に

伴い、ケースワーカーの増員が追いついていな

いという状況も見られます。このために、ケー

スワーカーの数が下回る事実も生じているわけ

ですけれども、県としましては、そのような福

祉事務所に対して、指導監査等を通じて、必要

な人員の確保をお願いしているという状況でご

ざいます。

また、資格の問題ですけれども、今申し上げ

ましたように、ケースワーカーの標準配置数と

いうのがふえておりまして、その中で有資格者

の確保がなかなか難しいという現状もございま

す。本来、有資格者であることが望ましいとい

うふうに考えておりますので、県といたしまし

ては、有資格者の確保についてお願いしており

ます。さらに、職員の研修を含めて、資質向上

等についてもお願いをしているところでござい

ます。以上です。

○満行潤一議員 どこも生活保護の対応は大変

なんですよね。しかし、どこもなかなか人をふ

やしてくれません。だから、これは生活保護担

当の権限を持つ県当局、生活保護担当部署が頑

張ってもらわないかんなと思うのですよね。私

もいっぱい聞きます。県は全然相談に応じてく

れない、いろんな厳しい大変なケースがいっぱ

いあるのに、なかなか問い合わせしても返って

もこない、指導してくれないという不満もある

んですね。今、本庁に担当主幹以下４名しかお

られません。これで十分な指導ができるのか、

甚だ疑問なんですよね。物すごい状況にあるは

ずですから、４人じゃやっぱり大変だろうと思

うのです。私は、倍増しろという話も都城の担

当から聞いているんですが、増員が急がれると

思います。部長、いかがでしょうか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 被保護世帯の

増加に伴いまして、福祉事務所のほうからは、

関係法令に関することや個別ケースについての
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問い合わせなどがふえております。県の所管課

としましては、各福祉事務所において、生活保

護が適正かつ円滑に実施されるよう、適切な助

言・指導に精いっぱい努めているところではあ

りますけれども、所管課のほう、現在４名とい

うことであります。担当職員の資質向上や事務

処理の効率化などにも一層工夫を行っていくこ

とで、福祉事務所等からの問い合わせなどには

適切に対応していきたいというふうに考えてお

ります。

○満行潤一議員 適切に対応いただいていない

わけですね。ぜひ、ここのところは増員してほ

しいなと。大阪市がすごい状況なのでちょっと

申し上げますが、新年度予算、保護費が一般会

計の17％を占める状況になっています。大阪市

民20人に１人が生活保護受給者です。大変ふえ

ているので、大阪市は臨時とか嘱託職員とか350

名を増員しました。この人たちがケースワーカ

ーなんですけど、社会福祉士の資格を持ってい

ないか、持っているかという問いをすると、無

資格者が70％なんです。なおかつ、経験年数３

年未満という人が99.6％。我々から見たら、１

年２年経験を積まないと一人前にならない。大

阪なんか99.6％は３年未満の人で、臨時・嘱託

がいっぱい、無資格者が多いということです。

大阪市が問題にしているのは、ほかの市町村か

ら、大阪に行ったら生活保護費をもらえるよ

と、大阪に行きなさいというふうに言われる

と。大阪はもう、物すごい勢いでたくさん来る

ので、こういう体制だと見抜けないんですよ

ね。指導ができない。どんどん自立させないか

んのに、どんどんふえるばかりということで、

これは悪循環になっています。宮崎県はそうな

ってほしくない。ぜひ自立を支援するための方

策をきめ細かくやっていただきたい。そういう

意味では、担当課の増員、そして各福祉事務所

の65名、80名を超えているところの指導をぜひ

お願いしたいと思いますし、この嘱託職員にで

きるのかというのが非常に不思議であります。

部長は今、望ましいとおっしゃっていますが、

厚生労働省は、無資格者だと困ると、ちゃんと

指導するというふうに言っているはずですか

ら、ぜひお願い申し上げたいと思います。時間

があと10分しかありませんので、もっとしゃべ

りたいのですが、次へ進めさせていただきま

す。

ドクターヘリについてであります。地域医療

再生臨時特例交付金が25億円、満額になりまし

た。非常にありがたいことであります。私は、

日本航空医療学会総会に参加して、ドクターヘ

リ運航に関する問題点など多くのことを学ぶこ

とができました。27の発表・講演を聞いて帰り

ましたが、このドクターヘリに係る新年度の主

な事業と今後のスケジュールについて、担当部

長、お願いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） ドクターヘリ

は、宮崎大学医学部附属病院が主体となって導

入するものでありまして、県はその支援を行う

こととしております。平成22年度は、宮崎大学

が、医師等医療スタッフや消防の救急隊員に対

する研修、運航マニュアルの整備、宮崎大学敷

地内へのヘリポート整備のための適地調査等に

取り組むこととしております。また、ドクター

ヘリについては、国の補助基準上、救命救急セ

ンターに配備することが条件とされていること

から、並行して宮崎大学医学部附属病院の救命

救急センター化が進められることになっており

ます。その後、ヘリポートの整備も含めて、運

航開始までに必要なすべての準備作業が完了す

るのは、早くて平成23年度末と見込まれている
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ところであります。ドクターヘリ導入に向けて

は、医師を初めとした医療スタッフの確保や救

急隊を含めた教育研修など、必要な諸準備をい

かに円滑に進めることができるかが大きな課題

と考えておりますので、運航開始に向けて、宮

崎大学等と連携し、取り組んでまいりたいと考

えております。以上でございます。

○満行潤一議員 ぜひスムーズな進行をお願い

したいと思います。

あと、昨日の病院局長の答弁で、本年度３病

院の決算見込み、14億円赤字見込みというふう

に聞きましたが、来年度の収支を見ますと、延

岡病院の収支が非常に悪化をしていて、６億円

収支差額が予想されています。その積算根拠と

いうのを病院局長にお尋ねいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 平成22年度当初

予算の編成に当たりましては、病院事業をめぐ

る厳しい経営状況を真摯に受けとめ、徹底した

経費削減を行った上で達成できると考えられる

現実的な目標を設定することといたしたところ

でございます。こうした中で、延岡病院につき

ましては、地域との連携により高度医療の提供

と重篤患者さんの受け入れを重点的に推進し、

診療報酬の包括請求方式でありますＤＰＣへの

移行にもいち早く取り組んでいることなどか

ら、県立３病院の中でも患者さん一人当たりの

収益は最も高くなっております。また、ジェネ

リック医薬品の採用も積極的に進めるなど、収

益確保と経費削減の両面で努力の成果が見られ

るところでありますが、患者数の減少や医師不

足による休診等の影響により、６億円余の赤字

予算を編成せざるを得なかったところでござい

ます。今後とも、職員一丸となって黒字化を目

指す努力を続けてまいりたいと、このように考

えております。

○満行潤一議員 なかなか改善計画に乗ってい

ないわけです。医師不足ということで収入減と

今お聞きしましたが、現在、その３県病院、何

人医師不足と認識されているのか、お尋ねしま

す。

○病院局長（甲斐景早文君） 現在、休診して

おります診療科の休診前の医師数を考慮いたし

ますと、延岡病院で７名、日南病院で３名、合

計しますと10名の医師が不足していると、この

ように認識いたしております。

○満行潤一議員 延岡７名、日南３名ですよ

ね。医師１人に１億以上の収入増になるという

ふうに言われていますよね。この来年のシミュ

レーションを見ると、収支差額は延岡６億、日

南２億なんですよね。延岡は７人ですから、７

億以上の収益が上がる。日南は３億以上上が

る。そういうことであると、この６億、２億の

赤字というのは、医者が確保できれば収支は合

うと。改善計画というのは、医師不足以外は職

員、皆さんのほうの必死の努力で計画の達成が

図られつつあるというふうに認識をするんです

ね。医師不足、医師をどうにかして早く確保し

ないと、これは大変なことになると。これは医

師だけが問題なんだろうと思っています。前に

も申し上げましたが、もう一回申し上げますけ

れども、千葉県の千葉北総病院には無給の医者

が勤めているわけですよね。ドクターヘリの医

局の金丸医師が、「この人無給なんです」と言

うんです。給料をもらわなくてもここで研修さ

せてほしいと。この人はちゃんとローテーショ

ンの中に入っていますから、本来は仕事をしな

がら、ただで勤めているという人がいる。長野

県の佐久総合病院、ここにもドクターヘリがあ

りますけれども、200名の医師のうち、19名は宮

崎県出身者。１割は宮崎県出身者ということを
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目の当たりにしてびっくりしました。いるんで

すよね、いっぱい。いい研修場所でいい技術を

学びたいというのが医者ですから、ぜひ魅力あ

る職場をつくっていただきたい。今回ドクター

ヘリが決まりました宮崎大学医学部も、７～８

名の救急の専門医が集まっているというふうに

お聞きをしていますので、ぜひ魅力ある研修場

所となるように御努力いただきたいなと思って

います。

次へ進めさせていただきたいと思います。教

育長に何問かお尋ねをしたいと思います。雇用

確保対策についは、昨日、蓬原議員からありま

した。知事の思いも聞きました。非常に頑張っ

ていただいているのはわかるんですが、しか

し、厳しい状況にあります。新規学卒者就職支

援の４月以降、就職浪人の方々の取り組みはど

うなっているか、もう一回お尋ねしたいと思い

ます。

○教育長（渡辺義人君） 高校生の就職支援に

つきましては、最後の最後まで、「就職」の２

文字が得られるように、学校と連携して取り組

んでまいりたいと思っております。それでも一

定数の就職が未決定状態で卒業を迎えなければ

ならない生徒が多数存在することは、現状では

見込まざるを得ないという状況であります。し

たがいまして、そのような生徒に対しては、宮

崎労働局と連携いたしまして、来月３月中にな

りますけれども、国や県の雇用対策や、新たに

新規学卒者も対象となった職業訓練に関する説

明会を、県内３地区で実施することにいたして

おります。４月以降につきましても、関係機関

による支援のメニューやセーフティネットを十

分活用いたしまして、進路が決定できるよう

に、学校の教職員と進路対策専門員がハローワ

ークと連携して、就職決定に向けた支援を継続

するなど、就職未決定者に対する支援を全力で

行ってまいりたいと思っております。以上で

す。

○満行潤一議員 日本国憲法をとるまでもな

く、就労というのは国民の義務でもあります

が、権利でもあります。若い人たちの働く権利

を保障できない状況に、本当に胸が痛みます。

ぜひ一人でも多く就職できるように、関係部長

の皆さん方の御努力を心からお願い申し上げた

いと思います。

次に、全国学力・学習状況調査についてお尋

ねします。きのう、押川議員からありました

が、私は反対の立場で質問させていただきま

す。政権がかわって、全校全員の調査から抽出

調査にかわろうとしているわけですけれども、

新年度は、お聞きしたように希望利用、全生徒

・全学校を対象にするということになっている

ようなんです。しかし、予算はないんですよ

ね、全校生徒をするというのは。予算はどうな

るんでしょうか。

○教育長（渡辺義人君） 全国学力・学習状況

調査につきましては、抽出調査で実施されるこ

とになりましたけれども、その対象とならなか

った学校につきましても、設置者である市町村

等の希望により、国から調査用紙を無償で提供

を受けて利用できるようになっております。費

用負担でありますけれども、抽出調査の場合に

は、すべての費用を国が負担することになって

おります。一方で、希望利用方式の場合は、調

査用紙の印刷や学校への配布は国費により行わ

れることになりますけれども、その後の採点、

集計、分析につきましては、学校において行う

など、設置者の責任において実施されることに

なります。以上です。

○満行潤一議員 ということは、集計等は各学
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校で責任を持ってやれということですよね。我

々は、全学校・全生徒を対象にする必要はな

い、国が決めたので、それでいいだろうと思う

のですけれども、全部やるということは、予算

がないところはまた負担がふえますよね。そん

な採点とかをする時間があったら、子供たちの

指導をもっともっとするべきだろうと私は思い

ますので、ぜひそこのところはよろしくお願い

したいと思います。

理科離れ対策についてお伺いをしたいと思い

ます。科学技術立国を標榜する中、この前、有

名な「なぜ２位じゃいけませんか」という話で

すけれども、１位じゃないといけません。理科

の実験、実習時間が年々減っているという現場

からの指摘もあります。現状と取り組みについ

て伺いたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 本県が独自に小学校

５年生と中学校２年生に実施いたしております

「みやざき小中学校学力・意識調査」によりま

すと、「好きな授業は何ですか」という問いに

対しては、「理科が好きである」という回答

が、ほかの教科に比べて高い割合を示している

ところであります。また、毎年実施しておりま

す、夏休みの理科の自由研究を応募する理科作

品コンクールでは、年々出品作品がふえており

まして、本年度は小中学生の４人に１人に当た

る２万5,000名を超える子供たちからの応募があ

ったところであります。このようなことからい

たしますと、本県の子供たちは、理科の学習に

対して、おおむね意欲的に取り組んでいるとい

うふうに考えております。ただ、宮崎だけとい

うことでもないと思いますけれども、今日の子

供たちというのは、生活環境の変化によりまし

て、野山を駆け回ったり、あるいは草花や土の

においをかいだり、そういった直接自然に触れ

る、自然体験をするというような機会が大変減

少しているのではないかなと思っておりますの

で、そのような視点からの理科教育の一層の充

実というのは必要であると考えております。以

上です。

○満行潤一議員 理科実習教師の採用が近ごろ

ないんだという話もあるんですけれども、理科

実習教師というのをふやすべきじゃないかと思

うのですが、教育長の見解をお願いします。

○教育長（渡辺義人君） 理科実習教師という

のがちょっと私にもよくわからないんですが、

学校現場においては、小学校の場合でいいます

と、理科の正課教員等が配置をされたりしてお

りますけれども、特に一番頼りにしておりまし

たのが、学校現場で理科の授業の準備とか実験

・観察等のグループ分けをしてそういったこと

をやる場合に手が要るとか、後片づけに時間が

かかるといったことで、理科支援員等配置事業

ということで国の事業がありますけれども、こ

れで理科支援員等を活用して、そのような授業

展開がスムーズにいくように、それぞれ工夫も

されてきたわけであります。しかし、残念なが

ら、来年度の予算においては大幅に削減という

ような状況になっておりまして、その辺につい

て、今後どういうふうに対応していったらいい

のかということで、工夫は重ねていかなければ

ならないと考えております。以上です。

○満行潤一議員 次いきます。公立高校の授業

料無償化が始まるわけですけれども、私立学校

について、部長、お願いします。私立学校へも

国から同様の予算措置、就学支援金があるんだ

そうですが、私学経営の厳しい環境の中、就学

支援金の支給開始にあわせ、授業料値上げの心

配の声もあります。そのようなことは想定され

ていないのか、部長、お願いいたします。
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○県民政策部長（高山幹男君） 私立高等学校

の授業料についてであります。私立高等学校の

授業料につきましては、その設置者の自主的な

判断にゆだねられるものではありますけれど

も、１月に開催いたしました私立高等学校の事

務長等を対象とした就学支援金に係る説明会に

おきまして、２つの点、まず１つは、支援金の

目的が私立高校生等の教育費負担の軽減を図る

ものであること、もう一つは、就学支援金を受

けてもなお自己負担が残る生徒もいること、こ

ういったことなどを十分考慮していただくよう

お願いをしたところであります。なお、現在の

ところ、来年度、授業料の値上げを予定してい

る学校はないようでございます。

○満行潤一議員 わかりました。あとは公立高

校の授業料無償化なんですけれども、従来、授

業料免除も低所得世帯には何ら恩恵がないわけ

ですね。所得がある人は、あるから負担が下が

る。でも、今まで低所得者は無料は無料なの

で、変わらないと。これは何らかの恩恵とか救

済策は考えられないのか、教育長、お願いいた

します。

○教育長（渡辺義人君） 公立高校の授業料無

償化につきましては、「家庭の状況にかかわら

ず、全ての意志ある高校生等が、安心して勉学

に打ち込める社会をつくる」との趣旨から、そ

の法案が現在、国会に提出をされているところ

であります。「家庭の状況にかかわらず」とあ

るなどの同法提案の趣意からいたしますと、こ

れまで授業料減免の対象とされておりました生

徒も、この無償化措置の中に包含されるという

ことでありますので、特段の対策はとられない

ということであります。

○満行潤一議員 それはそうなんですが、やっ

ぱりそこを見てあげないとかわいそうだなと思

うのですよね。またこれは引き続きしてまいり

ます。

警察行政について、２点お尋ねをしたいと思

います。

１つは、都城警察署の改築計画についてであ

ります。これは毎年聞いております。今度、本

部長がかわられましたので、認識をお聞きした

いんですが、本部長は都城署には行かれました

か。すごい状況だと思います。都城署の改築計

画について、本部長、どうなんでしょうか。よ

ろしくお願いします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 都城警察署には

私２回参りましたけれども、警察署の庁舎につ

きましては、全県下に築後40年以上経過したも

のが13警察署中８署あるということでございま

して、全般的に老朽化・狭隘化の進んだ建物が

多くなっているというのが現状でございます。

都城警察署でございますけれども、築後52年が

経過しているということでありまして、老朽化

が進んだ警察署ではありますけれども、阪神・

淡路大震災を受けての耐震診断結果に基づいて

平成９年度に耐震補強を行いまして、一応防災

活動の拠点としての機能が果たせるような措置

をとったところであります。

それから、狭隘化への対応といたしまして

は、昭和55年度と平成13年度にそれぞれ増改築

を行いまして、警察署の機能として必要な事務

室等を一応確保したというのが現状でございま

す。建てかえ等の問題でございますけれども、

県警察としての考え方といたしましては、治安

基盤としての機能、それから、防災活動拠点と

しての機能を十分発揮できる施設整備を目指し

ておりまして、厳しい財政状況下でございます

けれども、耐震補強の効果がなく、早期の建て

かえが望ましいとされるなど、機能低下の著し
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い警察署のほうから順次整備をしていくという

方針で臨んでいるところでございます。その

点、御理解をお願いしたいと思います。

○満行潤一議員 前の本部長と同じ答えなので

非常に残念なんですけれども、これはやっぱり

士気も低下しますよ。好きじゃなくて警察に呼

ばれる人もおられるんですよね。駐車場がない

んですよ。駐車場にとめて事故を起こすという

笑えない話もいっぱいありますので、ぜひ総務

部長、よろしくお願いします。こっちでしょう

ね、やっぱり。やっとですよ、本当に。県西部

の警察署、本当に大変な状況ですので、ぜひ部

長も行ってください。お願いしたいと思いま

す。

あと、警察の県警ヘリ、今回新しい型で国か

ら支給があるということなので、それを参考に

したいと思いますが、この警察ヘリの現状と課

題についてお尋ねしたいと思います。

○警察本部長（鶴見雅男君） 警察ヘリの関係

でございますけれども、警察航空隊の沿革から

申し上げますと、平成２年４月に発足をいたし

まして、現在、隊長以下操縦士が２名、それか

ら整備士２名の４名体制で、小型単発ヘリ「ひ

むか」１機が配備されているという状況でござ

います。主な活動内容でございますけれども、

通信指令室やパトカーと連携をした、機動力を

生かしたパトロール、それから事件・事故発生

時の情報収集、交通情報の収集、さらには災害

とか山岳遭難等の事故発生時の捜索救助活動を

行っております。昨年中の活動でありますけれ

ども、パトロール活動が110回、事件・事故発生

時の情報収集活動に21回、山岳遭難や水難事故

発生時の捜索救助活動が31回などでありまし

て、合計203回の運航を行っているところでござ

います。また、発足以来これまでに、山岳遭難

とか水難事故の救助活動等におきまして、53名

の方の人命救助を行っております。なお、課題

と申しますか、平成22年度中に国費予算で新型

ヘリに更新される計画となっておりますので、

これによりまして、救助能力、それから安全性

の向上が図られることになります。より一層、

県民の皆様方の期待と信頼にこたえていくこと

ができると考えておりますので、しっかりとし

た運航をしていきたいというふうに考えており

ます。

○満行潤一議員 よろしくお願いしたいと思い

ます。

あす、警察音楽隊第17回の定期演奏会があり

ます。井手楽長が最後の演奏会だというふう

に、きょう新聞に書いてありましたが、井手楽

長には、私の娘たちの中学校の指導もしていた

だきました。ぜひ、今後とも御活躍を祈念して

おります。あす、楽しみにしておりますので、

よろしくお願い申し上げたいと思います。

企業局の問題については、次回に譲りたいと

思います。

博士号取得者の処遇改善についてお尋ねいた

します。本県の博士号を持つ職員数はどのぐら

いいらっしゃるのか、その処遇はどうなってい

るのか、担当部長、お願いいたします。

○総務部長（山下健次君） まず人数ですけれ

ども、これは知事部局で申し上げますが、医師

とか看護大の教員を除きまして27名おります。

このうちの20名が、木材利用技術センター等試

験研究機関におるわけでございます。その他の

７名につきましては、関連のある部門に配置を

行って活用を図っているところでございます。

博士号自体は職員採用上の必要な条件ではござ

いませんので、取得していることのみをもって

特別の処遇をしているということはございませ
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んけれども、博士号の取得者を多数配置してい

る試験研究機関には、この研究職員につきまし

ては、当然のことながら研究職給料表は適用に

なっているということでございます。また、人

事異動につきましても、職員の希望とか適性、

あるいは研究の進捗状況等も踏まえまして、在

任期間を柔軟に取り扱うといったことで配慮を

行っているところでございます。またさらに、

研究職の職員が顕著な業績を上げたというとき

には、知事表彰も行っているところでございま

す。

○満行潤一議員 特段の差がないということな

んですけど、やっぱり60歳定年なんですよね。

医者は65歳ですよね。医師以上に取得年数のか

かる博士号取得者が60歳というのはどうなのか

なと。定年の延長があってもいいんじゃないか

と思いますが、どうでしょうか、部長。

○総務部長（山下健次君） 地方公務員の定年

でございますけれども、これは地方公務員法の

規定により、国家公務員の定年を基準として条

例で定めることとされておりまして、本県にお

いても、職員の定年等に関する条例におきまし

て、国と同様に、医師及び歯科医師は65歳、一

部の現業職は63歳、その他の職員については一

律60歳と定めているところでございます。た

だ、この条例による定年の特例といたしまし

て、当該職務が高度の知識、経験を必要とし、

その職員の退職により公務の運営に著しい支障

が生じる場合には、人事委員会の承認を得て、

これは１年ずつでございますけれども、最高３

年を限度に定年の延長ができるということにな

っております。

○満行潤一議員 厳しいようですけれども、も

ったいないような気がしてですね。ぜひ延長に

ついて御検討いただきたいと思います。

きょうは、人事委員会委員長もおいでですの

で、せっかくですので、ここだけは質問させて

いただきたいと思うのですが、佐賀県の公式ホ

ームページに、人事委員会事務局のホームペー

ジでしょうか、非常におもしろいユニークな内

容があります。職員募集の情報ページが全国的

に注目を集めているようで、トップページに

は、「汗と涙と熱血魂！！熱き魂を持った若者

達よ佐賀に集え！！」というメッセージと、目

に炎が描かれたキャラクターのイラストも掲載

されています。漫画のような雰囲気なんです

ね。古川知事も、熱いガッツポーズで登場して

おります。なかなか、佐賀県というと地味な県

で、採用にも工夫が要るのかなということなん

ですが、いろんな先輩たちがおもしろい中身で

出て、これが佐賀県庁のホームページかなとい

う気がするぐらいとてもユニークなんですよ

ね。委員長は見られたかどうかわかりませんけ

れども、本県も、何かもうちょっと工夫をした

人材の募集というのが必要かなと思いますが、

いかがでしょうか。

○人事委員長（黒木奉武君） 佐賀県の職員募

集情報ホームページにつきましては、私も拝見

いたしましたけれども、おっしゃるように、熱

血漫画をイメージさせるような表現とかレイア

ウト、いわゆる砕けた感じと申しますか、そう

いう形で作成されているなという印象を持って

おります。ホームページは、職員採用試験の受

験者を幅広く確保して、意欲ある人材を採用す

るための有力な広報手段であると認識しており

ます。このため、本県の職員採用案内ホームペ

ージは、平成11年度から作成しておりますが、

平成18年度からは公募型コンペ方式に変更いた

しまして、より多くのアイデアを募集した中か

ら決定をしているところであります。今年度の
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トップページは、宮崎県庁をバックに、これか

らの宮崎県を担っていく若手職員を前面に出す

ことによりまして、県職員のやる気をアピール

し、受験者の心をつかむようなキャッチコピー

を掲載するなど、受験者の興味を引き、試験情

報等をわかりやすく発信できるよう、工夫しな

がら作成したところであります。また、県職員

採用案内ホームページからの電子申請による受

験申し込みも、今年度は351件ございまして、年

々増加しております。今後とも、内容はもとよ

りでございますが、受験者の興味を引くような

表現やレイアウトなど、他県の事例も参考にし

ながら、職員採用案内ホームページの充実を図

ってまいりたいと考えております。以上であり

ます。

○満行潤一議員 時間が参りましたので、これ

で終わります。質問できなかったところもあっ

て、大変御迷惑もおかけしましたが、後は委員

会審査等で生かしていきたいと思います。どう

もありがとうございました。（拍手）

○中村幸一議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時47分休憩

午後１時０分開議

○中村幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、公明党宮崎県議団、新見昌安議員。

○新見昌安議員〔登壇〕（拍手） 公明党宮崎

県議団を代表し、通告に従い、順次代表質問を

行ってまいります。知事を初めとして関係各部

長、教育長に答弁を求めます。

初めは、知事の政治姿勢についてでありま

す。

この件に関しては２点伺うつもりでありまし

たが、実は昨日の代表質問で両方とも取り上げ

られたところであります。しかしながら、我が

党の考えやこれまでの取り組み、これを明確に

しておきたいとの思いがありますので、改めて

伺いたいと思います。

まず１点目に、来年度の子ども手当の財源の

一部を地方負担としたことに関して伺いたいと

思います。民主党マニフェストの目玉政策であ

った子ども手当は、当初、全額国費で実施する

はずでありましたが、迷走した結果、現在の児

童手当制度の枠組みを活用することで一応の決

着を見たところであります。要するに、公明党

が40年かけて拡充を重ねてきた児童手当の支給

額を増額したことになり、子ども手当の創設と

いうよりは児童手当の拡充ということでありま

す。児童手当は、昭和42年12月、千葉県の市川

市議会において、公明党議員が初めて創設を訴

えたものであります。この提唱によって、翌年

の４月から市川市において全国で初めて児童手

当制度が実現し、これがきっかけとなって、全

国各地で児童手当の実現を求める公明党員によ

る署名活動、議員による議会での質問が広が

り、昭和45年には全国の240の自治体で児童手当

が実施され、国会においても昭和43年に公明党

が他党に先駆けて児童手当法案を提出、昭和47

年１月から国の制度として実現させることがで

きたという歴史がございます。その後、財政負

担の増大を理由に、時の政府が児童手当の縮小

あるいは廃止を画策するたびに、存続と拡充を

訴え続けてきたのが我が党でありました。まさ

しく、児童手当の歴史は公明党の歴史の一つと

言っても過言ではない、我が党にとっては思い

入れの深いものでございます。

一方、民主党は、これまで４度にわたる児童
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手当の拡充法案を「バラマキ」などと批判し、

すべて反対してきた経緯があります。すなわ

ち、平成12年６月、支給対象を３歳未満から小

学校入学前までに拡大するとき、平成16年４

月、支給対象を小学校３年生修了まで拡大する

とき、平成18年４月、支給対象を小学校６年生

修了まで拡大し、あわせて所得制限も大幅に緩

和するとき、そして平成19年４月、乳幼児加算

を創設するときであります。であるにもかかわ

らず、民主党の今回のような対応を見ると、い

ささか首をかしげざるを得ないのであります。

いずれにしましても、児童手当制度の枠組みを

活用するということですので、地方自治体にも

財源の一部を負担させるままとなっておりま

す。この件に関しては、多くの首長が反発した

ことは既に報道されているとおりであります

が、全額国費対応から地方自治体にも負担を求

めることになったことに関し、知事はどのよう

な思いを持たれたのか、改めて伺っておきたい

と思います。

また、子ども手当制度の継続には、安定した

財源が当然のことながら必要であります。平

成23年度以降、満額の１人当たり２万6,000円を

支給する場合、５兆5,000億円の巨額な財源が必

要であり、一部には所得税増税の話も出てきて

いる中で、財源確保に関して知事はどのような

見解をお持ちなのか、あわせて伺っておきたい

と思います。

２点目は、永住外国人の地方参政権付与に関

してであります。今月９日、全国都道府県議会

議長会が主催する「永住外国人の地方参政権に

ついての各政党との意見交換会」が開催され、

宮崎県議会からも４人の議員が派遣されたこと

が報告されたところであります。この意見交換

会には、公明党、民主党、自由民主党、日本共

産党、社会民主党、国民新党から代表が出席

し、それぞれ見解を述べたようでありますが、

我が党は東順治副代表が地方参政権を付与すべ

きという立場で説明をしたところ、かなりのや

じが出て騒々しくなったと、司会者でなく副代

表みずからがたしなめる場面もあったと聞き及

んでおります。我が党は、永住外国人の生活実

態は日本人と全く変わらず、日本人と同じよう

に納税し、地域社会にも貢献しているというこ

とを踏まえて、これらの方々が望むならば、許

される範囲で日本国民に近い扱いがなされてし

かるべきという思いから、これまでにも永住外

国人地方参政権法案を５度にわたって提案した

経緯がございます。この問題、非常にデリケー

トであり、賛成、反対、いろんな意見があるこ

とは重々承知しておりますが、知事はどのよう

な見解をお持ちなのか伺っておきたいと思いま

す。

次は、平成22年度予算案に関して何点か伺っ

ていきたいと思います。

まず１点目は、新エネルギー普及への取り組

みについてであります。来年度予算案には、将

来的な課題の一つである低炭素社会の実現に向

けて、実に多くの事業が盛り込まれております

が、その中の新規事業の一つである太陽電池関

連産業集積促進事業、これは太陽電池パネルメ

ーカーのみならず、県内の企業が太陽電池パネ

ル周辺機器の分野に参画し発展できるよう、県

内企業に光を当ててくれた有効な事業であると

思います。この事業に関して、県としては具体

的にどのように取り組んでいくのか、まず商工

観光労働部長に伺っておきたいと思います。

新エネルギー普及に関して、もう一つ伺いた

いと思います。太陽光発電システムについてで

あります。これには、住宅用太陽光発電システ
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ム融資制度と太陽光発電システム導入促進事業

が示されているところでありますが、ここで

は、前者の融資制度について、これまでの実績

を県民政策部長に伺っておきたいと思います。

２点目は、安心こども基金についてでありま

す。この基金は、御案内のように、昨年度の第

２次補正予算に盛り込まれた、全国規模で1,000

億円の子育て支援対策臨時特例交付金から配分

された交付金を財源としたものでありました

が、子供を安心して育てることができるような

体制整備を行い、もって子育て支援の一助とな

るような実効性ある活用が図られることを期待

したところでありました。この件については、

ちょうど１年前にも質問したところであります

が、県としては、この１年間どのように取り組

んできたのか、福祉保健部長に伺っておきたい

と思います。

３点目は、小児救急医療電話相談強化事業に

ついて伺いたいと思います。運用日数が365日に

拡大されたということは前進ではありますけれ

ども、伺いたいのは、今回の結論に至るまで、

運用時間帯の拡大についてはどのような議論が

なされ、結果、現状維持にとどまってしまった

のか、福祉保健部長に伺いたいと思います。

次は、環境問題についてであります。

ことしは、国連が定めた「国際生物多様性

年」であるそうであります。生物多様性、ふだ

んは余り耳にすることもない言葉ではあります

が、「地球上のさまざまな生物が織りなす生態

系とそれを構成する種、さらにその起源となる

遺伝子の多彩さ」とのことで、要するにすべて

の生き物がバランスよく共存できている状態、

これを生物多様性と言うのだそうであります。

であれば、それを保全することが私たち人間の

生活を守ることにもつながるわけであります

が、この生物多様性の損失が現在、急速に進ん

でいるとのことで、その速度は、約6500万年前

には1000年に１種の割合だった損失が、現在は

年間で４万種が損失しているそうであります。

そのような中で、本年10月には名古屋市で約190

カ国が参加してのＣＯＰ10が開催されることに

なっており、絶滅の危機に瀕する野生動植物の

保全に向けての大きなきっかけになることが期

待されているところであります。日本にとって

大事な意識づけの年となる本年、我が宮崎県に

もしっかり目を向けたいと思います。本県の貴

重な野生動植物を守るために、知事はどのよう

に取り組んでいくお考えなのか、その思いを伺

いたいと思います。

次は、高齢者対策についてでありますが、ま

ずは昨年末、我が党が全国で実施した介護総点

検について紹介をしたいと思います。日本は現

在、世界に類を見ないスピードで超高齢社会に

突入しております。長寿を喜び、安心して暮ら

せる社会の実現、これがまさしく政治に求めら

れている最重要課題ではないかと思います。こ

のような高齢化の進展に対応するための新たな

政策立案の参考にするために実施したのが、介

護総点検でありました。公明党には現在、国会

議員、地方議員を合わせ、全国に3,000名を超え

る議員がいますが、昨年11月から12月にかけ、

「公明チーム3000」として、全国各地で一斉に

運動を展開したところであります。その内容

は、街頭アンケートの実施、介護事業者や介護

従事者、介護家族、介護される本人、市町村関

係者からの聞き取り調査などでありましたが、

全国で10万件を超える声を集約したところであ

ります。党としては、この調査結果をもとに、

高齢者が安心して老後を暮らせる社会の実現を

目指した提言も発表したところであります。総

平成22年２月25日(木)



- 105 -

点検によって浮き彫りになったさまざまな改善

すべき点、また課題については、開会中の通常

国会において盛んに論議をされているところで

ありますし、その解決に向けて全力で取り組ん

でいくとともに、党として現在策定作業中の新

介護ゴールドプランに生かしていくことになっ

ております。ところで、寄せられた多くの御意

見の中に、認知症高齢者にかかわるものもあり

ました。当事者にとっては極めて切実な問題で

あります。ここでは、認知症高齢者を抱える家

族に対する支援体制が現在どのように行われて

いるのか、福祉保健部長に伺います。

高齢者対策の２点目は、音楽療法についてで

あります。高齢者施設では、刺激も少ない同じ

日常が繰り返されることにより、入所者が感情

や反応をあらわすことも鈍くなり、それに伴っ

て表情も乏しくなっていく傾向があるといいま

す。このようなときに音楽療法を行い、知って

いる歌を大きな声で歌ったり、音楽と一緒に体

を動かしたりすることで、脳などの心身が活性

化されていくというふうに言われております。

音楽療法はまさしく、音楽を聞いたり演奏した

りする際の生理的あるいは心理的効果を応用

し、もって心身の健康の回復・向上を図る行為

であると言えるようであります。この音楽療

法、大いに普及を図るべきではないかと考えま

すが、ここでは、県内における音楽療法士養成

への取り組み状況、そして音楽療法の施設への

導入状況はどうなっているのか、福祉保健部長

に伺いたいと思います。

次は、国民読書年についてであります。

ことしは、平成20年６月、衆参両院において

全会一致で決議された「国民読書年」でありま

す。このときの決議の内容を見てみると、人類

が生み出した「文字・活字」という崇高な資産

を発展させ、心豊かな社会の実現につなげてい

くことは国の重要な責務であり、そのために国

を挙げてあらゆる努力を重ねるというふうに宣

言をしております。ところが、来年度予算編成

に向けた政府の行政刷新会議の事業仕分けにお

いて、子供の読書活動を支援する事業が相次い

で「廃止」と判定され、予算案で大幅に縮小さ

れてしまったのであります。廃止とされたの

は、子どもの読書活動推進事業と子どもゆめ基

金の２つでありました。その後の予算編成作業

では、読み聞かせなどを行うボランティアに助

成してきた子どもゆめ基金の事業は、国立青少

年教育振興機構への交付金という形で継続され

ることにはなったところでありますが、一方の

子どもの読書活動推進事業のほうは、概算要求

の２億1,200万円が4,900万円に削られ、読み聞

かせを行うボランティアの育成事業などができ

なくなっております。決議は全会一致ですの

で、当然、民主党の皆さんも国を挙げてあらゆ

る努力を重ねていくことに賛同されたわけであ

ります。にもかかわらず、みずからそれに逆行

することに矛盾を感じないのか、いささか不思

議であります。「学校でやればいいことで、効

果が明確でないことに国費を使う必要はない」

と、仕分け人はこのようにのたまわれたそうで

ありますが、読書活動に代表されるような教育

分野、これは短期的な効果は見えないかもしれ

ない。しかし、国の将来を左右する重要な分野

であるということが、仕分け人にはわかってい

なかったのではないか。現政権のこのような対

応をどう思われるか、知事の見解をぜひとも伺

いたいと思います。

最後は、教育問題について２点伺います。

１点目は、ネットいじめに関してでありま

す。ますます進展する情報化社会の中で、子供
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たちを取り巻くネット関連の環境もだんだんと

悪化の一途をたどっております。インターネッ

トに絡む青少年の犯罪被害、またいじめなどが

頻発しております。そのような報道が後を絶た

ない。時代の流れには逆らえないかもしれない

けれども、パソコンも携帯電話もなかったころ

が、時々、郷愁を伴って懐かしく思い起こされ

るときがあります。私たちが子供のころも、確

かにいじめは存在していましたけれども、それ

は実態のあるものであり、現在のような姿の見

えない陰湿きわまりないネット上のいじめに苦

しんでいる子供たちがいると考えただけでも、

かわいそうであります。大人の責務として、守

ってやる体制の構築が重要でありますけれど

も、そのような中、県の教育委員会において

は、今年度初めてネットいじめ対策に取り組ま

れたと。そして、昨年の９月からは、目安箱サ

イトも開設されております。目安箱自体は、ま

だ半年と短いわけですが、このネットいじめ対

策推進事業全体にはどのように取り組み、どの

ような効果があったか、教育長に伺います。

２点目は、保護者からの学校に対する理不尽

な要求などについて伺いたいと思います。この

問題についても、１年前の代表質問で取り上げ

たところでありますが、発生状況はこの１年ど

うだったか、また、その時々の対応は的確に行

われたか、教育長に伺います。

以上で壇上からの質問を終わります。その他

については、自席から質問いたします。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

子ども手当についてであります。子ども手当

の財源については、鳩山総理も「全額を国で負

担する」と言われていたところでありまして、

来年度限りの暫定措置とはいえ、児童手当との

併給という形で実質的な地方負担が求められる

ことは、公約に反するものではないかと考えて

おります。私は従来から、子ども手当の財源は

国が全額負担すべきと主張してきたところであ

りまして、23年度以降の本格実施においては、

地方負担が残るようなことがあってはならない

と考えております。御案内のとおり、子ども手

当の本格実施には５兆円を超える財源が必要で

あり、社会保障関係費が増大する一方で、国の

税収が大幅に改善する見込みは薄く、そういう

状況の中で、子ども手当の財源を捻出すること

は容易なことではないと思います。しかしなが

ら、政権としての公約である以上、国民や地方

に負担を求めることなく、国の負担と責任にお

いて実行されるべきと考えておりますが、それ

が難しいということであれば、財源の確保策を

含めた対応の考え方を明らかにして議論すべき

であると考えております。

続きまして、外国人の地方参政権についてで

あります。永住外国人の地方参政権に関しまし

ては、さまざまな経緯や考え方があることは承

知しておりますが、我が国の制度の根幹にかか

わる重要な事項だと認識しております。このた

め、基本的には平成７年の最高裁判決を尊重す

べきだと考えておりますが、地方の意見も十分

踏まえた上で、国会において十分議論し、結論

が出されるべきものだと考えております。

次に、野生動植物の保護についてでありま

す。「太陽と緑の国」と呼ばれる本県には、約

１万種と言われる多くの野生動植物が生息して

おりますが、これらの野生動植物は人類生存の

基盤であり、それらをはぐくむ自然環境を保護

し、次の世代に引き継いでいくことは、私たち

にとって重要な使命と考えております。私は県
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外で本県をＰＲする際には、この豊かな自然環

境に恵まれた宮崎県にぜひお越しくださいと御

案内しておりますが、近年、本県においても、

開発や乱獲などにより、多くの動植物が絶滅の

危機にさらされるなど、生物多様性が脅かされ

ております。私といたしましては、こうした現

状を踏まえ、「宮崎県野生動植物の保護に関す

る条例」に基づき、県民の皆さんと一体となっ

て、生物多様性の保全に向けた取り組みを進め

ますとともに、本県の豊かな自然環境を貴重な

地域資源として生かした魅力ある地域づくりを

進めてまいりたいと考えております。

子供の読書活動についてであります。国の平

成22年度予算案につきましては、子供が自主的

に読書活動を行うことができるよう、普及啓発

や情報提供のための措置が講じられております

が、総額としては、御指摘のような状況が見ら

れます。私は、子供たちにとって読書活動は、

感性を磨き創造力を高めながら、人間性を豊か

にし、より充実した人生を送る上で欠かせない

ものであると思っております。また、相手に対

する思いやりの心や生命をとうとぶ心などをは

ぐくみ、豊かな人間関係を醸成する上でも大き

な役割を果たすと考えております。したがいま

して、あすの宮崎や日本を担うかけがえのない

子供たちの健やかな成長や人格形成に大きな影

響を与える読書活動の推進は、極めて大切なこ

とであると考えております。〔降壇〕

○県民政策部長（高山幹男君）〔登壇〕 お答

えいたします。

住宅用太陽光発電システム融資制度について

であります。この制度は、昨年１月に国が住宅

用システムに係る補助制度を開始したことを受

けまして、県としても、資金調達の面からこれ

を支援する目的で、金融機関の御協力をいただ

き、昨年４月に低利の融資制度を創設したもの

であります。融資実績につきましては、ことし

１月末までの10カ月間で73件、１億5,474万円と

なっております。今後とも、国・県の住宅用シ

ステムの補助制度とあわせまして、太陽光発電

の普及促進を図り、世帯普及率全国１位を目指

してまいりたいと考えております。以上でござ

います。〔降壇〕

○福祉保健部長（高橋 博君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、安心こども基金についてであります。

本基金につきましては、安心して子供を生み、

育てられる社会づくりを進めるため、平成20年

度に造成したものであり、今回の２月補正での

積み増しを含め、総額28億円余となるところで

あります。今年度の基金事業につきましては、

「保育サービス等の充実」としまして、保育所

の改築整備や放課後児童クラブの施設整備及び

認定こども園の運営費補助などを行っておりま

す。また、「すべての子ども・家庭への支援」

としまして、ＮＰＯ等の地域子育て活動の立ち

上げ支援などを行っており、さらに「ひとり親

家庭等への支援の拡充」としまして、技能習得

等への給付金の支給も行っているところであり

ます。

次に、小児救急医療電話相談事業の運用時間

帯の拡大についてであります。この事業は、救

急患者の中でも夜間の利用の多い小児の救急に

ついて、保護者等から電話相談を受けることに

より、その不安を軽減するとともに、小児救急

医療機関への不要不急の受診を抑制し、小児科

医の負担を軽減することを目的として、平成17

年度から実施しております。現在、土日祝日と

年末年始の19時から23時まで看護師等が相談に

当たっており、相談件数も年々増加してきてお

平成22年２月25日(木)



- 108 -

ります。このようなことから、平成22年度から

相談日数を365日に拡大することとし、相談日の

増加に対応した小児科医や看護師など人員体制

の確保について、１年以上前から、本事業の委

託先である県医師会と協議を行い、ようやく実

施できる見込みとなったところであります。御

質問にありました運用時間帯の拡大について

は、さらなる人員確保や財政負担を必要とする

問題でもありますので、今後の研究課題と考え

ております。

次に、認知症高齢者を抱える家族に対する支

援体制についてであります。県としましては、

家族の方に対する支援体制の充実を図るため、

平成19年度から２年間、社団法人認知症の人と

家族の会宮崎県支部に委託し、電話相談や家族

同士の交流を促進する事業などに取り組んだと

ころでございます。こうした取り組みの結果、

現在は、この家族の会が中心となって、県内３

カ所で24時間対応可能な専用電話による相談を

受けるとともに、必要に応じて地域包括支援セ

ンター等関係機関につなぐなど、家族に対する

支援を行っております。

次に、音楽療法士についてであります。県内

における音楽療法士の養成につきましては、宮

崎学園短期大学の音楽科と保育科において、２

種資格の音楽療法士の養成が、また、専攻科に

おいて、より専門的な１種資格の養成が行われ

ております。また、施設への音楽療法の導入状

況につきましては、現在把握している範囲で

は、約20の高齢者や障がい者などの施設で取り

組まれているところでございます。これらの施

設のうち、音楽療法士の有資格者のいない施設

におきましては、宮崎音楽療法士研究会から療

法士の派遣を受け、取り組みが行われておりま

す。以上でございます。〔降壇〕

○商工観光労働部長（渡邊亮一君）〔登壇〕

お答えします。

太陽電池関連産業集積促進事業についてでご

ざいます。本事業は、世界最大級となる太陽電

池パネルメーカーの工場立地や、全国有数の太

陽電池研究拠点であります宮崎大学等が存在す

る利点を生かし、産学官の参加により設立しま

した太陽電池関連産業振興協議会において、地

場企業の新規参入、研究開発、人材育成等の取

り組みを推進するものでございます。具体的に

は、まず、企業参入の支援として、太陽電池関

連メーカーの技術者等を招聘しての新規参入や

技術向上のための研究会を開催するほか、国際

太陽電池展への出展や県外メーカー・工場の訪

問、商談会等を実施することとしております。

また、研究開発の支援では、県内外の企業や大

学、公設試験研究機関等が取り組む太陽電池関

連技術の研究や、太陽電池を活用した製品等の

研究開発を促進することとしているところでご

ざいます。さらに、人材育成では、宮崎大学等

と連携しまして、理工系の学生や企業の技術者

等を対象に、専門性を持った高度な人材を育成

していくこととしております。このほか、太陽

光発電の普及・利用も、産業集積を図る上で大

変重要でありますので、これらの施策とも連携

を図りながら、事業を推進してまいりたいと考

えております。以上でございます。〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まず、ネットいじめ対策推進事業の効果につ

いてであります。本事業は、コンピューターや

携帯電話によるネット上のいじめなどの諸問題

の解決と情報モラルの向上を目的として、本年

度から始めたものであり、４つの取り組みを柱

としております。具体的には、１つに、相談・
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通報窓口としての目安箱サイトの設置、２つ

に、県内30校のサイバーパトロール実践協力校

の指定、３つに、ＩＴ専門家やＰＴＡ、警察等

の関係機関を加えたネットいじめ対策会議の実

施、４つに、教師や保護者等を対象とした研修

会、講習会の実施であります。このうち目安箱

サイトについては、１月末現在、2,000件を超え

るアクセスがあり、そのうち、問題サイトの通

報や誹謗中傷の書き込みの削除依頼など、具体

的な投稿が34件ありました。この中には、県内

の中学生が実名で誹謗中傷されているとの書き

込みの情報提供があり、それを受けて、県や関

係教育委員会と学校が連携して対応し、ネット

上のいじめ被害の拡大を未然に防いだ事例が報

告されるなど、効果が上がっているものと考え

ております。

次に、保護者からの理不尽な要求の状況と対

応についてであります。今年度の状況といたし

ましては、学校や市町村教育委員会から報告の

あった中に、例えば、教師の児童生徒に対する

指導に不満を持った保護者が、１日のうちに何

回も学校に電話をし、同じことの説明を何度も

要求したり罵声を浴びせたりすることや、学級

担任や管理職を深夜に自宅に呼びつけたりする

事例がありました。このような場合には、通常

は、学校と関係教育委員会が綿密な連携をとり

ながら対応を行っているところでありますが、

法律に基づく考え方などが求められる場合な

ど、自力解決が困難であると判断したケースに

ついては、弁護士や関係機関と連携して問題の

解決に当たったという報告も受けております。

以上であります。〔降壇〕

○新見昌安議員 それぞれ答弁をいただきまし

た。ありがとうございます。何点か伺っていき

たいと思います。

まず、太陽電池関連産業集積促進事業に関し

てであります。先ほどの答弁の中では余り詳し

く述べられてはおりませんでしたけれども、こ

の事業の主体となるのは、昨年の10月に設立さ

れた太陽電池関連産業振興協議会という組織の

ようでありますが、県としては、この協議会が

どのような成果をもたらすことを期待されてい

るのか、まずその点を商工観光労働部長に伺い

たいと思います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 太陽電池

産業は、今後も成長が期待される分野でござい

ます。太陽電池パネルの製造は、大手メーカー

の技術や資本力が必要でありますが、例えば、

インバーターや蓄電池などの周辺機器や太陽電

池の製造装置に係る部品関係、パネルを使った

応用製品、さらにはパネル設置や施工といった

分野では、県内中小企業の参入の余地があると

考えておりまして、これを支援することによ

り、本県に太陽電池関連産業が集積することを

期待しているところでございます。また、人材

育成の分野では、育成しました技術者が昭和シ

ェルソーラーを初めとする太陽電池メーカーや

関連産業に就職するような状況が生まれること

を期待しておるわけでございます。また、研究

開発では、産学官が連携しまして、例えば、農

業分野での太陽電池の活用など応用的な分野で

の研究、さらには周辺機器分野での新製品の開

発等に取り組んでいただきたいと考えておりま

す。これらの取り組みがさらに発展することに

よりまして、本県における太陽電池の製造、研

究の拠点形成が進み、「みやざきソーラーフロ

ンティア構想」の実現に寄与し、新産業の集積

による本県経済の活性化が図られるものと期待

しているところでございます。以上でございま

す。
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○新見昌安議員 ぜひともそのような活性化が

図られることを、大いに期待するところであり

ます。

ところで、県内には、本当にすぐれた特許を

取得しながらも資金力が乏しく、そういった特

許を有効に活用できていない企業も存在してお

ります。花が開かないどころか、芽さえ出ない

というところもございます。しかし、ソーラー

フロンティア構想の実現に大いに貢献できる可

能性を秘めてもおります。これは知事に要望し

たいんですが、今議会の開会日に所信の中で述

べられた「本県の高い潜在能力を引き出し、最

大限に活用する」ということに、全力で取り組

んでいただきたいと思います。潜在しているも

のをしっかり見つけ出すために御尽力いただき

たいというふうに思います。

次に、太陽光発電システム導入促進事業に関

して伺っていきたいと思います。今週月曜の地

元紙に、今年度の補助金が22日で期限切れを迎

え、駆け込み工事が続々行われているという報

道がなされておりました。このときの記事によ

れば、23日以降に補助金を受けるには、４月以

降に再度申請をしなければならないということ

でありました。「せっかく申請したのに」とい

う思いを持たれた県民の方もいらっしゃったの

ではないかと思います。申請したのに交付決定

に間に合わなかったと、こういった場合、県の

補助はどうなるのか、県民政策部長に伺いたい

と思います。

○県民政策部長（高山幹男君） 住宅用太陽光

発電の補助金についてでありますけれども、こ

れについては、年度ごとの会計処理期限があり

ますことから、申請期限を１月29日、工事完了

期限を２月22日としたところであります。申請

のあった案件につきましては、できる限り速や

かに工事に着工できるように迅速な処理に努め

ておりまして、補助の条件であります国の交付

決定が整わないものを除いて、すべて交付決定

を行っております。その一方で、全国的に設置

件数が伸びていることを受けまして、パネルの

入荷が間に合わず、工事自体がおくれるといっ

たケースが予想されましたので、このような場

合については、来年度の申請を検討していただ

くように、設置業者に対して十分に周知を行い

まして、県の補助金を受けられなくなることが

ないように対応してきたところでございます。

○新見昌安議員 また、同じ記事によれば、申

請後、国の審査に約１カ月、県の審査に約３週

間かかるということでありました。これはちょ

っとばかし時間がかかり過ぎるのではないかと

いうのが、正直な感想であります。県のホーム

ページに、補助金交付事務のフローというもの

が紹介されているんですけれども、それを見る

と、事務処理がかなり煩雑になっているような

感じがします。これが交付決定に時間がかかる

要因になっているのではないかと考えますが、

せめて県にかかわる部分だけでも事務処理の簡

素化はできないものか、同じく県民政策部長に

伺いたいと思います。

○県民政策部長（高山幹男君） 県の補助制度

の手続につきましては、基本的に国の補助制度

に準じた形としており、県の補助に添付する書

類につきましても、国への提出書類の写しを使

えるようにして県独自の書類を極力減らすな

ど、できる限り申請者に負担がかからないよう

に工夫したところでございます。また、国・県

の補助金受付窓口を一本化するなどいたしまし

て申請者の利便性にも配慮するとともに、条件

を満たした適正な申請に対しては速やかな交付

決定に努めてきたところであります。今後と
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も、適正な補助金交付事務の執行にも留意しつ

つ、手続の迅速化に努めてまいりたいと考えて

おります。

○新見昌安議員 わかりました。今後のもしも

の話で答弁しづらいと思いますので、要望にと

どめておきたいと思います。新年度の取り組み

でも、また予算枠をオーバーするような事態が

起こる可能性もありますが、そういったときに

は、新エネルギーの普及促進に資するという観

点からも、今年度と同じような取り組みを、ぜ

ひともお願いしたいというふうに思います。

次に、安心こども基金事業について伺いたい

と思います。来年度、安心こども基金を活用し

ての新事業が幾つか計画をされております。そ

の内容を見てみると、子育てを支援するものと

して有効な事業ではあるというふうに考えます

けれども、基金を活用できるのは平成22年度ま

でと聞いております。来年度実施する事業への

取り組み、そして23年度以降の事業を軌道に乗

せるために、県としてはどういった支援をこれ

からしていこうと考えておられるのか、福祉保

健部長に伺いたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 平成22年度に

おきましても、保育所整備のほか認定こども園

への運営費補助、さらには地域で子育て活動を

行っている民間団体への支援やファミリーサポ

ートセンターの広域化などに充当することとし

ております。また、これらの事業は、実施期限

が22年度までとなっておりますことから、市町

村に対しまして、既存の国の補助制度の活用な

どについて、助言指導を行っているところであ

ります。なお、ひとり親家庭への支援のための

技能習得に要する給付金事業につきましては、

例外として実施期限が26年度末までとされてお

ります。県といたしましては、引き続き、市町

村等と連携しながら、基金の有効活用や23年度

以降の円滑な事業の実施を図ってまいりたいと

考えております。以上でございます。

○新見昌安議員 この事業については、本当に

市町村との連携が大事ですので、よろしくお願

いしておきたいと思います。

次に、小児救急医療電話相談強化事業につい

て伺いたいと思います。厚生労働省は、♯8000

について、全国の実施状況を日本地図と県別一

覧表という形でホームページ上に公開・表示し

ております。それを見てみると、未実施は沖縄

県だけ、残りの46都道府県中、平日実施をして

いなかったのは、実は青森県と宮崎県だけだっ

たんですね。今回、宮崎県が365日対応すること

によって、辛うじて最下位に落ちることは免れ

たわけですけれども、一方、以前質問でも取り

上げたことのある携帯電話からの♯8000、これ

は46都道府県中、対応していないのは本県だけ

だったんですね。ホームページの日本地図上

に、宮崎県だけが「携帯不可」ということで、

オレンジ色で目立つように表示してありまし

た。沖縄以外の全県でできているわけですか

ら、システム的にはそんなに難しいことではな

いんじゃないか、ぜひ一回見てもらって対応し

ていただきたいというふうに要望しようと思っ

ていたんですが、実はつい先日、対応していた

だいたということで、一応ほっとしたところで

あります。であるなら、一刻も早く厚生労働省

に連絡して、この目立つオレンジを、ほかの県

と同じようにしてくださいと要望してくださ

い。あわせて、県のホームページ上もまだ何も

修正がしてありませんので、これも至急変更し

ていただいて、子育て真っ最中の親御さんにも

しっかり周知を図っていただきたいというふう

に思っております。
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次に、来年度予算案に盛り込まれた雇用対策

について伺いたいと思いますが、先ほど壇上

で、介護総点検ということを紹介いたしまし

た。実は同じく昨年の12月に、私たち公明党の

青年委員会が中心となって、若者の雇用総点検

というものも実施したところであります。ここ

では、若者の就労支援拠点であるジョブカフ

ェ、それと合宿型の就労支援を提供する若者自

立塾への聞き取り調査を実施したところであり

ます。全国のジョブカフェ87カ所ありますが、

このうちの24カ所、若者自立塾30カ所中10カ所

から回答を得ました。その結果を踏まえて、政

策提言ということで発表もしているところで

す。この中身は、国に対する提言が多くを占め

ている中で、地方にかかわるものについては、

今回示された県の来年度予算案に雇用対策関連

事業ということで盛り込まれておりますので、

私たちもこの関連事業はしっかり実効あるもの

となるように期待をするところであります。そ

ういったことを踏まえて、ここではジョブカフ

ェ―宮崎県ではヤングＪＯＢサポートみやざ

きと言いますけれども―さらなる活用を図る

観点から、何点か伺いたいと思います。まず１

点目ですが、本県では、ヤングＪＯＢサポート

みやざきの出先機関あるいは市役所などへの出

張相談は実施されておりますけれども、高校に

は出張相談は実施されておりません。ジョブカ

フェには高いスキルを持った専門の相談員がい

らっしゃいますので、そういったスキルを教育

機関のほうにも提供していくべきではないかと

考えますけれども、商工観光労働部長の見解を

伺いたいと思います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 本県のヤ

ングＪＯＢサポートみやざきでは、現在、宮崎

市と延岡市に設置しました窓口での対応のほ

か、相談者の利便を図るため、毎月１回、都

城、日向、日南、小林における出張相談を行っ

ております。また、ニーズに応じまして、大学

等への出張相談も実施しているところでござい

ます。御質問の高校への出張相談につきまして

は、高校生が職業を選択するに当たり、ヤング

ＪＯＢサポートみやざきに配置しております専

門相談員の助言を受けることは大変有意義だと

思っておりますので、県教育委員会と連携を図

りながら、ニーズを踏まえまして適切に対応し

てまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 前向きに取り組まれようとさ

れていると評価をいたします。

次に、県の教育委員会が実施しているキャリ

ア教育、ここにもジョブカフェから積極的に参

加してはどうかと思いますけれども、同じく商

工観光労働部長に伺いたいと思います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） ヤングＪ

ＯＢサポートみやざきでは、これまで高校生ビ

ジネスマナー講習会、保護者セミナー、こうい

うものを各高等学校において開催しているとこ

ろでございます。また、教育委員会と一緒にな

って高等学校進路指導担当者セミナーを実施し

ておりまして、キャリア教育支援を行ってきた

ところでございます。今後とも、県教育委員会

と連携を図りながら、キャリア教育の支援に努

めてまいりたいと考えております。以上でござ

います。

○新見昌安議員 若者の雇用対策の最後ですけ

れども、大学とジョブカフェとの連携、これも

しっかり密にしていくべきだと考えますが、ま

た部長に答弁をお願いします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） ヤングＪ

ＯＢサポートみやざきでは、大学等において

も、就職活動の方法や面接、ビジネスマナーな
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どを内容とする就職活動支援セミナーの開催、

また大学等の要望に応じた出張相談も行ってい

るところでございます。また、学生向けのセミ

ナーの助言者として、大学生に参加していただ

いているところでもあります。今後とも、大学

等と連携を図りながら、大学生等のニーズに応

じた就職支援を行ってまいりたいと考えており

ます。

○新見昌安議員 大学との連携はとられている

ということでありますけれども、今回実施した

総点検の中で、今後、大学新卒予定者の相談窓

口の設置、これを検討している施設もあるとい

うことがわかったものですから、お聞きしたと

ころでありました。その背景には、大学を卒業

後、出身大学の就職課へ相談もできない、情報

収集や就職自体も困難な例もあるということ

で、要するに在学中からきめ細かな就職支援が

受けられるようにしたいという思いもあるよう

であります。これについては先例もありまし

て、岩手県立大学には「ジョブカフェいわて」

の出張所が設けられております。そのほか、山

口大学や琉球大学でも、キャンパス内にジョブ

カフェが設置されているようであります。これ

については、確かに人的な配置、人的な面の問

題もあります。それは十分承知しておりますけ

れども、今後検討していただければというふう

に要望しておきたいと思います。

次に、国際生物多様性年について伺っていき

たいと思います。実は、生物多様性基本法とい

う法律が平成20年６月に施行されております。

この法律は、先進国の中では初めてつくられた

というものであり、この中には、公明党の主張

で、温暖化対策との連携、戦略的な環境アセス

メント、予防原則といったものも盛り込まれて

おりまして、保全への効果も期待されていると

ころでありますけれども、地方公共団体の責務

あるいは生物多様性地域戦略、こういったもの

も定めるように求めております。この法律に基

づいて、我が宮崎県ではこれまでどのように取

り組んできたのか、また今後どのように取り組

んでいかれるつもりなのか、環境森林部長にお

伺いをいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 本県では、平

成18年４月に「宮崎県野生動植物の保護に関す

る条例」を施行いたしまして、原則、捕獲や採

取を禁止する指定希少野生動植物を42種指定す

るとともに、県内各地域に希少野生動植物の監

視や啓発等を行う94名の野生動植物保護監視員

を委嘱するなど、野生動植物の保護に取り組ん

できたところでございます。先生がおっしゃっ

たように、平成20年６月に生物多様性基本法が

施行されたことを受け、県ではこれまで、県自

然環境保全審議会等におきまして、制定の背景

や趣旨を説明するなど周知に努めてきたところ

でありますが、来年度には動植物の専門家で構

成する検討委員会を設置いたしまして、生息地

の保全や野生動植物の保護管理等を定めた生物

多様性地域戦略の策定に取り組むこととしてお

ります。

○新見昌安議員 宮崎県においては、平成12年

にいち早く県版のレッドデータブック、20年に

はレッドリスト改訂版、こういったものを策定

されております。先進的に取り組まれてきたと

いうふうに評価をしているところでございます

けれども、こういったものについて、県民に対

してどのように周知を図ってきたのか、また保

護対策にはどのように取り組んできたのか、ま

た成果はどうだったか、同じく環境森林部長に

お伺いをいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 本県の宮崎県
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版レッドデータブックにつきましては、各市町

村の図書館や小学校、中学校などの教育機関等

へ配布するとともに、平成20年に改訂いたしま

したレッドリストを県ホームページなどで公表

するなど、県民への周知に努めているところで

ございます。また、具体的な保護対策といたし

ましては、「宮崎県野生動植物の保護に関する

条例」に基づき、希少動植物が多数生息し、地

域住民による保護が行われております延岡市

家田・川坂湿原など４地区を重要生息地に指定
え だ

するとともに、地域住民を対象に講演会を開催

するなど、県民と一体となった活動に取り組ん

でおるところでございます。こうした取り組み

を通しまして、地域住民に身近に生息する希少

な動植物を知ってもらいながら、保護活動に関

して理解を深めてもらうことで、住民による自

主的な保護活動が活発化してきておるところで

ございます。

○新見昌安議員 ありがとうございました。

次に進みたいと思います。高齢者対策につい

てであります。これは介護総点検の調査の中で

聞いた話ですけれども、介護支援専門員（ケア

マネジャー）の資格更新に関することについて

であります。調べてみますと、平成18年４月の

介護保険法一部改正に伴って、更新制度が導入

されているようであります。５年ごとに資格更

新のための研修を受講しなければならないとい

うことになっておりますけれども、受講時には

お金が要ると、この負担が大きいというふうに

感じていらっしゃる方もいるようであります。

考えてみますと、介護支援専門員は介護保険制

度のかなめでありますし、キーパーソンである

と思います。その職務の重要性にかんがみて、

介護支援専門員の資格更新時に要する費用の軽

減はできないものか、福祉保健部長にあえてお

伺いをいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 介護支援専門

員更新研修は、介護支援専門員として必要な知

識、技術の向上及び専門職としての能力の保持

・向上を図ることを目的として、５年に１回受

講することとされております。介護支援専門員

の資格は、介護支援の業務を継続する上で必要

不可欠であること及びあくまでも個人が有する

資格であることから、当該研修に係る費用につ

いては、相応の額を負担していただいておりま

す。現在、研修受講料の算定に当たっては、研

修テキスト代や会場使用料など、受講者自身が

負担していただくことが適当と思われる経費を

積算して決定しており、九州各県の平均と比較

しても低い額となっておりますので、御理解い

ただきたいと思います。

○新見昌安議員 わかりました。

同じく、高齢者対策に関連してでありますけ

れども、音楽療法について伺いたいと思いま

す。兵庫県では、この音楽療法が盛んに行われ

ているということだそうです。この原点となる

出来事は、15年前の阪神・淡路大震災だそうで

あります。避難所で自然に歌声が起こってき

た、それが被災者を励まして、傷ついた心をい

やしてくれた。この震災での経験が契機となっ

て、平成11年から兵庫県では独自の音楽療法士

認定制度をスタートさせております。また、音

楽療法の普及と音楽療法士の活動の場を確保す

るために、音楽療法導入促進事業というものも

創設しているようであります。この導入促進事

業の補助の対象となるのは、音楽療法を週に１

回、月２回以上、そして半年以上継続して行う

医療・福祉施設で、その内容は、１回当た

り2,500円を限度に、音楽療法士に払う謝金の２

分の１を補助するというようなものです。補助
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の期間は半年以上１年以内ということで、毎

年、兵庫県では、約100施設がこの導入促進事業

を利用しているというようなことです。高齢者

や障がい者の心身機能の改善、これに効果があ

るというのは言われておるところでございます

ので、九州各県に先駆けて、本県も音楽療法を

導入するような取り組みを積極的にやってはど

うかというふうに考えますけれども、福祉保健

部長に見解を伺いたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 音楽療法は、

施設利用者の実態にあわせて行われる療法の中

の一つでありまして、心身機能の改善や生活の

質の向上に有効とされております。現在、県と

しましては、県社会福祉研修センターにおける

施設職員に対する研修の中で、音楽療法の手法

も取り入れた研修を実施しているところであり

ます。今後とも、この研修を通じて、施設に音

楽療法を紹介してまいりたいと考えておりま

す。

○新見昌安議員 次に、国民読書年についてで

あります。県においては、平成16年３月に、子

ども読書活動推進計画を策定されております。

そして、全県的に子供の読書活動を推進してこ

られておるわけですけれども、現在の取り組み

状況はどうなっているのか、教育長にお伺いを

いたします。

○教育長（渡辺義人君） 「宮崎県子ども読書

活動推進計画」は、読書環境の充実や読書活動

推進の普及啓発等を基本方針として、お話にあ

りました平成16年３月に、３カ年計画として策

定したものでありますが、現在もこの基本方針

の趣旨を踏まえて、各種の取り組みを行ってい

るところであります。主なものとして申し上げ

ますと、保護者や地域住民の方々を対象とした

取り組みとして、読書の重要性に関する講話や

読み聞かせ等の技術向上に関する実技講習会な

どの学習機会を提供することにより、読書環境

の整備充実に努めております。学校における取

り組みとしては、全校一斉の読書活動やボラン

ティア団体による読み聞かせ等を行い、子供が

読書に親しむ機会の充実に努めております。ま

た、県立図書館における取り組みとして申し上

げますと、４月23日の子ども読書の日を中心に

行われる「こどもの読書週間」記念行事や、10

月の読書週間に実施しております「みどりの図

書館フェスタ」を通しまして、子供の読書活動

の意義や重要性について普及啓発に努めている

ところであります。

○新見昌安議員 それではもう一点、国民読書

年の本年における県の取り組み、行事などはど

のような計画があるのか、同じく教育長に伺い

たいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 読書に対する国民の

意識を高めるために、お話にありましたよう

に、本年が国民読書年と決議されていることを

踏まえ、本県におきましては、平成22年度にお

いて、その趣旨に沿った取り組みを４点ほど考

えております。具体的には、１点目は、子供の

読書活動を推進する新たな方策を示し、また、

関係機関との連携を強化するために、第２次宮

崎県子ども読書活動推進計画を策定することと

いたしております。２点目に、子供の読書活動

の意義や重要性について県民の理解を深め、社

会全体で読書活動を推進する機運を一層高める

ためのフォーラムを開催することにいたしてお

ります。３点目に、読書活動を推進する人材の

育成を目的として、読み聞かせ等に関する専門

的な技術講習を県内の各地域で実施することと

しております。４点目に、県立図書館におきま

しても、移動図書館車「やまびこ」で、子育て
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支援センターを訪問して、乳幼児に対する読み

聞かせ等を実施するなど、読書活動の視点から

子育て支援を行うことにいたしております。こ

れらの取り組みによりまして、学校・家庭・地

域が一体となった全県的な読書活動推進の機運

が醸成されるよう努めてまいりたいと考えてお

ります。

○新見昌安議員 先ほどの答弁でありました第

２次の子ども読書活動推進計画、この策定が非

常に大事になってくるんじゃないかと思います

ので、早急に計画を立てていただきたいという

ふうに思います。

次に、ネットいじめについて伺いたいと思い

ます。先ほどの答弁で、サイバーパトロール実

践協力校、県内に30校というふうにお聞きしま

した。これら30校の選定基準あるいは活動して

もらうのはどのくらいの期間なのか、活動状況

はどういったことをやられているのか、同じく

教育長に伺います。

○教育長（渡辺義人君） サイバーパトロール

実践協力校につきましては、誹謗中傷の書き込

みなどネット上のいじめ被害が、中学生や高校

生に多いことなどから、中学校から20校、高等

学校から８校を、さらに幅広く情報を収集する

ために、小学校と特別支援学校からも各１校を

加えて、地域バランスにも配慮しながら30校を

指定しているところであります。実践協力校の

指定期間は１年間となっており、これまで、ネ

ット上のいじめ等の諸問題に対する校内指導体

制を整えるとともに、日ごろの生徒指導の中で

得られた誹謗中傷の書き込みやチェーンメール

によるトラブルなどの情報を、県教育委員会へ

報告してもらっているところであります。

○新見昌安議員 ネットいじめの現状を知ると

いうこと、そして対策を練っていくというこ

と、そのためにはたくさんの情報が必要になっ

てくるんじゃないかと思います。子供たちやそ

の保護者に、目安箱サイトへ積極的に情報を提

供してもらわなければならないというふうに思

いますけれども、これについてはどのように取

り組んでおられるのか伺います。

○教育長（渡辺義人君） 目安箱サイトの活用

について広く周知するため、昨年９月に、県内

すべての児童生徒及びその保護者に対し、パン

フレットを配布いたしますとともに、12月に

は、従来配布しておりました電話相談に関する

カードに、目安箱サイトの接続先等を新たに記

載し、すべての児童生徒が相談や情報提供をし

やすくするような配慮をしたところでありま

す。また、親と子のインターネット講座や教師

・保護者向け教育講演会におきまして、投稿す

る方法を具体的に説明するとともに、他の児童

生徒や保護者に対する紹介をお願いしたところ

であります。現在、保護者用の啓発資料、教師

向けのリーフレットを作成しているところであ

りますが、その中でも目安箱サイトへの気軽な

相談や通報について協力をお願いする予定であ

り、今後も、あらゆる機会を通じて周知に努め

てまいりたいと考えております。以上です。

○新見昌安議員 情報収集に取り組まれている

ということは理解できました。ただ、情報提供

を待つシステムでは、おのずと限界が出てくる

んじゃないかというふうに思います。他県で

は、民間企業などの専門家に委託して、ネット

パトロール等で積極的に監視しているといった

例もあるようであります。本県でも同様の取り

組みをすべきじゃないかというふうに思います

が、この点についても教育長の見解を伺いたい

と思います。

○教育長（渡辺義人君） 本県のネットいじめ
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対策推進事業におきましては、ネットパトロー

ルにかわる取り組みとして、早期発見・早期対

応の視点から、目安箱サイトへの投稿や実践協

力校からの生の情報提供などにより、ネットい

じめや学校裏サイトなどの状況を把握しますと

ともに、問題のあるサイトの監視や書き込みの

削除支援などの助言指導を行っているところで

あります。このような問題解決を図る取り組み

を進める一方で、この事業は、未然防止の取り

組みも重要な課題としてとらえておりまして、

児童生徒及び保護者を含めた情報モラルの向上

を目指しているところでもあります。具体的な

取り組みといたしましては、子供や保護者、教

師を対象とした講習会や研修会の中で、例え

ば、友達の悪口を書き込まない、うその情報を

発信しない、個人情報を流さないなどの情報モ

ラルに対する意識の高揚を図り、子供を加害者

にも被害者にもさせないための取り組みに力を

入れているところであります。御提言の、民間

企業等へ委託してのネットパトロールにつきま

しては、他県でそのような事例が一部ございま

すけれども、実施に多額の経費が見込まれるこ

と、それから、パスワード設定によるアクセス

困難なケースがあるなどの課題があると承知い

たしておりますので、慎重な見きわめが必要で

あると考えております。以上です。

○新見昌安議員 本当に理想は、こういった情

報モラル教育が徹底されて、こういった目安箱

サイトも不要になるのが一番いいというふうに

思いますので、それに向けて御努力をお願いし

たいと思います。

次に、保護者からの理不尽な要求に関して、

何点か伺っていきたいと思います。これは、あ

る調査ということでとどめておきたいと思うん

ですが、苦情の増加の原因を職種別に見たとき

に、教職員は他の職種の人と比べて、原因は相

手―この場合は、教育現場の場合は保護者で

すね―にあるというふうにとらえる傾向があ

る。こちら側の配慮不足と受けとめる割合が少

ないという調査結果がありました。この調査結

果によれば、例えばこちらの配慮不足というふ

うにとらえる割合が、金融機関では60.1％、流

通が61.5％であるのに対して、教育現場で

は31.2％、逆に相手の勘違いととらえる割合

が、教育現場では30.0％であるのに対して、金

融は22.2％、流通は16.2％というような結果に

なっております。これを見る限り、教育現場で

は、自分に甘く他人に厳しい傾向があるのかな

とも思いますけれども、こういった結果につい

て、教育長は正直どんなふうに考えられるかお

伺いをいたします。

○教育長（渡辺義人君） 学校に寄せられる苦

情や相談の背景といたしましては、基本的には

我が子を思う保護者の強い願いや学校の初期対

応の不十分さなど、さまざまな場合が考えられ

ると思います。御質問の中にありました調査の

結果につきましては、子供を立派に育てたいと

いう思いや願いは共通しているものの、教師に

は教師の、保護者には保護者の、それぞれの見

方、立場が影響しているのではないかなと思い

ますけれども、教師側の対応がどうであったの

かという謙虚な視点の大切さも示唆しているの

ではないかというふうに受けとめております。

学校におきましては、今後とも、保護者の気持

ちや訴えをじっくりと聞き、誠意を持って対応

することが肝要であり、保護者と教師がともに

力を合わせながら子供を育てていくという、あ

くまでも子供を中心とした双方向での連携・協

力が欠かせないというふうに考えております。

以上です。
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○新見昌安議員 教育委員会の来年度の新規事

業に、学校経営のための法律相談事業というも

のがありました。予算的には165万円ほど計上し

てありました。これを見る限りでは、弁護士に

支払う相談料かなとも思いますけれども、この

事業の具体的な内容についてお示しをいただき

たいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 学校経営のための法

律相談事業は、多様化する保護者や地域住民か

らの要望に対応するために、学校だけでは解決

困難な問題に対して、学校が弁護士に気軽に相

談できるシステムをつくるものであります。事

業内容といたしましては、学校が解決困難な問

題を、県が依頼する３人の担当弁護士に相談し

て、法的な判断や助言を受けながら、迅速かつ

適切に対応し、問題の早期解決を図っていくも

のであります。

○新見昌安議員 いろんな研修とか法律相談を

充実させることも、本当に大事です。ただ、今

の若い先生たち、マニュアル世代の先生であり

ますので、いろんな対処法をアドバイスするよ

うな手引書、こういったものを個々人に持たせ

たらどうかというふうに思いますけれども、教

育長の考えをお聞かせいただきたいと思いま

す。

○教育長（渡辺義人君） 保護者や地域住民か

らの理不尽な要求に的確に対応するためにも、

教職員の参考となる何らかの資料を整備するこ

とは大切なことだと考えております。県教育委

員会におきましては、昨年８月に公立中学校長

研修会を実施いたしましたが、その折に、各学

校から出されました解決困難と思われる事例に

対して、弁護士から一つ一つ丁寧に回答をいた

だき、それらを事例集としてまとめ、すべての

県立学校に配付したところであります。今後に

つきましても、ただいま申し上げました学校経

営のための法律相談事業などを通じて対応事例

を収集しますとともに、その手法や取り組みを

蓄積しながら、各学校における対応に生かして

いきたいというふうに考えております。なお、

東京都が「学校問題解決のための手引」という

マニュアルを整備し、東京都のホームページに

アップされているようであります。かなり大部

なものでありますけれども、インターネットを

通じてすぐ見れるものであり、個々の職員にと

っても使い勝手のいいものであると思いますの

で、その情報周知を図ってまいりたいと思いま

す。以上です。

○新見昌安議員 前回の質問では、モンスター

ペアレントという表現で質問したわけですけれ

ども、今回は使いませんでした。このモンスタ

ーペアレントというのは、従来は、一部の親が

学校に対して理不尽な要求を押しつけるといっ

た問題であるという受けとめ方が多かったし、

私自身もそんなふうにとらえていたわけですけ

れども、一方で、学校側の初期の対応に不手際

があったり、保護者の声に十分耳を傾けなかっ

たといったことが原因で、事態が深刻化するケ

ースもあるようであります。先ほどの教育長の

答弁にもありましたけれども、要は子供を立派

に育てていくのが最大の目的でもありますし、

この一点さえ外さなければ、保護者と教師、し

っかりと連携がとれていくのではないかという

ふうに思います。多くの学校でそういった信頼

関係がかたく築かれるということを念願して、

以上で私の質問を終わります。ありがとうござ

いました。（拍手）

○中村幸一議長 ここで休憩いたしますが、14

時30分から再開いたします。

午後２時17分休憩
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午後２時30分開議

○中村幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、民主党宮崎県議団、権藤梅義議員。

○権藤梅義議員〔登壇〕（拍手） 民主党県議

団を代表して、知事の政治姿勢や国、県の予算

を中心に質問をいたします。

昨年８月の衆議院総選挙では、国民の圧倒的

な支持を得て、保守合同以来54年ぶりの政権交

代が実現しました。そして昨年９月16日に新政

権が発足後今日まで、地に足をつけた政権運営

ができるよう、鳩山内閣も民主党も努めてまい

りました。政権がかわることとは、つまり、国

民の貴重な税金を使う権利を得ることであり、

政治のルールが変わることであります。民主党

は、「国民が主役」「生活が第一」との合い言

葉のもとに、第２次補正予算、そして危ぶまれ

ました新年度予算も無事編成作業を終え、年明

けから予算審議を行っております。この間、国

も地方も半年間に２度の新政権の予算審議にか

かわることになります。

一方、選挙直後に本県の国会議員が、いみじ

くも「大政奉還」という言葉を使って政権交代

を評しましたが、江戸時代から明治への橋渡し

は、江戸城の無血入城こそありましたが、その

底流では、多くの人命や流血があった後、国家

体制が変わっております。今日、アメリカやヨ

ーロッパ諸国では、選挙という民主的な方法に

よって、いとも簡単に政権の交代が大統領選挙

等によって行われております。私ども日本は議

院内閣制でありますから、多数の議席、308議席

をとった民主党が鳩山内閣を組閣するに至りま

した。まだ鳩山内閣は歩き始めたばかりであり

ますが、今後の政治状況は、まず予算の年度内

成立、次は沖縄の普天間基地の移設問題の解

消、そして参議院選挙に突入していくわけであ

ります。

私ども民主党県議団は３名であり、政権与党

として采配を振るうには余りにも力量不足であ

りますが、幸いにも国会議員は、現在無所属で

はありますが、１区の川村秀三郎議員、２区は

比例区当選の道休誠一郎議員、そして参議院議

員は外山斎議員、この１月から横峯良郎議員

と、４名の国会議員を擁する県連となりまし

た。昨年末、政権交代で、何かと県執行部を初

め県内の行政関係の皆様には、革命に近いよう

な改革、改革で大変御迷惑をかけてきたところ

でありますが、国と地方一体となって、選挙で

お約束したマニフェストの実現に向けて邁進し

てまいりますので、今後の御理解と御協力をお

願いいたしまして、質問に入ります。

まずは、知事の２期目の去就と無投票選挙発

言についてであります。知事は１月８日の記者

会見で、当面の課題を雇用創出と企業誘致とし

て、「残る１年全力を尽くしたい」と述べて任

期を全うする考えを示されました。そして、今

日まで、みずからの２期目については態度をは

っきり表明されておりません。次期知事選につ

いては、「態度表明のタイミングは２～５カ月

前が一般的」と明言を避けておられます。一方

では、「仮に次の知事選にだれかが立候補し

て、無投票で選挙がなければ経費が５～６億浮

く。過去、どんな選挙にも候補者を出している

共産党さんに期待したい」と述べたと報じられ

ています。これを受けて県共産党は、「仮定の

話でも、民主主義の根幹をなす選挙に財源論を

持ち出すのは不見識きわまりない暴論だ」と反

発しているようです。そこで、次期知事選に向

けての知事の考えと無投票選挙に対する考え
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を、改めて伺います。

次は、基地問題に関して伺います。沖縄の米

軍基地や訓練に関する12月28日の共同通信社の

全国知事に対するアンケートでは、本県など15

道県において「負担軽減が必要」と答え、答え

の内容が、訓練や施設の受け入れを今以上に

「十分可能」「条件が整えば可能」とする都道

府県はないことがわかりました。沖縄の負担軽

減を「必要」としたのは、北海道、神奈川、佐

賀などで、ほとんどが米軍の基地や施設がある

か訓練が行われている道県であり、「沖縄以外

の都道府県も施設・訓練を受け入れるべきだ」

と明確に答えたのは、静岡、大分、宮崎の３県

です。青森などは「整理縮小」を挙げ、米軍施

設や訓練の新たな受け入れについて、富山、鳥

取、徳島、愛媛、高知などは、「適地がない」

などと答えています。また、普天間飛行場の移

設には政府の姿勢を問う声もあり、佐賀県の古

川知事は、「普天間飛行場がこのまま残ること

だけは避けるよう政府の努力に期待する」、本

県の東国原知事も、「政府の責任で明確な方針

を提示して解決すべき」としています。

その後、名護市長選で辺野古移設反対派が勝

利したことで、与党の普天間飛行場の移転先探

しが本格化しております。そして、その照準は

九州だと言われております。新たな移設候補地

として鹿児島の徳之島が浮上し、長崎の海上自

衛隊の大村基地や陸上自衛隊の相浦駐屯地も取

り上げられています。また、大分県の陸上自衛

隊日出生台演習場や山口県の米軍岩国基地も名

前は挙がったようですが、地元首長の拒否反応

は強いようです。本県の新田原基地でも、既に

米軍嘉手納基地などとの共同訓練が行われ、新

年度には大型機対応の滑走路や200人規模の米兵

宿泊施設工事が本格化する時期を迎えていま

す。そこで、東国原知事に改めてこの問題に対

する基本姿勢を伺います。

次は、地方分権の推進について伺います。鳩

山内閣が目指している国の姿は地域主権であ

り、ことしは地方分権改革を一層進め、地域主

権も確かなものにしていく方向のようでありま

す。分権改革の舞台は大きく変わり、これまで

の分権改革を担ってきた地方分権改革推進委員

会は、昨年11月に第４次勧告を提出し、その役

目を終えております。今後の分権論議は、鳩山

首相を議長に、関係閣僚と有識者で構成する地

域主権戦略会議に引き継がれました。過去の分

権論議で中途半端に終わった地方税財源や国の

出先機関改革などを十分に議論する必要があり

ます。地方分権改革は今後、全国知事会など地

方六団体が要望してきた「国と地方の協議の

場」も法制化されることになりました。そし

て、厳しさを増す自治体の財政や地域経済の疲

弊、地方の過疎化など、地域の課題は山積して

いますが、これらを克服し、住民みずからが、

自分たちの住む地域の将来に希望が持てる具体

策を練り上げていかなければならないと言われ

ております。

このような中、１月23日には共同通信社のア

ンケート結果が示されております。地域主権を

掲げる鳩山政権が地方分権に取り組む姿勢を示

した地方分権改革推進計画に対する答えとし

て、「評価する」とした都道府県知事は19人に

とどまり、逆に「評価しない」が７知事、「ど

ちらでもない」が21知事でありました。地方予

算の自由度を高めるため、2010年度に政府が創

設する社会資本整備総合交付金、総額２兆2,000

億円を「評価する」としたのは９知事だけで、

あとは三角印ないしは無意見であり、分権政策

への支持は広がっていないとの指摘でありま
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す。また、鳩山政権の地方政策には、18人の知

事が、「一定の評価」も含め「評価する」とし

ています。「評価しない」は香川県だけで、残

り28知事は「どちらでもない」としています。

これは、2010年度予算での地方交付税１兆1,000

億円増額など財政面の配慮が主な理由と見られ

ています。以前に比べて「どちらでもない」が

多く、判断に迷いますが、私は、分権改革にと

って余り好ましいことではないのではと危惧し

ております。今後は、知事会の側も焦点を絞っ

て議論を進め、はっきりと主張して分権改革の

テンポを速めることが望ましいのではないかと

考えるのでありますが、知事は、今後どのよう

なことが必要で、どうすべきとお考えか伺いま

す。

次は、入札制度の改革であります。入札制度

の改革は、前知事逮捕という異常事態の中で進

められ、当初は、事件の反省から、指名競争入

札廃止など県発注工事の改革に着手しました。

事件発覚後の2006年度の落札率93.4％が、新知

事就任後の08年度は84.1％、09年度（12月末ま

で）は88.4％であります。業者の反発などで最

低制限価格を引き上げたのが要因と見られ、ま

だ改革途上だとのマスコミ評価もあります。今

回は経済・雇用緊急対策として１年間の期限を

切るにしても、最低制限価格85～90％を見直

し、おおむね90％とすることが提案されており

ますが、これは５％アップの90～95％に修正す

ることに等しく、朝令暮改の感は免れません。

改革以前の状態に戻ったとの批判も許すことに

なります。私も、景気対策や建設産業対策を否

定するものではありません。過去にも生活関連

枠等と称して、経済対策の事業を計上してきま

した。本来からすれば、制度の改定は別にし

て、10億円でも20億円でも景気・経済対策とし

て掲げることが好ましかったと思うのですが、

今回改定の背景と根拠をいま一度、知事に御説

明願います。

次に進みます。県は、現行の長期総合計画に

かわる2011年度以降の新たな計画の策定作業を

進めております。その中で最も力点を置いてい

るのが、人口減少・少子高齢化社会への対応だ

と言われております。国においては、過疎法を

６年延長の方向にありますし、過疎債の財政支

援の対象も、これまで市町村道や下水道処理施

設だけに限られていましたが、今回の法案は、

医師の確保や日常的な交通手段の確保、集落活

性化等のソフト事業の展開、認定こども園の整

備、図書館の整備、自然エネルギーを利用する

施設整備などに拡大される方向にあります。ま

た、本県の場合、20年後を予測した人口構造等

も前提としておりますが、2030年の人口は96万

人との予測も出されておるわけであります。既

存の制度や発想で過疎や限界集落に歯どめがか

かるのか、多くの県民が危機感を持っていま

す。今後の過疎対策や中山間地域対策に取り組

む知事の姿勢を伺います。

以上で壇上からの質問を終え、後は質問者席

から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

次期知事選についてであります。私は、県民

の皆様とのお約束であるマニフェストの達成に

向けて、そしてまた、経済・雇用対策などさま

ざまな重要課題の解決に向けて、一日一日全身

全霊を傾けて県政運営に取り組んでいるところ

であります。したがいまして、１期目を終えた

後の出処進退につきましては、今後、県民の皆

様、県議会の皆様などから幅広く御意見をお聞

きしながら、私自身熟慮を重ねた上で、一般的
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には任期満了の２～５カ月前に出処進退の表明

がなされているようですので、私もこうした時

期を目途に態度を明らかにしたいと考えている

ところであります。

また、先月の記者会見における発言について

でありますが、さきの発言は、「民主主義の確

保は大前提でありますが」とお断りした上で、

知事選挙にどれくらいの費用がかかるかを知ら

ない県民の方々が意外に多いことから、仮に無

投票となった場合の一つの例として申し上げた

ものであります。決して無投票選挙を望んでの

発言ではございませんので、御理解いただけれ

ばと思っております。

続きまして、在日米軍基地の移転についてで

あります。在日米軍普天間基地の移設問題は、

沖縄県の負担軽減を図る観点から、国民全体で

広く議論すべき事項と考えますが、我が国の安

全保障に係る事案であり、国が主体的に方針を

示して解決を図るべき問題であると認識してお

ります。御質問にありました本県の新田原基地

につきましては、周辺自治体が地域住民と意見

交換を重ねて、米軍再編に伴う移転訓練等を受

け入れているところであり、基地周辺の生活環

境への影響は既に大きなものとなっておりま

す。私は知事として県民の生命や財産を守る責

務がありますので、地元の負担や不安の軽減に

ついて、機会あるごとに、国に対して申し入れ

を行っているところであり、今後とも、地元自

治体と十分連携をとりながら、地域の安全・安

心の確保に努めてまいりたいと考えておりま

す。

次に、地方分権についてであります。全国知

事のアンケート等々の結果を議員はお示しにな

りましたが、本県の場合、つまり私の答えはど

ういったものであったかというのをお示しいた

だければと思っております。

御案内のとおり、政府が進める地域主権改革

については、昨年12月に開催された地域主権戦

略会議において、原口総務大臣が作成された工

程表が示されており、今後、この工程表に沿っ

た改革が進められるものと認識しております。

全国知事会では、このような政府の動きに対し

て、地方分権推進特別委員会で検討を進めると

ともに、昨年10月に発足した９つのプロジェク

トチームにおいても、国と地方の協議の場や国

の出先機関見直し、直轄負担金、一括交付金、

社会資本整備などについて、具体的な検討を行

っているところであります。私は、このＰＴの

一括交付金と社会資本整備のチームに参加して

おりますが、先日開催された一括交付金ＰＴに

おいては、本県独自の制度設計案を提案させて

いただき、また社会資本ＰＴでは、インフラ整

備がおくれた地域に配慮した仕組みづくりの必

要性を訴えているところであります。真の地方

分権、地域主権改革を着実かつスピーディーに

進めていくためには、個別の課題について、政

府としての考え方を具体的に示していただき、

地方側としても積極的に提案を行い、それらを

もとに、率直で具体性のある議論を進めていく

ことが必要だと考えております。

次に、公共事業における経済・雇用緊急対策

についてであります。公共事業における経済・

雇用緊急対策につきましては、昨年４月から、

最低制限価格の引き上げを初め、入札手続の短

縮等による早期発注など、さまざまな対策を実

施しているところであります。しかしながら、

引き上げ後においても、最低制限価格付近に応

札が集中する状況が続いております。また、建

設産業の倒産件数は本県全体の約半数を占めて

おり、さらに、国において公共事業関係費が大
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幅な削減方向にあるなど、建設産業を取り巻く

経営環境は今後一段と厳しい状況に陥ることが

危惧されております。このため、地域の経済、

雇用等を担う建設産業のさらなる支援を行うこ

ととし、今回、さらなる最低制限価格の見直し

を含め早急に対応すべきと考え、３月から実施

することとしたところであります。

なお、今回の見直しにつきましては、県議会

を初め幅広い御意見も踏まえて判断したところ

であります。今回の対策とともに、今議会で提

案しております補正予算、新年度当初予算での

事業費の確保等の取り組みにより、建設産業の

健全な経営に資することを期待するところであ

ります。

続きまして、過疎及び中山間地域対策につい

てであります。高齢化や人口減少が進む中で、

地域の活力が低下し、地域によっては維持・存

続が危ぶまれる集落も見られるなど、中山間地

域は大きな課題を抱えていると認識しておりま

す。このようなことから、昨年度より中山間地

域対策を重点施策の一つに位置づけ、元気な集

落づくりに取り組む「いきいき集落」への支援

や、中山間地域町村への県職員の派遣など、新

たな発想による施策に取り組んできたところで

あります。さらに、来年度からは、中山間・地

域対策室を「課」に昇格させるなど体制の強化

を図ることとしております。

私は、中山間地域の維持・活性化を図るため

には、地域住民の方々の主体的な取り組みを促

進することが基本であり、それをしっかりとサ

ポートするとともに、都市との交流や移住の促

進、広域的連携による産業の振興など、地域特

性を生かしたさまざまな施策を総合的に展開す

ることが重要であると考えております。また、

「過疎地域自立促進特別措置法」の改正法案で

は、法期限が平成28年３月末まで延長されると

ともに、地域医療や生活交通の確保等のソフト

事業を過疎対策事業債の対象とする等の拡充が

図られていることから、これらの制度を有効に

活用しながら、国、市町村と一体となって、過

疎及び中山間地域対策に取り組んでまいりたい

と考えております。〔降壇〕

○権藤梅義議員 お答えいただいた政治姿勢の

中の入札制度改革について、知事の御認識をも

う一度聞きたいと思っております。知事は、入

札制度の改革はもう完了したというふうに思っ

ておられるのか。経済対策と入札制度改革の終

息が、私どもから見るとはっきりしないという

気がするわけであります。本来であれば、昨年

４月から実施した経済・雇用緊急対策の５％の

入札率アップを検証して、次に進むべきではな

いかと思っておったわけでありますが、いち早

く、今回また５％程度上げる方向ということで

あります。この検証をどのようにされたか、お

尋ねをしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 本県の厳しい経済・

雇用情勢、特に建設業における倒産件数の状

況、公共事業関係費が大幅な削減方向にあるこ

となど、極めて厳しい状況を踏まえ、また本県

の入札状況の分析や、九州各県等の状況、国の

動向などに加え、地域の経済と雇用を支える建

設産業の重要性、さらには、これまでの県議会

での議論を初めとした幅広い御意見等を総合的

に勘案し、判断したところであります。

○権藤梅義議員 私がお聞きしておるポイント

というのは―予算の見積もりと最低価格等の

関係を、景気対策ということで５％上げるとい

うことが行われたわけでありますが、それを検

証して今度の90％程度というものに進んだ部分

が、検証ができにくいのかなというふうにも思

平成22年２月25日(木)



- 124 -

っております。

次に質問しますが、知事がマニフェストに掲

げた入札制度改革の中で、私が２年前に質問し

たときに「マニフェストそのものではない」と

いうふうにかわされたんでありますが、そのマ

ニフェストの説明の中で、落札率が下がること

によって78～80億前後、余剰が出てくるだろう

と、それを再投資できるというふうに説明され

ているんですけれども、この点についてはどん

なふうに御説明をされるのでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 入札の結果、予算に

残額が生じた場合は、道路、河川等必要な社会

資本整備の再投資に活用しているところであり

ますが、御質問にありますように、落札率が上

がれば、その分、再投資に回る予算が減少する

ことにはなります。しかしながら、現在は、社

会資本整備の担い手であり、かつ地域の経済、

雇用の担い手でもある建設産業そのものの経営

環境が、世界的な景気の後退、国の公共事業関

係費の大幅な削減方向など、当時予想もしない

ような厳しい状況となっております。また、本

県の入札においては、最低制限価格付近に応札

が集中する状況が続き、建設産業の健全な経営

に影響を及ぼし、ひいては今後の公共工事の品

質低下につながるリスクの増大が懸念されるこ

とから、今回の対策を講じることとしたところ

であります。

○権藤梅義議員 前知事の裁判が確定していな

い今日に、こんな議論は余りしたくないのであ

りますが、落札率の引き上げというのは、もち

ろん、県土整備部を中心としたところと、工事

をやっていく業者との関係もあるわけでありま

すけれども、やはり税金でありますから、納税

者である県民、そして工事が完成した後はユー

ザーである県民にも、この制度の変更等につい

ては十分納得してもらうことが必要ではないか

と、私は思っておるわけであります。生活関連

の工事というものが過去に30億とか入ったこと

があるわけですが、今回はそういう議論はなか

ったのでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 本県では、極めて厳

しい経済・雇用情勢に対応するため、昨年１月

からこれまでに、経済対策として275億円に上る

公共事業費を措置してきたところであります

が、国において公共事業関係費の大幅な削減方

向が示されるなど、建設産業を取り巻く経営環

境は今後一段と厳しい状況に陥ることが懸念さ

れます。このため、今議会の平成21年度補正予

算においても、国の新たな交付金を活用した、

きめ細かなインフラ整備などを実施することと

し、県単公共事業で35億円、地方道路交付金事

業で22億円を措置することとしたところであり

ます。これらの補正に当初予算を加味いたしま

すと、一定規模の事業量を確保できたと考えて

おるところであります。

○権藤梅義議員 昨年秋に九州の建設業の大会

がありまして、私、その幹部の方とちょっとお

話をして、宮崎の実情を聞かれまして、「85

～90％に戻しました」という説明をしたわけで

ありますが、その方は、「90％になれば食って

いけないことはないだろうな」というようなこ

とを言っておられました。先ほど知事もちょっ

と触れられましたが、県の対象とする工事額が

仮に500億としますと、２％、３％ということに

なると10億、15億ということになるわけであり

ますが、やはり工事量が少ない。ランクが上か

らおりてきて指名に参画をするプール制、こう

いうものも提案されておりますが、私は、やは

り10億でも15億でも件名として予算を組むべき

じゃないか、そういう考えがあるわけでござい
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ます。生活関連枠ということでとらえるとして

も、いろいろとらえ方があって、なかなか議論

が行き着きませんが、ぜひパイをふやして参加

業者をふやすという角度からの今後の検討をお

願いしたいと思っております。

次は、国の新年度予算です。

鳩山政権は、昨年末12月25日に、2010年度の

政府予算案を閣議決定しましたが、その規模は

一般会計で92兆2,992億円余を計上しました。歳

入ベースで、一般会計の税収は2009年度当初予

算比18.9％減の37兆3,960億円、法人税も５

兆9,530億円と大幅低迷が続き、所得税も雇用環

境の悪化で減少予測となっております。減税も

しかりでございます。歳出ベースでは、「コン

クリートから人へ」ということを掲げまして、

公共事業の削減率を18.3％とする一方、社会保

障費は手厚く、昨日からお話が繰り返されてお

ります子ども手当も２兆2,554億円、診療報酬の

アップや救急医療を担う中核的な病院の医療費

増など、予算比率の51％と大変大きな増加要因

になっておるわけでございます。税外収入につ

きましては、埋蔵金とかいろいろ言われます

が、10兆6,002億円を確保して、何とか今回の予

算をつくり上げた。しかし、新規国債の発行額

は33.1％増で、当初予算ベースで過去最高の44

兆3,030億円となりまして、2009年度に続き国債

発行額が税収を上回る、異常事態の予算となっ

ております。構造的には大変問題も多く抱えた

予算案でありますが、現在のところ、年度内成

立の方向で国会審議は進んでおります。

そこで知事にお尋ねしますが、本県予算編成

との関係で、地方交付税の交付が全国枠で１

兆1,000億円増額されております。本県予算の予

算編成には随分と貢献したというふうに私は考

えるわけでありますが、その額と貢献の評価を

伺いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 平成22年度の地方財

政対策につきましては、過去最大の地方の財源

不足が見込まれたことから、単年度の措置とし

て、別枠での加算等のほか、国と地方の折半に

よる補てん措置が講じられ、地方交付税の総額

は1.1兆円の増、また、臨時財政対策債と合わせ

た実質的な地方交付税というのは、3.6兆円の増

とされたところであります。この増加が本県に

どの程度寄与するかにつきましては、毎年度、

夏に行われる普通交付税の決定において明確に

なるところでありますが、当初予算において

は、国から示された伸び率等を参考といたしま

して、地方交付税で58億円余、3.5％増、臨時財

政対策債で89億円余、18.9％増と見込み、計上

したところであります。こうした地方財政対策

を踏まえるとともに、財政改革の着実な推進の

観点から、さらなる歳出の削減や歳入の確保に

努めまして、重点施策及び県政の直面する重要

課題に対応した当初予算を編成することができ

たものと考えております。

○権藤梅義議員 次は、子ども手当の創設等に

ついて。いろいろ地方としては迷惑がかかった

という認識があるかと思って、予定をしており

ましたが、これは割愛をさせていただきます。

それから、全国枠で4,200人の教職員の定数改

善、住宅用太陽光発電システムへの補助枠401億

円、木質バイオマスに関する補助枠の設定、ま

た、公共事業が18.3％と大幅にカットされたこ

とに関しまして、東九州自動車道の県南ルート

のおくれ、国道220号の防災改良事業、細島港の

大型岸壁整備事業、ダム事業や農道整備等、プ

ラス・マイナス両方ありますが、これらについ

て知事の評価と問題に対する今後の対応を伺い

ます。
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○知事（東国原英夫君） 平成22年度につきま

しては、現在の総合計画や行財政改革大綱2007

の最後の年であり、これまでの取り組みを次の

ステップへつなげていく重要な時期であります

ことから、昨年10月に平成22年度の県政運営に

係る基本方針を定め、雇用の回復など緊急的な

課題とともに、人口減少社会の到来などの将来

的な課題に対応するため、６つの重要施策を掲

げ、積極的に推進することとしております。御

指摘のありました、教職員の充実や新エネルギ

ー関係については、まさに重点施策に掲げる

「子育て支援と人材育成」や「低炭素社会の実

現」の推進に寄与するものであると認識してお

ります。一方、公共事業につきましては、御指

摘のとおり、新政権により国の予算枠は大幅な

削減となっておりますが、本県の産業振興や地

域活力の向上のためには、インフラ整備が不可

欠でありますので、当初予算におきましては、

削減の影響は踏まえつつも、必要な事業量の確

保に向けた予算額を計上したところでありま

す。

○権藤梅義議員 公共事業の大幅なカットによ

って、私どもも地方の議員という立場から、党

に対して、もう少し理解をしてほしいな、こう

いう気持ちはたくさん持っております。「コン

クリートから人へ」と幾ら言っても、日本国じ

ゅうが一緒ではないわけでありまして、そうい

う意味で、地方はもっとコンクリートの必要性

というものを訴えていかなければいけないのか

なと考えております。そういう意味から、今後

については、知事も先ほど地方分権のところで

言われましたけれども、プロジェクトチームを

つくって社会資本整備の部会で議論を深めてい

くということであります。私どもも、地域は地

域なりに地域の実情を、よく歩いて研究する、

そして問題を正確に国に上げていく。そういう

中には、地方としての議論を積み重ねて、説得

力のある―党を説得する、内閣を説得するん

じゃなくて、国民の側からも、都市の側から

も、地方の側から見ても納得できるような基準

や手続が今、不足しているのではないか、そう

いうふうに思うわけであります。

また、一昨日は、市長会とか町村長会から

も、陳情のあり方等について要望をいただきま

した。私どもとしては、大臣が陳情を受けられ

なくても、副大臣は受けられるわけであります

から、そういったものも今、要望のあったとこ

ろについては一生懸命やっているわけでありま

す。こういったことは、知事も努力をしていた

だきますし、私どもも努力をしなきゃいかん

し、地方として同じ方向でありますから、今後

つくり上げていかなければいけないのではない

かと、説得力のある制度や基準というものを考

えておるわけでありますが、知事の御見解を伺

いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 高速道路関係等の予

算につきましては、特に北海道、青森、長野、

鳥取、京都、佐賀は15～20％ふえているわけで

ございます。ぜひ頑張っていただきたいと思い

ます。

私も、全国的に見て明らかに立ちおくれてい

る高速道路を初めとする道路網や、産業振興を

支える港湾整備、さらには土地改良事業など、

本県においてインフラ整備は重要かつ不可欠な

ものであり、全国一律に語られるべきものでは

ないと考えております。県民の生活や産業を支

えるインフラ整備は県民共通の願いであります

ので、私といたしましても、今後とも県議会議

員の皆様や国会議員の皆様、県内市町村の方々

と幅広い連携のもと、一丸となって本県の現状
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を訴え、その実現に向けて努力してまいりたい

と考えておりますので、よろしくお願い申し上

げます。

○権藤梅義議員 恐縮します。

次に進みます。県の新年度予算は、一般会計

で5,772億円余の総額となり、「ひかり輝く宮崎

の未来へ～県民総力結集予算」と位置づけて、

今議会に提案をされております。政権交代によ

って、大変予算編成上御迷惑をかけたという点

では、皆様方の御努力に心から敬意を表すると

ころでございます。

それでは、予算の内容について幾つか総括的

に質問をいたしますが、景気や雇用の悪化が続

く中、税収不足や経費の節減等に努めてこられ

たものと思いますが、その中でも財政改革の着

実な実行を第一に唱え編成したとの知事の説明

がありましたが、本予算案に織り込まれた財政

改革の効果や内容をお尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 計画期間の最終年度

となります平成22年度は、財政改革プログラム

の着実な実行を図るため、引き続き、人件費の

削減や投資的経費の縮減・重点化、事務事業の

徹底した見直しを着実に行うとともに、財源確

保対策等の取り組みを推進し、多額の収支不足

額の圧縮を図ったところであります。一方で、

事務事業見直しにより捻出した財源等の一部を

活用して、新規事業119件、104億円程度、改善

事業70件、26億円程度を措置するなど、県政の

重要施策を積極的に推進するための予算を盛り

込んだところであります。

○権藤梅義議員 予算の説明を読んでいきます

と、緊急課題への対応ということについては、

「将来的な課題への対応」とか「新たな産業の

展開」「子育て支援と人材の育成」等、いろい

ろ重点事業の必要性や概要が述べてございま

す。私どもも読みながらまた考えさせられる点

もありますが、こういった事業の展開、それか

ら新規事業で計上した多くの事業の中で特に特

徴的なものについて、お尋ねをしたいと思いま

す。

また、財政の健全化や経費の節減、積立金等

の増減等、知事就任から４年間の努力目標を掲

げてきて実績があるわけでありますが、その目

標と結果がどのようになっているのか、一括し

てお尋ねをしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 平成22年度新規事業

の主なものといたしましては、雇用対策、特に

新規学卒者向けとしまして、民間の企画提案に

よって事業を展開する「新規学校卒業者等雇用

創出・人材育成事業」や、国の訓練事業との連

携を図る「新規学卒者等就職支援事業」、地域

医療の再生といたしまして、医師の養成・確保

を図る新たな取り組みであります「宮崎大学

「地域医療学講座（仮称）」運営支援事業」や

「ドクターヘリ導入促進事業」、中山間地域の

活性化対策といたしまして、集落から企画提案

される事業へ補助する「「いきいき集落」活性

化推進事業」や、関係部局が連携して新たな視

点から対策を行う「鳥獣被害対策プロジェク

ト」、人材育成としましては、中学校生活の基

礎づくりに取り組む「中学校１年生少人数学級

推進事業」、低炭素社会の実現に向けた取り組

みといたしましては、電気自動車と太陽光発電

の連携を図る「みやざきＥＶ―ＰＶ構想推進事

業」や、国が創設しました温室効果ガス排出削

減吸収量をクレジットとして認証するＪ―ＶＥ

Ｒ制度を活用する「森林資源活用温暖化対策推

進事業」といった事業が特徴的ではないかと考

えております。

また、私が就任して策定した「宮崎県行財政
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改革大綱2007」の財政改革プログラムには、２

つの見直し目標を掲げ、持続的に健全性が確保

される財政構造への転換に向けた取り組みを推

進しているところであります。その進捗につき

ましては、執行段階での経費節約等の取り組み

まで考慮すべきでありますので、平成20年度の

決算までの状況で申し上げますと、２つの見直

し目標のうち、目標１については、４年間の計

画期間累計で一般財源ベース676億円を見直すこ

ととしておりますが、平成19年度と20年度の２

年間の累計で約541億円の見直しを行っていると

ころであります。また、目標２については、18

年度を基準として、単年度で事業費ベース350億

円を見直すこととしておりますが、20年度にお

いては約504億円の見直しを図ったところであり

ます。

○権藤梅義議員 次に進みます。雇用の問題

で、重点施策というふうに掲げまして非常に大

きく扱っているわけでありますが、「雇用の確

保と就業支援」ということで、新規事業の新規

学校卒業者等雇用創出・人材育成事業５億3,000

万円、若年者等正規雇用化促進特別事業3,100万

円、新規学卒者等就職支援事業2,600万円、３つ

の新規事業と基金事業等を組み合わせながら事

業効果を上げていこうとするものであります。

この推進のために「企業立地課」の設置を初

め、組織も改編して取り組まれるということ

で、大変意気込みが伝わってくるわけでありま

す。私はこれを聞いただけでは、本当にうまく

いくのかなという気がいたすわけであります

が、これらの事業のポイントを商工観光労働部

長に伺います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） お尋ねの

事業、３つの新規事業がございます。まず、新

規学校卒業者等雇用創出・人材育成事業でござ

いますけれども、未就職卒業者等の雇用の場を

創出するだけでなく、次の雇用へと結びつくよ

うに一定のスキルを習得させるものでございま

して、引き続き委託先の企業や関連企業等での

雇用につながっていくことを期待しているもの

でございます。

次に、若年者等正規雇用化促進特別事業につ

きましては、未就職卒業者を初め就職環境の厳

しい若年者等を、事業主が試行雇用後に正規雇

用した場合に助成金を支給するものでございま

して、国の制度と連動することにより、正規雇

用化がより促進できるものと考えております。

次に、新規学卒者等就職支援事業につきまし

ては、国が民間教育訓練機関等に委託して実施

する基金訓練を受講した未就職卒業者等に対す

る就職支援を行う訓練機関に謝金を支給するも

のでございまして、就職支援体制が強化され、

早期就職が図られるものと考えておるところで

ございます。以上でございます。

○権藤梅義議員 既にマスコミ等で県民の中に

県の政策等が流れて、そういう中での反応とし

て、いかに本格雇用、つまり正社員として採用

してもらえるのか、そういう期待の声が強いの

であります。これはやっぱり、長期的な視野に

立った取り組みが必要ではないかというふうに

思うわけでありますが、一部、今のお答えの中

にもありましたけれども、再度お伺いしたいと

思います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 今回の対

策につきましては、経済・雇用情勢の急激な悪

化への緊急的な対応という側面が強いわけでご

ざいまして、今後、安定的な雇用の確保を図る

ためには、長期的な視野に立ち、産業振興等に

努めていくことが何よりも必要であると考えて

おります。このため県といたしましては、諸産
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業の振興、あるいは各産業のニーズに応じた人

材育成等に取り組むとともに、直接的な雇用創

出効果が高い企業誘致等に取り組んできたとこ

ろでございます。今後とも、企業誘致にさらに

取り組むことはもとよりでございますけれど

も、本県産業を支えている食品産業などの地場

企業の事業支援に一層努めてまいりますととも

に、今後、成長産業として期待される新エネル

ギーや医療関連産業等の振興、さらには農商工

連携による新産業の創出等を図り、安定的な雇

用の確保に努めてまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。

○権藤梅義議員 これは実質的には農業分野か

なという感じがしておりますけれども、県が１

年間の給与を肩がわりして新規就農希望者を募

集して縁結びをする「みやざき農業経営力強化

支援事業」というものが、３カ年の計画である

わけであります。これについては、非常に効果

が上がっているというふうに聞いておるわけで

ありますが、その効果と、今年度行う事業が、

例えば昨年度はうまくいったけど、ずっとうま

くいくものなのか、そういったこと等について

農政水産部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） お尋ねの「み

やざき農業経営力強化支援事業」でございます

けれども、本事業につきましては、依然として

厳しい状況にある雇用情勢を踏まえ、本年４月

に予定しておりました第２回目の公募を前倒し

して実施することとしたところであります。そ

の結果でございますが、72名の新規雇用を行

う43の農業法人等を決定しまして、現在、３月

からの雇用開始に向けて準備を進めておるとこ

ろでございます。この事業は、経営規模の拡大

とか多角化を目指す農業法人等に対して、新規

雇用に要する経費を１年間に限り支援するもの

ではございますけれども、この法人等の決定に

当たりましては、事業終了後も継続的な雇用が

見込まれるものを優先的に採択いたしておりま

すことから、安定的な雇用の創出にもつながる

ものと期待をしているところであります。今後

とも、本事業の取り組みを通じまして、農業法

人等の経営力強化はもとより、新たな雇用の確

保にも努めてまいりたいと考えております。

○権藤梅義議員 次は、米の所得補償の問題で

あります。10アール当たり１万5,000円というよ

うな話も出てまいっておりますし、また米粉等

への転作については10アール当たり８万円、こ

ういうことも言われまして、私どもも、ちゃん

と減反政策がうまくいくのか、あるいは戸別所

得補償制度がうまく乗っていくのかという点も

わかりませんけれども、新年度は、モデル事業

で5,618億円の予算を投入して行うわけでありま

すが、モデル事業とは言いながら、本事業と変

わらないという解釈でよろしいかと思います。

そういう中で、本県の準備作業、あるいは本県

の戸別所得補償での受益といいますか、トータ

ルの金額の試算等ができればお聞きをしたいと

思います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） まず、モデル

対策における交付見込み額でございますけれど

も、平成20年度と同様の作付が行われると仮定

して試算をいたしますと、１つが、米の生産費

と販売価格との差額を助成する、いわゆる１

万5,000円の分でございますが、「米戸別所得補

償モデル事業」で約22億円、それから、水田に

おける転作作物の生産に対して助成を行う「水

田利活用自給力向上事業」で約37億円、合わせ

ますと59億円程度の交付が見込まれておりま

す。これらに加えまして、二毛作での取り組み

の強化、あるいは交付単価の高い作物の作付増
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加等により、さらに交付額がふえるんじゃない

かと見込んでおるところであります。

次に、対策の導入に向けての準備作業でござ

います。本県は早期水稲を抱えております。少

しでも早い時期に、対策の内容や県段階の取り

組み方針等を農業者に周知することが大変重要

であります。このため県といたしましては、県

内各市町村、ＪＡ等に対し、昨年12月以降、国

の主催のものも含めて４回の説明会を実施した

ところであります。現在、地域ごとに４月から

の加入申請に向けて説明会等が行われておりま

すけれども、今後とも、事業の円滑な推進に向

けて最善の努力をしてまいりたいと考えており

ます。

○権藤梅義議員 次は、畜産関係の質問であり

ますが、都城等では、多い月は2,000頭を超える

和牛子牛等が取引をされました。現在は、非常

に消費が停滞をしたり、いろんな要素で、一

時50万円以上もした子牛価格が30万円の後半ぐ

らいで推移をしておる、こういう状況にあるわ

けであります。そういう中で、民主党には畜産

の所得補償に向けての構想があるようでありま

すが、基礎となる価格等の条件が２月23日、24

日にかけて提示をされましたけれども、部長に

概括的に23日、24日の内容をお聞きしたいと思

います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 22年度の国の

畜産物価格関連対策でございます。きのう、そ

の内容が公表されたところであります。主な内

容を申し上げますと、まず肉用牛関係でござい

ますけれども、繁殖農家の経営安定を図る「肉

用子牛生産者補給金制度」を補完する制度とい

たしまして、子牛価格が家族労働費の８割水準

（黒毛和種の場合38万円）を下回った場合に差

額の一部を補てんする事業が、新たに創設され

ております。また、肥育農家の経営安定を図

る、いわゆるマル緊事業と補完マル緊事業でご

ざいますが、この２つは一本化され、肥育牛１

頭当たりの全国平均の粗収益が生産費を下回っ

た場合に差額の８割を補てんする新マル緊事業

が創設されております。また、養豚関係につき

ましては、肉豚価格差補てん事業の補てん金の

算定方法が全国一本化されるとともに、生産者

の負担割合が４分の３から２分の１へと軽減を

されております。さらに、酪農関係につきまし

ては、加工原料乳価格が低下した場合の補てん

の継続が決定されております。以上でありま

す。

○権藤梅義議員 一方、民主党においては、米

はもちろんでありますが、畜産部門においても

戸別所得補償制度を導入したいという考えがあ

るようであります。そのために、先ほどのマル

緊と補完マル緊の統合、あるいは60％、80％の

補償比率の問題等も、議論の中であるものと思

います。民主党の考え方としては、今年度行う

モデル事業の米を見ながら23年度以降にやろう

ということのようでありますが、制度はずっと

続けていかなければいけない、戸別補償になら

ないときもスムーズに移っていかなきゃいか

ん。そういう意味で切れ目のない制度が望まれ

るわけでありますが、移行についての考え方を

お伺いしたいと思います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 県といたしま

しては、今回の国における関連対策の取りまと

めに当たりましては、各畜種ごとの対策の充実

強化とか、新たな所得補償制度へのスムーズな

移行となるように、国に対して政策提案を行う

とともに、今議会にも農家負担の軽減等の予算

をお願いするなど、肉用牛や養豚の経営安定に

向けて積極的に対応してきたところでありま
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す。今回決定されました関連対策につきまして

は、先ほど申し上げましたように、１つは、制

度の簡素化が図られておりますし、販売価格と

生産費に着目した補てん制度に組みかえられる

など、23年度に導入が予定されております畜産

版の戸別所得補償制度への移行を見据えた内容

であると理解しております。今後はさらに、本

対策の内容を十分検証しながら、全国有数の畜

産県である本県の実情が十分反映されますよう

に、国に対して積極的に働きかけをしてまいり

たいと考えております。

○権藤梅義議員 要望にかえますが、今、部長

みずからおっしゃいましたように、南九州は畜

産圏ということで、この制度に対する酪農ある

いは畜産農家の関心も非常に高いわけでありま

す。そして、農業新聞等を見ますと、従来の制

度のほうが歴史もあって使い勝手がいいという

ような意味合いのことも言われておりますけれ

ども、戸別所得補償ということになれば、食料

を買う消費者の立場の理解も求められておるわ

けであります。一方では、畜産農家等から前の

制度より悪くなったと余り言われないような情

報提供を、鹿児島県等とも一緒になって……。

国に現場を見てもらうと、そういう意味で私ど

もも訴えてまいりますが、よろしくお願いした

いなと思っております。

次は、地域医療再生計画でありますが、これ

もいろいろ質問が出ておりますので、はしょり

まして、国の支援する基金事業が終了した後の

事業費負担をどのように予測しているかという

点だけをお尋ねしたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 地域医療再生

計画には、基金事業が終了する平成26年度以降

も継続する事業として14事業を想定しており、

このうち県の財政負担を想定しているものは４

事業であります。１つ目は宮崎大学医学部の地

域医療学講座の運営支援、２つ目が同附属病院

におけるドクターヘリの運営支援、３つ目が県

の医師修学資金貸与事業、最後に小児救急医療

電話相談事業であります。現時点で、平成26年

度のこれらの事業に係る負担について試算しま

すと、ドクターヘリの運航等に係る国庫補助金

約8,700万円も含め、約２億6,000万円の財政負

担を想定しているところであります。

なお、この財政負担のあり方につきまして

は、今後、それぞれの事業効果を検証しつつ、

事業継続の観点から、市町村等関係団体に協力

をお願いすることも含めて検討することになる

と考えております。以上でございます。

○権藤梅義議員 駆け足で恐縮ですが、高校の

実質無償化がことし４月から実施される予定で

あります。国の政策として実施されるものでは

ありますけれども、その恩恵は高校生、保護

者、本県に非常に重要な影響があるというふう

に思っております。この制度の対象となる生徒

や学校への普及・ＰＲ、それから、所得によっ

て支援する金額が違っておる、こういうことも

聞いておるわけであります。したがいまして、

県民政策部長に、現状の施行に向けた準備段階

でどういうことをやっているか、あるいは所得

によって12万から24万までということのようで

ありますが、そういったこと等についてお伺い

をしたいと思います。

○県民政策部長（高山幹男君） 私立学校の高

校生に係る就学支援金でありますけれども、国

の制度創設を受けまして、平成22年度当初予算

案に、対象となる県内の私立高等学校、私立専

修学校の高等課程の生徒分として13億6,362万円

を計上いたしております。この制度の円滑な実

施のために、１月15日に開催された文部科学省
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の都道府県に対する説明会を受けまして、早

速、１月19日に私立高等学校の事務長等を対象

とした説明会を開催いたしております。この中

で、制度の概要とか実施スケジュール等につい

て御説明し、協力をお願いしたところでありま

して、３月５日には、さらに具体的な事務等に

関する説明会を行うことといたしております。

また、生徒・保護者に対しましては、私立高等

学校等から、さまざまな機会をとらえて、制度

の趣旨・内容について周知していただくようお

願いをいたしております。

それと就学支援金の額ですが、先ほど24万と

かいう額をおっしゃいましたけれども、月額で

申し上げますと、一般の生徒の場合は月額9,900

円を予定しておりますが、保護者の年収に応じ

て段階を変えておりまして、一番多い場合で、

年収250万円未満の保護者の場合については月額

１万9,800円、通常の倍の額を最高限度として支

給する予定といたしております。今後とも、私

立高等学校等と連携を図りながら、生徒・保護

者への周知を徹底いたしまして、制度の円滑な

実施に向けて努めてまいりたいと考えておりま

す。

○権藤梅義議員 順番が前後しているかもしれ

ませんが、介護職員の処遇改善の交付金申請

が、本県は全国で一番低かった、こういう指摘

があります。一番高いところは山形県の90％、

島根県の88％、岩手、秋田、京都の87％などに

比べると、本県の71％は16～19％低くなってい

る、こういう指摘であります。この制度の趣旨

からいって、処遇改善等がおくれる心配がある

のではないか、そういうふうに思うわけであり

ますが、福祉保健部長の御見解を伺います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 介護職員処遇

改善交付金につきましては、事業者説明会の開

催や未申請の事業所に直接、申請書と記入要領

を送付するなど申請促進に努めましたが、結果

的に御指摘の申請率となりました。また、申請

しない理由を調査しましたところ、介護職員の

みの処遇改善では職種間の不均衡が発生すると

いうことが最大の理由でしたが、事業の種別、

事業規模などから生じる複合的な要因が、低い

申請率にとどまった原因と考えております。今

後の対応につきましては、22年度の交付金の申

請に先立って、すべての事業所に制度の仕組

み、申請書様式、記入要領を送付し、申請率の

向上を図っているところであります。また、今

回の低い申請率が今後の介護報酬改定等による

介護従事者の処遇改善に悪影響を及ぼさないよ

う、さきに実施した調査の内容を精査の上、国

に情報提供したいと考えております。以上でご

ざいます。

○権藤梅義議員 次に、がん等の終末期医療に

関係して、「宮崎をホスピスに」というプロジ

ェクトがありまして、そこが終末期の自宅での

療養支援で、こういう本をつくったと。私は、

こういうこともマスコミで初めて知ったわけで

ありますが、2,200カ所にアンケートし、200数

十カ所の施設からの回答の要約をして本にして

おるということで、貴重な文献だと言われてお

ります。そこで、福祉保健部長にお尋ねします

が、県は県なりの自宅介護のあり方等をいろい

ろ工夫しておられるんだろうなと思います。そ

のことと、関連しますが、精神科の医者が足り

ないということで、３つの県病院の中で延岡と

日南は指定が解除された、こういう話があるわ

けでありますが、これは患者さんとか治療され

る方にとって実質的な不利益はないのか、その

２点をお尋ねしたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） まず、終末期
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のがん患者さんが、住みなれた家庭や地域で安

心して療養できる体制の整備は、大変重要と考

えております。このため、県におきましては現

在、県内４地域のがん医療圏ごとに在宅緩和ケ

ア推進連絡協議会を設置し、地域がん診療連携

拠点病院を中心に、緩和ケア病棟や在宅療養支

援診療所、訪問看護ステーション、薬局等によ

るネットワーク体制の構築を進めているところ

であります。今後とも、こうした取り組みの中

で、緩和ケアにかかわる医療従事者への研修や

情報提供を進めるとともに、自宅療養も含めた

受け入れ体制の拡充に取り組んでまいりたいと

考えております。

次に、がん診療連携拠点病院の指定について

でございますけれども、このがん診療連携拠点

病院は、質の高いがん医療を提供することがで

きるよう、国が基準を設け指定するものであり

まして、県立延岡病院と県立日南病院は、それ

ぞれ県北と県南のがん医療圏の拠点病院として

指定を受け、地域のがん医療の中核的な役割を

担っているところであります。このたび、国の

指定要件の厳格化に伴い、平成22年３月末で、

県立の２病院が地域がん診療連携拠点病院の指

定から外れますが、今後とも、地域のがん診療

の拠点として、専門的な治療や相談支援等の内

容は維持されますので、県民の方々には安心し

ていただきたいと考えております。以上でござ

います。

○権藤梅義議員 学力テストはもう質問が出ま

したけれども、私が聞いておる範囲では、本県

独自の学力テストも併用しておるというような

ことで、今回、全員のテストであれ、32％程度

の抽出方式であれ、実質的には、本県が続けて

おる学力テストと併用してきているので、抽出

方式になったからといってマイナスとかいうこ

とはないんじゃないかというような意見も聞い

ております。そういった意味で、今回の学力テ

ストが、本県が採用しているものと２つあると

いうことでありますから、私も説明を聞いて安

心はしておるところなんです。その辺の関係

と、もう一つは、もう出たわけですが、県とし

て、今回の学力テストに採点などの経費の補助

とか、そういうものは負担しないというふうに

も聞いたんですが、その２点をお伺いしたいと

思います。

○教育長（渡辺義人君） 小学校６年生と中学

校３年生を対象に行われる平成22年度の全国学

力・学習状況調査につきましては、本県では、

公立学校の48％に当たる190校が抽出調査の対象

校となっております。一方で、抽出調査の対象

校とならなかった学校につきましては、すべて

希望利用方式を活用する意向であると聞いてい

るところであります。県の市町村に対する支援

につきましては、ただいま議員の御紹介にござ

いましたように、本県では平成９年度から本県

独自の学力調査を行っておりまして、平成17年

度からは、小学校５年生と中学校２年生を対象

に、すべての小中学校で悉皆調査として実施

し、一人一人の児童生徒の学力の状況を把握す

るとともに、学習状況の改善に努めているとこ

ろであります。このようなことから、国の実施

する希望利用方式により生じる費用につきまし

ては、学校の設置者である市町村の責任におい

て負担をしていただくことが適当であるという

ふうに考えております。

○権藤梅義議員 次は、同じく教育長にお願い

しますが、教員の病気の中で精神疾患の比率が

高いとか多いとか、こういう情報がございま

す。国全体でも、休職者全体が8,578人、精神疾

患が約5,400人、こういうデータがあるわけであ
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りますけれども、本県における精神疾患の実情

と、これに対する対策といいますか、非常に対

応としては難しい面が多いと思いますが、どう

いうことをされているのか、この２点について

お伺いしたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 平成20年度の場合で

申し上げますと、休職者に占める精神性疾患の

割合は、全国では63％でありますが、本県にお

きましては、95人の休職者に対して精神性疾患

は51人となっており、その割合は、ここ数年５

割を少し上回る状況となっております。このた

め県教育委員会といたしましては、平成20年度

から、学校職員健康づくり総合支援事業に取り

組み、管理職や衛生管理者を対象とした研修会

の開催、メンタルヘルスに関する相談窓口の開

設等により、心の病の予防や早期発見・相談に

努めているところであります。

また、精神性疾患などの病気で休職中の教職

員が円滑に職場に復帰するとともに、再発を防

止するために、平成17年12月から、職場復帰ト

レーニングを導入し、希望者に対して実施して

おります。トレーニングの内容といたしまして

は、所属の学校におきまして、原則４週間の中

で、病気の程度に応じて、同僚との会話とか授

業参観等を通して、少しずつ仕事になれるよう

なものとなっております。これによりまして、

平成20年度は、25人の教職員が職場復帰トレー

ニングを実施し、そのうち17人が職場復帰をい

たしております。このような取り組みによりま

して、今後とも、教職員が安心して働くことが

できる環境づくりを推進してまいりたいと考え

ております。以上です。

○権藤梅義議員 一部出ておりますが、知事

に、オーシャンドームの利用問題についてで

す。表現が悪いんですが、宝は持っておるけれ

ども、なかなか実際に利活用が難しいというよ

うな話でありますし、固定資産税だけでも１億

数千万かかる、こういう問題もあるわけであり

ます。しかし、総投資額その他、当初の目標か

らすると、このままではもったいないと、県民

も私どもも思っております。民間企業になった

ということを考えると、なかなかまた難しい面

もあろうかと思いますが、この再利用の仕方に

ついて、知事にお考えをお聞きします。

○知事（東国原英夫君） オーシャンドーム

は、長さ300メートル、幅100メートル、これ

は、例えばサッカーグラウンドであれば優に２

面もとれるほどの規模でありまして、全国的に

も例を見ない全天候型の施設であることから、

うまく利活用されれば、今後、県の観光振興等

にも大きく貢献する可能性があると考えており

ます。したがいまして、現在、調査チームを立

ち上げまして、広くその利活用策の調査を行っ

ているところであります。今後の県の対応につ

きましては、調査チームの報告が出た段階で、

宮崎市とも協議しながら、別途判断していくこ

とになりますので、今の段階では何とも申し上

げられませんが、私といたしましては、できる

だけ民間企業によって運営していただくことが

望ましいと考えております。

○権藤梅義議員 台湾便の就航復活ということ

については、私どもも非常に喜んでおるわけで

ありますが、どういうふうに休止前と比べて改

善がなされたのかという点においては、会社は

確かにかわりましたが、余り変わっていない点

もあると思います。また、24席も多いというこ

とでありますから、搭乗率70％をキープするの

は大変だと思っておるところであります。そう

は言いながら、私どもとしては、せっかく宮崎

から定期便が飛ぶということでありますから、
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鹿児島、大分等も含めて70％を超えるような事

業展開を期待したいわけであります。非常に簡

潔な質問で恐縮ですが、知事にお答えをお願い

したいと思います。

○知事（東国原英夫君） 台北線はソウル線と

ともに、本県が目指しております東アジアとの

経済・交流拡大を図っていくための基盤となる

ものでありまして、観光誘致のためにも大変重

要な路線であると考えております。今回の運航

スケジュールにつきましては、台湾だけでなく

東南アジア等への乗り継ぎも考慮されておりま

すので、県民の皆様はもちろんのこと、鹿児島

などの隣県の皆様にも路線の利便性や国際線団

体利用補助制度等のＰＲを行い、一層の利用促

進を図ってまいりたいと考えております。さら

に、安定的に利用者を確保するためには、修学

旅行や文化・スポーツ交流の促進、鹿児島県等

とも連携した南九州の観光資源のＰＲなどさま

ざまな取り組みを行い、路線の早期の定着を図

ってまいりたいと考えております。

○権藤梅義議員 最後になります。自殺対策で

ありますが、前年比30名程度減少したというこ

とで、大変評価をしております。質問としては

割愛いたしますけれども、結果がよかった原因

等もなかなかわかりにくいということでありま

すが、気を抜くことなく今後も御尽力いただき

ますようにお願いいたしまして、質問を終わら

せていただきます。ありがとうございました。

（拍手）

○中村幸一議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き代表質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後３時53分散会
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◎ 代表質問

○中村幸一議長 ただいまの出席議員40名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き代表質問であ

ります。

ただいまから代表質問に入ります。まず、自

由民主党県民の会、水間篤典議員。

○水間篤典議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。自由民主党県民の会を代表いたしま

して、御質問を申し上げたいと思います。

バンクーバー冬季オリンピックも残すところ

４日となったようでございますが、きょうは、

真央ちゃん対キム・ヨナ、日韓対決あるいは頂

上決戦というような話でございまして、今、我

が国で日航の経営破綻や、あるいはトヨタのリ

コール問題、政権交代後、繰り返される政治と

金の問題を初め、余り明るい話題はない中で、

本当に久しぶりに日本が沸いたのが男子フィ

ギュアの髙橋選手のメダル獲得でありました。

日本の選手の頑張りに、すばらしい感動を与え

ていただきました。この選手たちは、大会本番

のわずかな数分、数秒のために、この４年間、

想像もつかない厳しい練習を積み、１年目より

２年目、２年目より３年目と負荷を上げなが

ら、みずからの限界に挑戦をしながら本番に臨

んでいるわけでありまして、私は、その姿は何

かしら知事にダブって見えるのであります。知

事は、４年目のことしを仕上げの年とされてお

ります。次の４年目について、さきの定例会見

で、また昨日の質問でも、９月ごろの表明が順

当であろうというような表現でありまして、仮

に選挙日が年内になってもそうなのか、いつご

ろ表明をされるのか、また国政についてはおあ

きらめになったのか、ひとつお聞かせをいただ

きたいと思います。

次に、財政見通しについてであります。

国の平成22年度予算案につきまして、現在、

国会において審議中であります。予算編成過程

を見ましても、政権交代を実感させるものでも

あります。昨年秋の政権交代後、前政権が決定

した概算要求基準、いわゆるシーリングの撤

廃、概算要求の見直しに始まり、前政権で編成

した補正予算の執行停止、政府への陳情窓口の

一本化、無駄な事業の洗い出し作業である行政

刷新会議の事業仕分け、そして財務省原案の廃

止など、政治主導を印象づけるものでもありま

す。一方で、世間の注目を集めました事業仕分

けにいたしましても、政権の高支持率に寄与は

したものの、公益法人等の基金、いわゆる埋蔵

金の返納１兆円と、各省の要求削減１兆円を合

わせた２兆円にとどまるなど、当初想定したほ

どの財源は捻出できなかったのではないかと

思っております。また、政府への陳情窓口一本

化にいたしましても、地方の声が果たして国政

に届くのかとか、必要な事業が予算に反映され

るのかといった懸念も出ていたところでありま

す。現在、公共事業の箇所づけの問題など、予

算編成過程の透明性、公平性の問題が提起され

ているところでもあります。

さて、そのような経緯を経て編成された、政

権後初の予算となる平成22年度の予算案であり

ますが、その歳出総額は、政権公約、いわゆる

マニフェストに掲げる各種の施策を盛り込んだ

結果、92兆2,992億円と過去最大の規模となった

のであります。一般歳出53兆4,542億円の内容を

見ますと、「コンクリートから人へ」の基本理

念のもと、公共事業関係費を18.3％減とする一

方、子ども手当などを内容とする社会保障関係

平成22年２月26日(金)
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費は9.8％の増、高等学校の実質無償化などを内

容とする文教及び科学振興費は5.2％増となるな

ど、前年までとは大きくさま変わりをしたので

あります。また、地方交付税交付金について

は17兆4,777億円が計上され、地方に配分される

段階、いわゆる出口ベースでは前年度比で１

兆1,000億円の増額となるようであり、景気低迷

のもとで財政難にあえぐ地方の声に一定の配慮

もなされたようであります。一方、その財源を

見ますと、埋蔵金など税外収入を10兆円以上積

み上げたものの、新規国債の発行が過去最大

の44兆3,030億円、深刻な景気低迷を反映して税

収は37兆3,960億円となり、戦後初めて、当初予

算段階で新規国債発行額が税収を上回る逆転現

象が生じたのであります。この結果、国と地方

を合わせた長期債務残高は862兆円程度、国内総

生産（ＧＤＰ）の1.8倍に達する見通しで、先進

国では類を見ないほどの財政悪化が進んだので

あります。そこで、お尋ねをいたします。国の

平成22年度予算における地方財政対策につい

て、知事はどのようにお感じになったのか、お

伺いをいたします。

次に、県の予算についてであります。

平成22年度予算は、知事にとりまして、第１

期の４年目、最終年度の仕上げとなる予算であ

ります。これまでマニフェストに掲げられた施

策の実現に邁進をされ、子育て支援、観光振興

や入札制度改革などで成果を上げられたところ

でありますが、一方で、雇用や企業誘致ではも

う一歩といったところではないでしょうか。そ

こで、「ひかり輝く宮崎の未来へ～県民総力結

集予算」と銘打った県の平成22年度一般会計予

算は、県税収入が落ち込む中、国からの臨時的

交付金を原資とする基金の活用や地方交付税の

増額などにより、歳出総額5,773億円余、前年度

比2.6％増の積極型の予算を組まれました。社会

保障関係費の伸びや、国の景気・雇用対策、公

共事業費削減などの施策を受けて、初めて民生

費が土木費を上回るなど、「コンクリートから

人へ」の影響は県予算においても見られるよう

であります。県政の直面する課題に対応するた

め、緊急的な課題に対応するものとして、雇用

確保・就業支援、地域医療再生など、６つの重

点施策を掲げ、選択と集中により重点的な措置

を講じられるとのことであります。知事にとっ

て１期目の仕上げとなる平成22年度予算におい

て、知事の考えを十分に盛り込むことができた

のか、また予算編成においてどのような点に苦

労し、苦心をされたのか、お尋ねいたします。

今回の予算編成では、財政改革プログラムに

基づき、経費節減や歳入確保等の取り組みを徹

底するとともに、各種基金の活用や地方交付税

の増額などにより、財政調整のための基金の枯

渇という事態を回避するとともに、後年度に地

方交付税で措置される臨時財政対策債を除きま

すと、県債発行額は前年度比11.1％の減、県債

残高は4.4％の減と、財政健全化にも鋭意取り組

まれているようでもあります。しかしながら、

現下の景気低迷による県税収入の減は今後も続

くものと見込まれ、また今年度は、確保された

地方交付税や臨時財政対策債も国の動向に左右

されるなど、今後の財政状況は予断を許さない

ものと考えられます。そこで、総務部長にお尋

ねをします。今回の予算により、財政改革プロ

グラムに基づく取り組みをどのように進められ

たのか、お伺いをしておきます。

次に、子育て支援対策についてであります。

子育て支援につきましては、平成22年度の予

算編成において、将来的な課題への対応という

ことから、重点施策の一つに掲げられているよ

平成22年２月26日(金)
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うでありまして、この子育て支援は、平成20年

から重点施策として位置づけられました。ま

た、福祉保健部内に「こども政策局」を設置

し、対策が講じられているところでもありま

す。合計特殊出生率につきましては、平成17年

の1.48から20年には1.60と、伸びてはきている

ようであります。しかし、県が20年に実施しま

した「結婚・子育て意識調査」では、依然とし

て子育てに関する不安や負担感を感じている県

民の割合が高く、その内容といたしましては、

「子育てにお金がかかる」「子供との接し方や

しつけの方法が正しいかどうかという不安があ

る」といったものが上位を占めたのでありま

す。県においては、このようなアンケート結果

をもとに、今後５年間の子育て支援対策の基本

ともなる次期の次世代育成支援行動計画案の策

定作業に取り組み、今回の議会に提案されてい

るようであります。次期の次世代育成支援宮崎

県行動計画において重点的に取り組む施策と、

そのため初年度ともなる平成22年度は具体的に

どのように取り組んでいくのか、あわせて福祉

保健部長にお尋ねをします。

次に、雇用の安定確保に対する考え方につい

てお尋ねをいたします。

今、我が国の喫緊の課題は、まさに景気回復

と雇用であります。特に、産業基盤の弱い本県

のような地方にとって、昨今の厳しい経済情勢

では、働く場を安定的に確保していくことは至

難のわざであります。県民生活を守るという観

点から見る場合には、それだけ重要な問題と思

うのであります。働く場が確保されて初めて、

県民の生活が成り立つわけであります。将来を

含めた生活の見通しを持てるようにすること

が、県民が安心して暮らせる基本的な条件であ

ります。このため国も、ある程度の財政赤字を

覚悟してでも、緊急の雇用対策、景気対策を講

じられておりますし、地方においても、国と連

動してさまざまな対策を打っていることは、十

分に認識しておりますが、有効求人倍率などを

見ましても、景気が回復する兆しはまだまだ感

じられないのであります。こういうときにこ

そ、県民に安心と希望を与える施策が必要であ

ります。何か抜本的な対策が必要ではないかと

私は思うのであります。こうした中で、来年度

予算において、雇用の確保と就業支援が重点施

策の筆頭に掲げられまして、県民の不安を解消

し、少しでも県民の生活を安定させる必要があ

るとの情勢認識がそこにはあると思いますが、

雇用の安定確保に向け、具体的にはどのような

対策を実施されようとしているのか、県民政策

部長にお尋ねをいたします。

次に、観光行政についてであります。

私はかつて、韓国岳にロープウエイを設置し

たらどうか、あるいは一ツ葉有料道路から青島

までつなぐ夢の大橋をかける、例えばレインボ

ーブリッジみたいにライトアップして、デート

スポットにしたらどうかというような、そうい

う意味で観光名所にしたらどうかということを

考えたことがあります。これは実現可能性につ

いては必ずしも高くはありませんけれども、観

光振興を図っていくためには、将来の宮崎の観

光、さらには宮崎県そのものに、観光客はもと

より県民も含めて夢やロマンが持てるような施

策に取り組んでいくことも大事と考えるからで

あります。そこで、商工観光労働部長に伺いま

すが、本県観光の目指す姿をどのように考え、

そのために平成22年度はどのような事業に取り

組もうとされているのか、まずお伺いをいたし

ます。

次に、医療問題についてお尋ねをいたしま
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す。

医師不足や地域医療の崩壊といった問題が毎

日のように報道され、今の時代では当たり前の

ことのように感じられています。これは大変憂

慮すべき問題であります。特に本県では、私ど

もの小林市立病院や串間市民病院など、地域住

民にとってかけがえのない病院で、医師不足の

ために、病気によっては診察ができない、治療

ができない、入院ができない患者がいるとい

う、極めて深刻な事態に直面をしております。

一言で地域医療が崩壊していると言われます

が、その根本は、格差の問題ではないかと考え

ます。医師が集まるところ、いないところ、県

立病院のような立派な病院があるところ、ない

ところ、この格差は、医療に関して言えば、一

人一人の命の重さにも通ずる重大な問題ではな

いでしょうか。医療資源に恵まれない地域で

は、健康に生きていくことへの不安や、いざと

いうとき本当に助かるんだろうかという恐怖、

そんな心配を毎日持ちながら暮らしていかなけ

ればなりません。同じ県内で、そこに生まれ

た、そこに住んでいるというだけで、極端な不

平等があっていいはずはありません。これは、

地元自治体の能力をはるかに超えております。

県の責任で、県の手厚い支援が今こそ必要では

ないでしょうか。

今回、県の当初予算には、地域医療再生基金

事業という、だれもが実現を願う医療の再生を

掲げた事業が盛り込まれました。果たしてこの

事業が、私が訴えてきたように、本県の医療の

格差を解消し、県民にひとしく安心を与えるこ

とができるのでしょうか。私たちは期待をした

い、期待をしていいのでしょうか。そこで、お

尋ねをいたします。この基金事業のベースに

なっている地域医療再生計画では、本県の地域

医療の現状や課題をどのようにとらえて、どの

ように解決を図ろうとしておられるのか。ま

た、計画に沿って平成22年度から25年度までに

事業が進められると聞いております。計画が終

了する平成25年度末には、本県の地域医療はど

のように再生をしているとお考えになっている

のか、あわせて福祉保健部長に伺います。

次に、入札・契約制度についてお尋ねをいた

します。

私も今まで、代表質問や一般質問などで訴え

てきましたが、建設投資の減少や経済の急激な

悪化に伴って、建設業は倒産の憂き目に遭っ

て、私の地元でもＡクラスの業者さえ少なく

なっている状況であります。さらに、大幅な公

共事業費の削減がなされ、公共事業に依存して

いる地方経済はますます疲弊する一方でありま

す。そのような中、平成19年度から入札・契約

制度改革が行われ、既に２年を経過いたしまし

た。また先日、公共事業における緊急経済・雇

用対策として、最低制限価格が５％引き上げら

れ、今回、３度目の改正でありました。今回の

最低制限価格の引き上げはどのような判断でな

されたのか、知事にお伺いをいたします。

私は、最低制限価格を５％引き上げても、応

札における競争性は変わらず、競争の激化は解

消できないのではないかと思うわけでありま

す。一部指名に戻すなど、もっと抜本的な見直

しが必要ではないかと考えます。今後、さらな

る入札・契約制度の見直しを行うのか、どう知

事の政治判断としてやっていかれるのか、知事

にお伺いをいたします。

次に、木造住宅についてお伺いをします。

昨年の全国における住宅の着工戸数は、80万

戸を下回り、平成20年度に比べて28％減、大き

く減少いたしました。住宅の建設は、建設産業
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のみならず、本県産業のさまざまな分野に影響

を及ぼすもので、景気浮揚対策には大きな効果

があると考えます。また、本県は杉素材生産量

が日本一、この県産材の木造住宅への活用が、

本県経済の活性化のために特に必要ではないか

と思っております。そのような視点から、去る

９月議会において、県産材木造住宅の振興につ

いて質問し、また、家電や自動車業界と同様

に、県産材住宅のエコポイント制度を創設して

はどうかと提案をいたしました。県レベルでは

なかなか難しい面もあったと思いますが、先ほ

ど国の第２次補正において、私が提案しました

ような住宅版のエコポイント制度が創設された

のであります。そこで、住宅着工戸数が減少し

ている中で、本県の木造住宅の着工はどのよう

な状況にあるのか、また住宅分野としてどのよ

うに取り組んでいくのか、県土整備部長にお伺

いをいたします。

また、それを地域の経済浮揚に直接つなげる

ためには、県産材を多く活用していただくこと

が、さらに重要であると思います。そこで、住

宅における県産材の利用促進にどう取り組んで

いかれるのか、この問題については環境森林部

長にお伺いをいたします。

次に、橋梁についてお尋ねいたします。

昨年11月に国土交通省が発表いたしましたと

ころによりますと、地方公共団体が管理する全

長15メートル以上の道路橋のうち、平成20年４

月時点で、橋脚や床版に重大事故につながりか

ねない亀裂や腐食が見つかり、崩落の危険性が

あるとして通行どめした橋は121本、通行車両の

重量を25トン未満に制限する通行規制の橋が680

本あったということでありました。本県では、

市町村管理の橋で通行どめが１本、重量制限に

ついて県管理が１本、市町村管理が11本の合

計12本ということであります。また、一般道路

における橋梁の約14万橋のうち、建設後50年以

上になる橋が、今後20年間で約６万6,300橋とな

り、割合としては47％に増大することになるそ

うであります。そのため国では、橋梁の長寿命

化及び修繕、かけかえに係る費用の縮減を図る

ことが重要であるとして、長寿命化修繕計画策

定事業費補助制度を創設し、橋梁にかかわる長

寿命化修繕計画の策定と、そのための点検費用

を補助しております。本県の橋梁は約2,000本あ

り、この補助制度を活用し、調査などを実施さ

れていると聞いておりますが、現在の調査の状

況及び今後の対策について、県土整備部長にお

伺いをいたします。

次に、戸別所得補償制度についてでありま

す。

農林水産省は、これまでの米政策改革を転換

し、平成22年度は戸別所得補償制度モデル対策

を実施することとし、昨日も質問があったとこ

ろであります、総額で5,618億円の予算措置をし

たようであります。このモデル対策は、全国一

律の基準で助成金を農業者に直接交付する「水

田利活用自給力向上事業」、そして標準的な生

産に要する経費と販売価格の差額を全国一律の

基準で補償する「米戸別所得補償モデル事業」

の２つの対策となっております。２つの対策の

特徴は、自給力向上事業では、米の生産調整の

状況にかかわらず助成金が交付されるというも

のであります。米の所得補償においては、生産

費と販売額との差を農家おのおのに算定し、そ

の全額を補償するものではないということであ

ります。新たな対策では、規模の大小にかかわ

らず、すべての販売農家が助成の対象であると

いうことでありますが、これまで農水省は、認

定農業者や集落営農など意欲のある担い手に施
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策を集中してきたと記憶しております。

しかし、国はモデル対策の中で、「サラリー

マン農家も、食料供給や多面的機能の維持に貢

献をしている。担い手を一気に出現させるのは

無理だから、サラリーマン農家を後押しして、

担い手を育てていくのが現実的だ」として、こ

れまでの方向をまさに大転換したのでありま

す。この担い手の定義の転換が、単に米の戸別

所得補償制度モデル事業のみでなく、農業の担

い手全般に及んでいきますと、本県農業にも大

きな影響を与えるものと危惧いたしておりま

す。

さらに、モデル対策は、昨年９月から検討が

始まり、制度の概要が固まったのは年末であり

ます。４月からは、農業者からの申請を国が受

け付けるという慌ただしさの中で、農水省は、

本年に入って全国各地で関係者への説明会を開

催していると聞いております。その中で、需給

調整への懸念や米価への影響など、さまざまな

課題が出されたようであります。私どもの会派

も、地域の農業者や市町村、農協などと意見を

重ねる中でも、全国一律の助成となったことで

地域の特色を生かした作物の振興ができない、

また、作物への助成だけのために、農地の集積

や団地化などの取り組みがおくれるのではない

か、あるいは、具体的な事務手続が示されてい

ないので、どういう役割分担をすればいいのか

といった、具体的な課題が出されているのであ

ります。そこで、本県では、戸別所得補償制度

のモデル対策について、担い手育成も含めてど

のように取り組んでいかれるのか、農政水産部

長にお伺いをいたします。

次に、県立病院事業についてであります。

本県における県立病院を初めとする公立病院

は、地域医療の確保において大変重要な役割を

担っております。医療を取り巻く環境が大きく

変化をする中、大変厳しい経営状況が続いてお

ります。このような中、病院局では、県立病院

が全県レベルあるいは地域の中核病院としての

使命と役割を果たせるよう、経営の健全化と安

全・安心な医療の提供の両立を図る観点から、

経営形態について検討が行われたようでありま

す。その結果、病院局としては、現行の経営形

態の継続がふさわしいとの結論が出され、今、

パブリックコメントが実施されているようであ

ります。

今回の検討は、医療という大変身近で県民生

活に大きな影響を与える課題であり、医療資源

の乏しい本県においては、今回の病院局の結論

は至極当然のことで、私としても歓迎をしてい

るところであります。しかしながら、これまで

も懸命な経営努力をされてきたにもかかわら

ず、全国的な医師不足の影響で、病院局の平

成22年度当初予算では、県の一般会計から約52

億円もの繰入金をもらいながら、約８億円もの

赤字予算を編成せざるを得ない今の県立病院の

経営状況を見ますと、経営の健全化への道のり

はなかなか険しいものではないかと考えるので

あります。

病院局の結論では、今後３年間、期間を区

切って、さらに経営改善に取り組み、再び平

成25年度に経営形態の見直しを行うということ

でありますが、全国的な医師不足の問題に明る

い兆しが見えない限り、病院局での経営改善に

は限界があるのではないかとも思います。そこ

で、病院局では、医師確保がままならないこの

ような現状の中で、今後の経営改善についての

ポイントは何なのか、それをどのように進めて

いくのか、お尋ねをしておきます。

次に、新エネルギーへの取り組みについてで
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あります。

現在、地球温暖化の原因とされております二

酸化炭素など温室効果ガスの発生を削減するこ

とは、世界的に重要な課題となっておりまし

て、国内においても、低炭素社会の実現に向け

て官民一体となった取り組みが進められており

ます。本県は、年間の降水量と日照時間がとも

に全国第３位、水力や太陽光などの再生可能エ

ネルギーを豊富に有しており、これらの貴重な

エネルギーを有効に活用していくことは、地域

の活性化や地球温暖化問題への対応として非常

に重要なことと考えます。県では現在、みやざ

きソーラーフロンティア構想の推進のもとに、

太陽光発電の普及促進に取り組んでおられま

す。来年度の重点施策の中におきましても、低

炭素社会の実現が掲げられております。水力発

電を中心に県内のエネルギー開発に取り組んで

こられた企業局におきましても、今後、これら

の分野などでの取り組みを積極的に行っていく

べきではないかと考えます。そこで、太陽光発

電などの新エネルギーへの取り組みについてど

のようにお考えか、まずは企業局長にお伺いを

いたします。

また、二酸化炭素を削減し、地球温暖化防止

に寄与するためには、山林を守り育てることが

何よりも重要であると考えます。企業局では、

未植栽地を水源涵養機能の高い森林として整備

するために、緑のダム造成事業を実施しておら

れます。事業の取り組みについての状況と効果

についても、あわせてお伺いをいたします。

次に、国民体育大会についてお伺いをいたし

ます。

昨年、新潟県で開催されました第64回国民体

育大会では、本県の成績は天皇杯順位46位と、

目標としておりました30位台には及びませんで

した。私が言うまでもなく、国民体育大会は我

が国最大の国民総合スポーツ大会であり、県民

の期待も大変大きなものがあります。さらに、

昭和54年の宮崎国体から30年が過ぎ、そろそろ

２巡目の国体開催に向け、準備を進めていくこ

とも考えなくてはならない時期であります。本

県の競技力の向上や安定が求められておりま

す。そういう意味からも、ぜひことしの千葉国

体を新たなスタートラインとしてとらえ、本県

選手団の皆さんには、実力を遺憾なく発揮し、

活躍していただきたいと思います。県民の皆さ

んに元気と勇気を与えてもらいたいと考えるわ

けであります。そこで、国民体育大会に向けた

競技力向上対策をどのように考えておられるの

か、教育長にお伺いをいたします。

次に、「スポレクみやざき2009」の総括につ

いてお尋ねをいたします。

昨年10月に、国内最大の生涯スポーツの祭典

である全国スポーツ・レクリエーション祭「ス

ポレクみやざき2009」が開催され、県総合運動

公園での開会式、特別行事を初め、県内15市町

を会場とする都道府県代表参加種目とフリー参

加種目24種目が繰り広げられました。祭典の４

日間はすばらしい天候に恵まれ、県内外及び韓

国からも多くの参加があり、各会場では気持ち

のこもったおもてなしで宮崎の魅力を発信で

き、宿泊、お土産等の経済波及効果もあり、祭

典は大成功だったと思います。この祭典の成果

を、今後の生涯スポーツの振興に生かしていた

だきたいと考えます。教育長に、スポレクを振

り返っての総括をお願いいたします。

最後に、平成22年における宮崎県警察の運営

方針についてであります。

近年、全国の刑法犯の認知件数は減少傾向に

あるということであります。県内においても、
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平成21年中の刑法犯認知件数は9,602件と、昭

和59年以来25年ぶりに１万件以下となり、また

平成21年中の交通事故死者数は73名と、一昨年

より25名は多くなりましたが、過去50年間で見

ると、３番目に少ない交通事故死者数であった

と伺っております。県警にあっては、厳しい治

安情勢に的確に対応するため、街頭犯罪の抑止

に向けたパトロールの強化を初め、自治体や関

係機関・団体と連携した交通事故防止対策な

ど、各種施策を積極的に推進しておられます。

これらの施策により、刑法犯認知件数や交通事

故死者数は減少しているものと考えますが、引

き続き、県民の安全・安心の確保に全力で取り

組んでいただきたいと願うものであります。こ

のような治安情勢の中にあって、本年１月の年

頭に警察署長会議を開催され、平成22年の県警

察の運営方針を示されたようであります。本県

の治安を維持するための県警察の運営方針の要

点について、警察本部長にお尋ねをし、壇上か

らの質問を終わります。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

私は、県民の皆様とのお約束であるマニフェ

ストの達成に向けて、そしてまた経済・雇用対

策などさまざまな重要課題の解決に向けて、一

日一日全身全霊を傾けて県政運営に取り組んで

いるところであります。したがいまして、今

は、１期目を終えた後の出処進退について考え

られる状況にありませんが、今後、県民の皆

様、県議会の皆様など幅広く御意見をお聞きし

ながら、私自身熟慮を重ねた上で、一般的には

任期満了の２カ月から５カ月前に出処進退の表

明がされているようですので、私もこうした時

期を目途に態度を明らかにしたいと考えておる

ところであります。今は、県民の福祉の向上と

県勢発展のことだけを考え、一日一日全身全霊

を傾けて、ひたすら県政運営に邁進していると

ころであります。

続きまして、平成22年度の地方財政対策につ

いてであります。平成22年度の地方財政対策に

つきましては、地方税収入や地方交付税の原資

となる国税収入の大幅な減少のほか、社会保障

関係費の自然増などにより、地方にとって過去

最大の財源不足が見込まれたことから、単年度

の措置といたしまして、別枠1.5兆円の加算等の

ほか、国と地方の折半による補てん措置が講じ

られ、地方交付税総額が前年度より1.1兆円増

の16.9兆円、臨時財政対策債と合わせた実質的

な地方交付税は、前年度より3.6兆円増の24.6兆

円が確保されたところであります。これは、厳

しい地方税収の減少に的確に対応するととも

に、これまで地方が訴え続けてきた三位一体改

革による削減額の復元・増額への配慮があった

ものと受けとめており、今後とも、持続可能で

安定した地方交付税制度の確立が図られ、地域

に必要な行政サービスを確実に提供するための

地方の財源が確保されるよう、地域主権改革の

歩を進めていただきたいと希望するところであ

ります。

次に、予算編成についてであります。平成22

年度につきましては、現在の総合計画や行財政

改革大綱2007の最後の年であり、これまでの取

り組みを次のステップへつなげていく重要な時

期と認識しておりますことから、昨年10月に、

平成22年度の県政運営の基本方針を定め、経済

や雇用の回復など緊急的な課題とともに、本格

的な人口減少社会の到来など将来的な課題に対

応するため、雇用の確保と就業支援を初め６つ

の重点施策を掲げ、積極的に推進することとい

たしました。このため、当初予算の編成におき
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ましては、選択と集中の理念のもと、平成22年

度重点施策を初めとする優先度の高い施策に重

点的な措置を講ずることとしたところでありま

す。苦労した点といたしましては、やはり財政

規律とのバランスをいかに確保するかという点

が、予算編成の最重要課題でありました。地方

交付税とその代替財源である臨時財政対策債を

合わせた実質的な交付税は増加したものの、県

税収入の大きな減少や社会保障関係費の増加な

どにより、平成22年度の収支不足額は多額に及

び、非常に厳しい状況でありましたが、財政改

革プログラムに基づき、さらなる事務事業の見

直し、歳入の確保等により捻出した財源を活用

することにより、現下の厳しい経済・雇用情勢

への的確な対応を初め、本県の発展のための重

要性の高い施策や事業を盛り込んだ予算を編成

することができたものと考えております。

次に、最低制限価格の引き上げについてであ

ります。最低制限価格につきましては、昨年４

月に、建設産業を支援するための緊急的な対策

として、予定価格のおおむね85～90％に引き上

げたところでありますが、引き上げ後において

も、依然として最低制限価格付近に応札が集中

する状況が続いております。また、建設産業に

おきましては、依然として本県の倒産件数の約

半数を占めており、さらに国においては、来年

度の公共事業関係費が大幅な削減方向にあるな

ど、建設産業を取り巻く経営環境は今後一段と

厳しい状況に陥ることが危惧され、ひいては、

公共工事の品質低下につながるリスクの増大が

懸念されておるところであります。これらの状

況を踏まえて、建設産業の健全な経営に資する

とともに、公共工事の品質確保を図る観点か

ら、緊急かつ時限的な対策として、最低制限価

格を予定価格のおおむね90％に見直したところ

であります。

次に、入札・契約制度の見直しについてであ

ります。本県では、談合事件により失われた県

民の県政に対する信頼を回復するため、一般競

争入札の拡大など、より公正、透明で競争性の

高い入札・契約制度の確立に取り組んでまいり

ました。また、改革と並行して制度を検証し、

幅広く意見を伺いながら、予定価格の事後公表

や、地元の業者が受注しやすい本県独自の地域

企業育成型の総合評価落札方式の創設、最低制

限価格の引き上げなど、必要な見直しを随時

行ってきたところであります。私といたしまし

ては、公正性、透明性、競争性を保ちつつ、技

術にすぐれ、経営努力を行い、地域にも貢献し

ている建設業者が受注しやすい環境づくりが必

要と考えており、今後とも、一般競争入札の枠

組みの中で、入札制度のあり方も含め幅広く意

見を伺いながら、制度の検証と必要な見直しや

改善を図ってまいりますとともに、厳しい財政

状況ではありますが、公共事業予算の確保や、

建設業者の実情に応じたきめ細やかな支援にも

努めてまいりたいと考えております。〔降壇〕

○県民政策部長（高山幹男君）〔登壇〕 お答

えいたします。

安定した雇用確保のための対策についてであ

ります。昨今の大変厳しい雇用情勢を踏まえま

すと、安定した雇用を確保していくためには、

緊急的な雇用維持や就業支援などの対策はもち

ろんのこと、中長期的な視点に立った産業振興

を図っていく必要があると考えております。こ

のため、来年度の当初予算案におきましては、

今年度に引き続き、雇用の確保と就業支援を重

点施策の筆頭に掲げ、37事業105億円余の事業を

計上しているところでありまして、この中で

は、若年層や中山間地域などを対象とした雇用
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確保を初め、介護・福祉や農林水産分野等への

就業支援、中小企業の経営支援など、当面の緊

急的な課題に対応することとしております。ま

た、将来的な課題への対応といたしまして、新

たな産業の展開や人材の育成についても重点施

策に位置づけ、本県の地域特性や強みを生かし

た新たな産業の展開による安定的な雇用の創

出、さらには、将来の産業や地域を支える人材

の育成にも積極的に取り組んでまいりたいと考

えております。以上でございます。〔降壇〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 お答えい

たします。

財政改革プログラムについてであります。計

画期間の最終年度となります平成22年度は、財

政改革プログラムの着実な実行を図るため、引

き続き、人件費の削減や投資的経費の縮減・重

点化、事務事業の徹底した見直しを着実に行う

とともに、財源確保対策等の取り組みを推進

し、多額の収支不足額の圧縮を図ったところで

あります。一方で、事務事業見直しにより捻出

した財源等の一部を活用いたしまして、新規事

業119件、104億円程度、改善事業70件、26億円

程度を措置するなど、県政の重要施策を積極的

に推進するための予算を盛り込んだところであ

ります。以上であります。〔降壇〕

○福祉保健部長（高橋 博君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、子育て支援対策についてであります。

子育て支援につきましては、今後５年間の対策

の基本となる次世代育成支援宮崎県行動計画を

策定し、今回の議会に提案させていただいてお

ります。この計画では、「子どもと子育てをみ

んなで支え、安心と喜びが広がるみやざきづく

り」を基本理念に掲げ、各種施策に取り組むこ

ととしておりますが、特に、県民全体で次世代

育成を支援する機運づくりや、地域における子

育て支援の推進、仕事と生活の調和の実現など

の施策を重点的に推進してまいりたいと考えて

おります。平成22年度におきましては、民間と

の協働による、みんなで子育て応援運動を展開

するとともに、新たな事業といたしまして、住

民同士の子育ての扶助組織であるファミリーサ

ポートセンターの設置促進や、地域で子育て支

援活動を行っている民間団体への支援などに取

り組むこととしております。また、青少年期に

至るまで切れ目のない支援を行うため、新たに

盛り込みました青少年の健全育成施策を一体的

に推進するなど、引き続き、全庁的な体制で実

効性のある施策展開を図ってまいりたいと考え

ております。

次に、地域医療再生計画についてでありま

す。地域医療再生計画は、地域医療が抱える課

題の解決を目的に策定したもので、先月29日、

国から総額50億円の交付決定を受けたところで

あります。計画の策定に当たっては、市町村、

医師会、宮崎大学などの関係機関の意見も踏ま

え、地域の中核病院から医師の引き揚げが続く

など、医師不足が深刻化し、救急医療体制の確

保に重大な影響を及ぼしているとの認識に立

ち、医師確保と救急医療体制の強化を、本県の

優先すべき課題としたところであります。ま

た、計画の対象圏域としては、医師不足によ

り、県立延岡病院を中心とする救急医療機能の

低下が著しい県北部・日向入郷医療圏と、医師

不足や拠点病院の老朽化等により救急医療機能

が低下している都城北諸県・西諸医療圏を選定

したところであります。この計画においては、

総合医の養成・確保が期待される宮崎大学地域

医療学講座への支援や医師修学資金の貸与枠の

拡大、また、宮崎大学医学部附属病院の救急部
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門の強化やドクターヘリ導入への支援など、医

師確保や救急医療体制の強化につながるさまざ

まな事業を盛り込んでおります。県としては、

今後、これらの事業を着実に実施することによ

り、本県の地域医療の再生を図っていきたいと

考えております。

次に、地域医療再生の見通しについてであり

ます。地域医療再生計画には、計画対象圏域で

ある県北部・日向入郷医療圏と都城北諸県・西

諸医療圏に効果が及ぶ事業だけではなく、宮崎

大学の地域医療学講座やドクターヘリ導入の支

援など、県全体に効果が及ぶ事業についても多

数盛り込んだところであります。このうち地域

医療学講座については、平成25年度までには、

地域の医療機関への年間４名以上の医師派遣が

可能な体制の構築を目指すとともに、ドクター

ヘリについても、早ければ平成23年度末の導入

を見込んでおり、順次効果が出てくるものと考

えております。事業の中には、医師修学資金貸

与枠の拡大など、平成26年度以降に効果があら

われると想定されるものもありますが、来年度

から４年間で、国費ベースで50億円という大き

な規模の事業を、県内の関係機関と連携して集

中的に実施することにより、医師の増加や拠点

病院における設備機器の充実、それらに伴う救

急医療機能の強化など、本県の地域医療の再生

に向けて、相当の具体的効果が期待できるもの

と考えております。以上でございます。〔降

壇〕

○環境森林部長（吉瀬和明君）〔登壇〕 お答

えいたします。

住宅における県産材の利用促進についてであ

ります。県産材を活用した木造住宅を振興する

ことは、再生可能な資源の有効活用ばかりでは

なく、木材を生産する山村地域の振興にもつな

がるものであります。このため、本議会に新規

事業としてお願いしております「大きな「みや

ざきスギ」活用の家パイオニア事業」を活用し

まして、杉等の大径材を積極的に活用した家づ

くりの提案や、魅力ある製品の開発などへの支

援を行いたいと考えております。また、来年度

の組織改正におきましては、県産材の需要拡大

対策に機動的かつ迅速に取り組むために、山村

・木材振興課内に「みやざきスギ活用推進室」

を設置することとしたところであります。今後

とも、これらの取り組みを通じまして、関係団

体等と連携しながら、県産材の利用促進、ひい

ては木造住宅の振興につなげていきたいと考え

ております。〔降壇〕

○商工観光労働部長（渡邊亮一君）〔登壇〕

本県観光の目指す姿等についてでございま

す。本県の観光実情をよく考えますと、いわゆ

るぬきんでた全国区の観光遺産、資源に乏しい

のは事実であろうかと考えております。しかし

ながら、本県には、韓国岳など美しい山河あ

り、雄大な海原あり、温暖な気候あり、豊富な

農林水産物あり、味あり、神話あり、すばらし

いスポーツ環境あり、人情厚い人柄あり、そし

て県庁ありでありまして、この多様性こそがそ

の特徴ではないかと思います。したがいまし

て、この多様性を構成するそれぞれの資源を磨

き、それらをうまく組み合わせ、さらには束に

して光彩を放つようにすること、そして、この

多彩な宮崎の風土を最大限に生かし、宮崎を訪

れる人々の心と体に伸びやかな充足感を与える

観光地づくりが、今後の本県観光の目指す姿で

はないかと考えております。

来年度の事業につきましても、そのような視

点から、まずは観光地づくりに力点を置いて事

業を推進してまいります。来年度事業で掲げて
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おります「みやざき観光地づくり支援事業」し

かりでありまして、現在実施しています観光地

総点検はその一環でございます。観光ルート形

成も、観光地に中身がないと、旅行商品造成に

結びつかないわけでございます。また、誘致宣

伝事業なども、単なる一過性の宣伝展開に終わ

るのではなく、観光地の課題等を照らし、さら

なる魅力アップにつながる事業展開を進めてま

いりたいと考えております。宮崎恋旅プロジェ

クト事業しかりでございます。

なお最近、ある観光専門家が民間の観光事業

者に対しまして、「自立自走」と言っておりま

す。「行政に頼るな。自分たちで汗をかいたほ

うが、それがたとえ時間がかかろうとも、その

かけた時間だけもつ。そして、汗をかいただけ

輝く」という意味だそうでございます。まさに

観光地づくりは県民総力戦でございます。今

後、本県観光の持続的な発展を期するために

も、民間の力を精いっぱい引き出す形での施策

展開を進めていかなければならないと考えてい

るところでございます。以上でございます。

〔降壇〕

○農政水産部長（伊藤孝利君）〔登壇〕 お答

えいたします。

戸別所得補償制度モデル対策に対する本県の

取り組みについてでございます。本県におきま

しては、これまで、米と転作作物を組み合わせ

た生産性の高い水田農業経営の確立に取り組ん

できたところでございますが、今後は、さらに

今回のモデル対策のメリットも最大限に活用し

ながら、引き続き、本県の特徴を生かした取り

組みを進めていくことが大変重要であると考え

ております。このため県といたしましては、米

については、需要に応じた計画的な生産を基本

にしまして、商品価値の高い売れる米づくりを

推進するとともに、米以外の転作作物について

は、畜産県としての特徴を生かした飼料作物や

飼料用稲などの生産拡大を図るなど、また温暖

な気候を生かした二毛作の取り組みの促進な

ど、農家所得の向上につながる取り組みを重点

的に推進してまいりたいと考えております。ま

た、担い手の育成につきましても、規模拡大等

によるコストの低減に取り組む認定農業者や集

落営農組織などへの支援を行うことによりまし

て、メリット措置を享受できる経営体の育成を

図ってまいりたいと存じます。いずれにいたし

ましても、平成23年度からの本格実施に向けま

して、モデル対策の中で出てくるさまざまな課

題も検証しながら、地域の実態を踏まえた制度

となるように、国に対しましても、しっかりと

訴えてまいりたいと存じます。以上でございま

す。〔降壇〕

○県土整備部長（山田康夫君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、木造住宅の着工状況等についてであり

ます。国の新設住宅着工統計によりますと、平

成21年の本県における木造住宅の着工戸数

は3,954戸であり、20年の4,585戸と比較します

と、戸数で631戸、率で13.8％の減となっており

ます。

木造住宅の普及促進についてでありますが、

木造住宅は、本県の気候風土に適しているほ

か、地球温暖化対策に寄与するなど環境に優し

い住宅であることから、県といたしましては、

木造住宅の普及促進を図るため、従来から、県

民を対象にした住宅の無料相談やホームページ

による情報提供、技術者向けのセミナー等の開

催を行っておりまして、今後とも、関係部局と

連携して積極的に取り組んでまいりたいと考え

ております。また、国の２次補正予算により新
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たに創設されました「住宅版エコポイント制

度」につきましても、木造住宅の普及促進に役

立つことが期待されますので、この制度の活用

が十分図られるよう、周知に努めてまいりたい

と考えております。

次に、橋梁の長寿命化修繕計画策定について

であります。県におきましては、平成19年度か

ら本年度までの３カ年において、橋梁の新たな

効率的管理手法としてアセットマネジメントの

導入について検討しておりまして、その中で、

県が管理する約2,000橋の橋梁点検を行いまし

た。その結果、交通どめを行うような危険な状

態の橋梁はございませんが、約240橋について

は、維持管理をしていく上で部分的に何らかの

修繕が必要であると診断したところでありま

す。あわせて、橋梁の長寿命化修繕計画の策定

に取り組んでいるところでありまして、今後

は、この計画に基づき、国の補助事業を活用し

ながら、計画的、効率的に橋梁の適切な維持管

理に努めてまいりたいと考えております。以上

であります。〔降壇〕

○企業局長（日髙幸平君）〔登壇〕 お答えい

たします

まず、企業局における新エネルギーへの取り

組みについてでございます。企業局といたしま

しても、本県の地域特性を生かした環境に優し

い太陽光発電などの新エネルギーの導入は大変

重要なことであると認識いたしておりまして、

県の施策と連係しながら、これらの分野での取

り組みを行っていく必要があると考えておりま

す。このようなことから、本年度から、太陽光

発電やマイクロ水力発電にも取り組むこととい

たしたところでございます。

まず、太陽光発電につきましては、日向市に

ございます工業用水道配水池に最大出力30キロ

ワットの設備を設置し、去る２月３日に運用を

開始したところでございますが、来年度は、さ

らに90キロワット規模の設備を、新富町の一ツ

瀬川県民スポーツレクリエーション施設に設置

する予定にいたしております。

また、マイクロ水力発電につきましては、現

在、祝子ダムに最大出力33キロワットの設備を

設置するための実施設計を行っておりますが、

来年度から工事に着手いたしまして、23年度に

は完成を予定しているところでございます。

なお、新エネルギーに関連いたしまして、環

境への配慮として、来年度は、次世代のエコカ

ーである電気自動車を購入いたしまして、知事

部局が本庁舎に設置予定の太陽光発電を利用し

たＥＶ充電スタンドを、企業局で設置すること

にいたしております。今後とも、新エネルギー

等の導入につきましては、適地調査等を行いな

がら、引き続き取り組んでまいりたいと考えて

おります。

次に、緑のダム造成事業の取り組み状況とそ

の効果についてでございます。この事業は、杉

などの伐採後に植林されていない山を購入いた

しまして、水源涵養機能の高い森林として整備

をし、安定的な電力の供給を図ることを目的に

平成18年度から始めたものでございますが、昨

年12月末までに約170ヘクタールの山林を購入い

たしまして、順次、そこに適した広葉樹や杉な

どの植林を行っております。また、これまでに

植林作業などに約230人、延べにいたします

と2,100人の方々に従事していただいておりまし

て、森林整備のほかに雇用面での波及効果も

あったと思っております。さらに、毎年、記念

事業として植樹祭を行っておりまして、ことし

は去る２月６日に、小林市の木浦木地区で実施

したわけでございますが、地元の小学校の児童
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あるいは保護者の皆さん方に参加をしていただ

きまして、植樹を通じ森林の持つ機能の大切さ

について体験していただいているところでござ

います。今後とも、地元の協力もいただきなが

ら、事業の推進に努めてまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

○病院局長（甲斐景早文君）〔登壇〕 お答え

いたします。

今後の経営改善についてであります。経営改

善につきましては、平成18年度に策定いたしま

した中期経営計画に基づき、さまざまな方策に

取り組んでいるところであります。しかしなが

ら、計画策定時には想定していなかった医師不

足により休診科が発生し、患者数が大幅に減少

するなど、病院を取り巻く状況が大きく変化し

ていることから、平成22年度に中期経営計画を

見直し、さらに徹底した病院改革、経営改善に

取り組むため、新たな計画を策定することとし

たところであります。見直しに当たりまして

は、職員のさらなる意識改革を図るため、これ

まで実施してきました「一人一改善運動」等に

加え、例えば、民間的な経営手法を参考に高コ

スト体質の是正を図る中で、経営意識の徹底を

図ってまいりたいと考えております。また、医

師の負担軽減を図るため、臨床工学技士を増員

した上で、各病院に臨床工学科を新たに設置す

るなど、医師の働きやすい環境の整備に努める

とともに、地域連携を推進し、入院・高度医療

に特化することによる収益の確保や、人件費を

初めとする抜本的な見直し等により、一層の費

用の節減を図るなど、経営基盤の確立に向けて

全力で取り組んでまいりたいと存じます。以上

でございます。〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まず、国民体育大会に向けた競技力向上対策

についてであります。第64回国民体育大会にお

ける天皇杯順位は、本県は46位となり、本県が

目標としておりました３年連続の30位台を確保

することがかないませんでした。その主な原因

といたしましては、活躍が期待されておりまし

た団体競技種別で、序盤で優勝チームや上位入

賞チームと対戦し、惜敗したことなどが挙げら

れます。

このような中、先般、関係部局や競技団体代

表者等で構成します宮崎県競技力向上推進本部

会議を開催したところであります。その中で委

員の方々からは、「本県競技力の中心である少

年競技力を向上させるために、小学生から高校

生までの一貫した指導体制のもとに、選手育成

を図る必要がある」という御意見や、「成年競

技力を向上させるために、県や民間企業など

が、トップアスリートの受け皿となれるよう

な、受け入れ体制を充実させる必要がある」な

どの御提案をいただいたところであります。県

教育委員会といたしましては、引き続き、一貫

指導体制の充実を図りますとともに、宮崎県競

技力向上推進本部会議でいただきました御意見

等も踏まえまして、県体育協会など関係機関と

十分連携を図りながら、今後も、県民に感動と

元気を与えることができるよう、競技力の向上

に取り組んでまいりたいと考えております。

次に、「スポレクみやざき2009」についてで

あります。「スポレクみやざき2009」につきま

しては、県内外から約12万6,000人もの多くの皆

様に御参加をいただき、また、経済波及効果が

予想を上回ります約22億3,000万円となるなど、

成功裏に祭典を終えることができたところであ

ります。参加された皆様からも、「心のこもっ

たおもてなしがよかった」「運営がスムーズで
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気持ちよく競技ができた」など、高い評価をい

ただいたところであり、県教育委員会といたし

ましても、関係各位の御支援・御協力に、心か

らお礼を申し上げる次第であります。今回の祭

典を通じまして、県民の皆様にはスポーツを一

層身近に感じていただき、だれでも気軽にスポ

ーツに親しむことができる「スポーツの生活

化」への契機になったものと考えております。

また、種目別大会の開催により、競技団体の組

織力の向上や、競技運営に関するノウハウ等の

蓄積が図られましたことから、各種目が地域の

シンボルスポーツとして定着し、スポーツを通

じた地域の活性化が促進されますことを期待し

ているところであります。県教育委員会といた

しましては、今回の「スポレクみやざき2009」

の成果を今後に生かしていくためにも、県内各

市町村、競技団体等ともなお一層連携を図りな

がら、生涯スポーツの振興に取り組んでまいり

たいと考えております。以上であります。〔降

壇〕

○警察本部長（鶴見雅男君）〔登壇〕 お答え

します。

本年の宮崎県警察の運営方針でありますけれ

ども、昨年に引き続き、「県民の期待と信頼に

こたえる力強い警察」といたしますとともに、

サブタイトルとして「安全で安心な宮崎をめざ

して」といたしております。これは、事件・事

故等がますます複雑多様化する昨今の治安情勢

を踏まえまして、郷土宮崎が安全で安心して暮

らせることを願う県民の皆様の期待と信頼にこ

たえるために、宮崎県警察の総合力を結集した

力強い警察活動を、本年も引き続き展開しよう

というものであります。

また、具体的な運営重点としましては、街頭

犯罪等の抑止・検挙と地域安全活動の推進、交

通事故の抑止と交通秩序の確立、重要犯罪の徹

底検挙と組織犯罪の封圧、少年の非行防止と保

護総合対策の推進、テロの未然防止と災害等重

大事案対策の推進、被害者支援の推進、この６

項目を掲げておりまして、身近に不安を感じる

街頭犯罪、侵入犯罪等の抑止対策や、特に高齢

者の交通事故防止対策等の施策を推進すること

としております。本年も、県民の皆様の意見、

要望などに適切に対応しながら、宮崎県警察が

一丸となって、運営方針等に沿った各種施策を

積極的に展開することとしておりますので、御

理解、御支援のほどよろしくお願い申し上げま

す。以上であります。〔降壇〕

○水間篤典議員 どうもいろいろ御答弁をあり

がとうございました。

それでは、ちょっと時間がありますから、２

～３問お尋ねをしておきます。まず、福祉保健

部長に医療問題についてお尋ねをいたします。

部長は、地域医療再生計画が終了する平成25年

度末、本県の医療がかなり改善するであろうと

いうようなお話でございました。今まで取り組

むことができませんでした地域医療学講座、あ

るいはまたドクターヘリの導入、確かに一定の

効果が期待できるのかもしれませんし、また私

も期待をしたいと思うわけであります。ところ

が、その中で、聞いておりますと、今回、県北

部と都城北諸県・西諸医療圏というような特定

した、25億ずつの予算づけでありました。私の

ところは、御案内のとおり小林市立病院の問題

で、先ほど答弁の中で出てこなかったんです

が、４年後が明るい兆しがあるということかも

しれませんけれども、私どもは、ことしの４月

にはグランドオープンするという市立病院を抱

えているわけでございまして、医師確保には大

変苦労しております。これは知事に聞けばよ
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かったのかなと思うところもありますが、福祉

保健部長、どうでしょう、小林市立病院が、医

者がこれだけ不足し、たった１名でグランドオ

ープンしなきゃならない、このような状況を見

ますと、県としてどうにかしていただきたい。

この前、実は私どもの首長―市長、野尻町長

含めて区長会の会長さんと、知事に陳情を申し

上げたところでございます。知事として、最高

責任者として医師確保についてはどうお考えな

のか、まずは福祉保健部長にお尋ねをしたいと

思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 小林市立病院

につきましては、地域医療再生計画の中で、地

元からの要望も踏まえ、現在休診中の産婦人科

を再開するための機器整備事業を盛り込んでい

るところであります。また、現在の小林市立病

院は、この産婦人科の問題に加え、内科の診療

体制も大変厳しい状況になっており、２次救急

医療施設や災害拠点病院として、西諸医療圏の

中核的な役割を担う同病院の現状について、県

としても大変憂慮しております。内科医の確保

に関しましては、小林市と一緒に、私も鹿児島

大学を訪ね、担当教授に直接、医師の派遣をお

願いしてきたところでありますが、現在のとこ

ろ、確保のめどが立たない状況となっておりま

す。大変厳しい情勢でありますが、今後、地元

とさらに密接に連携しながら、医師の誘致活動

を積極的に展開するとともに、医師修学資金貸

与制度の活用や大学への派遣要請などに、全力

で取り組んでまいりたいと考えております。

○知事（東国原英夫君） 御案内のとおり、小

林市立病院は、２次救急医療施設や災害拠点病

院として県西の中核的な病院だということは、

認識しております。非常に重要であると。地域

住民の安全・安心、命の安全・安心を確保する

上で非常に重要な役割を担っているということ

は、認識しております。今回、鹿児島大学に引

き揚げになった内科の医師の問題、あるいは診

療科間の格差、あるいは絶対的な医師不足とい

うことも十分認識しております。福祉保健部長

が先ほど答弁しましたけれども、鹿児島大学等

々に赴いて、医師確保のことを一生懸命やって

おります。また、鹿児島大学だけじゃなくて、

宮崎大学あるいは熊本大学等々も視野に入れ

て、今後とも医師確保に全力を傾注してまいり

たいと考えておりますので、御理解を賜りたい

と思っています。

○水間篤典議員 知事も部長も、医師不足につ

いて、宮崎県をどうにかせないかんということ

で頑張っておられる姿が目に映りますが、いか

んせん、どうしようもないのが今の実情だと思

います。

これは教育委員会に言ったほうがいいのか、

私は質問の項目に入れていませんでしたけれど

も、宮崎大学医学部の推薦入試枠で地域枠10名

あるんですね。2006年ですから平成18年です

か、地域枠をわざわざつくりながら、今回、24

名受験した中でたった２人しか通っていないん

です。何のための地域枠なのか。宮崎県の高校

の学力がそんなに低下している状況なのか、そ

こらあたりがどうなのか。これは教育長の責任

じゃないんでしょうが、もし教育長が答弁でき

るような問題であれば、なぜこんな状況が出る

のか。学校側にも問題があるんじゃないかと思

うんです。こんなに医師不足をいろいろ言いな

がら、せっかく宮崎大学医学部に地域枠10人を

設けながら、２人しか通らないというのは不思

議でならない。もし答弁ができればお答えくだ

さい。

○教育長（渡辺義人君） 私も水間議員と全く
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同感でありまして、大変残念に思っておりま

す。10名の枠に対して本年度２名ということで

ありまして、これまで枠に対しては、10名に対

して10名前後確保していただいておりました

し、我々もそう信じて、ことしに期待をして

おったわけでありますけれども、残念ながら御

指摘のような状況であります。これは言いわけ

というふうにとられても困るんですけれども、

ことしのセンター試験の結果を見てみますと、

理系に関しては、全国のセンター試験の平均点

が５教科で、たしか30点近く下がっているんで

す。このことも影響があるかと思いますけれど

も、そういう中で、宮崎大学において一定水準

以上の生徒を確保したいというような要請も、

一方ではあったようでありまして、私どももこ

のことは強く訴えたところでありますけれど

も、宮崎大学は宮崎大学としての方針があった

ようであります。そのことは先般、学長にお会

いしたときにも、「ことしについては結果が出

てしまいましたので、しようがありませんけれ

ども、来年度についてはひとつよろしくお願い

します」ということで、私のほうからもじきじ

きにお願いしたところであります。

なお、生徒については、今申し上げましたよ

うなセンター試験の状況がありましても、なお

一層、学校現場において宮崎県の医師不足とい

う現状をしっかりとらえて、立派な医師に育っ

ていただきたいと思いますので、学校のほうに

もまた、今以上にしっかりと学力をつけさせる

ように、私のほうからもじきじきに申し上げた

いと思います。以上です。

○水間篤典議員 教育長、突然で申しわけな

かったけれども、高校を担当する県教育委員会

が―私は競技力向上だけで言ってきましたけ

れども、恐らく学力までこういう状況ではない

と思うんです。たまたま、こういう学校の推薦

の仕方もおかしかったのかなと、私なりに考え

ているんですが、そこらあたり、ひとつ今後こ

ういうことがないように、せっかくの地域枠を

有効に生かしていただきたいと思っておりま

す。

次に、病院局長にもお尋ねをしたいんです

が、先ほどの答弁の中に、今回、医師の負担軽

減を図るために、各病院に臨床工学技士を増員

する、そして新たに臨床工学科を設置するとい

うような表現がありました。設置をするという

ことですが、臨床工学技士の役割と効果につい

て、おわかりであればお願いします。

○病院局長（甲斐景早文君） 臨床工学技士で

ございますけれども、医療の高度化が進み、多

様な医療機器が使用される近年の医療現場にお

きましては、医学的な知識に加え、工学的な知

識あるいは技術を持つスタッフが必要とされる

ようになってきました。このようなことから、

法律に基づいて設けられた職でございますけれ

ども、役割といたしましては、医師の指示のも

とに、手術室やＩＣＵ（集中治療室）で使用す

る人工心肺装置などの生命維持管理技術装置等

の操作ですとか、あるいは保守管理等でござい

ます。高度医療を担う県立病院におきまして

は、従来、医師が行っておりました高度な医療

機器の操作業務などを臨床工学技士が行うこと

によりまして、効率的あるいは安全な医療の遂

行、こういった医師の業務負担の軽減につなが

るのではないかというふうに認識をいたしてお

ります。

○水間篤典議員 今、医師不足の一番の原因

は、医者の業務負担といいますか、過重な労働

と言われておりますから、こういう制度が、今

聞きまして、昭和62年に臨床工学技士法が制定
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されたということでありまして、万難を排して

設置し、役割と効果については、医師の過重な

労働を軽減していただきたいと思います。

次は要望にかえますが、先ほど国体の成績に

ついて教育長からお伺いしたんですが、これに

ついては、知事が２月14日でしたか、第48回延

岡西日本マラソンに参加をされて、初めての生

中継でありました。知事が手を振りながら、沿

道にこたえながら走っている姿、しかもタイム

を見ましたら３時間23分45秒ですか、すごいで

すね。今の知事の立場にありながら、３時間の

前半で走る。これは４時間以内で走れば十分な

んですけれども、しかし、手を振りながらあれ

だけ走るというのは、恐らく２時間台が出るん

だろうと思っております。そういうトップアス

リートで、知事もそういう思いで、スポーツに

非常に関心がある。学生時代、ハンドボールも

されていた。であれば、宮崎の国体の成績、御

存じですね。ちなみに、手元にありますから言

いますけれども、順位だけ言います。平成６年

からいきます。平成６年が47位、その次45

位、44位、46位、47位、平成11年47位、43

位、46位、そして平成14年､15年が36位と35位で

す。16年41位、17年が45位、18年が40位、19年

が36位、20年が37位、昨年が46位です。知事は

３年前に就任されたんだけれども、知事もそれ

だけ元気で走られる宮崎県で、いつも言うんで

すが、国体の競技力ももうちょっと底上げでき

るようなことをお考えになりませんか。答弁は

要りませんけれども、そういう意味では、知事

も非常にスポーツに明るい。全国の知事会で走

らせたら断トツのトップでしょう。そのくらい

全国にアピールしているんです。であれば、せ

めて宮崎の国体も、成績が半分以上は、20番目

以内には入れるようにと思っておりますから、

どうか次は、お考えをいただきたいと思いま

す。

もう一つは、入札制度改革で５％上げられま

したこと、私はすばらしい英断だと思います。

今、私は子育て問題もやりましたが、実は景気

回復なんです。景気を回復してやることが、子

育てにも最後はつながるんです。ということ

は、雇用にもつながる。会社が元気が出ると、

当然、人が要ります。そして、雇用が生まれ

る。雇用が生まれるということは、税収も上が

る。この前の話じゃないですが、デフレスパイ

ラルの逆バージョンです。今度、５％だけじゃ

なくて事業費も伴って、ある部分、事業費もつ

けてあげる、公共事業を発注してあげると。す

べて何か世の中、公共事業が悪だというような

表現ですが、そうじゃないんです。景気を回復

してやる、そこに重点も置いていただきたいと

思います。どうかそこもひとつお考えをいただ

きたい。

それと最後に、「綸言汗のごとし」と、この

前の議会でも言いました。実は、知事が西諸に

来られたときの話を聞きまして、小林商業高校

の跡地の問題、あれは無償で譲渡してもいいで

しょうとかいうことでしたが、市がちゃんと計

画を出してくればというような表現がありまし

たけれども、フリーウェイの工業団地でもそう

です。無償譲渡とか無償の貸し付けとか、先に

知事が言うべきじゃないと思うんです。ここは

実際２つの業者が入っている中です。その人た

ちの問題はどうするのか。今後、新しく来られ

る人には新しい条件でお貸しいただく。県も、

公有財産の有効活用推進事業、1,500万、今度、

新規事業で予算を組んだんです。この人たちの

立場も考えなきゃならない。県の立場もありま

す。無償―小林にとっては非常にいいことな
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んです。いいことなんだけれども、教育委員会

としては困る部分も出てくる。そういうことを

考えますと、「綸言汗のごとし」であります。

言った言葉は取り返しがつかないというような

こともありますから、どうかよろしくお願いし

まして、私の質問を終わります。以上です。

（拍手）

○中村幸一議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時28分休憩

午後１時０分開議

○中村幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、愛みやざき、武井俊輔議員。

○武井俊輔議員〔登壇〕（拍手） 愛みやざき

を代表して質問をさせていただきます。

バンクーバーオリンピックもいよいよ佳境を

迎えまして、フィギュアスケートも女子決勝

が、こともあろうにこの時間に行われるという

ことになってしまいました。私も本当に見たい

なと思いながらでございますが、浅田真央選手

の金メダルをこの議場からお祈りしたいと思い

ます。日本じゅうがテレビにくぎづけかもしれ

ませんが、私にとりましても初めての代表質問

でございます。金メダルがとれるように頑張り

たいと思いますので、どうぞよろしくお願いを

申し上げます。

私たち愛みやざきも３人での新しい出発とな

りました。代表質問もラストバッターになるな

ど、まだまだいろいろな変化になれないことも

ありますが、とにかく県民目線をモットーに一

生懸命頑張ってまいりますので、執行部の皆様

にも簡潔明瞭な御答弁をよろしくお願い申し上

げます。

また、自殺対策など今まで触れられたものに

つきましては、一部割愛をしながら進めさせて

いただきます。よろしくお願いを申し上げま

す。

では、早速質問に移ります。知事の政治姿勢

についてお伺いをいたします。

「県民総力戦」をキーワードに東国原県政が

始まって３年余りがたちました。県民の皆様か

らすると、もうそんなにたったのかと驚きも多

いほど日々の移ろいの早さを感じます。さて、

そのような日々の中ですが、知事は、この県民

総力戦によって県民の意識がどう変わったと認

識していらっしゃるか。そしてまた、県民の皆

様に今望むことは何か、お伺いをいたします。

続きまして、県と宮崎市の関係についてお伺

いをいたします。先月、宮崎、都城、延岡の３

市の市長選挙が行われました。「３都決戦」と

いうことで大きく報道されてもおりましたが、

その結果、宮崎は新人、都城、延岡は現職がそ

れぞれ再選をされました。その中で、宮崎市で

は戸敷正新市長が誕生いたしましたが、来月合

併をする清武町も含めれば、県民の３分の１以

上が宮崎市民となります。県と宮崎市の連携、

また二重行政の解消などは、県全体としても重

要な課題であると考えますが、宮崎市の新市長

との協議、連携についてどのようにお考えか、

知事にお伺いをいたします。

続きまして、地方分権についてお伺いをいた

します。知事は地方分権の旗手として今までも

取り組んでこられましたが、民主党新政権は、

現行の地方交付税を、地方が自由に使える一括

交付金として変えていく方向を打ち出しており

ます。その場合、県は、県の判断として重要施

策の順位づけをよりしていかなければなりませ
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ん。例えば、宮崎、細島、油津の重要港湾につ

いて、今までは国に要望して、ついたところは

よかったな、つかなかったところは引き続き国

に訴えていくということで、ある意味では国に

責任を転嫁していくことができました。しか

し、これからは自分の判断でそれをつけていか

なければなりません。それがまさに地方分権に

おける地方の責任でもあります。つきまして

は、どのような優先順位、また透明性、そして

説明責任に関し取り組んでいかれるか、仕組み

をつくられていくか、知事にお伺いをいたしま

す。

続きまして、このたび発表された新公社等改

革指針につきまして、知事にお伺いをいたしま

す。この指針は、安藤前知事時代に策定された

ものを再編したものでありますが、公社の方向

性、改革について示したものであります。そし

てまた、今回初めて、削減目標を公社数及び人

員について数値で示されました。非常に意欲的

な取り組みであると考えますが、その理由と思

いをお聞かせください。

続きまして伺います。このたび、新しい教育

委員長に近藤好子委員が就任をされました。県

政初の女性教育委員長とのことであり、県民の

期待も大変高いものであると思っております。

ことしの元日の宮崎日日新聞の「ひと」の欄に

近藤委員長が出ておられました。まだ高校生の

お子さんをお持ちの現役ママということであ

り、好きな言葉は「健やか」、趣味は週１回の

スイミングということだそうであります。近藤

委員長には、今後とも教育行政への一層の御指

導をよろしくお願い申し上げます。

さて、そこで早速お伺いをいたしますが、教

育委員長として、宮崎県の教育の現状をどう認

識し、どのような点に課題を感じておられる

か、お伺いをいたします。

以上で壇上での質問を終わり、後は質問者席

で行います。ありがとうございました。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

県民総力戦についてであります。私は、本県

の発展を図るためには、県民一人一人がそれぞ

れの得意分野や持ち味を生かし、自発的に多様

な取り組みを行っていただくことが重要である

と考え、「県民総力戦」を掲げるとともに、さ

まざまな機会を通じ、県民の皆様にそのことを

訴えてまいりました。その結果、座談会や県民

フォーラムの場で直接、県民の皆様と意見交換

を行いますと、陳情、要望の多い中で、｢地域の

ことは自分たちで何とかしなければいけない｣と

いう熱い思いを聞かせていただく機会もだんだ

んとふえておりまして、徐々に意識は変わって

きているのではないかと、手ごたえを感じてお

るところであります。また、いきいき集落にお

ける地域活性化に向けての活発な取り組みや、

企業による植林や食育推進など社会貢献活動の

広がり、あるいはプロバスケットボールチーム

の設立の動きなど、県民の皆様が、みずから地

域や将来のことを思い、行動を起こしている事

例もふえてきておりますので、今後とも、この

ような自発的な行動の輪が県内全域に着実に広

がっていくことを期待しているところでありま

す。

県と市町村は、「住民福祉の向上」という共

通の政策目標に向かって施策を推進していく、

対等で大切なパートナーであります。私は、こ

のような認識に立って、知事就任以来、すべて

の市町村長さんと緊密な連携を図りながら、施

策を推進してまいりました。中でも宮崎市は、
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県人口のほぼ３分の１を擁する県都でありまし

て、スポーツキャンプや企業の誘致を初めとし

て、さまざまな分野で連携を図ってきたところ

であります。今回の選挙で戸敷市長さんが誕生

いたしましたが、引き続き手を携えながら、現

下の厳しい状況を乗り越え、宮崎県勢の発展に

尽力してまいりたいと考えておるところであり

ます。

次に、一括交付金についてであります。一括

交付金については、政府の地域主権戦略会議で

示された工程表において、ことしの夏までに基

本的な考え方や論点を整理し、23年度に導入す

るとされております。地方分権改革を進めるた

めには、使い道が自由な財源の確保が不可欠で

ありますので、私は、この一括交付金の導入に

期待をしており、先日の全国知事会のプロジェ

クトチームでは、本県としての制度設計の提案

をさせていただいたところであります。県で

は、毎年度の予算編成での重点施策の推進や各

種課題への対応において、事業の必要性、効果

等をもとに優先順位を判断しておりますが、一

括交付金が制度化された場合にも、やはり、県

としての戦略、方針のもとで同様の判断をして

いくことになるものと考えております。また、

県の裁量の幅が拡大することで、予算配分に対

する責任が大きくなることは当然であり、県民

に対する説明責任を果たすための新たな仕組み

づくりも必要になると思いますが、こうしたこ

とについては、一括交付金の制度設計の具体的

な内容を踏まえながら、今後検討してまいりた

いと考えておるところであります。

次に、新公社等改革指針についてでありま

す。今回の数値目標の設定は、平成16年３月に

公社等改革指針を策定して以来初めての取り組

みであります。公社等改革につきましては、こ

れまでの６年間で14法人を削減するなど、一定

の成果を上げているところですが、さらに改革

を推進するため、具体的な努力目標を数値で内

外にお示しし、県として責任を持って取り組む

こととしたところであります。今後、数値目標

の実現に向け、公社等ごとに改革の工程表を作

成し、公社等と県の双方が十分な共通理解と認

識のもと、改革に取り組んでまいりたいと考え

ております。〔降壇〕

○教育委員長（近藤好子君）〔登壇〕 昨年12

月24日付で教育委員長に就任いたしました近藤

でございます。本県教育のさらなる振興に邁進

していきたいと考えておりますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。

本県教育の現状と課題についてお答えいたし

ます。

私は、これまで２年間、教育委員として本県

の教育に携わってまいりましたが、子供たち

は、それぞれ学ぶ環境は違っていても、学ぶこ

とへの喜びや、試練を乗り越えていこうとする

たくましさなど、そこには生き生きとした姿が

見えます。また、それを見守る教師、保護者、

地域の方々の温かいまなざしに出会うときに、

本県教育の成果を肌で感じているところであり

ます。このような中、本県教育の課題と申しま

すか、今後充実させるべき内容として私が感じ

ているところを少し申し述べさせていただきま

す。

私が感じておりますのは、今、教育が進めて

おります「生きる力を育む教育」に思いをのせ

まして、子供たちが「幸せに生きていく力」を

身につけていく、そのような教育を進めていく

ことが大切だと考えております。私は、子供た

ちには、生まれてきてよかったと思い、幸せに

生きてほしいと思っております。また２つ目に
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は、学校現場ではさまざまな課題が生じておる

ことは、議員の皆さんも御存じのところと思い

ます。子供たちや教師は日々悩んでおります。

ただ、学校は、生徒、教師、保護者、地域の方

々など人々が多く集うところである以上、課題

が生じるのは当然のことだと思っております。

また、子供たちは日々変化、成長しておりま

す。その中で悩みを抱え、その悩みを抱えた子

供と向き合う保護者、教師もまた悩んでいくの

も学校ならではのことだと考えております。私

は、これらの課題や悩みを真摯に受けとめて、

解決に向けて取り組んでいくその環境を整える

ことが大切なのだと考えております。このよう

なことを含め、誠心誠意取り組んでまいりたい

と考えておりますので、県議会、県民の皆様方

には、教育行政に対して、より一層の御理解と

御協力を賜りますよう、よろしくお願いいたし

ます。（拍手）〔降壇〕

○武井俊輔議員 それぞれ御答弁ありがとうご

ざいました。近藤委員長には、また後ほど１～

２点お伺いをしてまいりたいと思います。

では続きまして、さきの議会でも質問いたし

ましたが、行政委員の月額報酬の見直しについ

てお伺いをいたします。さきの議会では、裁判

や他県の状況を見ながらということでしたが、

大分県、熊本県などでも、選挙管理委員会、労

働委員会、収用委員会などについては日額に改

めるという動きも出てきております。まず、総

務部長にお伺いいたします。例えば大分県で

は、委員の報酬を日額３万円にいたしました

が、本県にそれを当てはめた場合、現行額とど

のような差異が出るか、お聞かせください。

○総務部長（山下健次君） まず、大分県の算

式から申し上げますと、９つの委員会のうち４

つの委員会、監査委員、教育委員会、人事委員

会、公安委員会につきましては、月額を5,000円

減じる。残る５つの委員会については、委員長

が日額３万円、委員が日額２万4,600円、こう

いった方式でございます。これを本県における

９つの行政委員会の非常勤委員の報酬に当ては

めてみますと、現在、非常勤委員の報酬５％の

減額を行っており、年間総額8,397万2,400円と

なっておりますが、これを平成20年度における

出勤日数で大分県の方式で算出いたしますと、

合計で4,634万円余となりまして、約3,762万円

の差となるところでございます。

○武井俊輔議員 この見直しについて、全国知

事会でも検討されているようですが、今後どの

ように推移していくのか、また県としてはどの

ように取り組んでいかれるのか、知事に伺いま

す。

○知事（東国原英夫君） 全国知事会での議論

の推移につきましては、12月にプロジェクトチ

ームが設置され、現在、各県の現状等を調査し

ている段階ですので、今後どのように推移する

かは、現時点では断定的なことは申し上げられ

ませんが、４月下旬に出される大津地裁の控訴

審の判決も見ながら、日額化の基準等について

慎重に検討がなされていくものと考えておりま

す。行政委員の報酬につきましては、去る11月

議会でも答弁させていただきましたが、現在

は、行政委員の重要な職責等を踏まえ、月額報

酬とされているものと考えておりますが、全国

知事会での検討状況や司法判断も見きわめなが

ら、議会を初め県民の皆様に御理解のいただけ

る適正な報酬のあり方について、引き続き検討

していく必要があると考えております。

○武井俊輔議員 続いて、さきの定例会見にお

ける知事の、いわゆる無投票発言について、選

挙管理委員長にお伺いします。というのは、答
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弁については、きのうの権藤議員への答弁があ

りましたので、それを踏まえて質問させていた

だきます。今度の知事選挙でございますが、知

事の答弁の中に「無投票であれば５～６億円」

という話があったわけなんですが、実際に知事

選挙にはどの程度かかるのか。また当然、告示

日の５時までは選挙があることを前提に運用さ

れるわけですが、結果として無投票であった場

合でも、準備はされます。その準備経費等はど

の程度かかるのか、選挙管理委員長に伺いま

す。

○選挙管理委員長（川崎浩康君） 平成23年１

月20日に任期満了を迎える知事の選挙におきま

しては、その執行に要する経費として約５

億8,400万円、臨時啓発に要する経費として

約1,700万円、合わせて約６億円程度の費用が必

要になってまいります。仮に告示日の立候補届

け出が１人となりまして無投票当選の場合で

も、投票用紙等の各種選挙資材の作成やポスタ

ー掲示場の設置等、選挙管理委員会が事前に準

備する必要があるものや、候補者が選挙運動の

ために作成したポスターや使用した自動車等に

係る公費負担に要する経費といたしまして、約

１億5,800万円が必要となってまいります。以上

でございます。

○武井俊輔議員 ということでございます。発

言の趣旨はきのうよくわかりましたので結構で

すが、知事は非常に支持率も高く影響力も大き

いので、また御留意をお願いしたいと思いま

す。

続きまして、県立病院の経営形態についてお

伺いをいたします。これは政治姿勢ということ

で伺いたいんですが、病院局では、県立病院の

経営形態について、最高経営会議の中で「今後

も県立維持が望ましい」という結論を出しまし

た。これは昨年まで開催された経営形態検討委

員会の結論に沿うものでもあります。しかし、

委員会では、３年後の平成25年度に改めて経営

形態の見直しを行うという案が示されておりま

す。つまり、課題があるので委員会を設置した

ということであろうかと思いますが、３年後に

また見直しをするということは、事実上の結論

の先送りではないかと考えますが、知事の見解

を求めます。

○知事（東国原英夫君） 県立病院が、今後と

も地域において必要な医療を安定的かつ継続的

に提供していくためには、その時々の課題に的

確かつ迅速に対応していくことはもとより、社

会情勢や病院経営を取り巻く状況等の変化に応

じてそのあり方を見直していく必要があると考

えております。今回の県立病院の経営形態の検

討において、病院局では、現行の形態でさらに

経営改善に取り組み、平成25年度に再度見直し

を行うこととしておりますが、これは、県立病

院を取り巻く環境が目まぐるしく変化する中

で、まずは経営基盤の確立を図った上で、改め

て医療を提供するにふさわしい経営形態を検討

するものであり、今後とも県立病院がその役割

を果たしていく上で極めて重要なことであると

考えております。

○武井俊輔議員 わかりました。それを踏まえ

て、病院局長にお伺いをいたします。なぜ３年

間かという話なんですが、先ほどもありました

とおり、今、経営環境が非常に激変をしている

という中で、来年がどうなっているのかも予断

を許さない状況にあろうかと思いますが、３年

間というのを設定された理由についてお聞かせ

ください。

○病院局長（甲斐景早文君） 今回の経営形態

の検討におきましては、県立病院経営形態検討
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委員会の報告では、「現状ですべてうまくいっ

ているとは言いがたいものの、ほかの経営形態

に変更したとしても現状の課題を改善できる保

証がなく、むしろ現在の経営形態で今後３年間

さらに経営改善を進め、その成果を踏まえた上

で経営形態を再検討すべき」との御意見をいた

だいたところでございます。県立病院を取り巻

く経営環境が、議員御指摘のとおり激変する中

でございます。こういう中で長期的な見通しを

立てることが極めて困難な状況でありますが、

病院局といたしましては、新たな経営改善の取

り組みを行った場合、その効果を検証するには

３年程度は必要であると、このように考えてお

ります。このため、今後３年間、現行の経営形

態で経営改善に取り組みまして、平成25年度に

経営形態の見直しを行うこととしたところであ

ります。

○武井俊輔議員 わかりました。この問題、最

後にもう一点伺いますが、経営形態検討委員会

で県病院への県民の声を吸い上げて、そういう

形で議論している。これ自体は非常に意味があ

ることであり、高く評価できると思っておりま

す。いろいろ話を聞きますと、延岡病院につい

ては経営検討委員会の分科会の継続を求める声

があるようでございます。県民の声を聞く場と

して引き続き設置が必要ではないかと考えます

が、病院局長の見解を伺います。

○病院局長（甲斐景早文君） 県立病院の運営

に県民の皆様の声を反映するため、これまで

も、民間の委員等で構成する県立病院事業評価

委員会を設置いたしまして、中期経営計画の進

捗状況やこれまでの取り組みの成果等について

評価いただくとともに、病院事業全般にわたる

御意見、御提言をいただいているところであり

ます。今後とも、病院運営において、より地域

住民の声を反映できるよう検討してまいりたい

と考えております。

○武井俊輔議員 次に進みます。2010年度当初

予算について、重複を避けながら御質問してま

いりたいと思います。

具体的な施策については、それぞれの項目で

伺ってまいりますが、まず、予算に臨む姿勢と

いうことについて、知事にお伺いをいたしま

す。県は、予算編成過程の公表、透明化に取り

組んでいくということでしたが、残念ながら、

今回の一連の過程を見ても、それが余り感じら

れませんでした。具体的にどのように透明化に

取り組まれたのか、お伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 予算編成過程の公表

につきましては、県民の目線に立った県政推進

や透明性の向上の観点から、平成21年度予算か

ら公表を行っているところであります。平成22

年度当初予算につきましては、これまで公表し

ております「款別、性質別、部局別の予算要求

状況及び予算計上状況」や「主な事業の要求及

び計上状況」に加え、予算編成の一環として、

例年、予算要求前の６月から８月にかけて実施

しております「事務事業の見直し」の内容につ

いて、部局別の見直し結果を事業費と一般財源

に分けて新たに公表したところであります。今

後とも、より適切な公表のあり方について検討

してまいりたいと考えております。

○武井俊輔議員 続きまして、総務部長にお伺

いをいたします。私たちは昨年、行財政改革特

別委員会の視察で、先進的にこの問題に取り組

んでいる鳥取県庁に調査に行ってまいりまし

た。電子県庁で、会派の要求なんかもその都度

その都度ホームページで公表したり、その取り

組みの斬新さに大変驚いたものでございまし

た。このような先進県が取り組んでいる予算編
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成過程の公表について、そもそも必要性を感じ

ていらっしゃるのか。そしてまた、宮崎県とし

ては最終的にどのような形が望ましいと考えて

いらっしゃるか、お伺いをいたします。

○総務部長（山下健次君） お話ございました

ように、各自治体で取り組まれている予算編成

過程の公表につきましては、県民と情報を共有

し、県民の目線に立って開かれた行政を推進す

るために、それぞれの自治体が、その作業工程

あるいはシステムに応じて工夫しながら実施を

されているものでございます。もちろん私ども

としましても、その必要性については十分認識

をしているところでございます。本県としまし

ては、これまでも、予算について、県議会での

御意見あるいは御指摘を初めとしまして、県民

ブレーン座談会あるいは「県民の声」等による

県民の皆様方の御意見、また県内市町村や各種

団体からの陳情・要望等を十分に検証した上で

編成に取り組んでいるところでありますので、

こういった県民ニーズに一層的確に対応すると

ともに、今後の予算編成過程の公表のあり方に

つきましても、県民の皆様へよりわかりやすく

説明できるように、引き続き検討を行ってまい

りたいと考えております。

○武井俊輔議員 県民の皆さんに、県政に関心

を持っていただくのがなかなか難しいという中

で、予算というのは一番そういった切り口にも

なり得ることであろうかと思いますので、ぜひ

今後とも取り組みをお願いしたいと思います。

引き続き、予算についてお伺いをいたしま

す。毎年、予算の発表がありまして、私も議員

になる前からずっと見ておって思っておりまし

たのが、毎年毎年、「予算はこれぐらい縮減を

しました。しかし、こういう新規事業を行って

います」というようなことを発表されます。そ

れはそれでもちろん評価できるわけですが、と

いうことは逆に言いますと、今年度の予算の中

で、昨年から廃止したもの、ないしは大きく縮

減をしていったものが相当あるということにな

ろうかと思います。私は、こういったものも、

もっと予算発表時に発表していくべきだと思っ

ておりますが、昨年からの比較で廃止・縮減が

大きなもの、主なものについて御説明をお願い

いたします。

○総務部長（山下健次君） 平成22年度の当初

予算編成に当たりましては、基本的な考え方で

ございますが、まず、予算要求前の段階から徹

底した事務事業の見直しの作業を行い、すべて

の事業について目的、効果等を検証した上で予

算編成を行ったところでございます。事務事業

見直しの中で主な見直し例を挙げますと、販路

拡大支援プロジェクト事業運営費補助金につき

ましては、宮崎県物産貿易振興センターの収益

動向を踏まえ、運営補助金約5,500万円を廃止い

たしました。また、高齢者総合支援センター運

営事業については、現在の介護実習・普及セン

ターと高齢者総合相談センターを再編・統合し

まして、新たに高齢者総合支援センターを設置

することとして、ほかの事業あるいは市町村事

業との重複等を見直すことによりまして、

約1,500万円の事業費の縮減を図ったところであ

ります。その他、経費の削減や事業内容の検証

など徹底した事務事業の見直しによりまして、

総額86億円程度を削減したところでございま

す。

○武井俊輔議員 そういった意味で、特に県政

に関心のない方から見ると、その辺が非常に気

になるところだという話もよく聞きますので、

よろしくお願いしたいと思います。

続きまして、準公金の取り扱いについてお伺
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いをいたします。医療薬務課の職員が、医師確

保対策推進協議会の負担金から222万円を横領

し、懲戒免職になるという大変残念な事案があ

りました。それで準公金ということが非常に大

きくクローズアップされたわけですが、まず総

務部長に伺います。県庁には、親和会と呼ばれ

る親睦会的なものも含めて、さまざまに職員が

管理する公金以外のお金があるかと思います

が、まず、準公金というものについての定義を

お伺いいたします。

○総務部長（山下健次君） せんだっての不祥

事につきましては、まことに申しわけございま

せんでした。

準公金の定義でございますが、公金が、「国

または地方公共団体の所有に属する金銭」とい

うことで、県として収入、保管、支出する資金

をいうのに対しまして、公金以外の資金で、各

種協議会や所属の親睦会などの任意団体の資金

など、県職員が管理はしておりますが、県とし

ての所有に属さないもの、これを準公金として

整理をしているところでございます。

○武井俊輔議員 では、この準公金が県に一体

全体どの程度あるのか。知事部局及び外局につ

いて総務部長、また、教育長、警察本部長にそ

れぞれ件数をお伺いいたします。

○総務部長（山下健次君） まず、平成20年の

７月に調査を行いましたが、その結果によりま

すと、県全体のうち警察本部及び教育委員会を

除く所属においては591件ございました。内訳と

して、各種協議会等が377件、所属の親睦会等

が214件でございました。

○教育長（渡辺義人君） 教育委員会事務局と

県立学校に分けてお答えいたします。平成20年

８月に行った調査の結果によりますと、教育委

員会事務局につきましては96件であり、内訳

は、各種協議会等が36件、所属の親睦会等が60

件であります。また、県立学校について申し上

げますと、1,045件でありまして、内訳は、各種

協議会等を含む学校徴収金等が980件、所属の親

睦会等が65件であります。

○警察本部長（鶴見雅男君） 警察本部につき

ましては所属の親睦会のみで、40件でありま

す。

○武井俊輔議員 といたしますと、今ざっくり

計算してみると、県全体で1,240件程度の準公金

があるということで、大変な数だと思います。

これを踏まえて、会計管理者にお伺いをいたし

たいと思いますが、さまざまな仕組みを講じて

も、結局は、どうしても個人のモラルに負って

しまう部分が、この手の問題は非常に多いと思

います。今回の事件を見ましても、印鑑と通帳

は確かに別に持っているんですが、白紙の支払

い伝票に何枚も印鑑をついて、それをもって横

領したという事案になってしまったわけでござ

います。すなわち、モラルに負うだけではなか

なか難しいというのが現状ではないかと考えま

す。つきましては、このような準公金において

も公金同様、会計管理局での管理ができないの

か、お伺いをいたします。

○会計管理者（長友秀隆君） 県などの普通地

方公共団体の所有に属しない現金を会計管理者

が保管することにつきましては、地方自治法

上、保管権原と保管の手続などについて、法律

または政令に根拠があるものに限られておりま

す。したがいまして、お尋ねの各種協議会の現

金等の保管につきましては、その保管権原と保

管手続などについて法律または政令に根拠があ

るかどうかによって、個別に判断することにな

ると考えております。

○武井俊輔議員 ということは、逆に言います
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と、個別に判断をしてできるものもあり得るか

もしれないということであろうかと思いますの

で、ぜひ精査をしていただいて、できました

ら、そういったものも公金同様の管理ができる

ように、検討をお願いしたいと思います。

続きまして、新公社等改革指針について伺い

ます。先ほど知事から、そういった取り組みに

ついては伺ったところでございますが、この中

で、県の外郭団体である公社等への人的支援、

派遣について、総務部長にお伺いをいたしま

す。この指針の中では、県職員やＯＢの派遣に

ついて、「真に必要な場合に行う」としており

ますが、どのような場合をもって「真に必要」

というのか、御説明をお願いします。

○総務部長（山下健次君） 公社等への人的支

援につきましては、公社等からの要請に基づき

実施をしているところでございます。人的支援

の検討に当たりましては、公社等の自立化や経

営責任の明確化を促進する観点から、まずは公

社等において、プロパー職員の育成のほか、外

部からの人材登用なども検討していただくこと

が必要だと考えております。そういった中で、

公社等から県への人的支援の要請がありました

場合は、公社等の業務が県と緊密な連携のもと

に推進する必要がある場合に該当するかどう

か、また、経営上の観点からプロパー職員の採

用抑制のため、県に必要な人材を求める場合に

該当するかどうか、こういったことを精査いた

しまして、これらに該当する場合は、県職員の

派遣や県退職者の推薦を行うこととしていると

ころでございます。

○武井俊輔議員 おっしゃることはよくわかり

ますし、そのとおりと言えばそのとおりなんで

すが、ただ、よくわからないんです。「真に」

ということは、どういう議論をして、どういう

協議をした結果、だれの判断でというようなこ

とがあって初めて、本当に「真に」ということ

が言えるのではないかと考えますが、そういっ

た意味で、そういう判断を県がしたのであれ

ば、なぜこの団体に県が派遣することが必要だ

ということを県が判断したのか。そしてまた、

その団体側も、なぜ県からの受け入れが必要な

のかということについて、一連のことが県民に

対して明示され説明されてしかるべきではない

か。例えばホームページで公表するとか、そう

いうことがあってしかるべきではないかと考え

ますが、総務部長の見解を伺います。

○総務部長（山下健次君） 基本的には、職員

を公社等に派遣する場合の制度的な枠組みとい

たしまして、まず、公益法人等への職員の派遣

に関する法律というのがあり、それを受けて条

例がございます。その条例の中で、公益性等を

勘案して必要とされる団体というのを人事委員

会規則で定めております。まずそこでチェック

を受けるということが大前提でございます。そ

ういった中で、御指摘のような、県職員の派遣

あるいはＯＢ職員の推薦について、先ほど申し

上げたとおり、新公社等改革指針の方針を踏ま

えて行っておりますけれども、その一つ一つの

必要性について個別に公表することは、困難だ

と考えております。職員の人事異動について

は、結果はすべて公表しておりますし、知事部

局におきましては、退職者の再就職について、

本庁課長級以上の職で退職した者の再就職状況

を公表しているところでございます。

○武井俊輔議員 確かに、だれがどういうとこ

ろにということは公表されておりますが、別に

個人のどなたがどうだということを申し上げて

いるわけではなく、仕組みとして、真に必要だ

とおっしゃるのであれば、普通、一般的な感覚
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からすれば、ああ、これなら真に必要だなと納

得できることがあって初めて「真に必要」と言

えるのではないかと思います。将来的には民間

からの公募を促進することも必要ではないかと

思っておりますので、長期的にあり方を再検討

していただきたいと思います。

次に移ります。法人の中でも、実際に収入の

大部分、事業の大部分が県からの指定管理料、

すなわち県からの指定管理を受託することで事

実上存在している団体というものもまた、少な

くないと思います。これらの団体は、民間との

競争の中で指定管理を受託しているということ

ですから、逆に言ってしまえば、民間でもでき

ることをやっているということでもあります

し、その意味では、県の外郭団体としての意味

合いとしては大きく低下をしているのではない

かと言えると思いますが、このような法人への

かかわり方について、総務部長にお伺いいたし

ます。

○総務部長（山下健次君） 公社等の改革の基

本的な考え方といたしまして、公社等が実施し

ている事業が県民にとって必要性が高いかどう

か、その他公社等の役割について見直しますと

ともに、公社等に対する県の財政的・人的関与

のあり方についても徹底的に見直すこととして

いるところでございます。こういった観点か

ら、県からの収入にその相当部分を依存してい

るような法人につきましては、法人の自立化に

向けて、自主財源の確保あるいは法人運営のさ

らなる効率化などを求める必要があると考えて

おります。

○武井俊輔議員 この問題について、最後にお

伺いしますが、今まさに自立化というお話があ

りましたけれども、外郭団体の中には、宮崎市

とかほかの自治体の指定管理をとっていくと

いった形で、積極的にどんどん事業に取り組ん

でいる、まさに非常に自立化に取り組んでいる

団体もあるかと思います。公益法人制度改革も

進んでおります。前向きな意味で、例えば株式

会社化するとかいうこともあるのかもしれませ

んが、県から切り離して自立化を促していく取

り組みはできないのか、総務部長に伺います。

○総務部長（山下健次君） お話ございました

ように、今後の新公益法人制度への移行を踏ま

えまして、法人によっては、事業内容を見直し

て、県の関与の必要性がなくなるものも出てく

ると考えております。そういった場合は、当

然、御意見のとおり、県の人的あるいは財政的

な関与をなくして自立をしていただくことにな

るものと考えております。

○武井俊輔議員 今、一通りいろいろと見てき

たわけなんですが、ここで知事に１点お伺いを

したいと思います。行政委員の問題、病院局、

予算編成過程の透明化、再就職、いろいろなこ

とを伺ってきたんですが、私たちは知事に、行

政改革のフロントランナーであってほしいとい

う思いが強くございます。以前、大阪府の橋下

知事との違いを問われたときに、御自身で調整

型というようなこともおっしゃいましたけれど

も、常に行革の前を行くんだといったような思

いで、ぜひ積極的に、１期目の集大成に当たっ

て取り組んでいただきたいと思います。知事の

見解を求めます。

○知事（東国原英夫君） 基本的には、行財政

改革大綱2007の工程、プロセスに沿って目的を

忠実に果たすということが大前提だと思ってお

ります。また、公社等あるいは行政委員の月額

報酬の問題、あるいは予算編成過程の公開の問

題は鋭意取り組んでいきたいと思っておりま

す。余り行革等に縛られてしまうと―職員の



- 168 -

平成22年２月26日(金)

士気あるいは民間とのバランス等々も勘案して

いかなければいけないと思いますので、総合的

な視点に立って、今後とも積極的に改革を進め

ていきたいと考えております。

○武井俊輔議員 御期待を申し上げておきたい

と思います。

続きまして、市町村合併についてお伺いをい

たします。昨日の満行議員の質問の中で知事

は、「合併については自主的、自立的な取り組

みを期待する」と述べられました。合併特例法

が終結し、いわゆる平成の大合併も一段落をい

たしました。確かに、県が今回の組織改編で合

併支援室を廃止することなどを見ても、そう

いった形に収れんしていくんだなということは

見てとれるわけですが、それを踏まえて今後の

取り組みについてお伺いをいたします。

総務部長に伺います。以前、高鍋町で開催さ

れた東児湯の合併啓発フォーラムなどありまし

たが、こういったような合併機運を醸成するた

めの事業というものは今後は実施されていくの

か。また、来月、清武町や野尻町が合併をいた

しますが、既に合併をした団体への支援は今後

もしっかりと継続をされていくのか伺います。

○総務部長（山下健次君） 御指摘の普及啓発

事業でございますけれども、これまで県におき

ましては、先ほどおっしゃった講演会の開催、

あるいは新聞広報等での県民への情報提供など

によりまして、合併機運の醸成に努めてまいっ

たところでございます。合併が一区切りとなり

ますことから、来年度以降はこのような取り組

みは実施しないことになりますが、市町村から

の要望に応じまして、合併に関する研修会に講

師を派遣するといった側面的な支援は継続して

まいりたいと考えております。

また、合併団体への支援でございますが、合

併団体に対しましては、市町村合併支援交付金

を初めとした財政措置などの支援に努めてきた

ところでございますが、これまでに合併した団

体だけではなく、この３月末に合併予定の宮崎

市と清武町、小林市と野尻町におきましても、

これらの支援措置は当然適用となりますので、

今後も合併団体への支援が滞りなく行われます

よう、県としても十分配慮してまいりたいと考

えております。

○武井俊輔議員 ありがとうございます。よろ

しくお願いいたします。

県内には、合併をせずに自立を選択した市町

村も同じく数多くあります。これらの市町村

も、いろんな議論の末、住民の皆さんの真剣な

思いの中で自立を選択されたかと思います。今

後、結果として自立を選択した市町村が不利益

をこうむることがあってはならないと考えます

が、知事の見解を求めます。

○知事（東国原英夫君） 平成の大合併におき

ましては、合併に取り組む市町村に対しまし

て、普通交付税の合併算定替えや合併特例債な

どを中心とした手厚い優遇措置によりまして、

全国的に市町村合併が進められてきたところで

あります。自主的な合併を推進するという基本

的な考え方に基づき、このような充実した優遇

措置により支援を行ってきたところであり、合

併を選択しない市町村が、合併しないことを

もって不利益な取り扱いを受けるということは

ないと考えております。なお、今回合併しな

かった市町村におきましても、引き続き厳しい

財政状況にございますので、今後も行財政基盤

の強化に努めていただきたいと考えておるとこ

ろであります。

○武井俊輔議員 ありがとうございます。そこ

は本当に、くれぐれもお願いをいたしたいと思
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います。

続きまして、国際線の活性化についてお伺い

をいたします。

チャイナエアライン、「中華航空」と呼ばず

に「チャイナエアライン」と呼ぶように統一さ

れたということでございますが、この就航につ

いて、県当局の努力は高く敬意を表したいと思

います。エバー航空運休後のチャイナエアライ

ンですから、逆に言いますと、台北線について

言えば、もうこれ以上の切り札はないわけでご

ざいます。積極的な路線政策が必要であると考

えております。そのためには、日本からの利用

者をふやしていかなければいけないと考えてお

ります。まず、県民政策部長に伺いますが、搭

乗者における日本人と外国人の割合等について

お聞かせください。

○県民政策部長（高山幹男君） 宮崎―台北線

であります。就航からこれまでの利用割合であ

りますが、おおむね日本人が２割、外国人が８

割と聞いております。このように外国人の割合

が高い要因につきましては、台湾が学校の冬休

み、あるいは旧正月の旅行シーズンに当たって

いたため、座席が台湾の旅行会社に多く配分さ

れたことに加えまして、日本では就航の発表が

昨年の年末だったため、旅行会社の商品造成が

間に合わなかったこと等が影響しているという

ふうに伺っております。

○武井俊輔議員 それは確かにわかるんです

が、安定的な運航ということを考えるに、やは

り、まず日本人の、宮崎からの利用者をふやし

ていかなければいけないのは言うまでもないこ

とであるかと思います。そういった意味で、宮

崎からの修学旅行の取り組み、または隣県、近

県からの集客の取り組みについて、県民政策部

長に伺います。

○県民政策部長（高山幹男君） 確かに宮崎か

らの、日本から台北への客をふやすということ

が非常に大事であると思っておりますが、ただ

いまございました本県からの修学旅行の促進に

ついては、これまでも、国際線修学旅行等補助

事業により、修学旅行等の交流事業を支援いた

しますとともに、教育委員会や学校向けに修学

旅行セミナーを開催しているところであり、さ

らにそういった取り組みを強化していきたいと

思っております。また、本県と台湾との相互交

流を促進するために、スポーツとか文化・芸術

等の分野で交流意欲を持つ団体・グループの交

流の橋渡し事業も積極的に行っております。隣

県からの集客につきましても、チャイナエアラ

インでは宮崎に営業拠点を置き、隣県での営業

も展開されているところであります。県といた

しましても、鹿児島県のメディアを活用した路

線や団体利用補助制度のＰＲ等を行うことにい

たしております。

○武井俊輔議員 続きまして、商工観光労働部

長にお伺いをいたします。エバー航空が運休を

した際でございますが、県はその理由として、

ダイヤが悪かったこと、そして南九州の知名度

が足りなかったということを原因として挙げら

れました。ダイヤは、なるほど見てみますと確

かに改善をされたんですが、一方の南九州の知

名度不足ということについては解消されたの

か。また、どのように取り組まれているのか、

お伺いをいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 県ではこ

れまで、台湾とのチャーター便運航あるいは定

期便の就航、台湾での物産展の開催、知事によ

るトップセールス等によりまして、台湾におけ

る宮崎や南九州の知名度向上に努めているとこ

ろでございます。その結果、台湾の旅行会社を
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初めとする観光関係者の間では、着実に知名度

が向上していると感じておるわけでございます

けれども、全体としてまだまだ低いと思ってお

ります。今後さらに多くの台湾人観光客を誘致

していくためには、台湾の方々にもっと宮崎、

南九州を知っていただくことが必要と考えてお

ります。せんだって就航しましたチャイナエア

ラインも、宮崎の観光ＰＲに非常に力を入れて

おります。このような動きとの連携を深めると

ともに、南九州一体となって、台湾人に好まれ

る共通の魅力、例えば四季折々の美しい自然や

豊かな農畜産物を初めとする食材のＰＲなどに

取り組みまして、知名度の向上に努めてまいり

たいと思っております。

○武井俊輔議員 ぜひお願いいたしたいと思い

ます。

続いて、教育長にお伺いしたいと思います。

先ほども県民政策部長からありましたけれど

も、海外に修学旅行に行かれる学校もふえてき

ているわけですが、そういったとき、韓国、台

湾を目的地にしてもらう、ないしは―一番人

気があるのはシンガポールということですが

―シンガポールに行くときに、トランジット

（乗りかえ）として、インチョンであるとか台

北であるとかを使うということも含めて、積極

的に活用をお願いできないかと思うんですが、

見解を伺います。

○教育長（渡辺義人君） 現在、各県立高等学

校、中等教育学校におきましては、校内に修学

旅行検討委員会を設け、生徒や保護者の意見を

聞きながら、目的や内容、費用等を総合的に検

討して旅行先を決定している状況にあります。

本年度は、43校中12校が海外修学旅行を実施し

ておりますが、このうち、今お話のありました

シンガポール、マレーシアを旅行先とする学校

が６校ございます。それから、韓国を旅行先と

する学校が３校ございます。韓国や台湾を旅行

先または経由地とする修学旅行につきまして

は、宮崎空港振興協議会による補助金制度があ

りますので、校長会等を通じて学校に周知をし

ているところであり、今後とも、学校に対する

情報提供を行ってまいりたいと考えておりま

す。

○武井俊輔議員 この問題最後にいたします

が、こういう形で台北線とソウル線ということ

で、宮崎は２路線を抱えることになったわけで

す。それはそれでぜひ維持していかなければい

けないわけですけれども、限られた財源の中で

国際線２路線をＰＲし誘客していく、維持して

いくというのは、なかなか予算的にも厳しい部

分があるかと思うのですが、この課題と取り組

みについてどのように認識をされているか、県

民政策部長に伺います。

○県民政策部長（高山幹男君） 国際線、まず

台湾線でありますが、九州では台湾線は福岡―

台北線があるだけでございまして、南九州では

唯一の路線でありますので、県民の皆様はもと

より、鹿児島県などほかの県の方々に対して

も、これまで以上に路線のＰＲを行って、利用

者を確保したいと思っておりますし、特に台湾

におきましては、南九州の観光資源のＰＲを連

携して行っていくことが大変重要であると思っ

ております。

また、これも台湾線でありますけれども、乗

り継ぎが非常に便利な運航スケジュールとなっ

ておりますので、台湾だけでなく、東南アジア

等への商品造成も旅行会社に働きかけていきた

いと思っております。

一方、ソウル線につきましては、ことし４月

には就航９周年を迎えるところでありますけれ
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ども、本年度の１月末時点での搭乗率61.9％と

なっております。今後、日本と韓国双方向で、

これまで以上に、特に夏場の利用促進を図るこ

とが重要であると思っております。

○武井俊輔議員 よろしくお願いします。

次に移ります。鳥獣被害対策プロジェクトに

ついて、環境森林部長にお伺いをいたしてまい

ります。

これは、新年度予算の中で新規事業で鳥獣被

害対策特命チーム―刑事ドラマみたいですけ

れども―を結成し、副知事がチーム長となっ

て取り組んでいかれるというものであります。

積極的な取り組みは評価いたしますが、現場で

いろいろ話を聞きますと、課題もあるようでご

ざいます。まず、最も被害が深刻なシカについ

て伺います。隣県と猟期とか捕獲したシカの確

認方法などが違うと。例えば、本県と大分県は

しっぽで確認をする、熊本県は下あごで確認を

するということで、対応に違いがある。また猟

期も、大分県は本県より長くなっております。

これでは、県外からシカが入ってくるのも、こ

れはまた仕方がないのかなと思いますが、この

ような隣県との連携、基準の統一化などどのよ

うにされるのか、お伺いをいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 捕獲したシカ

につきましては、先生、今述べられましたとお

り、各県によって違いがございますが、シカの

捕獲の適正な事業執行を確保するために、各県

と協議いたしまして、来年度からは、宮崎県、

大分県については、しっぽによる確認に統一を

したところでございます。また、シカの狩猟期

間につきましては、おっしゃいましたように、

宮崎県、熊本県、鹿児島県が、11月15日から３

月15日まで、大分県は、これよりも開始日が２

週間早い11月１日から３月15日までとなってい

るところでございます。この狩猟期間の変更に

つきましては、特定鳥獣保護管理計画の変更が

必要となりますので、今後、その必要性につい

て、専門家や隣県等の意見も踏まえながら検討

してまいりたいと考えております。

○武井俊輔議員 続いて、シカ捕獲促進事業に

ついてお伺いをいたします。これはその名のと

おりシカを捕獲するための事業でございます

が、雄ジカが１頭8,000円、雌ジカは基準を超え

たものが１頭１万円の支払いになっておりま

す。これもしっぽと写真で確認をするというこ

とでありましたが、しっぽだけではなかなか確

認するのは難しいと。また、写真もそのシカと

確定するのは、まして難しいといったような話

も聞きますが、実際に性別の確認等はどのよう

になされていくのか、お伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 雄と雌の性別

の確認でございますけれども、市町村から捕獲

許可を受けた複数名の有害鳥獣捕獲班員が、ま

ず現場において性別の確認を行った上で、撮影

した性別が確認できる写真を、しっぽと一緒に

市町村へ提出させることにしております。その

写真の撮影に当たりましては、例えばシカの個

体（胴体としっぽ）ごとに整理番号等を表示さ

せた上で、捕獲日、場所、性別等がわかるよう

な方法を現在考えております。事業の執行に当

たりましては、市町村と十分に協議しながら、

適正な執行に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○武井俊輔議員 次に移ります。最後に、シカ

皮の活用についてお伺いをいたします。えびの

市などでは、シカ皮の活用についていろいろと

取り組んできたという事例もございます。肉に

ついては最近、少しずつですが、農政水産部と

も連携しながらの取り組みもあるようでござい
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ます。こういった鳥獣の皮（シカ皮）の活用、

ＰＲについて取り組むおつもりがあるか、県民

政策部長にお伺いをいたします。

○県民政策部長（高山幹男君） シカを地域資

源として、今お話ございましたように、皮とし

て、あるいは食品として、シカを素材とした料

理などとして、それを利用して地域の振興に活

用しようという動きが、県内各地でいろいろ出

ておるところでございます。ただ、シカ皮を初

め鳥獣の利活用につきましては、地域活性化を

進める上での一つの手段となる可能性もあるわ

けでありますが、一方で、安定的な材料の確保

とかコスト面など、さまざまな課題が考えられ

るところでありまして、その利活用について

は、今後、市町村とか関係部局と連携しながら

研究をしていきたいと考えております。

○武井俊輔議員 次に移ります。みやざき森づ

くりコミッションについて、同じく環境森林部

長にお伺いをいたします。

同じく新年度事業であるこのコミッションで

すが、これは、みんなで森づくりについてプ

ラットホームをつくっていこうという事業なん

です。最近、確かに企業の社会的責任、いわゆ

るＣＳＲの一環、企業イメージの取り組みとし

ても、このような森づくりは盛んに行われてお

ります。最近ではＭＲＴさんも、ミーモの森と

いうことで、関之尾のほうに森をつくって取り

組んでおられます。そういった意味でも、この

コミッション自体は非常に時宜を得たものであ

るとは思いますが、大事なことは取り組み企業

をどうやってふやしていくかということであろ

うかと思います。この取り組みに対して企業に

どのように働きかけを行っていかれるのか、環

境森林部長に伺います。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 県におきまし

ては、森林環境税を活用した「企業による森づ

くり」などにより、県民の理解と参画による森

林づくりを推進しているところでございます

が、企業やＮＰＯ等の中には、森づくりに関心

があっても、フィールドの確保が難しいとか森

づくりの技術がないなど、活動に当たって各種

の課題を抱えているところも少なくありませ

ん。このため、森づくりの情報やノウハウ、

ネットワークを持たない新たな企業等が森づく

りに参加できるように、森づくり活動をサポー

トするための組織として、みやざき森づくりコ

ミッションを設置するものであります。コミッ

ションの取り組みといたしましては、森づくり

に関心のある企業やＮＰＯに対して、ワンス

トップ相談や森づくりの企画・立案のサポート

を行うほか、ホームページ「みやざき森づくり

ナビ」を開設して情報の発信を行いますととも

に、普及・ＰＲするための企業訪問とか誘致セ

ミナーの開催など、森づくり活動への参加を積

極的に働きかけていく予定でございます。

○武井俊輔議員 非常にすばらしい取り組みで

あることは十分わかるんですが、ただ、森づく

りというのは、御存じのとおり非常に息の長い

取り組みでございます。例えば、企業の森とい

う形で取り組んでいったとしても、その企業が

途中で経営的に行き詰まってしまうとかそう

いった形で、取り組みが継続できなくなった場

合、結果としてその山が放置されるということ

になっては意味がないかと思いますが、そう

いったことにならないのかどうか、お伺いをい

たします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 「企業による

森づくり」の協定期間につきましては、10年間

ぐらいの協定期間をつくるのがほとんどなので

ございますが、その間に企業が何らかの事情で
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森づくり活動が続けられなくなったときの対応

については、特に協定には定めていないわけで

ございますけれども、仮にそのような事態が発

生した場合には、森林所有者や森林組合等と連

携して、森林が適正に維持管理されるよう努め

てまいりたいと考えております。

○武井俊輔議員 次に移ります。オーシャンド

ームのあり方についてお伺いをいたしてまいり

ます。

知事にお伺いをします。オーシャンドームに

ついて、この議会でも何度も出ておりました

が、フェニックスリゾート社が無償譲渡を申し

出るなど新たな動きが出てきております。その

中で県は、フェニックスリゾート社とともに調

査チームを立ち上げるなど、新たな動きになっ

ております。午前中の水間議員への渡邊部長の

答弁の中で、民間の自立自走というような話も

ありましたけれども、今この時期に、この問題

にこういう形で積極的にかかわることになった

ことについて、知事の見解を伺います。

○知事（東国原英夫君） オーシャンドーム

は、平成19年10月から営業を休止されておりま

すが、あのような規模と機能を持つ施設ですの

で、私は、本県観光の振興のためにも、いつか

また有効に活用されればいいなと思っておりま

した。このような中、フェニックスリゾート社

から、オーシャンドーム等の利活用について、

宮崎市も県も一緒に検討してほしいという提案

があったところであります。オーシャンドーム

等は民間施設ではありますが、その規模、機能

を勘案すると、うまく利活用さえすれば、今

後、県の観光振興等に大きく貢献する可能性が

あります。このため、民間団体、フェニックス

リゾート社、宮崎市及び県から成る調査チーム

を立ち上げたところであります。

○武井俊輔議員 2001年にシーガイア（第三セ

クター・フェニックスリゾート社）が破綻した

んですけれども、そのとき県議会でも激しい議

論が続いておったようでございます。県は、

「一体的運営の継続、雇用の尊重、地元取引先

への配慮」といういわゆる三原則―これは当

時の商工労働部長がそう呼ばれたということで

ございましたが―これを打ち出しました。当

時の松形知事は、平成13年２月の議会でこう述

べております。「シーガイアの再建は、一体的

な運営の継続、雇用の尊重、地元取引企業への

配慮の三原則を前提に検討してまいりましたが

保全管理人によりますと、再建に当たり、裁判

所ともこの三原則に基づき進めるとのことで確

認されているということでございます。したが

いまして、この三原則につきましては、単に経

営のスタート時点だけではなく、事業を継続す

る上で十分尊重していただけると考えておりま

す」、これは13年３月６日、坂口議員への答弁

のようでございます。今回のシーガイアへの対

応というのは、この三原則から考えますと逸脱

をしていると言わざるを得ないと考えますが、

知事の見解を求めます。

○知事（東国原英夫君） フェニックスリゾー

ト社は、平成14年の再スタート以降、これまで

さまざまな経営努力を続けられ、三原則を尊重

しながらリゾートを継続して運営してこられた

ものと認識しております。オーシャンドームの

営業が２年以上休止され、今後の見通しも立た

ない中で、今回の提案は、シーガイアエリア全

体の魅力を高めるために、オーシャンドームの

利活用策を宮崎市や県も一緒に検討してほしい

という趣旨でなされたものであります。シーガ

イアエリアのそれぞれの施設が放置されること

なく活性化されれば、エリア一帯の魅力が高ま
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り、ひいては本県観光の振興に大きく寄与する

ことになると考えられます。そのような大局的

な観点から見ますと、県民の皆様のお知恵をか

りながらオーシャンドームの利活用策を検討す

ることは、有意義なことだと考えております。

○武井俊輔議員 質問への答えには厳しいかな

と思いますが、つまるところ、三原則は破棄さ

れるというような理解をさせていただきたいと

思います。

確かに時代の変化もありますから、わからん

ではないんです。しかし、当時はこの三原則を

切り札に、松形知事は県民の理解を求めていっ

たということでございました。そのときに多く

の現場の方の涙を見てきましたが、私にとって

は、まさに政治に携わる原点となったことでも

ありましたので、当時のことをぜひ忘れること

なく、意識して取り組んでいただきたいと思っ

ております。

引き続きこの件で、パブリックコメントにつ

いてお伺いいたしますが、県がホームページで

アイデア募集をいたしております。聞きます

と、現在、オーシャンドームについて421件、そ

の他で21件。それに対して、企業として活用を

希望するという事業展開部門はわずか１件とい

うことでございました。ふだんパブリックコメ

ントを県がとってもほとんど集まらないの

に、400件以上集まっているというのは、非常に

関心と期待の高さを感じるのですが、なぜ県が

ホームページでこのアイデア募集を行うことに

なったのか。そしてまた、これをどのように生

かす御予定であるのか。これは商工観光労働部

長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 今、議員

がおっしゃいましたように、オーシャンドーム

に対する県民の関心、期待は非常に大きいわけ

でございまして、そのあたりを考えますと、県

民の皆様のお知恵をおかりして、調査・検討す

る必要があると考えたところでございます。こ

のため、調査チームとして県民等からの利活用

のアイデアや事業提案を募集しているところで

ございます。調査チームは、お寄せいただいた

アイデア等を十分に踏まえまして調査結果を出

すことになると考えております。以上です。

○武井俊輔議員 続いて、きのうも出ていまし

たが、それを踏まえて調査チームで検討してい

くことになろうかと思います。この調査チーム

には、フェニックスリゾート、県、市、観光協

会の方も入っているかと思いますが、この位置

づけはどうなっているのか。つまり、いつまで

にどのような結論を出し得る組織なのか。ま

た、この調査チームにかかる運営経費はだれが

負担をするのか、商工観光労働部長に伺いま

す。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 調査チー

ムにおける調査は、宮崎市及び県が無償で提供

を受けることを前提とすることなく、オーシャ

ンドーム等をどう利活用することが市民、県民

にとって一番望ましいものであるか。さらに

は、改修コスト、採算性、運営主体等について

行うこととしておりまして、ことしの８月をめ

どに、調査チームとしての報告をまとめる予定

でございます。なお、調査チームの会議開催な

どにつきましては、委員には無償でチームの検

討に参加していただくなど、新たな経費をかけ

ずに行っているところでございます。

○武井俊輔議員 最後に知事にお伺いをいたし

ます。県としては、税金はもちろんですが、例

えばリゾート基金の残額でありますとか、公的

な資金の投入を検討することがあり得るのか。

また、県負担が発生することを前提としてオー
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シャンドームの無償譲渡を受けることがあり得

るのか、お伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 県の対応について

は、調査チームの報告を踏まえ、別途判断して

いくことになるため、今の段階では何とも申し

上げられませんが、私としましては、できるだ

け民間企業によって運営していただくことが望

ましいと考えております。

○武井俊輔議員 オーシャンドームの観光的な

価値ということは、なるほど確かに十分あろう

かと思いますが、慎重に、また適宜適切な情報

公開をお願いしたいと思います。

続きまして、フリーウェイ工業団地について

お伺いをいたします。フリーウェイ工業団地に

つきましては、今まで何度もこの議会でも、ま

た今議会でも質問が出ておりますが、お伺いし

てまいります。

今回の議会で、解散する土地開発公社からフ

リーウェイ工業団地の土地を、県は33億円で買

い取りするということで出ておりますが、この

大前提として、実際にこの土地に今、いかほど

の価値があると認識をされているのか、商工観

光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） フリー

ウェイ工業団地の資産価値につきましては、所

有している県土地開発公社におきまして、取得

造成に要した経費をもとに、貸借対照表上、

約33億円が資産計上されているところでござい

まして、今回の購入予算につきましても、約33

億円を計上しているところでございます。

なお、現在、公社が企業に対しまして平米当

たり１万2,000円で販売しておりますが、同団地

への企業立地の促進を図るため、県と高原町で

土地に対する補助を行っておりまして、実質、

平米当たり4,000円で企業に提案しているところ

でございます。

○武井俊輔議員 現状はよくわかるんですが、

これは非常に大事な問題であると思うんです。

知事に１点伺いたいと思うんですが、33億円の

税金で今回、県がこれを買い取ろうとしている

わけですけれども、例えば不動産鑑定をすると

いったようなことを含めて―知事は以前、含

み損ということも定例会見でおっしゃっていま

すけれども、実際に33億円で今、県が買い取り

をしようとしている土地は、一体いかほどの価

値があるのかということについて、県民に明ら

かにされるべきではないかと考えますが、知事

の見解を求めます。

○知事（東国原英夫君） 土地の売買について

は、需要と供給のバランスで決まると理解をし

ておりますので、現時点では計算できないとい

うことで―計算できないではないですね。需

給バランスで価格は決定するものだと考えてお

ります。

○武井俊輔議員 33億円の税金で宮崎県が今、

買い取りをしようとしている土地は、実際に幾

らの価値があるものを買おうとしているのか。

土地開発公社から買わなければいけないこと

は、それは約束であれば仕方がないかもしれま

せん。ただ、今実際に県が33億円で買い取ろう

としている土地は幾らの価値があるのかという

ことは、県民に対して明示されてしかるべきで

はないかと考えますが、いかがですか。

○知事（東国原英夫君） 先ほども申し上げま

したとおり、売った価格で、含み損あるいは含

み益というのは出てくるのではないでしょう

か。需要と供給のバランスで価格というのは決

まると、私は把握しております。

○武井俊輔議員 今、33億円で県は予算を立て

てこの土地を買おうとしているんです。この買
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おうとしている土地は、一体幾らの価値がある

ものを33億円で買おうとしているかを県民に対

して説明するのは、当然のことじゃないんです

か。

○知事（東国原英夫君） 平米１万2,000円とい

うので売り出しているんです。それを高原町と

県が、立地を促進するために補助しているとい

う価格でございます。

○武井俊輔議員 結局、平米１万2,000円の土地

を補助して、実質4,000円で売り出しているわけ

です。でも、4,000円でもなかなか売れないとい

うことは、実質的に言えば、33億円で県が買お

うとしている土地の価値というのは３分の１以

下しかないということじゃないんですか。

○知事（東国原英夫君） フリーウェイ工業団

地につきましては、県の要請によりまして公社

で造成されたものであることはわかっています

よね。また、県の購入単価と現在の販売単価に

差異が生じた場合、企業の不信感を招くおそれ

があること、また、県から公社に対する貸付金

残高が約33億円ありますが、公社は購入代金に

よりこの貸付金をすべて返済する予定であると

いうのは、御案内のとおりですね。公社が解散

した後の残余財産も県に帰属するため、県の財

政にとって新たな負担は生じないことなどを総

合的に勘案し、平米当たり１万2,000円で積算

し、33億円の予算を計上したところでありま

す。鑑定評価は実施しておりません。なお、県

が購入した後、県の管理下で新たな企業誘致を

スタートすることになりますが、その際は、分

譲価格を決定する判断基準の一つとして鑑定評

価を実施する必要があると考えております。

○武井俊輔議員 ということは、確認ですけれ

ども、県は33億円で、実際に幾らするかもわか

らない土地を買うということですか。普通であ

れば、鑑定して幾らぐらいの価値があります

と、それで差異が出れば―もちろん含み損と

か事情の変化もありますから―申しわけない

けれども、今これぐらいの価値しかこの土地に

はないけれども、これは買い戻しをしなければ

いけないということを、県民に対してちゃんと

説明をしなければいけないんじゃないですか。

○知事（東国原英夫君） ですから、今の時点

で公社から買い戻し、これは御理解いただけま

すね。そしてまた、これを売るわけです。売っ

たときの価格で、含み益があるのか損があるの

かというのは公表になるということでございま

す。

○中村幸一議長 武井議員に、申し上げます

が、今、答弁で鑑定評価をしていないというこ

とですから、鑑定評価をしていなければ、今の

価格はわからないんじゃないかと思うんです。

武井議員と知事との議論がかみ合わないんじゃ

ないかと思いますが、これは後でというわけに

はいきませんか。

○武井俊輔議員 でしたら、鑑定評価を速やか

に行って、速やかにこれを公表する意思があり

ますか。

○知事（東国原英夫君） するかどうかは、ま

た担当部局等々の意見も伺い、協議をして検討

してまいりたいと考えております。

〔「休憩」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 暫時休憩します。

午後２時18分休憩

午後２時21分開議

○中村幸一議長 再開いたします。

知事にもう一回答弁をお願いしたいと思いま

す。

○知事（東国原英夫君） ですので、この土地
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は政策上、県費を投じて企業誘致の促進のため

等に、あるいは地域経済の発展のために購入し

たということでございまして、事務手続上、公

社がそれをやるということでございます。公社

とのお約束で、余剰は県が買い取るということ

でございます。それが問題であって、今の土地

評価というものはここでは問題ではないと、私

は考えております。あくまでも、県が所有した

土地を今後分譲するときに、その価格というの

は需給バランスで決まるものでありまして、そ

のときに含み損、含み益というものは発生する

と思います。そのときには、土地評価価格は当

然公表しなければいけないということだと思い

ます。

○武井俊輔議員 次もありますから……。結

局、納税者の目線で見ていかなければいけない

と思うんです。つまり、我々が知りたいこと

は、県の税金で買う33億円の土地にいかほどの

価値があるかということです。これで最後にし

ます。繰り返しますが、県が買ってからでもい

いんですけれども、とにかく速やかに鑑定をし

て、速やかに県民に対して実勢価格について議

会で公表するとか、それだけでも最後に約束し

ていただきたいと思います。いかがですか。

○知事（東国原英夫君） ですから、実勢価格

の鑑定評価というのは、あくまでも売る時点、

分譲する時点でなされるものだと思っておりま

す。

○武井俊輔議員 平行線ですのでこれで終わり

ますが、県の税金で買っているものがこれだけ

価値が下がってしまったということで、そうい

うことをちゃんと一つ一つ県民に明らかにして

いくことは非常に大事なことであり、それが行

政の結果責任であろうというふうに思っており

ます。

時間もありませんので次に移りますが、入札

制度改革についてお伺いをいたします。

昨年４月の経済・雇用緊急対策の中で、最低

制限価格を予定価格のおおむね85～90％に引き

上げたということでございました。経済対策と

いうことでされていますので県土整備部長に伺

いますが、これを上げたことによる経済効果や

雇用維持効果がどの程度あったのか。

○県土整備部長（山田康夫君） 建設産業を取

り巻く経営環境は、建設投資の大幅な減少等も

ありまして一段と厳しい状況にありますことか

ら、地域の経済、雇用等を担う建設産業を支援

するために、昨年の４月から、公共事業におけ

る経済・雇用緊急対策として、さまざまな対策

を講じているところであります。このうち最低

制限価格につきましては、建設産業の健全な発

展や工事の品質確保を図る観点から、予定価格

のおおむね85～90％に引き上げたところであり

まして、本年度第３・四半期までの建設工事に

おける平均落札率は公共三部全体で88.4％と、

昨年度と比較して4.3ポイント上昇しておりま

す。これが建設産業の経営の下支えにつながっ

たものと考えております。このほか、本年度は

６月、９月に公共三部合わせて183億円余の増額

補正を行うなど、公共事業費の確保にも努めて

おりまして、これらの総合的な対策により、建

設産業の健全な経営に資することを期待すると

ころであります。

○武井俊輔議員 知事にお伺いいたします。基

本が80～85％、これを90％、緊急経済対策とい

うことですが、１年間。すなわち、暫定に暫定

を重ねているわけです。憲法解釈みたいな感じ

ですけど、重ねて重ねてと、既成事実が重なっ

ていっているという感じなんです。つまり、こ

ういった形でされているということであれば、
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いっそのこと基本を90％に変更するとおっしゃ

るほうがすっきりするのではないかと考えます

が、知事の見解を求めます。

○知事（東国原英夫君） 最低制限価格につき

ましては、昨年４月に、建設産業を支援するた

めの緊急的な対策として、予定価格のおおむ

ね85～90％に引き上げたところでありますが、

引き上げ後においても、依然として最低制限価

格付近に応札が集中する状況が続いておりま

す。また、建設産業におきましては、依然とし

て本県の倒産件数の約半数を占めており、さら

に、国においては、来年度の公共事業関係費が

大幅な削減方向にあるなど、建設産業を取り巻

く経営環境は、今後一段と厳しい状況に陥るこ

とが危惧され、ひいては、公共工事の品質低下

につながるリスクの増大が懸念されておりま

す。これらの状況を踏まえて、建設産業の健全

な経営に資するとともに、公共工事の品質確保

を図る観点から、緊急かつ時限的な対策とし

て、最低制限価格を予定価格のおおむね90％に

見直したところであります。

○武井俊輔議員 見直したというか、今、緊急

経済対策として、そういう形で取り組んでいる

ということであろうかと思います。ということ

は、暫定の対策というのは、景気が回復をすれ

ば―どういう状態を回復すると言うのかわか

りませんが―また下げるというか、またもと

に戻すことがあり得るということなんでしょう

か。

○知事（東国原英夫君） 最低制限価格は、個

別の契約ごとに請負契約の内容に適合した履行

を確保するために、必要となる最低限の価格と

して設定しており、施工業者を対象にしたコス

ト調査の結果を踏まえ、平成19年10月に、予定

価格のおおむね80～85％に引き上げを行いまし

た。その後、昨年４月と今回の２度にわたり、

公共事業における経済・雇用緊急対策として、

建設産業の健全な経営に資するとともに、公共

工事の品質確保を図る観点から、最低制限価格

を引き上げたところであります。今後の対応に

つきましては、本県の経済・雇用情勢や建設産

業の置かれた状況等を総合的に勘案して、判断

してまいりたいと考えております。

○武井俊輔議員 公共工事がふんだんに回復す

るとか最低制限価格に張りつかなくなるという

ことは、現実的に考えてあり得ないんじゃない

かと思うんですが、そういった意味でも、その

辺は慎重に、また丁寧な対応をお願いしたいと

思います。

次に移ります。神社等への土地提供について

お伺いをいたします。

北海道の砂川市が神社に無償で土地を提供し

ていた問題につきまして、ことし１月20日、最

高裁が違憲判決を出しました。先日公表されま

した県の調査では、こういった施設が県内に16

カ所確認されているということですが、今後、

使用料を徴収していく方向になるのか、総務部

長に伺います。

○総務部長（山下健次君） お話ございました

ように、本年１月20日の北海道砂川市の神社に

係る最高裁判所の判決を受けまして、県有地に

おける宗教関連施設等について調査を行い、現

時点で16カ所の存在を確認したところでござい

ます。今後の対応でございますが、施設の設置

経緯、あるいは祭事の状況等の調査を行った上

で、個々の施設が判決の中の宗教施設に該当す

るのかどうかを含めて検討していくこととなり

ますけれども、普通財産を例に申し上げます

と、一般的には、普通財産を貸し付ける場合に

は、一定の条件に該当する場合を除き貸付料を
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徴収することになるところでございます。

○武井俊輔議員 続いて、県土整備部長にお伺

いをいたします。宮崎神宮ないしは宮崎市の生

目神社など、県道を鳥居がまたいでおるものが

ございますが、こういったものの占用料の徴収

の状況、また、仮に徴収するとすれば金額は幾

ら程度になるのか伺います。

○県土整備部長（山田康夫君） 県が管理する

道路内にある神社の鳥居は、宮崎市内に３カ所

ございまして、いずれも占用料は徴収いたして

おりません。今後の対応につきましては、今回

の判決結果や過去の経緯等も踏まえて、慎重に

検討する必要があると考えておりますが、仮に

占用料を徴収するとしたら、現在の道路占用料

徴収条例に明確な定めがございませんので、新

たな検討をすることになるものと考えておりま

す。

○武井俊輔議員 確かになかなか難しいと思い

ます。一の鳥居なんていうのは昔からあって、

いつ、だれがちゃんとつくったのかとか、本当

に宮崎神宮の所有物なのかもよくわからないと

ころもあるかと思います。いろいろとまだ課題

があろうかと思います。

最後に、総務部長にお伺いいたします。それ

でもまだ、鳥居とかは存在もわかるわけです

が、県の報告資料を見ますと、非常に小さなほ

こらとか水神様とか、学校の敷地にあるものも

結構多いようです。こういったものが多いわけ

でございまして、実際にだれのものなのかを確

定するのは非常に難しいのではないかと考えま

す。ただ、今後所有者がどうしても見つからな

いような場合は、こういったものを撤去してし

まうということもあり得るのか、総務部長に伺

います。

○総務部長（山下健次君） 「むやみに撤去す

ると……」という気持ちもいたしますが、今後

の対応については、設置経緯あるいは地域の実

情等踏まえ慎重に検討してまいりたいと考えて

おります。

○武井俊輔議員 別に撤去しろと言っているわ

けではないんです。私の周りでも、「学校の敷

地にあって、近所のおばあちゃんが毎日お水を

あげていて、どうなるのか」と聞かれたりとい

うこともありましたので、地域の皆さんにとっ

ては非常に大切な存在であろうかと思います。

むやみにということはないということですの

で、慎重な検討をお願いしたいと思っておりま

す。

続きまして、学校支援地域本部事業につい

て、教育長にお伺いをいたします。

平成20年度より実施されております学校支援

地域本部事業でございますが、地域の方々や企

業のＯＢの方による、児童生徒の安全、環境整

備、学習補助などのボランティア活動により、

教育活動の充実、教師の負担軽減などにつな

がっていると聞いております。そこで、教育長

にお伺いいたしますが、この事業の成果とし

て、以前、「職員が子供と向き合う時間が確保

されるなど、教育活動の充実が図られた」と

いったような答弁もございましたけれども、具

体的に学校にどのような効果が生まれてきたの

か。そしてまた、国の委託事業が来年度には終

わるわけですが、終わった後の今後の取り組み

についてお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 学校支援地域本部

は、本県では現在、19の市と町に24の本部が設

置されておりまして、小学校47校、中学校23校

で取り組まれております。平成20年度に国の委

託事業としてスタートして２年目の取り組みに

なりますが、これまで、地域の方々による登下
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校時の安全確保や教科の学習指導補助、調理や

書道の実技指導など、さまざまな支援活動が行

われているところであります。その結果、学校

におきましては、教師が子供と向き合う時間の

確保や学習活動の充実が図られ、また、地域の

方々と触れ合うことで、子供たちの地域への愛

着が深まるとともに社会性が高まるといった成

果が得られております。現在、学校を取り巻く

環境が大きく変化する中にありまして、学校は

これまで以上にさまざまな課題を抱えるように

なってきており、地域全体で学校を支援する仕

組みづくりは大変重要であり、本事業の意義は

大きいものがあると考えております。国の委託

事業といたしましては、平成22年度までとされ

ており、その後については今のところ明らかで

はありませんけれども、学校支援の仕組みづく

りが継続できるように、国に要望してまいりた

いと考えております。以上です。

○武井俊輔議員 わかりました。

続いて、先ほど壇上で御答弁をいただきまし

たが、近藤教育委員長にお伺いをいたします。

先ほど所信の中で、例えば、「幸せに生きるた

めの力を身につけていく教育が大切である。ま

た、学校現場の悩み、課題への環境整備などが

課題だ」ということをおっしゃいましたけれど

も、では、その課題解決のためにどのように取

り組みをされていきたいか、お考えを伺いま

す。

○教育委員長（近藤好子君） 先ほど申し上げ

ました課題を解決していくことは、一朝一夕で

はできないと考えておりますが、まずは、地域

住民や保護者の教育に関するニーズや意見を的

確に把握することが求められていると考えてお

ります。このために、まず現場を知ることが何

よりも大切なことだと考えております。これま

で以上に、学校現場の視察や教職員との意見交

換、市町村教育委員会との情報交換等を行い、

教育現場の現状やニーズの把握を積極的に行っ

ていきたいと考えております。

○武井俊輔議員 では、教育委員長に最後、も

う一点だけお伺いをいたします。中央教育審議

会の中でも教育委員会のあり方というのは―

狭義の意味での委員の皆さんのいらっしゃる教

育委員会ということです―議論をよくされて

おります。一部には、形骸化しているのではな

いかとか、なかなか独自性が発揮できていない

のではないかといったような課題も、まま挙げ

られるわけでございますが、そういった課題に

教育委員長としてどのように取り組んでいこう

とお考えか伺います。

○教育委員長（近藤好子君） お答えいたしま

す。

私たち教育委員は、多様な年齢、職業の委員

で構成されております。余談ですが、平均年齢

が今54歳となっております。その中には在学中

の子供を持つ２名の保護者―私もそうであり

ます―も含まれております。県の教育行政を

運営していく中で教育委員に求められておりま

すことは、その多様な立場を生かし、教育行政

の専門家だけの考え方によらず、広く地域住民

の意向を反映した教育行政を行うことであると

考えております。このため、各教育委員の知識

や経験を最大限に生かしつつ、常に県民目線

で、時にはこれまでの考え方にとらわれない思

い切った発想を持って、教育委員としての役割

を果たしていきたいと考えております。

○武井俊輔議員 ありがとうございました。

続きまして、最後になりますが、県立高校の

課題についてお伺いをいたします。

まず、普通科高校の課題についてお伺いをい
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たします。教育長に伺いますが、2008年度から

県立高校普通科の通学区域が撤廃をされまし

た。まず、この評価についてお伺いをいたしま

す。

また、いろいろと見ておりますと、非常に遠

距離通学をする高校生がふえたとか、中学校、

それから学習塾の先生なんかに聞きますと、例

えば宮崎市内でも４校あるわけですが、一部伝

統校に人気が集まるなど、格差も生じ始めてい

るとも聞きます。このような格差解消について

どのように取り組まれるか、教育長に伺いま

す。

○教育長（渡辺義人君） まず、通学区域撤廃

の評価ということでありますが、通学区域撤廃

の大きなねらいは、中学生が、行きたい学校を

主体的に選択できるようにすることでありまし

た。このことによりまして、中学生の進路意識

や学習意欲が高まり、生徒はそれぞれの高校の

特色を十分理解した上で、今お話のありました

通学距離等の条件も考慮しながら、個性や能

力、適性に応じた学校を適切に選択しているも

のと考えております。

それから、生徒が一部伝統校に集中している

のではないかとのお尋ねでありますけれども、

昨年度の入試における旧通学区域外からの合格

者数を見てみますと、140名程度であり、これは

普通科合格者数全体の約4.1％でありました。ま

た、それぞれの普通科高校の入試志願倍率にお

きましても、特定の高校に集中するといったよ

うな状況にはございませんで、受検者数の大き

な動きは認められていないと認識しておりま

す。

それから、議員から通学区域撤廃に伴いまし

て、伝統校に集中しているのではないかという

ふうな事象の紹介がございました。このことに

ついて、明確な判断は難しいところであります

けれども、それぞれの高校におきましては、教

育内容の工夫・改善や部活動の活性化、魅力あ

る学校行事の実施などに積極的に取り組み、特

色のある、いわばオンリーワンの学校づくりに

努めているところであります。高校のよさは、

入学してきた生徒一人一人に応じた指導を行っ

て、その個性や能力をいかに伸ばすかにかかっ

ているのではないかと認識しておりまして、今

後とも、県教育委員会としては、それぞれの高

校が、魅力ある高校として地域に認知され頑

張っていけるように、支援をしてまいりたいと

考えております。以上です。

○武井俊輔議員 ありがとうございます。た

だ、実際に現場の声を聞きますと、成績によっ

て、Ａ校が難しいからＢ校にとかいうような話

も大分あるやに聞きますので、オンリーワンの

校風づくりということもぜひ取り組んでいただ

きたいと思います。

今まさにその話なんですが、校風づくりとい

う意味でいったら、学校も長期戦略で取り組ん

でいくことが非常に重要になってくるかと思い

ます。しかし実際には、現場を見てみますと、

校長先生も２～３年でくるくるかわるわけで

す。こうなりますと、なかなか校風づくりとい

うことも難しいかと思います。そういった意味

で、オンリーワンの学校ごとの特色、また環境

づくりをしていくということであれば、学校の

ＣＥＯとも言えます校長の任期をもっと長くし

ていくことも検討していかなければならないの

ではないかと考えますが、教育長に伺います。

○教育長（渡辺義人君） 県立高等学校の校長

は、みずからの学校経営方針に基づきまして、

特色ある学校づくりに取り組んでいると思って

おります。教職員の人事異動方針におきまして
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は、校長が計画的な学校づくりが行えるよう

に、同一の学校勤続３年以上の者を転任対象と

いたしております。ただ、特に必要がある場合

には、同一校勤続が３年未満の校長も異動対象

として考慮することができるというふうに規定

をいたしているところであります。

校長の在任期間につきましては、今お話にあ

りましたように、長期的にじっくり取り組める

ためにはもっと長く置くべきではないかという

御意見も、我々も承知をいたしているところで

あります。一方で、長くいることによって逆に

マンネリ化するとか、中には、地域において嫌

われている校長はいないと思いますけれども、

そんなことも考えられないこともないかなと、

余計なことを考えたりします。高校等の校長の

人事異動につきましては、今後とも学校の活性

化を図り、まさに何のために校長になっている

んだということをじっくりみずから自覚して、

立派に子供たちを育てるために取り組んでいた

だきたい、このように願っております。以上で

す。

○武井俊輔議員 教育長のお言葉、よく承りま

した。新しい教育委員長もお見えになりました

ので、ぜひまた連携をして取り組んでいただき

たいと思います。

愛みやざき、これからもしっかりと県民目線

で取り組んでまいりたい、納税者の目線をしっ

かり持って頑張ってまいりたいと思います。

以上で終わります。ありがとうございまし

た。（拍手）

○中村幸一議長 以上で代表質問は終わりまし

た。

次の本会議は、３月１日午前10時開会、一般

質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時44分散会
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平 成 2 2 年 ３ 月 １ 日 ( 月 曜 日 )

午前 10時０分開議

出 席 議 員（42名）
5番 松 田 勝 則 （愛みやざき）
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◎ 一般質問

○萩原耕三副議長 ただいまの出席議員40名。

定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。

本日の日程は一般質問であります。ただいま

から一般質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割どおり取り運びます。〔巻末参

照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、徳重忠夫議員。

○徳重忠夫議員〔登壇〕(拍手） おはようござ

います。トップバッターを仰せつかった徳重で

ございます。昨日、南米チリで発生いたしまし

た巨大地震による津波については、県におかれ

ましては、休日にもかかわらず、いち早く警戒

態勢をしかれ、幸いにも被害はありませんでし

た。この間の御苦労に対しまして、感謝を申し

上げる次第であります。さらに、バンクーバー

五輪がきょう閉幕ということになりました。銀

が３個、銅が２個、ほかに数々の入賞を果たし

てくれまして、たくさんの県民の皆さんととも

に、私たちに与えていただいた感動に対しまし

て、おめでとうの拍手を贈りたいと、このよう

に思っております。

それでは、通告に従いまして質問をさせてい

ただきます。

まず初めに、知事の政治姿勢といたしまし

て、県選出国会議員との意見交換についてであ

ります。

この件につきましては、昨年９月の議会でも

質問をさせていただきましたが、その後、こと

し１月に、本県の地方六団体で構成する宮崎県

自治体代表者会議との意見交換会を開催された

とお聞きしております。私は、今回開催された

ような県内市町村を交えた意見交換を行うこと

も大事だと思いますが、他県に比較して大幅に

おくれている道路等のインフラ整備など、県と

して抱える大きな課題が数多くあり、知事と執

行部が一体となって、一緒になって、国会開会

前や政府予算編成の時期などに、県選出国会議

員との意見交換を行う機会を定期的につくるべ

きではないかと考えておるものであります。政

府に対しまして陳情、要望を行うことも必要だ

と思いますが、地方の現状を知らない官僚に対

する要望では、どの程度の効果があるのか疑問

であります。さらに言えば、政権が交代し、党

や政務三役を通さないと陳情ができないような

状況の中では、官僚に宮崎の現状を伝えること

すらできないのではないかと思うのでありま

す。こういう状況であればこそ、宮崎のことを

本当にわかっている国会議員が、それぞれの所

属されている委員会や国会での質問などで、宮

崎の現状を強く訴えてもらい、政府の目を宮崎

に向けさせることが必要ではないかと考えてお

るところであります。

そこで、１月に開催されました国会議員との

意見交換は、どういう内容で、どのような感想

を持たれたのか。

また、県選出国会議員に本県の課題解決に向け

て活動してもらうためには、知事と執行部が、

定期的に国会議員との意見交換を行うべきと思

いますが、いかがでしょうか。知事にお尋ねを

し、後は質問者席から質問をさせていただきま

す。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

国会議員との意見交換についてであります。

ことし１月に東京で開催しました国会議員との
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意見交換会は、従来の政府予算に対する県から

の要望事項についての説明会を見直し、県及び

県議会、市長会、町村会、各議長会で構成する

自治体代表者会議と国会議員との意見交換会と

いう形で実施したものであります。この会議で

は、県、市町村を通じた重要課題として、地方

分権、インフラ整備、医療対策、農林水産業の

振興、過疎対策、有害鳥獣対策等について率直

な意見が交わされ、大変有意義な内容になった

と思っております。また、出席いただいた国会

議員の方々は、本県が抱える課題に精通されて

おり、そうした課題の解決のために、強い責任

感を持って尽力されていると感じたところであ

ります。今後とも、私はもちろん、各部局長等

も含めまして、国会議員の皆様と直接お会い

し、県政の重要課題について、率直な意見交

換、情報交換を行う機会をできるだけ多くつ

くっていくことが大切だと考えております。

〔降壇〕

○徳重忠夫議員 国会議員も、以前は、自民党

国会議員７名という状況にありました。現在、

民主党国会議員４名、自民党国会議員３名とい

う状況であります。それぞれの国会議員の先生

方と、ぜひとも意見交換、そういったものを機

会あるごとに積極的に進めていただきたい、こ

のように思っております。

それでは、質問を続けていきます。県有財産

の有効活用について、総務部長にお尋ねをいた

します。

県内各地に職員宿舎が設置されております

が、地区によっては入居者が少ない宿舎もある

ようであります。職員宿舎につきましては、転

居を伴う異動の円滑化や、災害時の危機管理の

対応などから設置されているものと思います

が、道路事情もよくなり、公共交通機関も発達

してきている時代の流れの中で、そこに住まな

ければならない事情も変わってきているのでは

ないかと、このように思うわけであります。そ

のようなことから、職員宿舎の数は必要最小限

でよいのではないかと考えるところであります

が、中でも、入居者が少なく、維持費用と家賃

収入のバランスがとれていないような宿舎につ

いては、財政負担の観点から、宿舎を廃止した

り、その土地を売却したりして歳入とすること

も一案ではないかと、私は考えるところでござ

います。

そこで、全体と地区別の戸数や入居状況、維

持費と家賃収入のバランスがどのようになって

いるのか、総務部長にお尋ねをいたします。

○総務部長（山下健次君） 知事部局所管の職

員宿舎でございますが、現在、県内に628戸ござ

いまして、全体の入居率は、２月１日現在

で71.5％となっております。これを地域別に見

ますと、入居率の最も高い地区が西臼杵地区

で96％、続いて、串間地区、椎葉・諸塚地区

が90％を超えている状況でございます。逆に、

入居率の最も低い地区が日南地区で41％、さら

に小林地区の44％といった状況でございます。

これを種類別に見ますと、世帯用の宿舎が73

％、単身者用宿舎及び単身寮が83％、独身寮

が34％となっております。収支バランスでござ

いますが、全体で見ますと、家賃総額9,700万円

に対し、工事費を除いた固定資産税に相当いた

します市町村への交付金、さらに修繕費などの

維持費が4,400万円という状況でございます。

○徳重忠夫議員 ただいま、内容について説明

をいただいたところであります。全体のバラン

スはとれているようでございます。入居率の低

い職員宿舎がありますので、現状を踏まえ、取

り組みが必要ではないかと、このように考えま
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す。その中でも、独身寮が34％という状況もあ

るようでございます。今後、職員宿舎について

どのように取り組まれていくおつもりか、部長

にお尋ねをいたします。

○総務部長（山下健次君） 職員宿舎につきま

しては、管理計画を定めまして、計画的な維持

管理を行っているところでございます。この管

理計画におきましては、建てかえが必要となっ

たものを除きまして、宿舎の新規建設は行わな

いこととしております。また、老朽化が進みま

して入居者の増加が見込めない宿舎は、廃止を

検討していくこととしております。入居者が少

ない職員宿舎につきましては、過去５年間で168

戸を廃止するなど、その処分に努めてきたとこ

ろであり、独身寮につきましても、来年の３月

末ですべて廃止することとしております。今後

とも、入居状況、地域的な事情、維持コスト等

を総合的に勘案しながら、適正な職員宿舎の管

理に努めてまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 次にまいりたいと思います。

「いきいき集落」活性化推進事業について、県

民政策部長にお尋ねをいたします。

全国的に過疎化や高齢化が進行しておりま

す。中山間地域を取り巻く状況は一段と厳しさ

を増しておるようであります。このような中

で、先日、鹿児島県の鹿屋市にある柳谷集落、

通称「やねだん」と呼ばれる集落の取り組みが

テレビ番組で放送され、私は大変感銘を受けた

ところであります。この集落では、補助金によ

る振興策は完全に終わった。それでは人も地域

も育たないと考えて、まず、自主財源確保に取

り組まれたそうであります。そこで、住民総出

で遊休農地にサツマイモを植え、その収益で肥

飼料の土着菌製造にまず着手され、さらに、栽

培したサツマイモを原料に芋焼酎などを開発・

販売して、その収益金を集落住民にボーナスと

して配っているとのことであります。まさに、

ボーナスの出る集落として全国で注目されてい

るようでございます。高齢者が、できる範囲で

体を動かし、わずかでも収入を得ることによっ

て生きがいを持ち、皆が明るく元気になるとい

うのは、元気な集落づくりのモデルではないか

と、このように思うところであります。また、

これらの取り組みをスタートさせ、指導してき

たのは、集落の公民館長であります豊重さんと

いう方でございます。この方の強いリーダー

シップなしには、現在の「やねだん」の成功は

なかったと言われております。このような高齢

者でもできる活動は、たくさんあります。高齢

者の出番をつくり、活躍の場を与えてやれば、

高齢者はますます生き生きと輝き出します。そ

のためには、そのような高齢者を初め、地域を

しっかり引っ張っていくリーダーを育成するこ

とが重要であります。それらは行政の役割だと

考えます。

そこで、所得の確保を含めた住民主体による

集落活性化の取り組みと、これからの取り組み

を引っ張っていくリーダーの育成が重要と考え

ますが、県民政策部長の見解をお伺いしておき

たいと思います。

○県民政策部長（高山幹男君） リーダーの育

成ということでありますけれども、御質問にご

ざいましたとおり、県におきましては、昨年度

から、いきいき集落の取り組みを行っていると

ころであります。いきいき集落の中には、五ヶ

瀬町の桑野内地区とか、高千穂町の五ヶ村集

落、都城市の笛水地区のように、住民みずから

地域の活性化とか所得の確保を図る取り組みを

行っている事例も見られるところでございまし

て、このように、まずは、住民自身が自主的、
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主体的な取り組みを始めることが何よりも重要

であるというふうに考えております。また、地

域の活性化を図るためには、リーダーの存在は

不可欠であると認識しておりまして、先般、諸

塚村、高千穂町で「いきいき集落」研修交流会

を開催いたしまして、約250人の方々に参加して

いただいております。地域づくりの意義であり

ますとか、各集落の取り組み内容等についての

情報交換等を通じて、人材育成にも努めたとこ

ろであります。県といたしましては、今後と

も、いきいき集落同士のネットワーク化を図る

などいたしまして、地域住民の主体的な取り組

みの促進とリーダーの育成を図るとともに、集

落営農など産業振興の施策等とも十分連携を図

りながら、集落の活性化を図ってまいりたいと

考えております。

○徳重忠夫議員 ぜひそういう方向で努力をい

ただきまして、立派なリーダーを育てていただ

きたいと思います。

次にまいりたいと思います。外国人の雇用に

ついてお尋ねをしてみたいと思います。

これは外国人研修・技能実習制度ということ

でございますが、一昨年来の厳しい経済状況の

中、昨年12月の全国の完全失業率は5.1％と、９

カ月連続５％台で推移し、依然として極めて厳

しい状況が続いております。また、昨年12月の

有効求人倍率は、全国0.46倍、本県は0.38倍と

なり、過去最低水準で推移しております。県内

の月間有効求職者数３万69人が、月間有効求人

数１万1,459人を大きく上回っている状況にあり

ます。このような中、厚生労働省によります

と、平成21年10月時点で、全国で56万人を超え

る外国人労働者がさまざまな仕事に従事してお

ります。また、これらの労働者に加えて、平成

５年に創設されました外国人研修・技能実習制

度により来日された研修中の若者が、平成20年

末で８万人を超えております。元来、この制度

は、途上国の経済発展や産業振興に向けた人材

育成を目的としたもので、来日した外国人は、

１年間の研修期間を終えると、２年間の技能実

習を受けることができる制度であり、日本の国

際協力、国際貢献の一翼を担っているものと認

識をいたしております。私の居住する都城にお

いても、外国人研修・技能実習制度による研修

生を、縫製業を初めとして、農業、建設業等さ

まざまな職種で受け入れておるのが現状であり

ます。このような中、県内の離職者等は、働き

たいけれども、働く場がなかなか見つからない

という現実に加え、この制度により、数少ない

雇用の場が狭められているのではないかと思う

のであります。

そこで、まず、外国人研修・技能実習制度の

概要及び県内の研修生の受け入れ状況を含めた

現状について、商工観光労働部長の考えをお伺

いしておきたいと思います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 外国人研

修・技能実習制度につきましては、１年間の研

修とその後２年間の技能実習から成り立ってお

ります。研修生は、技能士資格を取得すること

によりまして技能実習生への移行が可能となっ

ており、あわせて、労働基準法等が適用される

こととなります。本県の平成20年度の研修生

は623人、技能実習生は、明確な数字は出ており

ませんが、約800人でありまして、繊維・衣服、

農業、漁業等で受け入れされているところでご

ざいます。また、在留中の研修生等の収入につ

きましては、平成20年度の研修生の研修手当の

月額平均は６万5,000円余、技能実習生の基本給

の月額平均は12万2,000円余となっております。

以上でございます。
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○徳重忠夫議員 ただいま、内容について説明

をいただきました。そこで、県内の状況を踏ま

えて、この制度についての県の認識をお伺いし

ておきたいと思います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） この制度

につきましては、先ほど議員からもありました

ように、諸外国の青壮年労働者に、その国の経

済発展を担う人材育成を図ることを目的に、国

際協力・国際貢献の理念のもとに創設された制

度であります。また、研修の在留資格で行うこ

とのできる活動は、出入国管理及び難民認定法

によりまして、我が国産業の技術や知識等の習

得に限られております。このようなことから、

この制度につきましては、国際貢献のもとでの

あくまでも研修でありまして、労働力として取

り扱わないことと認識しております。以上でご

ざいます。

○徳重忠夫議員 ただいま説明をいただいたと

ころでございますが、最後にもう一言お尋ねを

しておきたいと思います。外国人研修生が増加

するということになりますと、本県の雇用に大

きな影響を及ぼすのではないかと危惧をいたし

ております。今後の見通しについてお伺いをし

ておきたいと思います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 研修生・

技能実習生が、実質的に低賃金労働者として扱

われる等の現行制度の問題点を踏まえ、国にお

いては、昨年７月に出入国管理及び難民認定法

を改正しまして、入国直後の２カ月の講習期間

を除き、最低賃金法、労働基準法を適用するな

どの改善が図られ、本年７月から施行されるこ

ととなっております。近年の研修生の推移を見

ますと、平成15年の338人から平成20年には623

人となっており、増加傾向にあるわけでござい

ますが、今回の法改正に伴いまして、制度の不

適正な利用が是正されることになりますので、

今までのような推移にはならないのではないか

という見通しを持っております。以上でござい

ます。

○徳重忠夫議員 それでは、次に進めさせてい

ただきます。県の試験研究機関のあり方につい

てお伺いをしていきたいと思います。

県では、多額の経費をかけて設置された試験

研究機関を各部局で所管しておられますが、県

民目線で見れば、それぞれの研究内容とその成

果に触れる機会が大変少なく、なかなかわかり

にくいと映っているのではないかと思っており

ます。これらの試験研究機関では、多くの研究

スタッフが日々試験研究に尽力されていること

は理解しておりますが、その研究内容や目的

が、研究のための研究になっているのではない

かと心配をしているところであります。県の試

験研究機関でありますから、基礎的な生産技術

や品種開発などに加えて、その成果が県民の所

得向上や産業の活性化に直接つながるような、

現場に密着した現場目線での課題の設定や研究

にも積極的に取り組むことが必要ではないかと

考えます。そのような地元の利益に密着した研

究がなされ、県民の役に立っているのであれ

ば、研究成果等を県民にもっとわかりやすく周

知し、研究機関の存在意義をアピールすべきで

はないでしょうか。

そこで、県内の代表的な試験研究機関であり

ます木材利用技術センター、工業技術センター

及び総合試験場について、それぞれどのような

研究に取り組まれ、これまでどのような成果が

あったのか。また、それぞれの研究成果をどの

ように県民へ周知しているのかについて、各部

長にお伺いをしておきたいと思います。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 木材利用技術
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センターにつきましては、全国でも数少ない木

材に特化した試験研究機関でありまして、本県

の杉を中心とした豊富な森林資源を有効に活用

することを目的として、平成13年に設置されて

おります。当センターでは、県内企業等のニー

ズを踏まえまして、県産材の新たな利用技術の

開発や、企業の技術移転につながる実用的な研

究を進めるとともに、年間600件を超える技術相

談などにも取り組んでいるところでございま

す。主な研究成果といたしましては、宮崎市の

木の花ドームや日向市駅舎等大型木造施設建設

への技術協力、杉とヒノキを組み合わせた国内

初の構造用集成材の開発、さらには、木材の乾

燥工程で生じる飫肥杉精油を用いたアロマ製品

の開発などにつながっているところでございま

す。また、県民への周知につきましては、年

間1,500名を超えるセンター見学者に対しまし

て、その研究成果や取り組み状況を紹介すると

ともに、毎年開催しておりますスギシンポジウ

ムや研究成果報告会等通じて、広く県民への情

報提供に努めているところでございます。今後

とも、あらゆる機会を通じて、その成果等を県

民や木材関係産業へ提供するとともに、引き続

き、企業ニーズを的確に把握いたしまして、実

効性の高い研究開発を進めてまいりたいと考え

ております。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 工業技術

センターでございますけれども、このセンター

におきましては、企業ニーズに即した研究を行

うために、大学や企業等の外部委員で構成して

いる委員会の意見を踏まえながら、県内中小企

業の技術力向上や新製品開発につながるような

研究に取り組んでいるところでございます。こ

れまでの主な成果といたしましては、センター

がＳＰＧを利用したハンダ粒子の製造技術を開

発しまして、その結果として、その製造工場の

誘致が実現したところでございます。そのほ

か、県内企業が、センターのコンピューター解

析技術を活用することによりまして、試作品の

製造回数を大幅に削減し、自社製品の高性能化

を低コスト、短期間で行った事例などがありま

す。これらの研究成果につきましては、新聞等

のマスコミに対し積極的に情報提供を行うほ

か、「みやざきテクノフェア」への出展やセン

ター主催の研究成果発表会等を行っているとこ

ろでございまして、今後とも、広く県民への周

知に努めてまいりたいと考えております。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 総合農業試験

場におきましては、普及センターとも連携しま

して、現場等の要請にこたえながら、本県独自

の新品種の育成とか収益性の高い生産技術の開

発など、農業者の所得向上や本県農業の競争力

強化につながる研究に取り組んでいるところで

あります。その主な研究成果といたしまして

は、マンゴーでは、高品質生産技術の開発など

によりまして、平成20年産の産出額が、ここ５

年間で約2.2倍の37億円に増加するとともに、中

山間地域では、オリジナル品種を活用した夏秋

イチゴやラナンキュラス等の産地化、さらに、

安全・安心な「みやざきブランド」を支える全

国トップクラスの残留農薬分析技術の開発な

ど、研究成果が農業者の所得向上につながり、

地域農業の活性化に貢献しているものと考えて

おります。また、県民への周知につきまして

は、県立図書館等の展示場を活用しましたパネ

ルや現物等を展示するとともに、小学生から大

人までを対象といたしまして、「試験研究ウイ

ーク」などの公開講座とか、商工業分野の研究

機関や大学との合同研究成果発表会の開催など

を実施しているところでございまして、今後と
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も、広く県民への情報提供に努めてまいりたい

と考えております。

○徳重忠夫議員 それぞれ研究成果が上がって

いるわけでありまして、そのことが県民に周知

されることが最も大事なことだと思います。一

つ提案しておきたいと思いますが、各市町村役

場の待合室等に毎日何百人の方がおいでになり

ます。私は、住民票などをとりに来られる県民

の方、市民の方にこれを知ってもらう、その時

間を利用してもらうことも一つの方法ではなか

ろうかと思います。図書館やそういった専門的

な場所に置くのも結構です。それは当然のこと

でしょうが、やはり全県民に知らせる必要があ

ろうと、このように思います。

それでは次に、農業問題についてお尋ねをし

ていきます。

私ども県民の会の水間幹事長が代表質問でも

取り上げました、米戸別所得補償モデル対策事

業についてでございます。私のほうは、現地の

状況を踏まえてお尋ねをしてみたいと思いま

す。

私の地元であります都城・北諸地域において

は、個々の農家が零細な規模で農業を営むので

はなく、効率的な農業経営を行うため、産地確

立交付金―今までの転作助成金でありますが

―農地の集積や団地化などの取り組みに手厚

く加算助成をしてこられました。このことによ

りまして、発足して間もない集落営農法人など

においても、農地集積などの取り組みを進める

ことにより、一定の助成金が交付されることか

ら、安定的な農業経営を目指して、集落全体が

一丸となって取り組もうという意欲が醸成され

てきたところであります。その結果、都城にお

いては、「きっとかな田」「きらり農場高木」

「夢ファームたろぼう」など、全国段階の農業

コンクールでも優良事例として表彰されるよう

な、先進的な集落営農法人が設立されてまいり

ました。県におきましても、意欲のある担い手

として、認定農業者8,400経営体、集落営農組

織145組織、うち集落営農法人57法人を目標に、

各種施策を集中しておられます。平成21年度の

実績といたしまして、認定農業者8,700経営体、

集落営農組織105組織、うち集落営農法人20法人

となっておりまして、担い手育成の取り組みは

まだ道半ばであります。これから、さらに集落

営農への施策の強化が求められる中で、全国一

律の転作作物助成の新たな対策が実施される

と、これまで農地集積等を進めてきた集落営農

組織に対する助成金が大きく減少するのではな

いかと、地域においては、今後、営農組織を存

続できるのかどうか、強い不安を持っておられ

ます。もし、国の政策転換により、これまで育

成されてきた担い手がつぶされるようなことに

なりますと、担い手を目指して汗水流して営農

の組織化に取り組んできた農業者の努力を、国

が切り捨てることにほかなりません。

そこで質問でございます。集落営農など大き

く助成金が減額される組織等への対応について

どのように考えているのか、農政水産部長にお

伺いをいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） モデル対策に

つきましては、昨年の概算要求の時点では、御

指摘にございましたように、団地化等に取り組

んできた集落営農組織等におきましては、交付

額が大幅に減額となるなど、厳しい内容となっ

ておりました。こういったことから、県として

は、地域の実態を踏まえた制度となるように、

国に強く要望を行ってまいったところでありま

す。この結果、国におきましては、本県の要望

等も踏まえ、これらの影響を緩和するため、今
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回、激変緩和調整枠を設定し、本県には１

億8,000万円の調整枠が配分されたところであり

ます。県といたしましては、この調整枠の活用

につきましては、地域の特色を生かした多様な

担い手を育成する観点から、交付額が大幅に減

少する集落営農組織等を対象に、団地化等によ

り作物の生産を行う場合や、地域の振興作物の

生産を行う場合に加算が行えるように、現在、

国と協議を行っているところであります。今後

とも、これら調整枠を有効に活用しながら、集

落営農等のこれまでの取り組みをさらに持続・

発展させてまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。本県

からの提案もあったということでございます

し、措置された激変緩和調整枠を活用して、存

続の危機に瀕している集落営農組織等への支援

をしっかりとやっていただきたいということで

ございます。そして、地域農業者も安心できる

ということで、ぜひとも前向きに、この１

億8,000万、有効にお使いいただきたいと思いま

す。

次に、地域の集落営農の代表者と意見交換を

する中で、都城・北諸地域においては、ブロッ

クローテーションや後作の関係から、現在は飼

料用米などを拡大するような状況ではないと思

います。やはり飼料作物などを中心に取り組ん

でいただきたいということであります。しかし

ながら、飼料作物の生産は、利用する畜産農家

や牛があって初めて生産が成り立つものであり

まして、高齢化や販売価格の低下など、地域の

畜産の状況を見ると、果たして飼料作物をやみ

くもに生産拡大していいのかという気がいたし

ております。一方では、安全・安心な国産粗飼

料に対するニーズというものもあり、食料供給

県宮崎を支える畜産部門としても、そのニーズ

にこたえなきゃならないと考えております。

そこで、本県における国産粗飼料の利用状況

はどうなっているのか、また、生産される飼料

作物の県内における需給調整の取り組みをすべ

きと考えますが、農政水産部長の考えをお伺い

しておきたいと思います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 畜産の粗飼料

関係でございますけれども、本県では、これま

で、国の事業等を活用しまして、粗飼料の生産

と利用の拡大を図ってきたところでございま

す。その結果、トウモロコシとか牧草等の飼料

作物が、全国第３位の３万900ヘクタールで作付

されております。さらに、県内の水稲作付面積

の３分の２に当たる約１万4,000ヘクタール分の

稲わらも、粗飼料として利用されておりまし

て、本県で必要とされる粗飼料の約９割程度を

自給している状況にございます。今後は、さら

に粗飼料自給率100％を目指して、これまで以上

に粗飼料の生産振興に取り組んでいくこととい

たしておりますけれども、地域によっては、高

齢化あるいは労働力の不足等で粗飼料の確保が

困難になることも懸念されております。このた

め、御指摘にございましたように、来年度から

の米のモデル対策の実施により、粗飼料増産の

機運が一段と高まることも想定されますので、

需給調整機能を持ったコントラクターの育成を

図るなど、畜産農家に十分な飼料の供給が行え

る体制整備に、積極的に取り組んでまいりたい

と考えております。

○徳重忠夫議員 ぜひそういう方向で努力をい

ただきますように、お願いを申し上げておきた

いと思います。

次に、スポーツランドについて質問をする予

定でございましたが、さきの代表質問で、社民

党の満行議員から、るる質問がございましたの
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で、このことについては割愛をさせていただき

たいと思います。

続きまして、都城市のサブシティ構想につい

て、知事にお伺いをしてみたいと思います。

去る１月24日に実施されました都城市長選挙

の結果、現職の長峯市長が圧倒的な得票で再選

されました。長峯市長は、合併前の旧都城市長

から数えますと、通算３期目ということになり

ます。今回の選挙におけるマニフェストの一つ

に、都城インターチェンジ付近に、健康・医療

ゾーンと雇用創出ゾーンを整備するサブシティ

構想があります。この構想は、長峯市長の１期

目からの基本的な公約であります。３期目とな

るこの４年間で、実現に向けて努力されるだろ

うと考えております。健康・医療ゾーンは、都

城救急医療センター、都城市郡医師会病院、都

城健康サービスセンターの一体的移転整備によ

り、広域的な高度医療拠点の構築を目指すもの

でありまして、雇用創出ゾーンは、約20ヘクタ

ールの工業団地を整備する計画とお聞きしてお

ります。

今回の選挙で、多くの市民の信頼を受け当選

された長峯市長でありますから、この構想にも

大方の市民は賛成とは思いますが、一方では、

莫大な経費負担が生じることは間違いありませ

ん。また、この構想は、都城市のみならず、西

諸地域、また曽於市まで含んだ広域的な取り組

みであり、南九州の中核都市として、今後の産

業集積、医療の集積を考える上で注目されるも

のと考えております。そういう意味で、この構

想の推進は、県政全般における重要な政策課題

の一つであると、私は考えております。健康・

医療ゾーンにつきましては、市長選挙前に、私

も何回か質問をしてまいりましたが、今回の長

峯市長の当選を受け、改めて質問をするもので

あります。都城市のサブシティ構想に対し、県

としてどのような支援を考えているのか、知事

にお伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 都城市のサブシティ

構想に対する支援についてであります。

まず、本構想の健康・医療ゾーンについてで

あります。この健康・医療ゾーン整備の核にな

る都城救急医療センター、都城市郡医師会病院

及び都城健康サービスセンターの一体的移転整

備は、県西部圏域の救急医療を初めとする医療

機能強化を図る上で、重要な取り組みとして認

識しております。このため、今年度策定した地

域医療再生計画においても、特に、圏域の２次

救急の中核を担う都城市郡医師会病院の施設設

備整備を対象に、支援を行う予定としておりま

す。次に、雇用創出ゾーンについてであります

が、南九州の中核都市として発展を目指す都城

市が、産業集積、雇用の確保を図るために、工

業団地の整備を計画しているところでありま

す。県といたしましても、この団地を重要な大

規模工業団地と位置づけておりまして、今年度

の広域拠点工業団地整備促進事業により、調査

及び測量設計等に対して補助を決定したところ

であります。

○徳重忠夫議員 大変前向きな御答弁をありが

とうございます。ぜひ、大いに支援をいただい

て、これが早く完成できるようにお願いを申し

上げたいと思います。

続いて、都城市郡医師会病院等の移転整備

は、現時点での概算で、事業費75億円という規

模の大きな事業と聞いております。こういう大

規模な投資を行った場合、その後の経営が大変

厳しくなるのではないかということが心配され

るわけでありますが、都城市郡医師会病院等の

移転整備後の経営見通しについて、福祉保健部
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長はどうお考えなのか、お伺いをしておきたい

と思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 都城市郡医師

会病院等の移転整備については、早ければ平

成25年度中の開設を目指して、現在、都城市や

都城市郡医師会を中心に準備作業が進められて

おりまして、約75億円と見込まれる移転整備費

の財源につきましても、移転整備後の安定的な

経営という観点から、県や市の財政支援、低利

融資制度の活用など、慎重に検討・調整が進め

られていると伺っております。来年度中には、

立地場所の選定、施設の機能・規模、診療体制

に関する計画のほか、運営収支計画も含めた基

本計画が取りまとめられる予定と聞いておりま

すので、移転整備後の経営見通しにつきまして

も、その中で明らかにされてくるものと考えて

おります。

○徳重忠夫議員 ありがとうございました。

それでは、最後の質問になろうかと思いま

す。都城志布志道路についてお伺いをしていき

たいと思います。

この都城志布志道路については、私が県議会

議員になってずっと、代表質問、一般質問、常

任委員会でも取り上げてきました。まさに私の

政治生命をかけた、いわゆる私の命の道路と

言ってもいい課題でございます。この道路がつ

ながれば、都城・北諸圏域を中心とする地域の

活性化はもちろんのこと、県南全体の地域の活

性化、さらには南九州の物流効率化に大きく寄

与することは、だれが考えても明らかでありま

す。この道路の全体計画、延長42キロメートル

のうち、本県内の区間が半分の21キロ。このう

ち、都城インターから五十町インターまでの

約13キロにつきましては、国の直轄事業であり

ます国道10号都城道路として、平成11年度から

事業に着手され、また、五十町インターから梅

北インターまでの約３キロメートルについて

は、平成13年度から、県の事業としてそれぞれ

事業着手されております。着手されてから既

に11年を経過したものの、いまだ開通している

区間はなく、県の施行区間であります五十町―

梅北間3.1キロが、前回の私の質問に対しまして

も、22年度に供用開始されるという県土整備部

長の答弁をいただきました。また、国の施行区

間であります平塚インター―五十町インター1.9

キロが、平成23年度の供用予定と聞いておりま

す。実に、一部が開通するのに13年もの年数が

かかるわけであります。

一方、同じ21キロの鹿児島県を見ますと、末

吉インターから有明北インター間の8.3キロメー

トルは既に開通し、これに続く有明北インター

から志布志港間も、平成27年度までには全線開

通に向けて取り組んでいるという、まさに雲泥

の差というのはこのことではないかと思う次第

であります。これはどういうことなのか。私自

身、鹿児島県庁に足を運び、整備の方針を聞い

てまいりました。鹿児島県の場合は、都城志布

志道路を重点事業として位置づけ、供用してい

る8.3キロを、年間15億円ぐらいずつ投資いたし

まして、10年間で完成させておられます。ま

た、厳しい予算の中で、次の事業区間も、年

間12億円前後を集中的に投資して、あと５年程

度で県境区間を除き全面開通させるという意気

込みでございます。鹿児島県の場合は、21キロ

全部が県施行の補助事業で行われています。本

県の場合は、６割を国の直轄事業でやってくれ

るという経費面での節約になります。公共事業

予算が大きく削減される中で、全線開通を見据

え、整備効果を発現させるため、選択と集中の

理念のもと、重点投資を行うべきだと考えま
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す。

私なりに都城インターから志布志港へのルー

トを眺めますと、梅北インターから県境区間の

約５キロを早急に整備することが何よりも重要

ではないかと考えます。そこで、まず初めに、

都城志布志道路について、鹿児島県との連携を

どのように行っているのか、県土整備部長にお

伺いをいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 都城志布志道

路は、都城インターチェンジと志布志港を直結

しまして、物流の効率化に寄与することはもと

より、広域救急医療の整備充実などを掲げた都

城定住自立圏構想を実現するための重要な幹線

道路でございます。このため、国、鹿児島県、

本県で構成します行政連絡調整会議で調整を行

いながら、連携して整備を進めてきたところで

あります。また、本県と鹿児島県の沿線自治体

で組織する都城志布志道路建設促進協議会や、

民間団体である都城志布志道路早期完成促進民

間協議会におきましても、国や関係機関に対す

る提言活動が行われるなど、両県の官民を挙げ

た連携により、都城志布志道路の整備促進に向

けた取り組みが行われている状況であります。

○徳重忠夫議員 先ほど申し上げましたが、や

はり既存の国道10号から志布志港へのルートを

考えますときに、県施行区間である梅北インタ

ーから県境区間を早急に整備しなければ、経済

効果の発現は期待できないと、このように思い

ます。県境区間の整備の見通しについてどのよ

うに考えていらっしゃるのか、再度お尋ねをい

たします。

○県土整備部長（山田康夫君） 都城志布志道

路の梅北インターチェンジから、鹿児島県境を

経て末吉インターチェンジに至る未整備区間に

つきましては、物流の効率化などの経済効果を

早期に発現するため、速やかに整備を図るべき

区間であると認識いたしておりまして、これま

でも鹿児島県と連携しながら、両県をつなぐル

ートの検討などを行ってまいりました。宮崎県

内の未整備区間約５キロメートルのうち、梅北

インターチェンジから県道飯野松山都城線まで

の、（仮称）諏訪山インターチェンジ間の約2.5

キロメートルにつきましては、早期の事業化に

向けまして、本年度、道路整備に伴う環境への

影響調査を実施しているところであります。今

後とも、早期整備に向けて、鹿児島県と連携

し、積極的に取り組んでまいりたいと存じま

す。

○徳重忠夫議員 知事にお伺いをしておきたい

と思います。都城志布志道路は、経済効果は宮

崎県が約６割と言われております。鹿児島県は

積極的に整備を進めていただいておりまして、

大変ありがたいことであります。次の事業区

間、８キロ以上完成されておりまして、10年で

宮崎県は３キロしか完成されておりません。考

えてみますと、この３年間の投下財源は、宮崎

県17億円、鹿児島県34億円であります。この現

実を知事はどう考えていらっしゃるか、お尋ね

をいたします。

○知事（東国原英夫君） 都城志布志道路につ

きましては、定住自立圏構想を目指す都城圏域

と志布志港を結び、物流効率化、産業振興、広

域医療の充実などに寄与する重要な幹線道路で

ありますことから、これまでも国及び鹿児島県

と連携を図りながら整備を進めてきたところで

あります。過去３年間の投資額につきまして

は、議員御指摘のとおりでありますが、本県側

では、県事業に加え、直轄事業による整備も行

われておりまして、それに要する県の負担額を

合わせますと、遜色はないものと考えておると
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ころであります。本県側におきましても、これ

までの投資が実を結び、来年度以降、順次開通

予定であり、今後とも早期整備に向け、国や鹿

児島県と一体となって整備促進に努めてまいり

たいと考えております。

○徳重忠夫議員 知事、よく御案内のとおりで

ございまして、今、小林から来る221号、あるい

は269号、そして222号、それぞれの国道は10号

線に直結しております。そして、今町まで完全

に改良整備が終わっております。今町からイン

ターに乗れる、志布志道路に乗れますと、全く

経済効果は変わらないと私は思うんです。直轄

事業をやっておりますが、あと10何キロありま

す。これが恐らく10年、15年かかるでしょう。

それをやらなくても、今の道路で効果は十分出

ると思いますときに、とにかく今町からインタ

ーに乗れるような５キロをつくる。そして鹿児

島県側の高速に乗れる。鹿児島県から２キロで

す。鹿児島県は２キロをつながなくても経済効

果は100％あるんです。うちのほうは、あそこの

５キロを、今町からインターまでつなぐ道路を

つくっていただくことによって、経済効果は100

％満たされると。そして、ちゃんとした道路が

できれば、私はこれでいいと。そしてまた、あ

とできる工事も直轄部分11キロぐらいでござい

ますが、１キロ大体30億かかるんです。30億か

かったら、300億という資本が投下されるわけで

す。だから、経済効果も抜群に上がってくると

考えますときに、どうしても今町から県境ま

で、そして鹿児島県につなげるような形、これ

は知事が鹿児島県知事と話をして、ここをやっ

てくださいとお願いするしかないと。待ってい

たら、ただ協議だけしていたって進まないと。

知事が直接知事に会って、どうしてもこれを

やってほしい。つなぎを早くやってほしい。こ

れをぜひともお願いしたいと。これが私のきょ

うの大きなお願いでございます。そうすること

によって絶対にできると信じております。

もう一つ、鹿児島県は、まず予算をつけるん

だそうです。県で予算をつける。そして国に、

県がつけたから国もつけてくださいよというお

願いをしてきたからここまで行きましたと。県

が率先して予算をつけたと。このような話を聞

いたところであります。参考にしていただきた

いと思います。よろしくお願いをして、私の質

問を終わらせていただきます。ありがとうござ

いました。（拍手）

○萩原耕三副議長 次は、河野安幸議員。

○河野安幸議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

の河野安幸でございます。議長のお許しをいた

だきましたので、一般質問をさせていただきた

いと思います。

バンクバーオリンピックもいよいよ最終日を

迎えました。滑り、飛び、本当にすばらしい演

技を見せてもらいました。先日の読売新聞の

「編集手帳」にこう書いてありました。「大坂

本町糸屋の娘／姉は十六、妹は十四／諸国大名

は弓矢で殺す／糸屋の娘は目で殺す」と書いて

ありましたが、全く、あのカーリングの石を投

げるときの選手の目、これは本当にすばらしい

集中力の目であったと感動いたしたところでご

ざいます。ジャンプも、飛ぶというよりも空中

を舞うと言ったほうがよかったと思っておりま

すが、知事もいつかは国政へジャンプされるん

じゃないかというふうに思いながら見ておった

ところでございます。

まず、知事にお伺いをいたしたいと思いま

す。知事におかれましては、就任後３年が過ぎ

ました。就任以来、宮崎を大きくＰＲされ、全

身全霊を傾けてとよく言われますが、そのとお
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り、全国に宮崎県の名を広められましたこと

は、県民は高く評価しておるところでございま

す。そこで、知事とされまして、マニフェスト

の達成状況を見て、何％達成したと自分で思っ

ておられるか、まず、お伺いをしておきたいと

思います。

次に、教育問題から質問をさせていただきた

いと思います。

教育は国家の礎と申しますが、果たして、現

在の子供を取り巻く教育環境は、教育が正しく

行われていくことに適した姿でしょうか。私

は、甚だ疑問があると言わざるを得ません。そ

の多くは、私たち大人の責任の部分が多いと考

えますが、教育の１番目の目標と言える学力に

つきましても、諸外国に比べて低下が著しく、

国際比較において、我が国の学力はむしろ低位

にあることが報道されております。このこと以

外にも、不登校、いじめ、学級崩壊、給食費滞

納、親の経済状況による教育格差拡大、そして

また、教師の不祥事の増加、問題を挙げると切

りがないほど、現状には問題点を挙げることが

できます。私たちが子供の時代とは大いに違っ

てきていると思っておるわけでございます。

そもそも何ゆえこうなったのか。社会・経済

情勢の劇的変化はあるでしょうが、ある学者

は、加えて、平成８年の中教審答申に一因があ

るのではないかと指摘されております。平成８

年の中教審答申は、いわゆるゆとり教育に戦後

の教育が大きくかじを切った答申であります。

ゆとりの中で生きる力を育成する。自分の力で

課題を見つけ、みずから考え、主体的に判断

し、よりよく解決する能力、みずから律しつ

つ、他人と協調し、他人を思いやる心や感動す

る心など、豊かな人間性と、たくましく生きる

ための健康や体力を身につける。なるほど、そ

のとおりになれば申し分のないことでありま

す。しかしながら、必ずしもこうはいかなかっ

たことは、現在の幾つかの課題点を見ても明ら

かであります。特に小中学校の時代は、親と教

師が濃密にかかわって導き、才覚を引き出して

いくべき最も大切な時期ではないでしょうか。

この平成８年の中教審答申は、なぜこういう

答申を必要としたのか。その一つの背景は、平

成14年からの完全学校週５日制の導入であった

ことは明らかであります。子供にとって、時間

的・精神的なゆとりのある教育活動を推進する

ためと言われておりますが、極論でありますけ

れども、子供のためというより、教育現場に働

く教師に週休２日制を導入するためのゆとりで

はなかったかと、私は考えておるところであり

ます。その結果、授業時間は大幅に削られ、高

校においては日本史が必須でなくなるなど、こ

の国の将来はどうなるのでしょうか。

昔は、どこの子供にでも注意をし、説教する

大人が周りにいたものであります。また、子供

から見ても、怖いものはおやじ、先生、お巡り

さんがいたものであります。こうした現状のな

い中に自由に子供を解き放っている今の状況

は、問題であると考えております。今はどうで

しょうか。友達言葉で会話し合う教師と生徒が

大半であります。このことはよしとしても、休

日に働く親も多く、子供の周りは危険がいっぱ

いであります。せめて学校だけでもしっかりと

子供と向き合うべきと考えますが、いかがで

しょうか。

私は、例えば必要な教員を増員してでも学校

は６日制であるべきで、今、少子化の時代であ

りますから、よほど実行しやすい環境にあるの

ではないかと思うのであります。ゆとり教育の

弊害は、学力低下ばかりではなく、勤勉さやま
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じめさという、学校教育において最も大切な徳

目を奪ってしまうことのように思います。「予

習・復習はゼロでオーケー。学校は生活すると

ころで、勉強は塾」という考えがかなり浸透し

ているという教師の話が、問題の深刻さを示し

ております。

そこで、知事にお尋ねいたしますが、知事が

御自身の経験に照らし、理想とされる初等中等

教育はどういう姿でしょうか。また、いわゆる

ゆとり教育に対する知事の所見をお伺いしたい

と思います。

次に、２学期制についてお伺いいたします。

我が国は、古来といいましても、明治以来と

いうことのようですが、３学期制でありまし

た。そこに２学期制が、ゆとり教育を契機に義

務教育の分野まで入り込み始めたのでありま

す。３学期制が、我が国の四季との関係に密接

であることや、古くからの風習や礼節を重んじ

る国民性に根差していたことを考えると、ない

がしろにはできないものと考えております。そ

もそも２学期制は、平成14年度からの完全週５

日制と新学習指導要領の施行から端を発して、

授業日数の確保から始められた学校や地方自治

体が多く、ゆとり教育推進のため導入されたも

のであります。もちろん２学期制にも、「行事

の見直しを図ることができる。そしてまた、長

いスパンで評価できることで指導が生かせる。

そして、学習の連続性が図られる。また、教員

の事務仕事が軽減され、子供と触れ合う時間が

増えるなどのメリットがある」と言われていま

すことは、承知をいたしておるところでござい

ます。しかしながら、実際にどの程度、行事の

見直しが図られてそれが生かされているのか、

教師や子供たちが触れ合いの時間を共有でき、

また、そう感じているのかというところまでは

見えていない感じがいたします。

週６日制のころ、明治時代から慣習的になっ

ている行事の見直しを図ることは、２学期制を

導入する以前に課題となっていたものを見直す

というのなら、当然のことでありますが、そう

いう話は余り聞いたことがございません。ま

た、長いスパンで学習効果を上げていく意味で

は、確かに２学期制のメリットとして効果を期

待できるものがあろうと思いますが、導入後、

劇的に学力が向上したというのでしょうか。

そこで、教育長にお尋ねいたしますが、ま

ず、宮崎県で２学期制を導入している市町村数

と学校数、私学関係を別といたしまして、お尋

ねをいたします。

次に、教育長は２学期制をどう評価されてい

るか、そしてまた、文科省の見解はどうなの

か、お尋ねをいたしておきたいと思います。

次に、教育委員長にお伺いいたします。宮崎

県教育委員会の将来の方針はどうあるのか、お

尋ねをしておきたいと思います。

次に、農商工連携及び第６次産業について、

農政水産部長にお伺いいたします。

国では、地方経済活性化のため、地域の基幹

産業である農林漁業と商業、工業等の産業間で

の連携を強化し、相乗効果を発揮していくこと

となるよう、農商工連携促進法を平成21年に制

定しました。この法律では、中小企業者と農林

漁業者が連携して、新商品の開発、需要の開拓

等に取り組む事業計画を作成し、国に認定され

れば、金融、税制上の優遇措置が受けられるこ

とになっております。昨年末までには既に300件

を超える事業計画が認定されておるようであり

ます。本県におきましては、みやざき農商工連

携推進事業を創設され、制度の普及・ＰＲに努

められているとともに、みやざき農商工連携応
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援ファンドを設立、総額25億円の基金を積み、

その運用益で新商品の開発促進や生産技術開発

のための助成を行っておられます。

一方、近年、農業の第６次産業という言葉を

よく見聞きします。第１次産業の農畜産物の生

産だけでなく、第２次産業である食品加工及び

第３次産業の流通販売にも、農業者が主体的か

つ総合的にかかわることによって、今までの第

２次産業、第３次産業の事業者が得ていた加工

賃や流通マージンなどの付加価値を農業者自身

が得ることによって、農業を活性化させようと

いうものであります。１次プラス２次プラス３

次は６次であります。なおまた、１次掛ける２

次掛ける３次も６次というわけであります。農

商工連携、第６次産業という言葉がよく取り上

げられることになった背景には、もはや従来の

ように農畜産物を生産するだけでは、農業は存

続できないということではないでしょうか。

しかしながら、すべての農業者が農商工連携

や第６次産業に取り組めるものではありませ

ん。農林統計によりますと、本県の農家数は年

々減少し、経営農家面積が30アール以上、また

は農産物販売価格が50万円以上の農家、いわゆ

る販売農家のうち、主業農家―農業所得が主

であり、65歳未満の農家でございますが―こ

れは35.7％しかありません。基幹的農業従事者

の５割以上が65歳以上となっており、高齢化が

進行している現状であります。我が清武町は、

本県の冬の特産物である千切り大根の主産地で

ありますが、生産している農家はほとんどが65

歳以上であります。本県は、全国５位の農業産

出額を誇る農業県であり、農業は本県の基幹産

業であります。ブロイラー、豚、肉用牛の畜産

を初め、ピーマン、里芋、キュウリなど、常に

全国でも１位から３位の生産量を維持しておる

ところでございます。これら本県農業を支えて

いく農家は、主業農家以外の中小農家も多くい

るわけでございます。そういう個々の農家では

競争力が弱いということで、農家の集合体であ

る農協組織があるのではないでしょうか。した

がいまして、この農商工連携や第６次産業に

は、農協が積極的に取り組むべきと思うのであ

ります。

このような情勢の中、まさに時宜を得たかの

ように、先月の農業新聞にも発表されておりま

したが、宮崎県経済連では、九州最大規模の野

菜冷凍工場を本年７月に建設するとのことであ

ります。私も、この工場建設により、本県農業

の第６次産業化が進展すると、大いに期待をい

たしておるところでございます。農業者が生産

したものを、その組合組織である農協組織が加

工、流通・販売を担う、これこそ農業協同組合

の本来の姿ではないでしょうか。

そこで、農政水産部長にお伺いいたします。

県では、農商工連携の一環として、平成21年度

に連携推進室を設置いたしましたが、農商工連

携の実績はどのくらいあるのか。今後、農政水

産部として農商工連携をどのように進めていか

れるおつもりか、お伺いをしておきたいと思い

ます。

次に、林業関係についてお伺いいたします。

我が国の森林は国土の67％を占めており、そ

の６割は民有林であります。本県におきまして

は、県土の76％が森林で、うち７割が民有林と

なっております。森林は、単に木材資源として

の私的な経済価値にとどまらず、水源涵養や土

砂崩壊防止、二酸化炭素を吸収する地球温暖化

防止機能などの公益的、多面的な機能を持って

おります。経済資源としての機能は年間6,700億

円、環境資源としての機能は、何と年間70兆円
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とも言われております。しかしながら、今、林

業の現状を見ますと、極めて厳しいものがあり

ます。昭和39年の木材輸入自由化を契機に、昭

和55年ごろをピークにして国産材の価格は落ち

続け、長期的な停滞が続き、採算性の悪化、林

業就業者の減少及び高齢化など、林業現場は限

界に来ておると思います。我が町の隣でありま

すが、田野町においても、以前は杉の苗の生産

が盛んでありましたけれども、林業不振のあお

りから、今はほかの露地野菜に転換をいたして

おります。

これは、ある経済誌に掲載してあった記事で

ございますけれども、林業の不振から、林地価

格が18年連続で下落し、山林の売り圧力が強

まった中、これまで森林に対する関心を示さな

かったような人たちが、日本各地で山林買収に

参入しているとのことであります。東京のある

新興不動産会社は、発足後５年間で、全国で約

２万ヘクタールの森林を所有。また、東京都内

のコンピューターソフト開発会社は、平成18年

だけで4,300ヘクタールの森林を取得したとのこ

とであります。国土交通省によると、５ヘクタ

ール以上の大規模な土地売買、特に都市計画区

域以外の山間部における取引総面積は、平成11

年度の１万4,000ヘクタールから、平成20年度に

は３万2,000ヘクタールと、10年で倍増いたして

おります。都道府県別では、北海道、宮崎、福

島、熊本の中に大きいとのことであります。さ

らに、このデータは、国土利用計画法に基づく

１ヘクタール以上の土地売買の事後届け出に基

づくものであり、これが土地売買の実態のすべ

てとは言いがたいものであります。

また、この山林売買につきましては、外資に

よるものがほとんどのようでございます。既に

三重県や長野県では中国系資本による水源林買

収の動きがあったそうであります。その後、北

海道、熊本など日本各地で聞かれるようになっ

ており、うわさを含め、外資による山林売買の

動きは後を絶たないようであります。こうした

外資による山林売買の理由につきましては、山

林価格がこれ以上下がらないと見越したねらい

か、世界的な水資源不足を背景に、日本の水源

地を購入して地下水を確保しようとしているの

か、そしてまた、森林が温室効果ガスＣＯ２の吸

収源として位置づけられると期待した先行投資

か、林業関係者の中では憶測が広がっていると

ころでございます。

本県の林業関係者の意見として、今年の２月

１日付の宮日新聞に、耳川広域森林組合長・轟

さんのインタビューが載っておりました。中身

につきましては、皆さん読まれたと思いますの

で省略いたしますが、日本一の杉生産県として

の位置づけを守るべく、林業の復興を願ってお

られる熱意を十分に感じさせる内容でございま

した。

繰り返しになりますが、森林は我が国におけ

る貴重な資源であり、水源林のおかげで日本で

はおいしい水が飲めるのであります。この水源

林が外国資本の手に渡ったらと思うと、将来に

大きな不安を抱くのであります。そこで、環境

森林部長にお伺いいたします。長期的な停滞が

続いている林業不振を受け、国では、間伐など

の費用に対する定額補助金制度を設置している

ようでございますが、全国有数の林業県である

本県において、県独自の振興策は何か講じてお

られるのか、お伺いをいたします。

以上で壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。
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マニフェストについてであります。私のマニ

フェストの進捗状況につきましては、ことし１

月、早稲田大学マニフェスト研究所などが評価

を行った結果が報道されておるところでありま

す。その内容を見ますと、具体的な取り組みと

して掲げた85項目について、Ａの「達成できた

又は順調に進んでいる」が63項目で約74％、Ｂ

の「やや遅れて進んでいる」が10項目で約12

％、Ｃの「かなり遅れて進んでいる又は方針転

換した」が12項目で約14％となっており、私の

認識とおおむね一致しているところでありま

す。私のマニフェストにおける２つの柱である

「県政への信頼回復」及び「宮崎のブランド力

向上」についてはおおむね達成され、全体とい

たしましては順調に進捗していると思っており

ますが、社会経済情勢の変化等もあり、厳しい

状況の項目もありますので、今後とも、県民の

皆様との約束を果たせるよう、マニフェストの

達成に向け、この１年を全力で努めてまいりた

いと考えておるところであります。

ゆとり教育についてであります。私は、これ

までの経験から、勉強は、自分に自信と生きる

力を与えてくれるものであり、自分の人生の幅

を広げ、大きくしてくれるものであると考えて

おります。また、先行き不透明なこの時代にお

いて、一人一人が自己責任のもと、自分がやる

べきことを真剣に考え、それぞれの立場で新た

な社会を創造していくことが大切であると考え

ております。天はみずから助くるものを助くと

いう、まさに強い信念を持って行動することが

必要であると考えております。したがいまし

て、人生の土台となる小中学校段階におきまし

て、今、最も大切なことは、ゆとりか詰め込み

かといったことではなく、さまざまな学習場面

を通して、子供たちに、生きていく上で必要な

知識をしっかり身につけさせるとともに、自分

で課題を見つけ、その解決に向けて、みずから

考え判断していく力をつけさせていくことであ

ると考えております。以上です。〔降壇〕

○環境森林部長（吉瀬和明君）〔登壇〕 お答

えいたします。

間伐の推進策についてでございます。全国に

先駆けまして伐採時期を迎えている本県人工林

を、健全で多様な森林へと誘導するためには、

間伐の推進が大変重要であります。このため、

県におきましては、国の補助制度を積極的に活

用するとともに、今年度から、県下８つの森林

組合に27名の間伐等促進班を配置いたしまし

て、森林所有者への制度事業の周知や施業提案

等を行う、本県独自の推進策を講じているとこ

ろでございます。また、木材価格の低迷など大

変厳しい状況等に対応するため、本議会に新規

事業としてお願いしております「奥地共同間伐

促進事業」によりまして、奥地林を対象に、間

伐材の搬出経費を支援する、新たな森林所有者

への負担軽減策にも取り組むこととしておりま

す。今後とも、本県森林・林業の特性等を踏ま

えながら、さまざまな施策を図ってまいりたい

と考えております。以上でございます。〔降

壇〕

○農政水産部長（伊藤孝利君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、農商工連携の取り組み実績についてで

ありますけれども、中小企業者等と農林業者と

の連携による取り組みといたしまして、「牛

歩」―コムテックさんと畜産農家が連携した

取り組みとか、あるいは新型乳酸菌による混合

飼料の開発、それから、規格外青果物のパウダ

ー加工及び販路開拓等の取り組み、さらには、

銘柄鶏の「刀根鶏」の低利用部位を主原料にし
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た新商品の開発と販路開拓がございます。さら

に、最近の動きとしまして、特に企業の農業参

入、県内の法人と連携した取り組みというとこ

ろで、株式会社シーイーシーさんが本県に参入

をされたと。それから、三鷹光器さんが他産業

分野から技術開発の提携をやるといった動きが

ございます。

それから、今後の取り組みについてでござい

ます。御質問にもございましたように、担い手

の減少、あるいは高齢化が進行する中で、今後

とも本県農業・農村を維持発展させていくため

には、御質問にありましたように、豊かな地域

資源を２次産業、３次産業と連携して最大限活

用することによりまして、新たな価値を生み出

していく、いわゆる６次産業化の取り組みを推

進することが大変重要であると思っておりま

す。このため、県といたしましては、これまで

以上に関係機関・団体と連携を密にしながら、

食品産業との連携による新商品の開発や販路開

拓、加工・業務用需要に対応した産地の育成、

さらには、他産業からの農業参入や新たなビジ

ネスモデルの創出など、農業を核にした６次産

業のための多様な取り組みを支援しまして、本

県農業・農村、ひいては地域経済の活性化を

図ってまいりたいと考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

○教育委員長（近藤好子君） 本県教育の将来

の方針についてであります。私は、子供たちが

健やかに成長できるよう、家庭、学校、地域に

おいて、子供たちの心にしっかりと寄り添い、

それぞれの場の力を生かした取り組みが大切で

あると考えております。そのため、家庭におい

ては、育ちの場として、家族との確かなきずな

をつくり、学校においては、学び・集団生活の

場として、仲間とのつながりの中で生きる力を

はぐくみ、そして、地域においては、実践の場

として、文化やスポーツ、地域の伝統行事等を

通し、世代を超えたつながりの中で、ふるさと

を愛する心を育てていくことが重要であると考

えております。家庭、学校、地域が持っている

役割は、これまでも、これからも変わるもので

はなく、変わってはいけないと私は考えており

ます。それぞれが持つ力を再確認し、引き出

し、生かしていくことが求められていると考え

ております。今後の教育行政におきましても、

このようなことを基本に据えて、これまでの県

教育委員会の取り組みを基盤に、さらに検証

し、創意工夫や改善を重ねてまいりたいと考え

ております。〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔降壇〕 お答えいた

します。

小中学校の２学期制についてであります。

まず、２学期制の導入状況でありますが、市

町村別では、宮崎市、小林市、えびの市、高原

町、野尻町の５市町であり、学校数につきまし

ては、小学校69校、中学校39校であります。な

お、導入の時期につきましては、宮崎市が平

成16年度から、西諸県地区の４市町は平成17年

度からであります。

次に、２学期制の評価についてであります。

２学期制のメリットについて、実際に取り組ん

でいる５つの市町の状況から申し上げますと、

始業式や終業式などが減ることに伴い、授業時

数がふえることによってゆとりが生まれ、これ

まで成績処理などに追われていた長期休業前に

修学旅行などの行事を組むことができたり、児

童生徒との触れ合いの時間や、じっくりと指導

できる時間が確保できることなどがあると聞い

ております。一方で、３学期制には、長期休業

前に各学期の評価ができるよさや、季節に応じ
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た学期の区切りを意識できるよさなどがありま

すので、設置者である市町村の教育委員会が、

学校や地域の実態等を踏まえながら実施されて

いくものであると考えております。

最後に、文部科学省の見解についてでありま

すが、文部科学省は、２学期制について直接見

解を示しておりません。なお、文部科学大臣の

諮問機関であります中央教育審議会は、平成15

年の答申の中で、「２学期制等の学期区分の工

夫については、全国一律に実施する性格のもの

ではなく、各教育委員会等の取り組みにゆだね

るべき事柄である」と述べております。また、

「各教育委員会が、学期区分の工夫を検討する

場合は、既に導入している地域や学校の実施状

況等を参考にしつつ、それぞれの教育方針に基

づいて、その教育的効果等を十分研究すること

が重要である」と述べられております。以上で

あります。〔降壇〕

○河野安幸議員 知事にお伺いいたしますが、

知事の出処進退の問題について、先月の宮日新

聞にも出ておりましたが、任期満了の３カ月か

ら５カ月前というふうになっております。私と

しては、９月議会までにははっきりされるん

じゃないかというふうに認識をいたしておるわ

けでございますが、知事として２期目を目指す

ということを視野に入れておいてもよいので

しょうか、伺っておきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 私は、県民の皆様と

のお約束であるマニフェストの達成に向けて、

そしてまた、経済・雇用対策などさまざまな重

要課題の解決に向けて、一日一日、全身全霊を

傾けて県政運営に取り組んでいるところであり

ます。したがいまして、１期目を終えた後の出

処進退につきましては、今後、県民の皆様、県

議会の皆様などに幅広く御意見をお聞きしなが

ら、私自身、熟慮を重ねた上で、一般的には任

期満了の２カ月から５カ月前に出処進退の表明

がなされているようですので、私もこうした時

期を目途に、その態度を明らかにしたいと考え

ているところであります。

○河野安幸議員 県民政策部長にお伺いいたし

たいと思いますが、本県において、過去５年間

の大規模な森林の売買の実態はどうなっている

のか。また、その中に外資系と見られる案件は

どのくらいあるのか、お尋ねをいたしたいと思

います。

○県民政策部長（高山幹男君） 山林売買の実

態ということでありますけれども、一定面積以

上の土地取引を行った場合には、国土利用計画

法に基づきまして、知事に届け出を行うことと

されております。この届け出によりますと、平

成16年度から平成20年度までの本県の山林売買

のうち、20ヘクタール以上の大規模な一団の山

林の取引は、合計で30件の5,658ヘクタールと

なっております。取引面積は年度によってさま

ざまでありますが、このうち取引が最も多かっ

たのは、平成20年度の８件、3,758ヘクタールで

あります。これは、林業経営を目的に、約2,800

ヘクタールを一度に取得した取引があったもの

でございます。なお、21年度につきましては、

１月末時点で２件の182ヘクタールとなっており

ます。また、取引の届出書には、譲受人の氏名

とか住所が記載されているわけでございます

が、これを見る限りにおきましては、外国企業

をうかがわせる事例は確認されておりません。

○河野安幸議員 農政水産部長に再度お伺いい

たしたいと思います。県としては、今後、農業

の第６次産業化をどのように推進されていくお

つもりかは、先ほど御答弁いただきましたが、

さらに、本県は全国有数の畜産県であり、多く
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の畜ふんが出るのであります。これらを原料と

して安価な有機質肥料を製造する肥料工場を、

県として、また経済連として建設されること

も、第６次産業の確立につながることと思いま

すが、その計画はないのか、明確な答弁をお願

いいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 本県の基幹産

業であります畜産業から排出される畜ふん等

を、従来からの堆肥としての利用に加えまし

て、２次産業である発電事業あるいは肥料製造

業、さらには、３次産業である流通・販売業な

どの関連産業とも結びつける、いわゆる６次産

業化の取り組みに大変効果的であると思ってお

ります。こういったことから、県といたしまし

ては、これまでも―南国興産等でございます

が―畜ふんの焼却処理により発電を行う畜ふ

ん発電施設の整備に対して支援を行いますとと

もに、発電施設より発生した焼却灰につきまし

ては、経済連の肥料供給センターにおいて、有

機肥料として加工製造をしまして、これを県内

園芸農家を初め、広く流通販売させるなど、コ

ストの安い肥料として大変喜ばれているところ

であります。さらに、今議会でも、畜ふん発電

施設等の増設等のための予算もお願いしており

ますけれども、今後とも、団体等とも連携を

―当面の計画としては肥料工場の設置はござ

いませんけれども、畜産業をベースにした、資

源循環型社会にも貢献できる、６次産業化に向

けた取り組みを強力に進めてまいりたいと考え

ております。

○河野安幸議員 それぞれ前向きの答弁をいた

だきまして、本当にありがとうございました。

私の質問をこれで終わります。ありがとうござ

いました。（拍手）

○萩原耕三副議長 以上で午前の質問を終わり

ます。

午後は１時より再開いたします。休憩いたし

ます。

午前11時33分休憩

午後１時０分開議

○中村幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、田口雄二議員。

○田口雄二議員〔登壇〕（拍手） 民主党の田

口雄二です。２月議会で代表質問、そして一般

質問と行われていますが、まだ１人も県北の議

員の出番がありません。ようやく県北のトップ

バッターとして登壇いたしました。山積する県

北の課題を初め、質問をさせていただきます。

先日、延岡から国道10号線を２時間以上かけ

て宮崎に向かう車の中で、ラジオから流れる国

会の予算委員会の質問を聞いておりました。質

問者は自民党の重鎮、熊本県選出の建設大臣、

自治大臣を歴任した野田毅衆議院議員でした。

さすがに大蔵省の出身で、財政の問題点など厳

しく鳩山総理や菅財務大臣等に質問していまし

た。そして、その中で、今回の県議会でも何度

も出されています鳩山政権の予算編成のキャッ

チフレーズ、「コンクリートから人へ」の話に

なりました。厳しく批判するのかと思っていま

したら、我が国の公共事業が最大のときの約15

兆円近くあったものが、現在は半減し約７兆円

を下回ったこと、この間、逆に社会保障費など

人への予算が大幅に増加してきたことを例に挙

げながら、「「コンクリートから人へ」は鳩山

政権の専売特許ではない。自公政権時代から既

に行われてきたことだ」と、鳩山総理などに力

説していました。

なるほど、自民党は、鳩山政権のようなキ
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ャッチフレーズを言わずに進めてきたから、大

きく批判されなかった。自民党もやってきたこ

となのに、政権交代を意識し、国民に「コンク

リートから人へ」とアピールしたばかりに、鳩

山政権は矢面に立たされ、県議会でもそのこと

で民主党に一々注文がつけられています。しか

し、うっかりしていると、圧倒的に自民党の牙

城であった本県のインフラ整備がここまでおく

れているのも、鳩山政権や民主党のせいにされ

てしまうのではないかと心配です。これまで均

衡ある国土の発展とずっと言われながら、信じ

ていたらだまされてしまいました。バブル崩壊

後の景気対策と称する相次ぐ公共事業で、膨大

な借金をつくったにもかかわらず、本県はその

恩恵をこうむることもなく、いびつな予算配分

で地域間に大きな格差が生じました。鳩山政権

には、これまでの予算の分捕り合戦で負い目を

負った地域に、今後、手厚い予算配分をお願い

し、格差是正に努めなければならないと痛感い

たしました。私たちも、地方からの声を、特に

インフラ整備のおくれた地区の声を大にして、

鳩山政権につないでまいります。

それでは、通告に従い一般質問を行います。

初めに、知事の政治姿勢に関して、まず企業

誘致についてお伺いいたします。

さて知事は、2010年度予算案、前年より当初

比2.6％増の一般会計総額5,772億6,600万円を発

表いたしました。これは知事任期の最終年にも

当たり、マニフェストの達成に向けた予算案で

もあります。本県の緊急的な課題への対応とし

て、「雇用の確保と就業支援」「地域医療の再

生」と「中山間地域の活性化」の３項目と、将

来的な課題への対応の３項目の合計６項目につ

いて、重点的な措置を講ずることにいたしまし

た。特に雇用と地域医療については、１月に行

われた延岡市長選挙でも一番の争点になった課

題です。「雇用の確保と就業支援」は37事業に

及び、105億円が計上されています。また、組織

改正を行い、企業立地推進局に企業立地課を新

設し、人員も増加し、３人体制にして積極的な

企業誘致に取り組むことといたしました。ここ

で、マニフェストの中でも重点課題の一つであ

る企業誘致について、目標達成に向けて知事の

意気込みをお伺いいたします。

次に、高速道路無料化の社会実験について、

知事にお伺いいたします。

国土交通省は２月２日に、本年６月から高速

道路無料化の社会実験を行うことを表明し、交

通量の少ない地方を中心に、37路線の50区間が

対象となりました。県内では、3.7キロメートル

の延岡南道路、そして西都―清武間の27キロメ

ートルの２路線が対象となりました。県北の延

岡南道路は、国道10号線の土々呂地区が慢性的

に渋滞することの改善策として建設されまし

た。ただ、距離に対して割高感のある料金設定

もあり、思いのほか利用者が少なく、土々呂地

区の渋滞の解消に至らないまま20年が経過いた

しました。この間、工都延岡と日向市の細島港

を結ぶ産業道路としての意味合いも高くなり、

これまで行政や経済界、青年会議所や市民、そ

して延岡選出の各県議会議員もこの壇上で、高

速道路の早期完成とあわせて、延岡南道路の料

金値下げ運動を訴えてまいりました。これで土

々呂地区の国道10号、日豊線に並行する県道の

渋滞はかなり改善されるのではないか、物流の

改善も図られ、全国でもトップクラスの実験結

果が出るのではないかと期待しています。今回

の県内の高速道路無料化の社会実験について、

知事の所見をお伺いいたします。

次に、本県には、日向市の細島港、宮崎市の
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宮崎港、日南市の油津港と、重要港湾がありま

す。インフラ整備のおくれた本県にとっては、

地域間競争において、企業誘致等は物流の脆弱

さが大きなハンディになります。物流体制の確

立において、県内重要港湾の位置づけと今後の

港湾物流のあり方についてお伺いいたします。

以上で壇上からの質問は終了いたします。後

の質問は質問席よりとり行います。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まず、企業誘致についてであります。私は知

事就任以来、県外での企業立地セミナーや、県

内で行われるコンベンション等の機会をとら

え、本県の立地環境をアピールするとともに、

企業のトップに直接お会いして、本県への立地

を働きかけるなど、積極的に誘致活動を行って

まいりました。また、これまでに企業立地推進

局の設置や、県外に企業誘致コーディネーター

を配置するなど、体制の整備・強化を図ったと

ころであります。世界的な景気悪化に伴い、企

業誘致を取り巻く環境は厳しい状況となってお

りますが、４月から、さらなる体制の強化を行

うとともに、引き続き積極的な誘致活動を展開

し、マニフェストに掲げました４年間で新規立

地企業100社の実現に向けて、全力で取り組んで

まいりたいと考えております。

続きまして、高速道路無料化の社会実験につ

いてであります。このたび、国土交通省より、

高速道路無料化の社会実験の対象区間に、県内

から、東九州自動車道西都―清武間、国道10号

延岡南道路が選定されたところでありますが、

この社会実験は、無料化に伴っての地域経済へ

の効果、渋滞や環境への影響を把握するための

ものと聞いております。延岡南道路の無料化自

体につきましては、国道10号の渋滞が軽減され

るなどの効果が上がることが期待でき、地元を

初め利用者にとって大変喜ばしいことと認識し

ております。しかしながら、今後開通する区間

も含めた全国の高速道路ネットワークの無料化

につきましては、物流や観光などの地域経済へ

の効果が期待される一方で、高速道路整備のお

くれ、公共交通機関や環境への影響、受益者負

担の問題などが懸念されることから、慎重に検

討されるべきであり、今回の社会実験について

は、効果が出る特定の区間だけではなく、さら

に問題点が出るような区間も対象としてはどう

かと考えております。いずれにいたしまして

も、今後実施される社会実験の動向を注視して

まいりたいと考えております。

次に、県内重要港湾の位置づけと今後の港湾

物流のあり方についてであります。本県の重要

港湾につきましては、県北の細島港は九州の扇

のかなめに位置しており、外国貿易を含む東九

州の物流拠点港として、また、県央の宮崎港は

南九州の物流拠点港として、さらに、県南の油

津港は県南地域の物流拠点港として位置づけて

いるところでありまして、それぞれの地域の産

業や経済を支える港として重要な役割を担って

いるところであります。今後の港湾物流につき

ましては、地球環境問題の深刻化に伴い、二酸

化炭素排出量の少ない海上輸送の役割がますま

す大きくなるものと考えております。また、高

速道路網の整備に伴い、隣県も含めた広域的な

物流環境の変化も予想されるところでありま

す。このようなことから、利用者のニーズに的

確に対応し、本県港湾の利用促進を図っていく

ためには、ポートセールス活動による新たな航

路の誘致や岸壁などの施設整備に、引き続き積

極的に取り組んでいく必要があると考えており
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ます。〔降壇〕

○田口雄二議員 ありがとうございました。

ここで、企業誘致等に関しましてお伺いをい

たします。知事就任以降の企業誘致件数は何件

あり、雇用者数は何名ほどになるのか。また、

知事就任以降の県内の建設業を含む企業の倒産

件数はどれほどになるのか、商工観光労働部長

にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 知事就任

以降、現時点での企業誘致件数につきまして

は、昭和シェルソーラーの国富工場や延岡市の

センコービジネスサポートなど69件でございま

して、最終雇用予定者数は4,256人となっており

ます。このうち、操業を始めた企業は50社で、

約1,900名の雇用が発生しております。また、知

事就任以降の県内企業の倒産状況につきまして

は、民間調査会社によりますと、負債額1,000万

円以上の倒産件数は288件で、負債総額は1,291

億6,600万円となっております。このうち建設業

は146件で、負債総額563億2,800万円となってお

ります。以上でございます。

○田口雄二議員 ありがとうございました。誘

致企業100社に対して現在69社、マニフェスト達

成には、あと１年弱で31社、これから毎月平均

３社ぐらい誘致しなければなりません。この経

済状況では、どう考えても厳しい目標だと思い

ます。しかし、知事就任以降、逆に倒産した企

業は288社、誘致企業数と相殺すると220社ぐら

いが減少しています。現時点での誘致企業の雇

用は1,900人、倒産した288社の離職者数は把握

できていないようですが、単純に１社10人とし

ても288社ありますので、3,000人近くが失業し

ていると想像されます。現在までに誘致企業

で1,900人の雇用が生まれましたが、トータルす

ると、既存の企業の倒産で1,000人以上の離職者

が出たと予想されます。知事、マニフェストの

企業誘致の数も大変大事ですけれども、雇用を

いかにふやすことができるのか、来年度予算案

では2,000人を超える雇用創出を想定されている

ようですが、これまで宮崎の経済や雇用を支え

てきた地場産業の活性化・振興による雇用の創

出も重要です。この取り組みについて、知事に

お伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 地場産業につきまし

ては、本県経済の発展や雇用の維持・確保に大

きな役割を果たしていることから、その振興を

図ることは大変重要であると認識しておりま

す。そのため、私は、県内の景気動向に留意し

ながら、中小企業等に対する資金繰りや新商品

・新技術開発の支援、商店街の活性化、県産品

の販路拡大等に取り組むほか、高速道路や港湾

等の産業基盤の整備促進に努めているところで

あります。昨今の本県を取り巻く厳しい経済・

雇用情勢を考えますと、こうした取り組みを進

めることはもちろんでありますが、さらに今後

は、本県の意欲のある地場企業等が、他の産業

との連携等により、一層伸びていく環境整備を

行うとともに、本県農産物の付加価値を高める

食品産業の振興や、新エネルギー等の成長産業

の育成等を推進することによりまして、本県地

場産業の底上げと、将来にわたる安定的な雇用

の確保を図ってまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 ありがとうございます。先日

の延岡市長選挙では、新規雇用3,000人というマ

ニフェストが出ましたが、県が３年かかって現

時点で1,900人ですので、いかに大きな数字かよ

くわかります。しかし、今議会でも何度も出て

いますフリーウェイ工業団地の買い戻し問

題、28ヘクタールもの土地が10年以上もほとん

ど売れなかったとは腹立たしい限りです。これ

平成22年３月１日（月）



- 209 -

がもし延岡にあれば、以前打診のあった電子機

器メーカーの1,000名ほどの雇用も生まれたであ

ろうに、メーカーの要望する広大な用地が期限

内に用意できず、泣く泣く断念した経緯があり

ます。進出すれば地元経済に大きく寄与してく

れたと思われるメーカーは、先日、長崎県に工

場を完成させました。逃した魚の大きさにむな

しさが募ります。高速道路のインターチェンジ

が近くにあるだけで、企業が進出してくるとは

限りません。企業が何を求めているのか、しっ

かりと調査しながら、誘致活動を進めていただ

きたいと思います。

次に、延岡南道路の無料化実験について、知

事にもう一度伺います。東九州道の門川から日

向までの年内開通の見込みと、連結する延岡南

道路が20年目に無料化に進み出すという二重の

喜びと思っていました。ところが、発表された

当日の知事の全国ニュースのテレビでのコメン

トを見てびっくりいたしました。画面には、ま

ゆをつり上げてこの政策を批判する知事の大写

しの顔が出ていました。このシーンを見た方か

ら、「延岡や県北の念願であった無料化に向け

て動き出したにもかかわらず、お礼も言わずに

批判ばかりして、知事は何を考えているんだ」

という抗議の電話が何本か私にございました。

延岡市長等より強い要請もあり、民主党県連と

しても最重要項目の一つとして党本部幹事長室

につなぎ、また、市長と前原国交大臣との面会

までセッティングして実現したものです。知事

のコメントを、当然、前原大臣も耳にしたとは

思いますが、要望にこたえたにもかかわらず批

判されたのでは、心証がいいわけがありませ

ん。どういうおつもりで知事はあのような発言

をしたのか、お伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 延岡南道路は、地元

の方にとって、大きな経済的あるいは雇用効

果、あるいは渋滞緩和への効用あるいは効果が

あると把握しております。地元を初め利用者の

方々にとっては大変喜ばしいことだと、私は認

識しております。そのことも申し上げておりま

すが、ただ、先ほども申し上げましたとおり、

重複いたしますが、社会実験としては、全体の

高速の約18％、全国切れ切れの数キロの路線を

抽出しただけでは、真の社会実験とはならない

のではないか。つまり、効果があるところだけ

を取り上げてこれを社会実験とせずに、メリッ

ト・デメリット―デメリットの部分がある、

例えば環境の問題、他の公共交通機関への影響

等々も含めた、そういう社会実験を広く行って

こそ真の社会実験になるのではないかという意

図で発言をさせていただいたところでありま

す。例えば九州で申しますと、九州縦貫自動車

道をすべて無料化にして、これを社会実験化す

るということは、環境あるいは受益者負担ある

いは他の公共交通機関等への影響もはかれるこ

とから、こういったものを鋭意していただくと

いうことを、御要望という意図で申し上げたと

ころであります。高速の無料化というのは、現

政権・民主党さんが特に目玉政策として推し進

められている政策でございますので、これは国

民との約束・契約としてぜひやっていただきた

い、やらなければいけないことだと思うんで

す。その割には、社会実験としては規模が小さ

かったのではないかと、私は非常に残念だと

思って、そういう意図を持ちまして発言させて

いただいたところです。

○田口雄二議員 規模がもともと予定していた

よりも、財政状況が今非常に景気の低下等によ

りまして、民主党が考えていた以上のものがで

きなかったという、その反省点はあります。た
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だ、県内の自治体の一つが大臣まで直接お会い

して要望したことに対しまして―テレビでは

切られたのかもしれませんが―お礼の言葉が

あったのかどうかわかりませんが、テレビの中

では知事が、先ほど申しましたように、非難ば

かりをしているシーンがかなり何度も出ており

ました。そういう意味では、先ほど言いました

ように、私は去年の11月議会のときにも申し上

げましたけれども、今の政権をとったのは鳩山

内閣でございますので、その政権と何もべった

りくっつけと言うわけじゃありません。やはり

友好的な関係を保つことが、この宮崎県にとり

まして、いろんな意味でプラスになるかと思い

ますので、これから先も、こちらの要望を認め

てくれたときには、きちっとお礼を言うのが筋

だと思いますので、今後、発言はしっかりと気

をつけていただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。

次に、重要港湾について知事にお伺いいたし

ます。県内の３つの港湾は、それぞれの役割が

あるとのことですが、もともと港湾物流が少な

い本県に重要港湾が３つあります。しかも、県

西地区の皆さんは、実際には志布志港しか目が

向いておらず、重要港湾が４つあるようなもの

です。国も今、全国の港湾の整備を大きく見直

しし始め、選択と集中が進められます。成田空

港は国際線と貨物、羽田空港は国内線と使い分

けと称して、使い勝手を無視した利便性の低い

空港になってしまい、韓国の巨大なハブ空港、

仁川空港などと大きな差がついてしまいまし

た。本県の港湾が工業会や農業団体などと連携

を深めて、利便性の高い港にしていただきたい

と考えますが、知事の見解をお伺いいたしま

す。

○知事（東国原英夫君） 議員御指摘のとお

り、利用者の皆様にとって使い勝手のよい港と

して機能強化を図ることが重要であると認識し

ております。このため、特に細島港につきまし

ては、工業会など関係団体からの要望を踏まえ

まして、平成22年度の当初予算案の中で、県単

独事業によりコンテナターミナルの整備拡充を

図ることとしており、また、大型岸壁の新規着

手についても、国に強く要望しているところで

あります。県におきましては、これまで物流対

策推進本部において物流の実態調査等を行って

まいりましたが、今後とも引き続き、港湾セミ

ナーの開催などを通して、企業ニーズの把握を

行いながら、地元市町村や産業界と一体となっ

て、航路の充実や選択と集中による重点的な施

設整備に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○田口雄二議員 ありがとうございました。

それでは次に、医療・福祉行政についてお伺

いいたします。

年度末が近づきますと、人事異動で、またし

ても医師不足が発生するのではないかと、非常

に心配な季節です。既に県内各地で医師の退職

や異動の記事が、連日報道されております。そ

んな中、先日の地元紙の記事には、驚きととも

に本当に頭の下がる思いがいたしました。宮崎

市、そして宮崎医科大出身の谷口雅彦さん45歳

は、北海道大学病院の医師であるにもかかわら

ず、「医療でふるさとに恩返しをしたい」との

思いから、延岡市の民間病院まで月に３日間、

診療に来ていただいております。昨年の４月か

ら、毎月第２金曜日から３日間、肝臓内科の外

来を担当していただいているようです。北海道

から延岡に来るだけでも身体に大きな負担がか

かると思いますが、金曜と土曜には夜間当直も

受け持ち、月曜日の朝には北海道に向けて帰っ
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ていくと報道されていました。実は私は、この

事実を恥ずかしながら全く存じていませんでし

た。救急医療の医師派遣には延岡は遠いと敬遠

されるとよく言われますが、何と北海道から来

ていただいたとは。こんなにふるさとの現状を

憂い使命感に燃える医師は、まさに地域の宝、

感謝の気持ちでいっぱいです。なお高い医療技

術を習得したら、早く宮崎に帰ってきてほしい

ものと思っております。

さて、本県の来年度予算においても、地域医

療対策に重点配分されていることは大変ありが

たいことです。そのような中、厚生労働省の諮

問機関である、通称「中医協」と呼ばれている

中央社会保険医療協議会で、２年に一度の診療

報酬の改定の答申がまとまり、４月から実施さ

れることになります。地域医療の崩壊を食いと

めるために出された答えは、特に深刻さが増し

ている救急医療や産科、小児科医療の報酬が手

厚くされています。医師不足等の要因で、県立

３病院の事業会計は厳しさを増していますが、

新年度からの診療報酬改定が県立病院の収益に

与える影響はどの程度と予想されるのか、病院

局長にお伺いをいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 診療報酬改定に

つきましては、議員御指摘のとおり、２月12日

に中央社会保険医療協議会のほうから厚生労働

大臣へ改定案の答申がなされております。改定

率につきましては、全体で0.19％増となってお

り、この内訳を見ますと、医師の技術料などに

当たる本体部分は1.55％のプラス改定、医薬品

などの薬価部分は1.36％のマイナス改定となっ

ており、勤務医の待遇改善や、救急、産科、小

児科、外科等急性期医療、入院医療に手厚く配

分されているようでございます。県立病院への

影響でございますけれども、現在、情報収集に

努めているところでありますが、救急医療管理

加算やハイリスク分娩管理加算など、救急や周

産期医療の分野で収益の増加が期待できるので

はないかと、このように考えております。

○田口雄二議員 わかりました。現時点では、

どの程度の影響かまだよくわからないというこ

とのようですが、県立病院の収益に寄与してく

れることを期待したいと思っております。

次の質問に移ります。さらに深刻さを増す医

師不足対策の地域医療再生計画が国に採択され

ました。新年度予算案に８事業６億7,800万円が

盛り込まれ、2013年度までの４年間にわたり、

さまざまな医師不足対策に取り組んでまいりま

す。医師不足が深刻な県北地区は、特にこの計

画に大きな期待を寄せています。本県にも、長

年待望されていましたドクターヘリが今回配備

されるようですが、ドクターヘリの運航開始ま

での予定について、福祉保健部長にお伺いいた

します。

○福祉保健部長（高橋 博君） ドクターヘリ

は、宮崎大学医学部附属病院が主体となって導

入するもので、県としては、地域医療再生基金

を活用して支援を行うこととしております。平

成22年度においては、宮崎大学が、医師等医療

スタッフや消防の救急隊員に対する研修、運航

マニュアルの整備、大学内でのヘリポート整備

のための調査等に取り組むこととしておりま

す。また、ドクターヘリについては、救命救急

センターに配備することが国の補助基準上の条

件となっておりまして、宮崎大学医学部附属病

院の救命救急センター化が並行して進められる

こととなっております。今のところ、運航開始

までに必要なすべての準備作業が完了するの

は、早くて平成23年度末と見込んでおります。

○田口雄二議員 あと２年ほど待たなければな
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りません。一人でも多くの命を救うためにも、

一日も早く運航開始してほしいという思いはい

たしておりますが、研修や調査、マニュアル等

をしっかりしたものにして、運航につないでほ

しいと思っております。よろしくお願いいたし

ます。

地域医療再生計画は、ドクターヘリの導入な

ど救急医療体制の強化を柱としているようです

が、県北部圏域の救急医療体制強化に向けては

どのような事業を計画しているのか、再度、福

祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 県北部は、医

師不足により、救急医療体制が不十分な状況と

なっており、その強化が喫緊の課題となってお

ります。このため、県北部圏域を対象とする地

域医療再生計画では、初期救急を担う延岡市夜

間急病センターや、県立延岡病院を輪番制で支

える２次救急医療機関の医師確保や施設整備の

ほか、３次救急を担う県立延岡病院について

は、救命救急センターの充実と、これに伴うへ

リポート整備を計画しているところでありま

す。

○田口雄二議員 県立延岡病院にもヘリポート

整備の計画があると伺いました。ありがとうご

ざいます。九州では、今回の件も含め、ドクタ

ーヘリが佐賀県を除く全県に配備されると聞き

ました。大分、熊本、鹿児島など、隣県とスピ

ーディーな対応ができますよう、しっかりと連

携を図っていただきますようよろしくお願いい

たします。

次に、本県の医療体制を確立するため、県内

の受験者を優先して10人を受け入れる「地域

枠」が、宮崎大学医学部に2006年に創設されま

した。その後、卒業後に県内の地域医療機関な

どで奨学金を受領した期間勤務すれば返還が免

除される「地域特別枠」５人も創設され、本県

出身者枠が増員されています。本県出身者が多

くなれば、それだけ本県に勤務する医師が多く

なると期待されており、新年度予算案にも医師

修学資金貸与事業と、さらに充実を図っていこ

うとしています。ところが、宮崎大学医学部の

地域枠に関して、来年度の入学定員10名に対し

て合格者が２名しか出なかったようですが、な

ぜこのような事態になったのか、また地域特別

枠の状況について、福祉保健部長にお伺いをい

たします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 宮崎大学医学

部の地域枠及び地域特別枠は、医師不足が深刻

化する中で、将来の本県の地域医療を担う医師

の養成確保を図る観点から、地域枠については

平成18年度から、また、地域特別枠については

今年度から設定されているものであります。こ

のうち地域枠については、先日、来年度の入学

定員10名に対し合格者２名という、大変厳しい

選考結果が出されました。県としても非常に残

念に思っておりますが、大学からは、センター

試験の結果など、大学の求める合格ラインに達

する受験生が少なかったと聞いております。な

お、合格者が優先的に県の医師修学資金貸与の

対象となる地域特別枠については、定員５名に

対し５名が合格となっております。また、今年

度の国の医学部定員増の方針に基づき、来年度

入学分から新たに、宮崎大学５名、長崎大学２

名の計７名が、本県の地域特別枠の拡大分とし

て認められておりますが、今年度の選考は、両

大学とも一般前期日程の試験で行うこととなっ

ており、現在、選考の手続が進められていると

ころであります。

○田口雄二議員 非常に残念ですけれども、大

学の求める合格ラインに達する学生、受験生が
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少なかったということのようです。わかりやす

く言うと、学力が足りなかったということだと

思うんですが…。というと、これからは学力等

に関することになりますので、教育長にお伺い

をいたします。

まず、本県から何人ぐらいの医者の卵が生ま

れているのか。昨年度、本県の県立高校から医

学部医学科に合格した人数をお伺いいたしま

す。

○教育長（渡辺義人君） 昨年度、本県の県立

高校から医学部医学科に合格した人数は、過年

度卒業生も含めて、延べ人数は70名であります

が、１人で複数の医学部医学科に合格した生徒

もおりますので、実人数として把握いたします

と、61名ということであります。

○田口雄二議員 延べ70名の合格で61名の進

学。これに私学や県外の進学校に行っている生

徒も入れますと、本県出身者はもっと多くの合

格者になると思います。最近の定員増の影響も

あるかもしれませんが、この合格者の一人でも

多く本県で勤務してほしいものです。恐らく単

純に考えても、ことしもこの程度の医学部への

合格者が出るのではないかと思いますが、なぜ

今回は宮崎大学地域枠の合格者が２名なのか、

残念でなりません。教育長にお伺いいたしま

す。宮崎大学医学部地域枠の推薦入試につい

て、生徒や保護者への周知はどのようにされて

いるのかお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 県教育委員会といた

しましては、県内の高校１年生、２年生とその

保護者を対象としまして、県の福祉保健部が主

催し、毎年実施しております宮崎大学医学部講

座の中で、地域枠推薦入試制度の趣旨や出願資

格、試験の方法等について説明をいたしており

ます。また、各高校におきましても、進路説明

会や三者面談におきまして、医学部への進学を

希望するすべての生徒や保護者に対し、この推

薦入試制度の趣旨や目的を説明し、周知すると

ともに、医師としての能力や適性が見られ、本

県の地域医療に貢献する気概のある生徒に、受

験を勧めているところであります。以上です。

○田口雄二議員 ありがとうございます。都市

部の大学等に進学しますと、なかなか本県に

帰ってこないのではないかと危惧されます。宮

崎大学医学部地域枠を生かさない手はありませ

ん。今後も、しっかりとした取り組みをお願い

いたします。

以前もこの議場でお話をさせていただいたこ

とがありますが、私どもの会派では、地域医療

が本県同様で危機的状況に陥っている青森県の

メディカル・サポート推進事業の話を聞いてま

いりました。対象者は高校生ですが、「サラリ

ーマン家庭から医者を」をキャッチフレーズ

に、生徒たちに地域医療で活躍する医師の話を

聞いたり医療現場を見てもらう等々の事業を推

進し、生徒たちに医師や地域医療への理解を深

めてもらう取り組みをしており、だんだん実績

も上がってきているようでした。ただ、私たち

会派の感想は、すばらしい取り組みではある

が、高校生からでは少し遅過ぎるのではない

か、中学生のときからのほうが効果が高いので

はないかと感じた次第です。本県において、中

学生の地域医療に対する関心を高めるための取

り組みについて、教育長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 中学生が医療の現場

などを学ぶ機会といたしましては、平成13年度

から、県教育委員会と宮崎大学が連携して実施

しております、３泊４日の「科学どっぷり合

宿」があります。これは、医療、工業、農業な

どの分野の講座を設け、私立学校を含む県内全
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域の中学生・高校生を対象に実施しているもの

でありまして、これまでに382名の生徒が参加し

ております。このうち医療分野の講座では、宮

崎大学医学部におきまして、最先端の医療器具

を操作する体験をしたり、カエルを教材として

外科手術を見学したり、夜は宿泊先におきまし

て、医学部の先生方や大学院生から、医療現場

の実情や、医師としての仕事のやりがいや使命

感などについて話をしていただいておりますの

で、参加した中学生・高校生の医療に対する興

味・関心を高める機会になっているものと考え

ております。また、中高一貫教育校の宮崎西高

校附属中学校におきましては、宮崎大学医学部

の教授陣を講師として招いて、さまざまな医学

研究の話を聞いたり、実際に医学部を訪問し、

医療現場や医療施設の見学を通して、現在の医

療技術などへの理解を深める取り組みを行って

いるところであります。県教育委員会といたし

ましては、今後も、地元の医療系大学や関係機

関と連携を図りながら、医療分野に対する関心

を高め、本県医療を担う人材の育成に取り組ん

でまいりたいと考えております。以上です。

○田口雄二議員 ありがとうございます。本県

においても、青森に負けないすばらしい取り組

みをしていることがよくわかりました。既に382

名が「科学どっぷり合宿」を受講しているよう

ですが、既にこの合宿も10年近くが経過してお

りますので、この中から何人医師に関心を示

し、医学部に進学したか等々を検証しながら、

さらに充実した合宿にしていただきたいと思い

ます。

次の質問に移ります。次に、農林水産行政に

ついてお伺いいたします。

まず初めに、最近、各地区で人気を博してい

る農林水産物直売所についてお伺いいたしま

す。延岡市でも、ＪＡ延岡が現在、大型の直売

所を建設中ですが、市民の期待も大きいものに

なっております。取り立ての新鮮な野菜が格安

の価格で手に入り、生産者などの名前も入って

おり、安心して手に入れられると、農林水産物

直売所が全国的に急増しております。地産地消

の最たるもので、開店前から行列ができ、年商

が20億円を上回るところも出ており、地域経済

にも影響を与えるほどの直売所も誕生し、まち

おこしの中心となっている地域もあります。消

費者だけでなく、逆に生産者にも好評なところ

が特徴です。出荷する野菜が自分で値段を決め

られる、消費者より生産者名で野菜を選んでも

らう、また手ごろな現金収入となり、農家もや

る気を出し、研究し、新たな野菜の開拓に取り

組む傾向も出ています。地域によっては、大規

模な農地が必要でもなく、耕作放棄地対策とし

て取り組んでいるところもあります。そこで、

農政水産部長に、本県における農林水産物直売

所の現状についてお伺いをいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 直売所につい

てでございますけれども、本県では平成14年度

から、直売所の定義を、県内に所在し、地場の

農林水産物等を扱っており、かつ施設が常設・

有人で、農林水産物の売り場面積が半分以上、

過半を占めているものを「農林水産物直売所」

と位置づけまして、その実態調査を毎年行って

いるところであります。平成21年度の調査結果

を見ますと、まず設置数では、全体で150店舗と

なってございまして、85店舗であった平成14年

度と比較しまして、大幅な増加が見られており

ますけれども、ここ数年は横ばいの状況となっ

てございます。また、運営形態で見ますと、個

人とかグループによる経営が全体の５割を占め

ておりますが、ここ数年では、法人あるいは農
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協等の団体による経営が増加している傾向にご

ざいます。さらに、販売額で見ますと、1,000万

円から5,000万円未満が約４割と最も多くなって

おりますけれども、ここ数年は１億円を超える

ようなところもふえておりまして、年々大型化

が進んでいる状況にあります。なお、道の駅に

つきましては、県内に14店舗ございますけれど

も、12店舗が直売所として位置づけられてお

り、うち７店舗が１億円を超える販売実績と

なっております。

○田口雄二議員 ありがとうございます。本県

においても大型化が進み、売り上げが１億円を

超えるところも増加しているようです。私ども

は、常任あるいは特別委員会等の視察で県外に

行くことが多くあります。借り上げバスにより

まして現地で移動することが多いのですが、道

の駅などで休憩をとることがありますけれど

も、各地でその農林水産物直売所の近年の販売

の規模や充実ぶりは目を見張るものがありま

す。このような現状を踏まえ、今後、農林水産

物直売所をどのように位置づけていくのか、農

政水産部長に再度伺います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） それぞれの地

域の農林水産物を取り扱います直売所について

は、消費者にとりましては、新鮮な商品を比較

的安価で購入できるといった点、あるいは産地

の顔が見えるという点で、安心感が得られるこ

と、また、生産者にとりましても、少量のもの

や規格外品なども含めて販売ができるといった

点、流通経費や手数料等のコスト削減が図られ

るといったことなど、いろんなメリットがある

と考えております。このようなことから、直売

所は、本県の基幹産業であります農林水産業の

理解促進はもとより、地域の活性化にも大きく

貢献することが期待されることから、県といた

しましては、今後とも、施設整備や販売品目の

拡充に向けた加工品等の開発、さらには産地の

各種情報発信に向けた取り組み等に対して、支

援を行ってまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 農林水産物直売所の存在は非

常に大きいと判断していると理解いたしまし

た。後継者不足・耕作放棄地対策としても十分

活用できますので、しっかり指導、支援をよろ

しくお願いいたします。

次に、生産物に名前が掲載されていたり、農

家の写真が生産物の陳列棚に添付されている

と、生産者が責任を持って安心・安全の生産物

が販売されていると思います。しかし、品質や

残留農薬などの安心・安全対策は万全を期さな

ければなりません。一度消費者を裏切ると、信

頼を取り戻すには大きな時間と労力を要しま

す。生産物や出荷物の安心・安全対策の指導は

どうされているのか、再度、農政水産部長にお

伺いをいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 直売所の健全

な発展を図りますためには、消費者のニーズを

的確にとらえながら、かつ消費者との信頼関係

に基づいた運営が必要でございます。御質問に

ありましたように、商品の品質管理とか安全・

安心の確保が大変重要であると認識しておりま

す。このため県としましては、保健所あるいは

普及センター等関係部局との連携を図り、毎

年、県内直売所の関係者等を対象に、適正な品

質表示とか施設等の衛生管理、さらには農薬の

適正使用等に関する研修会を開催しまして、品

質管理や食の安全・安心の確保に向けた総合的

な取り組みについて普及啓発に努めているとこ

ろであります。また、今後はさらに、残留農薬

の自主検査等の取り組みにつきましても、こう

いった研修会等を通して、積極的に働きかけを
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してまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 安心・安全対策、しっかりよ

ろしくお願いいたします。

次に、漁業緊急保証対策資金についてお伺い

いたします。燃油高騰、水揚げの激減、魚価の

低迷等々、水産業を取り巻く環境は未曾有の厳

しい状況です。先日は、カツオ一本釣り漁業関

係者が厳しい状況をアピールし、理解を求める

ため、宮崎市の橘通りを、水産業者としては初

めてデモ行進しています。漁業緊急保証対策資

金は、漁業者に県の利子補給による低利融資を

行い、資金融通の円滑化や金利負担の軽減を幅

広く行うものです。11月議会での質問時は、

「現在、各漁協から漁業者に説明が行われてお

り、一部は融資の受付が始まったところであ

る」と答弁いただいております。今年度も残り

少なくなってきた中、漁業緊急保証対策資金の

進捗状況を農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 漁業緊急保証

対策資金でございますけれども、本資金につき

ましては、昨年の12月から融資の審査等が開始

されており、順次、貸し付けが行われていると

ころであります。養殖業あるいはカツオ・マグ

ロ漁業等において、燃油とか餌料―えさでご

ざいますが、えさの高騰等により発生しました

既往債務の借りかえなど、漁業経営の安定化を

図るために活用されているところであります。

さらに、昨今のカツオの極端な不漁とかマグロ

の魚価安の影響等により、カツオ・マグロ漁業

を中心に新たな資金需要が発生しておりますこ

とから、これに迅速に対応するため、本議会

に10億円の融資枠の増額をお願いしているとこ

ろであります。県といたしましては、今後と

も、本資金が漁業者の方々に広く活用されるよ

う、引き続き関係機関への指導を行ってまいり

たいと考えております。

○田口雄二議員 この漁業緊急保証対策資金が

漁業関係者の活性化につながるように、よろし

くお願いいたします。

次に、警察行政について県警本部長にお伺い

をいたします。

先日、宮城県の石巻市で、元夫の少年が元妻

の姉と知人等を次々に包丁で刺し、２人が死亡

し、１人がけがをする事件が発覚いたしまし

た。この事件が注目を浴びたのは、現在増加す

るＤＶに端を発する凄惨な事件であるというこ

ともさることながら、被害者が、何度も警察に

相談に行き、ほかに電話で相談をしていたにも

かかわらず、悲惨な事件となってしまったこと

です。以前、埼玉県桶川市でのストーカー殺人

事件の際にも、警察の対応は適切であったの

か、事件に至らない解決策があったのではない

かという声もありましたが、今回も同様の声が

聞かれました。そのような中、警察庁は、市民

からの相談を放置せず、事件への発展や被害の

拡大防止に努めるため、すべての相談内容を文

書として記録し、責任者を明確にし、組織的に

管理することを決めました。警察の相談業務

は、平成12年から警察改革の一環として全警察

署に専従体制で担当者を配置し、市民からの相

談を受け付け、既に10年が経過いたしました。

本県の相談業務の現状と、すべての相談の記録

化への対応について、警察本部長にお伺いをい

たします。

○警察本部長（鶴見雅男君） まず、受理状況

についてでありますが、過去10年間における当

県の警察安全相談の受理件数、このピークは平

成16年でありまして、２万5,305件を受理してお

ります。昨年は１万8,272件で、前年比543件の

減少となっております。また、相談の内容であ
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りますけれども、犯罪の予防に関するものから

家庭関係に関するものまで、非常に多岐にわ

たっており、昨年の特徴点を申し上げますと、

ピーク時に全体の約53％を占めておりました振

り込め詐欺に関する相談が、昨年は約10％とな

るなど大幅に減少しております。その一方で、

家庭内暴力や放置車両などの迷惑行為に関する

ものが増加しているという状況でございます。

それから、これら相談への対応についてであり

ますけれども、本県におきましては、ストーカ

ー及びＤＶ事案を含め、従前から署長を責任者

とした上で、全相談を記録化するなど、受理か

ら処理に至るまで組織的な管理を行ってきたと

ころであります。さらに、一元管理の充実強化

を図るということで、平成16年には警察安全相

談の受理及び処理状況をオンライン化いたしま

して、これによって、警察本部においても措置

結果などについて確認できるシステム、宮崎県

警察安全相談管理システムと言っておりますけ

れども、これを構築して、より迅速・的確な対

応に努めているところでございます。その結果

でありますけれども、昨年は、受理した警察安

全相談の約90％を解決いたしまして、その他に

ついても、関係機関に引き継ぐなど適正な対応

を図ったところでございます。今後とも、県民

の皆様の立場に立った適切な警察安全相談の受

理・処理、この対応に努めてまいる所存であり

ます。

○田口雄二議員 宮崎県警の取り組みは、全国

の模範になるようなすばらしい取り組みだと

思っております。本当にありがとうございま

す。ただ、警察に相談に来るというのは、警察

の人が思う以上に相当の決意をもって来ている

と思います。また、深刻な状況のためとも思わ

れます。適切な対応を求めるとともに、相談も

できず一人で悩んでいる方も多くいると思いま

す。相談しやすい環境づくりや啓発活動にもさ

らに努めていただきますよう、よろしくお願い

申し上げます。

時間が余りましたけれども、今回、質問を全

部いたしましたので、これで終わります。あり

がとうございました。（拍手）

○中村幸一議長 次は、中野廣明議員。

○中野廣明議員〔登壇〕（拍手） 今、戦後65

年であります。私も県議、行政に従事して45年

になります。よくもっているなと、裏を返せば

それしか能がなかったのかなと、そんな思いで

もあります。タイムスリップしますと、昭和42

年といいますと、初任給が２万5,000円でした。

ちょうど今の上海の大卒初任給と一緒かなと

琏。それから、雇用といいますと、余りなく

て、金の卵と言われた中学生の皆さんが、宮崎

駅で泣く泣く涙の別れで、関東、関西に就職列

車が出ておったと、そんな時期でもあります。

また、企業誘致はアパレルぐらいでした。30

人、40人規模が来ますと、その日は祝宴であり

ました。しかし、これも時代の流れで、韓国、

台湾に行って、そして今は中国、ベトナム、そ

んな流れであります。それから、タクシーとい

いますと、新婚旅行の時期になりますと、市内

からタクシーが消えたといって苦情の電話が来

ておりました。そんなよき時代といえばよき時

代、今考えれば何だったろうと、そんな感じで

あります。

一昨年の、リーマンショック以来、先が見え

ない、景気回復の要素が見えない、国の動向が

見えないというのは、45年で初めてでありま

す。ちょうど富士山の頂上に立って、行き先を

探しているような状況かなと、そういうふうに

思うわけであります。そして、政権も自民党か
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ら民主党へ移行いたしました。新政権の新年度

予算は、歳出約92兆円、歳入額、税収37兆円、

国債発行額44兆円、埋蔵金等で11兆円の92兆円

であります。2010年度末の国の借金約860兆円、

これも過去最大、国民１人当たりに直します

と、約680万円の借金であります。私はよう払い

ません。ＧＤＰでいいますと180％、先進国中最

悪ということであります。国債が予算で税収を

超えるのも戦後初めてということであります。

こんな状況の中での新政権の新年度予算に対し

ての知事の所見をお尋ねいたしたいと思いま

す。

後は質問者席のほうからいたします。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

国の予算についてであります。国の平成22年

度当初予算は、新政権による初めての編成であ

り、景気の後退やそれに伴う大幅な税収減の中

で、過去最大の国債発行や税外収入の確保な

ど、マニフェストの実現に向けた事業推進と財

政規律とのバランスをいかに確保するか、非常

に厳しい予算編成であったものと存じます。本

県の財政は、地方交付税や国庫支出金等の依存

財源の占める割合が高く、国の予算に大きな影

響を受けることから、国による財政運営の安定

性、健全性の維持が望まれるところでありま

す。今回の国の予算につきましては、さまざま

な議論、指摘がなされているところであります

が、本県予算との関係から申し上げますと、地

方交付税の増額による厳しい地方財政への配

慮、暫定税率の維持、直轄事業負担金の維持管

理費分の廃止などにつきましては、評価できる

ものと考えております。一方、児童手当との併

給という形で実質的な地方負担が求められた子

ども手当や、全体で18.3％の大幅な減少となっ

た公共事業につきましては、地方の意見を踏ま

えた新制度への移行や、インフラ整備のおくれ

た地域への重点配分など、適切な対応を行って

いただきたいと考えております。〔降壇〕

○中野廣明議員 実は、財務省が平成22年度以

降の歳出・歳入への影響試算というのを出して

おります。それによりますと、３年後ですけ

ど、25年度税収を大体40.7兆円と見込んでおり

ます。22年度に対しますと、3.3兆円の増加とい

うことであります。国にしてみれば小さい数字

かなと。そしてまた、25年度の歳入不足、これ

は国債発行になると思いますけれども、55.3兆

円、22年度比で11兆円の増加という数字であり

ます。そして一方では、国債乱発という言葉が

出ております。そういう状況で、日本国債の保

険料も上昇したという記事が出ております。要

は、国債を買った人が保険を掛けるわけです

ね、それの保険料。それから、アメリカの格付

も下がったということであります。これは、現

在の政策では、財政再建が従来の予想よりもお

くれる点が主な理由と書いてありました。国際

的な信用がなくなるということは、本当に日本

経済にとっても、国民にとっても大きな損失で

あります。今、テレビ等でギリシャの財政破綻

が出ております。その前はアルゼンチンだった

と。こんなところは国債もみんな紙切れになる

わけであります。そういうことでありますけ

ど、我々平社員はこの県議会で言うのが精いっ

ぱいでありますから、そういうことを含めて、

全国知事会等で県民の代表として、しっかり国

の健全財政等について議論をお願いしたいと

思っております。

次に、少子化対策についてであります。日本

で今、直接国民が痛みを感じない大きな痛み
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は、私は人口減少だと思っております。欧米に

比べてその対策は30年以上おくれていると、私

はそう思っております。これは自民党の失政だ

と私は思っているんです。今回、新政権での子

ども手当、公立高校の授業料の無償化について

は、２～３疑問があります。まず、福祉保健部

長に、簡単に子ども手当の内容についてお尋ね

いたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 平成22年度の

子ども手当につきましては、現在、国において

検討されております法律案によりますと、次代

の社会を担う子供の健やかな育ちを支援するた

め、中学校修了までの子供１人につき月額１

万3,000円が支給され、所得制限は設けないこと

とされております。また、子ども手当の一部と

して、従来の児童手当を支給する仕組みとなっ

ており、児童手当分につきましては、国、地

方、事業主が費用を負担することとされており

ます。なお、所得制限の撤廃に伴う児童手当の

地方負担の増加分につきましては、現時点では

１億4,000万円程度と推計されますが、この分に

ついては、国の特例交付金で措置されることと

なっております。

○中野廣明議員 また続けて、公立高校授業料

の無償化に伴い、既に減免されている生徒分の

財源措置についてはどうなっているか、教育長

にお尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） まず、数字として申

し上げますと、県立高校における授業料減免の

対象者数でありますが、本年度の場合、本年の

１月末時点で、生徒数全体の11.7％に当た

る2,876名でありまして、この時点までの減免総

額は３億1,778万円となっております。この部分

に相当する公立高校の授業料無償化後の財源に

つきましては、これまでと同様に地方交付税に

おいて措置される旨、国から説明を受けている

ところであります。以上です。

○中野廣明議員 この２つの事業で私が言いた

いのは、結論から言いますと、国は国費でやり

ますということでありますけど、一部地方交付

税で負担するという部分が残っているわけで

す。子ども手当も一部、従来の児童手当の分に

ついては地方交付税措置が残っていますよね。

例えば木城町、ここは九電様様のおかげで地方

交付税不交付団体なんです。そうすると、木城

町で子ども手当、新しい上乗せをして大体１億

円ぐらい要るそうであります。しかし、従来の

児童手当のところが、3,000万ぐらい地方交付税

措置の部分があるんですね。だけど、木城町は

不交付団体だから、地方交付税では来ないとい

うことで、自前で払わんといかんということに

なるわけです。それから、県もそうですね。約

３億円、地方交付税で措置すると言われており

ますけど、地方交付税で措置するということ

は、いわゆる約３億円の金が丸々地方交付税と

して宮崎県に来るかというと、そうじゃないで

すよね。総務部長、どうですか。大丈夫です

ね。そういうことで、ここで言いたいのは、国

が全額負担すると言っておったのに、地方交付

税で措置しますということとは意味が違います

よということを私は言いたかったんです。大し

たことはないですけどね。それで、今回、新政

権の目玉政策でもある子ども手当、高校生の授

業料無償化についての知事の所見をお尋ねいた

します。

○知事（東国原英夫君） 子ども手当及び高等

学校授業料無償化につきましては、子育て家庭

の経済的負担を軽減するため実施されるもので

ありますことから、これらの制度が将来にわ

たって継続されれば、少子化・子育て支援対策
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としても期待できるものと考えております。し

かしながら、子ども手当につきましては、平

成22年度において地方負担が求められるなどの

課題がありますので、23年度以降の本格的な実

施に当たっては、事前に地方の意見を十分に聞

いた上で、国の負担と責任において制度設計が

なされることが必要であると考えております。

○中野廣明議員 私は、そういう子ども手当と

か少子化対策、大いにやるべきだと思っている

んです。ただ、今回の子ども手当に対するアン

ケート調査が出ておりました。これは大和総研

だと思います。子供の将来のために貯蓄、これ

が54.4％、それから子供の教育が30.6％、生活

の補てん、その他が15％でありました。要する

に生活支援に約70％回っていると、少子化対策

とは言えないんじゃないかということでありま

す。それから、景気対策の乗数効果というのが

あります。これは、財政支出によって一定の間

に国内総生産額（ＧＤＰ）がどの程度上がった

かを示す指数であります。知事、一番がやはり

公共事業です、1.2。それから２番目が法人減

税0.5。次に子ども手当0.4。４番目が個人所得

税減税0.2。そういう数字であります。これもい

ろいろ、子ども手当、景気対策、内需拡大の一

環と言われておりましたけど、余り景気対策と

しては効果がないんじゃないかなということを

申し上げたいんです。月に２万6,000円、年間に

しますと大体5.3兆円、これは消費税の約２％分

に相当します。ですから私は、少子化対策は政

権がかわっても維持可能で恒久的な制度で、初

めて安心して子育てができる制度の確立が必要

じゃないかなと思っているんです。やはりこう

いうのを政争の具にしないでほしいと、まじめ

に少子化対策に取り組むべきじゃないかなと、

私はそういう気がしてなりません。私が言うの

もここまでですから、後は知事会等でしっかり

頑張ってほしいとお願いしておきます。

次に、国の事業仕分けについてであります。

無駄を省くということは、私は大変大事なこと

だと思っております。小泉さんじゃないけど、

改革なくして発展はないと私は思っておりま

す。方法論については、それぞれ異論のあると

ころかと思いますけれども、本県にとって事業

仕分け―廃止、減額、補助額の不明分―に

よる県の予算編成への影響はどうなっているの

か、総務部長にお尋ねいたします。

○総務部長（山下健次君） お話にございまし

たように、国のほうでは、昨年の11月に行政刷

新会議の事業仕分けにおける歳出の見直し等を

踏まえまして、12月下旬に来年度予算案を編成

されているところでございますが、この事業仕

分けの結果による本県の予算への影響でござい

ますけれども、まず、国の予算計上が見送られ

たために本県の予算にも計上できなかったもの

として、ケーブルテレビ施設整備支援事業、こ

の１件のみでございます。また、次世代育成支

援の事業といたしましては、国の一般会計と児

童手当特別会計というのがございまして、これ

との所管事業の調整により、県の負担割合があ

る事業の事業量がふえたということで、県の予

算計上額もふえているものもございます。その

ほかにつきましては、国の予算が減額をされた

ため、本県への事業配分を減少と見込まざるを

得ないものの、現段階で影響額が明確となって

いるものはほとんどございません。今後、事業

量、箇所づけによりまして事業配分が具体化さ

れ、本県の事業額が明確になるものと見込まれ

ますことから、当初予算では、できる限りの情

報を収集した上で、前年度の事業量や現行基準

での算定を参考といたしまして所要額を措置し
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たところでございます。

○中野廣明議員 執行部としては精いっぱいの

回答かなと思います。私が追加していろいろ説

明しますと、ケーブルテレビ、国富町は去年で

済んでよかったなと思っているんですよ。やっ

とテレビチャンネルがいっぱいできました。そ

れで、今回この仕分けでいろいろ見ますと、次

に特に農業ですね。県内農家の影響は不明とい

うのが多いんです。これはなぜかというと、国

の直轄事業が多いということです。公共事業を

除いた分が84事業あるんですけれども、84のう

ち51事業は国が直接やっているわけです、県は

素通りで。だから、いろいろ影響がわからんと

いうようなことだと思うんです。ちょっと話は

変わりますけど、知事、やっぱり地方分権のま

ず最初は、国の出先をなくすことです。民主党

さんが一生懸命言っておられるが、私もいいと

ころ取りで、こういうところはしっかり応援し

ようと思っているんです。それからもう一つ、

そういうことで、影響が県ではわからんけれど

も、県内の農家の人たちは、そういう影響をか

なりこうむっておるところがあるかもしれない

ということになります。それから、仕分けでは

廃止という言葉がありますが、それにかわる新

規事業が出ておりますけど、これも内容は全く

未定ということになっておるわけです。そし

て、国の予算縮減、これもその額が不明ですよ

と、いろいろ答弁もありました。そういうこと

を考えますと―今後、国の事業配分が具体化

されて事業額が明確になるということを言われ

ました。これを反対にすれば、現段階では、数

字を挙げていますけど、全くわかりませんとい

うふうにもとれるわけです。そして、当初予算

は、今年の予算を参考に所要額を措置したとい

うふうになっております。大体ことしの予算を

参考にしながら、今年度、これから本会議が終

わって、委員会ではその数字を煮詰めるわけで

すけど、私はどうか眠たくなるのかなと、そん

な気もいたします。そしてまた、知事、一回、

地方交付税１兆円、小沢さんが増額したという

のがありました。私も、あのうち100億ぐらい宮

崎に来て、景気対策等に独自に使えるかなと

思っていました。そうしたら、地方交付税が50

兆円増額になっていますけど、いろいろ事務費

が引かれております。それで私はチャラだと、

何もありがとうございますと言う必要はなかっ

たのかなと、そんな気がしております。ぜひい

ろいろと精査していただければと思っておりま

す。

次に、国の予算編成等についてであります。

これも国会、マスコミ等で話題になっておりま

すけど、国の箇所づけについて非常に不満だと

知事が言っているのを、テレビで拝見しまし

た。私にはどういうことかわかりません。そう

いうことで、知事も要望されたと思うんです

が、本県の国の直轄事業の仮配分について、知

事の所見をお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 国の直轄事業の仮配

分につきましては、２月９日に国から説明が

あったところであります。本県分の仮配分に対

する感想としては、全体としては、概算要求時

と大きく変わってはいないとの印象を受けたと

ころであります。本県の地域活性化を図るため

には、道路や港湾などのインフラ整備を進める

ことが重要でありまして、私はこれまで、機会

あるごとに国に対して、ミッシングリンクの解

消、おくれている地方への重点的な配分など、

本県の要望を訴えてまいりました。今回の仮配

分では、概算要求時に下限値が０億円であった

ものが１億円になった箇所がある一方、例えば
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東九州自動車道の県南地区や九州横断自動車道

延岡線などで前年度を大きく下回る区間がある

など、要望してきた内容が十分には反映されて

おらず、不満の残る内容ではありましたが、最

終的には、その予算配分額がどのような基準で

決定されたのか等の考え方を明確にしていただ

きたいと思っております。

○中野廣明議員 これもあくまでも新聞報道で

ありますけど、増加率大、全国５県、東京、福

井、長野、京都、鳥取とありました。鳥取県

は、前知事片山さん、この方は民主党の委員等

もされておりますけど、要望事業費の増加率

が21％あったと、民主党の重点選挙区の一つに

もなっておると、そんなことです。また、福井

県は逆に、４事業すべてが増額、増額率約25

％、前回の衆院選で３選挙区、民主党が負けた

ところだそうであります。そういう絡みの中

で、新聞等にはそういうふうに書いてありまし

た。後はわかりません。知事、どうぞ頑張って

もらいたいと思います。

次の国の予算仕分けについては、時間の都合

で割愛させていただきます。

それから次、本県の景気・雇用対策につい

て、商工観光労働部長にお尋ねいたします。

景気の動向は、世界、日本でも本当に先が見

えない。今るる言ったように、財務省でも、本

当にここ３～４年、余り税収もふえない、借金

だけふえる、そんな予想を立てる状況でありま

す。それで、本県の県内の景気動向、融資状

況、倒産状況、保証状況、雇用保険取得状況等

はどのような状況か。また、九州各県と比較す

るとどのようになっているか、お尋ねいたしま

す。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 21年度の

状況について申し上げます。まず、倒産状況で

ございますが、民間調査会社によりますと、負

債額1,000万以上の倒産件数は、１月末現在63件

で、前年度同期比32.3％の減、このうち建設業

は28件で、42.9％の減となっております。九州

全体の倒産件数は、前年同期比28.5％減となっ

ておりまして、本県の減少率は九州平均より高

くなっております。次に、信用保証協会の21年

度の代位弁済の状況でございますが、１月末現

在399件の約30億円となっております。このうち

建設業は167件の約16億円でありまして、件数、

金額いずれも前年度同期に比べ減少しておりま

す。また、緊急保証制度の保証承諾につきまし

ては、制度が創設された平成20年10月末からこ

とし２月18日までで4,929件の約595億円となっ

ておりまして、九州各県と比べますと、件数、

金額とも比較的少なくなっております。一方、

条件変更につきましては、21年度12月末現

在1,255件の約176億円でありまして、金額で前

年度同期比36.2％の増となるなど、信用保証協

会では、中小企業の資金繰りを積極的に支援し

ているところでございます。次に、県内有効求

人倍率につきましては、昨年12月で0.38倍と

なっておりまして、九州各県の中では、鹿児島

県と並んで低いほうから２番目となっておりま

す。最後でございますが、建設業における雇用

保険被保険者資格取得・喪失状況につきまして

は、宮崎労働局の取りまとめによりますと、平

成21年度は12月までの累計で、取得が3,345件、

喪失が4,282件となっております。なお、平成20

年度同月までの累計は、取得3, 5 8 4件、喪

失4,895件となっております。以上でございま

す。

○中野廣明議員 今のような数字、私はずっと

ここ３～４年追っかけているんです。今回はく

たびれまして、部長に言ってもらいましたけ
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ど。本当にいろんな数字を見ましても、鳴かず

飛ばず、いいところもあれば悪いところもある

ということで……。しかし、大体平均して宮崎

も余りいいほうじゃないと言えるのかなと思っ

ております。現在、日本のＧＤＰギャップ―

これは需要と供給の差でありますけど―35兆

円と、内閣府が推計しているわけです。それだ

けの差がある中での景気浮揚、大変だろうなと

思っております。この景気・雇用対策を県独自

で行うのは大変困難なことだろうと、私は思っ

ております。数値もよいほう、悪いほう、しか

しながら、まだまだ景気回復の兆しはないとい

うことであります。

建設業従事者の失業保険取得者数、前は大体

月5,000人ぐらいあったと思いますけど、この数

字が去年の12月比では、20年よりか239人少なく

なっているということであります。そのことは

ちょっと減ったかなと。しかし、月によっては

ふえているところもありますから、まだまだ予

断を許さない。いろいろ一般では２月危機とか

言われましたけど、今のところ、少しは落ち着

いたかなと思っております。そういう中で今

回、知事、最低制限、90％に上げられました。

本当にこれは歓迎すべきことだと思いますけ

ど、言わせていただければ、何で１年さき、決

断されなかったのかなと、ただそれだけであり

ます。

そして、今、建設業の失業保険取得者、これ

とちょっと比較しますと、今、県の就業支援

で37事業、市町村も入れてです。105億円使って

創出効果は2,100人、その他を入れて約3,000人

しか出ないんですね。105億円、どんどん入れて

ですよ。だけど、私は、この事業も100％みんな

成功するとは思っていません。恐らく、この事

業費が切れたときに、またその人たちは失業す

るということであります。105億円入れて大

体3,000人、そうすると、建設業の失業保険取得

者、大体3,345人ぐらい。まだこっちのほうが多

いんですね。だから、さっき言ったように、ト

ータル的に公共工事の波及効果は多いと。私も

一時は公共工事は終わったかなと思ったけど、

やっぱり地方、田舎は、そういうところしか働

くところがない。それで、特に農家は兼業農家

が多いんです。本当に農家だけじゃ飯が食えま

せんから、今後は農業集落どうなるのかという

ようなところにいくわけであります。

そしてまた、財務省が平成22年度以降の歳出

・歳入への影響試算をしております。25年度税

収40.7兆円、たったの3.3兆円しか伸びないとい

うことであります。財務省も、いかに景気回復

が鈍いかということを言っていることだろうと

私は思います。そういうことで、私は特に、県

内の中小企業対策としては、県で今できること

は、中小企業の倒産防止だと思っているんで

す。融資・返済関係、特にこの条件変更につい

ては、対前年度比36.2％、金額で1,255件の176

億円ということであります。対前年度ふえたこ

とはいいことじゃないんですね。それだけやっ

ぱり企業は苦しい。しかし、それだけまた商工

観光労働部も、銀行さんも、保証協会も頑張っ

ているということになるわけであります。引き

続き頑張ってほしいと思います。

次に、雇用の面から知事に再質問させてもら

います。昨日の宮日で、政府が策定中の「成長

戦略」の政策課題というのが、きのうの夜、

ちょっと目につきました。この政策課題は、６

月に実行計画に練り上げるということでありま

す。そして、この課題の一つに、「カジノ特区

の創設」とありました。自民党時代は私はあき

らめていたんですけど、さすが民主党さんだな
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と思うわけです。このカジノ特区の設置につい

て、知事の前向きの所見をお聞かせいただきた

いと思います。

○知事（東国原英夫君） カジノにつきまして

は、観光資源として大きな集客力を有してお

り、観光振興、さらには雇用拡大の効果が期待

される一方で、青少年に対する悪影響などの懸

念が指摘されております。現在、国において

は、例えば沖縄カジノ特区などの新たな特区制

度の創設が検討されているとの報道もあります

が、県といたしましては、そのような国の動き

等の情報収集に努めるとともに、今後、国にお

いて、カジノに対する考え方や制度化に向けた

方針等が明確にされれば、県民の皆様等と幅広

い意見交換をさせていただきながら検討してま

いりたいと考えております。

○中野廣明議員 慎重な前向きの答弁、ありが

とうございました。以前に、県もこのカジノ特

区、そういうものを申請したこともあるんです

よね。そういう経緯もあります。カジノは、雇

用、観光―東アジアを受けて―国際線の維

持、税収の増、先進国でないのは日本だけであ

ります。私は本当に今、宮崎の観光界は何を

もって海外に売っていけばいいかということを

考えると、なかなか思いつかないんですね。

やっぱりこのカジノ、宮崎観光の切り札になる

のかなと、そんな気もしております。ぜひ知

事、先頭に立って今回行動してほしいと思いま

す。また、議員カジノ研究会もちょっと眠って

おりましたけど、今回を契機に再度活動をした

いと思っておりますので、どうかよろしくお願

いいたします。

次に、土地の有効利用についてお尋ねいたし

ます。

最近、農政の事業名の中に、優良農地という

単語が出てきております。今、農家は後継者不

足、借り手もいないような農地は耕作放棄地に

なる。集落人口も減少する。衰退の一途をたど

る。集落は人が住んで集落を形成すると思って

いるわけであります。今回、国では農地転用の

法律改正がありました。どのような内容か。今

後、県として将来的に農地として利用できない

ような農地をどうするのか、農政水産部長にお

尋ねいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） まず、農地転

用に係る農地法等の改正の内容についてであり

ます。食料の生産基盤であります優良農地を確

保する観点から、従来、許可不要であった国ま

たは県による病院、学校等の公共施設整備に係

る転用につきましては、法定協議制度が導入さ

れるとともに、違反転用に対する罰則が強化さ

れております。また、農用地区域内において、

担い手に対する農地の利用集積に支障を及ぼす

おそれがある場合は、同区域からの除外を厳格

化するなどの見直しが行われております。それ

から次に、将来的に農地として利用できないよ

うな農地の取り扱いについてでありますが、既

に山林原野化し、農地としての利用が見込めな

いものにつきましては、農業生産基盤の計画の

有無等の確認を行った上で、農業委員会等にお

いて、非農地として判定されることになってお

ります。県といたしましては、今後とも関係機

関との連携を密にしまして、周辺の状況を踏ま

えながら、地域の実情に合った有効利活用がな

されるよう努めてまいりたいと考えておりま

す。

○中野廣明議員 いつも部長の答弁を聞きます

と、何かスムーズにいくような気がするんです

よね。しかし、現場に行きますと、人によって

違うんです。全然違う。本当にこれは何とかし
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てもらわんと、非常に困ります。非農地の定義

なんかしっかり―今いい農地でも、杉が大き

くなって陰になって、畑として使えないところ

が出ているんです。そんなところを見せても、

これは農振地だからだめですよと、それで一

発。じゃ何をつくるのと言ったら、いやわかり

ませんと。そういうことで、私も飽きずに似た

ような質問をしていますが、土地の流動化は、

その地域にとって大きな景気浮揚策につながる

と私は思っているんです。耕作放棄地は今ゼロ

価値。人が住んだり、またほかの道を考えれ

ば、価値が出てくるんです。農政も、地域が活

性化され、農業集落も維持できる。現状を無視

した農業政策は衰退あるのみだと私は思ってお

ります。今回、私の政治生命じゃありません

が、ライフワークの調整区域は、今度法律改正

がなされるということでありますから―部長

とはしっかりやりましたが―新部長のもとで

しっかり議論をしたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。

次に、知事のマニフェスト評価方法について

であります。

ことしの１月23日、早稲田大マニフェスト研

究所、宮日新聞社と合同で、マニフェスト進捗

度調査の結果が出ました。評価は別としまし

て、私は評価方法についてちょっとがっかりい

たしました。また、北川教授、時々テレビでも

よく見ます。いつも興味を持っておりますけ

ど、今回の評価方法等については、北川教授に

もちょっとがっかりいたしました。それで、知

事にお尋ねしますけど、このような宮日も今度

入っている早稲田大学の評価方法、結果じゃあ

りません、評価方法について、知事の感想をお

尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） ことし１月に発表さ

れました私のマニフェストに対する評価につき

ましては、宮崎日日新聞社と早稲田大学マニ

フェスト研究所により実施されたものでありま

す。昨年１月、私が同研究所に依頼した中間検

証におきましては、マニフェストを実行するた

めの仕組みづくりである実行過程、個別の項目

ごとの進捗度、マニフェストの内容そのものを

含む取り組み全般の３つの区分により、それぞ

れ評価され、100点満点による総合評価を行って

いただいたところでありますが、今回につきま

しては、個別の項目ごとの進捗度のみを評価さ

れたものであると理解しております。我が国に

おきましては、マニフェスト自体が歴史の浅い

ものでありますので、その評価方法につきまし

ても、今後さまざまな角度からの研究が進んで

いくものと考えております。いずれにいたしま

しても、マニフェストは、任期４年の間に実行

するものとして県民の皆様に約束したものであ

りますので、その達成に向けてこの１年を全力

で努めますとともに、期間内の取り組み及びそ

の成果につきましては、最終的に第三者に依頼

して検証を行い、その結果を公表してまいりた

いと考えております。

○中野廣明議員 マニフェストとは―これは

あくまでも私の考えですが―有権者との一種

の契約だと思っております。有権者に評価を示

すのであれば、有権者が理解できるような方法

が一番好ましい。私は２～３人の方に聞きまし

たが、見ているけど中身はわからんと、そうい

う評価でありました。それから、85のマニフェ

スト項目を、実行過程、進捗度、取り組み全般

とか、そういうふうに分類して評価するという

ことでありますけど、これは有権者には理解す

るのが困難じゃないかなと、私はそう思ってお

ります。それから、数値目標が入った、100社と
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かいうのは簡単にできますけど、数値のない項

目、これはしっかりした採点基準なんかを示さ

ないと、採点する人の主観、客観、点数でどう

にでもなるのかなと、そういうふうに私は思っ

ています。今回の評価方法を見ますと、県が

やっております事業評価、ああいうのを参考に

されたのかなと思うわけです。

私も、知事のマニフェストで東アジアの販路

拡大、今までの知事で初めてだったんだなと

思って、評価を見たら、日本の大都市と東アジ

アが一緒の１項目になって評価されています。

私、日本のことはＡでもダブルＡでもいいと

思っていますけど、例えば東アジアで何回物産

展をした、２回した、３回したでマルＡとかい

う評価は、私はかなりいろいろ異論があるとこ

ろかなと思っております。それから、移住促

進、県民公募債、テレビ局の増設、これも私は

興味を持って見ておった。テレビ局の増設は無

理だなと思っていました。それから、県民公募

債も最初からバツですよね。ほかのものは段階

的にするとありますけど、全然ないから、１項

目でＣになるわけです。すると、移住促進もや

るべきだと私は思います。これは移住促進する

ための前段階の事業が３つぐらい書いてある。

それがみんなマルＡになっておるから、できる

項目についてはＡが多くなるんですよ。最初か

らできないのは１つしかない。そういうことを

含めて、これは知事に言うわけじゃないですけ

ど、ぜひ、早稲田大学のマニフェスト研究所に

しっかりまた頑張っていただきたいということ

を申し上げ、異論ありということを申し上げた

いと思います。

それから、最後になりましたが、私、昨年か

ら、本当に心の痛んでいることがあります。そ

れは昨年の、韓国岳の小学生遭難死亡事故であ

ります。「５時で捜索中止、これ以上は２次災

害のおそれがある」というような報道でありま

した。私は、この際、県も参加して捜索隊のチ

ームをしっかり構築すべきじゃないかなと思う

わけですけど、知事の考えをお聞かせくださ

い。

○知事（東国原英夫君） 昨年11月の韓国岳の

小学生遭難は、まことに痛ましい事故でありま

して、私も残念でなりません。御家族の方々に

哀悼の意を表しますとともに、捜索に御尽力い

ただいた多くの方々に御礼を申し上げたいと

思っております。このような悲惨な事故は繰り

返してはいけません。その原因や対応上の課題

を検討し、関係機関との連携の確認やその体制

の強化を図っていく必要があると考えておりま

す。既に本年１月には、環霧島会議の下部組織

として、環霧島山岳遭難対策連絡会議を組織し

て、周辺市町村が中心となって、その検討作業

に当たっておりますので、隣県鹿児島県と連携

しながら、県もこの連絡会議に積極的にかか

わって、広域調整に係る助言や提案を行ってま

いりたいと考えております。

○中野廣明議員 私もテレビだけを見ておった

ものですから、中身はしっかりわかりませんで

した。３日間、延べ2,500人の方が御苦労された

ということであります。本当に御苦労さまでし

たと申し上げたいと思います。ただ、今回いろ

いろ検討するに当たって、一つだけちょっと言

いたいのは、例えば今回の場合、えびの側から

登山したから、えびのの副市長さんが捜索隊の

指揮をとったということらしいんですね。です

から、高千穂、韓国、どこから登ったかによっ

て捜索チームを置くところが変わるという話で

す。例えば高原から登ったんだったら高原町が

責任者としてやると。そういうのがはっきりす
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るところはいい。じゃ子供だけ行って夜になっ

て帰ってこんよと、韓国岳に行くと言って帰っ

てこんのだけど、じゃどこが捜索チームのリー

ダーになるかというと、まずそこからどこがな

るかわからんわけです。子供がどこから―え

びの側から登ったのか、小林から登ったのか、

高原から登ったのか、その登ったところの町村

が主体になってやるということらしいんです

ね。そういうことじゃ間に合わんし、警察もえ

びの警察署、小林警察署がありますから、そこ

ら辺を今検討されている中で今後しっかりして

いただいて、私は大変貴重な人命だと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。以上

で終わります。（拍手）

○中村幸一議長 ここで休憩をいたします

が、15時再開いたします。

午後２時35分休憩

午後３時０分開議

○中村幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、髙橋透議員。

○髙橋 透議員〔登壇〕（拍手） 早いもので

３月、別れ、旅立ちの月であります。旅立ちと

いえばスイートピーです。スイートピーの花言

葉が、門出、旅立ちであります。３月末をもっ

て退職される方々へスイートピーの花を贈って

ください。退職される方々には、県民の安心と

安全、そして生活と福祉の向上に御苦労いただ

き、心からなる感謝と敬意を表するものでござ

います。退職後はお体に十分留意され、さらな

る県勢発展のために後輩への御指導等を賜れば

幸いでございます。

さて、知事にはまだスイートピーの花は差し

上げられません。新たな旅立ちは当分なく、継

続とお察しします。20年先を見据えた総合計画

の作成と実行、前途多難の県政を着実に前進さ

せるために、東国原知事の次なる展開への決断

が待たれるところでございます。そこで、まず

伺います。基金の枯渇で予算編成が心配された

財政運営は、2007年から始まった財政改革によ

り、その収支不足の改善がなされました。中身

の検証は後ほどいたしますが、次なる財政改革

の策定が求められると思います。そのスケジュ

ールと基本的な考え方について答弁を求めま

す。

また、新年度予算では県税収入が約780億円、

平成２年の水準まで落ち込む予定であります。

景気の悪化、人口減に伴う経済の縮小により、

自主財源はますます厳しくなると予想されま

す。今後の県税収入についてどのような見通し

を持っているのか、伺います。

以上で壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

財政改革計画についてであります。財政改革

の取り組みにつきましては、平成15年に策定し

た第１期の財政改革推進計画による取り組み後

においても、地方交付税の大幅削減等によりま

して、本県財政はさらに厳しさを増したことか

ら、第２期の計画として、平成19年に「宮崎県

行財政改革大綱2007」の財政改革プログラムを

策定させていただきまして、将来にわたって健

全性が確保される財政構造への転換に向けた取

り組みを推進してきているところであります。

しかしながら、このような取り組みによる努力

を重ねているにもかかわらず、平成22年度予算

におきましては、地方交付税が増額確保されて

もなお多額の収支不足が生じるという、大変厳
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しい状況となっております。また、今後も、公

債費や社会保障関係費などの増加が見込まれ、

予断を許さない状況にあることから、引き続

き、財政改革の努力を積み重ねていく必要があ

るものと認識しております。次の財政改革計画

の策定につきましては、今後、地方税財政制度

に関する国の動向等も踏まえながら、平成22年

度において検討してまいりたいと考えておりま

す。

次に、今後の県税収入の見通しについてであ

ります。平成22年度の県税収入予算につきまし

ては、税制改正の影響や景気の後退等により779

億8,000万円と、平成21年度当初予算に比べ、額

にして95億円、率にして10.9％の減と、大変厳

しいものとなっております。平成23年度以降の

県税収入につきましては、景気の動向に加え、

消費税をめぐる議論や個人所得課税のあり方、

環境関連税制の問題など、今後の国の税制改正

の動きにより、地方の税収も大きく変動いたし

ますので、現段階で見通すことは困難でありま

す。なお、仮に現行の税制が続くといたします

と、景気の状況が一部に持ち直しの動きはある

ものの、雇用情勢は依然として低水準にあるこ

となど、なお不透明でありますことから、今後

の県税収入につきましても、厳しい状況が続く

ものと考えております。〔降壇〕

○髙橋 透議員 見通しが困難、しかし厳しい

であろうという答弁でございますが、あくまで

も見込みでありますから、ひょっとしたら決算

で上回るかもしれない。しかし、このような状

況ですから、下回ることを予想したほうがいい

のかなというふうに思っています。先ほど、県

税収入約780億円、平成２年の決算と同水準とい

うことを申し上げましたが、よくよく考えてみ

ますと、平成19年度から税源移譲になりまし

た。所得税から住民税にシフトしましたから、

平成２年の790億と単純に比較できないと思うん

です。そこで、私はお尋ねするわけですけれど

も、税源移譲がなかった場合に、平成22年度は

どのくらいで算定できるのか、総務部長、答え

られたらお願いいたします。

○総務部長（山下健次君） 税制が変更された

現時点で試算というのはなかなか困難な面があ

りますけれども、平成19年度の影響額を当ては

めて考えますと、仮に税源移譲がなかったとし

た場合に、個人県民税は約100億円の減となりま

す。したがって、平成22年度の県税収入予算

は700億円を下回るという状況になると思われま

す。

○髙橋 透議員 びっくりしました。780億円

ショック、700億円ショックでしょうか。改めて

県税を初めとする歳入確保にしっかりと取り組

んでいただきたいなというふうに思います。

次に移りますが、基金についても、いよいよ

限界に来たなというふうに思われます。基金は

ゼロにはできないはずです。災害時などに取り

崩すために必要になると思いますが、基金は一

体どのくらいあればいいのか、総務部長、答弁

をお願いいたします。

○総務部長（山下健次君） 適正な行政水準が

保たれるというのであれば、基金というのは多

ければ多いほどいいというのが、財政当局とし

ての正直な気持ちでありますけれども、御承知

のように、平成６年度末に本県の基金残高

は1,479億円ということでピークでございまし

た。その後、徐々に減少しまして、平成22年度

末には286億円程度となる見込みでございます。

こういった基金は、今お話にもございましたよ

うに、災害とか、通常では想定できない事態が

生じた場合に重要な財源になるとともに、予算
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編成時における収支不足を補うための唯一の財

源でございます。この収支不足を補うという機

能をここ数年ずっと果たしておるわけですが、

今年度の予算の編成におきましても、景気後退

等の影響を受け、御指摘のように県税収入が大

きく減少する中で、国の地方財政対策は踏まえ

ておりますが、事務事業の見直し等による財源

捻出に努めてもなお、やはり約151億円の収支不

足について、この基金を取り崩して補てんせざ

るを得ないという状況でございました。基金の

適正な水準について、指標となるというのはな

いわけですけれども、財政改革に取り組み、収

支のバランスが図れる財政構造へ転換できるま

で収支調整の役割を担い得る水準が―抽象的

でございますけれども―確保されていること

が望ましいと考えております。

○髙橋 透議員 収支不足の圧縮については、

本当にぎりぎり頑張っていらっしゃって、限界

に来ていると思うんですが、収支不足の圧縮で

かなり歳出減に取り組まれております。その要

因の一つに、５年間で1,000名を削減する人員削

減、人件費の大幅減があるわけですが、これは

達成される見込みだというふうにお聞きをしま

す。既に900名弱削減されているというふうに思

いますが、スクラップ・アンド・ビルドと、行

政改革の中にうたわれております。ただ、行政

需要の多い部署へ、果たして人員増がなされて

いるのか、総務部長にお尋ねいたします。

○総務部長（山下健次君） 限られた人員を有

効に活用するという観点から、事務の効率化を

進めるなどで人員を削減する一方で、必要な部

署には必要な人員の配置に努めておりますが、

例えば昨年の４月の人事異動におきまして、中

山間地域の集落活性化支援、あるいは環境エネ

ルギー対策の推進などのために、それぞれの関

係部署におきまして増員を行ったほかに、年度

途中ではありましたけれども、昨年の９月に

は、新型インフルエンザ対策のための感染症対

策監の新設等、こういった増員を行ったところ

でございます。

○髙橋 透議員 私たちから見ますと、職員の

方はかなり窮屈に仕事をされているんじゃない

かなというふうに思ったりいたします。時間外

の量もかなり多いとお聞きしますので、行政需

要の多いところには、しっかりと人員配置をお

願いするところであります。

そして、もう一点、この数年、公務員も年収

減であります。格差が極端に広がっております

ので、本県などでは、低賃金を余儀なくされて

いる中小零細企業で働く人がいっぱいいらっ

しゃいますので仕方ないんですが、そことどう

しても比較をされます。「公務員はまだましだ

が…」という論法で比較されております。それ

が公務員バッシングというふうになっている現

状があると思いますが、人員削減も賃金抑制

も、もう頭打ちに来ている、そういう判断を私

はいたします。知事の所信にもございました

「ひかり輝く宮崎の未来へ～県民総力結集予

算」と位置づけられた22年度の予算ですが、選

択と集中の理念のもとに重要施策に取り組むた

めに、知事を支える職員の方の力が必要だと思

うんです。職員の士気をどうやって引き上げて

いくのか、知事に答弁を求めたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 極めて厳しい財政状

況の中で、本県では、行財政改革大綱2007に基

づきまして、健全な財政構造と少数精鋭の組織

づくりに取り組んでいるところであります。こ

のような中で、総人件費の抑制は大きな課題で

あり、特別職の給料や管理職手当の減額に取り

組んでいるところでありますが、職員数につい
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ても削減せざるを得ないものと考えておりま

す。このため、これまで以上に職員一人一人の

能力を伸ばすとともに、職員の士気について

も、さまざまな取り組みにより高揚を図ってい

るところであります。具体的には、職員の意欲

やアイデアを人事配置や施策の展開に生かす取

り組みとして、庁内公募制や職員提案制度を実

施しているほか、国や海外等への研修派遣や自

主研究グループへの支援など、職員の自己研さ

んによる能力向上にも努めているところであり

まして、さらに、職員の精励に対する功績表彰

や永年勤続表彰も実施しているところでありま

す。職員の士気高揚は大変重要でありますの

で、今後も、職員が生き生きとみずからの職務

に取り組み、その能力を十分に発揮していただ

くよう努めてまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 私は、県庁の方々を見てい

て、先ほど言いましたけれども、非常に窮屈に

仕事をされているんじゃないかなと思っている

んです。コミュニケーションがなかなかとれて

いないんじゃないだろうか、職員間で果たして

相談をされているのかなという気もいたしま

す。そういう意味では、2007の財政改革によっ

てかなり圧縮された努力、それは一方では評価

しながらも、余りにも窮屈にやり過ぎたところ

もあるんじゃなかろうか、そういうところも

しっかりと総括をしていただいて、次の財政改

革の参考にしていただきたいなというふうに

思っています。

次に移りますが、マニフェストについては、

これまで質問で取り上げられましたので、私は

別の角度から質問してみたいと思います。知事

の宣伝力は、多くの方から評価をされているこ

とだというふうに思いますが、知事の功績は、

何といっても県民の県政への関心を高めた、い

わゆる県政を身近にしたということではないか

というふうに思っています。ただ、一方で実は

気になることがあります。知事のあいさつをよ

く聞いてみますと、片仮名の用語が結構ありま

す。知事就任の初議会も、議事録を見てみまし

たら、そこで例のポテンシャルを言われまし

た。潜在する能力、可能性としての力という意

味でありますが、知事が常々使われる言葉の中

に横文字が多い。今回の答弁の中でも、例を挙

げますと、県庁職員はゼネラリストとしてたけ

ているとか、バッシング、モチベーション、パ

ラサイトシングル、ニート、スパイラル、もち

ろんポテンシャルも出てきました。使いなれ

た、聞きなれた片仮名は了としますが、ふだん

使われない片仮名用語は、県民目線、弱者目線

を考えたときに、いかがなものかと思います。

知事の御見解をお願いいたします。

○知事（東国原英夫君） 私は、あいさつなど

話をする場合は、その言葉が一般に定着し、あ

るいは自分の思いを最も伝えられる言葉だと

思ったときには、いわゆる片仮名言葉を使うこ

ともあります。おっしゃるような側面もあるよ

うですが、いずれにいたしましても、県民の皆

様に私の考えや気持ちが十分伝わるように、で

きるだけわかりやすいワード―言葉を使うよ

う努めてまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 私には伝わりませんでした。

今議会での質問にも出てきましたが、肉用牛肥

育経営安定対策事業、これを通称でマル緊事業

と言うんですね。知事、マル緊事業、わかりま

すか。補完マル緊事業というのもあります。マ

ル緊事業の由来について農政水産部長、教えて

ください。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 緊急対策とい

う意味で、通常、事業名が、国の事業なんです
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けれども、非常に長たらしくて、なかなか頭に

入らない。僕たちも入りません。そうした場合

に略して、緊急対策という意味でマル緊事業と

か補完マル緊とか、また今回、新マル緊とか

言っていまして、これは県がつけた事業名では

ありません。国のほうで一応使われているとい

うことで使わせていただきました。

○髙橋 透議員 これは平成13年でしたか、古

いから緊急と言わない、だからマル緊というこ

ともわからんでもない、そういうふうに説明を

受ければですね。これはやはり農林水産省の方

々の机上の論理であって、いわゆる国民目線あ

るいは畜産現場目線じゃないと思うんです。古

い緊急事業だったらフル緊、これはおかしいで

すから、やはり名称を工夫して、わかりやすい

ものにしていただくことを、いろんな担当者会

議の中でぜひ言ってください。

今のは国の事業ですけれども、本県の事業で

も結構目につきます。ジョブカフェ、ファミリ

ー・サポート・センター、みやざきＥＶ―ＰＶ

構想推進事業、メガソーラー導入促進事業、新

ポータルシステム導入事業などなど、拾い上げ

たら切りがないんですが、特に高齢者とか横文

字が不得意な方からは、何のことかわからない

というふうに、よく声を聞きます。知事、よろ

しいですか。先ほど言いましたが、県政は身近

になったと私は認めます。ただ、それは表面だ

けで、肝心な中身は理解されていないというふ

うに私は思ってしまうんです。そこで、県の事

業名などを県民にわかりやすいものにすべきで

はないでしょうか。知事に見解を求めたいと思

います。

○知事（東国原英夫君） 私も常々かねがね、

そういうことを思っておりまして、議員御指摘

のとおりだと思います。やたら事業名が長たら

しい。漢字が多い。片仮名も多いんでしょう

が、新規事業等については、その内容のみなら

ず、事業名も含めて十分検討の上、予算化して

いるところでありますが、最近では、外来語か

ら新しく生まれた、住民に浸透している言葉も

多く、日本語に置きかえると長くなってしまっ

たり、かえって本来の意味が不明確になる場合

もあると思っております。また、国の制度名に

おいても、片仮名を用いた外来語由来の言葉と

か、先ほども申し上げましたとおり、やたら長

い事業名あるいは似通った名称、緊急経済雇用

対策何とか何とか事業というのが数種類ぐらい

ありまして、どれがどれかわからないようなこ

ともありますので、事業名につきましては、県

民の皆様に、できるだけ短い言葉で、かつ事業

内容が理解しやすく伝わることが重要であると

思いますので、今後とも、適切な表現に心がけ

てまいりたいと思っております。

○髙橋 透議員 くどいようですけれども、ま

だ言います。３月の行事予定表が送られてきま

した。これを見たら、生涯学習課の事業、アメ

リカンシェルフプロジェクト寄贈図書贈呈式、

これは組織名ですから、なかなかわからないと

いう面もある。もう一つ、県アセットマネジメ

ント導入検討委員会、道路保全課の事業です

が、よかったら県土整備部長、これを説明して

ください。

○県土整備部長（山田康夫君） まず、アセッ

トマネジメントといいますのは、直訳すると、

資産管理ということだそうでありまして、従

来、金融資産の価値を最大化するためにうまく

運用していくという活動を指すようでございま

す。最近、公共土木施設についても非常に施設

量がふえてきておりますので、改築更新とか維

持管理に今後、費用がかかるということから、
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何とかトータル的に最小限にコストを抑えて、

長寿命化―なるだけ長生きさせる。そして、

単年度に大量に予算を投入しなくて済むように

平準化を図っていく、そういった管理手法を

やっていこうということで、今、議員が言われ

ましたアセットマネジメント導入検討委員会と

いうのを立ち上げたものでございます。以上で

ございます。

○髙橋 透議員 詳しく説明していただきまし

た。ありがとうございます。資産管理という名

称でもつけてくだされば、それで一目瞭然とい

いますか……。よく横断的というふうな言い方

をしますね。県庁の中でも、同じ県庁の仕事が

部局を離れるとわからないという職員の方もい

らっしゃると思うんです。オール県庁で何でも

やろうというふうに知事が先頭になって呼びか

けていらっしゃるのに、課題を共有化するため

には、だれが見てもわかるような事業名あるい

は行事予定表にしてください。お願いいたしま

す。

次に移っていきますが、地域医療対策につい

て申し上げていきます。

次世代育成支援宮崎行動計画が今議会で上程

されております。その中の小児救急医療体制の

充実に、７医療圏を３医療圏へとあります。こ

ども医療圏の考え方、そして県立日南病院小児

科の位置づけについて、福祉保健部長にお尋ね

します。

○福祉保健部長（高橋 博君） 本県の小児医

療は、小児科医の絶対数が不足し、また数少な

い医師に過重な負担がかかるなど、大変厳しい

状況にあります。このような中で、県民が安心

できる小児医療体制を維持していくために、従

来の７つの２次医療圏では十分な小児医療体制

が確保できないという状況を踏まえ、県内を県

北部、県央部、県西部の３つのこども医療圏に

再編して、広域での体制整備を検討せざるを得

ない状況にあります。一方で、県央部のこども

医療圏に含まれる県南地域で、県立日南病院の

小児科の存続に対する地元の強い要望があるこ

とも十分承知しているところであります。県立

日南病院の小児科については、県央部のこども

医療圏における地域の実情に合った医療提供体

制のあり方を検討する中で、宮崎大学や医師

会、地元と十分協議しながら、その位置づけに

ついて検討してまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 こども医療圏、ずっと前の議

会でも私は申し上げたことがあるんですが、県

南としては、３医療圏は容認しがたい内容なん

です。ここで病院局長に聞くわけですけれど

も、皆さん方の御努力によって、４月からの県

立日南病院の小児科医師の派遣、何とか１年間

存続ができることになりました。本当にお礼申

し上げます。３ブロックの医療圏によって、今

後、１年が保証されましたが、そのまた１年先

も小児科は続いてもらわなくてはならないわけ

で、今後、県立日南病院小児科への医師派遣は

どうなるのか、病院局長にお尋ねいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 県立日南病院の

小児科は、南那珂地区で唯一、入院患者さんを

受け入れる施設でありまして、県南地域の小児

医療提供体制について重要な役割を担っており

ます。病院局におきましては、これまでも宮崎

大学を初めとする関係機関等と十分連携を図り

ながら、地元と一体となって日南病院小児科医

の確保に取り組んできたところでございます。

そのようなことで、議員御指摘のとおり、来年

も継続ということになったところでございま

す。御案内のとおり、小児科医の確保につきま

しては、全国的な課題となっているところか
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ら、病院局といたしましても、今後、望ましい

地域医療のあり方を常に念頭に置きながら、県

民の皆様の要望に的確に対応していくことが必

要である、このように考えております。

○髙橋 透議員 たとえこども医療圏が３ブ

ロックになっても、県立日南病院の小児科への

医師派遣、ぜひとも継続いただきますようにお

願いをしたいと思います。

次に、救急医療利用適正化推進事業というの

が21年度に事業実施になりまして、この中に、

これも片仮名でオピニオンリーダーというのが

あるんですが、オピニオンリーダー育成・強化

事業、来年度はどのような展開になるのか、福

祉保健部長にお尋ねします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 救急医療利用

適正化推進事業は、コンビニ受診と言われる不

要不急の受診が医師の負担につながっている状

況を踏まえ、救急医療の適正利用を目的に、平

成21年度の新規事業として実施しております。

お尋ねのオピニオンリーダー育成・強化事業

は、この事業の一環として、地域医療の問題を

住民みずからの問題と考え、行動していただく

ことを目的に、ＮＰＯ等住民団体が行う勉強会

や研究会、シンポジウムの開催等の活動を支援

するもので、今年度は、４市１町の５つのＮＰ

Ｏ等により活発な活動が行われております。県

としては、地域の救急医療体制を維持するため

には、このように地域住民が主体的に、地域医

療を守ろうという草の根的な活動に取り組むこ

とが重要と考えており、来年度はさらに積極的

に支援するため、予算額についても増額をお願

いしているところであります。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。日南

市で事業補助を受けております「こども・いの

ち・つなぐ会」という組織がありますけれど

も、シンポジウムとか、学校に行って講話を

やったりとか、大変、世論形成に頑張ってい

らっしゃいます。市民の意識も変わってきまし

た。そしてまた、自治体とか医師会までも動か

すような、そういう状況まで頑張っていらっ

しゃいますので、本当に事業効果は大きいと思

います。今、部長の答弁にもありましたよう

に、予算を増額されたようですから、さらなる

広がりをお願いしたいと思っています。

次に、深刻な医師不足対策、今まで質問もあ

りましたが、県も必死に取り組んでいただいて

おります。しかし、串間市民病院、小林市立病

院の医師引き揚げ、医師不足の流れがとまらな

い状況であります。このような状況に県はどう

対応していかれるのか、お尋ねをします。知

事、よろしくお願いします。

○知事（東国原英夫君） 串間市民病院や小林

市立病院など、地域の中核病院からの医師の引

き揚げが相次ぎ、地域医療の確保に重大な影響

が生じております。医師不足は県民の暮らしに

直結する問題でありますので、県といたしまし

ては、「地域医療の再生」を来年度の重点施策

に掲げ、医師派遣システムなど現在取り組んで

いる事業に加え、地域医療再生計画に基づく宮

崎大学医学部地域医療学講座の運営支援や医師

修学資金貸与枠の拡大など、さまざまな医師確

保事業に積極的に取り組んでいきたいと考えて

おります。その中でも、宮崎大学医学部の地域

医療学講座に関しては、総合医として養成して

いく過程において地域の中核病院に医師を派遣

することもあると大学から聞いておりますの

で、県としても、できるだけ早い段階での医師

派遣の実現について期待しているところであり

ます。

○髙橋 透議員 今、知事の答弁にありました
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が、地域へ医師を派遣できる。水間議員の質問

に答弁をいただいたのは福祉保健部長だったと

思うんです。そのときには、私の聞き違いかも

しれませんが、年間４名以上の医師を派遣でき

るようになりますというふうにおっしゃいまし

たが、具体的にお聞きしたいのは―４年も待

てないわけです。串間も小林も４年は待てない

んです。22年度からでも、途中からでも、医師

の派遣が可能なのか、部長、答弁いただけませ

んか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 今、議員の御

指摘の件につきましては、宮崎大学のほうから

は平成22年度からでも派遣できるというような

お話を伺っておりますので、できるだけ早い段

階での派遣が実現することを期待しているとこ

ろでございます。

○髙橋 透議員 今の部長の答弁は、22年度途

中からでも医師の派遣ができるということです

から、今申し上げました串間市民病院なり小林

市立病院、大変うれしい答弁だったというふう

に思います。今後とも、医師不足対策にしっか

りと取り組んでいただくようにお願いいたしま

す。

次に移ります。雇用対策であります。

先ほど、長たらしい事業名だということで知

事も言われましたが、緊急雇用創出事業臨時特

例基金事業、この多くは民間企業等への委託に

より実施をされております。当初は、事業費の

７割以上を人件費に充てるという条件がありま

した。しかし、要件緩和になって、それが５割

以上になったんです。この事業の目的は、次の

雇用機会までの短期雇用かもしれませんが、失

業対策です。この事業で雇用された方々の生活

給支援になるわけですから、この要件緩和の理

由について商工観光労働部長にお尋ねをいたし

ます。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 緊急雇用

創出事業臨時特例基金事業につきましては、議

員御指摘のとおり、当初の要件では、事業の実

施に必要となる事務機器等のリースや消耗品等

の初期投資に係る経費が十分確保できないこ

と、あるいは地域によっては必要な失業者等の

確保が困難であること等により、事業を構築し

づらいという地方の声を踏まえまして、国にお

いて昨年10月に要件緩和されたものと考えてお

ります。この要件緩和によりまして、各地方自

治体において柔軟かつ多様な対応ができるよう

になっておりまして、より速やかな雇用・就業

機会の提供が図られるようになったと考えてお

ります。以上でございます。

○髙橋 透議員 もう一つ、ふるさと雇用再生

特別基金事業費の中に、非正規労働者を正規雇

用した事業主に対して１人当たり30万円の一時

金を支給する事業があると思います。そしてま

た、若年者等正規雇用化促進特別事業において

は、トライアル雇用終了後に引き続き正規雇用

した事業主に、１人当たり６万円の助成金が県

から交付される仕組みとなっています。事業主

に現金が行くわけですから、このことについて

適正実施を図るための十分な前後のチェックは

当然されると思うんですが、その辺のチェック

の方法について担当部長に伺います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 御質問の

一時金の支給につきましては、正規雇用による

継続雇用の確認が必要となります。したがいま

して、支給に当たりましては、雇用契約書ある

いは出勤簿等による事実確認を行うなど、十分

な審査を行ってまいりたいというふうに考えて

おります。以上でございます。

○髙橋 透議員 今のは書類上の審査だという
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ふうに私は受けとめたんです。できるだけしっ

かりと具体的なチェックができるように、査察

をしたりとか、そんなことをやらないと、今ま

でも、せっかくの公のお金が倒産とかいうとこ

ろで無駄になったりということも過去あったは

ずです。ぜひともチェックをしっかりとやって

いただきたいというふうに思います。

次に、農林水産業の振興についてお尋ねをし

ていきたいと思います。

「身土不二」という言葉があります。いわゆ

る体と土は二つにあらずという、人間の体はそ

の土地でできた食物でつくられるという意味で

ありますが、最近推奨される地産地消とダブら

せてもいいと思います。県教育委員でもありま

した旭化成の前延岡支社長・水永さんがテレビ

で討論されていたことを覚えておりますが、こ

んなことを言っておられます。「消費者は、安

心・安全が優先と言いながら、時間がたてば安

い輸入品を求めている。地元の食材をいかに子

供たちへ提供できるのか。食文化を地道に伝え

ることが、回り道だが、地産地消への早道」と

おっしゃっていました。安心・安全が本県農畜

産物の売りであり、武器だと思います。本県

は、食農教育にどう取り組んでおられるのか、

知事にお尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 農作物の栽培体験を

通じて命のとうとさを実感し、その恵みに感謝

する心を培う、いわゆる食農教育につきまして

は、地域農業への理解促進とともに、地場産品

の消費拡大につながるものであることから、地

産地消を進める上での大変重要な取り組みであ

ると認識しております。このため本県では、私

が会長を務める「みやざきの食と農を考える県

民会議」が主体となり、食農教育に積極的に取

り組んでいただく人材の育成・確保に努めると

ともに、農作物の栽培から調理・加工までの一

連の作業等を体験できる農作業体験学習会の開

催や、学校給食における地場産品の活用などを

支援してきたところであり、これらの活動の輪

は、学校や地域において着実に広がりつつあり

ます。私は、食農教育は一人一人がその趣旨を

理解し、その必要性を感じることで、自発的な

活動が生まれ、定着していくべきものと考えて

おります。今後とも、県民の皆様を初め、関係

機関・団体と連携を図りながら、食農教育の理

解促進に取り組んでいきたい、かように考えて

おります。

○髙橋 透議員 今、知事の答弁の中に、学校

給食、地域で教育をするということでありまし

たが、以前も質問した経緯があります。学校給

食における地産地消は拡大しているんでしょう

か、教育長にお尋ねをいたします。

○教育長（渡辺義人君） 文部科学省の「平

成20年度学校給食栄養報告」によりますと、本

県の学校給食における地場産物使用の割合は、

前年度比で0.6ポイント増の33.0％になっており

まして、全国平均の23.4％を大きく上回ってい

るところであります。学校給食の実施主体であ

ります市町村におきましては、学校と生産者と

の契約により県内産の農林水産物を安価で安定

的に購入するための支援や、生産者や地元企業

との連携による交流給食会などの開催によりま

して、地場産物の活用が図られているところで

あります。また、県教育委員会の取り組みとい

たしましては、毎月16日を「ひむか地産地消給

食の日」とし、県内産の農林水産物の利用を働

きかけますとともに、ＪＡや生産者、市町村等

との連携による地場産物活用の体制づくりや、

地場産物を使った子供たちの食づくり教室など

に取り組む食育実践事業を推進しているところ
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であります。今後とも、市町村や関係部局等と

連携を図りまして、学校給食における地場産物

の活用に努めてまいりたいと考えております。

以上です。

○髙橋 透議員 今、教育長の答弁でありまし

たように、前年度比0.6ポイント増、全国平均よ

りか多いということで33％のようですが、隣の

大分県は44.7％のようですね。これは全国１位

みたいです。北海道が２番で40.2％、宮崎県

は33％で６位のようです。もっともっと伸びる

要素はあると思いますので、今後、いろんな障

害があるかもしれませんが、ぜひ拡大していく

取り組みをお願いしたい。

私は、学校給食で大事なのは、食材とか調理

の過程とかを、子供たちの目で見れるかどうか

というところだと思うんです。でも、残念なが

ら、みずから給食をつくらない学校がふえてき

ました。調べてみましたら、自校方式は宮崎県

では４割です。６割は自分の学校ではつくらず

に、よそからつくったものが運ばれる、そうい

うことなんですね。ここで知事にお聞きするわ

けですが、いわゆる共同調理場方式と単独調理

場方式は、食育の観点からどちらに優位性があ

るのか。私が答えを言ったかもしれませんが、

お尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 私は、学校における

食育の推進というのは、子供たちが心身ともに

健全に育っていく上で大切なことであると考え

ております。そういう意味で、学校給食の役割

は大変大きいものがあり、学校全体で食育に取

り組まれているものと考えております。

２つの調理場方式についてでありますが、単

独校調理場方式では、児童生徒が調理の様子を

間近に見ることができたり、つくりたてのもの

を食べることができるといったことなど、一

方、共同調理場方式においては、食材の大量購

入により安価で調達できたり、また運営面のコ

ストを抑えることができるといったことなど、

それぞれに特徴があると聞いております。学校

給食の実施主体であります市町村においては、

地域の諸事情を踏まえた上で、どちらの方式を

選択するか、判断されているものと受けとめて

おります。

○髙橋 透議員 知事の答弁の中にもあった残

念な答弁―いわゆる食が、しかも学校現場の

給食がコストになっているわけですね。共同調

理場のいい点は、そこを答弁なさったわけです

けれども、やはりそこを問題としていただきた

いなと。子供たちの食育は、学校給食が一番早

道ではないかというふうに思っていますので、

聞いているわけです。ちなみに、学校給食の県

内の状況を見ますと、綾町が100％です。すべて

自校方式。高原町、新富町、諸塚村、椎葉村、

西臼杵３町、ここがすべて自校方式でやってい

らっしゃるわけです。知事もいつかおっしゃっ

ていましたね。宮崎県というところは子育て日

本一の県だということをおっしゃったことがあ

ると思うんですが、いわゆる食というのは子供

たちにとって大事なことであって、自校方式の

優位性は先ほど言ったとおりですから、中山間

地に多く残っている自校方式は、いつか武器に

なると私は思うんです。宮崎県というところ

は、自校方式で安心・安全の地産地消の食材を

提供して子供たちが食べているということは、

必ず武器になると思うんです。ぜひ、知事もそ

ういうところをしっかりと分析いただいて、今

後、機会あるごとに自校方式の優位性を訴えて

いただきたいと思っています。

次に移りますが、危険な油脂、油ですけれど

も、いわゆるトランス脂肪酸の規制がないの
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は、先進諸国では日本だけなんです。昨年11月

末に福島みずほ消費者担当大臣が、含有量表示

を義務づけるように消費者庁に指示をしまし

た。トランス脂肪酸は、恐らく学校給食で使わ

れていると思うんです。どの程度使われている

のか、児童生徒の健康に影響はないのか、教育

長にお尋ねします。

○教育長（渡辺義人君） 平成18年度に国の食

品安全委員会が行いましたトランス脂肪酸含有

量調査によりますと、マーガリンやバター、植

物油などに含まれているとの報告がありまし

て、学校給食においても食材の一部として使用

されているものと考えております。なお、トラ

ンス脂肪酸につきましては、食品への含有量の

表示義務がないことから、学校給食で使われて

いる食材にどの程度含まれているのかというこ

とについては不明であります。トランス脂肪酸

に関しましては、食品安全委員会のレポートに

よりますと、諸外国に比べて我が国における１

日当たりの平均摂取量は比較的少ない傾向にあ

るとされておりますが、一方で、トランス脂肪

酸を多量に摂取を続けた場合には動脈硬化など

による心疾患のリスクを高めるとの報告もある

というふうな紹介がなされているところであり

ます。今後とも、こういった専門家の所見等も

十分留意しながら、学校における安全・安心な

給食の提供に努めてまいりたいと考えておりま

す。以上です。

○髙橋 透議員 どのくらい使われているの

か、表示がされていないからわからないという

ことは、当然の答弁だと思うんですが、おそれ

のあるものは使わないということなんです。使

わせない。このことを学校給食現場には徹底さ

せていただきたい。

教育長がおっしゃった食品安全委員会が、確

かに言っています。一般的な日本人の食生活で

は摂取しても直ちには問題がないと。ただ、教

育長、よく考えてください。今の子供たちは

ファストフードをよく利用しています。１つ２

つ、例を申し上げますけれども、ファストフー

ドで食べる空揚げはおいしいですね。からっと

揚がっています。からっと揚がる理由があるわ

けですけれども、ショートニングを使っている

と言われるんです。トランス脂肪酸が多く含ま

れている油です。それと私、コーヒーはブラッ

クで飲みますけれども、ひょっとしたらフレッ

シュを入れる方がいらっしゃると思うんです

が、白い液体、あれはミルクじゃありません。

植物油を加工したものですから、トランス脂肪

酸を多く含んでいるそうです。

ちょっと紹介しますけれども、食生活・医事

ジャーナリストの氏家京子さん、この方の著書

の中で言われているのは、アメリカでの調査に

よりますと、組織犯罪者の血液検査をすると血

中の脂肪構成が悪くなっていることがわかると

いうことです。ＤＨＡ―ドコサヘキサエン酸

というふうに言うらしいですが―の値が暴力

経験のない一般の人の値より著しく低くなって

いて、これは日ごろの食生活における脂肪のと

り方に問題がある結果ということが本に書かれ

ていました。人の脳の大部分は脂質でできてお

りまして、その中でも重要な役割を持つのが脳

神経細胞です。これは大量のＤＨＡでつくられ

ておりますから、これが不足すると脳神経細胞

の働きに影響が出て、学習能力とか記憶力を衰

えさせるということが考えられるそうでありま

す。まさに、食は、「人を良くする」と書きま

すが、犯罪を減らすためにも、県警本部も一緒

に食育には取り組んでいただいてもいいんじゃ

ないかというふうに思っております。
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そして、もう一つ、12月１日付の朝日新聞で

は、小中学校で児童生徒の暴力行為が前年度比

で13％増、３年間で７割もふえたことが報じら

れていました。子供たちは、「感情がうまく制

御できない」「コミュニケーションの能力が足

りない」と観察されていて、いじめは先生たち

のさまざまな努力によって毎年のように減って

おりますが、暴力行為だけはふえ続けていると

言われております。この原因のすべてを食生活

に求めるのはちょっと乱暴でありますけれど

も、魚や豆、海藻や野菜をたくさん食べていた

伝統的な和食の食卓が崩壊をして、肉食と危険

な油があふれた食事に変わったことが少なから

ず影響していることは、容易に想像できると思

います。

こういう点に着目をして、学校給食から食を

変えられたところがあります。長野県真田町、

今は上田市になっているのでしょうか。そこの

前教育長が取り組まれた米飯給食、このことに

よっていじめが消えた、学力も向上したという

取り組みを紙面で見ました。当然ここの給食は

全部、自校方式です。しかも、前教育長は、真

田町の学校給食は全部、食材については無農薬

か低農薬のお米や野菜、大豆製品などに切りか

えられました。それもすべて真田町産、地産地

消なんです。週５日の給食を完全和食、米飯給

食にされたんです。本県の学校給食、せめて自

校方式を貫いているところだけでも完全米飯に

できないものか、教育長にお尋ねしたいと思い

ます。

○教育長（渡辺義人君） 文部科学省が行いま

した平成20年度の米飯給食実施状況調査により

ますと、本県の米飯給食の実施回数は週５日の

うち3.2回で、全国平均の3.1回を上回っており

ます。米飯給食に関しましては、児童生徒が日

本の伝統的食習慣を学び、そして本県の基幹産

業である農業や生産者の思いを身近に感じると

いう教育的な意義があります。県教育委員会と

いたしましては、市町村や関係部局等と連携を

図り、米飯給食の促進に努めてまいりたいと考

えております。なお、県内でも、週５日の給食

日のうちに全日５日間、米飯給食を実施してい

るのは、えびの市と椎葉村ではなかったかなと

思います。以上です。

○髙橋 透議員 米飯給食を実施するには、い

ろいろあるそうですね。パン協同組合からも、

いろいろと今までもあった話を聞きますので…

…。しかし、そこはしっかり乗り越えて、米飯

給食を子供たちの健康のために何とか実現して

いただきたいなと思っています。とことん食に

こだわることで、宮崎県が子育てで日本一だと

いうことをアピールできると思うので、ぜひ知

事、今後、いろんな取り組みの中で努力し、頑

張っていただきたいなと思います。

次に、今議会でもかなり出てきました農家の

戸別所得補償、注目されておりますが、農業と

同様に、今、本当に苦しんでいらっしゃる漁業

に関しても所得補償制度が必要ではないかとい

うふうに私は思いますが、知事の見解を伺いた

いと思います。

○知事（東国原英夫君） 本県水産業につきま

しては、カツオ・マグロ漁業や日向灘における

まき網漁業などを中心に、全国でも有数の生産

量を誇っておりまして、地域の重要な産業であ

るとともに、我が国水産物の安定供給の一翼を

担っておるところであります。しかしながら、

漁業経営につきましては、水産資源の状況や天

候等により漁獲量が左右されるとともに、燃油

価格や魚価の変動によっても収益に大きな影響

が出るなど、大変不安定なものがあります。こ
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のため本県といたしましては、平成23年度から

の導入に向けて国が検討を進めております漁業

所得補償制度については、本県の漁業経営の安

定が図られるものとして期待をしているところ

であります。今後とも、国の検討状況を注視し

つつ、本県の水産業・漁村の持続的発展につな

がる制度となるよう、あらゆる機会を通じて強

く国に働きかけていきたいと思っております。

○髙橋 透議員 いろいろと漁業の問題は先ほ

ども出ていますから、おわかりのとおりであり

ますけれども、価格補償とか、燃油の高騰対策

とか、まき網漁の問題も出ました。これはなか

なかすぐに効果を出せない、できない部分もあ

ります。でも、漁師の方々は、今、何か欲し

い、やってほしいという思いなんです。地元の

方々が魚を食べていただく、いわゆる魚の消費

拡大、こういったことは今までもやられてきた

と思うんです。昨年も私、言いましたが、宮崎

というところは近海カツオの水揚げ日本一なん

です。その割には、実は消費がそう伸びていま

せん。カツオの魅力をどうやって訴えればもっ

と積極的にＰＲできるのか、どのように取り組

んでいるのか、そこをまず伺ってみたいと思い

ます。知事、よろしくお願いします。

○知事（東国原英夫君） 本県の農畜水産物に

つきましては、大都市圏における「みやざき

フェア」の開催や各種メディアへの出演等々を

通じて、私自身、直接、消費者の皆様に本県農

畜水産物の新鮮さやおいしさをお伝えするな

ど、ＰＲに努めているところであります。特

に、カツオにつきましては、近海カツオ一本釣

り漁業は全国トップの地位を占めており、本県

の基幹漁業の一つでありまして、今後とも、積

極的なＰＲに努めてまいりたいと考えておりま

す。

一方、カツオのさらなる消費拡大を図るため

には、県民の皆様にその新鮮さやおいしさを

知っていただくことも重要でありますので、毎

年４月に県内各地で開催されている「宮崎初か

つおフェア」の充実を図るため、漁協が直営す

るレストランでのイベントの開催など、関係機

関・団体一体となって取り組んでいるところで

あります。今後とも、あらゆる機会を通じて、

カツオを初めとした本県農畜水産物のＰＲやセ

ールスに積極的に取り組み、その消費拡大を

図ってまいりたいと考えているところでありま

す。

○髙橋 透議員 カツオの消費なんであります

が、金額ベースで―これは県都、県庁所在地

の資料なんですけれども―宮崎市は2,564

円、11番なんです。１位の高知は、断トツで１

万1,587円なんです。これだけ差があるわけです

ね。知事は実は平成19年２月の議会で、当時、

今は亡き永友一美議員ですけれども、この方の

質問で次のように答弁されているんです。「宮

崎県の漁業は、農林水産業、農業、林業といっ

て、水産業は余り―ここも片仮名です―

フィーチャーされないんです」。取り上げられ

ないということですかね。注目されない。

ちょっと省きますが、「僕もいろんなところに

行きまして、人生49年間、若輩者でございます

が、カツオを食べさせてもらって―これは日

南キャンプに行かれたときの答弁です―うま

いと思いました。これは、やっぱり僕が言った

宮崎県のポテンシャルはここにあるなと。後

は、これをどうやってＰＲしていくかというこ

とだと思っております」と言われているんです

が、宮崎市の消費量を見てみましたら、下がっ

ているんですよ。19年が2,59 4円、平成20

年2,244円なんです。知事としての、もうちょっ
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と、こうやったんだよという答弁はありません

か。

○知事（東国原英夫君） これに関しまして

は、関係各位の方々あるいは担当部局の職員等

々とも議論をしているところなんです。分析し

てみますと、カツオというのは、やはり全国の

イメージ、知るところによりますと、やはり高

知、静岡とか、千葉とか、そういうふうになっ

てくるわけです。御案内のように、近海カツオ

漁獲量は日本一を誇っていますから、そういっ

た周知を広めていくこと、そしてまたカツオを

食べる習慣、文化、そういったものを増長して

いくということが大切かと思います。ただ、分

析の中において出てきた意見が、どうも、県民

性というか、宮崎県民にカツオが合わんのじゃ

ないかと、そのような分析もあるんですね。そ

れは実際的な数値は出てこないんですけれど

も、どうもそういったイメージ、あるいは、や

はり高知が多いのは、高知はカツオが名産とい

うことで、高知県内外から観光客等が行かれた

ときに、そこで食べられるんですね。でも、お

いしさは、私は日本一宮崎はおいしいと思って

おりますので、今後とも、そういったことを強

調して、全体的なイメージを変えるような、抜

本的に変えるような取り組みというのが必要

じゃないかなと思っております。今後とも、関

係部局と意見交換、あるいは現場の方たちとも

十分に意見交換させていただいて、その取り組

みに邁進していきたいと思っております。

○髙橋 透議員 私はカツオが大好きですか

ら、合っているというふうに思うんですが、Ｐ

Ｒということもおっしゃっていますので、予算

をもうちょっとつけていただいて、多くの方に

試食をさせることですよ。実際に食べてもらっ

て、カツオのすばらしさ、おいしさをわかって

買う、そういうことでありますから、担当課に

聞くと余り―言いにくいかもしれませんが、

予算をふやしていただいて、ＰＲをぜひしてい

ただきたいと思います。

最後に、教育問題、特別支援学校の高等部の

設置、いよいよ要望がかなうときが来たようで

あります。西諸地域については、普通学校との

併設と伺っています。西諸地域における特別支

援教育のあり方について、教育長にお尋ねしま

す。

○教育長（渡辺義人君） 現在、西諸県地域に

おきましては、都城きりしま支援学校小林校の

小・中学部を、それぞれ小林市立東方小・中学

校の敷地内に設置し、地域就学を推進しますと

ともに、専門的な知識や技能を生かした地域の

特別支援教育の中核として位置づけているとこ

ろであります。また、各学校におきましては、

日常的に活発な交流が行われるなど、そのあり

方は、先進的な取り組みのモデルとして県内外

に知られていると思っております。今後は、こ

のような実績を踏まえながら、小学部から高等

部まで地域で一貫した教育を実施するために、

小林校の高等部を小林高校の敷地内に設置し、

さらなる特別支援教育の充実を図ってまいりた

いと考えております。以上です。

○髙橋 透議員 大変すばらしい特別支援教育

になるなと、感想を持ったところであります。

日本一じゃないかと思います。最後に言われま

した高等部が小林高校に併設されるわけです

が、これは生徒間の交流がしっかりと図られる

のか、ここが大事だと思うんです。具体的に答

弁いただけませんか。

○教育長（渡辺義人君） 今御紹介いたしまし

た小林高校でありますけれども、平成18年度か

ら、都城きりしま支援学校小林校への訪問を実
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施しており、はがきづくりとか、室内ゲームと

か、そういった作業学習や校外活動を通じて交

流を深める中で、障がいへの理解や思いやりの

心をはぐくんできております。障がいのある子

供たちにとっては、多くの人とかかわることで

社会性の広がりが見られる一方で、高校生に

とっては、福祉や看護分野への進路を希望する

例も出てきているところであります。また、平

成20年４月に高千穂高校敷地内に併設いたしま

した延岡わかあゆ支援学校高千穂校の事例にお

いても、学校行事や部活動等におきまして、生

徒間の活発な交流が見られております。今後、

小林高校に小林校高等部が併設されることによ

りまして、これまでの取り組みがさらに進み、

生徒間の交流が一層活発になるものと考えてお

ります。以上です。

○髙橋 透議員 小林高校に併設される高等部

は、地域とか学校には十分に説明がなされてい

るんでしょうか、教育長、お尋ねします。

○教育長（渡辺義人君） 小林校の高等部を小

林高校に設置することにつきましては、小林校

の保護者だけでなく、小林高校のＰＴＡ、同窓

会を初め、小林市やえびの市、福祉施設の代

表、小中学校特別支援学級担当等といった地元

の関係者に御説明をし、御理解をいただいてい

るところであります。今後とも、あらゆる機会

をとらえまして、地元の方々への周知を行い、

御理解、御協力をいただきたいと考えておりま

す。以上です。

○髙橋 透議員 ありがとうございました。

時間が来たようですので、最後にお願いだけ

知事にして終わりますが、国道220号、昨年、知

事とはやりましたけれども、防災対策事業の予

算は非常に厳しいと思うんです。知事は、政治

生命をかけてやり抜くというふうにおっしゃい

ましたので、どうか最後までぜひ頑張ってやり

抜くことをお願い申し上げて、質問を終わりま

す。ありがとうございました。（拍手）

○中村幸一議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後４時２分散会
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平 成 2 2 年 ３ 月 ２ 日 ( 火 曜 日 )

午前 10時 0分開議

出 席 議 員（42名）
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◎ 一般質問

○中村幸一議長 ただいまの出席議員42名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、長

友安弘議員。

○長友安弘議員〔登壇〕（拍手） 通告に従い

まして一般質問を行います。

冒頭に、お手元に配付の資料をごらんいただ

きたいと思います。宮崎県の栄枯盛衰の基礎と

なる人口ピラミッドの推移を示した資料であり

ます。上のほうは、戦後間もない昭和25年、そ

して５年前の平成17年、下段のほうは平成17年

と25年後の平成47年の本県の将来推計を比較し

た資料であります。これを見ると、実にさまざ

まなことが去来をしてまいります。

手をこまねいておれば、図のとおり、人口減

少は進行し、殊に生産年齢人口、平成17年比

で22万7,000人減るということになります。年少

人口も、平成17年の16万人から９万人台に推移

しますから、７万4,000人ぐらい減るということ

になります。また、そういうことによりまし

て、県勢の活力低下は大変懸念をされるところ

でございます。また、75歳以上の人口の増大も

大きな課題となりますが、これも平成17年比に

しまして８万9,000人、約９万人ふえると、こう

いう状況になります。総人口は、ピーク時の117

万県民から91万人という推計になりますの

で、26万人の人口減少ということになりますけ

れども、これは本県から、現在の日向市、小林

市、えびの市、日南市、串間市、それに西都市

プラス三股町の人口がなくなった数に匹敵をい

たします。この人口減少の歯どめというのは至

難なことでありましょうけれども、できる限り

の施策を打たねばならないというふうに思いま

す。

そのためには、国や地方のあり方を変える、

あるいは出生率を上げる、そして何よりも人口

の流出を防ぐことが必要になるのではないかと

思います。これからは、特に若者、子供に光を

当てることが大事であります。出生率を高めて

もらうには、若者に結婚してもらわねばなりま

せん。そして、出産や子育てに希望や喜びを持

ってもらわねばなりません。しかし、その前に

若者の雇用の場を確保し、就業支援を行うこと

が肝要であります。だからこそインフラを整備

し、諸産業の振興を図り、若者が宮崎にとどま

る環境を確立することが最も重要な課題になる

のであります。喫緊の課題から中長期的な課題

まで、県政の課題は山積をしております。幼児

や青少年が輝き、若者や壮年が輝き、そして女

性やお年寄りが輝き、障がい者の方々が輝き、

だれもが安心して頑張れるような、そんな宮崎

を目指す県民総力戦を、今こそ全力で展開しな

くてはならないのではないかと思います。厳し

い社会経済情勢の中、県は今、20年後をにらん

だ新たな総合長期計画の策定に入られました。

各部、各局、未来を見据えた新たな計画の策定

が行われることと思いますが、本県ならではの

特異性を大いに生かし、光り輝く宮崎を創出さ

れる計画に全力を注いでいただきたい。県民の

英知を結集してつくってもらいたい、こういう

ふうに思います。

前置きが長くなりましたけれども、本日は、

人口ピラミッドを参照しつつ、本県の現状、課

題、展望をにらみ、基本的な事項について、知

事並びに関係部長、教育長、警察本部長にお尋
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ねをさせていただきます。

初めに、財政問題についてお尋ねいたしま

す。

今後の社会情勢、また20年後までの本県人口

の構成の推移を考えますと、本県財政はかなり

の変化を余儀なくされると思います。そこで、

知事にお尋ねいたします。

少子・高齢、人口減少社会をにらんで、税収

等の財源の推移をどのように予測し、どのよう

に財政運営の見通しを立てて対策を行っていか

れるのか、お尋ねをいたします。

以上で壇上からの質問を終わり、後は質問者

席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

将来にわたる財政運営についてであります。

我が国は、今後、本格的な少子高齢化、人口減

少社会を迎えようとしており、20年後には、本

県の人口は100万人を割り込み、65歳以上の割合

は３人に１人以上に増加するものと推計されて

おります。今後の20年間の展望につきまして

は、産業構造や就業構造の変化のほか、地方分

権の進展、道州制の検討による行政の姿など、

本県を取り巻く社会経済情勢の見通しを定める

ことは非常に困難でありますので、概括的に申

し上げますと、税を負担できる労働力人口の減

少、生産活動や県民所得の減少に伴い、県税収

入が減少する一方で、進行する高齢化等に対応

する老人医療や介護保険など、社会保障関係費

の増加は避けられないものであり、また、年々

減少の一途をたどっている基金残高の状況を踏

まえますと、極めて厳しい財政運営とならざる

を得ないものと見込まれます。

こうした状況のもと、将来にわたり活力を維

持し、安心して暮らせる地域社会の構築を進め

るため、国に対し、収支不足の抜本的解決のた

めの国・地方を通じた歳入の確保を初め、地方

税財政制度の充実・強化などついて強く求める

とともに、県としましては、行財政改革に引き

続き努めながら、施策の推進と財政規律のバラ

ンスを図り、財政の健全性が確保される財政運

営に努力していく必要があると考えておりま

す。〔降壇〕

○長友安弘議員 総務部長にお尋ねいたしま

す。22年度予算で、民生費が初めて土木費を上

回りましたけれども、今後の推移はどうなって

いくと考えておられるのか、お尋ねいたしま

す。

○総務部長（山下健次君） 平成22年度の当初

予算におきまして民生費は、御指摘のとおり、

社会保障関係費の増加のほかに、介護職員処遇

改善等臨時特例基金事業あるいは介護基盤緊急

整備等臨時特例基金事業など、国の補正予算に

よる臨時的交付金をもとにした基金を活用した

事業の増加によりまして、前年度比9.6％と伸び

ております。一方で、国における公共事業費の

大幅削減等の影響によりまして、土木費は前年

度比5.5％の減少となっております。こういうこ

とから、当初予算で初めて、民生費が土木費を

上回ったものでございますけれども、民生費に

ついては、今後とも、社会保障関係費の自然増

が見込まれるとともに、臨時的な基金が計画的

に事業化をされる一方で、土木費については、

新政権の基本方針を踏まえますと、今後とも、

公共事業の増加は難しいことから、民生費の額

が土木費を上回っていくものと考えておりま

す。

○長友安弘議員 総務部長に伺います。公債費

が大変膨らんでおります。基金も底をついてま

いりました。財政の硬直化はますます進行いた
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します。臨時財政対策債の措置はあるとはい

え、今後、膨らんだ県債の返済をどのように進

めていかれるのか。また、臨時財政対策債は間

違いなく保証されるのか、お尋ねをいたしま

す。

○総務部長（山下健次君） 県債残高につきま

しては、これまでの経済対策の実施、あるいは

臨時財政対策債の発行増等により、年々増加を

してきておりますが、財政改革プログラムに基

づき、投資的経費の縮減・重点化を図り、新規

発行の抑制に努めてきておりますことから、平

成22年度末の残高見込み9,410億円のうち、臨時

財政対策債を除く残高は6,696億円で、その規模

は年々減少してきているところでございます。

また、県債につきましては、発行を抑制するほ

かに、償還財源に交付税措置のある地方債の活

用にも努めてきておるところから、今後とも、

このような取り組みを進めてまいりたいと存じ

ます。なお、臨時財政対策債につきましては、

元利償還金相当額を後年度、地方交付税の基準

財政需要額に算入することが地方財政法に明記

をされております。制度的な配慮がなされてお

りますので、国に対し、その確実な措置を求め

てまいりたいと存じます。

○長友安弘議員 よろしくお願い申し上げたい

と思います。

総務部長にもう一点伺います。自主財源の確

保、これは非常に大事でありますけれども、今

後、どのように図っていかれるつもりか、お尋

ねいたします。

○総務部長（山下健次君） 自主財源の確保に

つきましては、本県では、平成17年度に産業廃

棄物税、平成18年度には森林環境税を導入いた

しまして、それぞれの目的に沿った施策の推進

に充てているところでございます。また、使用

料及び手数料につきましては、受益者負担の適

正化の観点から、徴収コスト等も含めて、毎年

度見直しを行ってきているところでございま

す。しかしながら、厳しい経済情勢の影響を受

けて県税収入が減少する中で、一方では、今後

も社会保障費や公債費等の増加が見込まれ、財

源不足は拡大していくものと考えられます。今

後、県民生活に必要な行政施策を安定的に推進

していくためには、歳入の確保策について、

国、地方を通じた抜本的な改革が必要であると

考えられますので、全国知事会等を通じて、国

と地方の税財源のあり方についての見直しを強

く求めてまいりたいと考えております。

○長友安弘議員 きょうはちょっと質問が多い

ので、淡々と聞いてまいりますが、簡単明瞭に

お答えいただきたいと思います。

次に、新たな県総合長期計画が策定されます

けれども、知事並びに県民政策部長にお尋ねい

たします。

初めに、知事にお尋ねいたします。20年後を

にらんだ新たな総合長期計画の策定に当たって

は、県民の顔や懐ぐあい、生活の実態に即した

計画、こういうものが必要だと思いますけれど

も、知事の見解を伺います。

○知事（東国原英夫君） 県の総合計画は、御

質問にもありましたように、県民の皆様の生活

実態やニーズを踏まえるとともに、本県の長期

的な課題や将来の可能性を十分に検討した上

で、今後、本県が目指すべき姿をお示しするこ

とがその役割であると考えております。このた

め、現在策定を進めております次期総合計画で

は、20年後の本県の将来像を描いた上で、その

実現に向けた施策の方向性を示すこととしてお

りますが、今後、予想される少子高齢化の進行

や人口の減少、世界的な資源・環境問題の深刻
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化、さらには、経済のグローバル化の進展など

の影響を考えますと、従来のような右肩上がり

の拡大を前提とした社会システムからの転換は

避けられないものと考えております。すなわ

ち、人口減少時代に対応しながら、本県の豊か

な資源やポテンシャルを生かして、地域の暮ら

しや産業をいかに充実させていくか、新たな価

値観に基づく県づくりを検討していかなければ

なりません。いずれにいたしましても、地域別

会議や意識調査等、県民の方々の実情や意向を

十分に伺いながら、県民共有の指針として策定

してまいりたいと考えております。

○長友安弘議員 県民政策部長に伺います。地

域がみずから決め実行する社会へと向かうよう

でありますけれども、この計画策定に当たりま

しては、市町村と緊密な連携を図り、無駄のな

い整合性のとれた計画にする必要があると思い

ます。どのように取り組んでいかれるのか、お

尋ねいたします。

○県民政策部長（高山幹男君） 市町村との連

携ということでありますけれども、本県が将来

にわたって活力を維持していくためには、県だ

けではなく、市町村あるいは県民の皆様一人一

人が連携し、役割を分担して、将来の地域や産

業づくりの主体となって取り組んでいくことが

必要と考えています。特に市町村とは、行政部

門のパートナーとして緊密な連携が必要であり

ますので、計画策定に当たりましては、積極的

に意見交換を行いながら、各地域が持っている

長期的な課題や特性、今後の可能性等につい

て、一緒に議論、検討していくことといたして

おります。

既に昨年11月から12月にかけまして、地域別

に１回目の意見交換を行ったところであります

けれども、引き続き、将来像や施策の方向性の

検討など、計画策定の段階に応じて、首長さん

を初めとする市町村の職員の方々との十分な意

見交換を重ねてまいりたいと考えております。

○長友安弘議員 もう一点、県民政策部長にお

尋ねいたします。県民総力戦が重要でありま

す。地域別県民会議が開かれ、地域の意見を聴

取されました。しかし、この際、さらに県民の

英知を結集し、計画に反映すべきではないかと

思います。パブリックコメント等には付されま

すけれども、その前段階として、幅広く県民の

声が反映できるような手法は考えておられない

のか、お尋ねいたします。

○県民政策部長（高山幹男君） 新たな総合計

画の策定に当たりましては、県民の皆様のお考

え、率直な御意見を計画に反映させるために、

県内を８つのブロックに分けまして、地域別の

県民会議を設置して、１回目を去る11月から12

月にかけて実施したところであります。その中

では、さまざまな年齢とか性別、専門分野の方

々の参加を得まして、地域の実情を踏まえた有

意義な議論、貴重な意見をいただいたところで

ございます。また、１月には計画策定に関し、

本県の将来像や必要な施策についての県民意識

調査を実施いたしまして、現在、その分析を行

っております。さらに今後、県内経済界や大

学、各界の若い方々との意見交換などについて

も検討しているところでありまして、多様な方

々の参画のもとで、県民総力戦で計画を策定し

ていきたいと考えております。

○長友安弘議員 本当に未来に即した計画がで

きるようにお願いしたいと思います。

次に、少子高齢化対策について伺います。

初めに、知事にお伺いいたします。次期の次

世代育成支援行動計画が今議会に提案をされま

したけれども、前計画との相違点、また、力を
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注がれた点は何か、お尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 次期の次世代育成支

援宮崎県行動計画につきましては、子供や子育

て家庭を取り巻く環境や、県民の皆様からの御

意見等を踏まえ、策定したところであります。

前期計画との主な相違点・特徴でありますが、

基本理念として、子育て家庭を支えるという視

点に加え、子供の利益が尊重されることが重要

でありますことから、「子どもと子育てをみん

なで支え、安心と喜びが広がるみやざきづく

り」を掲げております。また、子供から青年期

に至るまで切れ目のない支援を行うため、青少

年の健全育成に関する施策についても、一体的

に盛り込んでおります。さらに、進捗の成果を

検証し、県民にもわかりやすくアピールするた

め、合計特殊出生率の具体的な目標値を初めて

設定することとし、現在の1.60から、平成26年

度には1.70を目指すこととしたところでありま

す。今後とも、私を本部長とする子育て応援本

部を中心に、計画の着実な推進を図り、「安心

して子どもを生み、育てられる社会づくり」を

実現してまいりたいと考えております。

○長友安弘議員 できれば、特殊出生率2.07が

達成できるような、計画になるといいなと思う

のですけれども、1.70ということでありますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

福祉保健部長に伺います。計画策定に当たり

まして、大学生を初め、若い世代からさまざま

な意見が寄せられました。その中に、急用時の

一時的な預かりの場の確保が大事だと。また、

安全・安心な遊び場の確保、それから非行、い

じめ、こういうものに対する不安、さらに地域

子育て支援センターの活用の促進、これをもっ

とやってもらいたいというような声がありまし

たけれども、計画の中にはどう反映されたの

か、お尋ねいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） お尋ねの意見

につきましては、それぞれ計画に反映させてい

ただいております。まず、急用時の一時的な子

供の預かりの場を確保することについては、保

育所等における多様な保育サービスの充実や、

住民同士の扶助組織であるファミリーサポート

センターの設置促進などに取り組むこととして

おります。次に、安心・安全な遊び場を確保す

ることについては、児童館の活動内容の充実

や、公園における防犯対策の推進などに努める

こととしております。また、非行やいじめに対

する不安に対しては、青少年の非行防止活動の

推進や、学校における児童生徒の健全育成など

に努めることとし、地域子育て支援センターの

活用促進については、子育て家庭に対する情報

提供やセンターの活動内容の充実に取り組むこ

ととしております。

○長友安弘議員 福祉保健部長にお伺いいたし

ます。近年、生涯未婚率がアップしてきている

ことが懸念されます。データによりますと、平

成２年と17年の比較でありますけれども、男性

は全国が5.57であるのに対して15.96になってき

ていると。本県の場合も、平成２年は4.06だっ

たのが14.44ということで４倍ぐらいになってき

ております。女性につきましても、本県の場

合、4.40が6.92と、女性はちょっとその上がり

方が少ないようでありますけれども、今後、こ

の生涯未婚率の上昇を見越した対策が望まれま

すけれども、計画の中ではどのように取り組ん

でおられるのか、お尋ねいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） この計画は、

「安心して子供を生み、育てられる社会づく

り」を目指しており、計画を総合的に推進する

ことが、「結婚して子供を生み、育てたい」と
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の気持ちをはぐくみ、生涯未婚率を減らすこと

にもつながっていくものと考えております。具

体的な施策としましては、結婚を社会全体で応

援する機運づくりを初め、地域における子育て

支援の推進や、仕事と家庭の両立を支援するた

めの職場環境づくり、さらには、次代の親の育

成などに取り組むこととしております。

○長友安弘議員 福祉保健部長に伺います。先

日、無縁社会の実態が報道されました。代表質

問でもございましたけれども、無縁となられた

方々の生活の様子、特に無縁死と言われるよう

な孤独死の問題、大変考えさせられました。今

後、これがふえていくということが懸念をされ

ますけれども、これを防ぐための取り組みと今

後の対策についてお尋ねいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 本県におきま

しても、高齢化の進行などにより、ひとり暮ら

しの高齢者等が増加しており、地域から孤立

し、だれからもみとられることなく亡くなられ

る方が増加することが懸念されます。そのよう

な状況の中、県においては、ともに支え助け合

う地域福祉推進事業などにより、住民の見守り

活動などの取り組みを支援するとともに、関係

機関で構成する宮崎県高齢者孤独死防止対策連

絡会議を開催し、対応策の検討や連携強化を図

っているところであります。また、市町村にお

きましても、ひとり暮らしの高齢者世帯などに

対し、民生委員による訪問活動に加え、配食サ

ービスや見守りネットの構築などを通じた安否

確認などが行われております。今後とも、市町

村と連携しながら、住民のきずなや支え合いを

強化する地域の取り組みを支援することで、孤

独死される方を一人でも減らすことができるよ

う努めてまいりたいと考えております。

○長友安弘議員 福祉保健部長にお尋ねいたし

ます。今後ますます増大する社会保障費は、本

県財政にとりましても、さまざまな影響を及ぼ

すことが予測されます。今後、どのように予測

され対策を打っていかれるのか、お尋ねいたし

ます。

○福祉保健部長（高橋 博君） 高齢化の進行

等に伴い、社会保障費は年々増大し、平成20年

度の医療費と介護給付費を合わせた県費負担額

は300億円を上回る規模となるなど、さらなる高

齢化の進行が予想される中、今後とも負担の増

加は避けられない見通しとなっております。社

会保障費に係る地方負担については、国の制度

設計に大きく左右されるものではありますが、

県としましても、県民の健康づくりや介護予防

を一層推進し、医療費等の抑制に取り組む必要

があると考えております。このため、若年期か

らの生活習慣病の予防の徹底や、「いきいきは

つらつ介護予防」プログラムの普及促進などに

より、健康寿命の延伸を図ってまいりたいと考

えております。

○長友安弘議員 もう一点、福祉保健部長に伺

います。今後20年、医療福祉関連産業の需要

は、間違いなく伸びていくということで、その

業界は心配ないという事業者の生の声を聞きま

した。現在、県北・県境地域への医療関連産業

の集積の動きがあるようでありますけれども、

本県の産業振興にとっても大変重要と思われま

す。全力を挙げ実現を図るべきでありますけれ

ども、県の取り組みについて伺います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 県北地域

から大分市以南にかけての東九州地域につきま

しては、旭化成クラレメディカルあるいは東郷

メディキッド、川澄化学工業など、血液や血管

に関する医療技術を基盤とした医療機器メーカ

ーが多数立地しておりまして、日本最大、世界
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でも有数の集積地となっております。このた

び、宮崎県と大分県の産学官が連携しまして、

東九州地域の医療産業集積の特徴を生かした構

想を策定することとして、去る２月15日に、東

九州地域医療産業拠点構想研究会を立ち上げた

ところでございます。今後は、この構想研究会

により、血液や血管に関する医療を中心に、研

究開発、人材育成、医療拠点整備、地場企業参

入などの論点で検討を行いまして、本年秋をめ

どに構想を策定し、その推進を図ってまいりた

いと考えております。以上でございます。

○長友安弘議員 次に、ソーラーフロンティア

構想について、知事にお伺いをいたします。本

県の特性を生かしたソーラーフロンティア構想

の成功というのは、本県産業の振興にとって極

めて重要であります。私どもが心配するのは

―心配するというか、一番期待するのは、県

のＧＤＰの押し上げ効果、あるいはまた雇用の

創出効果、こういうものがどうなるのかという

のを一番期待するわけでありますけれども、知

事としてはどのように見込んで進めていかれる

のか、お尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） ソーラーフロンティ

ア構想は、本県の恵まれた日照条件を生かし、

新たな地域づくり、産業づくりを進めるための

基本理念や施策の方向性を定めたものでありま

す。この分野においては、現在、国や産業界に

おいて活発な動きが出てきており、そのような

動きとも連動し、この構想や今後の取り組みの

拡大に大いに期待をしているところでありま

す。現時点での経済効果といたしましては、例

えば、住宅用太陽光発電の普及拡大の取り組み

におきましては、住宅用システムの設置工事に

伴い、雇用の維持や創出につながっているもの

と思います。また、来年に稼働予定の昭和シェ

ルソーラー第３工場につきましては、約1,000億

円の投資が行われますほか、約800人の雇用が見

込まれております。構想全体としての経済効果

等について目標設定はしておりませんが、太陽

光を初めとする新エネルギーの分野につきまし

ては、産業として、今後とも拡大していくもの

と予想されます。県といたしましても、地域づ

くりや産業づくりに資するよう努めますととも

に、今後、構想に基づく取り組みの全体像がお

おむね確定する段階で、経済効果や雇用創出効

果等についても集約してまいりたいと考えてお

ります。

○長友安弘議員 経済の規模拡大というのはや

っぱり大事だと思いますので、それぞれの施策

に取り組まれるときに、本当にどれぐらいのと

ころまで持っていきたいというような目標を持

っていただいて、頑張っていただくとありがた

いというふうに思います。

次に、環境森林部長に伺います。本県の豊か

な森林資源を循環することによりまして、山村

における雇用の確保と創出を図っていくことが

肝要でありますけれども、木材産業というのは

非常に厳しい状況にあります。しかしながら、

資源と循環型産業という観点からその振興は大

事になろうかと思いますので、どのように図っ

ていかれるのか、お尋ねいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 本県の森林・

林業は、人工林の資源が全国に先駆けて充実し

ており、またその森林の持っています公益的機

能のさらなる発揮も言われている中で、中山間

地域の新たな雇用を創出する産業として非常に

期待をされておるところでございます。また、

人口の減少や高齢化の一層の進行が予測されて

おりますが、そういう中におきまして、林業を

息の長い循環型産業として育成し、雇用を創出
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するためには、効率的で安定的な林業経営の基

盤づくりや、県産材の安定供給と利用に必要な

体制の整備を図ることが大変重要であると考え

ております。国におきましても、今後10年間

で、我が国の木材自給率を50％以上に倍増させ

ることとした森林・林業再生プランを策定しま

して、雇用の拡大も図ることとしております。

このプランを先駆的に実践し、今後の施策に反

映させるための森林・林業再生プラン実践事業

といたしまして、全国の５つのモデル地区の一

つに本県が今回選定されましたので、関係団体

と一体となり、木材の安定供給と雇用の拡大を

図る新たなシステムを構築してまいりたいと考

えております。今後とも、このような事業を活

用しながら、森林資源の循環利用を図りまし

て、中山間地域の雇用の創出に努めてまいりた

いと考えております。

○長友安弘議員 住宅着工戸数の伸びというの

が一番でしょうけれども、100万戸ぐらいで推移

しておったのが80万戸を割ったということでご

ざいますので、何とか早く景気が回復して、新

規住宅が着工できるように、そのように進んで

もらいたいというふうに思います。

次に、東アジア戦略に関しまして、知事並び

に関係部長にお尋ねいたします。初めに、知事

に、産業構造の転換について伺います。九州各

県では、近年、輸送関連部門の生産出荷額と申

しますか、こういうものが伸びましたけれど

も、産業構造の転換が図られたと思います。本

県の景気・雇用を初め、ＧＤＰを押し上げるた

めには、どうしても産業構造の転換が必要では

ないかと思いますけれども、また同時に、先ほ

ど申し上げましたが、目標を定めて、それぞれ

の産業の振興を図っていくということが重要で

はないかと思います。知事はどのように考えて

おられるのか、お尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 少子高齢化、人口減

少が進んでいく中で、社会の活力を維持してい

くためには、若年層の人口流出をいかに抑制し

ていくかが重要であり、そのためには安定した

雇用の確保が必要になってきます。その一方

で、グローバル化により、国際的なレベルでの

地域間競争が激化していきますことから、南九

州あるいは九州全体として産業をとらえて、本

県の有する資源や特性を最大限に生かすという

視点から、産業振興を図っていくことが重要で

あります。このような観点から、本県産業の将

来を考えますと、基幹産業である農林水産業を

ベースに、東アジアも視野に入れた食料供給基

地を目指すこと、あるいは豊かな自然環境を生

かした新エネルギー関連産業の発展、さらには

東九州地域における医療関連産業の集積を生か

した新たな展開など、本県産業が発展していく

要素は十分にあると考えております。私といた

しましては、このような本県のポテンシャルを

引き出しながら、長期的あるいは広域的な視点

を持って、宮崎らしい個性ある産業づくりを目

指してまいりたいと考えております。

○長友安弘議員 商工観光労働部長に伺いま

す。20年後を見通した総合長期計画の策定の中

で、東アジアへの県産品販路拡大というのが大

変重要な柱になると思います。県はどのように

考え取り組んでいかれるのか、お尋ねいたしま

す。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 国連の推

計では、中国など東アジア10カ国の2030年の人

口は、21億3,700万人と推計しておりまして、現

在より約２億1,000万人増加すると予想されてお

ります。また、急速な経済成長を続ける中、な

かんずく中国は、年内にも国内総生産が日本を
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抜いて世界２位に浮上し、20年後には圧倒的な

経済大国になっているのではないかと考えてお

ります。このような状況を踏まえますと、本県

におきましても、中国を初めとする東アジアの

経済成長を念頭に置いた発展シナリオを描いて

いく必要があると考えております。現在、県で

は、東アジアへの県産品の輸出促進を図るた

め、東アジア販路拡大戦略に基づき、香港、台

湾での物産フェアの開催など、各般の取り組み

を行っているところでございますが、今後は、

先ほど申し上げました東アジアの人口増や経済

発展を踏まえ、長期的な視点に立ちながら、一

層の取り組み強化を図らなければならないと考

えております。そのような意味から、ことし新

たにシンガポールで開催する物産フェア、ある

いは来年度事業で考えております、中国上海市

のスーパーで予定している常設棚設置など

は、20年後を見据えた取り組みの第一歩である

と考えております。以上でございます。

○長友安弘議員 商工観光労働部長に伺いま

す。今後、本県の振興にとりまして、東アジア

の台頭というのは、今おっしゃられたように大

変大きな要因になろうかと思います。その東ア

ジア戦略を進めるに当たりましては、相手国の

さまざまな情報、あるいはまたその国のさまざ

まな法律、それから、そういう取引のノウハウ

にたけた人材の確保とか登用、そして相手方の

信頼できる人脈の確保、そういうものが肝要に

なろうかと思いますけれども、本県はどのよう

な対応をされているのか、お尋ねいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 海外取引

は、国内取引と異なりまして、相手国の法律に

よる規制、検疫、通関といった貿易独特の手続

あるいは商慣習など、専門的な知識・ノウハウ

が必要でございます。そのため県では、昨年４

月から、東アジアの事情に精通した専門家に輸

出コーディネーターを委嘱しまして、県内企業

・団体の販路開拓の支援を行っているところで

ございます。さらに、来年度からは、商業支援

課に中国人の国際交流員を配置しまして、各種

事業の円滑な実施を図っていくこととしており

ます。また、台湾や香港、韓国などさまざまな

国・地域から、キーパーソンとなる卸小売業者

を本県に招聘しまして、商談はもとより、産地

や企業の加工場等の紹介を行いまして、信頼関

係の構築に努めているところでございます。さ

らに、上海県人会など、東アジア各国の県人会

との緊密な交流などを通じまして、ネットワー

クづくりに努めているところでございます。今

後とも、こうした幅広い人材、人脈の活用によ

りまして、県産品の東アジアへの販路拡大に積

極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。

○長友安弘議員 情報戦が非常に大事だろうと

思いますので、そのあたりの強化をよろしくお

願いしたいと思います。

もう一点、商工観光労働部長に伺います。県

内企業の輸出を支援することが必要になってく

るわけでありますけれども、ソフトとしての輸

出環境の整備あるいは支援体制の充実、これが

求められるわけであります。県としてどのよう

に取り組んでいかれるのか、お尋ねいたしま

す。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 県では、

物産貿易振興センターに日本貿易振興機構―

通称ジェトロと言われますが―の情報デスク

を設置するとともに、輸出促進相談員を配置し

て、県内企業に対する支援体制を整えていると

ころでございます。また、このジェトロなど関

係機関と協力しながら、相手国の消費動向や市
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場実態に関するセミナーを開催しまして、県内

企業に対し、最新の貿易情報の提供を行うとと

もに、貿易実務講座を開催しているところでご

ざいます。さらに、来年度からは、香港におけ

る新しい食品栄養成分表示制度に対応する県内

企業に対しまして、財政支援を行うこととして

おります。今後とも、本県産品の東アジアへの

一層の販路拡大、定番・定着化を図るため、引

き続き、本県企業の輸出環境の整備や、さまざ

まな支援に取り組んでまいりたいと考えており

ます。以上でございます。

○長友安弘議員 県民政策部長に伺います。東

アジア戦略に関連しまして、地域資源を有効に

活用し、地域を活性化するには、すぐれた技術

力を持つ国内外の人材を招聘し、地域の特色あ

る産業の振興を図ることも手段の一つと思いま

すけれども、県の取り組みについてお尋ねいた

します。

○県民政策部長（高山幹男君） 本県産業の生

産力の維持向上とか競争力の強化を図っていき

ますためには、御質問にありましたように、外

部のすぐれた人材の技術や知識、経験などを活

用していくことが有効な手段であると、私ども

は認識をいたしております。このため、県にお

きましては、平成13年から、県木材利用技術セ

ンターの所長として、木材加工の専門家を外部

から招聘し、県産材の有効利用策の研究開発を

行っておりますほか、先般公表いたしました、

世界的な光学メーカーとの太陽熱利用の共同研

究など、県外を含む多様な企業等との連携も積

極的に進めているところであります。また、宮

崎大学におきましては、本年度から、バイオマ

ス資源の利用など４つの重点研究分野におい

て、国内外から10名の若手研究者を採用し、中

核的クラスターを形成することとされておりま

して、今後、産学官の共同研究の加速や、その

研究成果の県内産業への波及が期待されるとこ

ろであります。このような形で、外部人材の招

聘や大学・企業との緊密な連携を図りまして、

本県産業の振興に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○長友安弘議員 次に、農業の振興策につい

て、知事並びに農政水産部長に伺います。

初めに、知事に伺います。諸産業の振興は本

県の宿願でありますけれども、本県の得意分野

である農業に力を入れるのが早道だと、そうい

う識者の声がございます。県は、本県農業の振

興に今後どのように取り組んでいかれるのか、

お尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 世界の食糧需給は逼

迫基調で推移すると見込まれる中、私たちの

「くらしといのち」を支える農業こそ、今世紀

の成長産業であり、オンリーワンの県土づくり

を進める上で重要な産業であると、私は確信し

ておりまして、本県農業の持続的発展による地

域経済の活性化と雇用の創出を実現すること

が、私の務めであると考えております。農業

は、自然条件に大きく左右され、経営的にも不

安定な面もありますが、最近では、全国を代表

する大規模農業法人による先進的経営の多角

化、外食産業や一般企業の農業参入や産地加工

場等の設置、農業分野での新たな商品・技術の

開発など農商工連携の進展などの取り組みが活

発化しておりまして、農業に対する付加価値向

上や雇用創出等への期待が一段と高まってきて

いるところであります。現在、農業は大変厳し

い状況に直面しておりますが、これらの追い風

のある今だからこそ、農業分野の枠組みを超え

た多様な人・技術・資本等との連携をはぐくみ

ながら、新たな戦略を持って、「新３Ｋ」すな
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わち、「稼げる・かっこいい・感動を与える」

ことのできる「魅力あるみやざきの農業」を築

いてまいりたいと考えております。

○長友安弘議員 農政水産部長に伺います。今

後、この雇用を生む農業の振興や、農業を核と

した産業創出等が望まれます。どのように進め

ていかれるのか、お尋ねします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 最近の雇用情

勢の悪化等を背景にしまして、農業法人等への

就農希望者、あるいは建設業等からの農業参入

が増加しており、県内で約6,000名を雇用してお

ります587の農業法人への雇用創出に対する期待

が一段と高まっているところであります。ま

た、農業を核に、食品製造業や流通業を初め、

多様な産業分野との連携をはぐくみ、新たな経

済波及効果や雇用を創出する、農商工連携の動

きが活発となっております。このため、現在、

県といたしましては、従来の素材供給型中心の

生産構造からの転換を図るべく、経営規模の拡

大や経営の多角化等による雇用型農業経営の確

立や食料関連産業の創出を初め、多様な連携に

よる宮崎独自のビジネスモデルの構築等の取り

組みに対し、積極的に支援しているところであ

ります。今後とも、安定的な所得と安心して従

事できる「元気な農業」を目指しながら、本県

農業・農村が雇用の受け皿となり、地域活性化

の牽引役となるよう努めてまいりたいと存じま

す。

○長友安弘議員 ちょっと時間が迫ってまいり

ましたので、少し飛ばしてやりますけれども、

よろしいでしょうか。農政水産部長にお伺いを

いたしますが、「農業残って農村滅ぶ」という

ことでは、これは大変な問題になるわけであり

まして、新たな農業を展開していくときに、高

齢農業者あるいは規模の小さい農家についてど

う対応していかれるのか、お尋ねいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 本県は、施設

園芸と畜産を中心に全国を代表する農業県とし

て発展してまいりましたけれども、水田農業や

肉用牛繁殖経営を中心に、高齢農業者、規模の

小さい農業者の方々の生産力に支えられた部分

が多くございます。今後とも、本県農業生産の

維持発展を図るためには、新たな担い手の確保

や法人経営体の育成はもとより、これら高齢農

業者等の方々に、その経験に基づく知識と技術

を生かしながら、できるだけ長く農業に従事し

ていただくための地域営農システムの確立が大

変重要であると考えております。このため、県

といたしましては、今後とも、農作業の受託組

織、あるいは集落営農組織等の育成のほか、耕

種部門における育苗とか選別作業等の共同化、

畜産部門における家畜の飼養管理等を補完しま

すヘルパー組織とか集団管理施設の整備などを

通じ、農作業の分業・協業化を促進しまして、

多様な担い手に支えられた「元気なみやざき農

業」を展開してまいりたいと考えております。

○長友安弘議員 次に、産業の振興にとりまし

て大事なインフラ整備について、県土整備部長

並びに福祉保健部長にお尋ねいたします。

まず１点目は、県土整備部長に伺いますけれ

ども、諸産業の振興あるいは地域の活性化のた

めには、陸・海・空の一層のインフラ整備が急

がれます。そのような中、県内１時間構想とい

うのがございましたけれども、この達成に向

け、今後どう取り組んでいかれるのか、お尋ね

いたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 本県では、県

内の拠点都市間などをおおむね１時間で結ぼう

とする県内１時間構想に基づきまして、骨格と

なる高速道路を初めとする道路網の整備を進め
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ているところであります。しかしながら、東九

州自動車道などが整備途上にありますことか

ら、宮崎市と延岡市などの拠点都市間を結ぶ計

画が達成率50％、また国県道が十分に整備され

ている状況にございませんことから、拠点都市

と隣接地域の中心都市を結ぶ計画の達成率

が87.5％であるなど、まだまだ道半ばであると

認識をいたしております。平成22年度政府予算

案における公共事業予算、大変厳しいものがあ

りますことから、これまで以上に選択と集中を

図りながら、早期に整備効果を発現してまいり

たいと考えております。

○長友安弘議員 県内１時間構想、高速道路の

整備とともに完了してくると思いますけれど

も、あわせまして、圏域内、これは30分間では

絶対にめぐれるというようなところの整備も、

今後またお願いをしておきたいというふうに思

います。次に、「コンクリートから人へ」とい

うことでありますけれども、命の道路の整備

は、本当に何としても大事でございます。今後

の計画と見通しについて、再度伺っておきたい

と思います。

○県土整備部長（山田康夫君） 本県におきま

しては、安全で安心して暮らせる県土づくりを

目指して、地域の孤立化解消や救急医療施設に

つながる生命線道路として、中山間地域におけ

る国県道の改良を初め、緊急輸送道路の整備に

重点的に取り組んでおります。また、災害時の

交通確保を図るための橋梁の耐震化や落石対策

などにつきましても、計画的に整備を進めてい

るところでありますが、例えば、緊急輸送道路

の整備率につきましては、平成14年度77％であ

ったものを、平成35年度には90％に引き上げる

目標としております中、現在82％にとどまって

いるなど、今後とも、着実に整備を進めていか

なければならない状況であります。また、現在

見直しを進めております宮崎県中長期道路整備

計画における県民アンケートなどにおきまして

も、安全な暮らしを支えるための生命線道路の

整備を求める県民の皆様の多くの声が寄せられ

ておりますことから、計画の見直しに反映させ

てまいりますとともに、今後とも、「命の道」

である道路整備を計画的・効率的に進めてまい

りたいと考えております。

○長友安弘議員 投資的経費の縮減というのは

大変懸念をされるわけでありますけれども、こ

れからそういう予算の厳しい中で、道路とかト

ンネルとか橋梁等のメンテナンスは大変重要に

なってくるというふうに思います。本県のメン

テナンス計画は万全になされているのかどう

か、お尋ねいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 道路や橋梁な

どの社会資本につきましては、今後、老朽化が

進行し、厳しい財政状況の中で、適切な維持管

理、更新に支障を来すことが懸念されますこと

から、施設の長寿命化とコストの縮減及び平準

化を図っていくことは極めて重要な課題である

と認識いたしております。このため、まず橋梁

については、これらの課題を解決するための効

率的な管理手法である、いわゆるアセットマネ

ジメントの導入に向けて、現在検討を進めてい

るところであります。さらに、その他の道路施

設につきましても、同様の手法や県民との協働

などを取り入れながら、きめ細かで計画的な維

持管理に努めてまいりたいと考えております。

○長友安弘議員 次に、今後30年以内に勃発す

ると予測される日向灘地震の高い確率が懸念さ

れますけれども、これについてお尋ねしたいと

思います。チリ地震、大変な被害が出ておりま

すけれども、想定によりますと、日向灘地震、
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震度６という想定をしたときに、津波は５メー

トル、死者が大体1,500人ぐらい出るんじゃない

か、倒壊家屋は２万7,800棟ぐらいになるんじゃ

ないか、死亡原因の８割は圧死だと、こういう

ふうに言われております。本当に、住宅の耐震

化とか家具の固定、あるいは少しでも早く逃げ

てもらうための全国瞬時警報システムの設置等

が大事になってくるわけであります。阪神・淡

路大震災の教訓というのは、震災時には消防車

も救急車も来てくれない、来ないというのが大

きな教訓として残ったわけでございます。それ

ゆえに建物の耐震化が急がれますけれども、特

に民間の木造住宅の耐震化についてはどうなっ

ているのか、対策は万全になされているのか、

お尋ねいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 木造住宅の耐

震化を進めるためには、耐震性を的確に把握す

るための耐震診断の実施が重要と考えておりま

す。このため、平成17年度から、耐震診断に取

り組む市町村を支援する木造住宅耐震診断促進

事業を実施しておりまして、これまでに21市町

の374戸について支援したところであります。ま

た、平成20年度からは、新たに耐震診断の相談

や、耐震改修について適切な助言を行うアドバ

イザー派遣事業を実施しておりまして、これま

で４市町で47件の利用がなされております。県

といたしましては、こうした事業により、耐震

化の促進に取り組んでいるところであります

が、建物全体の耐震改修だけでなく、高齢者等

の方々の生活の主要部分となる寝室等の一部の

改修で対応することも、減災対策として有効と

いうふうに考えております。今後とも、耐震診

断事業並びにアドバイザー派遣事業を活用し

て、居住者等の状況に応じた耐震改修を促進す

るため、市町村と連携を図りながら取り組んで

まいりたいと考えております。

○長友安弘議員 最低限でも命を守る、そうい

う対策には重点的に取り組んでいただきたいと

いうふうに思います。

これもインフラでしょうか、福祉保健部長に

お尋ねをいたします。ドクターヘリが導入され

ますけれども、その就航につきましては―飛

んでいっておりるわけでありますけれども―

安全かつ迅速な連携のできるヘリの離発着場所

の確保が急がれます。このことについてはどう

いうふうに考えておられるのか、お尋ねいたし

ます。

○福祉保健部長（高橋 博君） ドクターヘリ

の離発着につきましては、県の防災救急航空セ

ンターにおいて、防災ヘリコプター用として474

カ所について調査がなされており、これらを参

考にしながら検討をしていくことになると考え

ております。ドクターヘリの運航開始は、早く

て平成23年度末となっておりますが、今後、運

航開始までに、離発着の安全性、病院からの距

離、道路アクセス等の状況を踏まえながら、運

航主体の宮崎大学を中心に、関係機関で協議し

ていくことになると考えております。

○長友安弘議員 続いて人材育成について、知

事並びに教育長、県民政策部長にお尋ねをいた

します。

初めに、知事に伺います。今後、東アジア戦

略を初め、観光産業等の諸産業の振興、また労

働力の移入、こういうものが進むことに備え

て、語学というものがますます重要になってく

ると思います。英語はもとより、中国語、ハン

グル語、タガログ語、ベトナム語、タイ語、イ

ンド語と、今から語学の力がポイントになって

くるんじゃないかと思いますけれども、語学力

対策の重要性について、知事はどのように考え



- 259 -

平成22年３月２日(火)

ておられるのか、お尋ねいたします。

○中村幸一議長 執行部の皆さんにお願いしま

すが、回答は簡潔にお願いします。時間が押し

ていますから、よろしくお願いいたします。

○知事（東国原英夫君） 昨日、髙橋議員のほ

うから、自分の発言について、外来語とか片仮

名語が多いと指摘を受けたばかりなので、ちょ

っと答弁に苦しむところなんですが、文化や経

済がグローバル化する現在では、国際社会にお

いて求められる語学力は、英語にとどまらず、

さまざまな国の言語も含め重要であると考えて

おります。私も以前、仕事で世界の30カ国以上

に行かせていただきましたが、世界には実にさ

まざまな人種や民族の方がいらっしゃいまし

て、それぞれ多様な言語や文化、価値観を持っ

ておられました。そして、グローバル化という

のは、単に言語の共通化、価値の均一化ではな

く、それぞれの個性を認め合うことから始まる

との思いを強くいたしたところであります。今

後、本県が、海外と経済交流の拡大を進め、東

アジアを含む他国とよりよい関係を築いていく

ためには、県内においてさまざまな国の言語を

学ぶ機運が高まることが重要であると考えてお

ります。

○長友安弘議員 心配をかけておりますが、時

間内に終われるだろうと思います。

教育長に伺います。学校教育においては、国

際理解の立場から、外国語に接する機会を設け

ることがなされていると思いますけれども、内

容をさらに工夫しまして、充実する試み、そう

いうものはできないのか、お尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） これからの国際社会

を生きる視野の広い子供たちを育てるために、

小さいうちから外国の文化や言語に触れる機会

を与えていくことは、大切なことであると考え

ております。現在、小学校３・４年生におきま

しては、主に総合的な学習の時間の中で、国際

理解という視点から、外国の人々との交流を図

ったり、外国語に触れたりする活動を行ってお

ります。また、５年生・６年生におきまして

は、新設されました外国語活動の中で、さまざ

まな国の文化や言語に対する理解を深めさせる

学習に取り組んでおります。今後、小学校にお

ける国際理解教育や外国語活動をさらに充実さ

せていくためには、既に幾つかの市町村におい

て取り組まれている、宮崎を訪問した外国の子

供たちとの交流や、姉妹校としての交流などを

取り入れながら、さまざまな国の文化や言語に

触れさせる活動などを工夫することが大切であ

り、そのことが、子供たちにとって生きた学習

の場になると思っております。

○長友安弘議員 県民政策部長に伺います。宮

崎県の高等教育にとって悔やまれることは何で

あったか。これは過去において、法学部、経済

学部がなかったことだと識者は指摘しておられ

ます。このことにより、多くの有為な若者が県

外に流出し、本県産業、経済の振興に少なから

ず支障を来してきたと思えてなりません。本県

の将来を展望するときに、県内の高等教育環境

の一層の充実が望まれますけれども、どのよう

に考えておられるのか、お尋ねいたします。

○県民政策部長（高山幹男君） ただいまござ

いましたように、現在、本県出身者の県内大学

への進学率は20％前後で推移をいたしておりま

す。このような状況で、さらに少子化が進みま

すと、県内大学等の経営そのものにも影響する

ことが懸念されるところでありまして、各大学

等が、個性や特色のあるプログラム等を通じて

魅力の向上を図って、県内大学への進学意欲を

高めていくことが必要だと思っております。そ
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のような中で、県内の大学、短大等の高等教育

機関におきましては、平成16年に「高等教育コ

ンソーシアム宮崎」を設立し、単位互換等の相

互協力や地域産業との連携を密にすることなど

により、高等教育全体の機能向上を図る取り組

みが行われております。県におきましては、こ

ういった取り組みに対して、毎年助成を行って

いるところでありますけれども、今後とも、イ

ンターンシップ事業への協力などを通じ、高等

教育環境の魅力アップを図れるよう支援を行っ

ていきたいと思っております。

○長友安弘議員 最後に、警察本部長に伺いま

す。ますます進行する高齢化社会におきまして

は、高齢者を巻き込むさまざまなトラブル、犯

罪、こういうものが懸念をされます。交通安全

対策とともに、犯罪の抑止、防犯対策が望まれ

ますが、警察本部としては、どのような予測を

持ち、対策を講じていかれるのか、お尋ねいた

します。

○警察本部長（鶴見雅男君） 今後の高齢化の

進展に伴いまして、高齢者の被害が増加すると

いうことも考えられるところであります。そこ

で、高齢化社会に向けた防犯対策でありますけ

れども、例えば、振り込め詐欺やリフォーム詐

欺等の高齢者が被害に遭いやすい犯罪の実態に

応じた、きめ細やかな情報を提供するなど、よ

り一層、効果的な犯罪抑止対策を推進すること

によりまして、犯罪の起きにくい環境づくりに

取り組んでまいりたいというふうに考えており

ます。それから、地域警察官等による、ひとり

暮らしの高齢者宅への訪問活動、これを強化す

ることはもとよりでありますけれども、日常、

高齢者の方々と接する機会の多い医療・介護・

福祉関係者等の方々との幅広いネットワークを

構築することを検討いたしまして、社会全体で

高齢者の安全を守っていくという形で、各種防

犯対策を推進していかなければならないという

ふうに考えております。

○長友安弘議員 逆に今度は高齢者、犯罪者の

高齢化問題というのも心配されるわけでありま

すけれども、このことについては、また別の機

会にお尋ねさせていただきたいと思います。以

上で私の質問を終わります。（拍手）

○中村幸一議長 次は、外山衛議員。

○外山 衛議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。初めに、知事の政治姿勢について３

点お伺いします。

まず１点目は、民主党を中心とした連立政権

と県政運営についてであります。昨年夏の衆議

院議員選挙後に、民主党を中心とした連立政権

が誕生いたしましたが、この半年間の鳩山政権

の動向を見ていますと、マニフェストの実践、

普天間基地問題、連立政権のひずみ、党内の二

重権力構造などの多くの問題が露呈し、迷走に

次ぐ迷走で政権交代の熱気も冷め、この国がど

こに向かっているのか、心配をしているのは私

だけではないと思っております。また、外国の

メディアから「血流停止した亡霊」と報道され

るなど、残念な思いであり、危機感を禁じ得ま

せん。そこで、知事にお伺いしますが、これま

での連立政権の政治のありようを、都道府県の

一首長としてどう評価されているのかをお尋ね

いたします。また、国の施策が地方自治体の行

政運営に多大な影響を及ぼすことは言うまでも

ありませんが、そこで、県政運営に支障となっ

ているようなことはないのか。もしあるとすれ

ば、その対応策をどう考えておられるのかもお

伺いいたします。

２点目は、道州制と地域主権について若干伺

います。まず、道州制の議論に触れたいと思い
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ます。現在も、道州制については、制度として

の組み立て方やそこに至る道筋など、さまざま

な議論がなされていますが、この国の統治形態

の変更には、法律の整備や、慎重の上にも慎重

を重ねた国民の議論が必要であり、国民の意思

が十分に反映されなければなりません。道州制

については、単なる都道府県の合併にとどまる

ようなものであってはならないと思います。そ

こで、知事は、この国の形をどうすることが宮

崎県のためになると考え、その考えのもとに、

道州制の問題にどうかかわっていくつもりなの

かをお伺いいたします。

次に、地域主権についてでありますが、民間

の総合研究所が発行している「地域主権型道州

制・国民への報告書」のタイトルにあるよう

に、道州制議論とともに、「地域主権」という

言葉が頻繁に使われるようになってまいりまし

た。現政権においても、日本が明治以来続けて

きた政治と行政のシステムを転換する歴史的な

第一歩にするとして、２つの大きな政策の柱を

掲げ、その一つが、「内容の伴った地域主権」

であります。そもそも国、都道府県、市町村の

形態をとる政治と行政のシステムの中で、安易

に使われつつある「地域主権」という言葉に、

違和感を覚えずにはいられません。国の権限や

財源を精査し、地方へ大胆な移譲を進めること

は、一部の権限を移譲するものであり、主権は

あくまでも国に存在するものと考えます。そこ

で、知事は、この地域主権の政策をどのように

受けとめられているのかをお伺いします。

３点目は、来年度に策定を予定されている総

合計画についてお伺いします。総合計画につい

ては、本県の20年後の将来像を描いた上で、分

野別施策における10年間の施策の方向性を示す

として、既に地域別県民会議を開催され、地域

課題と対応の方向性について検討を進められて

いるようでありますが、新年早々に新聞で報じ

られましたように、人口の減少や高齢化がさら

に進み、自治体としての機能や運営に大きな影

響を及ぼすことは必至であります。このような

中で、長期計画にどのような夢や方向性を描こ

うとされているのか、策定途中でありますが、

今の時点での知事の思いをお聞かせいただきた

いと思います。

以上で壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

私は、現政権の掲げる地域主権への取り組み

に期待しているところであり、また、さまざま

な改革や政策にも意欲的に取り組んでおられる

ことは評価させていただいております。しかし

ながら、本県を含め地方は疲弊し、大変厳しい

状況にありますので、現政権に対しましては、

本県そして地方の発展のために、地域の厳しい

実態・実情を踏まえた意見・要望など、引き続

き申し上げるべきことは申し上げてまいりたい

と考えております。また、行政刷新会議による

事業仕分け、新たな陳情システムの導入、「コ

ンクリートから人」への理念のもとでの平成22

年度の予算編成などが矢継ぎ早に打ち出され、

実行されました。こうした一連の動きでは、イ

ンフラ整備がおくれている本県にとって、公共

事業費の大幅削減に伴う影響が懸念されるほ

か、子ども手当の実質的な地方負担など、課題

が残る部分もございます。いずれにいたしまし

ても、現政権におかれましては、地域主権や国

民目線での政策運営を、しっかり進めていただ

きたいと考えておるところであります。

次に、道州制についてであります。私は、こ
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の国のありようとして、地域や住民が主役とな

る分権型システムへの大きな転換が必要だと考

えております。そのためには、国と地方の役割

分担を明確にし、地方への権限移譲を大胆に進

める必要があり、基本的には、国は、外交、防

衛、危機管理など主に国家の存立、あるいは国

家戦略に係るものに徹し、地方は、住民生活や

地域づくりに直接かかわる分野について、幅広

く役割を担うべきだと考えております。道州制

は、その受け皿となる行政権、立法権、財政権

を兼ね備えた地方政府の確立を目指すものであ

り、地方分権の一つの姿になり得るものと考え

ておりますが、まずは、権限・財源を移譲する

地方分権改革を確実に推進していくことが肝要

かと思っております。また、道州制は、国のあ

り方そのものを抜本的に変えるものであり、主

権者たる国民の間での十分な議論が必要ですの

で、私といたしましても、積極的に議論にかか

わっていきたいと考えておるところでありま

す。なお、現政権が言われる地域主権につきま

しては、国民主権や主権国家との関係での議論

もございますが、政府の地域主権戦略会議で示

された改革の工程表を見ましても、政策の内容

は、我々が考える地方分権と同様でありますの

で、私といたしましては、現政権が地方分権改

革に対する意気込みを示す言葉として使われて

いるものと受けとめておるところであります。

次に、新たな総合計画についてであります。

本県は、今後、本格的な少子・高齢、人口減少

社会を迎えようとしており、地域活力や生産力

の低下と、これに伴う厳しい財政状況、さらに

はグローバル化の進展に伴う国際競争の激化な

ど、将来に向けて対応すべき課題は非常に大き

いと認識しているところであります。私は、こ

うした中にあっても、本県が、将来にわたって

個性と活力に満ちた「光り輝く宮崎」として、

人々が住み、働き、育ち、支え合いながら、自

立・持続していく地域であってほしいと考えて

おります。そのために、定住人口の維持や増

加、安定的な雇用につながる産業の振興、安全

で安心な暮らしの確保など、将来の地域の課題

について、既存の制度の枠にとらわれない、地

方独自の発想や方法をもって解決していく必要

があります。このため、新たな総合計画におい

ては、拡大を前提としない新たな価値観の創

造、グローバル時代の国際社会において存在感

ある宮崎、九州の確立、すぐれた人材の育成に

よる地域や産業の発展、住民が積極的に参画し

て自主的に運営される地域の姿など、長期的な

視点に立って、本県の目指すべき姿をとらえ、

将来像を描いていきたいと考えております。

〔降壇〕

○外山 衛議員 ありがとうございました。地

域主権につきましては、おっしゃるとおりだと

思いますけれども、私の考えでは、やれば、あ

えて地域主権と言わないで地方分権と言っても

よかった気がします。これは個人の見解ですか

らね。よく意味はわかりますけれども、やはり

主権というのは国家にあるわけですから、非常

に国民あるいは県民が勘違いするようなことに

なりかねないと思っておりますので……。十分

理解できました。

次に、水産業振興について伺います。

近年の漁業経営は、燃油や資材価格の高騰に

よる経営コストの増加や、景気後退による魚価

の低迷など、極めて厳しい状況が続いておりま

す。こうした中、カツオ一本釣り漁業者約400名

が、去る２月２日、国内外の大型まき網漁船に

よる大量漁獲からカツオ資源を守らねばと決起

集会を開催し、宮崎市内をデモ行進するという
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行動を起こされました。これはまさに、漁業の

置かれた厳しい現状を切実に訴えるものであり

ます。また、２月22日の宮日新聞に、「枯渇回

避へ規制必要」と題した外浦鰹船船主組合長の

河野さんへのインタビュー記事が載っておりま

した。これは、「カツオ資源の激減は大型まき

網漁船が原因であり、自分たちも自主規制をす

るから、きちんと交渉に応じてもらいたい」旨

の訴えであります。そこで、まずは国内の大型

まき網漁業と一本釣り漁業とのすみ分け、ルー

ルづくりが必要と考えるわけでありますが、県

としては、今後どのように対応していかれるの

かを、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 本県のカツオ

一本釣り漁業と国内の大型まき網漁業につきま

しては、東北沖合の同じ漁場において、カツオ

を漁獲しております。こういったことから、両

者の協調によりまして、資源を持続的に利用し

ていく体制を構築していくことが大変重要であ

ると考えております。このため、先般、知事か

ら農林水産副大臣に対しまして、国内まき網漁

業と一本釣り漁業の共存に向けた業界間の調整

等について申し入れを行ったところでありま

す。国におきましては、このような本県からの

働きかけ等も踏まえ、関係者によるカツオ資源

の永続的な利用に係る対応策を検討するための

カツオ資源問題検討会を近々のうちにも開催す

るというふうに伺っておりまして、本県からも

関係者が参加し、本県の実情を訴えるといった

こと等をしておるところであります。県といた

しましては、今後とも、カツオ一本釣り漁業が

安定的に継続できるように、業界間の調整とか

資源の持続的な利用の確保に向けまして、引き

続き、国に働きかけてまいりたいと考えており

ます。

○外山 衛議員 本県漁業の主体はカツオ一本

釣りでございますから、国への強い申し入れを

願います。

引き続きまして、さきの押川議員への答弁の

中で、「新たな対策として、燃油価格の動向や

国の対策などを踏まえて検討する」とのことで

ありましたが、国におきましては、近々、燃油

に係るセーフティーネットの仕組みが創設され

るようであります。このことについて、今後、

県として、漁業経営の安定に向けてどのように

取り組んでいかれるのかを、農政水産部長にお

伺いします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 御質問にござ

いましたように、国におきましては、平成22年

度から、国と漁業者の拠出により基金を造成し

まして、燃油価格が一定基準を上回った場合に

補てん金を交付する、恒久的なセーフティーネ

ットを新たに創設することといたしておりま

す。燃油価格は、中長期的には依然として上昇

基調にあると言われておりますので、その影響

を緩和するこの新たな対策につきましては、漁

業経営の安定に寄与するものと期待をしている

ところであります。今後とも、県といたしまし

ては、これら国の新たな対策とか、漁業緊急保

証対策資金等の活用も含めまして、関係機関・

団体とも十分連携しながら、操業方法の改善、

あるいはグループ化によるコストの削減、漁獲

物の付加価値向上の推進、さらにはみやざきブ

ランドの確立や産地の販売力強化などにより、

収益の確保に努め、漁業経営の安定に積極的に

取り組んでまいりたいと考えております。

○外山 衛議員 さらにもう一点ですけれど

も、燃油対策について、一昨年、燃油高騰の折

に、日南市並びに南郷町におきまして、漁業の

燃料に対して、１リットル当たり１円を助成す
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る措置が講じられました。このような、いわゆ

る真水の支援、直接的な支援を、県は考えるつ

もりはあるのかないのか、農政水産部長にお伺

いします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 今後の対策な

り支援についてでございますけれども、燃油価

格の動向あるいは漁業経営の状況、さらには国

の新たな対策あたりも踏まえながら、必要な措

置につきまして検討する必要があるものと考え

ております。以上であります。

○外山 衛議員 状況に応じて適切な対応・措

置をお願いしたいと思います。なお、この件に

つきましては、知事におかれましても、十分に

現状の認識をされていると思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。

引き続きまして、林業・木材業の振興につい

てお伺いします。

過日、森林・林業活性化促進議員連盟、緒嶋

会長以下役員と椎葉椎葉村長、黒木西米良村

長、成崎諸塚村長、飯干五ケ瀬町長、内倉高千

穂町長、津隈日之影町長と、林業関係を主に意

見交換を行いました。山の窮状から担い手問

題、その他さまざまな意見を交わしたわけであ

りますけれども、最終的には材価が安い、ここ

が改善されないことには話にならない、材価が

上がらないことには、山の再生、発展は望めな

いとの結論でございました。そこで、木材価格

の低迷に対する県の取り組み状況と今後の対策

について、環境森林部長にお伺いします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 林業経営を維

持していくためには、木材価格が一定の水準で

推移していくことが必要でありますが、一昨年

の秋口以降、全国的に景気が低迷する中で、木

材価格は、昨年６月には１立方メートル当た

り7,000円台まで落ち込む、非常に厳しい状況と

なったところでございます。このような状況に

対応するため、県では、素材の生産から加工・

流通に至るコストを削減する事業に取り組むと

ともに、昨年６月の補正予算によりまして、原

木市場のストック機能を生かして、価格の安定

化を進める取り組みを緊急に実施したところで

あります。現在、木材価格が１万円台まで持ち

直してきておりますが、経営意欲を回復する水

準までには至っておりません。このため、本議

会に新規事業としてお願いしております「原木

新供給システム構築モデル事業」により、木質

バイオマス等の新たな大口需要先と原木市場が

取り組む価格や量などを定めた協定取引を促進

いたしまして、木材価格の底上げを図ってまい

りたいと考えております。今後とも、県内外に

おける県産材の需要拡大や利用間伐の促進等、

木材価格の安定につながる取り組みをさらに進

め、所得の確保に努めてまいりたいと思いま

す。

○外山 衛議員 よろしくお願いしたいと思い

ます。

続きまして、県産材、いわゆる杉材を今、中

国あるいは韓国へ輸出し、市場拡大の試みがあ

るようでございます。これには、理解を示すと

同時に期待をいたします。ただ、昨年、上海・

韓国へ行った際、私の知り得た情報によります

と、現地での木材の需要拡大は困難であるかも

しれません。そこで、国内・県内の需要増を図

るべきと考えます。その一つの対策として、県

産材利用木造住宅特別融資制度などは非常に有

効であろうかと考えます。兵庫県においては、

預託型、つまり金融機関に無利子で預託をし、

それを原資として低利のローンを組むもの。徳

島県では、貸付型、金融機関が貸し出す金額

の30分の１を県が低利で金融機関に貸し付け、
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その貸付資金の一部に充当するもの。新潟県で

は、純粋お願い型、県が金融機関にお願いをし

て回り、県内の一部の金融機関に低利融資制度

をつくってもらったもの。ほかの県においても

取り組みがあろうかと思いますけれども、３県

を例といたしました。需要の喚起につながるも

のと思いますが、県土整備部長に見解を伺いま

す。

○県土整備部長（山田康夫君） 県におきまし

ては、県産材を使用して戸建て木造住宅を建設

する県民に対して、融資残高の年利0.5％に相当

する額を５年間補助しようという「いきいき三

世代 木造住宅建設促進事業」、これを平成９

年度に創設しまして、所要の改善を経て、17年

度まで実施したところでございます。この制度

を活用して、238件の利用があったわけでござい

ますが、金利水準の低下や民間住宅ローンの充

実等を背景として、利用者が減少してきたこと

から廃止したところでありまして、改めて同様

の助成を行うことは難しいものというふうに考

えております。しかしながら、木造住宅は、本

県の気候・風土に適しているほか、低炭素社会

の実現に寄与するものでありますことから、県

産材の利用促進につながるよう、従来から行っ

ております県民を対象にした住宅の無料相談

や、ホームページによる情報提供、技術者向け

のセミナーの開催などに、今後とも関係部局と

連携して、積極的に取り組んでまいりたいと考

えております。

○外山 衛議員 現在、他県が実施をしている

制度でありますので、効果があるとなれば、再

開も視野に入れていただきたいと要望しておき

たいと思います。

林業の担い手対策の件であります。農林水産

業の不振や建設業の受注減など、地域経済は極

めて疲弊しております。特に、中山間地域にお

いては、農林業と建設業の兼業により生計を立

てている人も多く、縦割りの対策では十分と言

えません。このため、県民の生活体系に応じた

横断的な振興策を講じることが必要だと思いま

す。そこで、農林水産業従事者を嘱託職員など

として雇用し、農閑期に山の荒廃対策に当たっ

てもらうなどの施策はできないか、環境森林部

長にお伺いします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 林業につきま

しては、中山間地域の雇用を支える主要な産業

でありますので、間伐などの森林整備を促進

し、雇用の確保を図っていくことは大変重要と

考えております。このため、今年度、県の委託

事業として、県下８つの森林組合に27名の間伐

推進員を雇用し、間伐の促進を図るとともに、

県有林の整備や作業道等の維持管理に、新たに

約230名の森林作業員を雇用したところでござい

ます。また、林業と建設業の連携による事業を

創設しまして、中山間地域を中心に11地区で、

災害に強い道づくりと建設業の林業への参入促

進を図っておるところでございます。さらに、

来年度の新規事業といたしまして、建設業等の

離職者を対象に、作業道開設のための専門技術

者を新たに８名養成し、森林組合など林業事業

体への就業を促進する事業をお願いしていると

ころでございます。今後とも、間伐などの森林

整備に積極的に取り組みまして、中山間地域の

雇用の確保に努めてまいりたいと思います。

○外山 衛議員 次に移ります。農道整備事業

についてであります。

私の地元南那珂では、本年度、串間市今町か

ら日南市北郷町曽和田まで、全長43キロメート

ルの沿海南部広域農道が、約30年の歳月をかけ

て全線が完成し、現在、供用が開始されており



- 266 -

平成22年３月２日(火)

ます。この広域農道の完成により、本地域の農

産物輸送の条件は大きく改善され、今後、南那

珂地域の農業振興に大いに寄与できるものと期

待しております。都市と農村の地域間格差が拡

大している中にあって、都市と農村が一体とな

って均衡ある発展をしていくためには、農道の

整備が必要不可欠であると思うのであります。

ところが、昨年11月に、政府の行政刷新会議ワ

ーキンググループの事業仕分けの中で、農道整

備事業は、農道の歴史的意義は終わったとし

て、廃止の方針が打ち出されたのであります。

また、県議会におきましても、環境農林水産常

任委員会として、清武町の施工中の橋梁の工事

現場に足を運び、地元農家の方々の意見をお聞

きするなどした上で、宮崎県議会として、「農

道整備の継続的な実施と予算確保に関する意見

書」を取りまとめて、12月に、国会を初め関係

機関あて提出をしたところであります。そこ

で、農道事業については、その後、どのような

措置が講じられたのか。また、農道整備を今後

どのように対応していかれるおつもりなのか

を、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 昨年度、事業

仕分けにより、廃止とされた農道整備事業につ

きましては、新たに創設された農山漁村地域整

備交付金の中で対応できるように措置はされた

ところでございますけれども、農業農村整備事

業予算の大幅な削減を踏まえた場合、十分な予

算の確保が懸念されるところであります。現

在、県におきましては、14路線を対象に整備促

進に努めているところでございますけれども、

農道の整備は、申すまでもなく大型の機械導入

による農作業の効率化、あるいは農産物輸送の

合理化に大きく寄与しておりますし、特に中山

間地域では、重要な生活道路としての役割も担

っております。このため、県といたしまして

は、今後とも、国に対して予算の本県への重点

配分を強く要望するとともに、内閣府で所管し

ております道整備交付金あたりの活用について

も検討を行っているところでございまして、実

施地区の早期完了に向けて最大限の努力をして

まいりたいと考えております。

○外山 衛議員 国の理解が得られるように、

御尽力をお願いしたいと思います。

続きまして、東九州自動車道北郷―日南間に

ついては、かなり厳しい予算措置が予想されま

す。もちろん志布志までの開通も視野に入れて

でありますが、今後、九州における宮崎県の立

ち位置、また観光面からも道路の整備は大変重

要と思われます。福岡から鹿児島などは新幹線

までも開通というのに、この地域間格差は看過

できるものではないと考えますが、県としてで

きること、また取り組みを県土整備部長に伺い

ます。

○県土整備部長（山田康夫君） 東九州自動車

道を初めとする県内高速道路の整備促進につき

ましては、県政の最重要課題として幾度となく

要望を行うなど、積極的に取り組んできたとこ

ろでございます。このたび、国土交通省から示

された平成22年度予算のいわゆる仮配分では、

東九州自動車道につきましては、北郷―日南間

が前年度を大きく下回っており、非常に厳しい

状況にあると認識をしております。また、いま

だ基本計画区間のままで整備着手のめどが立っ

ていない日南―串間―志布志間につきまして

は、現在、国土交通省が、日南から南に続く一

部区間において、環境アセスメントの手続に向

けた調査に着手しているところであります。し

かしながら、国において、高速道路の整備の過

程に関し、現行の国幹会議を廃止し、新たな仕
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組みを構築すること、また、平成22年度におい

て、原則新規事業は行わないとされた方針が、

今後どのようになっていくのかなど、大変不透

明な状況にございます。県としましては、整備

の進捗が今以上におくれることのないよう、必

要となる予算の確保、特に整備のおくれた地方

への重点配分を、さらには整備の道筋さえ見え

ていない区間については、国の動向に注視しな

がら、早期に整備着手していただけるよう、政

府を初め関係機関に対して、県議会や地元経済

界等とも連携しながら、県民一丸となって引き

続き強く訴えてまいりたいと存じます。

○外山 衛議員 もう一点です。国道220号線に

ついてであります。地元からもたび重なる要望

活動の結果、国の方針が廃止、復活、廃止と、

地域住民の感情を逆なでするような変わりよう

でありますが、このことについても、県として

の対応、取り組みを県土整備部長にお伺いいた

します。

○県土整備部長（山田康夫君） 国道220号の青

島―日南改良事業につきましては、昨年３月末

の事業凍結以降、県議会を初め沿線自治体及び

住民の皆様方と一体となり、幾度となく国や関

係機関に要望してまいりました。この結果、事

業化に向けた詳細な調査が行われることとなり

まして、来年度の新規事業として予算要求され

るものと期待をしておりましたところ、昨年11

月、国土交通省より示されました「平成22年度

の直轄事業の事業計画」に予算計上がなされて

いなかったことから、再度、国土交通大臣に対

して、知事を先頭に早期整備について強く訴え

てまいったところであります。ところが、この

２月に、国土交通省から示された平成22年度予

算、いわゆる仮配分におきましても予算計上が

なされておりませんで、このことは、沿線住民

の皆様方の思いからしても極めて残念なことで

あると考えております。国道220号は、沿線住民

の生活や救急医療を支える……（「頑張れ」と

呼ぶ者あり）まさに命の道でありますことか

ら、今後ともあらゆる機会をとらえて、防災対

策の必要性と早期整備について、沿線自治体及

び住民の皆様方と一体となって、国や関係機関

に対し、強く訴えてまいりたいと存じます。

〔「頑張れ」と呼ぶ者あり・拍手〕

○外山 衛議員 ありがとうございました。ま

さに部長のお気持ちは十分伝わっております。

道路整備につきましては、県北の整備もあわせ

て、私どもも一体となって声を上げていきたい

と思っております。

続きまして、観光産業の動向調査関連でござ

います。私の地元、日南の飫肥にも言えること

でありますが、今回、高千穂を例にとって申し

上げます。来町者が130万人から150万人にふえ

たとのことでありまして、喜ばしいことではあ

ります。マスコミ等は、ただ数字だけしか報道

しないわけでありまして、来町者の総数は確か

にふえてはおるんですが、地元の旅館経営者ら

に伺いますと、一部は潤っておるんだけれど

も、全体的な盛り上がりには欠けると。そこ

で、地元への経済波及効果をどのように分析・

認識をされているか、商工観光労働部長にお伺

いいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 高千穂町

は、神話や伝説にちなんだ神社、施設等が数多

く点在していること等もありまして、国内の旅

行動向が低迷する中にあって、町の統計によれ

ば、観光客数、観光消費額、いずれも順調に推

移しておりまして、今や県内でもトップクラス

の入り込みを誇っております。しかしながら、

観光客数の伸びほど宿泊客数が伸びていない、
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高千穂峡や天岩戸神社等の主要な観光スポット

は訪れるが、街の中に足を運んで食事をしたり

買い物をする観光客は少ないといった問題があ

ります。このようなことから、県としまして

は、現在、高千穂町について、観光地総点検を

実施しているところでございます。今後の基本

的な課題としましては、いかに観光客の滞在時

間・日数をふやし、その経済効果を高めていく

かであると考えております。以上でございま

す。

○外山 衛議員 それに対しまして、今後、ど

のような対策、取り組みを講じられるか、商工

観光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 今お答え

しました基本的な課題であります、高千穂町で

の滞在時間・日数をふやし、経済効果を高めて

いくためには、周遊のためのマップや案内表

示、あるいは地元ならではの「食」、あるいは

気のきいた「おもてなし」など、さまざまな面

で対策を考える必要があると考えております。

このため、町側では、現在、収入対策としまし

て、県の「元気、感動みやざき観光地づくり事

業」、これらを活用しまして、街歩きマップの

作成、あるいは町なかへの誘導サインの設置、

それから、町なか案内人の育成等を行っている

ところでございまして、今後もその充実を図っ

ていく必要があると考えております。また、こ

としの４月には、食の魅力の発信拠点として、

街の中心部に地元高千穂牛を提供するレストラ

ン、あるいは農産物直売所、観光案内機能を持

った施設「高千穂がまだせ市場」がオープン予

定でございまして、今後、集客・滞在ポイント

となっていくものと考えております。さらにま

た、高千穂町への入り込みを周辺地域にも拡大

させるなど、広域的な視点から観光振興を図る

必要もございます。このため県としましては、

日之影町の森林セラピーや五ケ瀬町の農家民泊

などと連携、さらには旧高千穂鉄道沿線施設を

活用した体験メニューの発掘など、周辺地域を

含めた魅力アップに、地元と一緒になって取り

組んでいるところでございます。以上でござい

ます。

○外山 衛議員 よろしくお願いしたいと思い

ます。

次に、都井岬観光ホテルの閉館についてであ

ります。土曜日の新聞を見て、突然このニュー

スを知り、大変驚きました。決して好調な営業

でないとは思っておりましたが、急にこのよう

なことになるとは考えておりませんでした。都

井岬の観光は、近年厳しい状況が続いておりま

したが、太平洋を一望する草原に野生馬が遊ぶ

あの雄大な景観は、どこにもないすばらしいも

ので、本県を代表する観光地として、ぜひとも

再生を図りたいと念願していたところに、都井

岬に存在する唯一の大型宿泊施設がこのような

ことになり、南那珂地域の県議会議員として残

念でなりません。また、この閉館は、県南地域

の観光振興はもとより、雇用など、県南経済に

も影響が生じると心配をしているところであり

ます。そこでお伺いしますが、都井岬観光ホテ

ルの宿泊者の状況はどうであったのか、従業員

は何名か、ホテルの今後の見通し、県として何

らかの対応をされるのか、現時点でわかる範囲

で結構でありますので、お示しいただきたいと

思います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 都井岬観

光ホテルにつきましては、98室250名の収容能力

を持つ、都井岬唯一の大型宿泊施設でありまし

て、その閉館は、議員御指摘のとおり、本県を

代表する観光地である都井岬、ひいては日南海
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岸全体の魅力にもかかわるものでありまして、

大変残念に思っているところでございます。宿

泊者の状況につきましては、公表されていない

ところでございますが、最近は、減少傾向にあ

ったと伺っております。また、従業員につきま

しては、28名で、うち正社員が21名でございま

す。今後のホテル再開の見通しでございます

が、現在、情報収集中でございまして、明確に

申し上げられることはございません。県としま

しては、このホテルは都井岬の観光振興に大き

な役割を果たしてきた大変重要な施設でありま

すので、早急に、地元串間市や観光協会、地元

地域づくり団体等と、それぞれの立場でどうい

うことができるのか、十分協議してまいりたい

と考えております。以上でございます。

○外山 衛議員 大変だと思いますけれども、

官民一体となって、あらゆる可能性を探っても

らいたいと思います。

続きまして、教育関係について３点お伺いし

ます。

時代は厳しくとも、長い目で見れば、次代を

担う子供たちをどう育てていくかということ

が、地域や県全体の維持発展のために必要不可

欠なことと思います。私は常々、「人間力」、

生きる力ということを申し上げております。子

供たち一人一人の人間力をどうはぐくみ、厳し

い環境下にある今、次代を担う人材として育て

ていくか、教育長の所感を伺います。

○教育長（渡辺義人君） 長引く景気の低迷や

少子高齢化の進行による労働力人口の低下等か

ら、今、日本全体が先行き不透明な将来に対し

て不安を感じている状況にあります。このよう

な状況にあるからこそ、活力と存在感のある宮

崎としてあり続けるためには、子供たちが、柔

軟な発想と行動力、そして努力を惜しまない心

を身につけるとともに、人とのかかわりの中

で、思いやりの心や規範意識等、人として必要

な力、いわゆる「人間力」を育成することが重

要なかぎであると考えております。県教育委員

会といたしましては、「のびよ！宮崎の子ども

たち」をスローガンに、「明日の宮崎を担う子

供たちを育む戦略プロジェクト」に取り組んで

おりますが、今後とも、学校、家庭、地域のき

ずなを基盤とし、宮崎の子供たちが、さまざま

な人や出来事との出会いの中で人間力をはぐく

むことができるように、県民総ぐるみの教育を

推進し、活力ある宮崎を支える人づくりを実践

してまいりたいと考えております。

○外山 衛議員 昨今の経済情勢、雇用情勢を

見ておりますと、子供たちには小さいころから

生活力を身につけさせることが必要と思いま

す。そこで、農林水産業や商工業に触れる産業

教育や、人との良好なコミュニケーションを図

れる教育などを強化するべきと考えますが、教

育長のお考えをお聞かせください。

○教育長（渡辺義人君） 生きる力をはぐくむ

ために、小中学校の早い段階から体験活動に取

り組ませたり、人と人とのかかわりを豊かにす

るコミュニケーション能力をはぐくんだりする

ことは、非常に大切なことであると考えており

ます。現在、小中学校におきましては、望まし

い勤労観・職業観を育成するために、米づくり

や植林、地びき網漁や企業見学などさまざまな

体験活動や、事業所などにおける職場体験学習

などに取り組んでおります。また、社会性やコ

ミュニケーション能力をはぐくむために、道徳

の時間を中心としながら、学校の教育活動全体

を通して、あいさつや礼儀などの基本的な生活

習慣を身につけさせたり、他人の立場を尊重し

ながら、互いに支え合う態度の育成に取り組ん
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だりしているところであります。県教育委員会

といたしましては、今後とも、さまざまな体験

活動等を通して、難しい時代にあっても困難を

乗り越えていく、たくましい子供たちをはぐく

んでいきたいと考えております。

○外山 衛議員 もう一点でございます。昭

和22年の旧教育基本法制定以来、我が国の教育

制度は60年以上の歴史を誇ります。長い歴史の

中では、伝統が形成され、そして、それはよい

意味でも悪い意味でも固定化されるものが生じ

ます。渡辺教育長は、長く財政畑を中心に歩ん

でこられましたが、昨年度、全く畑違いの教育

委員会のトップになられました。そこで、内部

にいては見えないことも、ある意味、第三者的

な視点でもって教育委員会を見ることができる

のではと考えます。そこで、渡辺カラーといい

ますか、宮崎モデルみたいなものを、教育委員

会に、教育の現場へ打ち出してもらいたいと思

うのであります。期待を込めて、教育長のお考

えを伺います。

○教育長（渡辺義人君） 時間がございますの

で、若干長目にお答えしたいと思います。

ただいま議員から御紹介いただきましたよう

に、行政職の職員として、私は財政その他の一

般行政分野に長年携わっておりましたが、図ら

ずも一昨年の４月に教育長を拝命いたしまし

て、やがて２年を迎えようとしているところで

あります。この間、朱に交わって赤くなりなが

ら、また門前の小僧として習わぬ経を読みなが

ら、日々修業の身で誠心誠意、教育の諸問題の

解決に当たってきたところであります。残念な

がら、私は教壇経験はございませんが、教育畑

あるいは行政畑という出身のいかんにかかわら

ず、教育に何が必要とされているのか、そして

何をなさなければならないのかということを常

に視点として心がけてきたつもりであります

し、またそういうことが大切ではないかと考え

ておるところであります。このような視点で、

私なりにこれまで、例えば特別支援学校高等部

の設置に向けた取り組み、あるいはネットいじ

め対策での目安箱サイトの開設、そして企業の

力を教育の現場に活用できないかという取り組

みなど、県の教育委員会の教育委員の皆様の提

言・意見、そして教育委員会事務局職員、学校

現場の意見等を踏まえ、またそれに私の行政経

験、感覚を重ねながら、施策・事業の推進や構

築に当たってきたところであります。

そのような中で、最近感銘を受けましたの

が、この１月に延岡市で開催されました食育講

演会でありました。講師は、香川県の綾上中学

校の校長である竹下和男さんでありました。こ

の方が、親が一切手を出さない、子供だけでつ

くる「弁当の日」を、食育基本法ができ上がる

既に４年前、平成13年、９年前から提唱され実

践をされてきた方でございます。「弁当の日」

の取り組みを始めたきっかけは、「たくさんの

人たちの大変な努力で学校給食ができ上がって

いることをしみじみと感じた反面、給食の時間

に子供たちが食べるのが楽しくてしようがない

というのが感じられなかった。そこで、食べる

ということは、こんなにもありがたいことであ

る、こんなにも楽しいことである、こんなにも

感謝したいことであるということを子供たちに

気づかせたい、そういう思いから取り組んだ」

ということであります。今や全国で、ことしじ

ゅうには800校行くであろうと言われております

が、実践校がそれぐらいの数になる見込みであ

りまして、この「弁当の日」の実践を通じて、

子供が変わり、家庭が変わり、そして地域まで

もが変わりつつあるというふうな状況にあるよ
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うであります。

そこでお答えでありますが、学習指導要領に

は「「弁当の日」を実施すべし」とは、どこに

も書いてございません。しかし、現場の鋭い問

題意識のもとに、何をなすべきかをとらえ、学

習指導要領のねらいである「生きる力」、議員

の言葉で言えば「人間力」ということになりま

すけれども、この人間力を見事に体現した発想

と取り組みであると思っております。独断を承

知で申し上げれば、ともすれば、学習指導要領

や、これまでの指導方法といった枠や形にとら

われ過ぎる嫌いがなきにしもあらずの教育界で

ありますので、私はこのような発想はよい意味

での警鐘ではないかと受けとめております。教

育に携わる者の喜びは、子供たちの輝くひとみ

とはじける笑顔であると思います。今の、議員

の御質問は、私自身というよりは、県教育委員

会、市町村教育委員会、そして学校現場の教師

に対するメッセージ、そして応援歌として受け

とめさせていただきまして、今後の励みとさせ

ていただきます。以上であります。（拍手）

○外山 衛議員 ありがとうございました。で

は、最後になりますけれども、これは実は知事

には細かく通告しておりませんでしたが、押川

議員の代表質問の中にございましたので、ここ

であえて聞かせていただきます。３点ございま

す。

１つは、夫婦別姓の件でございます。家族・

家庭崩壊が問題となっている今、また、きずな

というものが失われつつある現代において、こ

のことはまさにそれを増長させるものと私は考

えます。今、夫婦別姓にするべき必然性がある

のかどうかも含めまして、知事のこのことにつ

いての見解をお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 夫婦別姓の問題とい

うのは、賛否両論あるわけでございますが、賛

成の立場から言うと、自由の尊重、個の尊重、

夫婦の権利関係の主張、そういったものがあろ

うかと思います。自由権の確保といったもの、

反対の意見としては、議員御指摘のように、家

族のきずなとか、夫婦の一体感だとか、子供に

対する悪影響といったものが指摘されておりま

す。でも、夫婦が同じ姓であっても、夫婦が一

体感をなくしている方たちもいらっしゃいます

し、きずなが希薄な方もいらっしゃいますの

で、種々さまざまだと考えております。この問

題は国の根幹というか、婚姻制度、戸籍制度等

にかかわる非常に重要な問題であると思います

ので、今後とも、国民的な議論を喚起する上で

も、慎重な議論をしていくべきだと私は考えて

おります。

○外山 衛議員 もう一点でございます。外国

人参政権の問題であります。民主党に個人的に

は恨みはないんですけれども、ちょっと例を挙

げます。民主党のある国会議員から、あるテレ

ビ番組において、「参政権を与えるといって

も、それは地方議会に限ることですから、国会

にかかわることではありませんから」と、そう

いった理解しがたい無責任な、浅はかとも言え

る軽過ぎる発言があったんですが、このことも

含めまして、知事の外国人参政権の問題につい

てのお考えを、ぜひお聞かせいただければと思

います。知事にお願いします。

○知事（東国原英夫君） 移住外国人の、ある

いは特別移住外国人の方の参政権の問題という

のは、先ほどの婚姻制度と同じような性質で、

国の根幹にかかわる、国の制度の根幹にかかわ

る重要な問題だと認識しております。国益、地

域益にかかわる重要な問題ですので、引き続き

国民的な議論が必要だと思いますが、少子高齢
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化の中で人口減の中で、移住・帰化政策をどう

するか、あるいは法的解釈・憲法解釈をどうす

るか。基本的には平成７年の最高裁判決を尊重

する立場でありますが、そういったことも広く

勘案して、多元的・広角的な議論が、そしてま

た慎重な議論がなされるべき地方議会におきま

しては、10数件、都道府県の議会が、恐らく反

対の意見書を出されていると思います。県民の

代表である議会のそういった行動にも、これか

らも注視していきたいと考えております。

○外山 衛議員 お立場上、そういったお答え

しか今できないと思いますので……。

最後にもう一点だけ。これもテレビでの話題

でありますが、なぜ１番である必要があるの

か、２番でもいいのではないんだろうかといっ

た考え方が報道をにぎわせましたが、このこと

についての知事の率直な感想を伺いたいと思い

ます。

○知事（東国原英夫君） 仕分け人の蓮舫議員

の発言だったと記憶しておりますが、問題提起

としては、興味深い、おもしろい発言だったと

思います。あのことによって、科学技術、スー

パーコンピューターの問題でありましたが、そ

れが世界一である必要があるかどうかという国

民的な議論になったということは、非常に資す

る発言だったと思います。ただ、彼女らしいと

いうか、日系的な視点ではないなという感じは

しておりました。コンピューター等の性質上、

世界一であることと先端であることと、そうで

ないことというのは雲泥の差があると私は認識

しておりますので、その後の政府の判断により

まして、全廃ということは、９割ぐらい予算が

認められたと思うのですね。それは多くの知

見、良識をかんがみて、政府が正しい判断をさ

れたと思っております。今後とも、科学技術、

そういったものに対する予算というものは、こ

の国が成長していくために必要不可欠なものだ

と考えておりますので、ぜひ適切な対応を政府

には求めていきたいと考えております。

○外山 衛議員 以上で一般質問を終わりま

す。（拍手）

○中村幸一議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時58分休憩

午後１時０分開議

○萩原耕三副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、横田照夫議員。

○横田照夫議員〔登壇〕（拍手） たくさん傍

聴に来ていただきました。きょうは、遠路鹿児

島からも来ていただいております。心から感謝

を申し上げまして、早速質問に入らせていただ

きます。

私は、「心豊かに暮らそうよ」という言葉を

キャッチフレーズにしております。選挙に出よ

うと決めたときに、後援会で何かキャッチフレ

ーズをつくろうやということになりまして、い

ろいろ考えました。そこで、「「心豊かに暮ら

そうよ」ではどうでしょうか」と言いました

ら、「何かそら、もっとらしいとはねえとか」

と言われました。で、また考え直したんですけ

れども、どうしてもその言葉が頭から離れなく

て、そのことを言いましたら、「ま、いいか。

おまえらしくていいかもしれん」と言っていた

だきまして、「心豊かに暮らそうよ」が、私の

キャッチフレーズになったのです。私の議員と

してのすべての行動は、「心豊かに暮らすため

にはどうすればいいのか」が基本になっており
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ます。そこでお伺いしますが、東国原知事は、

心豊かに暮らすとはどういうことだとお思いで

しょうか。まずそのことをお聞きいたしまし

て、後は自席からの質問とさせていただきま

す。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

心豊かに暮らすということは、日々充実した

幸せな暮らしを送るということだと思います

が、何をもって幸せを感じるかは、人によって

さまざまであります。私自身について申し上げ

ますと、夢や希望を持つこと、そして目標に向

かって努力する自分自身を信じられること、あ

るいは、人と人とのつながりの中で、周りから

必要な存在として認められることなどが幸せの

一つのあり方であると考えております。

また、私は、県政の目的である県民福祉の向

上とは、経済的、物質的な面だけでなく、暮ら

しに対する満足度など、これを｢県民の総幸福

量｣と表現することもありますが、これらを増大

させることにより、県民一人一人が幸せを実感

できる社会を築き上げていくことが肝要かと思

っております。そのような意味で本県には、地

域のつながりや人情味あふれる県民性、あるい

は豊かな自然環境や温暖な気候風土など、人が

心豊かに暮らす条件が数多く残されております

ので、今ある環境を大切にしながら、人や地域

が助け合い、希望を持って暮らせる宮崎づくり

を目指していきたいと考えておるところであり

ます。〔降壇〕

○横田照夫議員 私とほとんど同じような考え

で、ほっとしております。心豊かに暮らすため

の要素は幾つもあると思います。人間関係と周

囲の環境もその一つだと考えますので、その関

連で質問をいたします。

まず、三世代同居についてです。前回もこの

ことを質問しましたが、その後、委員会県外調

査で、全国学力調査でトップレベルの福井県に

行ってきました。福井県は共稼ぎ率が全国一

で、子供たちが学校から帰ったときに両親がい

ない場合が多いんだそうです。でも、三世代同

居率が全国２位と高く、両親がいないことを祖

父母がカバーしておられるようです。家庭の教

育力では、低下したと考える割合が、全国で

は70％ぐらいあるのに対して、福井県では30％

にも満たないそうです。家庭みんなで支え合う

子育て環境が整っていると言えます。改めて三

世代同居の有効性を強く感じました。

石井記念友愛社理事長・児嶋草次郎先生の講

演を聞く機会がありました。高崎山などの猿の

社会では、老若男女、障がいを持った猿もみん

な一緒に生活をしております。まさにノーマラ

イゼーションです。でも、人間社会は縦割りが

どんどん進んでしまいました。今、私たちは、

昔の大家族の時代を取り戻すべきだと言われま

した。でも、現実的に大家族を取り戻すことは

難しいので、社会の中に大家族の要素を取り入

れるべきとも言われました。大人が近所の子供

をしかれなくなったのも、大家族で鍛えられる

機会が少なくなったからではないでしょうか。

子供の教育やしつけ、高齢者の世話など、家庭

の中で吸収できるよう、三世代同居への政策的

誘導をするべきと思いますし、それができない

ところは、地域社会の中でそれができるような

体制強化を進めるべきだと思います。まず、教

育長、福井県の家庭の教育力はそれほど低下し

ていないと考えられているようですが、教育長

は家庭教育についてどう思われているんでしょ

うか、お聞かせください。

○教育長（渡辺義人君） 本県におきまして
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は、福井県と同様の調査結果はございません

が、「家庭の教育力が低下している」と回答し

た保護者の割合が低いということについては、

確かに望ましいことであると考えております。

子供にとって家庭は心のよりどころであり、子

供たちの健やかな成長の源は、まずは家庭教育

にあると考えております。夫婦や親子、祖父母

などの家族のきずなに支えられ、子供たちは自

分らしく素直に伸び伸びと育っていくと考えて

おります。また、航海に出て傷ついても、帰っ

てこれる母港がまさしく家庭であると、私はと

らえております。そういう意味から私は、教育

長就任以来、マニフェストの作成に当たりまし

て、「きずな」という言葉に思いを込めたとこ

ろであります。一方で、核家族化、少子化など

の進展に伴い、「宮崎県県民意識調査」により

ますと、子育てに不安や負担を感じている方の

割合が増加していることなどから、社会全体で

家庭教育を支援していくことが必要であると考

えております。午前中の外山議員の質問に対し

て、「弁当の日」の紹介を申し上げましたが、

まさしくこのような取り組みが今から必要であ

る、このように考えております。以上です。

○横田照夫議員 ありがとうございます。

次に、知事は、地域社会全体に大家族の要素

を取り入れるべきといったことについてどのよ

うに思われているのか、お伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 大家族といいます

と、親・子・孫の三世代が一つ屋根の下で暮ら

すと。ただ、親・子・孫三世代といっても、そ

れぞれ１人ずつでしたら３人だけですので、こ

れを大家族と言えるのか。昨今のイメージだ

と、兄弟姉妹が多い、10数名に至るというよう

な大家族というのをイメージするわけでござい

ますが、いずれにしろ、親・子・孫の三代とい

うような、大人数というような漠然としたイメ

ージを持っております。その中で、祖父母が元

気で生き生きと暮らして、現役世代が仕事と子

育てを明るく楽しくやる、子供は多くの大人や

兄弟姉妹に囲まれながら、その人間関係の中で

豊かな人間性や社会性をはぐくんでいくといっ

た構図かと思っております。

しかし、現実には、核家族化の進行や単身世

帯、高齢者世帯の増加により、人と人とのつな

がりは希薄化していると言わざるを得ないかと

思っております。今後、我が国は本格的な人口

減少社会を迎えようとしておりますが、このよ

うな中にあっては、御指摘にありましたよう

に、大家族的な要素を地域全体のシステムに取

り入れる視点が重要になってくると、私も考え

ているところであります。このため、高齢者の

積極的な社会参加や、お互いの助け合いによる

子育て支援、地域の教育力の向上など、地域コ

ミュニティーの機能強化という観点から、どの

ような取り組みを強めるべきかということを検

討していかなければならないと考えておりま

す。

○横田照夫議員 次に、水の浄化について質問

します。かぐや姫の歌で有名になった神田川

は、どぶ川の代名詞になっていたような川です

けれども、今はアユの生息が確認できるほどき

れいな川になったそうです。長らくサケの姿を

見ることができなかった川に、再びサケが遡上

するようになったところもあるそうです。無関

心でいては、川は放置され、汚水が流され、や

がては私たちに負の遺産をもたらします。一度

傷を負った川でも、人々が愛のまなざしを向け

ることによって、再びきれいな川に生まれ変わ

るんです。前定例会の押川議員の質問に、「生

活排水処理率の平成22年度末の中間目標に対し
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ては、おおむね計画どおり進んでいる」との答

弁がありました。そこでお尋ねしますが、この

中で単独処理浄化槽の数はどれくらいあるんで

しょうか。川の汚染は、し尿によるものだけで

はなく、台所やふろなどのいわゆる生活雑排水

によるものも大きいと言われております。単独

処理浄化槽を合併処理浄化槽へ転換させること

が非常に大事と考えますが、環境森林部長、い

かがでしょうか。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 平成20年度末

の県内の単独処理浄化槽の設置基数は約９

万1,000基でございまして、浄化槽全体の約６割

を占めております。生活雑排水をあわせて処理

する合併処理浄化槽につきましては、設置費用

の４割を国、県、市町村で補助する制度があ

り、毎年500基程度の単独処理浄化槽が合併処理

浄化槽へ転換されておるところでございます。

しかし、単独処理浄化槽の設置者にとりまして

は、既にトイレが水洗化されており、日常生活

に余り支障を感じないなどの理由で、転換がな

かなか進んでいない状況となっております。県

といたしましては、今後とも、設置者の負担の

少ない市町村設置型浄化槽の普及や、国の新た

な制度を市町村へ情報提供するなど、合併処理

浄化槽への転換に努めてまいりたいと考えてお

ります。

なお、３月８日からスタートいたします住宅

エコポイント制度では、住宅リフォームで得ら

れたポイントを浄化槽工事にも利用できるよう

になったところでございます。

○横田照夫議員 浄化槽を設置しても、適正な

保守点検や法定検査の確実な受検がなされない

と、川の浄化にはつながりません。今、私の周

りでは、公共下水道の工事が急ピッチで進めら

れています。私には、実に46万円強の負担金が

来ました。本管につなげる工事代を含めると100

万円を超えるかもしれません。ちょっと腰が引

けてしまいましたが、その必要性を理解できる

から承諾をしました。もう既に合併処理浄化槽

を設置済みの人も、公共下水道につなぐことを

承諾しています。みんな渋々ながらも行政のす

る方向に従っているんです。単独処理浄化槽を

転換するメリットが感じられないから合併処理

浄化槽への転換がなかなか進まないとか、保守

点検と法定検査の区別がわかりにくいために11

条検査の受検率が上がらないと言われておりま

すが、行政指導のやり方でかなり進むのではな

いかと考えます。県民にしっかりと理解をして

もらえるよう努力していただきたいと、強く思

いますが、法定検査を含めた適正な維持管理に

ついてどのように指導していかれるのか、環境

森林部長にお伺いします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 河川を浄化す

るためには、浄化槽の保守点検や清掃が適正に

行われ、また、浄化槽の機能が十分発揮されて

いるかをチェックする年１回の法定検査が非常

に重要であります。県では、条例に基づく浄化

槽設置者講習会によりまして、適正な維持管理

の啓発を行うとともに、51人槽以上の浄化槽の

設置者に対しましては、文書により指導を行っ

ているところでございます。また、来年度につ

きましては、現在、今年度事業としてやってお

ります浄化槽の設置、あるいは維持管理状況の

実地調査を行っているわけでございますけれど

も、その結果をもとに、保守点検や清掃の適正

な実施や法定検査の受検につきまして、文書あ

るいは電話等により個別に指導を行うこととし

ております。今後とも、浄化槽の維持管理の適

正化と法定検査の確実な実施に向けまして指

導、啓発を行い、河川の浄化に努めてまいりた
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いと考えております。

○横田照夫議員 ありがとうございます。今

回、心豊かに暮らすための要素について、２つ

だけお尋ねをしました。でも、このほかにもた

くさんの要素があると思いますので、また折に

触れ取り上げていきたいと考えております。県

民所得は低くても、心豊かに暮らせる郷土づく

りに、みんなで頑張っていこうではありません

か。

次に、農業問題について幾つか質問します。

まず、農業用電力についてです。一昨年の燃

油高騰以来、コチョウランとかバラ、マンゴー

などを中心に、ヒートポンプがかなり普及して

きました。ヒートポンプの価格は当初よりかな

り安くなって、初期費用も少なくなりました。

現在、重油価格は下げどまりしている状態です

が、重油価格が50円を切るくらいでもヒートポ

ンプのほうが有利だと言われます。特に、高温

暖房品目は有利になるし、除湿もできるのでピ

ーマンの灰色カビ病の予防ができますし、マン

ゴーの色もよくなるらしいです。今後、さらに

ヒートポンプが普及していく可能性が高いと思

われます。

しかし、資材などのコストは上がり、売り値

は下がる状態の今、電気代は大きな重荷になっ

ています。ＪＡ契約の重油は、支払いを２～３

カ月くらい待ってくれますけれども、電気は待

ったなしでとめられてしまいます。そこで相談

ですが、かんがい用水にだけ認められている農

事用電力は、かなり安い電気料金で設定されて

いるそうです。また、深夜料金も安く設定され

ていますが、時間帯が22時から８時までだそう

です。ハウスで使うヒートポンプの電気料も、

農事用電力扱いにならないものでしょうか。も

しくは、深夜料金の時間設定を、18時から９時

くらいまでに拡大できないものでしょうか。捨

てることの多い深夜電力を農家が多く使い出せ

ば、九州電力にも大きなメリットが出てくるの

ではないかと考えます。ハウス園芸が盛んな九

州各県で連携をして、新しい農業用電気料金制

度について九州電力に要望できないものか、農

政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 農業用のヒー

トポンプにつきましては、近年の重油価格の高

騰あるいは環境意識の高まりなどから、御質問

にございましたように、ピーマン、マンゴー、

コチョウラン、バラ等で急速に普及が進んでお

り、現在、県内では約230戸の農家で800台の導

入がなされております。また、当初の導入目的

でございました冬場の暖房用としての使用に加

え、コチョウラン等では夏場の冷房に、マンゴ

ーでは除湿にも使えるといったことで、省エネ

ルギー、環境負荷軽減に加え品質向上の効果も

期待されるところであります。

このような中で、御質問にございましたよう

に、農業者の方々からは利用コストの削減への

意見が上がっておりまして、今後の普及のため

には電気料金の低減が重要な課題になっている

と思っております。このため県といたしまして

は、電力会社と打ち合わせを行い、既存の料金

メニューの中で最も低コスト化が可能である、

季節別・時間帯別の低圧電力の使用を推進して

いるところであります。電気料金につきまして

は、利用者の公平性の面から個別の要望にこた

えることは厳しいと、九電のほうから言われて

おりますけれども、今後とも農業団体や他県と

も連携しながら、生産コストの低減はもとよ

り、環境に優しい脱石油型農業への転換を進め

る観点からも、電力会社と粘り強く協議してま

いりたいと考えております。
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○横田照夫議員 私も農業団体のほうにお願い

をしたいと考えておりますので、どうぞよろし

くお願いいたします。

次に、農業用水路の維持管理についてお尋ね

をします。私は、平成17年９月議会でも、この

質問をしました。高齢化や担い手不足の中で、

社会共通の資本である農業用水路を将来的に維

持管理するために、公的関与が不可欠になって

くるといった内容の質問でした。でも、残念な

がら、そのときよりもさらに深刻な状況になり

つつあります。これまで農業用水路は、受益者

である農家が共同作業で守っていました。しか

し、いよいよ高齢化と担い手不足が進み、農家

だけでの維持管理は限界に近づいてきました。

私は先日、その作業に出ましたが、80歳前後の

高齢者がやっとのことで作業をしておられまし

た。これまで、反別が多かろうが少なかろう

が、結いの精神で、共同作業で水路を守ってき

ました。それは、水が流れなくなったら農業そ

のものができなくなることを、みんな知ってい

るからです。だから、老骨にむち打って出てき

てくれているんです。本当に頭が下がります。

でも、もう限界に近づいています。

国は、平成19年度から、農地・水・環境保全

向上対策事業に取り組み、地域全体で農業環境

を守っていくための事業を推進してきていま

す。非常にありがたいことではあります。で

も、もう一歩踏み込んで、農業用水路に限定し

て関与してもらえないかと考えます。建設業に

委託するなどして維持管理をしてもらうことは

できないものなんでしょうか。集落営農などの

ように少ない担い手に地域農業全体を任せるの

なら、なおのこと、公的に水路を守らないと、

農業そのものを守れなくなるときが必ず来ると

考えますが、農政水産部長、いかがでしょう

か。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 農業用水路の

管理、新富あたりは田んどと言っていますけれ

ども、日曜日、私も田んどに出てまいりまし

た。お話にございましたように、本県におきま

しては、19年度から農地・水・環境保全向上対

策事業等を活用して、集落機能の向上や地域ぐ

るみでの農業用水路の維持管理を行うなどの体

制強化に努めているところであります。この事

業では、水路やため池等の大規模な土砂撤去な

どにつきましては、建設業者等に委託できると

いったことになっておりますけれども、小規模

な用水路等の維持管理につきましては、地域住

民がみずから行うといったことを基本といたし

ております。御指摘にございましたように、今

後、農村地域の高齢化や担い手の減少により、

農業用水路等の維持管理がますます困難になる

ことが懸念されますことから、県といたしまし

ては、この事業の継続とともに、事業の内容に

つきましても、地域の実情が十分反映された制

度となりますように、国に対して強く働きかけ

てまいりたいと考えております。

○横田照夫議員 知事もいつも、地方の疲弊を

国に伝えるのが自分の役割だというふうに言わ

れております。また、黒木正一議員は、中山間

地の暮らしの窮状を切々と説明されます。本当

に胸が打たれるような思いです。これは、そこ

に住んでいる者でないと、なかなか伝えられな

いことだと考えます。私も、現場にいる人間と

して、農業現場の実情を県行政に訴えるのが自

分の役割だと思っています。農政水産部長は先

日、田んどに出られたということですので、十

分御理解いただいていると思います。食料自給

率を上げるために、また景観や保水など多面的

機能を守るためにも農業を守っていかなければ
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いけないという考えを持っているのなら、今後

ぜひ、農業用水路への関与を組み入れていただ

きたいと考えます。ほかのところに何ぼお金を

つぎ込んでも、水路が機能しなかったら、農業

そのものがつぶれてしまいます。ぜひ御一考い

ただきたいというふうに思います。

次に、行政の継続性について質問をします。

畜産担い手育成総合整備事業という事業があり

ます。５カ年事業です。霧島南部、西都・児

湯、宮崎中央の３カ所で推進中です。宮崎中央

は平成21年度から事業が始まり、畜産団地など

をつくる予定で、平成23年11月完成に向けて、

土地の購入や牛の導入を進めてきているところ

です。しかし、昨年９月の農政局ヒアリングで

の平成22年度予算要求額は、県全体の事業費が

４億1,700万円、うち国費が２億1,800万円でし

たが、12月末に、当初計画国費２億1,800万円

を7,000万円に減額するとの内報が届きました。

当初計画事業の３分の１しか実施できない状況

です。これは、現政権になって、農業の公共事

業予算が３分の１に減らされたことによるもの

と思われますが、政権がかわって方針が変更に

なることは理解できるとしても、行政には継続

性が重要であると考えます。国民にとっては、

自民党でも民主党でもいいんです。ただ、国と

交わした約束を守ってほしいと思っているんだ

というふうに考えます。農家やＪＡは、既に事

業計画に沿って土地を購入したり牛を導入した

りしています。投資をしてきているのに、途中

で変えられてはたまりません。県民に対する詐

欺行為にも等しいと考えます。県執行部には何

の失点もありませんが、継続中の事業には何ら

かの方法で最後までの措置を講ずるべきと考え

ます。農政水産部長、いかがでしょうか。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 畜産関係の公

共事業でございます畜産担い手育成総合整備事

業につきましては、平成22年度に霧島南部地

区、西都・児湯地区、宮崎中央地区の３地区で

事業実施を予定しておりますけれども、御質問

にございましたように、国の概算決定によりま

すと、予算が大幅に削減されてございまして、

計画どおり事業実施することが大変厳しい状況

となっております。この事業は、配合飼料価格

が高どまりをする中で、飼料基盤に立脚した本

県畜産の振興を図る上で大変重要な事業でござ

いますので、県といたしましては、事業実施地

区については、できるだけ早期に事業目的が達

成できますよう、畜産の重要性、飼料基盤整備

の必要性など本県の実情を訴えながら、予算の

確保について強く国に働きかけてまいりたいと

思います。

○横田照夫議員 ぜひぜひ、よろしくお願いい

たします。

次に、地域医療についてお尋ねをします。

来年度の事業として地域医療再生基金事業の

８つの事業が提案されています。宮崎大学医学

部附属病院を救命救急センター化して、それを

前提にドクターヘリを導入するとのことです

が、議会としても何回も要求してきたことなの

で、大変ありがたく考えております。

先日、美郷町の高校生が新型インフルエンザ

で亡くなりました。そのときも、もしドクター

ヘリがあればなと、本当につくづく思いまし

た。そこでお尋ねしますが、このドクターヘリ

がカバーできる範囲はどれぐらいなんでしょう

か。運用はどのようになるんでしょうか。期待

も大きいと思いますので、でき得る限りの運用

の仕方を考えていただきたいと考えますが、福

祉保健部長お願いします。

○福祉保健部長（高橋 博君） ドクターヘリ
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の航続可能時間は約２時間で、飛行可能距離は

約400キロメートルと言われておりますので、宮

崎大学医学部附属病院からの出動に関して、県

内全域をカバーできるものと考えております。

また、ドクターヘリの一般的な運用方法として

は、救急現場出動と転院搬送の２つがございま

す。救急現場出動は、救急現場の消防機関から

要請を受け、医師と看護師を乗せて救急現場に

なるべく近いヘリの離発着可能地点まで飛び、

その場で救急車で運ばれてきた患者に応急措置

を施し、受け入れ医療機関に患者を搬送するも

のでありまして、一方の転院搬送は、病院の要

請を受け、入院患者をほかの病院等に搬送する

ものであります。なお、宮崎大学医学部附属病

院のドクターヘリの具体的な運用方法に関しま

しては、今後、大学が医師会、消防機関等の関

係機関の協力を得て運航マニュアルを整備して

いく中で検討していくことになっております。

○横田照夫議員 次に、本県の地域医療を担う

医師の養成・確保を目的とした新しい取り組み

として、宮崎大学医学部の地域医療学講座の設

置・運営を支援するとのことですが、新聞報道

によりますと、この講座は総合医の育成を目指

すとありました。また、地域医療再生計画の計

画期間の最終年度である平成25年度までには、

毎年度４人以上の医師を地域の中核医療機関等

に派遣できる体制を構築することを目標とする

とありました。そのような理解で間違いないで

しょうか、福祉保健部長お願いします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 宮崎大学医学

部の地域医療学講座は、幅広い診療能力を有す

る、いわゆる総合医の育成を目的の一つとして

おります。また、平成25年度までに、地域の中

核医療機関等に毎年度４名以上の医師の派遣が

できる体制の構築を目標としておりますので、

御理解のとおりだと考えております。

○横田照夫議員 医療技術が高度化して診療科

が細分化してきたことに伴い、その細分化され

た特定診療科で、高い診療能力を有する専門医

が数多く育成されてきました。確かに、こうし

た専門医のおかげで、昔であれば助からなかっ

た病気でも助かるようになってきたということ

は言えるかもしれません。しかし、その一方

で、一人で、一定の能力を有しながら幅広い診

療科の患者をカバーできる総合医が不足をして

います。やはり、かかりつけ医としての総合医

と、より高次の医療機関で専門的な医療を担う

専門医が、地域にバランスよく配置されるのが

理想と考えます。そのような意味で、地域医療

学講座は、将来、本県でかかりつけ医としての

役割を担う総合医を育成する場として期待され

ますが、そういう理解でいいのか。また、数年

以内には地域の中核医療機関等への医師の派遣

がされる想定ということですが、具体的にはど

のような医療機関が想定されているのか、福祉

保健部長、お願いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 宮崎大学から

は、地域医療学講座で育成を目指す総合医は、

疾病を幅広く総合的に診ることができる医師だ

けではなく、いわゆる専門医としての能力を持

ちながら、その周辺領域の診療科に関する診療

能力を持つ医師も想定されているなど、少し幅

広い考え方を持っていると聞いております。い

ずれにしましても、専門医よりも幅広い診療能

力を有する医師の育成ということであり、御指

摘のありましたように、将来は、かかりつけ医

としても、地域の医療現場で活躍することが期

待されるものであります。

また、地域の医療機関への医師派遣について

でありますが、派遣のタイミングとしては、総
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合医として育成された後だけではなく、育成の

過程においても、臨床能力を身につける目的で

医療機関に派遣されることもあると伺っており

ます。このようなことから、派遣先も幅広く想

定されており、大学が、医師のキャリアや能

力、受け入れ医療機関の状況等に応じて個々に

判断されるものと考えております。

○横田照夫議員 先日、国境の島である与那国

島に行く機会がありました。島の地域医療を一

人で担う総合医が主人公のテレビドラマ｢Ｄｒ.

コトー」の舞台になった島です。大学の医学部

には「Ｄｒ.コトー」にあこがれて入学をしてき

た学生も多いんじゃないでしょうか。しかし、

大学で医局に入って勉強するうちに、全員専門

医志向になって卒業していきます。総合医とい

う選択肢がほとんどありません。そういった意

味で、今回、宮大医学部に総合医を育成する地

域医療学講座が設置されるということは、本当

にありがたいですし、大きな期待をしたいと思

います。この寄附講座が高く評価されて、たく

さんの総合医が輩出されることを望みたいと考

えております。

次に、予算の使い方ですが、人の一生は、予

防を含めての保健から医療、そして福祉へと流

れていきます。そこでまず、医療の前段階の予

防を含む保健についてですが、胃の中にピロリ

菌という菌がいるそうです。高齢者は８～９割

感染しているありふれた菌ですが、たった１週

間薬を飲むだけで除菌できるんだそうです。除

菌できれば、ほぼ一生効果が続き、胃や十二指

腸潰瘍の出血が８～９割も減少するそうです。

そして、消化器内科医の緊急診療の大半はこの

出血性胃潰瘍なんだそうです。また、日本人の

死因で４番目に高いのが肺炎ですが、肺炎球菌

ワクチンを１回打てば５～10年間有効で、肺炎

になる確率は激減するそうです。ある自治体

は10年前に公費助成制度をつくりました。これ

で肺炎が激減し、自治体の医療費も半分になっ

たそうです。その後、全国の自治体に公費助成

制度が広まりましたが、残念ながら宮崎県内に

はありません。生活習慣病も同じです。透析に

なる患者の半分以上は糖尿病からの腎不全だそ

うです。串間市民病院で４月から人工透析が休

診になるというニュースを聞きましたが、透析

医不足という表面的な問題よりも、生活習慣を

県民レベルで見詰め直すことが大事なのです。

長野県は元来、塩分の高い食事で脳卒中が多

く、寿命も短い県でしたが、地域医療発展のお

かげで県民全体の生活習慣が改善し、今や国内

に誇る長寿県になったそうです。このように、

ピロリ除菌に公費助成を出す、肺炎球菌ワクチ

ンに公費助成を出す、生活習慣病予防にお金を

出すなどで、医療費の大幅削減につなげること

ができるということです。

次に、医療の後段階の福祉ですけれども、地

域の小規模病院は医療期を終えた患者でいっぱ

いです。多くの場合は、福祉施設の不足から退

院ができない、また家族の介護力不足で家に帰

れないという状態です。急性期を過ぎた患者を

漫然と診ることは、専門医の大きなストレスだ

そうです。こういうところで、病院のベッドや

医師の労働力が無駄に使われています。つま

り、入りたいときにすぐに入れる安心感を与え

るために福祉施設にお金をかける、自宅で必死

に介護している家族に何らかの援助をし、在宅

医療にお金をかけて病院の負担を減らす、こう

いうことで医療負担は大きく減らすことができ

るということです。つまり、医師不足などの表

面的な事象への対策だけでなく、医療の前段階

と後段階にお金をかけることで、医療が抱える
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諸問題は大きく改善できるということなんです

けれども、福祉保健部長、今の話をどう思われ

ますか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 医療をめぐる

諸問題の解決のためには、議員御指摘のよう

に、予防を重視した取り組みや、保健・福祉と

の連携強化により、医療分野への過度の負担を

軽減していくことが重要であると考えておりま

す。このため県におきましては、「健康みやざ

き行動計画21」に基づく健康づくりの推進や、

生活習慣病対策を目的とした健診・保健指導体

制の整備、さらには「いきいきはつらつ介護予

防プログラム」の普及啓発などの予防活動を積

極的に推進しております。また、療養患者の受

け皿となる福祉・介護サービス基盤の整備充実

に努めますとともに、医療機関や市町村と連携

しながら、在宅医療や地域ケアの支援に取り組

んでいるところであります。今後とも、予防活

動の一層の充実や、保健・医療・福祉の連携に

より、生活の質の向上とともに、医療の効率的

な提供を図ってまいりたいと考えております。

○横田照夫議員 ワクチンの接種は市町村の所

管だとお聞きしました。それぞれの市町村も財

政が非常に厳しく、ワクチン接種の公費助成は

難しいと考えているようです。でも、ワクチン

接種など医療の前段階にお金をかけることで、

医療費や医療現場の負担を大きく減らすことが

できるのであれば、どこかで決断をしてほしい

と考えます。今議会に、｢高齢者に肺炎球菌ワク

チンの接種をすすめる為の方策を求める請願

書」が提出されました。まさに県民も、このこ

とを願っているんです。県と市町村でいろんな

協議をする機会があると思いますが、来年度以

降の課題として、この請願書にありますよう

に、ワクチンの接種を進めるための方策をぜひ

講じていただきたいと考えますが、福祉保健部

長、いかがでしょうか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 肺炎球菌ワク

チンは、肺炎球菌による肺炎の予防に効果があ

り、医療費及び医療現場の負担の軽減につなが

ると言われております。ワクチン接種を進める

ためには、接種費用の軽減や接種勧奨が可能と

なるよう、予防接種法に基づく定期接種へ位置

づけることが必要であることから、今後、機会

あるごとに、定期接種化へ向け国に要望してま

いりたいと考えております。また、県民やワク

チン接種の実施主体である市町村に対しまして

は、肺炎球菌ワクチンに関する適切な情報提供

を行ってまいりたいと考えております。

○横田照夫議員 医療の問題は、総合的に考え

て、医療費や医療現場の改善につなげていきた

いというふうに考えておりますので、知事も含

めてよろしくお願いいたします。

次に、山林政策についてお尋ねします。

近年、鳥獣被害は深刻さを増しており、平

成22年度の重点事項として多くの鳥獣被害対策

事業が上がっておりますが、これは被害の現状

から考えると、当然の措置ではないかと考えて

おります。被害増加の一因として、シカや猿が

ふえ過ぎたためとよく言われておりますが、私

は、奥山の人工林の手入れが行き届かず、森林

の中に光が入らないようになり、えさとなる実

のなる木などの草木がなくなってしまったため

にシカや猿が生きていけなくなり、やむを得ず

人家近くにおりてきたことも大きな要因ではな

いかと考えております。最近になって鳥獣被害

が顕著になってきたことが、その裏づけではな

いでしょうか。田畑に耕作放棄地がたくさんあ

るように、人工林にも放置されたものがたくさ

んあるのではないでしょうか。
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さて、先日、小林市において、企業局が主催

する「緑のダム造成事業記念植樹祭」が行われ

ました。私も参加させていただきましたが、ヤ

マグリ、イチイガシ、ヤマモモなどの広葉樹が

植栽され、大変有意義なイベントでした。そこ

でまず、企業局長に、緑のダム造成事業の目的

と、広葉樹を植栽している理由をお尋ねしま

す。

○企業局長（日髙幸平君） 緑のダム造成事業

の目的でございますが、近年、伐採後の未植栽

地など荒廃林地がふえておりまして、山の保水

能力の低下により、水力発電を営む企業局にお

きましても、水資源の効率的な運用が大きな課

題になっておるところでございます。緑のダム

造成事業は、こうした荒廃した山を購入いたし

まして、水源涵養機能の高い森林として整備を

し、安定的な電力の供給に資することを目的と

して実施しているものでございます。20年間

で1,000ヘクタールを購入して、植林、下刈り、

除間伐などを行い管理をしていくことにいたし

ておりますが、これまで170ヘクタールを購入し

て植林等も行っているところでございます。植

林に当たりましては、成長が早い針葉樹に加

え、成長が遅いものの、林地の保全や水源涵養

機能が高いと言われております広葉樹をまぜ

た、つまり針広混交林の整備を進めておるとこ

ろでございます。ただ、山によって環境が異な

りますので、先般、小林市で実施をいたしまし

たような、山頂付近においては、山地保全の観

点から広葉樹を植林したところでございます

が、その際に、野鳥や動物が自然に戻れる環境

づくりにもつながるものでございますので、イ

チイガシ、クヌギ、ヤマグリ、ヤマモモ、カキ

といったような実のなる木を植樹したところで

ございます。以上でございます。

○横田照夫議員 県内の山を見てみると、山の

ちょっぺんまで杉が植えてあります。何であん

なところまでと思ってしまいますが、今になっ

てみると、拡大造林は少し行き過ぎだったかな

と考えてしまいます。人工林は、手入れを怠り

放置したままにしておくと、光が入らなくな

り、下に草や木も生えませんし、保水能力がな

くなり、雨が降ったときに一気に水が流れ出し

てしまい、災害の多発にもつながりかねませ

ん。もちろん、そのような森林にはシカや猿の

えさもありませんので、けものもすめるはずが

ありません。そういう意味でも、放置人工林を

自然林に戻す必要性があるのではないでしょう

か。熊森協会という民間団体は、山を鳥獣がす

めるようにするために、都市部の一般市民のボ

ランティアを活用して、巻き枯らし間伐を行っ

ているそうです。このようなことを考え合わせ

ると、鳥獣被害を防止するためには、被害対策

とあわせてシカや猿などの生息しやすい自然が

豊かな森林づくりを進めていくべきだと考えま

すが、環境森林部長いかがでしょうか。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 近年、中山間

地域を中心に鳥獣被害が深刻さを増しておりま

して、これに対応するためには、シカや猿の捕

獲強化などに取り組むとともに、人工林の手入

れ、広葉樹の植栽等を進めまして、野生鳥獣の

すみやすい環境をつくっていくことも重要であ

ると考えております。このため、森林所有者の

負担を軽減する定額補助事業や、奥山の間伐に

対し新たに助成を行うことで間伐を推進しまし

て、森林内に日光を取り入れ、下層植生を豊か

にしていくことに努めてまいります。また、森

林環境税を活用しまして、水源地等の上流にあ

る長期間放置された森林を対象に、ボランティ

アや企業参加も含め、広葉樹の植栽等も行って
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いるところでございます。これらの取り組みを

通じまして、今後とも健全で多様な森林づくり

に努め、鳥獣害対策に総合的に取り組んでまい

りたいと考えております。

○横田照夫議員 先ほど地域医療の質問の中で

言いましたように、病気になった人を診ること

にお金をつぎ込むことも大事ですけれども、病

気にならないような方策にお金をつぎ込むこと

はもっと大事だと思います。同じように、有害

鳥獣を捕獲することも必要ですけれども、出て

こない方策を考えることはもっと大事なんじゃ

ないでしょうか。人と鳥獣がしっかりとすみ分

けができるように取り組んでいかなければいけ

ないと考えております。

これは全然言っていなかったんですけれど

も、知事、もしよかったら、今のことに対して

何かコメントをいただけないでしょうか。

○知事（東国原英夫君） それは、心豊かに暮

らす社会ということにつながるものだと思いま

す。治療より予防、そういったものは主流でご

ざいますので、長野県等々の先進的な取り組み

も参考にさせていただきながら、鳥獣被害等々

も、今回、新規事業も立ち上げておりまして、

地域ぐるみで、えさ場をなくすといった鳥獣対

策等々も試行錯誤しながら検討させていただい

ておりますので、またこれに御協力、御意見等

を賜ればと思っております。

○横田照夫議員 ありがとうございました。ぜ

ひよろしくお願いいたします。

最後に、内水面振興センターについてお伺い

します。

内水面振興センターは、大淀川と一ツ瀬川で

のウナギ稚魚の採捕や、河川漁場の秩序を守る

ことにより、県内養鰻業者へのウナギ稚魚の安

定供給を図っておられます。その意義や必要性

は大いに認めるところではありますが、最も忙

しい採捕時期は３～４カ月であり、それ以外は

それほど忙しいとは思えません。県ＯＢなどが

理事長や専務理事など、年間を通しての常勤と

して勤めておられますが、常勤である必要があ

るんでしょうか。県職員が兼務する非常勤役員

でもいいのではないかと考えますが、農政水産

部長、いかがでしょうか。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 内水面振興セ

ンターでございますけれども、当センターは、

お話にございましたように、内水面における漁

業及び養殖業の振興を図るため、ウナギ稚魚の

採捕供給事業を初め、密漁監視などの河川利用

秩序維持のための事業とか、稚魚放流などの水

産動植物の保護培養事業を行うなど、１年を通

じて内水面の振興に関する事業を実施しておる

ところであります。このように振興センター

は、責任ある組織として行政機関や団体等との

調整など幅広い業務を実施する必要があること

から、対外的な交渉や内部管理を行う常勤の理

事長や専務理事を置いておるところでありま

す。

しかしながら、振興センターは現在、正味財

産の赤字を抱えており、経費の削減とか収入の

安定化に努めていくことが課題となっておりま

すので、県といたしましては、今後とも、理事

等のあり方や組織の効率化も含め、経営の改善

について適切な指導を行ってまいりたいと考え

ております。

○横田照夫議員 内水面振興センターは、県の

出資も２分の１を超えていますし、今年度も県

から約8,800万円の補助金や委託料が支払われて

います。また、暴力団排除などで公権力も必要

ということで、県警からの派遣も含めて県が密

接に関係を有しています。財団法人だから県が
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口出しできないというようなことはないはずで

す。県民が納得できるくらいの組織の見直しを

するべきです。組織をスリム化しても、その機

能や役割を落とすことなく活動していくことは

できるはずです。今議会で、県と公社等への関

係の見直しへの県議会の関与を明文化した「宮

崎県の出資法人等への関与事項を定める条例」

が提出され、成立する見込みです。その中でも

しっかりと協議されることと考えますが、県と

しても積極的な取り組みをしていただけること

を期待して、私のすべての質問を終わります。

ありがとうございました。（拍手）

○萩原耕三副議長 次は、坂口博美議員。

○坂口博美議員〔登壇〕（拍手） 昨年12月14

日、政府において、鳩山総理を議長とする地域

主権戦略会議の初会合が開催をされました。そ

の中で、補助金の一括交付金化や国の出先機関

のあり方、さらには国による義務付け・枠付け

の見直しなどについて、その工程が、いわゆる

原口プランとして示されました。まずは、これ

ら地域主権に関することから順次伺ってまいり

ます。

さて、戦後65年が経過する今日、地方におけ

る戦後は、敗戦によりすべてが無となった中、

いつかは平和で豊かな暮らしが実現できるとの

思いで、将来に夢をはせ、額に汗して田畑を耕

し都市へと食料を送り続け、さらには、まさに

身を切る思いで、育てた子弟を都市部の人材と

して送り出し続けた。そうやって国の発展を支

え続けてきたのが地方の戦後であります。しか

しながら、この間、多くの地方は疲弊に疲弊を

重ね、今やその疲弊たるや限界に至り、もはや

このままでは地方は立ち行かぬところに来てい

る、これが地方の偽らざる今日の状況であろう

かと存じます。このようなことを思うとき、新

政権により設置された地域主権戦略会議の場に

おいては、その協議の中では、まず何より地域

間格差解消への道筋をつける、このことが何に

も増して急がれるべきであると信じておりま

す。

ところで、私は、中央集権から地域主権への

転換とは、言いかえるなら、「みんなで渡れば

怖くない」的国の発展を期す政治から、「地域

が個性を伸ばし切磋琢磨する」的国の発展を期

す政治への転換とも言えようかと考えます。し

たがいまして、今後さらに激化が予測される地

域間競争の中、この会議のありよう次第では、

一層のこと地域間における格差は広がり、本県

がなおのこと劣悪至極へと導かれる懸念を否定

できない、もろ刃の改革ともなろうかと思慮い

たします。

現在、この地域間格差を是正し、標準的な行

政サービスの平等化を確保するための手段とし

ては、それを裏打ちすべき税源、財源の面にお

いて格差を解消し調整するための機能として、

地方交付税法に基づいて基準財政需要額を国が

保障することとされております。そのような中

での当該会議の設置でありますが、原口プラン

では、義務付け・枠付けの見直しや権限移譲、

あるいは出先機関の見直しなど、規制・法制関

連については幾つか工程を示したものの、予算

関連で我々が最も注目すべき地方税財源の充実

・確保については、工程は全く示されておりま

せん。しかも、その中での補助金の一括交付金

化については、平成22年度夏までに基本的な考

え方をまとめ、年度末までには法案を成立させ

て、翌年度より施行に入るともしております。

私は、この原口プランについては、これが工程

どおりに進めば、確かに地方の財源支出に際し

ての自由度は高まるものの、地方の財政力改善
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や地域間格差の是正に寄与するか否かについて

は全く判断が困難、否、むしろ懸念材料である

とすら考えております。知事は、いわゆる原口

プランについてどう評価しておられるのか、お

伺いをいたします。

また、地域主権戦略会議には、自治体代表と

して大阪府知事、埼玉県知事、北九州市長が参

加することとなっておりますが、いずれも財政

力指数が高く人口も多い都市部の自治体の首長

であることから、本県のように、財政基盤が脆

弱で人口も少なく、地域主権や都市部との格差

解消を心から願っている本当の地方の声を十分

に反映した議論が行われるのか、いささか心配

でありますが、知事はどのように宮崎の声を戦

略会議にお届けになるおつもりか、あわせてお

尋ねいたします。

さて、国の来年度予算を見ると、地方交付税

は総額で、本年度に比べ1.1兆円程度の増となっ

ております。これについては、地方六団体とし

てもその拡充を強く求めてきたところでもあ

り、何がしかの評価はいたさねばなるまいと考

えております。ところで知事は、地方財政に関

し、「分権を進め、地方消費税や交付税や地方

共有税といったものを拡充しないと、地方の財

政は破綻してしまう」との所見を議会において

も述べられております。硬直著しい今時の地方

財政を見るとき、地域にとってより効率的な行

政を行い、真の豊かさを求めてゆくためには、

地方みずからが本来の趣意に基づいての支出が

可能な一般財源充実の必要性は当然でありま

す。しかしながら、国において保障すべき地方

の歳入分ですら、その一部を、後年度交付税の

代替財源である臨財債、つまり地方債に依存せ

ざるを得ない国家財政の現状を思うとき、果た

して地方財政の規模をこれから先も拡大してい

くことは可能だろうかとの疑問、あるいは仮に

拡大したとしても地域間格差の是正にはつなが

らないのではないかとの懸念も大きなものがあ

るのでありますが、知事のお考えをお聞かせく

ださい。

なお、知事の言われる地方共有税について

は、その課税対象、さらには徴収や分配など具

体的にはどうイメージされているのか、あわせ

てお聞かせください。

ところで、地方交付税に関しては、法によ

り、地方団体がひとしくその行うべき事務を遂

行することができるように国が交付する税であ

ると定められております。さらにまた国会で

も、衆参両院の本会議において、交付税原資と

なっている国税の一定割合については、その帰

属は地方固有の財源であることの確認も幾度か

なされております。そのようなことから、国が

地方自治体へ交付すべき財源の算定について

は、各自治体が標準的な行政を行うに要する経

費、すなわち基準財政需要額から基準財政収入

額を減じた不足分をもって決定されておりま

す。そしてその際、国税に占める地方帰属分だ

けでは不足する財源については、これを国の責

任において地方の基準財政需要額を保障するこ

とを課してもおります。したがいまして、シス

テム的には、どの自治体においても、そこに住

む人たちは格差なき標準的な行政サービスのも

とでの生活が保障されていると言えようかと存

じます。しかしながら私には、それなのになぜ

宮崎の道路はこうも整備がおくれてきたのか、

あるいは、宮崎の農家はこれだけ優秀でこんな

に頑張っているのに、それがなぜこうも報われ

ていないのかなどと、大きな疑問が残るのであ

ります。そのような意味において、知事は、今

の交付税制度は、地方が標準的な行政サービス
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を確保するために必要な財源の配分機能を果た

しているとお思いかどうか、見解をお伺いいた

します。

以上で壇上の質問を終わります。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 地域主権戦

略会議についてであります。鳩山総理を議長と

する地域主権戦略会議において原口総務大臣が

示された工程表、いわゆる原口プランにつきま

しては、全国知事会として主張してきた、国と

地方の協議の場の法制化を初め、義務付け・枠

付けの見直し、補助金の一括交付金化、国の出

先機関改革などについて大まかなスケジュール

が示されており、一定の評価ができるのではな

いかと考えております。しかしながら、最も重

要な課題である、地方税財源の充実あるいは確

保や権限移譲などについては、まだ内容が不明

確であり、さらに踏み込んだ改革の具体策と詳

細なスケジュールを早急に示すべきだと考えて

おります。地域主権戦略会議のメンバーには財

政力の脆弱な自治体の代表も入れるべきだと、

私は考えておりますが、今後の地方分権改革の

推進においては、本県のように財政力が弱く、

インフラ整備もおくれた地域に対する適切な配

慮がなされるよう、全国知事会のプロジェクト

チームなどを通じて強く働きかけてまいりたい

と考えております。

続きまして、地方財政の規模についてであり

ます。地方交付税は、地方公共団体間の財源の

不均衡を調整し、どの地域に住む国民にも一定

の行政サービスを提供できるよう財源を保障す

るという機能を有する、地方の固有財源であり

ます。平成16年度以降の三位一体の改革により

地方交付税の総額が抑制された結果、こうした

財源調整機能及び財源保障機能は縮小しており

ましたが、平成22年度の地方財政対策におい

て、地方交付税の総額及び臨時財政対策債を含

む実質的な地方交付税の総額が前年度よりも増

額して確保されたことは、これまで地方が訴え

続けてきた三位一体の改革による削減額の復元

・増額に向けて一定の配慮があったものと受け

とめております。

このように、臨時財政対策債は、交付税原資

の不足により地方の財政運営に支障を生じさせ

ないよう措置される、まさに地方交付税の代替

財源であり、その機能を補完するものであると

認識しております。ただし、臨時財政対策債へ

の過度な依存は、地方財政全体としては将来的

な財政負担の増加につながりますので、元利償

還金相当額に係る確実な措置はもとより、法定

率の見直しなどにより、地方の固有の財源であ

る地方交付税の総額を安定的に確保するなど、

抜本的な対策として地方税財源の充実確保を強

く訴えてまいりたいと考えております。また、

地域間格差の是正につきましては、地方交付税

の基準となる基準財政需要額の算定方法等を十

分検証の上、国に対し、必要な改善等について

要望してまいりたいと考えております。

次に、地方共有税についてであります。私が

申し上げている地方共有税というのは、全国知

事会が主張しているとおりではありますが、現

在の地方交付税の原資となっている国税５税の

法定率を引き上げることによって財源の拡充を

図った上で、地方の自主財源であることを明確

にするために、特別会計に直接繰り入れる方式

に改めるものであります。さらに、これらにあ

わせて財源調整機能の強化も図る必要がありま

すが、その具体的な調整方法、言いかえれば地

方への配分方法については、本県のように財政

基盤が脆弱な県に不利なものとならないよう、
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適切な調整の仕組みを講じることを、全国知事

会を通じ、あるいは直接政府に働きかけていか

なければならないと考えております。

続きまして、地方交付税の機能についてであ

ります。地方交付税は、我が国の地方財政調整

制度として、地方公共団体間における財政力の

格差を解消するため、その過不足を調整し、均

衡化を図る財政調整機能を有しておりますが、

交付額は、基準財政需要額、基準財政収入額と

いう基準を設定し、その財源不足額を公平に補

てんするよう設計されております。この地方交

付税の算定におきましては、地方公共団体がひ

としく行うべき経費について標準的な水準が用

いられておりますが、これにより、おのおのの

財政力の差にかかわらず、行政サービスの質・

量の均一化が図られ、地方行政の計画的運営が

保障されているものであります。なお、普通交

付税で把握されない固有の財政需要につきまし

ては、基準財政収入額の算定で除かれる留保財

源や特別交付税による措置がなされているとこ

ろであります。以上です。〔降壇〕

○坂口博美議員 ここで、農政水産部長に一問

尋ねたいんですけれども、19年度の農業センサ

スが一番新しい数字なんですが、基幹的な農業

従事者の１年間の労働時間は、本県が2,620時

間、これは全国平均の1.4倍になるんです。順位

がどの統計にもないんですけれども、恐らく全

国一働いているんじゃないかなと思います。そ

れと、１人当たりの産出額が592万4,000円、こ

れは全国の1.54倍で第２位です。１ヘクタール

当たりの産出額が467万1,000円、第１位で全国

の2.5倍なんです。一方、入りのほうを見ると、

基幹的な従事者１年間１人当たりというのが218

万円で、これは全国より３万6,000円高い、全国

は213万4,000円です年間。中よりちょっと、ま

しかなというぐらいなんです。これだけ技術も

優秀で、一生懸命働いて、効率よい生産をやっ

て、なぜ所得がこう悪いのかということを、農

政水産部長はどう分析しておられるのか。これ

にどう対応してこられているのか、お伺いをい

たします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 御質問にござ

いました、本県の農業専従者１人当たりの農業

所得が全国平均と余り差がないと。その主な要

因についてでございますけれども、本県は、大

消費地から遠く輸送コストが割高であるといっ

た点、あるいは台風等の自然災害の影響を受け

やすいこと。さらには、施設園芸や畜産では施

設、機械等の投資額が高く、さらに重油、配合

飼料などの購入資材のコストが年々上昇してい

ることなどの、いわゆる高コストな生産構造に

なっているといったことに加えまして、販売農

家１戸当たりの農業専従者数が全国平均の1.6倍

となっておるといったことなどがその要因であ

ると考えております。したがいまして、他県に

比べ農外所得に依存する割合が低い本県におき

ましては、基幹産業として他産業への経済波及

効果も大きい農業分野での収益性向上を図ると

いったことが、何よりも重要不可欠であると考

えております。

具体的な取り組みといたしましては、本県独

自の新品種の育成・改良や収量・品質の向上に

つながる栽培・飼養管理技術の開発・普及、そ

れから物流拠点の集約化や海上輸送等による物

流コストの低減と鮮度保持対策の強化、さらに

は、安全・安心を基本とした付加価値向上につ

ながるみやざきブランドの推進など、本県農業

の競争力強化と農業者の所得向上につながる各

種の取り組みを通じ、食料供給県としての地位

の向上に努めているところであります。
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○坂口博美議員 そのとおりだと思うんです。

いろんなハンディがある。結論としては、とに

かく価値のあるものをつくって、その中に占め

る流通コストだのそういったものの割合を下げ

ていかざるを得ない、そこにしか活路がないと

いうことで、行政としても、そういったハンデ

ィを克服すべく、技術の指導、品種の開発な

ど、今言われたようなさまざまな取り組みをや

っておられるわけでありますが、その一つに、

技術を開発して農家に移転をして普及してい

く。普及員というのがその役を担っているんで

すけれども、これが三位一体改革前、平成15

年、本県の普及員は183名おりました。終わっ

た18年現在161名なんです。これは連動しないけ

れども、例えば農業の基準財政需要額を算定す

る一つのルールがあるんです。そこで、農家１

戸当たりに費用が何ぼなんだよというのがまず

種火としてあって、それがさまざまな測定単位

で補正というか修正され、最後に補正係数を掛

けて膨れ上がっていくんですけれども、標準的

な団体の標準的な行政に要する普及員というの

は159名なんです。それは農家が６万戸ですか

ら、本県よりもっと多いところで―これは連

動しないんですよ、補正されるから。でも、大

体そういうぐあいに絞り込まれてしまっている

んです。だから163名今持っておられる。

農家では、専技時代のことを物すごく懐かし

んでいます。これだけ技術だとかいろんなもの

が厳しくなったりすれば、普及員の指導と技術

移転開発が絶対必要だ。昔はよく来てくれたけ

れども、今はなかなか。来たにしても専門外が

来るとかですね。県としても、そこのところは

一番わかっていると思うんです。どれだけ功を

なしてきたか。所得の順位というのは、平成の

初めぐらいは後半の真ん中ぐらいだったでしょ

う。それが前半に入ってきたということでです

ね。やりたくてもやれないんじゃないかなとい

うことで、基準財政需要額がすごく気になるん

です。それで、平成20年度決算されていますか

ら、普通交付税に係る基準財政需要額と普通会

計に係る決算ベースでの一般財源の持ち出しの

総額と農業経費、土木経費は幾らか、総務部長

にそれぞれお答えをお願いします。

○総務部長（山下健次君） 平成20年度普通交

付税の算定基礎となった基準財政需要額は

約2,695億円でありまして、平成20年度地方財政

状況調査、いわゆる決算統計における歳出の財

源内訳のうち一般財源の額は約3,680億円でござ

います。また、基準財政需要額の個別算定経費

のうち、農業行政費、林野行政費及び水産行政

費の合計額が約142億円、土木費が243億円であ

ります。決算統計における歳出の財源内訳のう

ち一般財源の額は、農林水産業費が214億円、土

木費が206億円であります。

なお、基準財政需要額には、お答えしました

個別の算定経費の項目のほかに、複数の費目に

関係する包括算定経費の項目がございますの

で、それぞれの特定の行政分野を明確にした算

出については、若干困難な点がございます。

○坂口博美議員 需要額と一財持ち出しの関係

でいうと、包括算定経費が上積みされているの

で、費目とそことはぴっしゃりと分けられな

い。ただ包括算定経費というのは、平成19年度

決算を見ると257億円なんです。だから割合にし

て１割前後なんです。それを案分していった

ら、まず平成20年ですけれども、2,695億円の中

で大体250億円程度になるのかな。そうなると、

費目分のトータルというのは2,430～2,440億円

ぐらいになりますから、案分ですけれども、農

林水産費の包括を分母に応じて配分して平均で
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割ったときに160億円ぐらいになる。それからし

ますと、50～60億円ぐらい上積みしてやらざる

を得ないということですね。

ここで、知事、副知事にお聞きいただきたい

んですけれども、宮崎県の農政というものは２

つの大きな役割を持っていると思うんです。一

つには国民の食料安全保障、これに責任を持っ

て食料を確保するという役割です。もう一つ

は、当然ながら農家の生活を守るという役割、

この２つがあると思うんです。そういった中

で、食料確保となると、国はカロリーベースで

食料自給率50％をまず目指すということをやっ

ております。では、各県が自分の県のカロリー

をどの程度自給しているかということなんです

けれども、今、全国は御案内のように40％で

す。東京が１％、大阪が２％、神奈川が３％、

本県は56％です。ちょっと不思議に思われると

思うんですけれども、消費しているカロリー

の56％しか本県は生産をしていない。では宮崎

県は食料の輸入県なのかというと、実態はそう

じゃない。かなり県外に出荷をして、農業立県

という立場でもあります。では、一体どういう

ことなんだということになるんですけれども、

例えば、本県は畜産が盛んです。和牛牛肉１キ

ログラムつくるのに13キログラムの配合飼料。

これをカロリー換算すると、13キログラムの配

合飼料というのは２万6,000キロカロリーなんで

す。これが牛肉１キログラムになったとき

は2,800キロカロリーでしかない、歩どまりが11

％なんです。豚、７キログラム食べさせてカロ

リーが１万9,600キロカロリー、肉が2,300キロ

カロリー、12％。鶏、４キログラム食べさせて

１万2,000キロカロリー、これが1,600キロカロ

リー、13％。カロリーと実際つくっておるもの

というのは連動していないということです。

では、食料となったとき、東京の人、大阪の

人というのは、配合飼料13キログラム、７キロ

グラム食べてカロリーを確保するかというと、

そうじゃない。牛肉、豚肉、野菜を食べながら

カロリーというものは確保して命をつないでい

っているわけです。また、いっぱい安い野菜が

あったって、それが薬漬けだったら、だれもそ

んなもの食料とは言わないです。それが今、我

が国の食の実態であります。安全で、うまく

て、栄養管理もされていて、鮮度だって、たく

さんの負荷を求めます。そうなると、50％のカ

ロリーを確保するということは、単純にそのも

ののカロリー換算ではだめだと思うんです。で

は何かというと、やっぱりみんながつけてくれ

た価格です。そこに含まれている食材としての

価値、生産額だと思うんです。では、宮崎県で

消費する食料代と生産する産出額はどうかとい

うと、生産額での自給率というのは、宮崎は全

国一で246％、全国平均66％、東京３％、大阪６

％、神奈川13％なんです。

ここに国家の責任として食料の安全保障の一

つで農業をやらせるんだとなれば、そこに対し

ての農家の貢献、あるいは宮崎県行政の貢献と

いうものもこの基準額に算定をされなきゃなら

ないと思うんです。包括的だ、個性だ、いろい

ろ言われましたけれども、農家が国の自給力と

いうものを国家存立のための保障の一つとして

責任持ってやる、そこにこれだけの貢献をして

いるという視点から、基準財政需要額算定の中

にはそれが入っていくべきだと思うんですけれ

ども、こういったことに対して、まず知事はど

うお考えになるか。今の交付税制度等、今の実

態に合っているかどうかという視点からですけ

れども、お答えをいただきたいと存じます。

○知事（東国原英夫君） 議員御指摘の、農業
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が資する役割ということで農業生産者の生活、

食料安全保障という御意見がありましたが、私

はそれに、昨今では国土保全、環境問題といっ

たものに大変資すると思っておるところであり

ます。そしてまた、カロリーベースの計算です

が、議員御指摘のように、私もこのカロリー計

算の方法、算定基準というのは非常に時代にそ

ぐわないものになってきているんじゃないかな

と考えております。というのは、野菜や果実等

々はカロリーベースに算定しづらいというこ

と、そして、えさ等々が非常に高いということ

であります。そういったことを含めて、生産額

ベースで農業問題は語らなければいけないんじ

ゃないかということを考えております。

そしてまた、それと基準財政需要額との関係

でございますが、自主財源が乏しく財政基盤の

脆弱な本県にとりましては、厳しい社会経済情

勢の中、地域の活力を高める行財政運営のため

には、地方交付税を初め地方税財源の充実・確

保は大変重要なことと認識しておりますので、

地方交付税制度の趣旨を踏まえつつ、基準財政

需要額の充実、また変更と申しますか、先ほど

申しましたような視点に立った十分な分析・検

討を行い、本県としての独自の意見を国へ申し

出てまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 今度は副知事にお伺いしたい

んですけれども、先ほどの壇上質問、それから

今の知事の答弁、壇上での質問に対しての答

弁、これらにかかるんですけれども、平成22年

度の実質的な交付税の総額が増加されたという

のは、三位一体改革に対しての一定の配慮があ

ったのではないかというトーンと、交付税の面

では地方に配慮をしてくれだしたよというよう

なトーンでの一連のお答えかなと思います。僕

はそうは思わないんです。三位一体改革の地方

が受けた大きな痛みの一つというのは、４

兆7,000億円の補助金・交付金事業を地方に権限

移譲しましたよ、それと同時に３兆円規模の国

税から地方税への、いわゆる法人税から住民で

すけれども、歳入も確保させてあげますよとい

う作業があのときなされたですね。

では、それをやったならば、4.7兆円が基準財

政需要額に上積みをされていないとおかしいで

すよね。今まで国がやっていた仕事を地方がや

りなさい、というんだから、そのコストの節約

部分は別として、数字の移動だけでですけれど

も、4.7兆円。平成15年の基準財政需要額総額

は37.1兆円です。18年、最終年度の需用額36兆

円、どこにも4.7兆円上積みされていないどころ

か、需要額が1 . 1兆円減額されているんで

す。4.7兆円の仕事を送って、３兆円地方は金が

ふえたじゃないか、１兆7,000億円じゃないかと

いうようなことを、ちょっと勘違いを起こしが

ちなんですけれども、先ほどの知事の答弁のよ

うに、まず、地方がこれだけの仕事をやるのに

はこれだけの金がかかりますよという需要額が

決められる。一生懸命金集めて何ぼ足りません

よ。足りないものは国が責任持ちますよという

ことでしょう。だから、３兆円国から地方に回

ったら、収入額が３兆円圧縮されて増額されて

いるんです。だから国が交付する金は３兆円減

っているんです。仕事だけを譲ったわけです。

そのほかに5.1兆円まだやっているんです。臨財

債と交付税を、三方一両損なんてうまい言葉で

ですね。これは置いておきます。やたらややこ

しくなるからですね。

そうやって見ると、15年度が37兆1,000億

円、18年度が36兆円、21年度が35兆3,000億円で

す。そして、4.6と言われるけれども、実質、交

付税の話では１兆円は特交でしょうから、３
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兆6,000億円ぐらい上積みされた。そうなると、

知事が言われるように、これが地方への配慮な

らば、35兆3,000億円に３兆6,000億円の基準財

政需要額が今後上積みされて決定されるならい

いですよ。ここで国がやるのは何かといった

ら、さっき言いました、まず標準団体での―

だから単位費用ですね。単位費用で必ず仕掛け

をやってきます。帳じり合わせを。今回約束し

た金で基準財政需要額を組んで、そしてまたや

ろうとしたら、減収分ですから、地方の景気の

落ち込みによってこれだけ減収したであろうと

いう１兆1,000億円と、それから２兆5,000億円

だったですか、これを我々が払ってあげるよと

恩着せがましいことを言っただけで、それは国

の責任で補てんしなきゃならない金なんです。

だから配慮でも何でもない。ここにだまされた

らだめだと僕は思うんです。違っていたら、副

知事ちょっと説明していただきたいんですけれ

ども、どうですか。

○副知事（河野俊嗣君） 地方財政に関する、

たくさんの技術的な論点、今提示をいただいた

わけでございますが、その中で三位一体につい

ての理解でございます。4.7兆円の補助金の改

革、それから税源移譲の３兆円の額、その差額

を交付税で埋めるべきではないかという御指摘

があったわけでございますが、まず、交付税と

いうのは、そういった差額を穴埋めするための

ものではありませんで、財政力格差なり財政調

整のためのシステムであるというのが原則であ

りますし、三位一体の補助金改革に対応する額

は税収であります。当時、国、地方を通じた厳

しい財政改革、行革が求められている中で、補

助金についても見直そう、無駄はないだろう

か、もっともっと圧縮すべきだという考え方が

ありまして、交付税についてもさんざん地方で

無駄があるではないかと―非常に不本意な思

いですが、そういうような厳しい攻撃にさらさ

れていた中で、補助金改革に見合う額としては

税収でありまして4.7兆円、さらにその中で見直

すべきは見直して、それに見合う額は税収とし

て移転をされたというような整理になっており

ますので、4.7兆円と３兆円の間を埋める額とし

て、交付税がそこで機能すべきものだったとい

うことではないと理解しております。

交付税は、いずれにしても各団体の財政力格

差を調整するべきものであります。ただ、当時

交付税が、先ほど申し上げましたように国、地

方を通じた行革の中で大変厳しい攻撃にさらさ

れて、三位一体の税と補助金のやりとりの議論

を除いても、交付税自身が圧縮を図らざるを得

なかったという部分がありまして、その中で財

政力を調整する機能というものが弱まってきた

という御指摘があるかと思います。そういった

機能を、今回、一定の配慮をしていただく中

で、交付税の調整機能というのが一定程度回復

できたのではないか、そういうふうな整理で考

えておるところでございます。

○坂口博美議員 それはやっぱり認識が違うと

思うんです。４兆7,000億円幾ら節約できたかわ

かんないですよ。あのとき総務省は、大体８割

ぐらいまでには圧縮できるんではないかという

ことは言っていたんです。仕事をやって、ただ

でできるわけないんです。新しい法律もできた

ら、必ず基準財政需要額の単位費用の中に入っ

てこなきゃおかしいんです、事務がふえている

わけだから。４兆7,000億円が３兆円になったと

しましょう。それは３兆円かかるなら基準財政

需要額で積み上げて、税源は基準財政収入額で

上積みされた分は引くわけです、国は。ただで

仕事できるわけじゃないんです。そこを、総務
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省の立場じゃなくて宮崎の立場で、ひとつ頭を

一回さらにして考えていただきたい。仕事を譲

った、金を譲った、そこで仕事と金が量が一緒

なら３兆円でもいいでしょう。しかしながら、

今、金を譲ったんだから、３兆円は、収入があ

んたふえたから返しなさいという論法ですよ。

今後の財政の健全化が大変だというのは、もう

一方のほうで５兆1,000億円、臨財債と交付税あ

げて、それはまた別なテーブルでやられたこと

なんです。だから、このことについては、つら

いけれども言わないです。ただ、我々からすれ

ば、４兆7,000億円を移譲されて、しかも、その

中には義務的に限りなく近いようなものが多か

ったです。だから８割になるわけもないんで

す。

それが証拠に、恐らく37兆1,000億円のと

き、15年のときの交付税というのは22兆6,000億

円ぐらいあったんです。一体が終わったとき

は17兆9,000億円です。副知事が言われるのがあ

れば、そのまま移行しなきゃおかしいです。そ

こでどんと減っているじゃないですか。東京に

いる息子が、毎月10万要るのに、３万アルバイ

トする、だから７万送ってあげるよと言った

ら、ことしは臨時的に入ったから５万しか要ら

んかった。親は５万で足りるなと言うのと一緒

です。よそのおじちゃんから２万もらった、２

万引くよと言ったら、そのおじちゃんは２万方

うちで食料食うんだといったら、その金はどこ

から出ますか。そういう理屈ですよ。だから宮

崎の立場に立ってやっていただきたいと思うん

です。

時間が随分―また失敗しそうなんですけれ

ども。そこで、これは要望しておきます。ぜひ

宮崎の立場で、実態と理論―で僕は制度の問

題を話しているんです。精神論じゃないんで

す。制度の問題、原理原則を話しているんで

す。違います、知事。ではもう一回、知事、答

えてください、頭をひねっているんだったら。

そういうことも踏まえて、例えば、知事は、

今度の一括交付金プロジェクト、それから社会

資本、知事会のですね。ここで今説明いただく

と、どうも特会組んで、そこに共有税として入

れて、原資を、全国で分けようという話です

ね。そのときに宮崎に有利になるルールをつく

らなきゃだめなんだと、大まかにはそういう話

だったと思うんです。では、補助金とか交付

金、特に補助金なんですけれども、例えば、宮

崎の道路がおくれていたら、おくれて今からや

るところに箇所づけとして国から支出される性

格ですよね。できたところには行かないですよ

ね。だから、おくれているところのための金で

す。特に、今後はそれが幾つに分化されていく

のかわからんけれども、社会保障関係みたいな

金とか教育みたいな金とか、社会資本の整備み

たいなものと幾つかに分類されるんでしょうけ

れども、交付金、補助金。

その中で、そういったものを総括してなんで

すけれども、これは19年度の決算です。１人当

たりどれぐらい国から都道府県民が補助金をい

ただいているか、使っているかというと、宮崎

県は１人当たり７万2,607円です。全国平均が４

万430円、だから平均より８割もたくさん補助金

使って、それでもおくれているんですよ。これ

を一たんどんぶりの中にぼんと入れて全国で分

けようというルールで８割以上も持ってこれる

かどうか、知事会の総意としてそれが戦略会議

に届くかどうかです。僕は個人の争いだと思い

ます。今回、損しちゃいかん、おくれてきたと

いう立場の人間をたくさん集めて、数で知事会

の中でやっていくことだと思うんです。全国知
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事会で集めてそれをプールする。僕はこれじゃ

物すごくここに危険性をはらんでいると思うん

ですけれども、知事ぜひ―副知事もなんです

けれども、とにかくオールジャパンは考えなく

てもいい、宮崎のためにいかに有利にやるか、

こういう腹づもりでこの戦略会議には臨んでい

ただきたい。総論で国と地方がやり合って、各

論に入ったら地方と地方のけんかが始まりま

す。そのときにいかにすれば勝つか、少なくと

もこれ以上傷を負わないかということは、ぜひ

慎重に考えていただきたい。それをやっていた

だきたい。知事ならやれると思うんです。それ

だけのアピール力、発信力を持っておられま

す。その決意をまずここで一度お聞かせくださ

い。

○知事（東国原英夫君） 前政権がお示しされ

ています一括交付金は、マニフェストにもお示

しされているんですが、私の個人的な印象なん

ですが、内容とかイメージというのが具体化し

ていないような印象を受けます。制度設計等は

これからなんだと、とりあえずは、一括交付金

というのは、今まで縛ってきた補助金、政策誘

導等に使われた補助金を全部一括して、自由裁

量権が地方にあるような自由な枠にしようとい

う総括的な、概括的なイメージでしかないと、

今の現状はそうだと思います。これをどういう

ふうな制度設計をしていくのかというのが、今

後、我々プロジェクトチームあるいは全国知事

会に課せられた、あるいは地方六団体に課せら

れた使命かなと思っております。

一括交付金と言われても、社会保障とか公債

費なんかはがちがちなもので、これは総括して

自由に使ってくださいと。これは非現実的なも

のですから、どっちにしても投資的経費が中心

にならざるを得ない。パイを同じくして、さあ

自由に、鉄道に使ってください、港湾に使って

ください、河川に使ってください、国道に使っ

てください。これは一括交付金ということにな

り得るのかなと私も思うんです。ですから、そ

こはちょっと気をつけて、戦略会議の一括交付

金のＰＴとしては具体的な案も出させてもらっ

ていますので、第２交付金化というような指摘

もあったんですが、やはり、おくれている地

方、税財力が脆弱な地方―宮崎だけじゃない

んですけれども、そういった地方に配慮される

ような制度設計を、これからも進言していかな

きゃいけないと思っております。

○坂口博美議員 ぜひそこらはしっかり、宮崎

県のためにいろいろ戦略的に動いていただきた

いということです。

時間がありませんから県土整備部長に簡単に

尋ねますけれども、一般競争入札に移行して２

年経過されたわけです。そこで、一般競争入札

をやってみてのメリットが何だったのか、デメ

リットは何だったのか、どういうことを検証さ

れているか、お答えをいただきたいと存じま

す。

○県土整備部長（山田康夫君） 一般競争入札

につきましては、透明性、競争性が高く、また

入札参加資格を満たせば応札できますことか

ら、公共事業費が減少する中にあっても、応札

者にとりましては入札参加機会がふえたという

メリットがございます。その一方で、競争性の

高まりから、最低制限価格付近での応札が多く

発生しておりまして、企業の健全経営には厳し

いという面もあるものと考えております。ま

た、一般競争入札拡大前の平成18年度と20年度

を比較しますと、事業量が減少する中で、入札

参加者に占める受注できなかった者の割合が増

加する一方で、複数の工事を受注した者の割合
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がふえるといった状況も見られたところであり

ます。県といたしましては、これら一般競争入

札における課題などを踏まえ、総合評価落札方

式において、本県独自の地域企業育成型を創設

・拡充するとともに、入札参加者の受注状況を

評価対象とするなどの見直しを行ってきたとこ

ろであり、また、予定価格の事後公表の実施や

最低制限価格の見直しなどのさまざまな改善を

行いながら、技術や経営にすぐれ地域貢献度の

高い企業が受注しやすい環境整備を進めている

ところであります。

○坂口博美議員 それから、一般競争入札移行

を機に総合評価落札方式というのを横並びで導

入し試行されています。この方式についても、

検証した結果での課題が何だったのかというの

と、これは試行、試行で変更されていますか

ら、それにどう対応されてきているのかという

ことをお答えいただきたいと存じます。

○県土整備部長（山田康夫君） 総合評価落札

方式につきましては、全国的に一般競争入札の

拡大が進む中で、平成17年４月に｢公共工事の品

質確保の促進に関する法律」、いわゆる品確法

が施行されまして、国において公共工事におけ

る品質確保の具体的な方策の一つとしてその活

用が示されたものであります。本県におきまし

ては、その方針に基づき、平成18年度から試行

しているところでございます。総合評価落札方

式は、工事の品質確保を図る観点から、価格と

技術力など価格以外の要素を総合的に評価し落

札者を決定する方式であり、地域の建設業者の

役割を適切に評価するとともに、技術力向上の

意欲を高め、地元の建設業者の育成にもつなが

るものと考えております。

試行結果を検証いたしますと、工事の成績評

価点や発注事務所管内企業の受注率に関して、

価格競争のみの入札による工事と比較して高い

数字となっております。一方、過度な技術提

案、いわゆるオーバースペックへの対応や、試

行件数の拡大に伴う発注者、応札者双方の事務

量の増大などの課題も見られたところでありま

す。オーバースペックへの対応につきまして

は、昨年８月に具体的な事例を入札公告に明示

し、その排除を図るとともに、発注者、応札者

双方の事務量の増大につきましては、技術申請

書の審査確認書を発行するなど、制度の見直し

を行ったところであります。

総合評価落札方式につきましては、工事の品

質確保を図り、地域の建設業者の育成や技術力

向上にもつながる制度でありますので、今後と

も、試行結果を検証いたしますとともに、幅広

く意見を伺いながら、小規模工事を対象に創設

した地域企業育成型の適用範囲の拡大について

も検討するなど、必要な見直しを行い、よりよ

い制度の構築に努めてまいりたいと存じます。

○坂口博美議員 さっきの質問の答弁と今のを

あわせますと、一般競争入札に移行したと。こ

れに移行したのは、透明性を確保するんです

よ、競争性ですよ、公正性ですよ、だからやる

んですよとやったところが、競争性が出てき

た。だから、競争性をなくすために受注調整を

やった。あるいは、受注できないように排除調

整まで加えた。何だったんだろう、透明性。今

度は総合評価をいろんなルールで―きのうま

でこの評価でやってくれればうちがチャンピオ

ンだったのに、ルールが変わったからうちは負

けた。透明性、公正性とは何だろう。業界と議

会と執行部、この３者でいろんな知恵を出し合

ってやっている。肝心なのは納税者感情だと思

うんです。利用者感情。おまけに最低制限価格

は、そんなにやって、品質確保の促進に関する
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法律ができた中で、品質まで心配になってき

た。だからまずは５％ぐらい上げてみよう。何

も合理性がなくなってしまったんです。

では指名競争入札かというと、まだ説明不

足。指名競争入札即談合。しかしながら、考え

てみてください。談合というのは、仲間がどれ

だけいて顔ぶれがわかって、１年間に順番待て

ば必ず来るパイがあって初めて成り立つもので

す。だれが仲間なのか、何人いるのか、パイは

おれに来るのかわからないときには成り立たな

い。成り立たなければ競争性は適正な競争性。

しかも品確法は、その工事ごとに事前に参加す

る業者の審査をやりなさいとなっているのを、

事務量がふえてまだ事後審査になっている。

こうなったときに、知事、任期はあと１年で

すよね。これを本当に検証して、もう一つ、第

三者、一番大切な方、社会資本を買ってくれる

お客さん、納税者、ユーザーの納税感情に照ら

し合わせる。購入感情に照らし合わせる。そし

て、最もすぐれたものは何か、地方自治法に照

らし合わせる。入り口は一般競争入札で入っ

て、３つの中で何が一番有利かを検証して、指

名だったら指名をやる。こういったことについ

ても、もう１年間かけて検証していかないと、

次はまたマニフェストが来るんです。どうも僕

は、今の一般から抜け切らない、そしていろん

な知恵を出しても正解がないというのは、まず

マニフェストという枠の中で、これでぎりぎり

に固められてしまっているんじゃないかなと思

うんです。

部長もこの２年間は、大変な一番きつい時期

だったと思うんです。試行をいろんなことをや

られて、検証をやられて分析もやられた。よう

やく後が組み立てられるところまで、一番県民

のためにいい公契約は何なのかというもの、い

ろんなことを検証されて、材料はあります。そ

こでもう一回、しっかり今後１年かけて、最終

的な目標に向かった入札契約。これも業界のた

め、行政のため。議会のお願いじゃなくて、三

方が一両ずつ得をする入札契約、これをやっぱ

り今後１年かけて検討していく必要がある。変

えるべきは思い切って変えて、県民の皆さんに

説明をしっかりやれば、喜んでいただけるもの

については変えるべきだということを要望いた

します。

部長は２年間大変だったと思います。僕も言

いたいことを言い続けたけれども、お願いを申

し上げて、僕の一般質問を終わります。（拍

手）

○萩原耕三副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

明日の本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時42分散会
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◎ 一般質問

○萩原耕三副議長 ただいまの出席議員40名。

定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、宮

原義久議員。

○宮原義久議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。３月３日、ひな祭りの日でありま

す。毎回、質問のたびに地元から応援に来てい

ただいておりますが、きょうも一生懸命頑張り

ますので、よろしくお願いしたいと思います。

ありがとうございます。

通告に従い早速質問に入らせていただきま

す。

まず、知事の政治姿勢ということで、マニ

フェストについてであります。我が党の蓬原議

員からも代表質問でもありましたが、現在、国

政選挙や地方自治体の首長選挙において、多く

の候補者がマニフェストを示しながら選挙に挑

まれております。もちろん東国原知事も、先駆

けてマニフェストを作成され、多くの県民の支

持を得られ当選し、マニフェストの達成に向け

て努力されていることは十分承知しております

し、県民の生活の向上・安全対策など多くの実

績を上げておられ、私も県民として高く評価し

ているところであります。そこで、マニフェス

ト選挙、つまり国政であれば国民との約束、県

知事選挙となれば県民との約束ということにな

ります。県の行政の内部におられた方であれ

ば、ある程度の財政面、政策面がわかると思い

ますが、知事のように宮崎県のあらゆる状況を

分析された方であっても、情報が十分になかっ

たのではないかと考えます。県行政にかかわっ

た関係者と分析をされたのであれば別と思いま

すが、知事はそうした潤沢でない情報の中でマ

ニフェストを作成されたと推測します。当選さ

れて御自身が分析された情報と現実に大きな差

があったのではないかと考えますが、知事はい

かがだったでしょうか。さらに、少ない情報の

中でのマニフェスト作成で御自身が掲げられた

マニフェストの中で、目標達成に最大限の努力

をされているわけでありますが、厳しい項目も

あったのではないかと考えます。県の行政は多

岐にわたっており、すべてに予算が絡み、これ

までの県債の償還なども絡んでくることを考え

ますと、掲げられたマニフェストをすべて達成

することはなかなか容易なことではないと考え

ますが、知事はマニフェスト選挙をどのように

考えておられますか。

以上で壇上からの質問を終わり、後は自席か

ら行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

私は、急遽決まった知事選に出馬させていた

だきましたが、その１年ほど前から、県内各地

を回って直接、多くの県民の皆様からさまざま

な御意見や地域の実情を伺っておりました。そ

して、仲間の力もかりながら、さまざまな資料

や情報を収集・分析して、マニフェストを作成

いたしました。県行政の内部にいたわけではあ

りませんので、必ずしも十分な情報が得られた

とは言えない面もありますが、私としては、限

られた時間と情報の中で、できる限りのものを

作成したと考えておるところであります。この

マニフェストは、目標を高く設定しております

し、事前の情報と現実との若干のずれや想定で

きなかった社会経済情勢の変化もありましたの
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で、その達成が思いどおり進んでいない項目も

あります。しかしながら、知事に選んでいただ

いた以上、県民の皆様とのお約束を果たすべ

く、マニフェストの達成に全力で取り組んでま

いりたいと考えております。マニフェスト選挙

はいまだ発展途上であり、さまざまな課題もあ

りますが、マニフェストのつくり手である政治

家とそれを評価する有権者が相互に理解を深

め、さらに成熟していくことを期待していると

ころであります。〔降壇〕

○宮原義久議員 ありがとうございます。

次に、首長御自身の給与の減額、退職金の減

額、また公用車の廃止などのように、個人だけ

に係るものだけでなく、マニフェストに掲げた

ものをどうしても修正しなくてはならないとし

たときに、議会や住民の一部が公約違反と騒ぐ

わけでありますし、最悪のケースになると、リ

コール運動に発展することも考えられるわけで

あります。しかし、マニフェストの項目によっ

ては、先ほども話しましたように、情報の食い

違いなどで変更があってもよいと私は考えます

が、知事は、掲げられたマニフェストの変更に

ついてどのような考えを持っておられますか。

○知事（東国原英夫君） 一般論として、マニ

フェストはその性質上、財源も含め具体的な政

策を明示することによりまして政権運営や政策

の実行を支える反面、マニフェストに必要以上

に拘束されると、政策が硬直化するという側面

もあります。マニフェストの変更は議論が分か

れるところでありますが、選挙に際し、有権者

の皆さんとのお約束をしたマニフェストについ

て、その目標値や文言を修正する形で変更を加

えることは、マニフェストの本質と相入れない

ものと考えております。なお、社会経済情勢の

変化など不測の事態が生じたために、やむを得

ず掲げた政策の見直しを行わざるを得ない場合

には、その理由を十分、有権者、県民の皆様、

地域の住民の方々、県議会等々に説明する責任

があると考えております。それによって、最終

的に、国民、県民によって選挙などを通じて評

価されるものだと考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。むや

みに変更するものでないということは、私も十

分理解をします。すべてのマニフェストを否定

するわけではありませんが、知事はいつも県民

との約束だからとかいうことを言われます。県

民も、100％のマニフェストの実行を必ずしも望

みながら投票されたわけではなく、立候補され

ている方が特定の方に限られますので、２人と

か３人とかいう中から選ぶわけであります。そ

の基準の中で選ぶわけでありますから、とてつ

もない項目がマニフェストの中にあったとした

場合、私はマニフェストに掲げたから絶対これ

はやるんだということが、マニフェストに掲げ

たわけですから、当然それはやらなければなら

ないということになるというふうに思うんで

す。先ほど知事が言われましたように、財政面

も絡むわけですから、いろいろそういうことも

含めて十分検討をしていただいて、私は変更が

あるべきだと。４年間という時間がありますの

で、十分変更も含めながらマニフェストを進め

ていただきたいなというふうに思っているとこ

ろであります。よろしくお願いしたいと思いま

す。

次に、知事のマニフェストの目玉政策とし

て、本県経済の振興、雇用創出ということで、

企業誘致100社を掲げておられます。2008年ごろ

から生じました世界同時不況の影響を受けまし

て、国内外の企業には事業構造の転換を迫られ

ているものや投資意欲の減退などが見られ、知
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事就任以前の考えとはかなり違ってきたのでは

ないかと思います。特に、平成11年度に分譲を

開始しました宮崎フリーウェイ工業団地につい

ては、私も同団地に係る協議会の顧問を引き受

けており、県の担当部局や高原町を初め西諸地

域の各自治体の皆さんと、10年以上にわたる熱

心な企業誘致活動を見てきたところでありま

す。そのような中、現在、県土地開発公社が所

有しておりますフリーウェイ工業団地を来年度

予算で県が購入することとなっています。代表

質問でも質問がなされておりますが、ここで改

めて２点ほど知事にお伺いをいたします。ま

ず、工業団地の平米当たりの単価を１万2,000円

として、公社の資産として計上してあります。

約33億円で県の当初予算でも計上してありまし

て、今回提案のフリーウェイ工業団地購入につ

いては、公社の役割や公社と県の関係などを知

らない県民の立場から見れば、安いものを高く

県が購入するのではないかという印象を与えか

ねないと、地元議員としては心配をしておりま

す。ここで再度、わかりやすく今回の購入の考

え方等について御説明をいただきたいと思いま

す。知事、よろしくお願いします。

○知事（東国原英夫君） フリーウェイ工業団

地につきましては、地元西諸市町村の強い要望

を受け、県が公社に要請して造成されたもので

ありますが、公社の役割、公社と県の関係、さ

らには団地の造成や分譲の経緯等を含めてお答

えさせていただきたいと思います。まず、フリ

ーウェイ工業団地に係る県と公社の役割でござ

いますが、土地の所有・管理と分譲における事

務手続については公社が行い、分譲を図るため

の企業誘致については県が行うこととしてきた

ところであります。また、同団地の取得造成に

は約35億円かかったわけですが、この経費につ

きましては、県から公社に無利子で貸し付けを

行い、一件一件の分譲ごとに県に返済をするこ

ととなっており、現在までに約２億円が県に返

済され、約33億円が残額となっております。な

お、平成11年の団地完成時から県の所有として

おれば、取得造成経費約35億円は、当然ながら

その時点で県が公社に支払うべき性格のもので

あったわけでございます。今回の購入につきま

しては、県と一体的な関係にある公社の解散に

伴い、団地の所有権を県に移転するための手続

であり、ただいま御説明いたしましたとおり、

当時の取得造成経費の残額約33億円について、

公社と清算を行うものであります。もうちょっ

とわかりやすく申し上げますと、「県の要請で

団地を造成し、その土地を所有・管理するのが

公社」で、「企業誘致（いわゆる営業活動）に

ついては県が行う」との役割分担をしたことか

ら、取得造成経費の残額については、県の責任

として公社に支払い、一方で貸し付けた額につ

いては、公社から返していただくという形で御

理解いただければよろしいのではないかと考え

ています。このため、今回の購入は、安いもの

を高く買うとか買わないとかいうことではない

のでありまして、団地の実勢価格に左右される

ものではないことから、現時点で経費を使って

まで不動産鑑定を行う必要はないと判断してい

るところであります。

○宮原義久議員 詳しく説明をいただきまし

た。ありがとうございます。

次に、県が取得した場合、これまでのように

県が企業に対して補助金を出せなくなると考え

ますが、新たな価格設定についてどのように考

えておられるのか、また、不動産鑑定の問題も

含めてお伺いをいたします。知事、よろしくお

願いします。

平成22年３月３日(水)



- 303 -

○知事（東国原英夫君） フリーウェイ工業団

地が県の所有となった後につきましては、県の

管理下での新たなスタートとなりますので、改

めて企業誘致の戦略等を練り直す必要があると

考えております。その際には、分譲価格の設定

を含め、企業立地をより促進するための新たな

方法について検討することとしております。分

譲価格の設定に当たりましては、判断基準の一

つとして不動産鑑定を実施するとともに、鹿児

島県や熊本県などの隣県や県内の近隣の工業団

地等の取引事例、また、これまでの企業との交

渉等を総合的に勘案しながら決定してまいりた

いと考えております。なお、これまで10年以上

にわたって懸命に企業誘致活動を行ってまいり

ましたが、結果として企業立地が進まなかった

ことに対しまして、事実として重く受けとめな

ければならないと考えております。今後、新た

な企業誘致等を進める中で、土地の取得造成経

費以上の経済効果を生み出すことが、県民の皆

様に対する私どもの責務であると考えておりま

す。

○宮原義久議員 ただいまの答弁によります

と、今回は33億円を県土地開発公社に支払う必

要があるということ、そして、そのため不動産

鑑定は現時点においては必要ないということ、

さらに県有地になった後に、分譲を行う際に不

動産鑑定を行う考えであるということでよろし

いんですね、知事。

○知事（東国原英夫君） そのとおりでござい

ます。

○宮原義久議員 県土地開発公社から県有地に

なった後も、西諸地区住民としては、若者が地

元に定着できる雇用の場の確保という観点か

ら、これまで以上の企業誘致に全力で取り組ん

でいただきますよう要望いたしておきたいと思

います。

次に、さきの総選挙におきまして、民主党さ

んが掲げられたマニフェストの中で、国民の多

くの関心を引いた目玉政策が、子ども手当と高

速道路の無料化という項目であります。子ども

手当につきましては、公約達成に向けて努力し

ておられるようでありますが、高速道路の無料

化については、高速道路を原則無料化という公

約であり、国民はほとんどの区間が無料化とい

うような認識になっていたと思います。特に九

州、北海道から順次、無料化を進める方針とも

聞こえておりましたが、今回報道されている高

速道路無料化の場所は、利用率の低い場所のよ

うであり、本県においても一部のみと言われて

おります。マニフェストは今後４年間の公約で

しょうが、国民が民主党に期待したのは、スピ

ード感のある政策実行であったと思います。現

在までのマニフェストの進行状況を、知事はど

のように考えておられますか。

○知事（東国原英夫君） まず、私が民主党の

マニフェストの中で最も注目しておりますの

は、地域主権確立に関する政策でありまして、

この件に関しては、昨年末に地域主権戦略会議

が設置され、全国知事会が主張してきた国と地

方の協議の場の法制化や義務づけ・枠づけの見

直し、補助金の一括交付金化などの大まかなス

ケジュールが示されたことは、一定の評価がで

きるのではないかと考えております。しかしな

がら、最も重要な課題である地方税財源の充実

・確保や権限移譲などについては、まだ内容が

不明確であり、さらに踏み込んだ具体案を示す

べきだと考えております。また、マニフェスト

の全体で申し上げれば、厳しい財源問題等を背

景にして、子ども手当の地方負担を初め、暫定

税率や高速道路の無料化などの課題が残されて
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おりますが、政治主導のもとで早期にマニフェ

ストを実行しようという強い姿勢を持っておら

れますので、今後の政権運営を注視していきた

いと考えておるところであります。

○宮原義久議員 ありがとうございました。

次に、観光問題として、ＪＡＬ問題、国際定

期線についてお伺いをいたします。

本県を取り巻く観光の状況は、平成23年春に

は、九州新幹線の鹿児島までの全線開通が予定

されております。この新幹線開通については、

県としても、鹿児島中央駅等から誘客に向けた

対策を試験的に打たれるようであります。ま

た、本県においては、東九州高速自動車道の整

備も着々と進み、早期全線開通が待ち望まれて

おりますし、航空路線については、国内線で、

ＪＡＬの経営再建問題などで宮崎関係路線にも

影響がないのか心配をしております。国際線に

ついては、知事の提案説明にありましたよう

に、10月１日に宮崎―台北線が運休となってお

りましたが、３カ月半となります本年１月21日

にチャイナエアラインが就航いただき、今後の

安定した利用が課題となっております。こうし

た状況の中で、平成20年度の本県の観光客数

は、神話やいやしを中心とする一部観光地では

増加をしているようでありますが、県全体とし

て前年に比べて減少しているのが現状でありま

す。そこでお伺いをいたしますが、まずＪＡＬ

の経営悪化による路線見直し等が進んでいるよ

うでありますが、宮崎関係での影響はないの

か。また、影響があったとすれば、他の航空会

社を含めて、対策はどのようなことを行ってお

られるのか、県民政策部長にお伺いをいたしま

す。

○県民政策部長（高山幹男君） 日本航空グル

ープの路線見直しについてでありますけれど

も、厳しい経済情勢による需要低迷により、日

本エアコミューターが、４月から宮崎―伊丹線

を１便減便することとなっております。その他

の見直しについては正式に聞いておりません

が、今回の経営再建問題に関係して、広島西線

の廃止について一部報道されているところであ

りまして、県といたしましては、来年３月に全

線開通する九州新幹線との関係もありますの

で、その推移を見守っているところでありま

す。航空路線を維持するためには、まずは利用

していただくことが基本でありますので、観光

部局とも連携しまして、全日空及び日本航空と

タイアップした利用促進キャンペーンを積極的

に行っております。本県にとりまして、航空路

線は地域経済の活性化とか交流のための重要な

基盤でありますので、今後とも路線の維持・充

実に向けた取り組みに努めてまいりたいと考え

ております。

○宮原義久議員 次に、アシアナ航空の宮崎―

ソウル線、11月から１月の直近３カ月の搭乗率

は70.9％、今回就航したチャイナエアラインの

宮崎―台北線の就航後１カ月間の搭乗率は79％

という状況のようでありますが、今後も搭乗率

のアップを図り、継続的な路線の維持という観

点から、台湾、韓国からの観光客を中心に来て

いただくだけではなく、県民や近隣県の方々に

台湾、韓国に行ってもらわなくては相互の交流

にならないわけでありますが、利用に対する補

助の支出状況はどのようになっているのか。さ

らに、本県を初め隣県からの利用率向上に向け

た対策について、県民政策部長にお伺いをいた

します。

○県民政策部長（高山幹男君） 県におきまし

ては、市町村と連携して、宮崎空港振興協議会

を通じて団体利用者等に対し補助を行っており
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ます。昨年度は、団体利用補助金が148団体の延

べ2,333名、修学旅行等交流事業補助金が14の学

校と２つの団体の延べ713名に対しまして、合わ

せて約2,000万円の補助を支出いたしておりま

す。この補助金につきましては、より利用しや

すい制度とするために、昨年度、宮崎空港まで

のバスの借り上げに対する補助を始めましたほ

か、団体利用の対象人数を10名から６名に引き

上げたところであります。また、利用率向上に

向けた対策ということでありますけれども、よ

り一層、補助制度等の周知に努めながら、県内

企業や団体への働きかけの強化、さらには、将

来にわたって安定的に利用者を確保するため、

修学旅行や文化・スポーツ交流の促進など、さ

まざまな取り組みを行っていきたいと考えてお

ります。特に、台北線は南九州では本県のみの

路線であり、チャイナエアラインは宮崎に営業

拠点を置いて、本県のみならず隣県への営業も

展開されておりますので、県といたしまして

も、チャイナエアラインと連携し、鹿児島のメ

ディアを活用した路線ＰＲを行うなどいたしま

して、利用促進に取り組んでいきたいと考えて

おります。

○宮原義久議員 ありがとうございました。

せっかく再開したところでありますから、搭乗

率が安定しますように、最大限の努力をしてい

ただきたいと思います。

次に、県では平成21年から22年の２カ年で、

県内観光地の現状分析や誘客対策の検討を行

い、本県観光の振興を図ることを目的として、

県内観光地の総点検を進められておるようであ

りますが、現在までの実施状況と今後の展開に

ついて、商工観光労働部長にお伺いをいたしま

す。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 観光客の

入り込みを左右するのは、アクセスの整備、ル

ートの設定など、さまざまな要因があるわけで

ございますが、基本的には観光地自体の魅力度

ではないかと考えております。したがいまし

て、観光地総点検は、各観光地に何が問題があ

るのか、食なのか、宿泊施設なのか、土産品な

のか、地元の応援不足なのかなど、さまざまな

面で考察しまして、その磨き上げの方法等を明

らかにしながら、さらなる魅力アップにつなげ

ていくものでございます。今年度は、高千穂

町、えびの市京町、えびの高原、串間市都井岬

の４カ所を対象とし、これまで、現地調査や地

元市町村及び関係団体等との協議はもとより、

県観光審議会委員や外部専門家などの意見もお

聞きし、鋭意作業を進めているところでござい

ます。県としましては、今後、この総点検の結

果に基づき、市町村、民間との協働で「観光地

づくり支援事業」等の支援施策をフルに活用

し、積極的に観光地の磨き上げに取り組んでま

いります。また、来年度も新たに対象地を選定

して作業を引き続き実施しまして、県内観光地

全体の底上げにつなげてまいりたいと考えてお

ります。以上でございます。

○宮原義久議員 ただいま答弁にもありました

ように、串間市都井岬という箇所も入っており

ます。昨日、外山衛議員からも質問がありまし

たが、突然ではありましたが、串間の都井岬観

光ホテルの閉鎖となりました。串間市都井地区

の観光宿泊施設の中核がこのような事態となっ

たわけであります。県の観光にとりましても大

きな痛手と考えますが、県内観光地の総点検を

速やかに行っていただき、早急な対策を打って

いかなければ、こういうことが続くようである

と、宮崎県の観光に大きなイメージダウンにな

ると思いますので、十分早急な対策を打ってい
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ただきたいと思います。要望にしておきたいと

思います。

次に、景気・雇用対策についてお伺いをいた

します。

ここ数年、世界的な同時不況となり、大変厳

しい経済状況となっております。国において

も、かつてない大型補正を編成しながら、景気

回復、雇用対策に全力で取り組まれております

が、一向に回復の兆しが見えないのが現状であ

ります。昨年12月の全国の完全失業率は5.1％、

完全失業者数は317万人となり、14カ月連続増加

という最悪の状況が続いております。また、有

効求人倍率は、全国が0.46倍に対して本県

は0.38倍となり、全国に比べて0.08ポイント下

回っており、依然厳しい雇用情勢が続いており

ます。県では、平成22年度当初予算において、

雇用の確保と就労支援を重点施策に位置づけ、

積極的に取り組むこととされております。特

に、ことし３月の大学、高等学校等の卒業予定

者の就職内定状況が厳しいことから、新規学卒

者等の就職支援に重点的に取り組まれるようで

ありますが、まずは直近の高校、大学等の就職

内定状況について、商工観光労働部長にお伺い

いたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） ことし１

月末現在の状況を申し上げますが、県内の大学

等における就職希望者数は1,989人でございまし

て、このうち内定者は1,278人、内定率は64.3％

となっており、前年同月比2.8ポイントの減と

なっております。また、県立及び私立における

高等学校の就職希望者は2,838人でありまして、

このうち就職内定者2,297人、就職内定率80.9％

となっており、前年同月比７ポイントの減と

なっております。以上でございます。

○宮原義久議員 ただいま答弁いただきました

ように、新規学卒者の就職内定状況は、依然と

して厳しい状況となっております。このため、

新規学卒者の早期就職を実現するために、どの

ような事業展開を考えておられるのか、商工観

光労働部長にお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） まず、民

間団体等から事業の企画提案を受けまして、委

託することにより、未就職卒業者等に対しまし

て、雇用と人材育成の機会を創出する「新規学

校卒業者等雇用創出・人材育成事業」につきま

しては、先般、事業の概要等について説明会を

開催したところでございまして、今後は、今月

中旬に企画提案を募集するなど、早期の事業展

開が図られるよう努めてまいりたいと考えてお

ります。また、若年者等の正規雇用化を促進す

る「若年者等正規雇用化促進特別事業」につき

ましては、国のトライアル雇用制度と連動して

おりますので、現在、宮崎労働局と事業展開等

について協議を進めているところでございまし

て、今後、早急に事業主等に対する制度の周知

等に取り組んでまいりたいと考えております。

以上でございます。

○宮原義久議員 次に、離職者や就職未決定卒

業者が就労するためには、技術や技能を身につ

けるための職業訓練は重要であり、失業者等に

対する職業訓練を、国、県においても積極的に

取り組まれております。しかし、厳しい雇用情

勢の中では、技術を取得した者でさえも就職が

困難な状況にあります。関係機関等が連携した

訓練修了生に対する就職支援が求められており

ます。このため、国の緊急人材育成支援事業に

よる基金訓練の実施機関に対して、訓練修了生

の就職実績に応じて謝金を支給する新規学卒者

等就職支援事業に取り組まれ、就職支援体制を

強化されるようであります。そこで、基金訓練
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の県内における取り組み状況と今後の見込みに

ついて、商工観光労働部長にお伺いをいたしま

す。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 新規学校

卒業者等の基金訓練の円滑な実施に当たりまし

ては、訓練を行う専門学校等の協力が不可欠で

ございまして、県といたしましては、これまで

も国とともに、訓練コースの開設等をお願いし

てまいりました。その結果、現時点では、19校

におきまして、24コース、定員500名弱の訓練が

４月以降に開始される運びとなっているところ

でございます。県としましては、最終的には、

県内各地におきましてさまざまなコースが開設

され、1,000名の受講が可能となるよう、今後と

も関係機関と連携し、早期の訓練体制の整備を

図ってまいりたいと考えております。以上でご

ざいます。

○宮原義久議員 ありがとうございます。

次に、新規の雇用の場という点から―本県

の平成20年度農業産出額が3,246億円で全国第５

位と、全国有数の農業県として豊富な農産物を

生産しております。お隣鹿児島県も本県同様、

農業が基幹産業であり、農業産出額が4,151億円

でありますが、製造品出荷額約２兆円に対しま

して、約１兆円が食品産業となっているのに対

し、本県は、製造品出荷額１兆4,000億円に対し

まして4,000億円であります。食品産業が製造業

全体に占める割合は、鹿児島県の約50％に対

し、本県は28.3％となっております。平成21年

度の食料・農業・農村白書によりますと、食用

農産物の生産段階では、輸入も含めて10.6兆円

の規模が、加工や外食の段階を経ることでその

価値はどんどん大きくなり、飲食費として最終

消費額は73.6兆円となります。この間の付加価

値は63兆円となります。そこで、本県産業にお

ける食品関連産業の重要性と課題をどのように

認識しておられるのか、商工観光労働部長にお

伺いをいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 本県の食

品関連産業につきましては、従業者数あるいは

製造品出荷額の約３割を占めており、製造業の

中で最大のシェアを占める重要な業種でござい

ます。しかしながら、中小零細企業も多く、食

品産業から生み出される付加価値は、全国で最

も低い水準でございまして、食品産業全体の高

度化や競争力を高めていくことが大変重要な課

題となっております。また、本県の豊富な農畜

産物を地域経済の発展に生かしていくために

は、県内での加工をさらに進めるとともに、東

アジア市場も視野に入れた販売戦略の展開な

ど、生産・加工・販売が連携した取り組みが極

めて重要であると考えております。以上でござ

います。

○宮原義久議員 次に、本県の食品産業の振興

を図るということから、雇用の場の確保にもつ

ながることは言うまでもありませんが、本県の

恵まれた農産物を利用することで、本県経済に

も大きく影響することが期待できると考えます

が、商工観光労働部長はどのように考えておら

れますか。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 素材とし

て県外に出荷されることが多い本県の農産物を

生かした商品の開発あるいは製造が促進されれ

ば、農産物の需要拡大、高付加価値化が図ら

れ、本県農業生産への波及効果も期待できると

考えております。また、食品産業は、好不況の

影響が比較的少なく、雇用の安定的な確保に重

要な役割を果たしていると考えております。加

えまして、食の安全・安心を背景としまして、

国産食品の需要がますます高まっております。
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このように、県産の農産物等を活用した食品産

業を振興していくことは、本県経済の活性化に

大きな効果があると考えておるところでござい

ます。以上でございます。

○宮原義久議員 次に、食品産業の振興を図る

ということは、商工観光労働部だけではなく

て、農政水産部とも連携が重要になってきます

が、こうした連携、取り組みについて、両部長

はどのようなお考えをお持ちか、お伺いをさせ

ていただきたいと思います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 食品産業

は、農林水産物の生産とも関係が深いわけでご

ざいまして、その振興を図るには、農政水産部

との連携が非常に重要であると考えておりま

す。これまでも農政水産部とは、農商工連携の

施策推進等につきまして、日ごろより情報交換

を行い、県産品の商品開発あるいは販路開拓な

ど、相互に連携しながら事業実施に当たってい

るところでございます。また、工業技術センタ

ーあるいは食品開発センターにおきましても、

農業試験場等との連携を密にして研究開発に取

り組んでおります。今回実施する食品産業の実

態調査あるいは技術開発などにつきましても、

農政水産部を初めとする関係部局や農林漁業団

体等の協力が不可欠でございますので、今後と

も、農商工連携で築いた協力関係あるいは推進

体制等を活用しながら、効果的・効率的に取り

組んでまいりたいと考えております。以上でご

ざいます。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 農政水産部と

いたしましては、これまでも食品会社、農業団

体などで構成している食料産業クラスター協議

会に商工観光労働部とともに参加しまして、新

たな加工食品の開発等に対して支援を行ってき

たところでございます。また、本年度からは、

多様な経営資源を有する食品関連企業等と農業

法人あるいはＪＡ等とが連携して取り組む生産

・加工・流通に必要な施設・機械の整備や、新

規雇用に対する支援も行っているところでござ

います。今後とも、商工観光労働部を初め関係

部局との連携を密にしまして、本県農畜産物の

高付加価値化による農家所得の安定・向上、ひ

いては地域経済の活性化を図ってまいりたいと

考えております。

○宮原義久議員 それぞれ答弁ありがとうござ

いました。いいモデルが隣、鹿児島にあるわけ

ですから、やはり食品産業を大きく伸ばすため

には、先進県をよく分析して伸ばしていただけ

るとありがたいなというふうに思っておりま

す。どうせなら鹿児島県を追い越すぐらいの意

気込みで農商工連携に取り組んでいただきます

よう、要望しておきたいと思います。

最後に、景気・雇用の関係では、販路拡大対

策として、すぐれた本県農産物の県産品販路拡

大のために、アンテナショップを３カ所持って

おられます。今回２月16日に、知事の定例会見

で、北部九州に４カ所目のアンテナショップの

開設を表明されております。平成10年度から知

事就任前の平成18年度までが、３アンテナ

ショップ合計で毎年３億から５億規模であった

売り上げが、平成19年、20年度とも約13億8,000

万円となっております。知事効果もあり、本県

産品に対する絶好の売り込みのチャンスでもあ

ると思います。そこで、11月議会において、ア

ンテナショップの多店舗展開について、検討さ

せている、もう少し待ってほしいという答弁が

ありましたが、北部九州の進出を含めた検討状

況を商工観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） アンテナ

ショップにつきましては、厳しい地域間競争の
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中にありまして、県産品のよさを広くＰＲする

有効な手段でありますので、宮崎が注目されて

いる今、この時期をとらえた新たな展開につい

て、検討を進めてきたところでございます。そ

の結果、福岡市の商業集積地区である天神に開

設を決定し、現在、運営主体である物産貿易振

興センターと協力しながら、４月下旬のオープ

ンを目指しまして、鋭意準備を進めているとこ

ろでございます。福岡市は、北部九州の拠点都

市でございまして、人口規模も大きく、相当の

潜在需要を見込めることなどから決定したもの

でございまして、加工食品を中心に日常消費型

の商品100品目以上を取り扱うことで、県内企業

に多くの機会を提供できるものと考えておりま

す。今後は、この店舗での販売実績等を、商品

開発や販売戦略に積極的に活用してまいりたい

と考えております。なお、その他の地域への展

開につきましても、引き続き検討してまいりた

いと考えております。以上でございます。

○宮原義久議員 その他の部分についても検討

していくということでありますが、せっかく北

部九州に、福岡市のほうに開設をされるという

ことでありますので、私は知事がテレビにどん

どん出るのは余り好きではありませんが、こう

いったアンテナショップの開設の折には、一番

最初のスタートが大事だと思いますので、積極

的に知事がＰＲに努めていただけるとありがた

いなというふうに思っております。ここのとこ

ろはよろしくお願いしたいと思います。

次に、医療問題についてお伺いをいたしま

す。

現在、県内の多くの公立病院において医師不

足が深刻な問題となっております。何回となく

小林市立病院問題を一般質問で取り上げさせて

いただきました。これまでは改築に対する支援

をという点でありましたが、事態はより深刻な

問題となり、市民病院の内科医師の引き揚げと

いう問題が現実のものとなり、西諸地域の中核

病院としての機能の低下、住民の不安が増大を

いたしております。そこで、２月３日には、小

林市長、野尻町長、小林市区長会連絡協議会会

長ほか20名で、知事に、２万5,547人の署名とと

もに、西諸医療圏域の医療環境の充実を要望さ

せていただきました。県としても、この事態を

重く受けとめていただいており、知事にも大変

御心配をいただき、さらに福祉保健部長を初め

担当課長にも鹿児島大学医学部にも足を運んで

いただくなど、医師確保に向けて努力いただい

ていることをお聞きいたしております。西諸地

区住民としては、この点につきましては心より

感謝を申し上げます。医師の絶対数の不足と都

市と僻地の医師の偏在や医療制度の関係にも多

くの問題があることも指摘されていますが、抜

本的な解決策が見当たらないのが現状となって

おります。

今回、国において、地域医療再生交付金を交

付して、医師不足対策や救急医療体制の確立を

目指すこととなっております。具体的には、県

内全体を対象とする部分と、県北部・日向入郷

医療圏域と都城北諸・西諸医療圏域、２つの計

画圏域を対象とすることとなっているようであ

ります。具体的な計画の内容等につきまして

は、これまでの質問で詳しく説明がありました

ので省略しますが、現在、医師不足の現状か

ら、中核病院の機能が危ぶまれております西諸

医療圏域も、この地域医療再生計画には含まれ

ているわけでありますが、具体的に西諸地域の

医療体制や医師確保についてはどのように取り

組まれるのか、福祉保健部長にお伺をいいたし

ます。
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○福祉保健部長（高橋 博君） 地域医療再生

計画においては、地元からの要望も踏まえ、西

諸地域の中核となる小林市立病院の産婦人科を

再開するための機器整備等に対する支援を盛り

込んでおります。小林市立病院については、現

在、産婦人科に加え、内科も医師の引き揚げに

よって厳しい状況にあり、県としては、こうし

た医師不足を県全体の大きな課題と認識してい

るところであります。このため、地域医療再生

計画においては、医師確保を優先すべき課題に

位置づけ、宮崎大学「地域医療学講座」の運営

支援や医師修学資金貸与枠の拡大等を実施する

こととしており、こうした取り組みが、西諸医

療圏を含め、医師不足に悩む県全域の医師確保

につながっていくものと考えております。

○宮原義久議員 答弁ありがとうございまし

た。いろいろ質問をして何とかしたいというと

ころでありますが、要は医師が確保できないと

話にならないということでありますので、西諸

地区の中核病院が、その中核の用をなしていな

い状況ということになります。これまでそれぞ

れ御努力をいただいているわけでありますが、

小林市とも連携を図っていただきながら、小林

だけの問題ではなくて西諸全体の中核病院であ

りますから、十分連携を深めていただいて、他

の公立病院でもやはり医師不足に苦しんでいる

わけでありますので、何とかその中核病院の意

味をなす形での状況ができるように、御努力を

お願いしたいと思います。いろいろ言いたいこ

とはありますが、要望にかえておきますので、

御努力をお願いしたいと思います。

次に、念願でありましたドクターヘリの整備

も含まれておりまして、僻地の医療や救急患者

の搬送に大きく貢献してくれるものと期待をし

ているところであります。平成21年５月現在

で、16都道府県で18機運航されておりますが、

運航基準が重症患者のみの搬送となっていると

聞いております。こうした僻地の住民の命を守

るとして、福岡県の医療法人地友会が民間医療

ヘリを持っております。ホワイトバードという

名前でありますが、片道１時間を圏域として運

航されております。宮崎県も全域が対象となっ

ているようであります。利用料金は、指定病院

に搬送・治療することで無料ということであ

り、救急病院からもとの病院への下り搬送にも

対応されているようであります。運航すること

で１回50万円の経費が必要と言われるようであ

りますが、医療法人の考えは、人の命はお金に

はかえられないというような姿勢であるよう

で、この医療法人の考えに頭が下がる思いであ

りますが、一方では、どうやってお金になって

いるんだろうという心配もするところでありま

す。そういうところもあるということでありま

す。また、スイスでは、ほぼ九州と同じ面積で

ありますが、2006年８月現在で、13カ所を拠点

にドクターヘリが完備されておるようでありま

す。国内全域どこでも15分で医師が駆けつけら

れる体制となっているようであります。これま

で導入されているドクターヘリの運航基準は全

国で統一されているものなのか、また県で柔軟

な対応が可能になるのか、お聞かせいただきた

いと思います。さらに、他県では年に何回ぐら

いの利用がなされているものなのか、福祉保健

部長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） ドクターヘリ

の運航基準については、先進県の状況を見ます

と、全国統一ということではなく、地域の実情

等を踏まえた上で検討・整備がなされており、

消防機関等からの要請により、医師がヘリを利

用して患者のもとに駆けつけ、治療を開始する
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ドクターヘリ本来の形を基本としながらも、病

院間の患者転院搬送の手段として積極的に活用

されている例もあります。本県におけるドクタ

ーヘリの運航基準の整備に当たっては、今後、

宮崎大学医学部附属病院を中心に、医師会や消

防機関など関係機関で協議することになると考

えておりますが、こうした他県の例や本県の地

理的状況、医療機関の状況等を考慮し、実情に

合うよう柔軟に検討してまいりたいと考えてお

ります。また、ドクターヘリを既に導入してい

る他県の出動状況でありますが、平成20年度の

実績で、最も多い施設で年間672件、運航開始初

年度で実績の少ない施設を除いた全体の平均

で、年間400件程度となっております。以上でご

ざいます。

○宮原義久議員 ありがとうございました。多

いところで672件ということでありますから、計

算すると１日に２回ぐらい飛ぶということにな

るのかなというふうに思います。医師を含めて

相当なスタッフを抱えるということになります

ので、せっかくのそういうものが有効に使われ

ないと何にもならないと思います。やはり運航

基準は低目に設定をしていただいて、一人でも

多くの命が救われるようなドクターヘリであっ

てほしいと思いますので、そのあたりはよろし

くお願いしたいと思います。

次に、危機管理という点で、山岳事故対策に

ついてお伺いをさせていただきたいと思いま

す。

先日、中野 明議員からも質問がありました

が、昨年10月31日に、宮崎県境と鹿児島県境に

ある韓国岳1,700メートルにおいて、宮崎市の小

学５年生が遭難され、連日1,000名を超す多くの

関係者が捜索をされましたが、捜索は難航した

ようであり、11月２日に沢にあおむけに倒れ、

心肺停止の状態で発見されました。心より御冥

福をお祈りしたいと思います。

この韓国岳や霧島連山は、手軽に登れる登山

コースとして人気があります。私も春先に、家

族とともに午後から登山をした経験があります

が、急に天候が変わり、雲が出てきて下山する

のに苦労したことがあります。今回の事故で、

遭難の知らせから２時間を要したとも言われま

すが、山の場合は、現場までの時間や捜索人員

の確保に時間がかかると考えられます。初期の

対応として、鹿児島県、宮崎県の防災ヘリや県

警ヘリの出動状況はどうであったのか。現場及

び関係機関からの時間によっては、日没との関

係もありますが、通常、出動に至るまでの時間

はどれくらい要するものなのか。出動判断基準

も、総務部長、警察本部長にそれぞれお伺いを

いたしたいと思います。

○総務部長（山下健次君） まず初めに、今回

の遭難におきまして、とうとい生命が犠牲に

なったことに対し、御家族の方々に哀悼の意を

表しますとともに、捜索に協力をしていただき

ました多くの方々にお礼を申し上げたいと思い

ます。

この遭難に対しまして、県の防災救急航空隊

では、当日の午後５時に消防本部からの緊急出

動要請を受けまして、直ちに出動しました。日

没後―これは宮崎の日没でございますが、当

日は日没が17時26分でございました―このヘ

リは、17時59分までは現場で捜索活動を行った

ところでございます。２日目、３日目につきま

しては、県警あるいは鹿児島県警のヘリコプタ

ーと調整しながら捜索を続けましたが、２日目

は大変天候が悪うございました。最終的には、

３日目に県の防災ヘリで小学生をピックアップ

といいますか救出いたしまして、西諸広域消防
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本部の救急車に引き渡したところでございま

す。この防災ヘリの出動に要する時間ですが、

通常の捜索であれば、出動要請を受けてから15

分以内には出動できると。当日、この件に関し

ましても、５時に連絡を受けて５時10分過ぎに

は出動をしております。また、防災ヘリは、原

則的には消防本部や市町村等からの要請を受け

て出動しておりますけれども、出動に当たりま

しては、まずは住民の生命また財産を守るとい

う公共性がある、それから差し迫った緊急性が

あること、さらにヘリ以外に適切な手段がな

い、いわゆる非代替性、こういった観点から判

断をしているところでございます。

○警察本部長（鶴見雅男君） 警察といたしま

しても、今回の遭難において、とうとい命が失

われたことに対し、哀悼の意を表する次第でご

ざいます。

まず、県警ヘリの出動態勢でありますが、執

務時間中は原則として15分以内に離陸できる態

勢をとっております。また、休日・夜間につき

ましては、操縦士等を自宅等から招集して準備

をするという関係もございまして、出動までに

１時間程度を要している状況でございます。今

回の韓国岳の遭難における出動状況につきまし

ては、先ほど総務部長のほうからも、天候状

況、それから日没の時間等ございましたけれど

も、初日は日没が迫っており、そういう状況も

ございまして、当日直ちに出動できる態勢に

あった県の防災ヘリと協議の上、県警ヘリの出

動は差し控えたところであります。なお、翌日

及び３日目につきましては、県防災ヘリ、鹿児

島県警ヘリと十分な連携を図りながら捜索に当

たったところでございます。

また、県警ヘリ出動の判断基準についてであ

りますけれども、ヘリの運航に関する基本的な

基準といたしまして、昼間は航空法施行規則の

第５条により５キロメートル以上、夜間は内部

規則によって10キロメートル以上の有視界飛行

での運航が可能な状況ということでございま

す。こういった条件のもとで、出動に当たりま

しては、業務の公共性、それから飛行の安全

性、緊急性、さらに非代替性、そして出動によ

る業務の達成可能性、こういったことを総合的

に判断しているところでございます。なお、今

回の捜索でございますけれども、狭い範囲に複

数のヘリが出動するというような場合は、事前

にヘリ担当者の間で相互の運航時間を調整する

などして運航を行っているところであります。

今後とも、山岳遭難等における人命の救助、ま

たは捜索救難のための出動については、安全

性、緊急性、そういったことを的確に判断し

て、関係機関と連携をとりながら、適切な運用

に努めてまいる所存であります。

○宮原義久議員 それぞれ答弁ありがとうござ

いました。今回の事故を踏まえまして、環霧島

山岳遭難対策連絡会議が開催されたようであり

ます。関係団体一堂に集まり協議をされたよう

でありますが、どのような会議となったのか、

総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（山下健次君） この連絡会議につ

きましては、今回の事件を教訓にいたしまし

て、県境を越えた密接な連絡体制あるいは協力

体制を構築するために、霧島地域周辺の自治

体、消防本部、それから自衛隊、警察、県の防

災ヘリの担当部局、さらには地元の山岳会、こ

ういった関係機関が出席いたしまして、これま

で２回開催されたところでございます。会議に

おきましては、特に遭難場所の特定が困難な捜

索・救助の際にどのように迅速に対処していく

のか、関係機関が意見交換を行ったところでご
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ざいまして、本県の航空隊からは、「遭難の情

報については、情報の精度が不確定であって

も、できるだけ早急に連絡をしていただき、防

災ヘリを積極的に活用してほしい」と、そう

いった御意見を申し上げたところでございま

す。

○宮原義久議員 ありがとうございます。やは

り、最後にありましたように、不確定であって

も命がかかっていることでありますから、防災

ヘリなどを有効に活用していただくような体制

を、またこういった会議の中でも再度念押しを

していただけるとありがたいなというふうに

思っております。

次に、今回の痛ましい事故を教訓にしまし

て、手軽に安全に登山のできる霧島連山の県と

して管理している登山道の整備や、子供たちに

も理解のできる読みやすい、理解しやすい看板

の設置を進めてほしいと考えますが、霧島連山

にある県が管理する登山道の安全対策につい

て、県の考えを環境森林部長にお伺いいたしま

す。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 国立公園霧島

地域における登山道につきましては、韓国岳登

山道など４路線、約16キロメートルを県が整備

しておりまして、補修や草刈りなどの維持管理

を行い、登山者の安全の確保に努めているとこ

ろでございます。昨年10月の遭難事故を受けま

して、国や霧島地域周辺の自治体で構成されて

いる「霧島連山利用対策連絡会議」で、韓国岳

登山道の再点検を行いまして、危険箇所への立

ち入りを禁止するロープの設置や、山頂付近の

分岐点にわかりやすく示します指導標を設置し

たところでございます。また、本議会で新規事

業としてお願いしております「えびの高原パト

ロール事業」におきまして、登山道の維持補修

や登山者への注意喚起を行う安全パトロール推

進員４名を配置することにしております。今後

とも、関係機関と一体となって、安全で快適な

登山道の管理に努めてまいりたいと考えており

ます。

○宮原義久議員 ありがとうございました。昨

年11月23日にも、都農町と木城町の境にある尾

鈴山で男女２人が遭難をされております。その

２人の発見にも防災ヘリが役立ったと聞かされ

ました。特に霧島連山の標高の高いところは、

大きな木がなく、ヘリなど上空から見おろすこ

とで人の発見は容易であると思いますし、そこ

に人影がなければ、捜索の範囲を絞り込むこと

にも役立つというふうに考えます。こういうこ

とが頻繁にあってはならないわけであります

が、ヘリの初期活動というのは、霧島連山にお

いては大変重要になるのかなというふうに思っ

ておりますので、今後とも有効な活用をお願い

したいと思います。私も生駒高原の上に入って

みましたが、あの下のあれだけ木が茂っている

ところに入ると、なかなかヘリの活用は厳しい

のかなと思いますが、ちょうど霧島の上のほう

は、ミヤマキリシマとかそういった低木の木し

か生えておりませんので、いざというときには

初期の対応で命が救われることもあるんじゃな

いかと思いますので、よろしくお願いしておき

たいと思います。

最後に、市町村合併についてお伺いをさせて

いただきます。

３月23日に宮崎市と清武町が合併して宮崎市

に、小林市と野尻町が合併して小林市となりま

すが、市町村合併旧法以前は44市町村あったも

のが、旧法・新法を通じて、住民の御理解をい

ただきまして、３月23日には26市町村となり、

県内の市町村数も半減したことになります。合
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併してよかったこと、悪かった点、いろいろあ

ろうかと思いますが、県としては、これまでの

合併の評価をどのようにされておられますか、

知事にお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 今回のいわゆる平成

の大合併におきまして、本県でも相当程度合併

が進んだものと考えております。合併の本来の

効果があらわれるには一定の期間を要します

が、本県におきましては、合併後、最長でも４

年を経過したばかりであり、合併団体の取り組

みは緒についたところであります。このような

中、合併に対しましては、社会生活基盤の整備

や行財政の効率化などが効果ととらえられる一

方で、周辺部が寂れるのではないか、住民の声

が届きにくくなるのではないか、成果が出るの

はまだ先など、さまざまな御意見があるところ

であります。申し上げるまでもなく、合併はゴ

ールではなく、新たなスタートでありますの

で、合併団体におかれましては、合併の効果を

最大限に発揮していただくため、今後とも、中

長期的な視点に立ったまちづくりを積極的に進

めていただきたいと考えておるところでありま

す。

○宮原義久議員 ありがとうございます。合併

したところの自治体に対する交付税の関係も通

告で上げておりましたが、時間の関係もありま

すので、これについては割愛させていただきま

す。

最後になりますが、市町村合併のために県で

中心になっていたのが市町村合併支援室であり

ますが、今後の市町村合併に対する県の考え

と、これまで合併された市町村に対する支援は

今後とも必要と考えますが、今回組織の改正に

よりまして市町村合併支援室は廃止となるよう

でありますが、今後の市町村合併の支援を含め

て県の考え方を、総務部長にお伺いいたしま

す。

○総務部長（山下健次君） 平成の大合併は本

年度で一区切りとなりますけれども、行財政基

盤を強化する手法の一つとして、市町村合併は

今後もなお有効であると考えておるところでご

ざいます。したがいまして、合併を選択されな

かった市町村におきましても、合併や今後のま

ちづくりについて、引き続き、自主的・主体的

な検討をお願いしたいと考えております。な

お、市町村合併支援室、お話にございましたよ

うに、今年度限りで廃止をいたしますが、合併

に係る業務は市町村課に移管することとしてお

りまして、引き続き、合併団体のまちづくりを

総合的に支援してまいりますとともに、自主的

な合併に向けた取り組みに対しましても、適切

に対応してまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 それぞれ答弁いただきまし

て、本当にありがとうございます。大変質問項

目をたくさんつくりましたので、早口でありま

して、聞き取れなかった点もあったかと思いま

すが、お許しをいただきたいと思います。以上

で私の一般質問を終わります。ありがとうござ

いました。（拍手）

○萩原耕三副議長 次は、太田清海議員。

○太田清海議員〔登壇〕（拍手） 知事に、政

治姿勢、地方分権のテーマで質問をいたしま

す。

私は、延岡に住む２人の方からある話を聞き

ました。１人の方は、子育てがそろそろ終わろ

うとする40代のお母さんの話です。その人が言

われるには、長女、長男の２人の子供がまだ小

さかったころ、アパートに住んでいた。そのア

パートには、いろいろな人がチャイムを鳴らし

て訪問してきた。いろいろな犯罪が起こってい
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るときでもあり、また煩わしさもあって、チャ

イムが鳴ると、長女、長男に対して「しっ、

黙っちょきね、静かにしちょきね」と言って静

かにさせ、不在を装う。しばらくしーんとして

息を凝らしていると、２～３度チャイムが鳴っ

た後、その営業マンらしき人はすごすごと帰っ

ていく。その後、子供たちは、お母さんの顔色

をうかがいつつ、テレビや遊びに戻っていく。

こんな生活をしながら、そのお母さんは「この

ままでいいのだろうか」と自問したそうです。

子供はぜんそくになり、神経質な子になってい

く。このままでいいのだろうか。そんなある

日、御主人の御両親との同居の話が持ち上がっ

たそうです。そして同居が始まる。同居といっ

ても、おばあちゃんもおられたため、４世代同

居となりました。４世代同居10数年、いろいろ

なことがあり、優しくしてくれたそのおばあ

ちゃんの死もありました。そしてことし、幼

かった長女が成人式を迎えました。御主人の御

両親であるおじいちゃん、おばあちゃんを前

に、しっかり手をついて、「これまで育ててく

れてありがとうございました」とお礼を述べて

くれたそうです。思えば、あのままアパート暮

らしをしていたらどうなっていただろう。

「しっ、黙っちょきね」と、子供に世の中の不

信感を植え込むように育てていたら、私の子供

や家族はどうなっていただろうか。今考えただ

けでもぞっとするそうです。家族というものの

きずなの大切さを物語っていると思います。

もう１人の方の話は、よんどころない理由か

ら、家族でふるさと延岡に帰ってきた50歳代の

男の人の話です。その人が言うには、ハローワ

ークに毎日毎日通い職を求めたが、満足できる

職はなかった。仕方なく、１日に３つのアルバ

イトをかけ持ちした。しかし、３つのアルバイ

トをかけ持ちしても、稼げる金は月12万円だっ

た。「これで家族を養えというのか」、そんな

憤りも心に満ち満ちた。時折、正規職員の募集

もあったので応募してみると、もう採用は終わ

りましたというか、年齢で最初からはねられ、

ただ企業は形だけ年齢を幅広く応募をかけてい

るだけだと思ってしまったそうです。探しても

探しても職はない。家族を養うための求職活

動、孤独感や焦燥、そんな恨みにも似た感情が

心の中に去来し、ついにその人は、いらいらか

らハローワークに、「上司を出せ」とどなり込

んでしまったそうです。ハローワークの人が悪

かったわけではないが、どなり込まずにはいら

れなかったとのことであります。その人は今、

幸いにも、ある会社の正規の運転手として働い

ておられます。ハローワークにどなり込んで

いったときのことを申しわけなかったという思

いを込めて、少し恥ずかしそうに話をされまし

た。職がないということ、働くことが正当に扱

われない社会は、善良な人間の心をいかに孤独

にさせ寂しくさせるか、いかに人間の心を病的

にさせるかということを物語っていると思いま

す。

さきの代表質問で、我が会派の満行議員が、

物価や賃金、消費支出のデフレ現象をあらわす

資料を議場配付して、デフレスパイラルの説明

をいたしました。また、自民党県民の会の水間

議員が、「問題は景気回復ですよ」と、熱く語

られておりました。まさに同感、共感でありま

す。県民のさまざまな人にお会いして、その悩

みや苦しみをお聞きするとき、問題解決はまさ

にこの一点、景気回復にあるのではないかと思

うのであります。このような立場に立って、知

事に質問をいたします。まず、今日の日本のデ

フレスパイラルをどう思われるか、また、この
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デフレから脱却するための知事の考えを、政治

家としての考えをお伺いしたいと思います。

以上、質問し、後は質問者席で質問をさせて

いただきます。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

我が国は、緩やかなデフレ状況にあるとされ

ておりますが、今後もこうした状況が続きます

と、御質問にありましたような、いわゆるデフ

レスパイラルの状態を招くおそれがあると言わ

れております。経済基盤の脆弱な本県のような

地方にとって、このような状況は、生産や雇

用、生活など、あらゆる面において深刻な影響

を及ぼすおそれがあり、これを回避するために

は、国全体としての明確な成長戦略と、それに

基づく経済の活性化が不可欠であります。こう

した中、先般、国において「需要からの成長」

を図る新成長戦略の基本方針が示され、今後、

６月をめどに具体的な目標や施策をまとめられ

ることとされておりますので、国において、経

済の現状を踏まえ、また、先見性のある効果的

な施策を一刻も早く実施していただきますとと

もに、財政規律に配慮しつつ、日銀の国債の買

い増し等を含む適切な金融政策もあわせて行っ

ていただく必要があるものと考えております。

このように、デフレからの脱却は国の政策によ

るところが大きいものでありますが、県といた

しましても、来年度の重点施策として、雇用対

策等の緊急的な課題への対応に加え、新たな産

業の展開など、今後の成長につながる将来的な

課題への対応を掲げたところであり、これらの

事業の展開により、本県経済の回復に向けて全

力で取り組んでいきたいと思っております。

〔降壇〕

○太田清海議員 ありがとうございました。こ

のデフレスパイラルというのは、基本的には国

の政策からくるものであって、県としても、い

ろんな雇用対策を打っておられるということは

わかりました。国においてということが基本だ

ろうとは思いますが、実は私ちょっと気にか

かったのは、全国知事会の７項目の提案であり

ます。昨年、非常に有名になった提案でありま

すが、私は、地方自治体として地方自治という

ものを健全に運営していくためには、本当に健

全な財政でなければならないと思っておりま

す。ただ、この７項目の提案の中を見てみる

と、国に財源を寄こせ、十分な金を寄こせとい

うことは十分述べられておるけれども、国自体

の原資を適正に大きくしてほしい、いわゆるい

ろんな税の取り方があるかもしれんが、要する

に国の財源自体を適正に多く、大きくしてもら

わないと、私たち地方自治体から見た場合に、

幾ら寄こせ寄こせと言ったにしても、国のパイ

が小さければ、なかなかだと思うんですね。と

いうことは、私は、そろそろ全国知事会とし

て、国のそういった税制のあり方も含め、もう

少しパイをふやす努力をすべきじゃないですか

ということを訴える時期に来ているんじゃない

かと思いますが、全国知事会で国の財源のあり

方等についてどう論議されておるのか。私は、

７項目の提案では、少しその辺が足りないので

はないかという思いがしたものですから、全国

知事会ではそういう議論はなされないのかどう

かお聞きしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 全国知事会では、昨

年７月の知事会議の際に、国・地方の財政状況

は構造的な危機に直面しており、抜本的な解決

のためには、国・地方を通じた歳入増加策が不

可避であるという認識のもと、「住民福祉を支

える地方消費税の引き上げを含む税制抜本改革
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の提言」を取りまとめました。その中で、全国

知事会として、消費税・地方消費税の引き上げ

を含む税制の抜本改革の実現に向けて、国民の

理解を得ていく運動を推進する決意であるこ

と、国政においても、真摯な議論を行うととも

に、国・地方を通じた税財政構造の再建に責任

ある対応と展望を示すべきであること等を提言

したところであります。また、全国知事会で

は、国と地方の財源配分について、地方の自立

・自主性を高めるとともに、社会保障を初め教

育、警察、消防など住民生活に直結する行政サ

ービスを、地方が将来にわたって適正かつ安定

的に担っていく観点から、まずはその比率を５

対５にすることを目指し、要望活動等を行って

いるところであります。

○太田清海議員 今の知事の説明によります

と、地方消費税、消費税を含む、そういったと

ころを何か改革していこうというように聞こえ

ますが、この７項目の提案の中でも、最後の大

きな３に、「新たな国民負担について議論を避

けず、地方消費税の充実、引き上げを」という

のがあります。「新たな国民負担について議論

を避けず」というところが非常に興味があった

ので、この各論のところを読んでみますと、ど

ういうふうにというのは書いていないように思

われました。また、消費税についての議論なん

だろうなという感じを受けます。私も前回、平

成20年の６月議会で、やはり高額所得者あたり

からの税金を取らないと、この国はだめになる

んじゃないかということを訴えて、議場配付し

て、高額所得者上位100人、この人たちに昔の75

％─今は40％の税率だと思いますが、昔は75

％かけていた時代があった、そこにもう一回引

き直して75％にすると、上位100人だけで所得税

が550億生まれますよということを言ったもので

あります。そういったいわゆる所得税は、昔

は75％もあったわけで、不可能ということでは

ないんです。だから、75％に戻さなくても、で

きるだけそこから税率を上げて、格差が起こら

ないように広く税金を集めたほうが、地方自治

の発展につながっていく、地方からももっと原

資を寄こしなさいということが自信を持って言

えるのではないかと思うんですが、そういう高

額所得者に対する税率アップについて、知事は

どうお考えになりますか。

○知事（東国原英夫君） 我が国の税制につい

ては、消費税の導入や個人所得課税の累進緩和

等、幾度かの改革を重ね、その時々の社会経済

情勢に応じたあるべき税制を目指す取り組みが

行われてきたものと認識しております。また、

昨年末に閣議決定されました平成22年度税制改

正大綱において、所得税については、所得再配

分機能や財源調達機能が低下しており、累進構

造を回復させる改革を行って所得再配分機能を

取り戻す必要があるとされていることも承知し

ております。所得税の最高税率を含む税制度の

あり方につきましては、基本的には、今般、議

論が開始されました政府税制調査会を中心に、

国において十分議論がなされるものと考えてお

りますが、一方で、地方分権確立のために、地

方税財源の充実確保も重要な課題でありますこ

とから、全国知事会等とも連携を図りながら対

応してまいりたいと考えておるところでありま

す。

○太田清海議員 地方自治を本当に充実してい

くためには、ぜひそこの改革をしてほしいとい

うことを、できるだけ知事会の中でも、消費税

だけに限らず、その辺も言っていっていただき

たいなと思っています。参考に挙げますと、私

が前回、平成20年の６月議会でそういったとこ
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ろを発表して以降、実は「税を直す」という本

が発行されました。この方の考え方は、基本的

には私と同じなんですが、2007年の所得者に対

して60％の税金に引き直してみると、６兆円と

いうお金が生まれますという計算であります。

これは、私が上位100人にやったら550億円が出

たというあの計算を、もっと厳密にきちっと全

国民を対象にやった場合、６兆円という金が生

まれるという計算をしています。私は、こう

いったところをぜひ全国知事会等でも訴えてい

ただきたいなと思っております。それから、も

う一つ言えば、経済評論家の勝間和代さんとい

う人がいらっしゃいますが、この方の考え方

は、相続税を上げて階級固定をなくしていこう

という、これも格差社会を解消するための方法

として、基本的には私と同じ考えではないかな

と思っております。そういうことで、ぜひ今後

の議論として、こういったテーマも上げていた

だきたいと思っております。

次に、デフレ脱却のため、県としてもいろん

な雇用を図る、いろんな財政支出もされておる

わけですが、県の行政改革大綱2007、このこと

についても、確かに無駄を省いていくというこ

とは大変大事なことですから、それについては

異論を述べませんが、県自体も少しデフレに加

担をしてしまうような感じのものがあるのでは

ないか。というのは、私も新聞報道しか聞いて

おりませんけれども、自民党の中でも小さな政

府というのが果たしてよかったのかどうかとい

う議論がなされておるようです。これは本当に

自民党としても政権奪還のための真摯な努力が

内部でされているという思いから参考にさせて

いただきますが、小さな政府というのが果たし

てよかったのかという議論もされておるようで

す。ですから、この2007についても、今般の経

済情勢等を考えながら、果たしてデフレ傾向に

持っていくような政策がいいのかどうかという

ことは、何か考えて、修正とまではいかないま

でも、その辺の検証をすべきではないかなと思

うんですが、知事、どうでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 県では現在、「宮崎

県行財政改革大綱2007」の財政改革プログラム

に基づきまして、将来にわたって健全性が確保

される財政構造への転換に向けて、義務的経費

の削減や投資的経費の縮減・重点化、事務事業

の徹底した見直し、財源確保対策等の取り組み

を着実に実行しているところであります。一

方、御指摘のありましたように、厳しい経済状

況やデフレの影響等による深刻な雇用情勢につ

いては、財政が厳しい中にあっても、県が対応

すべき喫緊の重要課題であると認識しておりま

すので、平成22年度重点施策の筆頭に「雇用の

確保と就業支援」を掲げ、的確な対策を推進し

ていくこととしております。このため平成22年

度当初予算におきましては、財政改革の取り組

みによって捻出した財源等を積極的に活用し

て、選択と集中の理念のもと、県内の経済・雇

用の回復につながる、より優先度の高い事業に

ついて措置したところであります。なお、現在

の財政改革プログラムは、平成22年度が最終年

度でありますので、次なる財政改革計画の策定

につきましては、平成22年度に検討してまいり

たいと考えております。

○太田清海議員 国のいろんな制度と関連して

おりますから、県のあり方がどうというのはな

かなか難しい判断もあろうかと思いますが、例

えば民間委託なり職員の縮減、定数の削減と

か、管理職の方々もみずから賃金・手当等の引

き下げをされておりますが、そういうマイン

ド、気持ちが縮小していくようなものを、何か
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少し脱却していくようなことも今後必要ではな

いかと思うところであります。22年度というこ

とでありますので、今後そういったところもぜ

ひ検討していただきたい。職員のほうも一生懸

命足らない人間の中でされていて、病気になる

人もいらっしゃるようであります。ぜひ、いろ

んな分析をしていただきたいと思っておりま

す。

次に移りますが、嘱託職員の雇用についてお

聞きしたいと思います。

総務部長であります。嘱託職員の定義及び根

拠についてお伺いしたいと思います。

○総務部長（山下健次君） 嘱託という言葉自

体は、官民を問わず用いられているようでござ

いますが、地方公務員に関しては、特段に法令

等での定義はございませんけれども、正規職員

としての任命によることなく、一定の事務をあ

る人に委嘱すること、あるいはその委嘱された

人を意味しているようでございます。任用の根

拠といたしましては、地方公務員法第３条第３

項第３号に、特別職の一つとして非常勤の嘱託

員というのが掲げられておりまして、日常的に

は非常勤職員あるいは嘱託職員と呼称されてい

るところでございます。

○太田清海議員 わかりました。非常勤職員と

いうことで聞いていきますが、非常勤職員につ

いては、今回通勤手当が支給されるということ

で、非常にこれまで我が会派の鳥飼議員がこう

いったところも改善せないかんとじゃないかと

いうことでありましたが、今回そういった条例

も出されているおるようであります。ありがと

うございましたとお伝えしておきたいと思いま

す。この非常勤職員でありますが、県に何人ほ

どいらっしゃるのか、お聞きしたいと思いま

す。

○総務部長（山下健次君） 知事部局における

平成20年度の実績でございますが、総数で1,317

人でございます。内訳を申し上げますと、人数

の最も多い職が統計調査員の254人、次に県営林

監視人の123人、さらに農林振興局あるいは土木

事務所等の用地調査員及び登記嘱託員が合わせ

て135人、鳥獣保護員が69人、こういった内訳に

なっております。

○太田清海議員 そういった業務員が1,317人お

られるということであります。これも非常勤職

員としては一定の事務を任せておるということ

で、通常言われている22条の職員とはまた違っ

た立場にあるということだろうなと思います。

これは私がお聞きしたことでありますので、こ

の場ではどうかと思いますが、福祉保健部長に

お聞きしたいと思います。私、母子相談員とい

うふうに今まで聞いておったんですが、今、母

子自立支援員というふうに名称が変わったと聞

いております。私は、この母子自立支援員とい

う人たちの業務というのは、ほとんど正職員と

変わらないのではないか、いろんな貸し付け業

務、返済業務、いろんな課題を持っている母子

家庭の方が相談に来られる、その人の全人格を

判断して、家族関係も全部把握し、適正な指導

もしながら、お金の貸し付け、そしてまた返し

てもらいますよという約束もしていくわけです

から、極めて人間的な対応をしていかないかん

職だろうと思うんですね。この職というのは、

非常勤職員─嘱託職員とも言っておりました

けれども、１年雇用であるということだと思う

んですが、こういう業務というのは１年雇用と

いうものになじまないのではないか。どうぞ技

術を高めて、ノウハウを高めて、一生懸命県の

行政のために努力していただきたいという思い

を込めるならば、１年雇用というのは何かかわ

平成22年３月３日(水)



- 320 -

いそうではないか、なじまないのではないかと

思うんですが、その辺はどうでしょうか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 母子自立支援

員は、母子家庭の方々からの相談に応じ、自立

に向けた支援などを行っておりますが、非常勤

職員でありますことから、任用期間は１年とし

ております。なお、更新につきましては、配置

先の状況等を勘案し、適切に対応してまいりた

いと存じます。

○太田清海議員 本当に業務が正規職員と同じ

ではないかなという思いからでありますが、実

は母子自立支援員の方は社会福祉主事の免許を

自費で取られている方もいるんですよね、その

賃金の中から。普通、公務員の場合は、公のあ

る程度そういう業務につく場合はということで

出してくれますけれども、自費でやっておられ

るとか。私はこの業務、詳しくは知りませんか

ら、言いますと─総務部長にもぜひ認識をし

ていただきたいんですが─こういった自立支

援員、非常勤職員の方は、12月が近づくと「も

う私は首を切られるのではないか」といって、

びくびくしているんですよ。１月、２月、まさ

にびくびくなんですね。「またもう１年続けら

れるんだ」という思いの人たちなんですよ、実

は。通常のあれだったらいいかもしれん。本当

に県の行政の一部を担っている人たちは、12月

が近づくとびくびくものなんです。そこのとこ

ろを、ぜひ総務部長、お考えいただいて、こう

いう方々の正規雇用を図るというのが一番なん

ですが、やっぱり業務を、県の行政をしてくだ

さっているわけですから、頑張りましょうとい

うそういったメッセージ、１年というメッセー

ジじゃなくて、何かそういうのが伝わるべき人

ではないかなというふうに私は思っております

ので、その辺をぜひ勘案していただきたいと思

います。

次に、病院局長のほうにお伺いいたします。

県立病院経営形態検討委員会の報告が出され

ました。ある分科会の報告で、こういった表現

もあるようです。「本来、地方公営企業法の全

部適用は、議会によるチェックがより強いこと

を除けば、地方独立行政法人とそう変わらな

い。非常に自由度が高い制度である」という記

述があるようであります。これは独法の場合、

独立行政法人は全適と余り変わりませんよとい

う記述があったものですから、ちょっと気にな

りました。この独立行政法人となった場合、企

業債というものが借りられない、そういう制約

があるというふうに私は聞いているんですが、

そのあたりはどうでしょうか。

○病院局長（甲斐景早文君） お尋ねの企業債

でございますけれども、地方公営企業である県

立病院が、医療器械の購入ですとか施設などハ

ード面の整備を行うための財源に充てるもので

ございます。こういうことから、御指摘のとお

り、地方独立行政法人というのは、法律で設立

団体から長期借入金のみを認められておりまし

て、これ以外の長期借入金及び債券発行、こう

いったことはできないというふうになっており

ます。

○太田清海議員 そういった問題もあります

ね。それから、独立行政法人になった場合、差

額ベッドというのがありますが、病院の場合、

これが地方自治体病院の場合は、その総枠が３

割以下というふうに設定されているようです。

これが独立行政法人になった場合、５割まで引

き上げられる。その行政法人にとってはいいか

もしれないけれども、住民の側から見たら、差

額ベッドが半分以下まで取れるのかということ

では、経営状態によっては負担がかなり出てく
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ると思うんです。この辺の違いもあろうかと思

います。料金も上がっていく、住民負担になっ

ていくんじゃないかと思いますが、病院局長、

そのあたりはどうでしょうか。

○病院局長（甲斐景早文君） 今の差額ベッド

の取り扱いでございますが、これも議員御指摘

のとおりでございますけれども、ただ、県立病

院のほうから独立行政法人化ということになり

ますと、地方公共団体でなくなるわけでござい

ますから、差額ベッドの数の枠につきまして

も、現在、地方公共団体という性格から３割以

下ということになっておりますけれども、これ

が５割というふうに拡大をされることになりま

す。しかしながら、一方で、差額ベッドの料金

に関する事項といいますのは、独立行政法人が

作成する中期計画の中で定めることとされてお

ります。この中期計画につきましては、議会の

議決が必要だということになっております。こ

ういう手続を経る必要があること等を勘案いた

しますと、独立行政法人化された場合でも、や

はり患者さんのニーズですとか、そういったも

のを的確に把握した上で、病床数の枠ですとか

料金を慎重に設定することが求められるという

ふうに認識をいたしております。

○太田清海議員 わかりました。そういった違

い─ほかにも繰り入れ基準の問題等もあるん

ですが、違いがあるんではないかなと思ったも

のですから挙げさせてもらいました。今後の判

断にしていただきたいと思っております。これ

は是とは思っております。

次に、ドクターヘリの問題についてお尋ねし

たいと思います。福祉保健部長にお尋ねいたし

ます。実は、今までの説明の中で、ドクターヘ

リの要請は、消防機関あるいは医者というふう

に聞いておりますけれども、そのドクターヘリ

を要請する根拠法令をちょっと確認しておきた

いと思います。法としては何で定められており

ますか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 航空法の中に

その定めがありまして、消防非常備の町村にお

いても要請ができるということになっておりま

す。

○太田清海議員 消防非常備の問題を私も言い

たかったわけですが、消防非常備の町村におい

ては、いわゆる派遣要請はだれがするのだろう

かということで、救急隊が常備されておるとこ

ろであれば行くんですが、県北に特に多いわけ

ですよね。西米良とか日之影とか五ヶ瀬は非常

備でありますけれども、こういったところにお

けるドクターヘリの活用ができるのかどうか、

どう考えておられるか、もう一度。

○福祉保健部長（高橋 博君） ドクターヘリ

の運用につきましては、通報を受けた救急隊

が、まず患者の居場所に急行し、その容体を見

きわめて、ヘリを要請するかどうかを判断する

ケースが大半でありますことから、その円滑で

効果的な運用を行う上で、救急隊の果たす役割

が非常に大きいものとなります。このため、現

在、役場職員などが救急搬送を行っている消防

非常備の町村においては、ドクターヘリ要請の

適切な判断をどのように行うのかが課題になっ

てまいりますので、今後の運航マニュアルの整

備の中で、宮崎大学はもとより、県と関係町村

が連携し、検討していく必要があると考えてお

ります。

○太田清海議員 今後の運航マニュアルの策定

過程で、いろんな研修があったりするだろうと

思いますが、今の説明では、非常備町村には消

防団の担当の職員がおって、ほかの業務もされ

ている。それも含めて、どうも消防機関として
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一応法上は認められるという解釈があるようで

ありますが、現場で事故があった場合、山間地

で事故があった場合、役場の消防団担当の消防

機関と言われる人間が、ほかの仕事もしながら

その連絡を受けて、まず現場に飛んでいく。飛

んでいく時間が必要ですよね。その現場で、こ

の人はドクターヘリを呼んだほうがいいと判断

して呼ぶまでに、時間がかかりますよね。です

から、私は、本来ならば専門の救急隊が常備さ

れていることが望ましいと思うんですよね。残

念なことに、県北で７町村の非常備の町村があ

るわけで、消防機関として要請はできますよと

はいえ、時間のロスはかなりあると思うんで

す。ですから、今後、運航マニュアルをつくっ

ていく過程で、常備化というものを、その辺の

テーマも挙げながら議論をして、ぜひ常備化を

図っていただきたいと思っております。よろし

くお願いいたします。

次に、医師修学資金貸与事業についてお尋ね

をいたします。

これは、既に昨年の11月議会で自民党の丸山

議員がお尋ねしたところでありますが、その

後、変更がなかったのかどうか、医師修学資金

の貸与を含めた来年度の状況をお伺いしたいと

思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 平成18年度に

創設した医師修学資金貸与制度については、今

年度までに35名の医学生に貸与しております

が、そのうちの１名が臨床研修を今年度で終え

る予定であります。この医師の貸与期間は２年

間であり、制度上、貸与期間の２倍の期間、具

体的には、来年度から４年の間に、貸与期間と

同じ２年間、県の指定する僻地医療機関等で勤

務することが、貸与資金の返済義務免除の条件

となっております。県としては、来年度からの

勤務開始を大変期待していたところであります

が、御本人に確認したところ、来年度は大学に

残り、さらに実力をつけたいという意向のよう

であります。

○太田清海議員 わかりました。これは新聞報

道を見たときに、ちょっとマイナスのイメージ

を受けたものですから。ただ、御本人にとって

は、技術を高めたい、また４年間の間にまだ時

間がありますし、今後、僻地医療機関等に勤務

していただくチャンスは十分あるわけですか

ら、御本人の向学意欲であるというふうに、い

い方向に解釈しながら、今後、こういった卒業

生の地域医療に携わる人をふやしていただきた

いと思います。それで、私がちょっとここで言

いたかったのは、県がそういった貸与をする場

合に、在学期間中に、そういう学生の方々とオ

リエンテーションといいますか、近況報告と

か、そういった接触を持っておかないと、どう

いうやり方で貸与しているかわかりませんが、

何か口座に振り込んでしまってそれで終わりと

いうことではなくて、何らかの接触と今後のお

互いの希望を聞いたりの作業も必要かと思うん

ですが、そのあたりのことはどうされているん

でしょうか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 医師修学資金

制度を、本来の目的どおり、本県の僻地や特定

診療科の医師確保につなげるためには、貸与者

に、貸付金の返還ではなく、県の指定医療機関

での勤務を選択していただく必要があります。

このために、県では、従来から貸付決定時に説

明会を実施するとともに、毎年度の定期的な面

会を行い、貸与者に対する制度趣旨の理解の促

進に努めているところであります。また、貸与

者に僻地医療に対する理解を深めてもらうた

め、僻地病院等で体験研修等を行う事業への参
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加も促しております。医師確保は重要な課題で

ありますので、今後も制度の適切な運用に努め

てまいりたいと考えております。

○太田清海議員 わかりました。

続いて、重症心身障がい児の入所施設の整備

についてお伺いしたいと思います。

延岡では、延岡こども発達支援センターさく

ら園というのがあります。これも県の努力で整

備をしていただき、本当にありがたく思ってお

ります。そういう中で、本県の重症心身障がい

児施設の定員、九州各県の人口比で比較してど

ういう状況かということをお尋ねしたいと思い

ます。

○福祉保健部長（高橋 博君） 本県の重症心

身障がい児施設の定員は、２つの施設合わせ240

人、人口1,000人当たりは0.21人となっておりま

す。これを九州各県と比較しますと、佐賀県

が0.55人、長崎県、熊本県及び鹿児島県の３県

が0.3人台と本県より高く、大分県、沖縄県の２

県が本県と同じ0.2人台、福岡県が本県より低

い0.15人となっております。なお、全国の平均

は0.15人であり、本県を含め九州のすべての県

が全国を上回る状況にあります。

○太田清海議員 参考に聞かせていただきまし

たが、高いところもあるわけですね。それで、

県北の出身者は、どこの重症心身障がい児施設

に何人入所しているのか、そういった状況をお

伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 現在、県北出

身の重症心身障がい児施設の入所者数は52名で

あり、そのうち県内には、45名が川南町にある

施設に、１名が日南市にある施設に入所されて

おります。残り６名は県外の施設であり、熊本

県の施設に４名、大分県の施設に１名、鹿児島

県の施設に１名となっております。

○太田清海議員 そういう状況であります。県

内といっても、県北からすれば遠いところでも

ありますし、これは要望にとめておきますが、

県北あたりに今後─さくら園等の整備もあり

ますけれども─こういった重症心身障がい児

施設の整備をぜひ検討していただきたいという

ふうに思っております。

続きまして、介護職員の報酬についてお聞き

をいたします。

これは、民主党の権藤議員も代表質問の中で

質問をされました。介護職員の報酬について、

平成21年の４月から介護報酬が３％増額されま

した。その後に、介護職員処遇改善交付金が創

設されたということになっています。介護職員

処遇改善交付金については、権藤議員の答えで

もわかりましたが、介護報酬の３％増の問題も

ありますので、それぞれの目的と介護従事者の

処遇改善における効果等についてお聞きしたい

と思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 昨年４月の介

護報酬改定は、介護従事者の人材確保や処遇改

善、認知症など利用者の状態に応じたケアの充

実等を目的として実施されております。した

がって、改定分のすべてが介護従事者の処遇改

善に充てられるとは限らず、その使途は各事業

者の判断とされております。この介護報酬改定

による処遇改善の具体的な効果として、厚生労

働省がことし１月に発表したところによります

と、介護従事者の平均給与月額は約9,000円の増

額となっております。一方、今回の介護職員処

遇改善交付金は、介護職員の処遇改善を図るこ

とを目的としており、その使途は介護職員の賃

金改善に限られております。当該交付金の効果

については、国の予算積算上の指標として、介

護職員１人当たり月額１万5,000円の処遇改善が
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想定されております。

○太田清海議員 なぜ賃金にうまく反映されな

かったのかについては、事業所のほかの従事者

との関係のバランスが悪いというのが回答とし

て言われましたので、そういうふうに解釈をい

たします。先ほど私が言ったデフレスパイラル

の問題等が絡んでくるんですけれども、延岡に

は九州保健福祉大学というのがあります。一生

懸命に教授陣が世の中にこういった人たちを送

り出している。「頑張ってこい」と言って送り

出すんだけれども、介護職員の賃金が低いため

に定着率も悪い、なかなか職につけない、そう

いった状況であります。そういった送り出す学

校側としては、本当に若者が希望の持てる、そ

ういう賃金であってほしいというのがあるんで

すよね。これは事業所等でのいろんな問題もあ

るかもしれませんが、県としても、国が保証す

るわけですから、ぜひそれを活用してほしいと

いうメッセージを送っていただきたいと思って

おります。ぜひよろしくお願いいたします。

次に、広葉樹造林等推進事業についてであり

ます。

これはきのう、自民党の横田議員が全く私と

同じ質問を緑のダムでされましたので、質問す

る必要はないかもしれませんが、聞く相手が

違ったものですから、一応念のため、ちょっと

趣旨が違うかもしれませんので、環境森林部長

にお尋ねしたいと思います。この事業、どのよ

うな樹木を植樹されるのかお伺いしたいと思い

ます。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 広葉樹造林等

促進事業につきましては、平成18年度から、森

林環境税を活用して、水源の涵養とか山地災害

防止等の公益的機能の発揮が求められる森林に

おいて、広葉樹を植栽するものでございます。

その種類、樹種ということでございますが、ク

ヌギとかケヤキ、山桜など15種類を対象樹種と

しておりまして、平成20年度までの３カ年で

約140ヘクタールを植栽したところでございま

す。

○太田清海議員 きのうの企業局の答弁では、

何か実のなる木を少し入れられたようでありま

す。今の中には余り入っていないような気がす

るんですね。それで、私も、有害鳥獣を山に戻

すためには実のなる木を植えたらどうかという

ことを提案したかったわけです。環境森林部

長、実のなる木を植えたらどうですかというこ

とについてはどうでしょうか。

○環境森林部長（吉瀬和明君） おっしゃいま

すように、最近、山のほうで鳥獣の被害もある

わけでございますけれども、本県としてそうい

うことも考えますと、「多様な生物を育む森林

づくり」というものを推進しておりまして、そ

の中で広葉樹等も植えているわけでございま

す。先ほど申しました15種類の中にも、先ほど

言いましたクヌギとかクリあるいはイチイガ

シ、センダンなど、鳥や動物が好んで食べる実

のなる木の植栽も進めております。そういうも

のを進めることによりまして、人工林の自然林

化あるいは天然林等の整備・保全を図りなが

ら、野生鳥獣の生育あるいは生息の場の確保に

努めていきたいと思っております。

○太田清海議員 わかりました。南那珂の森林

組合にも、かつて視察に行ったときに提案書を

いただきましたが、その中にも山づくりについ

て、山の上は広葉樹、下、ふもとが、切り出し

やすいところが針葉樹というような提案もある

ようでありまして、本当に「百年の大計」で山

をつくっていかないかんという意味では、森林

のプロみずからの、こういう山づくりについて
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の提案もあるようです。ぜひ県としても、百年

を見ながらつくっていただきたいと思っており

ます。

次に、教育長にお伺いいたします。延岡総合

特別支援学校設置事業についてであります。

この中で、基本構想策定委員会が、策定は終

わりまして、設置準備委員会というものが設置

されておると聞いております。この設置準備委

員会の性格、基本構想策定委員会との違い等を

含めてお尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） この事業につきまし

ては、延岡市にある延岡ととろ聴覚支援学校、

延岡わかあゆ支援学校、延岡たいよう支援学校

の３つの学校を統合して、延岡西高校跡地に複

数の障がいに対応できる総合特別支援学校を設

置するものであります。基本構想策定委員会

は、昨年度、設置理念や基本方針等を検討する

ために、地域の学識経験者、医療・福祉・労働

関係者、障がい者団体代表、特別支援学校の校

長や保護者代表、行政関係者等23名で構成した

ものでありまして、この委員会の提言を踏ま

え、県として平成21年３月に基本構想を策定

し、公表したところであります。お尋ねの設置

準備委員会は、この基本構想をもとに、学校の

教育目標や教育課程、施設設備の設置要件等を

具体化するために、関係する特別支援学校３校

の職員を委員として今年度設置しておりまし

て、現在、医療・福祉・労働等の関係者からの

御意見も伺いながら検討しているところであり

ます。

○太田清海議員 わかりました。３校の人たち

が委員として、いろんなところにヒアリングに

行くということだろうと思います。この中には

障がい者関係団体は入っていなくて、ヒアリン

グでということであると思います。後で関連す

るんですが、この西高跡地の既存の施設すべて

を活用するのかどうか、足りないのか、余るク

ラスもあるのかとか、学校の、その辺どうで

しょうか。

○教育長（渡辺義人君） 既存の施設につきま

しては、耐震補強やバリアフリー等の改修工事

を行った上で、そのほとんどを利用したいと考

えておりますけれども、老朽化が進んだものや

段差の解消が構造上困難なものなど、特別支援

学校の施設としての利用が見込めないものにつ

きましては、解体をすることにいたしておりま

す。なお、既存の施設の利用のみでは必要な教

室等が不足するため、これらにつきましては、

増築等により整備してまいりたいと考えており

ます。以上です。

○太田清海議員 わかりました。実は、西高跡

地には野球場というのがありまして、そこは

今、延高の野球部が使っておると思います。今

後使えるのかなという不安もありますが、そう

いった野球場が今後使えるのかどうか。そして

また、その野球場との関係で、安全対策は今後

どうされるか、お伺いをしたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 現在、延岡高校が使

用しております野球場につきましては、特別支

援学校の開校後も、引き続き延岡高校が使用す

ることにいたしておりますことから、児童生徒

等の安全を確保するためにも─野球場からの

打球が飛んでくるおそれがありますので─特

別支援学校側の安全対策が必要であるというふ

うに認識しているところであります。このた

め、打球が特別支援学校側に入ることのないよ

うに、野球場と運動場との間に防球ネットを設

置することを検討しているところであります。

○太田清海議員 わかりました。それで、この

設置準備委員会というのがいろんな関係団体の
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ヒアリングをしていくということでありました

ので、こういった野球関係者ともヒアリングを

ぜひしていただいて、万全なものにしていただ

きたいと思います。

質問の中で、中学校１年生の少人数学級推進

事業についてお聞きするところでしたが、時間

もありませんので、ここで─説明では非常勤

講師とかそういった名前が出ておりますが─

正規職員をぜひ採用していくようにしていただ

きたいという思いを込めて、すべての質問を終

わりたいと思います。ありがとうございまし

た。（拍手）

○萩原耕三副議長 以上で午前の質問を終わり

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午後11時52分休憩

午後１時０分開議

○中村幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、黒木覚市議員。

○黒木覚市議員〔登壇〕(拍手） 皆さんお疲れ

さまでございます。県北が３人続きまして、私

の後にまだ西村議員がいますけれども、きょう

は３月３日ひな祭り、先ほどテレビを見まして

も、ひな祭りの放送ばかりでしたね。私も人並

みに孫が欲しいなと思っておったら、昨年は孫

が一遍に３人できまして、男の子が２人、女の

子が１人。以前、井上議員が「覚ちゃん、孫は

かわいいわ」と私に言うんですね。「目に入れ

ても痛くないわ」と。ほお、そんげなものじゃ

ろかいなと私は思っておったんですが、このご

ろはようやくその実感がわいてきました。きょ

うは少し早く帰って孫娘とお祝いをしてやらな

いかんかなというふうに思っております。孫の

話はこれぐらいにしまして―まだ知事には孫

はいないですね―子育ての話は、最後になり

ます西村議員にお任せをして、私は質問に入ら

せていただきたいと思います。

知事は、就任当時、県債の残高をどうにかせ

んといかんと言っておられました。就任後に策

定された行財政改革大綱2007では、短期的には

多額の収支不足を圧縮する対策とともに、中長

期的には、県債残高を減少に転じさせるととも

に、持続的に健全性が確保される財政構造への

転換に向けた対策を内容とする財政改革プログ

ラムを柱の一つとして、各種の取り組みを実施

しておられます。最近、知事の口から、県債残

高の減少に向けた意気込みは余り聞かれないよ

うな気がするんですが、そこで、県債残高の削

減を初め財政改革の取り組みについて、知事に

所見を伺いたいと思います。

もう一点、教育行政について教育長にお尋ね

をいたしておきます。

かつて、地域においては、青年団や婦人会な

どの団体が地域の中心となった祭りやイベント

などの行事が盛んに行われておりました。当時

は、ほとんどの者が社会教育関係団体に入っ

て、地域の中心となって地域おこしをしており

ました。私自身、青年団の一人として、先輩・

後輩のつながりの中で活動し、育てられたとい

う思いがあります。今は、少子化や都市部への

流出などにより、地域に若者がいなくなると

いった現実はありますが、地域にある青年団や

婦人会などに入会しない者がふえていると聞い

ております。私は、地域の中でこのような団体

が精いっぱい活動することによって、地域が元

気になると考えておりますが、今ではそれがな

くなってきているように思い、残念に思ってお

ります。また、最近の若い人たちは、気の合う
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仲間同士で、自分たちのことだけ考えて活動す

る傾向が強いと感じておりますが、地方分権の

流れの中で、住民が中心となった地域づくりを

進めるためには、地域にある青年団や婦人会な

どの団体による地域おこしが活発に行われるこ

とが大切であり、そのことが地域の発展、ひい

ては県勢の発展にもつながると考えておりま

す。そこで、会員の減少等により、青年団体や

婦人団体では活動の衰退が懸念されております

が、最近の社会教育関係団体の活動の現状につ

いて、教育長にお聞きをいたしておきます。

以上、壇上からの質問を終わります。(拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

私は、知事就任後すぐ、「宮崎県行財政改革

大綱2007」を策定いたしまして、その柱の一つ

に位置づけた財政改革プログラムに基づき、本

県財政を将来にわたって健全性が確保される構

造へ転換させるよう、これまで、義務的経費の

削減や事務事業の徹底した見直し、財源確保対

策等を着実に実行しているところであります。

御指摘のありました県債残高につきましては、

平成22年度末で9,410億円を見込んでおります

が、このうち、地方交付税の代替財源である臨

時財政対策債が2,714億円と、全体の３割を占め

ているところであります。県債残高を削減する

ことは、将来世代への負担を軽減し、財政の健

全性を確保する観点から、大変重要なことと認

識しておりますので、財政改革プログラムに基

づき、引き続き、投資的経費の縮減・重点化や

県債の新規発行の抑制を図り、県債残高の圧縮

に努めてまいります。また、臨財債につきまし

ては、その元利償還金相当額を後年度、地方交

付税の基準財政需要額に算入することが地方財

政法に規定されておりますので、国に対しまし

て、その確実な措置を求めてまいりたいと考え

ておるところであります。〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔降壇〕 お答えいた

します。

社会教育関係団体の活動の現状についてであ

ります。近年、少子化の進展や個人志向の高ま

りによる連帯意識の希薄化などの社会状況の変

化によりまして、社会教育関係団体の多くは会

員が年々減少する傾向にあります。これらの団

体にありましては、会員の固定化や次代を担う

リーダーの不足、会員の負担感の増大などが予

想されますことから、これまでのような活発な

活動ができなくなるのではないかと心配される

ところであります。このような状況の中におい

ても、それぞれの団体の創意工夫のもと、例え

ば、青年団体においては、担い手の少なくなっ

た郷土芸能の継承活動、あるいは駅伝等のイベ

ントの実施、また婦人団体においては、保護者

が参観日に参加しやすいように子供を預かる託

児ボランティアの実施や、子供の登下校時の交

通安全指導など、地域づくり、人づくりのため

に活動していただいているところであります。

以上であります。〔降壇〕

○黒木覚市議員 知事に行財政改革の取り組み

についてお尋ねをいたします。県議会の中にお

きましても、県民に信頼される議会というもの

を目指して、さまざまな議会改革に取り組んで

いるところでございます。これまでに、議員が

本会議、委員会等に出席した場合に支給される

費用弁償、これも一律5,000円減額する、また議

会報の充実などにも取り組んできております。

また、改革に向けた大きな取り組みの一つとい

たしましては、議員の定数削減、これが一番大

きな改革になったと思いますが、現行の45名か
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ら、次の県議会議員選挙では39名、６名削減す

るということになりました。県におきまして

も、厳しい財政状況の中で、人件費の縮減のた

めに職員数の削減に取り組んでいるところであ

り、知事が就任後に策定された行財政改革大

綱2007において、平成23年当初までに、平成17

年当初比で県の職員を1,000名削減するという目

標を掲げて取り組んでおられるところでござい

ます。そこで、知事にお伺いをいたしますが、

本県における職員数削減の進捗状況と今後の取

り組みについて、お聞きをしておきたいと思い

ます。

○知事（東国原英夫君） 極めて厳しい財政状

況の中で、持続可能な行財政システムを構築し

ていくためには、徹底した事務事業の見直しや

職員数の削減などの改革が必要不可欠でありま

す。このため、議員御指摘の行財政改革大

綱2007におきまして、総職員数を平成23年４月

までに、17年４月対比で1,000人純減するという

目標を掲げ、昨年４月時点までで881人の純減と

なっておるところであります。全体といたしま

しては、これまでおおむね順調に推移してきて

いると考えておりますが、一方で、22年度重点

施策に掲げている雇用の確保や中山間地域の活

性化、子育て支援などの行政課題にも適切に対

応していく必要があると考えております。今後

とも、こうした行政課題と職員削減のバランス

をとりながら、県民に必要なサービスの提供に

努めてまいりたいと考えております。

○黒木覚市議員 私たちの時代には退職金がも

らえるだろうかと心配する職員も、若い職員の

中にはいると私は聞いております。この３月に

は、知事部局で129名、企業局で２名、病院局で

５名、教育委員会で177名、警察本部で78名、合

計391名の職員が定年退職をされる見込みであり

ます。これに希望退職をプラスしますと400名以

上になるのかなという気がいたします。仮に１

人2,500万円平均で計算いたしましても、定年退

職だけで98億円の退職手当が必要ということに

なるわけであります。民間であれば、このよう

な支出に備えまして積み立てをしているわけで

す。しかし、行政の場合は単年度収支というこ

とになりますので、その財源の一部を退職手当

債で賄わなければならない、そういうふうに

なっているようであります。そこで、総務部長

にお尋ねいたします。退職手当債は、昨年度と

比較して今年度はどうなのか、お尋ねをしてお

きます。

○総務部長（山下健次君） 退職手当債は、平

成18年度以降でございますけれども、10年間の

特例措置として基本的に認められておるもの

で、一定の発行条件のもとにできるということ

でございますが、本県の場合、20年度は30億円

を発行しております。21年度も同じく30億円の

発行を予定しているところでございます。

○黒木覚市議員 今後、職員給与の減額を行う

ことになった場合、退職手当の減額も考えられ

ますが、他県ではどのような手当等を減額して

いるのか、総務部長にもう一度お伺いいたしま

す。

○総務部長（山下健次君） 全国における一般

職の給与の減額状況についてでございますが、

平成22年の１月１日現在で、給料を減額してい

るのが31道府県、期末・勤勉手当を減額してい

るのが15道府県、管理職手当を減額しているの

が、本県を含めまして30道府県、退職手当を減

額しているのが２府県でございます。以上であ

ります。

○黒木覚市議員 職員を削減し続けるというの

は限界があるわけです。知事は、現在のとこ
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ろ、給与の20％カット、そして退職金を50％

カットと、そういうふうにしておられます。県

民の中には、私たち議員も退職金をもらってい

るのではないかと思っている人もいるんですけ

れども、私たち議員は、何年しても何十年して

も退職金は一円たりともございません。知事御

承知のとおりでございます。私はそれでもよい

とは思っています。そこで、財政がますます厳

しくなる中で、知事は、この職員給与あるいは

退職手当の減額についてどのように考えている

のか、伺いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 公務員の給与につき

ましては、地方公務員法により、国や他の地方

公共団体、民間企業の従事者の給与などの事情

を考慮して定めることとされており、職員給与

の決定に当たっては、まずは人事委員会勧告制

度の趣旨を尊重することが大切かと考えており

ます。一方、昨今の厳しい地方財政を受けて、

先ほど総務部長が申し上げたとおり、各県とも

総人件費の抑制に取り組んでいるところであり

ますが、本県におきましても、行財政改革大

綱2007に基づきまして、平成23年度までの６年

間に1,000人の職員数削減に取り組むとともに、

特別職報酬の減額を初め、一般職につきまして

も、管理職手当の10％削減を平成16年１月から

実施し、総人件費の抑制に努めているところで

あります。今後の職員給与の減額については、

このような視点を踏まえながら、慎重に検討し

ていく必要があると考えております。

○黒木覚市議員 続きまして、東九州自動車道

の県北区間及び九州横断自動車道延岡線につい

て、国土交通省から平成22年度予算の仮配分が

示されたところでありますが、九州横断自動車

道延岡線など、今後の見通しが不透明な状況に

あることから、今後、整備促進に向けてどのよ

うに取り組んでいくのか。知事にこの点をお伺

いしておきます。

○知事（東国原英夫君） 東九州自動車道を初

めとする県内高速道路の整備促進につきまして

は、県政の最重要課題として幾度となく要望を

行うなど、積極的に取り組んできたところであ

ります。このたび、国土交通省から示された平

成22年度予算のいわゆる仮配分では、東九州自

動車道の県北地域については、県が要望してい

る平成26年度供用に向け、ほぼ順調な予算額が

示されたところでありますが、九州横断自動車

道延岡線につきましては、前年度を大きく下回

るなど、非常に厳しい状況にあると認識してお

ります。本県は、全国的にも社会資本整備のお

くれが顕著であり、地域間競争のスタート台に

すら立てていない状況であり、高速道路の整備

は急務と考えております。県といたしまして

は、政府を初め関係機関に対して、地方におけ

る高速道路の必要性とその整備に必要となる予

算の確保、特に整備のおくれた地方への重点配

分について、県議会を初め、地元や経済界等と

も連携しながら、県民一丸となって引き続き強

く訴えかけてまいりたいと考えております。

○黒木覚市議員 九州横断自動車道延岡線は、

国土交通省により、国道218号北方延岡道路及び

高千穂日之影道路で整備が進められているとこ

ろでありますが、これ以外のまだ基本計画のま

ま整備のめどが立っていない区間に対しまし

て、今後どのように取り組んでいくのか、もう

一度知事にお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 県内の九州横断自動

車道延岡線につきましては、現在、国道218号北

方延岡道路及び高千穂日之影道路について、国

土交通省により事業が進められているところで

ありますが、供用区間及び事業中区間合わせて
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も、県内計画区間のわずか37％にとどまってい

る状況にあります。いまだ基本計画のままで整

備着手のめどが立っていない区間につきまして

は、国において、高速道路の整備の過程に関

し、現行の国幹会議を廃止し、新たな仕組みを

構築すること、また、平成22年度において原則

新規事業を行わないとされた方針が今後どのよ

うになっていくかなど、大変不透明な状況にあ

ります。高速道路は、全線がつながってこそ、

初めてその効果を最大限に発揮するものと考え

ますことから、県としましては、これらの国の

動向を注視するとともに、整備の道筋すら見え

ていない区間について早期に整備・着手してい

ただけるよう、県議会を初め、地元や経済界等

とも連携しながら、県民一丸となって、引き続

き、政府を初め関係機関に対して、強く訴えか

けてまいりたいと考えております。

○黒木覚市議員 東九州自動車道北浦―北川

間、先般、私ども県境議連で、大分のほうで総

会がございました。その際に、県北の議員全員

で、延岡事務所のほうから案内を受けてトンネ

ル等の視察をしました。１日に３メーターから

４メーター大きなトンネルが進んでおるという

説明等も聞きました。しかし、この北浦―北川

間は、工事はだんだん進んでいるけれども、開

通年度が示されていない部分なんです。国に開

通年度を示すよう、より一層働きかける必要が

あるのではないかと思いますが、この点、知事

に伺いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 現在、東九州自動車

道につきましては、蒲江―北浦間及び国道10号

延岡道路について、国土交通省から平成24年

度、また、門川―西都間については、西日本高

速道路株式会社から、平成22年度から25年度ま

での順次開通の予定が示されておるところであ

ります。これまで県では、県内の東九州自動車

道すべての事業区間について、遅くとも平成26

年度までに開通していただけるよう関係機関に

要望してきたところでありますが、北浦―北川

間など、いまだ開通年度が示されていない区間

が残されております。県としましては、開通目

標の時期が示されることは、早期開通に向け、

重要なポイントであると考えておりますことか

ら、これらの区間について、少しでも早い開通

に必要な予算を確保していただくとともに、早

期に開通目標年度を示していただくよう、引き

続き国に対して強く訴えかけてまいりたいと思

います。

○黒木覚市議員 直轄事業の負担金制度の廃止

問題が議論されているわけであります。高速道

路の整備がおくれた本県にとりまして、国が整

備を進める東九州自動車道等の区間を早期開通

させるためには、県も財政が厳しい状況であり

ますが、しばらくは現行制度のもと、直轄事業

についての応分の負担をしていかなければなら

ない現状であります。このことについて、知事

の所見を伺いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 東九州自動車道を初

めとする高速道路の整備がおくれた本県といた

しましては、その整備促進のため、厳しい財政

状況の中ではありますが、現行制度のもとでの

直轄事業負担金を負担することは、法の規定に

基づくものであり、やむを得ないと考えて、こ

れまで応分の負担をしてきております。この直

轄事業負担金につきましては、現在、全国知事

会と関係省庁の間で、そのあり方について協議

が進められており、さきに公表された平成22年

度の政府予算案においては、制度の廃止に向け

た第一歩として、維持管理費に要する経費や、

退職手当、営繕宿舎費などを含む業務取扱費を
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負担の対象から除外するとされており、大きな

前進と評価しているところであります。このた

め、本県の平成22年度当初予算編成におきまし

ては、これに沿って所要額を計上したところで

あります。なお、制度の廃止に向けた検討が進

められているところでありますが、いずれにい

たしましても、本県のように高速道路の整備が

おくれている地方の実情にも配慮し、国が責任

を持って早急に整備を進めていただくことを求

めていきたいと考えております。

○黒木覚市議員 続きまして、高速道路に係る

直轄事業の負担率は、以前は事業費の10％で

あったというふうに私は記憶しておりました

が、近年、負担率が上がったと聞いておりま

す。その状況と理由を県土整備部長にお伺いい

たします。

○県土整備部長（山田康夫君） 国が直轄で整

備を行う高速道路の事業費は、高速自動車国道

法の規定によりまして、国が事業費の４分の３

を負担することが基本となっております。本県

の場合、これに加えまして、「後進地域の開発

に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に

関する法律」の規定が適用されますので、国の

負担率が引き上げられることになります。引き

上げ率は総務大臣が毎年算定することとなって

おります。これに基づき、本県の負担率も自動

的に決まることとなりますが、近年の県の負担

率を申し上げますと、平成15年度から平成18年

度は10％でありましたが、19年度が10.75％、20

年度が11.5％、21年度が12.25％と、御指摘のと

おり負担率が上がっております。その理由であ

りますが、総務大臣が算定する引き上げ率は、

財政力指数をもとに、本県と財政力指数が最小

の団体との比較計算により決定されるというこ

とから、変動するものでございます。

○黒木覚市議員 今のお話を聞いております

と、宮崎県は財政力がよくなったのかなという

気がしますけれども、感じだけでしょうかね、

そのあたりは。

次に移ります。国道218号北方延岡道路には規

制速度50キロの箇所があるわけです。ここの改

良の見込みはどうなっているのか、県土整備部

長にもう一度お聞きします。

○県土整備部長（山田康夫君） 国道218号北方

延岡道路の北方―舞野間におきましては、用地

の取得が完了していないことが原因で道路の線

形の悪い箇所があり、一部の区間で規制速度が

時速50キロメートルとなっております。現在、

この用地に関し、県では、事業者である国土交

通省からの請求を受けまして、土地収用に向け

た法的手続を慎重に進めているところでありま

す。国土交通省によりますと、用地取得後、速

やかに工事を実施すると聞いておりまして、工

事完了後、規制速度の変更がなされる見込みと

なっております。

○黒木覚市議員 東九州自動車道門川―日向間

が、今年の末には開通するというふうに伺って

おります。東九州自動車道とつながる国道218号

北方延岡道路などの速度規制箇所も、さっき部

長がお答えいただいたように改良されるという

ことになりますと、今後どのようになるのか、

警察本部長にお伺いをいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 国道218号北方延

岡道路につきましては、現在、先ほどありまし

たように、道路の線形が悪いため、一部50キロ

規制となっている区間を除いて、60キロ規制と

なっております。また、東九州自動車道につき

ましては、門川インターチェンジから日向イン

ターチェンジまでの間が、本年末までに開通す

る見込みと伺っております。これに伴いまし
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て、日向インターチェンジから北方インター

チェンジまでが一本化され、先ほどございまし

たように道路環境も整備されれば、門川―日向

間の開通にあわせて、北方延岡道路を含めて、

日向インターチェンジから北方インターチェン

ジ間の速度規制については、70キロとすること

を考えております。

○黒木覚市議員 ありがとうございます。北方

から日向まで70キロ規制ということになります

と、かなり時間の短縮ができるなと、地域の皆

さんは非常に喜ばれるというふうに思っており

ます。

次に、県有財産の管理についてお尋ねをいた

します。

知事部局628戸、教育委員会555戸、警察関

係885戸の職員住宅があるわけであります。中に

は、老朽化が進み、古い年代の職員宿舎もある

ようであります。今後どのように管理していく

のか、それぞれ総務部長、教育長、警察本部長

にお伺いをいたします。

○総務部長（山下健次君） 知事部局の所管し

ております職員宿舎につきましては、628戸のう

ち、一番古い建物は昭和43年に建設されており

ます。こういったものを含めて、昭和40年代に

建設されたものが174戸と、全体の28％となって

おります。こういった老朽化した職員宿舎につ

きましては、管理計画に基づきまして、今後も

職員宿舎として利活用が見込まれる場合には、

改装工事や修繕により対応いたしますととも

に、利活用の見込みのない職員宿舎については

廃止し、処分をしてきたところでございます。

今後とも、入居状況あるいは地域的な事情、維

持コスト等を総合的に勘案しながら、適正な職

員宿舎の管理に努めてまいりたいと考えており

ます。

○教育長（渡辺義人君） 教育委員会所管の教

職員住宅につきましては、現在、老朽化した住

宅であっても、入居率が高く、将来とも活用が

見込めるものにつきましては、その補修等に努

め、住環境の維持を図っているところでありま

す。一方、長年にわたり入居率が低く、入居者

の増加が見込めない住宅につきましては、計画

的に処分しているところであります。今後と

も、こうした方針を基本として、教職員住宅の

適正な管理に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○警察本部長（鶴見雅男君） 警察は、事件・

事故、災害等、あらゆる警察事象に即応して、

迅速かつ的確な初動警察の体制を確立しなけれ

ばならないわけでありまして、警察職員は管内

居住を原則としております。したがいまして、

こういった警察職員を入居させるための職員宿

舎というのは極めて重要な施設でありまして、

計画的な維持管理を行っているところでありま

す。こういった中で、老朽化が進んだ職員宿舎

につきましても、今後も利活用が見込まれるも

のにつきましては、各地区の民間の住宅事情や

職員の住宅事情等を考慮しながら、各宿舎ごと

に存続の必要性や改築等の検討を重ねつつ、適

正な職員宿舎の管理に努めてまいる所存であり

ます。

○黒木覚市議員 ありがとうございました。知

事部局の管理戸数628戸のうち、入居戸数が449

戸、入居率は71.5％、179戸の空き家があるわけ

です。特に、日南、小林、日向、都城地区は、

入居率が50％前後となっているようでありま

す。教職員住宅555戸のうち、入居戸数が431

戸、入居率が77.7％で、124戸の空き家があるわ

けであります。教職員住宅の世帯用で見ます

と、宮崎地区が67.7％、日向・延岡が66.7％、
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西諸地区が53.8％と、低いところもあるようで

あります。警察関係では、宮崎周辺、本部ある

いは宮崎南署が入居率が70％ぐらいのほかは、

各署とも100％に近いぐらい高い入居率となって

いるようであります。警察のほうはそれでも102

戸の空き家があるようであります。空き家全体

で405戸になっております。入居率の少ない職員

宿舎を有効活用するためには、他の部局との連

携が必要ではないかというふうに感じますが、

それぞれ部局長にお伺いをいたします。

○総務部長（山下健次君） 知事部局におきま

しては、入居率の低い世帯用職員宿舎の有効活

用を図る観点から、昨年の３月に入居資格の要

件を緩和いたしまして、教育委員会及び警察本

部等の職員についても入居を認めているところ

でございます。現に、ことしの２月現在で警察

官６世帯が、知事部局が所管する職員宿舎に入

居している状況でございます。今後とも、教育

委員会や警察本部等と連携を図りながら、職員

宿舎の有効活用に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○教育長（渡辺義人君） 教職員住宅につきま

しても、県有財産の有効活用の観点から、他部

局の職員等の受け入れについて積極的に検討し

てまいりたいと考えております。以上です。

○警察本部長（鶴見雅男君） 現在、先ほど総

務部長からございましたように、６戸の知事部

局の世帯用の職員宿舎を利用させていただいて

いる状況であります。今後とも、他部局との連

携を図りながら、職員宿舎の有効活用に努めて

まいりたいと考えております。

○黒木覚市議員 知事にお伺いいたします。３

部局から、職員住宅の管理、今後の有効活用に

ついて、ただいまお聞きをいたしました。３部

局で400戸も空き家があるわけであります。県住

宅あるいは市町村住宅の空き家の抽せん、非常

に殺到して、かなり倍率が高いわけです。そう

いうことも考えますと、こういった職員住宅を

もっと活用ができないのか。あるいは住宅を

持っていらっしゃる職員の方が多い。特に延岡

や日向は通勤圏になってしまっている。電車も

延岡まで１時間で走れる。そうなりますと通勤

圏。そういうことで、かなり県住が空いてくる

んじゃないかというふうに思うんです。ですか

ら、ここあたりの住宅の整理といいますか、そ

ういうものについての知事の考え方をお聞かせ

願いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 職員宿舎につきまし

ては、異動の円滑化や災害時等の危機管理の対

応から整備を行ってまいりましたが、道路事情

の変化や地域事情等により、職員宿舎の必要性

も変わりつつあるものと考えております。この

ようなことから、県といたしましては、利活用

の見込みのない職員宿舎については、これまで

も廃止してきたところであり、既存の職員宿舎

についても、有効活用の観点から、県全体での

利活用を推進するなど、職員宿舎の適正な管理

に努めることとしております。

○黒木覚市議員 ありがとうございました。先

ほどの400戸というのは、私は大きい数字だと思

うんです。それをうまく活用ができるように、

よろしくお願いいたします。

次に、細島港の整備についてお尋ねをいたし

ます。

細島港北・南防波堤の整備の進捗により、港

内のうねりが少なくなってきたが、安全な荷役

をするためには、沖防波堤を延ばす必要がある

と思うわけであります。今後、事業費の削減が

心配されますが、知事はどのように取り組んで

いくのか、お伺いをいたします。
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○知事（東国原英夫君） 細島港につきまして

は、外国貿易を含む東九州の物流拠点港として

位置づけており、これまでも予算確保に配慮し

てきたところであります。お尋ねの沖防波堤に

つきましては、平成21年度末で約５割の進捗と

なっており、一定の効果があらわれているもの

の、現在でも、ロープが切れるなどの荷役障害

が年間約30件発生しておりますので、引き続き

整備が必要と考えております。私といたしまし

ては、国や県の公共事業予算が厳しい状況でご

ざいますので、選択と集中の理念を踏まえなが

ら、細島港の整備の必要性を国に強く訴えるこ

とで、必要な予算の確保に努めてまいりたいと

考えておるところであります。

○黒木覚市議員 次に、白浜17号岸壁について

であります。細島港大型岸壁の整備予定箇所の

背後には、既に護岸があるわけであります。こ

の護岸を改良工事として取り扱うと、整備に取

り組みやすいんじゃないかという地元の声があ

るわけです。今の護岸を改良するほうがいいん

じゃないかと。今の民主党政権は新規事業を認

めないという方向もありますので、護岸の改良

としてはできないのかという地元の声があるわ

けであります。県土整備部長、どのように考え

ておるか、お伺いをいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） お話のありま

した既設の護岸は、埋め立てのために必要な施

設でありまして、船舶を係留するための機能と

構造を有しておりません。一般的には、護岸の

ままで、かさ上げなど機能の向上を図る場合を

改良工事と表現しております。一方、今回整備

を予定しております大型岸壁は、船舶の係留と

貨物を取り扱うための埠頭用地が必要なことか

ら、港湾計画によりまして、既設の護岸から海

側に50メートル出して新たに整備するというも

のでございます。このような場合、国において

は新規事業として取り扱われることになってお

ります。

○黒木覚市議員 今、部長のほうからお話を聞

いてみますと、やはり新規でないとこれは取り

組めないということがよくわかりました。大型

岸壁の整備は新規着手ということになります

と、これは粘り強く国のほうに要望していく方

法しかないのかなと、そういう感じを受けてお

りますが、知事、どういうふうにここを取り組

みますか、もう一度、ありましたら。

○知事（東国原英夫君） 私といたしまして

は、これまでも、大型岸壁整備の新規着手に向

けて、国土交通省の大臣を初めとする政務三役

や民主党本部に対して、再三にわたり要望して

きたところでありますが、平成22年度は、直轄

事業の新規採択は行わないとする国の方針のも

と、新規着手が認められず、大変残念に思って

いるところであります。このため、平成22年度

は、大型岸壁背後の埠頭用地の利用促進と、直

轄事業の新規着手に向けての国へのメッセージ

につながるよう、県独自の調査事業を予定して

おります。今後とも引き続き、地元や産業界な

どと連携しながら、粘り強く国に訴えかけてま

いりたいと考えておるところであります。

○黒木覚市議員 今後、企業進出などにより、

細島港では貨物量がふえて重要性が増すであろ

うというふうに思うわけであります。細島港を

知事はどのように考えていらっしゃるのか、も

う一度お答えを願いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 細島港は、東九州の

物流拠点港として重要な役割を担っているとこ

ろであります。このような中、昭和シェルソー

ラーなど複数の企業が、細島港の利用を前提と

して進出を決定しておるところでありまして、
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取扱貨物量の大幅な増加が期待されておりま

す。このため、今議会で提案しております平

成22年度の当初予算案の中で、県単独事業によ

るコンテナターミナルの整備拡充を図ることと

しており、また、大型岸壁の新規着手について

も国に強く要望しているところであります。今

後は、高速道路網の整備によりまして、さらに

重要性が増大するものと思っておりますので、

ポートセールスによる港の利用促進や必要な施

設の整備に、引き続き積極的に取り組んでまい

りたいと考えております。

○黒木覚市議員 どうぞよろしくお願いをいた

します。

次に、麻薬・覚せい剤等についてお尋ねをい

たします。

薬物事犯についてでありますが、昨年も有名

芸能人の検挙などで全国的に話題になりまし

た。本県におきましても、昨年、新聞等に覚せ

い剤や大麻事犯の報道が取り上げられるなど、

薬物事犯の蔓延が大変危惧されているところで

あります。そこで、本県における薬物事犯の取

り締まり等の現状について、また広報啓発など

の諸対策について、警察本部長にお伺いをいた

します。

○警察本部長（鶴見雅男君） 本県における検

挙状況であります。昨年、平成21年中でござい

ますけれども、覚せい剤事犯が71件、52人、大

麻事犯で51件、37人、その他合成麻薬でありま

すＭＤＭＡの所持事犯１件を検挙しておりま

す。これを前年比で申しますと、覚せい剤事犯

が７件、４人の増加、大麻事犯が18件、７人の

増加となっており、特に大麻事犯につきまして

は、平成19年以降３年連続して過去最高の検挙

といった状況でございます。

対策といたしましては、供給源の遮断と需要

の根絶を基本といたしまして、税関、海上保安

庁等の関係機関と連携の上、密売人や末端乱用

者の徹底検挙を図ってまいります。また、取り

締まりの強化とともに、広報啓発活動の推進が

重要でありますことから、県の医療薬務課、保

健所等と連携をした薬物乱用防止キャンペー

ン、教育委員会や学校と連携した薬物乱用防止

教室の開催などを実施しているところでござい

ます。特に、大麻事犯を中心に若者への薬物汚

染が危惧されますことから、平成21年中は、県

内５つの大学で合計約2,000名を対象に薬物乱用

防止講話を実施したほか、県のサーフィン連盟

と連携しての広報啓発活動を実施しておりまし

て、今後もこうした取り組みを継続してまいる

所存であります。

○黒木覚市議員 今の検挙数には大麻の栽培事

犯も含まれているのか。それはどういう場所で

栽培されたのか。もう一度本部長にお伺いいた

します。

○警察本部長（鶴見雅男君） ただいま申し上

げました大麻事犯の検挙の中に、栽培事犯の検

挙も含まれておりまして、これが12件、６人を

検挙しております。栽培場所でありますけれど

も、借家とかアパートの一室、自宅のベランダ

等でありますが、中には、宮崎市内で検挙いた

しました栽培事案では、アパートでの栽培が手

狭になったために別に一軒家を借りて栽培して

いたという特殊な事例もございます。

○黒木覚市議員 次に、県内のケシの不正栽培

についてお伺いをいたします。ケシの仲間は、

春から夏にかけて色鮮やかで美しい大きな花を

咲かせるものが多く、ガーデニングや切り花用

の植物として大変人気があります。一方、ある

種のケシは、麻薬成分であるモルヒネを含み、

アヘンをつくることができるため、あへん法で
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栽培及び所持等が厳しく取り締まられておりま

す。つまり、ケシは、合法的な植えていいケシ

と、栽培が規制される植えてはいけないケシの

２種類があることになります。県内でも、植え

てはいけないケシ、つまり不正に栽培されたケ

シが、毎年かなりの数、保健所によって除去さ

れていると聞いております。そこで、福祉保健

部長にお伺いしますが、県内のケシの不正栽培

の現状及び原因はどうなっているのか、また、

その中でアヘンの精製を目的としたものはあっ

たのか、お尋ねをいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 県内で保健所

によって除去された不正栽培のケシについて

は、平成19年度が66件、5,302株、20年度が56

件、１万4,094株、21年度が41件、7,866株と

なっております。不正栽培の原因としては、合

法的なケシとの見分けが難しいことから、市販

の園芸用のケシの種の中に混入した不正なケシ

の種を、不正なものと知らずに鑑賞用として栽

培したケースがほとんどであります。なお、こ

の中で、アヘンを精製する目的で不正に栽培さ

れたものはありません。

○黒木覚市議員 植えていいケシ、植えてはい

けないケシの見分けもなかなか難しい、また、

アヘンの精製を目的とした栽培はなかったとい

うことでありますが、今はなくても、今後悪用

するなど何が起こるかわかりません。そこで、

ケシの不正栽培を根絶する対策についてはどの

ように考えておるのか、福祉保健部長にお尋ね

いたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） ケシの不正栽

培を根絶するためには、何よりも、県民一人一

人が正しい知識を身につけることが大切であり

ます。県としましては、毎年、４月15日から６

月30日まで、「不正大麻・けし撲滅運動」を実

施し、マスコミを通じての広報や、学校を初め

関係団体に啓発用のポスター・パンフレットを

配布するとともに、不正大麻・ケシの発見及び

除去を行っております。今後とも、このような

啓発活動に積極的に取り組んでまいりたいと考

えております。

○黒木覚市議員 保健所で取り締まりながら、

始末書もきちっと書かせているという話を聞い

ております。始末書を一回書いた人は二度とし

ないというふうに、今、県内では聞いておりま

すが、分布状況も、聞いてみますと、県内全域

にある程度あると。各保健所それぞれ摘発して

いるようですから、県内全域に、そういう種に

混入してくるのかなというふうに思っておりま

す。ぜひ不正な植えつけがないように取り締ま

りをお願いします。

ケシの不正栽培を見つけた保健所から通報を

受けた場合、警察は捜査するのか、本部長にお

尋ねをいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） その受けた通報

でございますけれども、それが刑罰法令に触れ

る内容のものであれば、所要の捜査を行うこと

になります。

○黒木覚市議員 だれも悪用で現実にやってい

ないから、今のところは取り締まるだけでいい

んですけれども、福祉保健部のほうにもしっか

りお願いをしておきます。

最後に、教育行政についてお尋ねをいたしま

す。

先ほどお伺いしましたが、社会教育関係団体

の活動の状況を踏まえ、社会教育関係団体が活

性化するためには、教育委員会として今後どの

ような支援が必要と考えているのか、教育長に

見解をお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 社会教育関係団体が
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活性化し、これまで以上に地域社会の発展に重

要な役割を果たしていくためには、その活動が

さらに地域に根差したものとなり、特に若い世

代から共感をされ、支持を得ることが大切であ

ると考えます。このためには、団体としての活

動がより地域に密着し、地域の活力につながる

ことや、子育てに悩む方々への相談といった、

時代の要請に即した魅力的な活動となることが

必要であり、あわせて、その活動内容を、若い

世代を初めとする地域住民に情報発信していく

ことが重要であると考えております。このよう

な視点に立ちまして、県教育委員会といたしま

しても、今後とも、市町村との十分な連携のも

と、社会教育関係団体の活性化が図られるよう

に、必要な情報提供や指導・助言などの支援に

努めてまいりたいと考えております。以上で

す。

○黒木覚市議員 ありがとうございました。今

回は、私の得意分野であります農業問題は一切

やりませんでしたけれども、この次は、農業問

題、林業問題、そういうものにも取り組んでい

きたいと思います。以上で終わります。ありが

とうございました。（拍手）

○中村幸一議長 次は、西村賢議員。

○西村 賢議員〔登壇〕（拍手） 愛みやざ

き、日向市選出の西村賢です。一般質問最後の

登壇者となり、代表質問から続き、皆さん、お

疲れでしょうが、最後までおつき合いのほど、

どうぞよろしくお願いします。

先ほど、同郷の日向選出、黒木覚市先輩のほ

うから、細島港、そして高速道路に対する要望

がありました。政府も、重要港湾を絞って整備

していく旨の発言をしておりますので、細島港

の整備につきましては、高速道路の開通と相乗

効果を生むものであります。日向・入郷地域の

未来へのかけ橋、そして県北地域の最後の希望

でもありますので、県執行部の皆さん方には、

ぜひ積極的な行動をよろしくお願いします。そ

して、民主党の皆さん、よろしくお願いいたし

ます。

まず、知事の政治姿勢について伺います。

去る２月14日、延岡―日向市間を往復する西

日本マラソンにおいては、東国原知事も走ら

れ、観衆に手を振りながらも制限時間内に見事

ゴールされました。走る前に知事はテレビの取

材で、「完走して県民に勇気を与えたい」とい

う思いを有言実行してくれたことは非常にうれ

しく思います。さて、知事は、マラソンを走る

前にどういった目標を立てられ、その目標に向

かってトレーニングされているでしょうか。長

い距離を走るマラソンであれば、いきなり、あ

したフルマラソンを走れと言われても難しいも

のであります。いきなり素人にはできないこと

でもあります。高い目標だけあっても、なし得

ることではないと思いますが、最近、私の尊敬

する政治家の一人であります前厚生労働大臣の

舛添要一さんの「内閣総理大臣」という著書を

読みました。舛添氏の国を思う気持ち、そして

国際感覚や政治観など、また経済観など、非常

に共感できるところが多々ある政治家だと思っ

ております。その著書の一節で、民主新政権の

政治家主導に対し、「自転車しか運転したこと

がない人がＦ１を運転するがごときをやろうと

している」と、ジャーナリストの立花隆氏の言

葉を引用し、役所内部や官僚組織を知らずに政

治家主導をやることがいかに難しく、そして、

民主党の政治家主導に疑問を持っている様子が

うかがえました。これも、トレーニング期間

（経験）がないのに、いきなり高い目標に向

かって突っ込んでいっても難しいということを
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書きたかったのではないでしょうか。それでも

国民は、事業仕分けなど民主党の政治家主導に

大きな期待をしております。最初は当然動きが

悪いとは思いますが、これもやり続けていただ

きたいことであると思います。

話を戻しますが、知事は、みずから高い目標

を掲げたマニフェストをつくり、就任当初か

ら、４年間を一くくりとする発言をされてきま

した。知事も就任当初は、御自身の理想と現実

のギャップに悩まれたのではないでしょうか。

就任当初は県職員ともぎくしゃくしたかもしれ

ません。しかし、この３年間でしっかりと連携

を深め、あらゆる場所で県民との信頼を築き、

議会との信頼関係も―築けたかわかりません

が、そういう意味では、集大成となる就任から

４年目の予算編成となります。これまで、代表

質問、一般質問と、知事の予算編成に対する思

いは多々聞いてまいりましたが、いま一度知事

の言葉で思いを話していただければと思いま

す。

以下、質問者席より質問を続けます。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

少子高齢・過疎化の進行や、世界的な経済危

機の影響に加え、依然として厳しい財政状況な

ど、本県を取り巻く情勢は極めて厳しい状況だ

と認識をしているところであります。このた

め、平成22年度当初予算におきましては、最終

年度を迎える財政改革プログラムの着実な推進

により、徹底した財源の捻出に努めながら、選

択と集中の理念のもと、私の任期４年の仕上げ

の年として、総合計画に掲げる新みやざき創造

戦略を初め、マニフェストの実現に向けた施策

を推進してまいりたいと考えております。ま

た、緊急的な経済・雇用対策や中山間地域対策

など、マニフェストに掲げていない喫緊の課題

につきましても、迅速に対応していく必要があ

ることから、当初予算には、本県の発展のため

の重要性の高い施策や事業を盛り込んで編成し

たところであります。〔降壇〕

○西村 賢議員 ありがとうございました。再

質問したいと思いますが、先ほど私が壇上から

申し上げたとおり、知事の就任前、もしくは１

年目と４年目を迎える今の気持ちとお変わりあ

りませんでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 私は、信念として、

「原点に返れ、初心を忘るべからず」というの

を私の生き方の理念としておりますので、いつ

でも原点に返る、初心に戻るということを自分

に言い聞かせながら、県勢発展のために尽力し

ているところであります。

○西村 賢議員 ありがとうございました。ぜ

ひ２期目につなげる有意義な一年にしていただ

きたいと思います。

続きまして、本県観光振興について伺いま

す。

いよいよ、大型客船のレジェンド・オブ・ザ

・シーズ号が３月30日に細島港に初入港いたし

ます。これまでも、受け入れ体制につきまして

は何度か質問させていただきました。万全を期

していただき、ことしのみではなく、次に続い

ていくような支援をお願いしたいと思います。

さて、昨年９月の代表質問で、私が知事に中国

へのトップセールスについて伺ったところ、

「今後の受け入れ状況などを把握しながら考え

ていきたい」との答弁をいただきました。いよ

いよ初めての入港日が決まりましたが、知事は

歓迎式典や表敬等に出向く用意があるのか、お

伺いいたします。
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○知事（東国原英夫君） 今回のクルーズ船の

受け入れに関しましては、地元日向市が中心に

なって受け入れ事業等々の準備を進めておると

ころでありますが、３月も含め、今後５回の寄

港が予定されておりますので、私の日程の調整

を考えながら、私もぜひ港に行って歓迎の気持

ちをお示ししたいと考えております。

○西村 賢議員 その気持ちを伝えていただく

ことはもちろん重要なんですけれども、日向市

だけではなくて県全体でお迎えするという気持

ち、知事がいつも、県民総力戦、そしてその気

持ちを相手に、観光客に伝えるということを常

々申してこられてきましたので、ぜひそれを知

事が先頭に立ってやっていただきたいと思いま

す。

次に、商工観光労働部長にお伺いしますが、

中国からの観光客誘致は、日本国じゅうの観光

地や商店街がねらっているところでもありま

す。それはもう御承知のとおり、海外旅行する

中国人の購買意欲の高さにあります。日本のみ

ならず、世界じゅうで物を買い求めており、ニ

ュース等でもたびたび報道されております。昨

年、フランスで中国人が買ったブランド品など

の免税品がロシアを抜き、１位となったという

新聞記事も読みました。本県も、先ほど話した

レジェンド・オブ・ザ・シーズ号の入港にとど

まらず、ほかの地域からも集客に努めたいもの

ですが、そのためにも、しっかりと中国人の購

買ニーズをつかむのも大事だと思います。こち

らが売りたいものを売るのではなくて、向こう

が買いたいものを店に並べる、そういうことも

重要だと思いますが、顧客満足度、観光客の満

足度を高めるための本県の準備と、ニーズをつ

かむための取り組みはどうなっているのか、お

伺いします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 中国人観

光客のニーズにつきましては、現地旅行会社か

らの直接の聞き取り、あるいは県上海事務所に

よる情報収集活動、さらには、国際観光振興機

構や九州観光推進機構が実施しますアンケート

調査等により、把握に努めているところでござ

います。また、ことし１月には、中国の旅行ニ

ーズに精通している講師をお招きしまして、

ショッピングを旅行の大きな楽しみとする中国

人観光客の受け入れに関しまして、セミナーを

開催するなど、県内宿泊業者に情報提供を行っ

ているところでございます。このような取り組

みにより得ました情報等を活用し、例えば、現

在、中国でも富裕層を中心にゴルフ人口が急増

しているという動きに注目し、本県の誇るゴル

フ環境に重点を置きまして、中国人観光客の誘

致に取り組んでいるところでございます。今後

とも、さまざまなチャンネルを通じ、迅速な情

報収集を行いまして、ニーズを素早く把握する

とともに、これに的確に対応した旅行会社への

旅行コースの提案等を行ってまいりたいと考え

ております。以上でございます。

○西村 賢議員 これからのことだと思います

ので、ぜひ今回も、日向市や物産センター、そ

の関係各位とも連携をとっていただいて、お客

さまの満足度というものを高めるために頑張っ

ていただきたいと思います。

次に、中国、台湾、韓国などの東アジアから

の集客、また、その他外国からの観光客誘致

に、九州一体となっての広域的な活動は切り離

せません。先日からの質問でも、九州新幹線の

有効活用、そういう話も出ておりましたけれど

も、ぜひ九州各県の行政が連携する取り組みが

必要となりますが、その取り組みについて商工

観光労働部長にお伺いいたします。
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○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 海外から

の誘客に当たりましては、広域周遊ルートを作

成するにしても、知名度向上のための観光ＰＲ

を実施するにしても、各県が連携して取り組む

ことにより、一層の効果が上がると考えており

ます。このため、平成17年に、九州各県と経済

界が一体となりまして九州観光推進機構が設立

されたところでございまして、九州各県を周遊

する旅行商品の造成に向けて、国内外の旅行会

社等を招聘する事業、あるいは海外での各県合

同の旅行商談会等の取り組みが進められている

ところでございます。また、鹿児島、熊本、宮

崎の３県で、南九州広域観光ルート連絡協議会

を設置しておりまして、海外における南九州３

県の魅力のＰＲや、海外からの教育旅行の誘致

などに３県共同で取り組んでいるところでござ

います。そのほかにも、鹿児島県や長崎県との

共同事業等も行っております。今後とも、九州

各県と、より一層緊密に連携しまして、海外か

らの誘客の取り組みを進めてまいりたいと考え

ております。以上でございます。

○西村 賢議員 ありがとうございます。当

然、民間活力も含めた取り組みを、今後ともお

願いしたいと思います。

次に移ります。プロサーフィンのワールドツ

アー、ワールドチャンピオンシップツアー、Ｗ

ＣＴと略しますが、そのＷＣＴの開催誘致につ

いてお伺いいたします。本県でも、過去、平成

３年から３年間―基本的には１つが３年間あ

るそうなんですが―開催されて、平成３年、

当時10月８日から13日の６日間―うち１日は

台風でできなかったそうなんですが―12万人

もの観光客が世界じゅうから訪れたとのことで

す。県職員の中には、そのときのことを知る方

もまだいらっしゃるでしょう。それから宮崎に

はいい波があるということが全国的に広がり、

現在、サーフィン愛好者からは絶大な人気を集

めております。サーフィンの愛好者は、全国

に300万人、世界じゅうでは3,000万人いると言

われており、年々アジアでも広がりを見せてお

ります。サーフィンは、御存じのとおり、自然

相手のスポーツであり、自然環境やエコといっ

たものをイメージする本県にとっても、ぴった

りのスポーツだと言えます。県内にも、木崎浜

初め、日向市のお倉ヶ浜、金ヶ浜、高鍋の蚊口

浜、串間の恋ヶ浦など、有名スポットは数多く

ありますが、実際そのまま移り住んだり、別荘

を購入する人たちもいて、移住政策にもつな

がっております。このＷＣＴを見にきた方々が

もたらす大きな経済効果もあると思いますが、

来年開催候補地のエントリーがことしの９月に

迫っております。そのＷＣＴの誘致に向けて、

ぜひエントリーすべきだと思いますが、知事の

意向を伺います。

○知事（東国原英夫君） スポーツイベントや

大会の誘致というのは、議員御指摘のように、

移住誘致、観光誘致、あるいはスポーツランド

みやざきの振興にとっては、重要な施策、事業

だと認識しておるところであります。また、こ

のサーフィン大会は、議員御指摘のように、平

成３年から５年にかけて３年間行われておった

んですが、かなりの経済効果ということも数字

的に出ております。ただ、地元負担が非常に大

きいものですから、これについて状況はどうな

のかと。費用対効果等々も含め、あるいは地元

に求められる財政負担といったものを勘案し、

開催に際しては、地元関係団体の受け入れ体制

の充実・拡充といったものを広く複合的に勘案

して検討を進めないといけないと思っておりま

す。
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○西村 賢議員 過去の平成３年からの予算を

見ますと、３年間で約１億2,000万円ぐらい、年

間約3,900万円かかったという資料も見ました。

費用対効果を考えても、当然そのときの集客の

みならず、今の愛好者の多い集客力、そして知

名度を考えると、高いものではなかったのでは

ないかと思います。実際、約20年近くたつわけ

ですけれども、今、宮崎に、シーズンオフでも

サーファーの方がいっぱい押しかけるというの

は、やはりそのときの効果が今やっと花開いて

いるからではないかと思います。実は、平成３

年前後当時の県議会議事録を見ました。これは

まだ電子化されていないものですから、探すの

も大変な状況でしたけれども、当時もサーフィ

ンの集客に驚き、また、木崎浜への設備整備を

求める議員の発言などもありました。ただ、そ

の当時は、お金の心配は特に見受けられません

でした。それだけいい時代だったのかもしれま

せんけれども、やはり県の観光の魅力というも

のを考えますと、いつも知事が答弁されるよう

に、自然とか、神話とか、スポーツランドとい

うものがあると思います。先ほども商工観光労

働部長から、ゴルフというものを有効的に活用

するという話もありましたけれども、サーフィ

ンも同様だと思います。20年ぶりの開催を期待

しておりますが、再度、知事の個人的な思いで

も結構ですから、ぜひその思いがあれば、ここ

の場で発言していただきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 本県はスポーツラン

ドを振興しておりまして、プロという名のもと

に、野球、サッカー、あらゆるスポーツのイベ

ントあるいは大会、合宿、キャンプ等を誘致し

ているところであります。これはもちろんマリ

ンスポーツも例外ではなく、非常に自然にも恵

まれた環境ですので、そういったものでＰＲ、

打ち出し、宮崎県のイメージの向上にもつなが

るものだと、重要な取り組みではないかと認識

しているところでございます。ただ、先ほども

申しましたとおり、財政的な負担、地元負担を

要求されるといいますか、それが伴うものです

から、議員御指摘の１億数千万、１億3,000～１

億4,000万かかったこの大会の地元負担は、私の

個人的な考えで言いますと、相場感でいいます

と３分の１、要するに３分の２ぐらいを企業協

賛してくださるというのであれば、これは乗ら

ないわけではないと、検討しないわけではない

というような、そういった相場感は持っている

わけでございます。ただ、諸事情がございます

から、地元の関係者の方、そしてまた、サー

フィン主催者の方、それを協賛される企業さん

等の発掘も含めて協議を進めていかなければい

けないのかなと思っております。

○西村 賢議員 今の思いを考えますと、財政

的な問題はあるかもしれないけれども、知事個

人としてはやりたいと、やってみたいという思

いととらえてよろしいんでしょうか。

○知事（東国原英夫君） そうとらえてもらっ

ても構いません。

○西村 賢議員 ありがとうございます。

それでは、次に移ります。県のＩＴの活用に

ついてお伺いいたしますが、先日、株式会社電

通が、日本の総広告費と媒体別・業種別の広告

費を推定した「2009年日本の広告費」を発表い

たしました。2009年の日本の総広告費は、景気

悪化も受け、５兆9,222億円で、前年比11.5％の

大幅減となったそうです。不況になると企業は

よく３Ｋを削るといいます。交通費、交際費、

広告費の３Ｋです。まさしくその状況が顕著に

あらわれておりますが、その広告の媒体で１位

を占めるのはテレビ、１兆7,139億円でありまし
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た。その中で今回特筆すべきは、新聞広告費を

インターネット広告費が初めて上回り、インタ

ーネット広告はテレビに次ぐメディアとなった

というところでした。広告というものは景気に

大きく左右されるものでありますが、逆に、企

業は知恵を絞り、費用対効果の高いものへと集

中させていくことは言うまでもありません。も

ちろん、新聞や雑誌などの紙媒体に頼る部分も

多いとは思いますが、このような社会的・時代

的背景を受けて、県民政策部長にお伺いいたし

ます。秘書広報課が取りまとめる広報計画とい

うものが県にあるそうなんですが、まず、広報

費に用いられている県の予算はどのぐらいで、

内訳はどのようになっているのか、お伺いいた

します。

○県民政策部長（高山幹男君） 広報について

でありますけれども、県におきましては、県民

の皆様の必要とする県政の情報を、正確でわか

りやすく、かつ迅速に提供するため、各種広報

媒体の特性を生かした広報活動に努めておると

ころでございます。その予算額でありますが、

平成22年度の当初予算案におきましては、県全

体で約４億9,300万円をお願いいたしておりま

す。内訳は、新聞広告が約１億2,700万円、県広

報誌などの刊行物が約１億3,100万円、テレビ・

ラジオ関係が約１億2,200万円、さらにホームペ

ージ関係が約3,600万円などとなっております。

○西村 賢議員 テレビ、新聞、広報誌という

ものが約１億2,000～１億3,000万円で横並び、

そして、ネット関係が約3,600万円とのことでし

たが、明らかに、これは先ほどの日本の広告費

との配分バランスとは大きな隔たりがありま

す。当然、県もユーチューブを活用したり、少

しでも安いメディアを使う努力をしているのは

非常に理解しております。当然その観点から

も、ネット関係というのは余りお金がかさまな

いものであると思いますけれども、広報のあり

方、そして、毎年の見直しなどはどのように

行ってきたのか、効果の検証はなされてきたの

か、県の広報費の推移はどのようになっている

のか、県民政策部長にお伺いします。

○県民政策部長（高山幹男君） 広報予算の推

移でありますけれども、５年前の平成17年度が

約６億4,800万円でありましたが、平成22年度は

約４億9,300万円、24％の減となっております。

これは、厳しい財政状況を踏まえまして、各部

局において検証と見直しを行うとともに、選択

と集中という形で、できるものは県民政策部の

所管する広報に集約したことも大きな要因であ

ると考えております。こうした中において、県

のホームページにおきましては、知事記者会見

や県議会本議会の同時生中継を始めたほか、一

般の職員でも、専門家に頼らずにホームページ

の入力や書きかえができるシステムを導入する

など、適宜・的確な情報提供と内容の充実に努

めてまいりました。そういった形で、今後と

も、県の広報がより多くの方に見ていただける

よう、各種広報媒体の特性を生かしながら、効

果的・効率的な広報活動に取り組んでいきたい

と考えております。

○西村 賢議員 約５年間で１億5,000万ぐらい

カットされているという、コストカットに対す

る努力は非常に評価できると思います。私は、

ただ単に予算を減らしていけばいいということ

を言っているわけでは決してありません。た

だ、現時点で、５年前と比べても、県民サービ

スが下がっているとか悪くなっているというふ

うには思いません。やはり、いろんなメディア

をバランスよく使うことで、県民への周知とい

うものはますます広がっていくと思いますし、
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当然、今、知事がいろんな場面でテレビに出ら

れたり、また、それも賛否ありますけれども、

そういう意味でメディアを活用していただくと

いうことは、やはり県民の興味を県に向ける、

また、議会に向けるということにも非常に役に

立っていると思います。ただ、今後とも、県民

のニーズ、時代のニーズにあわせていく努力は

必要だと思いますので、ぜひそこはよろしくお

願いします。

続けていきますが、ツイッターの活用につい

て伺います。ＩＴの日々の進化は説明するまで

もありませんが、その中で、新たなＩＴメディ

アと言われるツイッターが脚光を浴びておりま

す。ツイッターとは、140文字までの短い文章を

つぶやくことで、ほとんどタイムラグがなく、

書く人、読む人が双方向でつながるという特徴

があります。オバマ大統領や鳩山総理初め著名

人も多く参加されており、世界じゅうでは１億

人を超える利用者、そして、日本でも500万人以

上が利用するという社会現象にまでなっており

ます。実際、ハイチの大地震でも活用された

り、国内のある市議会でも広報に導入されたり

と、ビジネスや趣味以外でも利便性が高いこと

も証明されています。このツイッターの活用を

県も真剣に考えるべきではないでしょうか、県

民政策部長にお伺いします。

○県民政策部長（高山幹男君） ツイッターの

県広報への活用でございますが、今、御質問が

ございましたように、ツイッターが急激な広が

りで進んでいるということは、私どもも認識し

ております。ただ、県広報への活用につきまし

ては、確かに、素早い情報の発信あるいは情報

の広がり、そういったものが可能であるという

ふうに存じますけれども、どのような情報を提

供するのか、また、情報の受け手となる登録者

をどのようにふやすのか、そういった点もあり

ますので、今後さまざまな観点から検討してま

いりたいと考えております。

○西村 賢議員 このツイッターのように、数

年までは考えも及ばなかったような技術が誕生

し、導入されてきているわけです。特にミク

シィのときもそうだったんですが、新たな技術

を使いこなすことはコストのカットにもつなが

りますし、そういうものを使うのに検討に時間

がかかっては、また次の新しいメディアが誕生

してしまうということもありまして、ＩＴの計

画は短期間でスピーディーにやらなければいけ

ないと思っております。ぜひ今回もスピーディ

ーな検討をして早く活用していただくように、

お願い申し上げます。

続いて、実際にツイッターを使っている知事

にお尋ねいたします。これまでの経緯を踏まえ

て、コスト縮減にもつながる、時代に沿ったメ

ディアの活用を知事はどう考えるか、知事の所

見をお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 県では、近年のイン

ターネットや情報技術の目覚ましい発展を受け

まして、ホームページの充実に努めてきたとこ

ろであります。昨年度は、閲覧数が年間3,000万

回を超えまして、重要な広報媒体の一つとなっ

ておるところであります。さらに、今年度は、

私の発案で、ブログを活用した「県庁職員日

記」や、ユーチューブを活用した「県政動画ニ

ュース」をスタートさせるなど、魅力の向上を

図ってきたところであります。今後とも、時代

のニーズにあわせて、さまざまなＩＴ関係の技

術を活用して、広報に積極的に、またコスト

カットに取り組んでいきたいと考えておりま

す。

○西村 賢議員 知事の、とりあえずやってみ
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ようとか、使ってみようということは、リーダ

ーとしても非常に大事なことだと思います。こ

れまでもたびたび取り組みを求めましたＩＴの

積極的な活用ですが、これも警察機関、また教

育機関の協力なしではできません。安心・安全

なＩＴ技術の普及のためには、教育機関、警察

機関―今回は質問いたしませんけれども―

ぜひ協力のほうをよろしくお願いいたします。

それでは、次に移ります。少子化対策につい

て伺います。

少子化の時代にありまして、出生率に大きく

影響するものに、晩婚化、未婚化があります。

実際、私自身も出生率の向上に取り組むべき立

場にあり、まだ余り大きな声で質問はできませ

んが、本県の初婚年齢が、平成20年で男性

が29.2歳、女性が27.7歳と、年々高くなってお

り、生涯未婚率も上がっております。本県の未

婚率の推移、また初婚年齢の推移を福祉保健部

長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 本県の未婚率

につきましては、国勢調査により、30歳代後半

を例に見ますと、男性は、昭和60年に10.0％で

あったものが、平成７年には20.1％、17年に

は27.1％と上昇しております。また、女性につ

きましても、昭和60年の6.5％から、平成７年に

は8.9％、17年には18.2％と、これも上昇してお

ります。なお、平均初婚年齢も近年上昇傾向に

あり、本県においても、少子化の要因の一つと

言われる未婚化・晩婚化が進行しております。

○西村 賢議員 今、その推移を見ましたけれ

ども、そのために今、婚活と言われる結婚活動

が真剣に行われております。その方法はいろい

ろありますが、実は私も今、日向市のほうで婚

活イベントの実行委員をしております。いろん

な団体が協力しまして婚活を応援しようと、昨

年から準備しており、やっと今月の13日に、初

めて日向市でも婚活イベントが行われます。予

定では男女70名が参加する予定ですから、この

中からいい御縁が誕生すればいいなと思ってお

ります。県の婚活事業の支援の一つ、「縁結び

応援団」がありますが、こちらにも登録させて

いただきました。その成果か、日向市外からも

多数のエントリーがありました。しかし、この

縁結び応援団事業も今年度で終わりとのことで

す。やっと日向市で婚活の機運が盛り上がって

きたときに非常に残念なんですが、これは多

分、県内を見回しても、民間団体の少ないとこ

ろでは、まだまだこれから婚活イベントをやっ

ていこうと思っている団体もあるかもしれませ

ん。都市部のようには簡単にいかない部分もあ

ります。逆に、これまで縁結び応援団で培った

ノウハウを生かして新たな婚活支援をしてはい

かがかと思いますが、事業継続について福祉保

健部長に伺います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 平成20年度か

ら実施しております「みやざき新たな出会い応

援事業」では、県内の企業や団体を「縁結び応

援団」として募集・登録し、この応援団が企画

する出会いの機会の情報を、独身男女に電子メ

ールで提供する取り組みを行っており、これま

で86団体に登録をいただき、約800名の独身男女

に対して情報の提供を行っております。また、

これらの応援団においては、相互の意見交換会

や研修会を実施されるなど、民間における交流

の広がりも見られており、結婚を応援する機運

づくりなどに一定の成果を上げているものと考

えております。このような中、県では、この事

業の今後のあり方等について、応援団の皆さん

との意見交換を行ってまいりました。この結

果、22年度以降は、民間における自主的な活動
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として、現在の実施方法による情報提供にも取

り組んでいただける方向で調整が進みつつある

ことから、県の事業としましては、21年度で終

了することとしたところであります。今後、県

としましては、応援団における活動がさらに充

実されますよう、必要な助言等に努めてまいり

たいと考えております。

○西村 賢議員 今の説明では、これは県か

ら、官から民へではないですけれども、民間企

業か民間団体のほうに引き継がれていくという

ことでした。先ほど申し上げましたが、県がい

ろいろな事業を打つ中で、私もこれまで子育て

支援でも言ってきたんですけれども、県が何か

事業を打ち出して、すぐに、わかったと手を挙

げてくれるような民間団体が育っているとこ

ろ、ＮＰＯが育っているところはいいんです。

ただ、宮崎市から遠くなればなるほど、どちら

かというと動きが悪いというか、どう動いてい

いかわからないという地域は多々あると思いま

す。宮崎市のように打てば響くとはいかない地

域もあるわけですから、ぜひそのことも念頭に

置いた事業を―これは福祉保健部に限ったこ

とではありませんけれども―ぜひお願いした

いと思います。

次に移ります。離婚対策について伺います。

本県は、出生率が全国平均より高いものの、離

婚率もワースト３位、宮崎は2.31、全国は1.99

というのが気にかかります。離婚率が下がれば

出生率向上につながることも考えられますし、

人口問題研究所の調査でも、結婚が続く期間が

長いほど平均出生子供数が上がっているという

結果も出ております。離婚率が高いためか、ひ

とり親世帯の抱える問題が今後本県の重要な課

題となってきています。できれば離婚せずに済

ませたいものですが、なかなか夫婦間の問題に

首を突っ込めないこともあります。ただ、私も

仕事上、離婚を考えている夫婦から、弁護士を

紹介してほしいとの相談を受けることもありま

すが、実際に話を聞いていると、数週間もすれ

ば何もなかったかのようになっている場合も多

々あります。そういうこともありますので、県

は離婚理由の調査等も行っておりますけれど

も、やはりその原因から傾向を把握して対策を

講じることもできるのではないかと思います。

離婚率を減らす対策について何かできないの

か、福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 離婚につきま

しては、それぞれの事情があり、基本的には個

人の意思によるものでありますことから、行政

が直接立ち入ることは困難な問題であると考え

ております。しかしながら、県といたしまして

は、離婚の要因とも言われております経済的な

問題や配偶者からの暴力、雇用、健康問題など

に対しては、それぞれの側面から各種の施策を

講じているところでございます。一例で申しま

すと、県の女性相談所では、年間1,500件ほどの

女性の不安や悩み等の相談を受けており、この

中で離婚にかかわる相談についても対応をして

おります。私としましても、離婚の減少は望ま

しいことと思いますので、離婚の要因とも言わ

れている諸問題に対しましては、今後とも適切

に対応してまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 個人的な問題であるから困難

という話もありましたけれども、社会的に離婚

を容認するような風潮も確かにあります。当

然、ＤＶとか精神的な苦痛を強いられている方

々にとってはよい傾向でもあるかと思います。

ただ、離婚しても自立していける人たち、生活

していける人たちはまだいいし、また、互いの

将来のためにという離婚であればいいんですけ
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れども、しかし、現実はそう甘くないと思いま

す。ひとり親の実態調査を見ましても、離婚後

は、そのほとんどの６～７割は経済的に困窮し

ているわけですし、また、この御時世では離婚

してもなかなか仕事が見つからない。また、養

育費なども満足に受け取っていない。決してバ

ラ色の離婚後が待っているわけではありませ

ん。特に、これからその方たちが高齢者となっ

ていき、生活弱者の問題につながると思います

し、長い目で見たら、本県の社会保障費の増大

につながりかねない問題だと私は思っておりま

す。そうなってセーフティーネットの拡充を考

えていくよりも、もとから予防していくほうが

よっぽどコストもかからないのではないかと思

います。我が県において、この離婚の問題を単

に個人の問題としてとらえてほしくないと思い

ます。

例えば、本県も、自殺に関する問題、全国ワ

ースト２位。そしてまた、全国でまさしく今、

自殺対策強化月間が展開されておりますけれど

も、これも最初はやはり個人の責任だというこ

ともありましたけど、やはり３万人を超える自

殺者が出てきて、国も県も今になって一生懸命

対策を講じております。自殺も、もともとそう

いう個人的な問題だからと放置しておいたこと

が原因だと思いますが、ぜひ、この離婚対策に

対しても何かしら県ができないのか、そして何

かしら変えていけないか。ワースト３を返上す

るためにもぜひ検討していただきたいと思いま

すが、ここで知事の見解をお伺いします。

○知事（東国原英夫君） 私に離婚のことを言

われてもちょっと微妙なんですが、離婚という

のは、個人的な事情等々があると思います。先

ほど部長が答弁しましたように、行政的なかか

わりというのはどこまでできるのか、その原因

となる経済的な問題だとか、ＤＶの問題だと

か、雇用の問題だとか、そういったものに対し

て、万全の対策をとっていくというのが行政の

役割かと思います。あるいは、少子化対策を含

めて考えるのであれば、ニート対策だとかフリ

ーターの問題、あるいは婚外子の問題だとか、

さまざまな結婚のあり方をどう法的に担保する

とか、あるいはそういった機運を地域や国全体

で醸成していく。そういったものも含めて総合

的に勘案されるべきだと考えております。

○西村 賢議員 いきなり知事にこういう話を

振って、いろいろ私も悩んだ部分はありました

けれども、知事が今おっしゃる中に、いろんな

結婚の形というのがあるのは、それは今、現実

だと思います。ただ、ワースト３位というのは

やはり原因があるわけでありまして、いかに対

策を講じていこうかと、そして講じていくべき

ではないかと、私はここで知事の思いを伺いた

かったところもありました。そのワースト３位

を返上することに対して、知事はどういう思い

を持っていますでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 議員御指摘のよう

に、自殺がワースト２位ということで強化対策

本部も立ち上げてやりました。去年の数字は正

確には把握しておりませんが、恐らく５位ぐら

いに下がってきたのではないかと思っておりま

す。これは同じような原因に通ずるものがあり

ます。経済の問題、雇用の問題、健康の問題と

か、共通する原因というものがあることは認識

しております。議員御指摘のように、離婚率と

いうものを軽視せずに、これを是正していく、

見直していくと。数字的な目標をどう立てるか

は別問題として、こういったものがいい傾向に

なるように、今後とも、行政として検討、ある

いはその対策について考えていかなければいけ
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ないと考えております。

○西村 賢議員 ありがとうございました。

次に移ります。次に、動物愛護について伺い

たいと思いますが、福祉保健部長にお伺いしま

す。ペットに関する質問の前に、昨年末、九州

で初めて、介助犬が都城市のある障がい者のと

ころに導入されたとのことでした。盲導犬も含

めて、普及に大きく弾みをつけていただきたい

ところですが、本県の介助犬、盲導犬の導入推

移をお伺いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 身体障害者補

助犬は、身体障がい者への重要な支援の一つで

あり、現在、盲導犬13頭、介助犬１頭が、障が

い者のパートナーとして活動しております。県

といたしましては、身体障がい者の自立と社会

参加を促進するため、これまでに23頭を育成し

てきたところであり、今後とも育成に努めてま

いりたいと考えております。

○西村 賢議員 以前、視覚障がい者の団体の

方と話したときに、盲導犬トイレの設置が、盲

導犬の普及や視覚障がい者の屋外活動につなが

るとの指摘をいただきました。福岡市の天神に

盲導犬トイレがあると伺いまして、実際そこを

見にいきました。当然そんなに利用があるわけ

ではありません。しかし、その普及啓発には十

分に価値がある公共施設であったのではないか

と後で気づかされました。また、本県でも、盲

導犬、介助犬の普及とともに、犬用のトイレの

設置も検討していただくように、これはお願い

申し上げます。

続いて行きますが、ペット犬のことについて

伺います。ペット犬の推移と、また、ペットの

ふんや鳴き声による苦情相談の推移がどうなっ

ているのか、福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（高橋 博君） まず、本県の

犬の頭数でございますけれども、犬の所有者

は、狂犬病予防法に基づき、市町村へ犬の登録

が義務づけられておりまして、平成20年度末現

在、登録頭数は６万8,880頭となっております。

平成15年度末現在の６万9,130頭をピークに、最

近はほぼ横ばいとなっております。

次に、犬の飼育にかかわるトラブルについて

でございますけれども、放し飼いや鳴き声、に

おいなど不適切な管理による家庭環境や、農作

物等への被害に関しまして、保健所に届けられ

た犬の苦情は、平成20年度では2,586件と、10年

度の4,380件に比べ減少しておりますが、不適切

な管理はいまだに多くあるようでございます。

これらの苦情に対しましては、宮崎県犬取締条

例及び宮崎県動物の愛護及び管理に関する条例

に基づき、関係機関と連携し、飼い主に直接、

適正飼育の指導等を行っております。

○西村 賢議員 トラブルが減少傾向にあると

のことで、飼い主のマナーの向上というのはう

かがえますが、逆に守らないケースも目立つと

いうこともあります。これは地域によっては、

住民のトラブルが非常に根深いものがありま

す。そこで、先ほど答弁にありましたが、動物

の愛護及び管理に関する条例によりますと、第

９条、飼養者、飼い主の遵守事項に、動物の汚

物を適正に処理すること、また、異常な鳴き

声、悪臭、体毛等により人に迷惑を及ぼさない

こと、また、公園、道路その他の公共の施設も

しくは場所または他人の財産を汚染し、または

破損しないようにすることと明示されてありま

す。しかし、この条例には特に罰則規定はあり

ません。もっと明確にして厳しくするべきでは

ないかと思いますが、部長の見解をお尋ねいた

します。

○福祉保健部長（高橋 博君） 宮崎県犬取締
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条例や宮崎県動物の愛護及び管理に関する条例

には、飼育者の責任として、放し飼いや人に迷

惑を及ぼさないことなど、遵守すべき事項が定

められております。人と動物とが共生する社会

づくりを進めるためには、飼い主のモラル向上

が不可欠であることから、動物愛護行事やしつ

け方教室などを県内各保健所において開催し、

適正飼育に関する啓発に取り組んでいるところ

であります。今後とも、このような取り組みの

一層の充実に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○西村 賢議員 啓発を進めていただき、その

経過を見せていただいて、今後とも、広い啓

発、効果のある啓発をお願いしたいと思いま

す。

また、これも飼い主のマナーに直結します

が、19年の９月議会で外山良治議員のほうから

も質問がありました、ペットの引き渡し状況に

ついて伺います。本県の犬の引き渡し状況はど

うなっているのか、殺処分数も含めてお答えく

ださい。

○福祉保健部長（高橋 博君） 飼い主の都合

により保健所に引き取られた犬の頭数は、平

成10年度には4,589頭でしたが、平成20年度

は1,644頭に減少しております。また、処分頭数

は平成10年度には8,425頭でしたが、捕獲・引き

取り頭数の減少に加え、返還・譲渡が増加した

ことから、平成20年度は2,361頭に減少しており

ます。県におきましては、殺処分を減らす対策

といたしまして、飼い主の責任を明確にし、安

易な引き取りを防止するため、犬の引き取りを

有料化するとともに、ＮＰＯ法人との協働によ

る譲渡施設の運営や、動物愛護専用ホームペー

ジ「みやざきドック愛ランド」を活用した、譲

渡犬や保護犬の情報提供に取り組んでいるとこ

ろであります。

○西村 賢議員 この２年で非常に取り組みは

進んでいると思いますけれども、先日、産経新

聞で、熊本市が、10年前のペットの殺処分が犬

だけで年間700匹いたものを、平成21年度はこれ

まで１匹になったという記事を読みました。こ

れもさまざまな取り組みの成果だと思います

し、すばらしい結果だと思います。当然ここに

行くまでには、なかなか道のりは厳しいかもし

れませんけれども、福祉保健部長はこのことは

御存じですか。熊本市の件は。

○福祉保健部長（高橋 博君） 熊本市の動物

愛護センターには、昨年10月、私も担当課職員

とともに訪問いたしまして、引き取りや譲渡対

策、ボランティア等との連携、ホームページ等

での啓発活動など、殺処分を減らす取り組みの

重要性を改めて感じたところでございます。

○西村 賢議員 ありがとうございます。場合

によっては、本県ももう一歩頑張っていただく

何か取り組みが欲しいと思いますので、ぜひ今

後とも継続的な努力をお願いしたいと思いま

す。

時間が参りましたので、これで終わります。

ありがとうございました。（拍手）

○中村幸一議長 以上で一般質問は終わりまし

た。

◎ 議案に対する質疑

○中村幸一議長 ここで、今回提案されており

ます議案に対する質疑の通告がありますので、

これを許します。

質疑についての発言時間は１人10分以内とい

たします。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 一般質問に続いて

ですが、最後ですので、よろしくお願いいたし
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ます。

提出をされました議案について質疑を行いま

す。知事並びに関係部長、教育長にそれぞれ御

答弁をいただきたいと思います。

まず、議案第35号、平成21年度補正予算（第

６号）についてです。

国の補正予算（第２号）を受けて、「地域活

性化・きめ細かな臨時交付金」関連事業が提案

をされています。この臨時交付金はどの程度交

付されているのか伺います。文字どおり、きめ

細かな事業に活用され、地域業者も潤い、地域

の活性化につながるものと思いますが、どのよ

うに配慮されるのか伺います。

次に、基金の積み立てについてですが、今

回、新たな基金の創設や既存の基金への積み増

しがかなり提案されております。まず、新たな

基金創設について、国の地域活性化・公共投資

臨時交付金をもとに25億円の臨時基金を造成す

るとしていますが、新年度においてどのように

活用するのか伺います。

次に、既存基金の追加積み立てについて、緊

急雇用創出事業臨時特例基金に26億5, 2 0 6

万6,000円の追加積み立てを行うとしています

が、積立総額及びその活用について伺います。

また、安心こども基金に４億3,897万円の追加

積み立てですが、積立総額及び新年度の活用に

ついて伺います。

さらに、既存基金へ総額37億9,718万4,000円

の追加積み立てが行われます。社会福祉施設等

耐震化臨時特例基金、介護職員処遇改善等臨時

特例基金、介護基盤緊急整備等臨時特例基金、

障害者自立支援対策臨時特例基金、地域自殺対

策緊急強化基金、森林整備地域活動支援基金

に、それぞれ積み増しをいたします。実質事業

は新年度ですが、基金総額はそれぞれ幾らにな

るのか、また、その主な活用について伺いたい

と思います。

次に、新規事業の緑の分権改革推進事業に１

億円が計上されています。具体的な事業内容を

お聞かせください。

次に、議案第１号、平成22年度一般会計予算

についてお伺いいたします。

22年度の一般会計予算は、21年度予算に比

べ2.6％増の5,722億6,600万円、県債発行額

は4.6％増の947億800万円、県債残高見込み

は9,410億円に達し、公債費は0.8％増の937

億4,000万円と、財政の状況は依然として厳しい

状況にあります。そこでまず、歳入について伺

いますが、重要な自主財源である県税収入が前

年度に比べ95億円と大幅な減収、３年連続の減

収です。その要因について、財政に与える影響

などを含め、知事にその認識をお伺いいたしま

す。

次に、子ども手当の支給について、10年度は

児童手当が継続となり、現行の地方負担もその

まま残ることになりました。また、今後の課題

として、所得税と住民税の年少扶養控除（16歳

未満）の廃止が行われようとしており、来年度

末から影響が出ることが予想されます。そうな

ると、子ども手当が支給されても、控除廃止に

より、国保税、保育料などの増額で手当は目減

りすることが懸念をされます。今回、中学生が

新たな受給対象になりますが、申請を必要とし

ています。保護者に対する周知徹底はなされて

いるのか、伺いたいと思います。

次に、高校授業料無償化について、政府は、

財源として、所得税と住民税の特定扶養控除

の18歳以下上乗せ部分の廃止や、公立高校分に

ついて、交付税の算定で授業料減免の実施分の

除外、また、私立高校についても、低所得者へ
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の上乗せを行う基準が狭められるなど、課題が

残りました。特に私学について、公私間格差の

解消は重要となっていますが、新年度予算で私

学授業料減免補助金が大幅に削減をされており

ますが、その理由、また今後の対応について伺

いたいと思います。

次に、国民健康保険について伺います。依然

として滞納世帯が多数存在し、今後ますます県

民負担がふえる要素が広がる中で、本県の国民

健康保険の現状をどのように見ているのか伺い

ます。また、市町村国保に対する県の法定分以

外の助成についてどのように考えているのか、

その考え方をお伺いいたします。

次に、教職員定数について伺います。新年

度、教職員定数の改善が措置され、大幅に定数

がふやされるとしていますが、本県にはどのよ

うに措置され、具体化されるのか、お伺いをい

たします。

以上で壇上からの質疑を終わります。〔降

壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

地域活性化・きめ細かな臨時交付金について

であります。本県への交付額は、国に要望した

事業量等を踏まえ、50億円程度を見込み、２月

補正予算に計上しております。この交付金は、

国の制度要綱等により、緊急経済対策の趣旨に

沿ったきめ細かなインフラ整備事業を実施する

ためのものでありまして、地元の中小企業や零

細事業者の受注に努め、積極的に地域活性化等

に取り組むことと定められておりますので、本

県におきましても、その趣旨を踏まえ、県単公

共事業及び県有施設の改修等に充当していると

ころであります。

次に、地域活性化・公共投資臨時基金につい

てであります。今回造成します基金は、国から

交付された地域活性化・公共投資臨時交付金を

原資とするため、その使途につきましても、交

付金の制度要綱に定められております。県とし

ましては、制度の趣旨を踏まえ、今年度積み立

てる全額を、来年度に実施する県単独事業のう

ち、建設地方債を活用できる事業の財源の一部

に充当することとしております。

次に、県税収入についてであります。県税収

入については、税制改正による影響、地方財政

計画、県内の経済動向等を総合的に検討した結

果、平成21年度当初予算に比べ、額にして95億

円、率にして10.9％の減収となっております。

これは、地方法人特別税の平年度化による影響

と、景気後退による企業収益や個人所得の減少

により、法人二税や個人県民税などが大幅に減

少すると見込まれることによるものでありま

す。〔降壇〕

○県民政策部長（高山幹男君）〔登壇〕 お答

えいたします。

緑の分権改革推進事業についてであります。

この事業は、地方の創意工夫により、地域のク

リーンエネルギー資源を活用し、エネルギーの

地産地消や地域の活性化を図る地方提案型の事

業として、国の第２次補正予算に盛り込まれ、

総務省が募集を行っているものであります。本

県からは、環境価値等の創造によって地域に経

済効果を生み出す仕組みの検討や、間伐材等を

バイオマス資源として活用していくためのコス

トダウンの調査検討などの県が直接実施する事

業のほか、市町村が希望する調査事業について

提案を行っているところでございます。

次に、私立高等学校授業料減免補助金につい

てであります。この補助金は、生活保護世帯や

解雇・倒産等による家計急変世帯等の生徒の授

平成22年３月３日(水)



- 351 -

業料負担の軽減を図ることを目的といたしてお

ります。減額の理由でありますが、就学支援金

の支給によりまして、生徒の授業料負担自体が

減ることから、結果として、補助対象となる授

業料減免額が減少するためであります。以上で

ございます。〔降壇〕

○福祉保健部長（高橋 博君）〔登壇〕 お答

えいたします。

基金の積立総額及び活用についてでありま

す。まず、緊急雇用創出事業臨時特例基金の福

祉保健部所管分の積立総額は約６億4,800万円

で、離職等により住宅を喪失している方等に対

する住宅手当などに活用し、次に、安心こども

基金の積立総額は約28億300万円で、保育所の整

備や認定こども園への運営費補助等に活用する

ものであります。また、社会福祉施設等耐震化

等臨時特例基金の積立総額は約18億700万円で、

社会福祉施設等の耐震化やスプリンクラーの整

備に活用し、次に、介護職員処遇改善等臨時特

例基金の積立総額は約45億1,500万円で、介護職

員の賃金改善に活用するものであります。次

に、介護基盤緊急整備等臨時特例基金の積立総

額は約33億円で、小規模特別養護老人ホーム等

の整備に活用し、障害者自立支援対策臨時特例

基金の積立総額は約35億4,600万円で、新体系サ

ービスへの移行促進や、福祉・介護人材の確保

等に活用するものであります。最後に、地域自

殺対策緊急強化基金の積立総額は約１億5,700万

円で、自殺対策に係る普及啓発や人材育成等に

活用することとしております。

次に、子ども手当についてであります。新た

に受給対象となる中学生の保護者等への周知に

つきましては、支給窓口である市町村に対し、

遺漏がないよう指導してきているところであり

ます。このようなことから、一部の市町村にお

きましては、中学校を通じて、保護者に対する

周知徹底を図るなどの措置を予定しているとこ

ろでございますが、引き続き、子ども手当の円

滑な支給ができますよう、市町村に対しまして

適切な助言・指導を行ってまいりたいと存じま

す。

次に、国民健康保険の現状についてでありま

す。国民健康保険の平成21年６月１日現在での

滞納世帯数は、４万6,983世帯で、全体の23.2％

を占めております。景気状況が依然として厳し

い中、今後も収納率の悪化や滞納世帯の増加が

見込まれるところでありますが、国におきまし

ては、22年度から、解雇や雇いどめによる失業

者に対する保険税の軽減策について制度改正が

予定されているところであり、これらの方の負

担は軽減されるものと考えております。

次に、市町村国保に対する助成についてであ

ります。県としましても、市町村国保の財政状

況が厳しい状況であることは十分に認識してお

りますが、県におきましても財政状況が厳しい

中では、現在の法定分以外の助成は困難である

と考えております。以上でございます。〔降

壇〕

○環境森林部長（吉瀬和明君）〔登壇〕 お答

えいたします。

森林整備地域活動支援基金についてでありま

す。この基金は、平成14年度から積み立てを行

い、活用しているところでありますが、これま

での積立総額は、今回の補正額を加えますと、

利子を含め約40億2,290万円でございます。この

基金は、森林所有者等による森林の施業の実施

に不可欠な施業実施区域の明確化作業や、森林

の被害状況確認等の地域活動への支援に活用し

ております。以上でございます。〔降壇〕

○商工観光労働部長（渡邊亮一君）〔登壇〕
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お答えします。

緊急雇用創出事業臨時特例基金についてでご

ざいます。この基金の２月補正後の積立総額

は、利子を含め90億2,997億1,000万円となりま

すが、うち雇用対策分としましては、83億8,202

万円9,000円となっております。今後とも、基金

を活用しまして、失業者に対する雇用・就業機

会の創出・提供等に積極的に取り組んでまいり

たいと考えております。以上でございます。

〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

義務教育費国庫負担に係る教職員定数の改善

についてであります。平成22年度の政府予算案

では、教員が子供と向き合う時間の確保等のた

めに、全国で4,200人の教職員定数の改善が盛り

込まれております。その定数の改善のうち、本

県への配分数につきましては、来年度の政府予

算が成立しておりませんので未定であります

が、配分があれば、小中学校での少人数指導の

充実や、特別支援教育の充実などに活用してい

きたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○前屋敷恵美議員 それぞれ御答弁をいただき

ました。かなりの額で、基金事業で地域の雇用

や経済の活性化のために活用していく予算に

なっておりますので、きょう質疑させていただ

きました以外については、委員会その他で深め

させていただきたいと思います。以上で終わり

ます。ありがとうございました。

○中村幸一議長 ほかに質疑の通告はありませ

ん。

以上で質疑は終了いたしました。

◎ 議案第63号採決

○中村幸一議長 次に、さきに提案のありまし

た教育委員会委員の任命の同意についての議案

第63号を議題といたします。

お諮りいたします。

本案については、会議規則第39条第３項の規

定により、委員会の付託を省略して直ちに審議

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

質疑並びに討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第63号については、同意することに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議なしと認めます。よっ

て、本案は同意することに決定いたしました。

◎ 議案第１号から第62号まで及び請願

委員会付託

○中村幸一議長 次に、今回提案されました議

案第１号から第62号までの各号議案及び新規請

願は、お手元に配付の付託表のとおりでありま

す。それぞれ関係の各委員会に付託をいたしま

す。

次の本会議は、３月８日午前10時開会、平

成21年度補正予算関係議案についての常任委員

長の審査結果報告から採決までであります。

本日はこれにて散会いたします。

午後３時６分散会
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◎ 常任委員長審査結果報告（議案第35号

から第62号まで）

○中村幸一議長 ただいまの出席議員42名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、平成21年度補正予算関係議案

についての常任委員長の審査結果報告から採決

までであります。

議案第35号から第62号までの各号議案を一括

議題といたします。

ただいまから常任委員長の審査結果報告を求

めます。まず、総務政策常任委員会、髙橋透委

員長。

○髙橋 透議員〔登壇〕 総務政策常任委員会

の報告をいたします。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第35号外８件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案委員会審

査結果表のとおり、いずれも全会一致で決定い

たしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、議案第35号「平成21年度宮崎県一般会

計補正予算（第6号）」についてであります。

この補正は、国の平成21年度補正予算（第2

号）の成立及び公共事業費等の国庫補助の決定

に伴うもの、その他必要とする経費について措

置するものであり、補正額は55億9,000万円余の

減額となっております。

歳入財源の主なものとしては、国庫支出金

が121億2,900万円余、地方交付税が24億2,500万

円余の増額となる一方、繰入金が68億2,300万円

余、県債が63億6,500万円余の減額となっており

ます。この結果、補正後の一般会計の予算額

は6,291億3,800万円余となります。

このうち、県民政策部所管の予算につきまし

ては、１億1,200万円余の減額補正となり、補正

後の予算額は111億9,200万円余となっておりま

す。

また、総務部所管の予算につきましては、83

億1,800万円余の増額補正となり、補正後の予算

額は1,528億7,700万円余となっております。

このうち、私立学校耐震対策緊急支援事業に

ついてであります。

このことについて複数の委員より、「重要な

対策なので、未申請の学校にも呼びかけるなど

積極的に活用できるように進めてほしい」との

要望があり、当局より、「本事業は平成20・21

年度の２年間の事業であり、来年度以降は国の

制度を活用しながら耐震対策を積極的に呼びか

けていきたい」との答弁がありました。

次に、「緑の分権改革」推進事業についてで

あります。

この事業は、地域のクリーンエネルギー資源

を把握し、最大限活用することにより地域活性

化を図るため、県が、地域エネルギーの利用促

進や経済効果を生み出す仕組みの検討等を行う

ほか、県北３町が、太陽熱、草質ペレット利活

用、小型風力発電の実証調査等を22年度までに

行うものであります。このことについて委員よ

り、「地域のクリーンエネルギーとして有望な

天然ガスも含め、検討してほしい」との要望が

あり、当局より、「この事業は現時点での提案

ということで予定している。現在策定中の総合

計画においては、今後、エネルギーの活用が重

要になると考えられるので、クリーンエネルギ

ー全体の中で検討していきたい」との答弁があ

りました。

次に、生活情報センター管理費についてであ
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ります。

これは、生活情報センターの警備、清掃、空

調管理等の委託業務に関する経費であります。

このことについて委員より、「業者が適切な従

業員の賃金等が確保できるよう委託業務の積算

に当たっては配慮していただきたい」との要望

がありました。

次に、合併関係市町村財政健全化支援事業に

ついてであります。

この事業は、財政状況が特に厳しい合併市町

村を対象に、金利の高い地方債の繰り上げ償還

をしようとする市町村に対して無利子の貸し付

けを行う事業であります。このことについて委

員より、「低金利の状況が続いており、市町村

に対して県から適切な指導を行ってほしい」と

の要望がありました。

次に、議案第55号「宮崎県議会議員の選挙に

おける選挙公報の発行に関する条例」について

であります。

このことについて複数の委員より、「執行権

を持つ知事等がマニフェストを掲げ、その実現

に向け、取り組むことは可能と考えるが、県議

会議員を初めとした地方議員のマニフェスト

は、議会の議決という議員間の合意がなければ

簡単には実現できない、あくまで努力目標であ

る。マニフェストがひとり歩きをしているが、

選挙公報の表現については十分良識が求められ

ることを指導できないか」との強い要望があ

り、当局より、「公職選挙法では、県議会議員

の選挙において条例で定めるところにより選挙

公報を発行することができるとされ、掲載文は

原文のまま掲載することとされている。表現の

自由との関係もあり、選挙公報としての品位を

損なうような記載以外は、選挙管理委員会が記

載内容の妥当性について判断することは問題が

あり、指導することは難しい」との答弁があり

ました。

次に、付託外案件について御報告いたしま

す。

まず、宮崎駅西口拠点施設整備事業について

であります。

本事業は、宮崎市中心市街地活性化基本計画

の主要事業として、駅西口の市・県有地を活用

して、バスセンターや物販施設、ホテル及び立

体駐車場等の複合施設を整備するものでありま

す。このことについて委員より、「現在、高速

バスの発着場が行き先により異なっており、利

用者の方にもわかりにくく不便である。新しい

バスセンターにおいては、バス乗り入れについ

てＪＲ九州とバス事業者との協議が進むよう県

としても努めてほしい」との要望がありまし

た。

次に、宮崎県土地利用基本計画書の改定につ

いてであります。

このことについて委員より、「都市計画法、

農振法等の土地利用規制について、少しでも不

公平感の解消に努めてほしい」との要望があ

り、当局より、「土地利用基本計画書は、行政

部内の総合調整を図るものであり、具体的な許

可等に当たっては、当然に個別規制法の規定を

踏まえて行われるものである。土地利用規制に

関してはさまざまな議論があるが、少しでも前

に進めるため、一定の場合について例示するな

ど明確化を図ったところである」との答弁があ

りました。

次に、宮崎交通株式会社のバス路線廃止検討

区間に係る対応方針についてであります。

このことについて委員より、「路線廃止の結

論に至るこれまでの過程を十分しんしゃくし、

今後とも地元市町等との事前協議を大切にしな
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がら、県においては調整役を今後とも引き続き

行っていただきたい」との要望がありました。

以上をもって当委員会の報告を終わります。

（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、厚生常任委員会、長友

安弘委員長。

○長友安弘議員〔登壇〕 御報告いたします。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第35号外４件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案委員会審

査結果表のとおり、いずれも全会一致により決

定をいたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、福祉保健部所管の補正予算についてで

あります。

今回の一般会計補正予算は、国の交付金を活

用した地域医療再生基金の創設、並びに緊急雇

用創出事業臨時特例基金や安心こども基金への

積み増し等により60億9,500万円余の増額補正と

なっております。この結果、補正後の一般会計

と特別会計を合わせた予算額は1,068億8,900万

円余となります。

このうち、産科医等確保支援事業についてで

あります。

これは、産科・産婦人科の医師及び助産師に

対し分娩手当等を支給している医療機関を対象

に、１分娩当たりの手当額に対して１万円を上

限に、その３分の１の補助を行うものでありま

す。今年度は、県内で分娩を取り扱っている43

医療機関のうち、補助条件である就業規則など

に分娩手当等の支給の明記がある18医療機関を

対象に補助する予定となっております。このこ

とについて委員より、「産科医の確保の目的と

しては、１分娩当たり１万円の手当というのは

効果が疑問であり、財源が全額国庫補助のみと

なっている。県の一般財源からの支出も考える

べきではないか」との意見や、「補助条件が就

業規則などに明記してあることであるが、ない

ところには県からも働きかけをして、補助対象

の医療機関を拡大してほしい」との要望があり

ました。

次に、議案第50号「宮崎県地域医療再生基金

条例」についてであります。

これは、本県の地域医療が抱える課題の解決

を図るために、宮崎県地域医療再生計画に基づ

く各種の事業を推進するための基金を設置する

ものであります。このことについて委員より、

「県内においても医療資源の格差が大きい。実

際に２次・３次医療圏内に専門医がいないた

め、宮崎市まで２時間も激痛に苦しみながら救

急搬送される患者がいる。また、本人の通院や

付き添いの家族の病院までの移動時間や交通費

など、負担も非常に大きい。命の格差といった

ものの解消に真剣に取り組んでいただきたい」

との要望がありました。このことに対して当局

より、「地域医療再生計画を作成する中で、市

町村を含めた行政、医師会、宮崎大学の三者で

小まめに意見交換を行ってきたことで、それぞ

れの連携が強まってきた。地域医療再生基金事

業を実効性のあるものとするため、関係機関と

気持ちを一つにして取り組んでいきたい」との

答弁がありました。

次に、介護職員処遇改善交付金の申請状況等

についてであります。

このことについて当局より、「本県の昨年12

月末現在の事業所の申請率は、全国平均80％に

対し71％であり、全国最下位であった」との報

告がありました。このことについて委員より、

「せっかくの処遇改善の施策なのに、なぜ申請
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率が悪いのか」との質疑があり、当局より、

「介護職員以外の職種が多いサービス種別の事

業所が申請率が低く、理由としては、他の介護

職員以外の職種とのバランスに欠ける、申請事

務が煩雑、平成23年度以降の交付金終了後の取

り扱いが不明などの回答が多かった。平成22年

度の１年間分の交付金の申請期限が本年２月末

から３月末までに延長となったので、未申請の

事業所へ申請の促進に精いっぱい努力したい」

との答弁がありました。

最後に、福祉保健部所管の予算には、国の経

済・雇用対策補正に基づく交付金により、平

成23年度までの事業期間となっている基金が含

まれております。このことについて委員より、

「福祉保健部所管の予算の中にも、建設工事、

設備工事に関するものが含まれている。経済対

策の目的のためにも前倒しで事業の執行に努め

てほしい」との要望がありました。

以上をもって当委員会の報告を終わります。

（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、商工建設常任委員会、

宮原義久委員長。

○宮原義久議員〔登壇〕 御報告いたします。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第35号外９件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案委員会審

査結果表のとおり、いずれも全会一致で決定い

たしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、商工観光労働部所管の補正予算につい

てであります。

今回の補正は、執行残に伴うものや緊急雇用

創出事業臨時特例基金の積み立てに伴うもの等

で、一般会計で21億6,200万円余の減額補正、特

別会計で４億100万円余の減額補正となります。

この結果、一般会計と特別会計を合わせた補正

後の予算額は511億2,800万円余となります。

このうち、今回の補正で債務負担行為の追加

を行う中山間地域新産業・雇用創出緊急対策事

業についてであります。

これに関連して委員より、「中山間地域は雇

用情勢が厳しくなっているので、このような緊

急対策事業を通じて、将来に継続していく新た

な産業の創出が図られるような取り組みを行っ

ていただきたい」との要望がありました。

また、同じく債務負担行為の追加を行う新規

学校卒業者等雇用創出・人材育成事業につい

て、委員より、「当事業の応募対象となる民間

団体等に対して事業の趣旨を徹底し、事業効果

を上げることが重要ではないか」との意見があ

り、当局より、「未就職の卒業者を次の雇用に

結びつけていくよう、研修計画について民間団

体等と協議していきたいと考えている」との答

弁がありました。

次に、宮崎県新技術・新工法展示商談会の開

催結果についてであります。

このことについて当局より、「トヨタ自動車

株式会社及び関連会社に新技術や新工法を直接

ＰＲすることを目的に、宮崎県内の37の企業等

が出展して開催し、開催期間の２日間で1,334名

の来場があった。期間中の商談状況について

は、商談成立が２件、商談中のものが148件であ

り、来場者のアンケートによると、参考になっ

たとの評価が半数近くに上り、一定の評価を得

たと考えている」との説明がありました。これ

に関連して委員より、「地元企業の育成という

面からも宮崎県の企業等が持っている技術をＰ

Ｒしていくことが重要である。取引の拡大や企

業誘致にも活用できるように、県内企業等の技
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術等のデータを収集すべきではないか」との意

見があり、当局より、「今後も、技術等のデー

タを充実し、工業、商業が一緒になって積極的

に商談会等へ取り組んでいきたい」との答弁が

ありました。

次に、県土整備部所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、国庫補助決定に伴うものや執

行残等に伴うもの等で、一般会計で50億9,900万

円余の減額補正、特別会計で7,300万円余の減額

補正となります。この結果、一般会計と特別会

計を合わせた補正後の予算額は959億9,200万円

余となります。

このうち、下水道事業推進費についてであり

ます。

この中の公共下水道整備促進事業について当

局より、「当事業は、公共下水道を整備してい

る市町村に対して県単独で交付金を交付するも

のであり、市町村の事業費確定等に伴い、743

万4,000円の減額となった」との説明がありまし

た。これに関連して委員より、「本県の下水道

普及率は51.1％とのことであるが、水質の保全

を図るためにも公共下水道の整備を進め、普及

率を70～80％程度に引き上げるよう努力すべき

ではないか」との意見があり、当局より、「県

の生活排水対策総合基本計画によると、下水道

普及率の最終目標は６割強となっており、整備

は順調に進捗していると考えている」との答弁

がありました。

以上をもって当委員会の報告を終わります。

（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、環境農林水産常任委員

会、外山衛委員長。

○外山 衛議員〔登壇〕 御報告いたします。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第35号外７件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案委員会審

査結果表のとおり、いずれも全会一致で決定を

いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、環境森林部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、国庫補助決定及び執行残等に

伴うものとして、一般会計で24億5,600万円余の

減額補正、特別会計で7,400万円余の減額補正と

なっております。この結果、補正後の一般会計

予算額は3 3 1億円余、特別会計予算額は５

億2,200万円余となり、一般会計と特別会計を合

わせた環境森林部の予算額は336億2,200万円余

となります。

このうち、神話・伝説を結ぶ道整備事業につ

いてであります。

これは、新規事業として、ひむか神話街道の

一部となっている林道の改良等を実施し、観光

ルートとしての整備を行うものであります。こ

のことについて委員より、「幅員が狭い部分が

多く、通行の安全性確保が求められるが、どの

ような整備を行うのか」との質疑があり、当局

より、「３路線22カ所の曲線改良と老朽化した

木製ガードレールの取りかえを行い、安全性の

確保と走行の快適性の向上を図りたい」との答

弁がありました。

次に、新たな宮崎県森林・林業長期計画につ

いてであります。

このことについて委員より、「一番疲弊して

いるのは林業であり、木材価格の低迷が最大の

ネックになっている。所得が上がり、山村が活

気づくような取り組みを明確に打ち出しながら

進めていく必要がある。計画策定に当たって
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は、国の施策との整合性を図る必要があると思

われるので、今後の国の動向も見きわめなが

ら、夢と希望のある、また力強い林業・木材産

業になるような計画にしていただきたい」との

要望がありました。

次に、農政水産部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、国庫補助決定及び執行残等に

伴うものとして、一般会計で36億8,000万円余の

減額補正、特別会計で9,400万円余の減額補正と

なっております。この結果、補正後の一般会計

予算額は413億3,500万円余、特別会計予算額は

５億4,500万円余となり、一般会計と特別会計を

合わせた農政水産部の予算額は418億8,100万円

余となります。

このうち、公共農道整備事業についてであり

ます。

このことについて委員より、「増額補正と

なっているが、今回の補正で年度当初に計画を

していた農道整備はできるのか」との質疑があ

り、当局より、「出来高が当初の計画より進捗

している事業箇所への対応や早期完成を図るた

めに一部事業の前倒しをすることとして、今回

の補正で増額している」との答弁がありまし

た。

次に、第七次宮崎県農業・農村振興長期計画

及び第五次宮崎県水産業・漁村振興長期計画に

ついてであります。

このことについて委員より、「地球温暖化の

影響が懸念される中、計画策定に当たっては、

今後の気候変動を見据えた本県農水産業の姿を

検討していただきたい」との要望があり、また

ほかの委員より、「消費者の視点に立って消費

拡大の取り組みを含めた計画策定をしていただ

けるようお願いしたい」との要望がありまし

た。

最後に、両部局の繰越明許費に関して委員よ

り、「かなりの件数、金額が繰り越しとなって

いるが、経済・雇用対策として効果が発揮され

るためにも、迅速な事業推進が図られるよう努

めていただきたい」との要望がありました。

以上をもちまして当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、文教警察企業常任委員

会、横田照夫委員長。

○横田照夫議員〔登壇〕 文教警察企業常任委

員会でございます。御報告いたします。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第35号外２件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案委員会審

査結果表のとおり、いずれも全会一致で決定を

いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、教育委員会所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、一般会計で52億4,200万円余の

減額補正であり、その主な内容は、職員の人件

費の執行残及び埋蔵文化財発掘調査の受託額の

確定等に伴うものであります。この結果、補正

後の一般会計と特別会計を合わせた予算額

は1,117億円余となります。

このうち、全国スポーツ・レクリエーション

祭開催事業についてであります。

このことについて委員より、「開催実行委員

会は平成22年３月末で解散となるが、今後の生

涯スポーツの振興にどのように取り組むのか」

との質疑があり、当局より、「県内各地での大

会開催を通じて、県民のスポーツ・レクリエー

ションへの関心が高まり、競技役員や運営役員
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の養成も図られたところである。今後も、関係

市町との連携を強化して、生涯スポーツの振興

を図ってまいりたい」との答弁がありました。

これに対し委員より、「生涯スポーツが地域に

根づいて、健康増進はもちろんのこと、地域の

輪をつくっていくことができるよう支援を続け

てほしい」との要望がありました。

次に、公安委員会所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、一般会計で10億4,300万円余の

減額補正であり、その主な内容は、職員の人件

費、退職手当の執行残等に伴うものでありま

す。この結果、補正後の一般会計予算額は285

億6,300万円余となります。

次に、平成21年中における交通事故の発生状

況についてであります。

当局より、「県内では73人の方が亡くなる死

亡事故が発生しており、年代別では65歳以上の

高齢者が32人で、全体の半数近くを占めてい

る」との説明がありました。このことについて

委員より、「このままでは、平成22年までに死

者数を61人以下とする第八次宮崎県交通安全計

画の目標達成は難しいのではないか。高齢者の

交通事故防止に向けた取り組みを強化してほし

い」との意見があり、これに対して当局より、

「警察官、交通安全指導員や自動車学校教官等

のボランティアによる高齢者宅の戸別訪問活動

をさらに充実させ、道路の横断方法や反射材の

着用など、交通安全についてのきめ細やかな指

導助言を粘り強く実施してまいりたい」との答

弁がありました。

以上をもって当委員会の報告を終わります。

（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 以上で常任委員長の審査結果

報告は終わりました。

質疑の通告はありません。

◎ 討 論

○中村幸一議長 これより討論に入ります。討

論についての発言時間は１人10分以内といたし

ます。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 おはようございま

す。日本共産党の前屋敷恵美でございます。

提出されました議案第62号「農政水産関係建

設事業執行に伴う市町村負担金徴収につい

て」、反対の立場から討論いたします。

本議案は、ふるさと農道緊急整備事業におい

て市町村から負担金を徴収するというものです

が、本来、国や県の直轄事業は、それぞれが責

任を持って事業を執行することが当然であっ

て、市町村の財政を圧迫させないためにも負担

金の徴収はすべきでないと考えます。

我が党は、従来からこうした立場を一貫して

表明してまいりましたが、現在では全国知事会

においても、国の直轄事業負担金徴収の廃止を

求める声が上げられるようになりました。極め

て当然のことと思います。同時に、市町村の負

担の重みも同じであり、市町村からの負担金徴

収はやめるべきだと思います。

また、議案第35号「平成21年度宮崎県一般会

計補正予算（第６号）」については、賛成をす

るものですが、若干申し述べたいと思います。

今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額から

それぞれ55億9,025万3,000円を減額し、一般会

計総額を6,291億3,841万6,000円とするもので

す。今回のその補正も、内容では国庫補助の決

定に伴うもの、執行残に伴うものとする減額補

正が多数見られます。
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中でも、給与改定に伴う人件費の多額の減額

は、職員の生活はもとより、地域経済にも影響

を及ぼすことが懸念されるものです。また、民

生費で、老人保健医療対策費や国民健康保険助

成費、介護保険対策費などが多額の減額に、衛

生費では、妊婦健康診査特別支援事業や肝炎治

療費助成事業などで多額の減額措置がなされて

います。特に、こうした福祉関連予算は、県民

の健康や暮らしに直接かかわるものだけに、そ

の執行に当たっては、単に見込みが下回ったか

らなどにとどめず、市町村とも連携を密にし

て、日常的に県民生活の状況を的確に把握し、

制度の周知徹底などを図りながら、県民の福祉

・健康の増進、また暮らしの向上に寄与できる

ように予算執行を行うことが大切であることを

指摘しておきたいと思います。

一方、今回の補正予算は、深刻な雇用や経済

危機の状況の中、国の施策による事業予算が大

幅に措置されており、地域活性化・公共投資臨

時交付金や地域活性化・きめ細かな臨時交付金

など、国庫補助金等による予算が活用されるこ

ととなります。その多くが基金に積まれ、基金

事業として新年度予算で具体化されるものです

が、雇用の創出や福祉の充実、地域医療の再

生、教育の充実など、広分野に及んでいます。

特に、地域活性化・きめ細かな臨時交付金

は、これまでの交付金とは趣旨が異なり、小規

模なインフラ整備事業に活用できる、いわゆる

使い勝手のよい内容となっています。文字どお

り、地元の中小企業、零細事業者が受注できる

ようなきめ細かな事業に活用され、地元業者も

潤い、雇用の拡大や真に地域の活性化につなが

るよう、生きた予算の使い方になることを期待

して、本補正予算に賛成することを述べ、討論

といたします。以上です。〔降壇〕

○中村幸一議長 以上で討論は終わりました。

◎ 議案第62号採決

○中村幸一議長 これより採決に入ります。

議案第62号についてお諮りいたします。

本案に対する委員長の審査結果報告は可決で

あります。委員長の報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 起立多数。よって、本案は委

員長の報告のとおり可決されました。

◎ 議案第35号から第61号まで採決

○中村幸一議長 次に、議案第35号から第61号

までの各号議案について、一括お諮りいたしま

す。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は委員長の報告のとおり可決され

ました。

◎ 議員発議案送付の通知

○中村幸一議長 次に、お手元に配付のとお

り、委員会より議案の送付を受けましたので、

事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

平成22年３月８日

宮崎県議会議長 中村 幸一 殿

提出者 議会運営委員長 中野 廣明

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に
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より提出します。

記

議員発議案第２号

県議会議員の定数を定める条例及び県議会

議員の選挙区及び各選挙区において選挙す

べき議員の数に関する条例の一部を改正す

る条例の一部を改正する条例

議員発議案第３号

県議会議員の選挙区の特例に関する条例

◎ 議員発議案第２号及び第３号追加上程

○中村幸一議長 ただいま朗読いたしました議

員発議案第２号及び第３号を日程に追加し、議

題とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

両案については、会議規則第39条第２項及び

第３項の規定により、説明、質疑及び委員会の

付託を省略して直ちに審議することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

◎ 議員発議案第２号及び第３号採決

○中村幸一議長 これより採決に入ります。

議員発議案第２号及び第３号について、一括

お諮りいたします。

両案は、原案のとおり可決することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議なしと認めます。よっ

て、両案は原案のとおり可決されました。

あすからの日程をお知らせします。

あす９日から16日までは、常任委員会並びに

特別委員会等のため、本会議を休会いたしま

す。

次の本会議は、17日午前10時開会、平成22年

度当初予算関係議案等についての常任委員長の

審査結果報告から採決まで、並びに特別委員長

の調査結果報告であります。

本日はこれで散会いたします。

午前10時38分散会

平成22年３月８日(月)
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◎ 常任委員長審査結果報告（議案第1号から

第34号まで並びに請願）

○中村幸一議長 ただいまの出席議員42名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、常任委員長の審査結果報告か

ら採決まで、並びに特別委員長の調査結果報告

であります。

まず、議案第１号から第34号までの各号議

案、並びに請願第34号から第36号まで及び継続

審査中の請願を一括議題といたします。

ただいまから、常任委員長の審査結果報告を

求めます。まず、総務政策常任委員会、髙橋透

委員長。

○髙橋 透議員〔登壇〕 総務政策常任委員会

の報告を行います。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外４件及び新規請願１件でありま

す。慎重に審査をいたしました結果、お手元に

配付の議案・請願委員会審査結果表のとおり、

決定をいたしました。なお、議案第１号につい

ては賛成多数により、その他の議案については

全会一致により決定をいたしております。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、平成22年度当初予算の概要についてで

あります。

今回提案されました平成22年度一般会計の予

算規模は、5,772億6,600万円で、平成21年度予

算に対して147億2,800万円、2.6％の増となって

おります。また、特別会計及び公営企業会計に

ついては、それぞれ21.0％、4.3％の減となって

おります。当初予算の特徴としましては、厳し

い社会経済情勢のもとにあっても、県民の皆様

が将来への夢や希望が持てるよう、また、自主

自立の地域づくりを進めるため、選択と集中の

理念のもと、重要政策に積極的に取り組む「ひ

かり輝く宮崎の未来へ 県民総力結集予算」と

して編成されております。

歳入面を見てみますと、まず、自主財源比率

については、県税の大幅な減少等により、前年

度比で0.8ポイント減少して36.2％となっており

ます。また、依存財源については、地方交付税

及びその代替財源であります臨時財政対策債が

増加したことにより、0.8ポイントふえており、

地方交付税、県債のシェアもそれぞれ0.3ポイン

トふえました。

一方、歳出面を見てみますと、義務的経費に

ついては、扶助費と公債費は増加しますが、人

件費の減少により、2,663億7,100万円で、前年

度に比べ９億円余の減となっています。このう

ち、公債費は３年連続で増加し、937億1,800万

円で、前年度より７億円余の増となっておりま

す。

投資的経費は、財政改革プログラムに基づく

公共事業の減など普通建設事業が減少すること

から、前年度と比べ９億円余、0.8％の減となっ

ております。

一般行政経費については、補助費等、貸付金

が増加すること等により、1,918億300万円で、

前年度より166億円余の増となっております。

次に、財政改革プログラムの最終年度となる

平成22年度の収支不足は、中期見通しにおけ

る306億円から、地方財政対策等により257億円

程度に減少することに加え、財政改革プログラ

ムに基づく事務事業の見直しや歳入確保などの

取り組みにより、最終的には151億円程度にまで

圧縮されます。

また、臨時財政対策債を除く県債発行額は、

平成22年３月17日（水）
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前年度と比べ48億円、11.1％の減となり、その

残高見込みは6,696億円程度で、前年度に比

べ、309億円減少します。

なお、平成22年度の収支不足については、前

年度より縮小したものの、多額の基金取り崩し

により、平成22年度末の基金残高見込みは286億

円程度となります。

このうち、歳入予算の確保についてでありま

す。このことについて委員より、子ども手当や

高校の実質無償化に伴う県の減収分に対する国

からの補てんについて質疑があり、当局より、

「法案が審議中ではあるが、制度拡充分につい

ては国が措置すると考えている」との答弁があ

りました。

次に、県民政策部所管の平成22年度当初予算

についてであります。

今回提案されました一般会計の当初予算

は、116億5,100万円余であり、前年度当初予算

に対して19.9％の増となっています。また、一

般会計と特別会計を合わせた県民政策部の予算

額は、117億600万円余で、前年度に対し20.1％

の増となっております。これは、国勢調査費や

私立高等学校等就学支援金などの国庫支出金に

よる事業の増などによるものであります。

このうち、みやざきＥＶ－ＰＶ構想推進事業

についてであります。

この事業は、電気自動車（ＥＶ）と太陽光発

電（ＰＶ）を連携させ、電気自動車普及等のた

め、県公用車に電気自動車を率先導入し、その

充電設備の設置等を行うものであります。

このことについて委員より、「事業化をする

以上、電気自動車の導入について将来的な数値

目標を持つべきではないか」との質疑があり、

当局より、「厳しい財政状況の中でもあり、現

時点で具体的な数値目標を持てる段階ではない

が、22年度の取り組みを通じて、県における電

気自動車の活用や導入目標についてしっかり考

えていきたい」との答弁がありました。

また、別の委員より、「電気自動車の普及を

図るために、経費をかけて充電施設を整備する

のであるから、将来的に一般の県民が利用でき

るよう、設置場所については考慮していただき

たい。また、ソーラーパネルのような補助事業

を導入する予定はあるのか」との質疑があり、

当局より、「設置場所や設備の県民利用につい

ては今後考えていきたい。また、電気自動車や

充電設備の普及のための補助事業創設について

は、多大な経費が伴うので、今後の検討課題で

ある」との答弁がありました。

次に、「いきいき集落」活性化推進事業につ

いてであります。

この事業は、集落活性化のモデルの構築を目

的に、県内15市町村、84集落のいきいき集落か

ら、地域活性化に資する事業の提案を幅広く求

め、他集落のモデルとなるような事業に対して

助成するものであります。

このことについて、複数の集落から提案が

あった場合の採択基準について、当局より、

「事業については、地域ごとにさまざまな形態

がある。実現可能性、地域バランス等を勘案し

ながら、集落活性化のモデルとなるような事業

に対して支援を検討していきたい」との説明が

あり、委員より、「中山間地域にはすばらしい

取り組みを行っている集落がある。今回のモデ

ル事業が他の集落にも普及していけば、追加予

算措置等の事業の拡大も検討していただきた

い」との要望がありました。

次に、私立高等学校授業料減免補助金の見直

しについてであります。

これは、私立高等学校の生徒を取り巻く経済

平成22年３月17日（水）
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状況が大変厳しい中、就学支援金が創設された

ことに伴い、生活困窮世帯の生徒について、現

行の授業料減免補助金制度を見直し、生徒負担

をゼロにするものであります。請願第34号「教

育格差をなくし、子どもたちにゆきとどいた教

育・私学助成増額を求める請願書」について、

請願者の願意を尊重し、全会一致で採択したと

ころであります。

当委員会といたしましては、今回の県当局の

措置を評価するものの、授業料減免に伴う補助

金総額が本年度より減少していることから、低

所得世帯の教育費負担のさらなる軽減等のた

め、対象世帯の拡充等、一層の取り組みを要望

するものであります。

次に、地域公共交通活性化対策事業について

であります。

この事業は、利用者が減少し続けている中、

相互にかかわりのあるサービス向上、利用者増

加、収益性向上に向け、それぞれの段階への働

きかけにより、相乗効果を促し、地域公共交通

の活性化を図るものであります。

このことについて委員より、「公共交通機関

の活性化は重要であるが、交通事業者と商業施

設とが連携した取り組みについては、中心市街

地の商店街が大型商業施設の出店等による売り

上げの減少に悩んでいるといった状況もあるの

で、事業実施に際しては、これらの点について

も留意していただきたい」との要望がありまし

た。

次に、物流効率化支援事業についてでありま

す。

このことについて、委員より、「物流問題の

解決なくしては本県の経済浮揚は難しい。本事

業は、21年度に続く事業であり、評価するもの

であるが、海上・陸上輸送においては、長期的

な視点でのインパクトのある物流対策も必要で

はないか」との要望があり、当局より、「海上

物流を含めた大型輸送機関の充実は、長年にわ

たり本県の課題として取り組んできている。知

事就任後、物流対策本部を立ち上げ、各部、民

間団体等とも連携した取り組みを行っている

が、今後とも、農産物の集荷体制の整備や新た

な企業進出等も視野に入れながら、関係機関と

連携して取り組んでいきたい」との答弁があり

ました。

次に、広報活動費についてであります。

このことについて複数の委員より、「県が発

行する「広報みやざき」については、他の自治

体等が発行する広報誌も参考にしながら、さら

に高齢者等にも読みやすく、魅力ある誌面づく

りを考えていただきたい」との要望がありまし

た。

次に、総務部所管の平成22年度当初予算につ

いてであります。

今回提案されました当初予算は、1, 3 5 1

億2,200万円余で、前年度当初予算に対して約１

％の減となっております。

このうち、県有財産（普通財産）有効活用推

進事業についてであります。

この事業は、普通財産の一層の利活用を図る

ため、管理体制を整備し、宅建業者やインター

ネット等、民間活用による未利用財産の売却・

貸し付け等を推進するものであります。

このことについて委員より、「工夫すること

によりかなりの収益が生まれるものがあるはず

である。財政が厳しい中で取得した有用な財産

も含まれており、早急に有効利用を考えていた

だきたい」との要望がありました。また、別の

委員より、「今回の事業は、未利用の普通財産

が対象であるが、行政財産の中にも相当期間が
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たたないと遊休資産扱いとならないものがあ

る。今回の事業も参考にしながら、行政財産も

含め、県全体の財産活用策について検討してい

ただきたい」との要望がありました。

次に、海外派遣研修についてであります。

このことについて複数の委員より、「上海事

務所の役割については理解できるが、それなり

のコストをかけて語学研修を行うのであるか

ら、その後の現地勤務の期間延長について検討

していただきたい」との要望がありました。

次に、一括交付金制度化の充実した検討を求

める意見書についてであります。

現在、地域主権戦略会議で協議が行われてい

る、いわゆる「ひもつき補助金」を廃止し、地

方が自由に使える一括交付金の制度設計に当

たっては、国の責任を放棄することなく、地方

の裁量権や自由度が真に確保され、地域の実情

に応じた対応が求められています。また、住民

の生活を守る施策を実施するに足る所要額の確

保や傾斜的配分、義務教育や社会保障等に関す

る分野の交付金対象からの除外等について検討

される必要があります。よって、国において

は、真の地方分権を確立するため、自主財源に

乏しい地方の意向や実情を十分にしんしゃく

し、一括交付金制度を創設されるよう強く要望

するものであります。

当委員会といたしましては、この意見書の提

出を全会一致で決定したところであります。

最後に、「県民政策及び行財政対策に関する

調査」につきましては、地方自治法第109条第９

項の規定により、閉会中の継続審査といたした

いので、意見書とともに議長においてその取り

扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。(拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、厚生常任委員会、長友

安弘委員長。

○長友安弘議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外５件及び新規請願２件の計８件で

あります。慎重に審査をいたしました結果、継

続審査中の請願５件を含め、お手元に配付の議

案・請願委員会審査結果表のとおり、決定をい

たしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、福祉保健部所管の平成22年度予算につ

いてであります。

今回提案されました当初予算額は、一般会計

と特別会計を合わせ、904億4,600万円余で、前

年度当初予算額に対して10.6％の増となってお

ります。

このうち、子ども手当についてであります。

本県の受給対象者は約16万3,000人おり、平

成22年度の支給額は全体で255億円ほどになり、

このうち、従来からの児童手当の県負担分とし

て25億1,600万円余が計上されております。

このことについて委員より、「子ども手当の

支給要件はどうなっているのか」との質疑があ

り、当局より、「住所要件として日本国内に住

所を有すること。監護生計要件として、一定の

児童を監護し、その児童と一定の生計関係にあ

ることの２つの受給要件を満たすことである」

との答弁がありました。

さらに、委員より、「外国人は、１年以上在

住していれば母国に残した子供にも支給され、

また、その子供は養子であっても支給される。

人数に制限がない。逆に、子供を日本に残し、

海外赴任している日本人に対しては支給されな
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いということで間違いないか」との質疑があ

り、当局より、「外国人の母国に残している子

供については、受給要件を満たしているか確認

することになる。日本人が海外赴任している場

合については、住民票が日本国内にあれば受給

される」との答弁がありました。このことにつ

いて委員より、「日本の少子化対策を悪用し、

海外で相当数の養子縁組を行うことなどによ

り、高額の子ども手当の受給を図るケースも予

想され、支給事務を行う市町村に不正がないか

どうか審査できるのかという問題など、多くの

懸念がある」との意見がありました。

次に、障がい児地域療育推進事業についてで

あります。

これは、こども療育センター利用者の通院等

の負担軽減と地域における療育機能の向上を図

るものでありますが、本年４月より新たに、県

立延岡病院へ出張診療日を月１回設けることと

しております。

このことについて、委員より、「この事業に

より、こども療育センターへ県北地域から通院

している方のうち、どの程度カバーできるの

か」との質疑があり、当局より、「県北地域で

継続的に経過観察が必要な方が70名程度おり、

おおむね年２回から３回通っている中で、その

うち年１回から２回は延岡病院で診察できる見

込みである」との答弁がありました。これに対

して委員より、「月２回出張診療日を設けると

おおむねカバーできることになるので、ぜひと

も拡大をお願いしたい」との要望がありまし

た。

次に、知的・精神障がい者職場体験推進事業

についてであります。

これは、県庁・企業等における職場体験実習

等を推進することにより、知的・精神障がい者

の就労能力の向上と企業等における障がい者雇

用への理解促進を図るものであり、平成22年度

より新たに県の臨時職員として任用することも

予定されております。

このことについて委員より、「特におくれて

いる精神障がい者の企業への就労促進を図るた

め、病院と就労訓練を行う社会福祉法人やＮＰ

Ｏ法人などの受け皿との連携の推進を図ってほ

しい」との要望がありました。

また、他の委員より、「県内の特別支援学校

の高等部設置の整備が進められている中で、雇

用受け入れ側の企業の理解が進み、障がい者の

雇用も同時に拡大されるようお願いしたい」と

の要望がありました。

次に、不妊治療費助成事業についてでありま

す。

このことについて委員より、「平成21年度よ

り、１回当たりの助成額の上限を10万円から15

万円に上げているとのことだが、回数制限はあ

るのか。妊娠した割合はどうか」との質疑があ

り、当局より、「１年間に２回まで、通算５年

間助成が受けられる。平成16年度から平成19年

度の治療実績において、707組のうち268組の

約38％が妊娠している」との答弁がありまし

た。これに対して委員より、「かなりの実績・

効果があるので、さらにＰＲを図ってほしい」

との要望がありました。

次に、病院局所管の平成22年度予算について

であります。

今回提案されました県立病院事業会計予算の

収益的収支は、収益265億8,400万円余、費用274

億2,200万円余であり、収益から費用を差し引い

た収支は８億3,800万円余の赤字であります。こ

れは、前年度当初予算に比べて４億4,900万円余

の赤字の増加となっており、また、中期経営計
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画では6,800万円の黒字を目標としていました

が、今年度決算として14億2,900万円余の赤字の

見込みとなったことから、現実的な収益目標を

設定して計上されたものであります。

このうち、医師確保対策事業についてであり

ます。

平成22年からの新たな対策として、休日・夜

間の勤務時間外に呼び出した場合の救急医療体

制確保手当の創設、出産・育児等で離職してい

る女性医師で段階的に現場復帰を希望している

方を、非常勤職員として採用できるように短時

間変則勤務制度の導入や、県立宮崎病院内にお

いて病後児一時保育の試行を行うこととしてお

ります。

このことについて委員より、県立病院の女性

医師の割合について質疑があり、当局より、

「正規職員の医師177名のうち、女性は22名であ

り、12％となっている」との答弁がありまし

た。

さらに、委員より、「宮崎大学医学部の女性

割合が４割ほどいる中で、県立病院も医師確保

が最優先の課題となっていることから、女性医

師の掘り起こしに努めてほしい」との要望があ

りました。

医師不足の問題については、県立病院、公立

病院、民間病院を問わず深刻な状況の中で、県

内の医師約2,600人のうち、宮崎東諸県医療圏の

県面積の約11％の中に約53％と集中している医

師の偏在の問題、今年度の宮崎大学医学部推薦

入試の地域枠10名のうち、合格者が２名のみと

なったことなど、本県出身の医学部入学生をふ

やすための教育の課題等々、解決すべき課題が

山積しており、これは県民の生命にかかわる最

重要の課題であります。

当委員会といたしましては、この問題を解決

するために、医師確保対策本部などの設置や、

県民からも、県外の知り合いの医師に働きかけ

たり、そのような医師の情報を県に寄せていた

だくなど、県民総力戦で取り組まれることを要

望いたします。

次に、障害者自立支援法の早期改善を求める

意見書の提出についてであります。

国においては、障害者自立支援法違憲訴訟原

告団・弁護団と基本合意を締結し、速やかに応

益負担を廃止し、遅くとも平成25年８月までに

障害者自立支援法を廃止し、新たな総合的な福

祉法制を実施することとしております。

また、本年４月より、低所得者の障がい者等

につき、福祉サービス等の利用者負担を無料と

することとしておりますが、自立支援医療に係

る利用者負担の課題や、市町村民税課税世帯は

応益負担のままであるなど、さまざまな課題の

早期の改善が求められております。このような

ことから、国に対して、新たな総合的な福祉法

制の実施まで待つのではなく、早期の改善を要

望するものであります。

当委員会としましては、この意見書の提出を

全会一致で決定したところでありますので、議

長においてよろしくお取り計らいいただきます

ようお願いいたします。

最後に、「福祉保健行政の推進並びに県立病

院事業に関する調査」につきましては、地方自

治法第109条第９項の規定により、閉会中の継続

審査といたしたいので、議長においてその取り

扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、商工建設常任委員会、

宮原義久委員長。

○宮原義久議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた
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します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外10件であります。慎重に審査をい

たしました結果、継続審査中の請願２件を含

め、お手元に配付の議案・請願委員会審査結果

表のとおり、決定をいたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、商工観光労働部所管の平成22年度予算

についてであります。

今回提案されました当初予算の規模は、一般

会計と特別会計を合わせて547億4,300万円余で

あり、前年度当初予算額に対して21.1％の増と

なっております。

このうち、宮崎フリーウェイ工業団地管理事

業についてであります。

この事業は、宮崎県土地開発公社の解散に伴

い、宮崎フリーウェイ工業団地の未売却地を同

公社から購入するものであります。

同工業団地への企業誘致に関して、委員よ

り、「農畜産物などの地域にある原材料を生か

すことが重要であり、例えば、農業協同組合等

と連携するなど、県外の企業でなく、県内の地

場企業から何かを生み出すという考え方もある

のではないか」との意見があり、当局より、

「県外からの誘致企業も必要であるが、地場企

業の立地による産業振興も重要と考えている。

さまざまな取り組みをいかに事業化、産業化に

結びつけていくか、関係部局とも連携し、協議

してまいりたい」との答弁がありました。

また、別の委員より、「工業団地があるとい

うことだけでは企業立地は進まない。工業団地

を埋めていく方向性を見つけるために英知を絞

らなければならない」との意見があり、当局よ

り、「西諸地域の特徴を生かした新たな戦略を

早急に練り直し、さまざまな展開を総合的に考

えてまいりたい」との答弁がありました。

次に、広域拠点工業団地整備促進事業につい

てであります。

この事業は、大規模な工業団地の整備等を行

う広域市町村に対し、県が一定の支援を行い、

県内における大型工業団地の整備を促進するも

のであります。

このことについて委員より、「市町村から工

業団地整備の要望があった際に、的確な情報提

供、助言を行うことができるよう、県内各地域

の人材や地元企業等の情報の収集、今後伸びて

いく産業についての分析などに努めていただき

たい」との要望がありました。

次に、商店街の活性化についてであります。

このことについて委員より、「商店街は、そ

の地域の高齢者等の生活にとって必要不可欠な

場でもある。商店街を活性化させるためには、

その地域を守るという視点に立った支援が必要

ではないか」との意見があり、当局より、「今

後は、商店街だけに着目した対策ではなく、商

店街の枠を超えたまちづくりという視点で、関

係部局、市町村等とも連携をしながら活性化に

取り組んでまいりたい」との答弁がありまし

た。

また、別の委員より、「その地域のあらゆる

資源を活用しながら、交流の場、情報交換の場

といった商店街が持っている機能を取り戻すこ

とについても考えていただきたい」との要望が

ありました。

次に、県土整備部所管の平成22年度予算につ

いてであります。

今回提案されました当初予算の規模は、一般

会計と特別会計を合わせて813億9,100万円余で

あり、前年度当初予算額に対して5.2％の減と
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なっております。

このうち、橋梁維持事業についてでありま

す。

このことについて委員より、「今後は、老朽

化した橋梁も多くなり、維持管理費の負担も大

きくなっていくのではないか」との質疑があ

り、当局より、「限られた予算制約のもとで、

効率的かつ効果的な社会資本の運用・管理を行

うアセットマネジメントに取り組んでおり、そ

の中で橋梁の維持管理の方法について検討を

行っている。損傷が発生してから対応するので

はなく、あらかじめ小規模な補修を繰り返し行

い、橋梁の長寿命化を図ることで今後の予算の

縮減に努めてまいりたい」との答弁がありまし

た。これに対して委員より、「今後も年次的な

計画を立て、適切な維持管理に取り組んでいた

だきたい」との要望がありました。

次に、建設産業育成総合対策事業についてで

あります。

この事業は、新分野進出や資金調達の支援な

どを通して、経営基盤の強化に積極的に取り組

む業者を重点的に支援するものであります。

このことについて当局より、「平成22年度か

ら、新たに経営革新計画の承認を受けた企業に

対しては、補助限度額を引き上げて重点的に支

援するなどの改善を行う」との説明がありまし

た。これに対して委員より、「補助限度額の引

き上げは、新分野への進出を検討している業者

にとってよい支援策であるが、一方では、同分

野の既存の業者を圧迫する可能性もある。各地

域で求められている分野や既存業者への影響を

考慮しながら取り組みを進めていただきたい」

との要望がありました。

次に、細島港の整備についてであります。

このことについて委員より、「今回、細島港

に関しての２つの新規事業が上げられている

が、これは今までの整備がおくれているという

ことの裏返しではないか。志布志港を利用して

いる企業も多々ある。今後、本県から重要港湾

がなくなるということも懸念されるので、早急

な整備を行っていただきたい」との要望があり

ました。

当委員会といたしましては、細島港をどう位

置づけるのかなど、物流の観点での明確なビ

ジョンを持って、関係部局とも議論を重ね、各

種事業、施策を展開し、政策的効果をより一層

高めていく取り組みを行うよう要望いたしま

す。

最後に、当委員会において継続審査と決定い

たしました案件のほか、「商工観光振興対策及

び土木行政の推進に関する調査」につきまして

は、地方自治法第109条第９項の規定により、閉

会中の継続審査といたしたいので、議長におい

てその取り扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、環境農林水産常任委員

会、外山衛委員長。

○外山 衛議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外14件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案・請願委

員会審査結果表のとおり、いずれも全会一致で

決定をいたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、環境森林部所管の平成22年度予算につ

いてであります。

今回提案されました当初予算の規模は、一般

平成22年３月17日（水）
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会計で250億2,900万円余、特別会計で５億6,100

万円余となっております。この結果、一般会計

と特別会計を合わせた環境森林部の平成22年度

の予算額は、255億9,100万円余で、前年度当初

予算額に対して12.4％の増となっております。

このうち、循環型社会形成のための総合対策

推進事業についてであります。

これは、循環型社会を形成するため、計画策

定、意識啓発及びリサイクル製品の利用促進の

ための施策を総合的に実施するものでありま

す。

このことについて委員より、「計画策定に当

たっては、畜産業から排出される家畜ふん尿量

についても十分考慮しながら、農政部門と連携

し、また、県総合計画との整合性を図りなが

ら、循環型社会の形成に向けて取り組んでいた

だきたい」との要望がありました。

次に、森林吸収源活用モデル事業についてで

あります。

これはＪ－ＶＥＲ制度を活用して、森林の二

酸化炭素吸収機能に経済的・社会的価値を与え

て、山元に利益を還元する取り組みをモデル的

に県有林で実施するものであります。

このことについて委員より、「Ｊ－ＶＥＲ制

度で利益が還元されることで山元は経済的にプ

ラスになり、また、その資金で森林整備も進め

られ、今後の森林資源の充実も図られると思わ

れる。低炭素社会の実現を図るためにも、当モ

デル事業にしっかり取り組んでいただきたい」

との要望がありました。

次に、市町村有害鳥獣捕獲促進事業について

であります。

これは、農林作物への被害を防止するため、

市町村有害鳥獣対策協議会の活動に助成を行う

とともに、シカの生息数の多い地域において、

特に雌シカを集中的に捕獲するものでありま

す。

このことについて委員より、「雌シカの捕獲

単価について、捕獲頭数による増額の区分が不

明確ではないか」との質疑があり、当局より、

「市町村ごとに基本目標頭数を設定し、それを

基準として増額の区分を設けることとした」と

の答弁がありました。

また、委員より、「中山間地域における鳥獣

被害は非常に深刻な問題である。捕獲による対

策は非常に効果的なものと思われるので、事業

をさらに強力に推進するため、捕獲単価の見直

しを検討していただきたい」との要望がありま

した。

次に、農政水産部所管の平成22年度予算につ

いてであります。

今回、提案されました当初予算の規模は、一

般会計で376億3,000万円余、特別会計で４

億3,600万円余となっております。この結果、一

般会計と特別会計を合わせた農政水産部の平

成22年度の予算額は、380億6,600万円余で、前

年度当初予算額に対して7.6％の減となっており

ます。

このうち、「緊急！みやざきの中山間果樹産

地再構築事業」についてであります。

これは、中山間果樹産地において高齢化等が

進行する中、産地みずから産地再構築プランを

作成し、生産から販売まで戦略を構築できる果

樹版集落営農組織を育成するとともに、計画に

基づいた条件整備を行い、産地の維持確保を図

るものであります。

このことについて委員より、「中山間地域の

農村においては、担い手が減少している中、生

産者は高齢化し、現金収入になる果樹が目の前

にあるのに収穫できない状況である。原因は、
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急峻な場所にあるなど劣悪な地形条件となって

いるためである。産地崩壊が懸念される中、生

産者の支援となるような対策となっているの

か」との質疑があり、当局より、「果樹産地再

生作業隊を育成・支援するとともに、ＮＰＯな

どへの協力もお願いしながら、収穫を補助する

取り組みを検討してまいりたい」との答弁があ

りました。

当委員会といたしましては、中山間地域の築

き上げてきた財産を守るためにも、また、生産

者の生活基盤の安定のためにも、地域の実情に

応じた生産条件の整備を早急に推進していただ

きますよう要望いたします。

次に、みやざきモデル食育・地産地消推進事

業についてであります。

これは、農業県宮崎にふさわしい食育・地産

地消を推進するため、民間等と連携した活動や

推進体制の再編整備を図るとともに、県民の自

発的かつ継続的な取り組みを支援するものであ

ります。

このことについて委員より、「宮崎の農業の

将来について、農業者や県民は、宮崎で生産さ

れた農作物に対する誇りを持つことが大事であ

り、また、本県のこのすばらしい気候、太陽で

はぐくまれた農産物を、新鮮な状態で子供たち

がおいしく食べることが、食育・地産地消につ

ながるものとなる。事業推進に当たっては、食

育を通じて、子供たちが農業のよさ、魅力を感

じられるような、また、宮崎の農業の将来が非

常に夢のあるものとなってほしい」との意見が

ありました。

次に、農業・農村振興長期計画についてであ

ります。

このことについて、当委員会といたしまして

は、計画策定に当たって、本県の農業振興の方

向性を誤らないためにも、今後の国の動向も見

きわめながら、農村の基盤整備の充実や農業所

得の向上が図られるよう、また、本県の農業の

特徴を生かした計画となるよう要望いたしま

す。

次に、水産業の振興についてであります。

このことについて委員より、「近年の漁業経

営は、燃油や資材価格の高騰による経営コスト

の増加、景気後退による魚価の低迷、また、不

漁による漁獲高の激減等、極めて厳しい状況が

続いている。この現状に対策を講じる手はある

のか」との質疑に対し、当局より、「国におい

ては、共済制度の掛金、加入対象範囲の見直

し、農業関係の所得補償制度と同じような仕組

みの導入の検討がなされているようである。な

お、本県の取り組みとしては、新規事業にあ

る、カツオ一本釣り漁場予測システムの実用化

の促進により、効率的な操業体制の確立による

収益の確保を図ることとしている」との答弁が

ありました。

当委員会といたしましては、今後の漁業はま

すます深刻さを増すことが懸念されることか

ら、この厳しい現状を十分認識しながら、水産

資源の持続的な利用や、漁業関係者の負担軽減

及び経営安定が図られるよう、水産業の振興に

さらなる積極的な取り組みを要望いたします。

最後に、「環境対策及び農林漁業振興対策に

関する調査」につきましては、地方自治法第109

条第９項の規定により、閉会中の継続審査とい

たしたいので、議長においてその取り扱いをよ

ろしくお願いいたします。

以上をもちまして、当委員会の報告を終わり

ます。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、文教警察企業常任委員

会、横田照夫委員長。
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○横田照夫議員〔登壇〕（拍手） 文教警察企

業常任委員会でございます。御報告いたしま

す。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外６件であります。慎重に審査をい

たしました結果、継続審査中の請願１件を含

め、お手元に配付の議案・請願委員会審査結果

表のとおり、議案については全会一致で、請願

については賛成少数により決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、教育委員会所管の平成22年度予算につ

いてであります。

今回提案されました当初予算の規模は、一般

会計と特別会計を合わせて、1,149億3,700万円

余であり、前年度当初予算額に対し、0.1％の減

となっております。

次に、専門高校ものづくり教育環境重点整備

事業についてであります。

この事業は、専門高校生が各種国家資格の取

得や検定合格を目指すなど、より意欲的に学習

に取り組めるよう、設備の新規導入・更新を行

うものであります。

このことについて委員より、「技術を身につ

け、資格を取得することは、就職においても有

利である。資格取得者数、検定合格者数等の具

体的な数値目標を定めて取り組むべきではない

か」との意見があり、当局より、「設備を導入

する学校とも協議を行った上で、数値目標の設

定について検討してまいりたい」との答弁があ

りました。

次に、中学校１年生少人数学級推進事業につ

いてであります。

この事業は、中学校１年生における不登校の

急増や学力差などの課題改善を図り、中学校３

年間の学校生活を送るための基礎とするため、

学級編制基準を40人から35人とした上で、学級

増となる学校については、必要に応じ非常勤講

師を配置するものであります。

このことについて委員より、「少人数教育を

県の施策として実施するものであるが、本来は

国がしっかりと予算措置をすべきではないの

か」との意見があり、これに対して当局より、

「自治体の財政力格差で教育格差が生じること

のないよう、国に対し、教職員定数の改善等に

ついて引き続き要望を行ってまいりたい」との

答弁がありました。

次に、スポーツを通した子供たちの健全育成

と競技力の向上についてであります。

このことについて委員より、「ジュニアアス

リート養成事業等で、トップ選手の育成や強化

を行うことも重要であるが、地域のスポーツ少

年団の活動やその指導者に対する支援について

も検討してほしい」との要望がありました。

次に、公安委員会所管の平成22年度予算につ

いてであります。

今回、提案されました当初予算の規模は、一

般会計284億8,600万円余であり、前年度当初予

算額に対し、3.0％の減となっております。

次に、議案第19号「地方警察職員の定数に関

する条例の一部を改正する条例」についてであ

ります。

これは、科学技術の進歩により、幅広い検体

からの資料採取の機会がふえていることに対応

し、鑑識体制の強化を図るため、警察官４名を

増員するものであり、改正後の警察官の定員

は1,998名となります。

このことについて委員より、「これまでも警

察官の定員増を行ってきたところであるが、ど

のような成果があったのか」との質疑があり、
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当局より、「交番機能の強化、振り込め詐欺の

捜査などに対応するために増員を行ってきた結

果、刑法犯認知件数が減少するとともに、検挙

率の向上も図られている。今回の増員に当たっ

ては、裁判員裁判において求められている、裁

判員が適正な心証を形成するための物的証拠の

収集はもとより、さまざまな犯罪事案に対し、

より的確に対応してまいりたい」との答弁があ

りました。

次に、企業局所管の平成22年度公営企業会計

予算についてであります。

まず、電気事業会計予算についてであります

が、収益的収支は、事業収益48億6,400万円余、

事業費45億9,200万円余で、事業収益から事業費

を差し引いた収支残は、２億7,200万円余であり

ます。

次に、工業用水道事業会計予算については、

同じく、事業収益３億3,800万円余、事業費３

億1,000万円余で、収支残は2,700万円余であり

ます。

次に、地域振興事業会計予算については、同

じく、事業収益2,500万円余、事業費2,400万円

余で、収支残は160万円余であります。

このうち、緑のダム造成事業についてであり

ます。

当局より、「ダムの上流域の水源涵養機能を

高めるため、平成18年度からの４年間で167ヘク

タールの山林を取得し、未植栽地等の整備を

行っているところであり、引き続き、電力の安

定供給と山林崩壊の防止等に努めてまいりた

い」との説明がありました。このことについて

委員より、「毎年、地域の小学生や保護者など

が参加して記念植樹祭が開催されているが、環

境教育による人づくりの側面もあるので、学校

や森林組合等と連携を図りながら、その後の

フォローアップ事業についても検討してほし

い」との要望がありました。

最後に、「教育及び警察行政の推進並びに公

営企業の経営に関する調査」につきましては、

地方自治法第109条第９項の規定により、閉会中

の継続審査といたしたいので、議長においてそ

の取り扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 以上で常任委員長の審査結果

報告は終わりました。

委員長の審査結果報告に対する質疑の通告は

ありません。

◎ 討 論

○中村幸一議長 これより討論に入ります。

討論についての発言時間は、１人10分以内と

いたします。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 日本共産党の前屋

敷恵美でございます。

提出議案に対する討論を行います。

議案第１号「平成22年度宮崎県一般会計予

算」、第21号「使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例」及び第20号、第30号から

第32号について、反対の立場から討論いたしま

す。

まず、議案第１号「平成22年度宮崎県一般会

計予算」についてです。

本年度の一般会計予算は、総額5,772億6,600

万円、県債発行額は947億800万円が見込まれ、

県債残高は9,410億円に達する見込みで、年間予

算を大幅に上回る状況となっています。

公債費は、0.8％増の937億1,800万円と、財政
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状況は依然として厳しい状況に置かれていま

す。また、依存財源である国庫支出金は、補助

公共事業の減などにより、４億2,100万円の減

収、地方交付税の代替財源として後年度に交付

税措置されるとする臨時財政対策債は、昨年を

上回り、563億9,900万円にも上ります。

一方、重要な自主財源である県税収入は、景

気低迷などを背景に、前年度比95億円もの大幅

な減収とされ、３年連続の減収は県財政を一層

厳しいものにしています。何より今言うべきこ

とは、地方交付税の削減をやめ、もとに戻すよ

う要求することです。国の財政運営のあり方を

ただすことだと思います。

国会も、新政権のもとで予算審議の最中です

が、国民の暮らしを守るには、自公政権の毎

年2,200億円の社会保障費削減路線によって傷つ

けられた医療・介護・福祉制度などの速やかな

再建が不可欠です。また、消費税増税計画も明

確に示されており、雇用問題とも相まって国民

の暮らしの厳しさは深刻です。こうした中で、

県行政が、どれだけ国の悪政の防波堤の役割を

果たし、県民の暮らしを守っていくのか、地方

自治体本来の役割、そのあり方が大きく問われ

ています。

本年度予算の中には、中学１年生の少人数学

級の実施や、不況の中での中小企業融資制度の

拡充など、評価できる点もあります。しかし、

問題点もあります。

それは、第１に、福祉・医療の問題です。後

期高齢者医療費負担金133億1,600万円、また、

同制度安定化基金事業に５億6,600万円が計上さ

れていることです。お年寄りを年齢で区別し、

高い保険料と差別医療を押しつけている後期高

齢者医療制度は、直ちに廃止すべきです。ま

た、国民健康保険について、保険料の滞納世帯

がふえ、保険証が交付されない世帯がふえてい

る状況の中で、その解決のためにも、削減され

ている国の支出割合をもとに戻すよう求めるこ

とはもちろんのこと、市町村国保に対する県の

法定分以外の助成について手当てすることが求

められていると思います。

第２に、商工費で、企業立地基盤整備等対策

費に78億7,400万円が計上されています。そのう

ち33億円は高原のフリーウェイ工業団地の土地

開発公社からの買収資金ですが、同事業の見通

しの甘さが指摘されるところでもあります。ま

た、昨年に続いて、広域拠点工業団地整備促進

事業に32億円を計上し、誘致企業に備えるとし

ています。しかし、利用促進が図られない広大

な高原のフリーウェイ工業団地にも、企業誘致

促進事業として13億3,600万円が計上されていま

す。さらに、企業立地フォローアップ促進対策

費として、企業立地補助金が５億6,500万円計上

されています。一方、中小企業活性化事業など

は毎年減額され、ことしは1,700万円です。相対

的に中小企業対策の予算は低く、あまりにも誘

致企業に偏った予算ではないでしょうか。地元

企業を支援して雇用拡大にもつなぐべきです。

第３に、農業関連では、価格保証や所得補償

の予算が必要です。また、後継者対策の充実な

どで農家を直接支援することが、農業の再生・

活性化を図る上で重要だと思います。そのため

にも、不要不急の農業土木事業の見直しを図る

ことも必要だと思います。

第４に、市町村合併支援費として11億5,500万

円が計上され、今後もさらに支援する方向も示

されています。市町村合併の終息が言われる中

で、見直しが図られて当然であり、利益誘導で

の合併促進は改めるべきと思います。

以上、新年度予算について、財政運営を含め
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幾つかの問題点を述べましたが、自治体本来の

仕事である住民の健康と福祉の増進に寄与する

ためにこそ、必要な支出を図る予算執行を求め

るものです。

次に、議案第21号「使用料及び手数料徴収条

例の一部を改正する条例」についてです。

同条例の中で幾つかの改正が提案されていま

すが、介護支援専門員にかかわる実務研修受講

試験手数料や、専門員証の交付や更新、書きか

え等の手数料の引き上げについて、新たな負担

を負わせることに反対をするものです。

議案第20号及び第30号から第32号について

は、県営土地改良事業、林道事業、農政水産関

係建設事業及び土木事業の執行に伴う市町村負

担金徴収についてです。本来、国や県の直轄事

業については、それぞれが責任を持って事業を

執行することが当然であって、負担金の徴収は

すべきではないと考えます。

最後に、請願についてです。

前回に引き続き、委員会で継続審査となりま

した第９号の「宮崎県中小企業振興基本条例

（仮称）」の制定を求める請願、不採択となり

ました第30―１号及び30―２号の「教育格差を

なしすべての子どもにゆきとどいた教育を求め

る請願」、及び第32号の「後期高齢者医療制度

早期廃止の意見書提出を求める請願」について

採択を求め、「改正国籍法の厳格な制度運用を

求める請願」については、不採択を求めるもの

です。

「中小企業振興基本条例」の制定について

は、地域経済を大きく支えている中小企業の経

営の安定と活力の回復が図られてこそ、地域経

済の活性化、雇用の安定、県民生活の向上につ

ながるものです。とりわけ、景気低迷の今こ

そ、中小企業の振興策を進めることは重要に

なっています。

「教育格差をなくしすべての子どもにゆきと

どいた教育を求める請願」については、子供た

ちに学ぶ環境と権利を保障し、健やかな子供た

ちの成長を願うものであり、採択を求めるもの

です。

また、「後期高齢者医療制度の早期廃止を求

める請願」については、新政権が、制度の撤廃

を言いながら、新制度をつくってからと、４年

後に先送りをする方針を打ち出しており、公約

違反そのものです。75歳以上の高齢者に差別医

療を押しつける後期高齢者医療制度は、人道的

にも許されず、高齢者にとって耐えがたい屈辱

的な制度です。４年も待てるものではありませ

ん。安心して医療が受けられるよう、制度の早

期廃止を求めた同請願の採択を強く求めるもの

です。

「改正国籍法の厳格な制度運用を求める請

願」については、ＤＮＡ鑑定などを求めてお

り、個人のプライバシーの侵害にも深くかかわ

る問題です。請願者の危惧する不正な国籍取得

問題は、現行法を駆使することで十分対応可能

と考えます。よって、同請願の採択に反対をす

るものです。

以上で討論を終わります。〔降壇〕

○中村幸一議長 以上で討論は終わりました。

◎ 議案第１号、第20号、第21号及び第30号

から第32号まで採決

○中村幸一議長 これより採決に入ります。

まず、議案第１号、第20号、第21号及び第30

号から第32号までの各号議案について、一括お

諮りいたします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ
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とに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 起立多数。よって、各号議案

は委員長の報告のとおり可決されました。

◎ 議案第２号から第19号まで、第22号から

第29号まで、第33号及び第34号採決

○中村幸一議長 次に、議案第２号から第19号

まで、第22号から第29号まで、第33号及び第34

号の各号議案について、一括お諮りいたしま

す。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は委員長の報告のとおり可決され

ました。

◎ 請願第30―１号、第30―２号及び第32号

採決

○中村幸一議長 次に、請願第30―１号、第30

―２号及び第32号について、一括お諮りいたし

ます。

各請願に対する委員長の審査結果報告は、不

採択であります。委員長の報告のとおり決する

ことに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 起立多数。よって、各請願は

委員長の報告のとおり不採択とすることに決定

いたしました。

◎ 請願第29号採決

○中村幸一議長 次に、請願第29号についてお

諮りいたします。

本請願に対する委員長の審査結果報告は採択

であります。委員長の報告のとおり決すること

に賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 起立多数。よって、本請願は

委員長の報告のとおり採択することに決定いた

しました。

◎ 請願第５号、第11号及び第34号から第36

号まで採決

○中村幸一議長 次に、請願第５号、第11号及

び第34号から第36号までについて、一括お諮り

いたします。

各請願に対する委員長の審査結果報告は採択

であります。委員長の報告のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各請願は委員長の報告のとおり採択するこ

とに決定いたしました。

◎ 請願第19号、第20号及び第33号採決

○中村幸一議長 次に、請願第19号、第20号及

び第33号について、一括お諮りいたします。

各請願に対する委員長の審査結果報告は、取

り下げ承認であります。委員長の報告のとおり

決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各請願の取り下げについては承認すること

に決定いたしました。

◎ 閉会中の継続審査及び継続調査案件採決

○中村幸一議長 次に、お手元に配付のとお

り、各常任委員長及び議会運営委員長より、閉
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会中の継続審査及び調査の申し出がありますの

で、これを議題といたします。〔巻末参照〕

まず、請願第９号についてお諮りいたしま

す。

本請願は、委員長の申し出のとおり、閉会中

の継続審査とすることに賛成の議員の起立を求

めます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 起立多数。よって、本請願

は、委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審

査とすることに決定いたしました。

次に、ただいまお諮りしました請願を除く閉

会中の継続調査については、各委員長の申し出

のとおり決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続

調査とすることに決定いたしました。

◎ 特別委員長調査結果報告

○中村幸一議長 次に、特別委員会の報告を議

題といたします。

ただいまから特別委員長の調査結果報告を求

めます。まず、行財政改革特別委員会、丸山裕

次郎委員長。

○丸山裕次郎議員〔登壇〕（拍手） 当委員会

では、公社等出資団体等に関すること、行政改

革に関すること、予算編成のあり方に関するこ

との３つを調査事項とし、本県の行財政改革に

関する所要の調査活動を行ってきたところであ

ります。その活動経過につきましては、お手元

に配付の報告書のとおりでありますが、ここ

で、その概要について御報告申し上げます。

公社等の改革を推進することは、県から公社

等への関与を見直すことによる県の財政支出の

抑制や、公社等を効果的に活用した事業の実施

による県行政のスリム化などが図られ、本県の

行財政改革に大きく寄与するものであることか

ら、当委員会では、これを調査事項の大きな柱

として、重点的に調査を行ってまいりました。

まず、公社等を取り巻く現状とさらなる改革

についてであります。

本県における公社等は、平成21年４月現在

で107法人あり、県が直接実施することが難しい

分野などにおいて、県の補完的・代替的な業務

を実施するなどの重要な役割を担ってきたとこ

ろでありますが、県と公社等を取り巻く環境が

大きく変化する中、県と公社等には次のような

３つの取り組みが求められております。

１つ目は、いわゆる「官から民へ」の大きな

流れの中、県から法人に対する援助などを、法

人の力を最大限に活用できるものに見直してい

く取り組みであり、また、２つ目は、県の財政

が極めて厳しい状況に陥る中、県からの援助な

どを真に効果のあるものに集中させるととも

に、法人自身においても、経営の効率化・自立

化に努めていく取り組みであります。そして、

３つ目は、国における所管法人の問題が大きく

取りざたされる中、県から法人に対する援助な

どの必要性を明確に示し、これをしっかりと公

表するなど、県と公社等の関係の透明性を向上

させていく取り組みであります。

当委員会では、今述べた３つの取り組みを、

「県と公社等に求められる『さらなる改革』」

と位置づけ、この改革の推進に向けた課題や必

要な方策などについて調査を行ってきたところ

であります。

次に、公社等の現状及び課題に関する調査に

ついてであります。

当委員会では、公社等の中から、県の出資額
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が大きい法人や県の出資割合が高い法人、ま

た、出資法人以外で県からの人的・財政的援助

が大きい法人など、幅広い行政分野にわたる27

の法人を抽出し、これらの法人に対する県の関

与の現状等について、県当局から聴取したとこ

ろであり、県当局に対し、県の施策全体の中で

法人が担うべき役割を常に検証し、その役割が

十分果たされるよう、県の関与を見直すことな

どについて指摘を行いました。

また、国の天下り問題を受け、県退職者の公

社等への再就職状況や再就職者の報酬及び退職

金の支給状況などについて調査を行いました。

その結果、再就職先の退職時には、退職金が支

給されていないことなど、問題となっている国

の実情とは異なることがわかったところであり

ますが、今後さらに再就職状況の公表を推進す

るためにも、次のような事項を要望します。

まず、知事部局においては、再就職状況の公

表を実践しており、一定の評価はするものの、

退職者の推薦要請を受け付ける法人の基準や、

推薦先を決定するプロセスに不透明な部分もあ

ることから、これらも含めた公表の推進に努め

ていただくよう要望いたします。

また、教育委員会においても、再就職状況の

公表に取り組んでおりますが、知事部局が営利

企業等への再就職者まで公表しているのに対

し、公表の対象者の範囲が限定されていること

から、知事部局と同程度の公表基準を設けるこ

とについて検討していただくよう要望します。

そして、警察本部においては、退職者の生活

の安全を考慮して再就職状況の公表を行ってお

りませんが、全国の事例などをしっかりと調査

し、公表する手段について検討していただくよ

う要望します。

以上のように、本県における公社等の現状な

どを調査した結果、「県と公社等に求められる

『さらなる改革』」を推進していくための今後

の課題として、次の２つの点を挙げます。

１つ目は、出資法人以外の法人の改革であり

ます。

これまで、本県における公社等改革は、出資

法人を中心に行われてきており、出資法人以外

の法人については、改革への取り組みがおくれ

てきたと言わざるを得ない状況があることか

ら、今後は、県とこれらの法人が十分な共通理

解と認識を持ち、出資法人と同様の改革に取り

組んでいく必要があるものと考えます。

２つ目は、議会における監視機能の強化であ

ります。県議会は、県の施策全体を踏まえた法

人のあり方や県のかかわり方の検証を行い、県

民を代表する立場から、県に対して有効な提言

を行うことができます。今後、さらなる改革を

推進するためには、この県議会の役割を十分に

発揮させることが重要であり、県と公社等の関

係に対する県議会の監視機能をこれまで以上に

強化していく必要があるものと考えます。

次に、宮崎県公社等改革指針の見直しについ

てであります。

平成16年３月に策定された公社等改革指針に

基づいて、これまで、多くの法人の統廃合や自

立化に向けた改革が行われてきたところであり

ますが、改革の推進期間が今年度までであるこ

とから、県では、指針の見直しを行い、平成22

年度から24年度までを新たな推進期間とする

「新宮崎県公社等改革指針」を策定しました。

今回の見直しに際しては、指針の対象とする

法人の範囲について、これまで出資法人が中心

であったものを、県の人的・財政的援助に関す

る新たな基準を設けることにより、出資法人以

外の法人にまで拡大したところであり、この見
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直しは、まさに当委員会が先ほど指摘をした課

題を考慮した見直しと言えるものであり、高く

評価できるものであります。

しかし、この財政的援助に関する新たな基準

に関して、県当局の当初の案では、県の財政支

出額から指定管理料及び競争入札による委託料

が除外されていました。当委員会としては、指

定管理や競争入札において、応募や応札が１者

しかない事例も多々見受けられる実態を踏ま

え、これらに関する財政支出も、県民の貴重な

税金を財源とした財政支出であることから、

「指定管理料及び競争入札による委託料も含め

た県の財政支出割合が80％以上である法人」を

対象とする新たな基準を設けて、法人への県の

関与の度合いをさらに幅広く判断する必要があ

るとの提言を行いました。

これを受け、県当局において検討がなされた

結果、財政支出割合が80％以上の法人のうち、

県からの財政支出額がおおむね１億円以上と多

額である法人を新たに追加することとなり、新

改革指針の対象法人は45法人となったところで

あります。県当局が、当委員会の提言を踏まえ

て再び基準を見直し、対象法人の追加を行った

ことも高く評価したいと考えます。

このほかにも、新改革指針における大きな見

直しとして、数値目標の設定が行われていると

ころであり、指針の対象法人の数を45法人から

５法人削減することなどの数値目標が掲げられ

ています。これらの目標を設定したことは評価

できるものであり、法人の統廃合による県民へ

の影響にも十分配慮しながら、着実な改革の推

進を図っていただくよう要望します。

最後に、「出資法人等への関与事項を定める

条例」についてであります。

他府県においては、出資法人等を通じて実現

しようとする行政目的の効率的・効果的な達成

を図ることを目的として、府県の出資法人等へ

のかかわり方の基本的事項を定める条例が策定

されており、当委員会では、本県における同様

の条例の必要性について検討を行いました。

これまで述べてきたとおり、本県において

も、県財政が逼迫し、公社等改革について県民

の厳しい目が向けられる中、県と公社等に求め

られているのは、県から公社等への関与を効率

的・効果的で透明性の高いものにするととも

に、公社等自身の経営の効率化や透明性の向上

を図っていくという、さらなる改革でありま

す。また、先ほど課題として述べたとおり、こ

の改革を確実に推進するためには、県や公社等

の当事者による取り組みのみにとどまることな

く、県議会が県民の代表として、両者の関係を

監視する役割を十分に果たしていくことが必要

不可欠となっております。

当委員会では、今後も社会経済情勢や行政に

対するニーズが変化していく中で、このさらな

る改革が確実かつ永続的に進められることを担

保するとともに、県議会の監視機能を十分に発

揮させるためにも、本県においても公社等への

県のかかわり方を定めるための条例が必要であ

るとの結論に至りました。

条例の検討に当たっては、対象とする法人の

範囲に関する協議を中心に行ったところです

が、監査委員の監査が及ぶ範囲が、県が４分の

１以上を出資している法人であること、地方自

治法に基づき県議会に経営状況等を報告する必

要がある法人が、現在の２分の１以上出資法人

から４分の１以上出資法人にまで拡大される見

込みであることなどを勘案し、４分の１以上出

資法人を基本的な対象とすることに決定しまし

た。このほか、極めて県と深い関係を有してい
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る宮崎県社会福祉事業団を特別に追加し、最終

的に26法人を対象としたところであります。

そして、当委員会において、条例の条文や実

際に条例を運用する際の留意事項について、十

分かつ慎重に検討を重ねた上で、「宮崎県の出

資法人等への関与事項を定める条例（案）」を

作成したところであり、この条例案を、当委員

会から本会議へ提出することを決定したところ

であります。公正で透明性の高い効率的な県行

政の実現に寄与することを目的とした当条例案

が可決・施行されることにより、県と公社等の

協働による県民福祉の向上が、これからも確実

かつ永続的に図られていくことを強く願うもの

であります。

以上、当委員会の１年間の調査内容及び活動

について、総括して御報告申し上げました。来

年度は、行財政改革大綱2007の推進期間の最終

年度となっており、県当局において、改革の総

仕上げとして目標達成に向けた着実な改革が進

められることを望むものでありますが、当然な

がら、これが行財政改革の終着点ではありませ

ん。県当局においては、これからも引き続き、

行財政改革の歩みをとめることなく、県民福祉

の向上を最優先に考慮しながら、新たな段階へ

と前進した行財政改革を着実に推進していただ

くよう要望いたしまして、当委員会の報告とい

たします。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、少子化・子育て支援対

策特別委員会、田口雄二委員長。

○田口雄二議員〔登壇〕（拍手） 当委員会で

は、少子化対策及び子育て支援に関する所要の

調査活動を行ってまいりました。お手元に配付

しております報告書において、県の取り組みが

望まれる事項として９つの提言を行っていると

ころでありますが、このうち、次世代育成支援

宮崎県行動計画について、当委員会が申し入れ

を行った４つの提言を申し上げ、報告とさせて

いただきます。

まず、子育て支援についてであります。

御案内のとおり、平成20年の全国の合計特殊

出生率は1.37と、長期的に人口を維持できると

される水準2.07を大きく下回り、28年連続で15

歳未満の子供数が減少するなど、我が国は本格

的な人口減少社会を迎えております。

当委員会は、宮崎市や高千穂町などを訪問

し、特に、都市部と中山間地域における少子化

の現状や、子育て支援の課題等の把握に努めた

ところであります。

少子化が進行することによって、経済活力の

低下や社会保障における現役世代の負担の増大

はもとより、本県のように、既に過疎化、高齢

化が進行している中山間地域を多く抱える地方

においては、少子化による人口減少が重なるこ

とによって、地域の存続そのものが危ぶまれる

とともに、森林や農地の持つ公益的機能が著し

く低下することも懸念されております。

県当局は、「中山間地域の活性化」「子育て

支援と人材の育成」のいずれも平成22年度の県

の重点施策に位置づけておりますが、中山間地

域においては、子育て世代や結婚世代の若者の

定住化を促進させるため、特に子育て環境の充

実が必要であると言えます。

このような中、県当局は、結婚・子育て意識

調査を踏まえて、「中山間地域とそれ以外の地

域でアンケート分析をしても、中山間地域にお

いて、子育てサービスに関する特有の悩みはな

い」という認識でありました。しかしながら、

中山間地域においては、都市部が受けることが

できる子育て支援サービスや、医療、教育など

が受けにくいという格差が歴然として存在する
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ことは事実であります。

中山間地域では、地域子育て支援拠点事業な

ど、行政による取り組みが必ずしも十分と言え

ないばかりか、産科、小児科自体がない地域が

なお存在しているほか、町村内に高校がなく、

子供に下宿をさせて高校教育を受けさせなけれ

ばならない状況があるなど、そこに住んでいる

だけで、都市部と比べて教育費が割高になる場

合さえあります。石川県の子育て支援民間団体

「子育て生活応援団」の代表の方は、「過疎地

域の子育て支援は、困っている人が少ないとし

ても十分に行われるべきである」と述べられる

とともに、ＮＰＯ法人などとの協働による子育

て支援を提案されておられました。県内でも、

子育て支援に取り組むＮＰＯ等が各地でふえて

きているという状況があり、また、中山間地域

においては、人々の温かいつながりなど、子供

たちを健全にはぐくむ地域資源も残されており

ます。中山間地域における子育て世代等の定住

を促進するためにも、これらの資源を十分に生

かして子育て環境の改善を図るなど、格差解消

に向けたコーディネート機能が求められるとこ

ろであります。

このようなことから、当委員会では、県当局

に対し、都市部と中山間地域の格差是正に向け

た施策を、次世代育成支援宮崎県行動計画に位

置づけるとともに、さまざまな資源をうまく生

かしながら、各地域における格差解消を県がコ

ーディネートしていくべきであると要望したと

ころであります。

次に、次世代を担う人材育成についてであり

ます。

今の少子化の流れを変えていくためには、次

世代を担う子供たちが、人生の早い時期から、

みずからの人生設計に結婚、出産、子育てを位

置づけられるよう、意識啓発を行っていくこと

が重要であると考えます。県外調査で訪問した

福井県では、学生のうちから子供や子育てにつ

いて関心を持ってもらい、結婚、出産、育児へ

と続く自分の将来の家庭像を描くためのきっか

けづくりとするため、高校生向けの少子化対策

リーフレットを作成しておりました。また、福

井県は、地域で子育てに関する悩み等の相談を

受けているボランティアに協力してもらいなが

ら、出張講座を県内の高等学校で開催しており

ました。

委員からは、「小学校から環境教育を施して

いるように、少子化に関する教育も必要ではな

いか」といった意見や、「子供を生み育てたい

などの価値観を持つ子供をふやすような教育を

人生の早い時期から行うべきではないか」等の

意見があったところであります。

このようなことから、当委員会では、次世代

育成支援宮崎県行動計画について、「教育を通

して高校生や中学生などの段階から、将来は子

供を生み育てたいと思い、子供を持ったらどん

なことをしても育て上げるという気持ちをはぐ

くんでいくことを計画の中に位置づけるべきで

ある」と要望したところであります。

最後に、出生率の向上についてであります。

少子化対策において、県が子育て支援に関す

る明確なコンセプトを示し、重点的な取り組み

を明確にすることは、県民に安心や信頼を感じ

させ、子育てに関する不安感等の解消や、子供

を生みたいという気持ちを高めてもらうことに

つながることが期待されます。福井県では、女

性の就業率や共稼ぎ率が全国１位であるという

特徴を生かし、結婚や出産を機に職場をやめる

ことがなく、復帰後もキャリアを持続できる社

会づくりに取り組むとともに、３人以上の子供
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がいる家庭は県が応援しているというメッセー

ジを込めて、「ふくい３人っ子応援プロジェク

ト」に重点的に取り組んでおりました。また、

平成17年に合計特殊出生率が全国で唯一上昇し

たことを機に、徹底した自県の状況分析を行

い、その分析結果がよりどころとなって、県の

少子化対策の方向性をしっかりと支えておりま

した。

本県についても、合計特殊出生率が全国２位

であるという高い順位にあるのであれば、そう

である要因が必ず存在するはずです。それが何

かを十分に分析し、分析によって明らかにした

本県の地域の特性や優位性を生かし、重点的な

取り組みを行っていくことが望まれます。

このようなことから、当委員会では、次世代

育成支援宮崎県行動計画について、県の地域性

を考慮した特徴的な政策を位置づけるととも

に、具体的にどのようなことに力を入れていく

のか県民に明確に示していくべきであると要望

したところであります。

また、当委員会においては、豊かな自然や文

化、食、人情などに恵まれ、保育所も充足され

ていると言える本県の良好な子育て環境を踏ま

えて、「子育てが大変だというマイナスのイメ

ージを抱かせる少子化対策では、県民の不安を

あおることにつながるのではないか」との意見

があったところであります。県民に少子化につ

いての問題意識を十分に持ってもらうことも必

要ですが、本県における子育て環境の優位性を

積極的にアピールしていくことで、県民に子供

を生み育てる上で安心感を与え、県民全体で前

向きに子育て支援に取り組む機運づくりにつな

がっていくと考えます。

このようなことから、当委員会では、県当局

から提示された次世代育成支援宮崎県行動計画

案に関して、本県が子育てしやすい環境にある

ということを前面に押し出し、積極的な姿勢を

明確にしながら県民に訴えるような計画とすべ

きであると要望したところであります。

以上申し上げてまいりました当委員会の４つ

の提言を、県当局は真摯に受けとめていただ

き、計画案の中に、これらの４つの事項に関す

る新たな記述を盛り込んでいただいたことは、

高く評価できるものと考えております。しかし

ながら、少子化対策を実効性のあるものとして

推進していくためには、今後、県は、これまで

以上に大きな役割を担っていく必要があると考

えます。

少子化対策に関しては、子ども手当の創設や

高校教育の実質無償化等の経済的な支援を柱に

した国の施策が、平成22年度から新たに実施さ

れる見込みでありますが、あくまで国は、全国

一律に施策を推進していく立場にあります。一

方、地方においては、都市部と中山間地域との

違いは言うまでもなく、県内のそれぞれの地域

において、人口構造や産業構造、保育所等のサ

ービスの提供状況、子育て支援や結婚支援に活

用できる人的・物的な資源は異なるものであ

り、少子化対策として求められるニーズ自体も

地域によって同じではありません。そのような

県内各地域の特性を把握し、それらの多様な特

性に応じて計画に盛り込まれた施策を効果的に

講じていくことが、今後、県が果たすべき役割

であると考えます。

このような役割を果たすべく、県は、広域自

治体としてのリーダーシップを発揮しつつ、市

町村の取り組みを支援し、ＮＰＯや企業等とも

力を合わせて、県全体としてより実効性のある

少子化対策が推進されるよう取り組んでいく必

要があるのです。そして、多くの職員を抱える
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県みずからが、さきに述べたワーク・ライフ・

バランスの実現や結婚支援にまず取り組むべき

ことは言うまでもありません。当委員会におい

ては、県職員の仕事が忙しくなり過ぎているの

ではないか、以前のように結婚の世話を焼く上

司がいなくなったのではないかと指摘する声も

ありました。旗振り役の県庁が率先垂範で少子

化対策に取り組んでいるということが、県民や

企業等から広く認知されるべく、引き続き、職

員の結婚、出産、子育てを支える職場環境づく

りに努めていただきますようお願い申し上げ

て、当委員会の報告といたします。（拍手）

〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、景気・雇用対策特別委

員会、満行潤一委員長。

○満行潤一議員〔登壇〕（拍手） 当委員会で

は、本県の景気及び雇用対策に関する所要の調

査活動を行ってまいりました。その結果につき

ましては、お手元に配付の報告書のとおりであ

りますが、ここで、その概要について御報告申

し上げます。

まず、雇用の維持・創出及び就業支援につい

てであります。

御案内のとおり、一昨年９月に発生したリー

マンショックに端を発する経済・金融危機は、

瞬く間に世界じゅうに広がり、余りにも大きな

景気悪化の波が国民のふだんの生活にも少なか

らぬ影響をもたらしました。厳しい経済・雇用

情勢が続く中で、これまで県は、国の動きに連

動して、立て続けに多額の財政措置を講じてき

ておりますが、これらの対策がしっかりと県民

に還元されていくことが極めて重要であると考

えます。実施する経済・雇用対策が県内におい

て十分な効果をもたらすものとなるよう、県に

おいては、雇用に関するデータや講じられた対

策の効果の検証を行っていく必要があると考え

ます。また、引き続き、中小企業の経営安定化

に向けた支援を行うなど、まずは離職者を出さ

ないよう雇用の維持に向けて取り組む必要があ

ると考えます。

当委員会において、委員からは、国の職業能

力開発促進センターの事業が縮小される方向で

検討されていることを懸念する声があったほ

か、求職者がハローワークに朝から詰めかけ、

時には一つの情報をめぐり争うような状況があ

るなど、雇用を取り巻く厳しい実情が述べられ

たところであります。とりわけ将来を担う若者

の雇用は、新規学卒者の就職内定率が例年を大

きく下回るなど、極めて厳しい状況となってお

ります。

このような中で、当委員会では、県内調査に

おいて、若者の就職支援を行っている宮崎市の

「ヤングＪＯＢサポートみやざき」を訪問いた

しました。ヤングＪＯＢサポートみやざきは、

延岡サテライトとあわせ、年間約2,000万円の予

算で、キャリアコンサルタントによる個別就職

相談や、就職支援セミナーの開催、無料職業紹

介などを行っております。しかしながら、調査

においては、就職支援を行う上で、基本的なデ

ータの把握がなされていないように見受けられ

ました。また、委員からは、若者に対するＰＲ

不足を指摘する声や、「ハローワークと違う独

自の求人情報を持つなど、差別化が必要ではな

いか」といった意見が多く出されたところであ

ります。

一方、県外調査で訪問しました群馬県若者就

職支援センターでは、国の事業を群馬県単独の

事業と一体化させ、約１億8,000万円を投じて、

相談から職業紹介、就職後のフォローまで、き

め細かな若者の就職支援が行われておりまし
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た。群馬県若者就職支援センターの最終的な目

標は、就職させることではなく、就職してから

仕事を長く続けてもらうことにあり、若者は、

就職後１年以内に４人に１人が、３年以内には

３人に１人が離職をすると言われる中で、セン

ターを利用して就職した若者は８割が定着する

という非常に高い定着率が達成されておりまし

た。センターの運営のほとんどは、地元の若者

たちが立ち上げたベンチャー企業や、地元の大

学生を中心としたＮＰＯ法人などに委託されて

おり、それらの若者が企画・運営の主体とな

り、さまざまな悩みを抱えて相談に来た若者と

一緒になって悩み、考え、励まして、信頼関係

を築きながら就職支援が行われておりました。

一方、群馬県若者就職支援センターは、ハロ

ーワークに頼ることなく、センターが直接企業

に足を運んで求人開拓を行うことで、独自に企

業とのネットワークを構築しており、今では、

企業のほうから積極的に求人の情報をもらうこ

とも多いとのことでありました。若者が就職を

し、仕事に定着することは、地域における労働

力が確保されることはもとより、若者自身が安

定的に生活を営み、家庭を持ち、子供を生み育

てていくための基礎となるものであります。

県においては、群馬県若者就職支援センター

の取り組みを参考にしながら、ヤングＪＯＢサ

ポートみやざきの取り組みをさらに強化すべき

であると考えます。

次に、農商工連携の推進及び新事業の創出に

ついてであります。

県当局は、平成22年度の重点施策に新たな産

業の展開を位置づけておりますが、当委員会と

しては、本県の強みである豊かな農林水産資源

を、農商工連携や産学官連携によって、社会全

体が抱える問題の解決に生かしていくような新

しい事業を創出していくことが重要であると考

えます。そのような観点から、当委員会では、

木質バイオマスと食品残渣を再利用した家畜用

飼料でありますエコフィードの事業化に焦点を

当てて調査を行ってきたところであります。

まず、１つ目は、木質バイオマスについてで

あります。

県土の76％を占める森林資源を生かした木質

バイオマスの利用拡大は、雇用創出はもとよ

り、林業振興や山村の活性化に与える効果が非

常に大きいものと考えます。

当委員会が県内調査で訪問した、延岡市の旭

化成グループによる木質バイオマスを利用した

発電の取り組みや、門川町や小林市における木

質ペレット工場の整備など、県内でも木質バイ

オマスに関する新しい動きが徐々に出てきてお

ります。しかしながら、今後は、木質バイオマ

スの需要をもっとふやしていくことはもとよ

り、森林内に大量に残された林地残材等を収集

し、木質バイオマスの安定供給を図る体制を整

えることが大きな課題であると考えます。ま

た、南那珂森林組合では、高い温度で燃焼する

バイオコークスの製造実験に取り組んでおられ

ますが、実用化にはまだまだ課題も多いようで

あります。

県外調査で訪問した岡山県真庭市では、バイ

オマス資源の円滑な地域内流通を確立するた

め、林地残材の集積基地を整備するとともに、

発電や木質ペレットはもとより、木片コンクリ

ートや木質プラスチックなども製造されてお

り、温水プール、ビニールハウス、ストーブで

の積極的な利用を含めて、企業、団体、市民の

理解と協働のもとで、市全体でバイオマスの事

業化に取り組んでおられました。

本県においても、豊富な森林資源を十分に生
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かして、木質バイオマスの利用拡大に向け、県

全体を巻き込むような新事業の創設に積極的に

取り組んでいくべきであると考えます。

２つ目は、食品残渣を再利用した飼料、エコ

フィードについてであります。

世界一の食料輸入国であると言われる我が国

では、食品供給量の４分の１が廃棄されている

状況にあります。また、外国から我が国に大量

の食料が輸送されていることによって生じる二

酸化炭素の排出量は、「フードマイレージ」と

呼ばれ、これもまた我が国が世界一という状況

にあります。

エコフィード化を推進していくことは、これ

らの環境問題の改善につながるばかりか、穀物

や飼料の価格が再び高騰することも懸念される

中で、畜産農家の経営安定にも貢献するもので

あります。さらに、エコフィードを家畜に与え

ることで肉質が向上するという効果もあり、当

委員会が訪問した都城市の有限会社「とんとん

百姓村」の「観音池ポークしもふり」など、県

内でもブランド化が図られている事例も見られ

るところであります。

また、県外調査で訪問した横浜市食品リサイ

クル加工センターでは、食品残渣を処理加工す

る料金と生産されたエコフィードの販売益に

よって黒字化が達成されており、センターに搬

入される食品残渣は、コンビニエンスストアや

スーパーなど400カ所から集められるという、地

域におけるエコフィードの循環システムが確立

されておりました。

一方で、県当局からは、食品関連産業の立地

に力を入れていくとの説明があったところであ

りますが、食品リサイクル法の改正によって、

食品関連事業者が食品のリサイクルに積極的に

取り組むことが求められている中で、本県でエ

コフィードの循環システムを確立することは、

食品関連産業を立地しやすい環境を整えること

にもなると考えます。

当委員会においでいただいた宮崎大学農学部

の入江正和教授も、「食品残渣などのリサイク

ル網を整備すれば、食品関連産業の誘致は当然

実現しやすくなる。また、環境問題、食料問題

への対応にも貢献する。畜産県である本県にお

いてエコフィードを積極的に推進していく必要

がある」と述べておられます。

県当局も、当委員会における質疑に対して、

「食品残渣の問題は、食品産業の振興とセット

で考えていかなければいけないと思っている」

と答弁したところでありますが、県において

は、農商工連携や産学官連携を通じて、エコ

フィード化を推進する新事業創設の支援に取り

組むべきであると考えます。

以上、当委員会の調査活動の概要を申し上げ

てきました。

アメリカ発の経済・金融危機の発生から１年

半が経過しようとしておりますが、瞬く間に世

界じゅうが景気悪化の波に飲み込まれたよう

に、社会経済のグローバル化の進行は著しいも

のがあります。もはや一つの県だからといっ

て、他国の社会経済情勢を安穏として見ている

わけにはいかない状況にあるのです。常に世界

に目を向け、課題をとらえ、産業分野に求めら

れるニーズを組み入れていかなければ、成長性

のある新たな産業展開の方向性は見出し得ない

と考えます。

当委員会では、地球温暖化などの環境問題

に、本県の強みである豊富な農林水産資源を結

び付ける木質バイオマスとエコフィードを、新

たな産業の展開をもたらす新事業の素材として

取り上げ、調査を行ってまいりました。いずれ
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も、本県の未利用資源を生かす、地域に根差し

た環境に優しい事業としての成長が期待でき、

周辺産業への波及効果は大きいものと考えま

す。県は、そのような社会全体が抱える問題の

解決につながる産業の素材となるものを、農商

工連携や産学官連携を通じてより多く見出し、

県民に新たな産業展開の方向性を明確に示して

いく必要があると考えます。

冒頭に申し上げましたとおり、特に若者の雇

用を取り巻く環境は大変厳しい状況にありま

す。いまだ経済・雇用情勢になかなか明るい兆

しが見えない中にありますが、この厳しい状況

が早期に改善することはもとより、本県の将来

を担う若者の安定した雇用を創出する新たな産

業の展開が図られていくよう切に願いまして、

当委員会の報告といたします。（拍手）〔降

壇〕

○中村幸一議長 以上で特別委員長の調査結果

報告は終わりました。

特別委員長の報告に対する質疑の通告はあり

ません。

◎ 議員発議案送付の通知

○中村幸一議長 次に、お手元に配付のとお

り、委員会及び議員から議案の送付を受けまし

たので、事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

平成22年３月17日

宮崎県議会議長 中村 幸一 殿

提出者 議会運営委員長 中野 廣明

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第４号

子ども手当の全額国庫負担を求める意見

書

議員発議案第５号

生産性の高い競争力に富んだ農家の育成を

求める意見書

議員発議案第６号

水産業振興施策の充実を求める意見書

平成22年３月17日

宮崎県議会議長 中村 幸一 殿

提出者 総務政策常任委員長 髙橋 透

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第７号

一括交付金制度化の充実した検討を求める

意見書

平成22年３月17日

宮崎県議会議長 中村幸一 殿

提出者 厚生常任委員長 長友 安弘

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第８号

障害者自立支援法の早期改善を求める意見

書

平成22年３月17日

宮崎県議会議長 中村 幸一 殿

提出者 行財政改革特別委員長 丸山裕次郎

議員発議案の送付について
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下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第９号

宮崎県の出資法人等への関与事項を定める

条例

平成22年３月17日

宮崎県議会議長 中村 幸一 殿

提出者 県議会議員 蓬原 正三

野辺 修光

押川修一郎

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第１項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第10号

永住外国人への地方参政権付与の法制化に

反対する意見書

議員発議案第11号

選択的夫婦別姓制度の導入に反対する意見

書

議員発議案第12号

政治資金に関わる疑惑究明と政治的・道義

的責任の明確化を求める意見書

議員発議案第13号

改正国籍法の厳格な制度運用を求める意見

書

議員発議案第14号

教員免許更新制の存続を求める意見書

平成22年３月17日

宮崎県議会議長 中村 幸一 殿

提出者 県議会議員 蓬原 正三

野辺 修光

押川修一郎

新見 昌安

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第１項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第15号

国として直接地方の声を聞く仕組みを保障

することを求める意見書

平成22年３月17日

宮崎県議会議長 中村 幸一 殿

提出者 県議会議員 鳥飼 謙二

髙橋 透

外山 良治

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第１項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第16号

女性差別となる法律の修正・廃止を求める

意見書

平成22年３月17日

宮崎県議会議長 中村 幸一 殿

提出者 県議会議員 新見 昌安

押川修一郎

太田 清海

武井 俊輔

水間 篤典

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第１項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第17号
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政治資金規正法の制裁強化を求める意見書

平成22年３月17日

宮崎県議会議長 中村 幸一 殿

提出者 県議会議員 西村 賢

武井 俊輔

松田 勝則

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第１項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第18号

政治活動におけるＩＴ利用の促進を求める

意見書

◎ 議員発議案第４号から第18号まで

追加上程

○中村幸一議長 ただいま朗読いたしました議

員発議案第４号から第18号までの各号議案を日

程に追加し、議題とすることに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

まず、議員発議案第４号から第８号までの各

号議案を議題といたします。

お諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、説明及び質疑を省略して直ちに

審議することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

◎ 討 論

○中村幸一議長 これより討論に入ります。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 議員発議案第５号

「生産性の高い競争力に富んだ農家の育成を求

める意見書（案）」について、少し意見を述べ

させていただきながら、賛成の討論を行いま

す。

新政権が農業政策の目玉とする戸別所得補償

は、米価下落による所得減を認め、生産性を念

頭に置いた所得補てんに踏み出した点で、米価

を市場に委ね、米農家の経営をとめどなく悪化

させてきた自公農政からの一定の方向転換と言

えます。

しかし、補てん単価が全国一律というのは、

平均より生産費の高い地域や、販売価格の低い

米を生産する地域では、赤字の一部が補てんさ

れるにすぎません。中山間地域の直接支払制度

の拡充などとあわせて、米の所得補償も、地域

の実態に応じた米生産が維持できるよう、その

条件を加味する仕組みにすべきです。

このような状況の中で、意見書案の特に第２

・第３項目の指摘・要望事項については、重要

な点であると思います。しかし、農家が真に安

心して農業に励めるようになるためには、主要

な農産物の価格保証と所得補償を組み合わせ、

再生産が可能な農業収入を確保すること。関税

などの国境措置を維持・強化し、農産物輸入の

歯どめない自由化をストップさせることが欠か

せません。農産物輸入の自由化を放置していて

は、農産物価格の際限ない下落に対し、戸別所

得補償でどれだけ所得を補っても補い切れませ

ん。

米の値崩れの原因となっている不要なミニマ

ムアクセス米の義務的輸入は中止すること。Ｆ
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ＴＡ（自由貿易協定）、ＥＰＡ（経済連携協

定）の交渉は直ちに中止し、食料主権を保障す

る貿易ルールを追求する立場から、ＷＴＯ農業

協定を抜本的に見直すことなどが必要です。

また、我が国の農業を実際に担っているの

は、専業や複合経営、兼業など大小の違いは

あっても、さまざまな形態の家族経営です。今

後も、担い手対策の中心に、多様な家族経営を

維持することを柱に据えながら、地域農業で重

要な役割を果たしている大規模農家や生産組織

への支援を強めなければなりません。これまで

自公政権のもとで輸出拡大の利益を優先して農

業を切り捨ててきた農政は破綻を来していま

す。また、その延長線上で貿易自由化を推進す

る新政権の農政にも不安が高まる中で、日本農

業を支え、農家の育成に重点を置いた本意見書

提出に賛成をするものです。

以上で討論といたします。〔降壇〕

○中村幸一議長 以上で討論は終わりました。

◎ 議員発議案第４号から第８号まで採決

○中村幸一議長 これより採決に入ります。

議員発議案第４号から第８号までの各号議案

について、一括お諮りいたします。

各号議案は原案のとおり可決することに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は原案のとおり可決されました。

ここで暫時休憩をいたします。

午後は１時再開、休憩いたします。

正午休憩

午後１時０分開議

◎ 議員発議案第９号提案理由説明

○中村幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次に、議員発議案第９号を議題といたしま

す。

ここで、提出者に提案理由の説明を求めま

す。行財政改革特別委員会、丸山裕次郎委員

長。

○丸山裕次郎議員〔登壇〕 議員発議案第９号

「宮崎県の出資法人等への関与事項を定める条

例」について、発議者を代表いたしましてその

提案理由を御説明申し上げます。

先ほどの特別委員会委員長報告で御報告させ

ていただいたとおり、行財政改革特別委員会で

は、昨年４月に委員会が設置されて以降、県が

出資する法人などの状況等について調査をして

まいりました。

この中で、県と法人との協働により県民福祉

の向上を図っていくためには、県と法人の関係

の透明化、法人への県のかかわり方を見直すこ

とはもとより、法人自身においても経営の効率

化・自立化を図るなど、県、法人それぞれに求

められる改革を持続的に確実に推進していく必

要があるとの認識を持つに至りました。さら

に、改革をより実効性あるものにしていくため

には、県及び法人に対し第三者の立場から有効

な提言を行うことができる県議会の監視機能を

強化することが必要不可欠との認識を持つに

至ったところであります。

このような観点から、お手元に配付しており

ます「宮崎県の出資法人等への関与事項を定め

る条例」について、委員会として全会一致で提

案することを決定したところでありますが、こ

の条例は、県の出資法人等へのかかわりに関す

る基本的事項を定めるものであり、この条例に

より、県が出資法人等を通じて実現しようとす
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る行政目的の確実かつ効果的な達成や、公正で

透明性の高い県政のさらなる推進に寄与するこ

とができるものと考えております。

条例の主な内容でありますが、１点目といた

しましては、条例の適用対象とした県の出資割

合が４分の１以上である法人などみずからによ

る経営評価の実施、これを知事等の評価とあわ

せて議会に報告を求めることとしております。

２点目といたしまして、法人の健全な運営の

確保を図るために必要があると認めるときは、

議会から知事等に対して意見を述べることがで

きることとしております。

さらに、３点目といたしまして、知事等は必

要に応じて法人への関与を見直すことに努める

としております。

議員各位におかれましては、本条例の趣旨を

御理解の上、御賛同いただきますようお願い申

し上げます。

この条例の必要性についてさまざま理由を述

べてまいりましたが、この条例により、県行政

にかかわる多くの県職員、公社等職員が、原点

である「県民のため」という基本理念を改めて

自覚するとともに、私ども県議会に課せられた

チェック機関としての責務の明確化を図ること

により、県勢発展の礎を築くことができると確

信しております。

以上、提案理由を述べさせていただきまし

た。よろしくお願い申し上げます。（拍手）

〔降壇〕

○中村幸一議長 提出者の説明は終わりまし

た。

◎ 議員発議案第９号採決

○中村幸一議長 お諮りいたします。

本案については、会議規則第39条第３項の規

定により、質疑を省略して直ちに審議すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議員発議案第９号についてお諮りいたしま

す。

本案は、原案のとおり可決することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議なしと認めます。よっ

て、本案は原案のとおり可決されました。

◎ 議員発議案第10号から第15号まで

提案理由説明

○中村幸一議長 次に、議員発議案第10号から

第18号までの各号議案を議題といたします。

まず、議員発議案第10号から第15号までの提

出者に提案理由の説明を求めます。押川修一郎

議員。

○押川修一郎議員〔登壇〕（拍手） それで

は、発議者を代表いたしまして、議案第10号か

ら第15号の提案理由を説明させていただきま

す。

初めに、議案第10号の「永住外国人への地方

参政権付与の法制化に反対する意見書」であり

ます。

憲法第15条は、「公務員を選定し、及びこれ

を罷免することは、国民固有の権利である」と

し、第93条第２項は、「地方公共団体の長、そ

の議会の議員及び法律の定めるその他の吏員

は、その地方公共団体の住民が、直接これを選

挙する」と定めております。この条文にある
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「住民」とは、最高裁判所の判例では、「地方

公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意

味するものと解するのが相当である」となって

おります。すなわち、地方も含めて、選挙権

が、権利の性質上、あくまで日本国民のみに認

められた固有の権利であるとされているわけで

すから、そのような権利を外国人に与えること

ができないのは明白であり、永住外国人への地

方参政権付与は憲法違反であると言わざるを得

ず、この法律の制定に反対するものでありま

す。

次に、議案第11号「選択的夫婦別姓制度の導

入に反対する意見書」であります。

民法第750条の夫婦同姓の規定を見直し、選択

的夫婦別姓制度が導入されようとしておりま

す。この制度が導入されれば、親子で異なる姓

を名乗ることになり、夫婦や家族の一体感が損

なわれるおそれがあります。何よりも、未来を

担う子供たちに大きな影響を及ぼすものと危惧

しております。夫婦や家族というつながりや、

一つの共同体、まとまりを尊重するという考え

方は、我が国のよい意味での伝統でもありまし

た。こうした日本のすばらしい価値観を捨て去

るようなことがあってはなりません。加えて、

夫婦別姓制度の導入に当たりましては幅広い議

論がなされていないことが大きな問題でありま

す。この制度を導入することの何がメリット

で、何がデメリットなのかをしっかりと認識し

た上での議論がなされておらず、とても国民的

な合意形成ができているとは言えない状況であ

ります。この制度の導入に反対するものであり

ます。

次に、議案第12号「政治資金に関わる疑惑究

明と政治的・道義的責任の明確化を求める意見

書」であります。

政権与党である民主党・小沢幹事長の資金管

理団体による土地購入に絡み、３人もの秘書や

元秘書が逮捕・起訴された事件や、鳩山総理の

政治資金規正法の制限をはるかに超える母親か

らの巨額資金提供など、「政治とカネ」をめぐ

る事件が相次ぎ、政治不信が高まっておりま

す。民主党は、さきの総選挙のマニフェストで

政治不信を解消するとしておきながら、これら

の事件や疑惑は国民の信頼を大きく損なうもの

であり、到底許されるものではありません。こ

のため、国会の政治倫理審査会等の場でこの２

人がしっかりと説明を行い、「政治とカネ」に

かかわる事件の全容究明と政治的・道義的な責

任が明確にされるよう求めるものであります。

次に、議案第13号「改正国籍法の厳格な制度

運用を求める意見書」であります。

平成20年に国籍法が改正され、出生後に日本

人に認知されていれば、父母が結婚していない

場合にも、届け出によって日本の国籍を取得す

ることができるようになったところでありま

す。しかしながら、この法改正に当たりまして

は、法案提出時より偽装認知の危険性が指摘さ

れているため、父子関係の科学的な確認方法を

導入することの要否についての検討を行うな

ど、改正法が適正に運用されるよう衆参両院で

附帯決議がなされました。偽装認知の発生は、

我が国が批准する「児童の権利条約」に掲げら

れた国籍を取得する権利はもとより、子供たち

の未来を損ない、さらには我が国の根幹を揺る

がしかねない可能性がありますので、偽装認知

等の不正を防止するため、改正国籍法の厳格な

制度運用を求めるものであります。

次に、議案第14号「教員免許更新制の存続を

求める意見書」であります。

教員の資質向上を図ることを目的に、平成21
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年度に導入された教員免許更新制について、国

は抜本的な見直しを行う方針を出されました。

この制度は、本格実施からまだ１年も経過して

いないため、当然その効果を検証することがで

きておりません。これから大きな成果が期待さ

れている中で、改革の方向性も示さないまま

「抜本的な見直し」の方針だけが打ち出されて

いる状況では、学校現場に大きな混乱を招くこ

とは必至であります。学校教育を取り巻く環境

が複雑多様化する中で、その直接の担い手であ

る教員の資質や指導力の向上を図ることは不可

欠であります。あわせて、教育水準を維持・発

展させるためにも教員免許更新制は重要な取り

組みであり、その存続と必要予算の堅持を求め

るものであります。

次に、議案第15号「国として直接地方の声を

聞く仕組みを保障することを求める意見書」で

あります。

地方からの要望・陳情について、民主党は地

方組織を経由して行うような仕組みをつくら

れ、事実上、陳情窓口を一元化されたところで

あります。また、今国会で審議中の平成22年度

予算案に盛り込まれた道路整備事業案におきま

しても、民主党に対する要望の有無でその配分

に濃淡がついていることも明らかになったとこ

ろであります。本来、政治と行政の役割は切り

離して考えるべきであり、特に多様化・専門化

している行政への要望等を政党が一元化して受

け、行政への窓口を閉ざすことは、民主主義の

原則に反する行為であり、憲法で保障する国民

の請願権を侵害することにもなりかねないこと

から、直接地方の声を聞く仕組みを保障するこ

とを求めるものであります。

以上、議案第10号から第15号について、議員

各位の理解と御賛同をいただきますようにお願

いを申し上げまして、提案理由の説明とさせて

いただきます。（拍手）〔降壇〕

◎ 議員発議案第16号提案理由説明

○中村幸一議長 次に、議員発議案第16号の提

出者に提案理由の説明を求めます。髙橋透議

員。

○髙橋 透議員〔登壇〕 議員発議案第16号

「女性差別となる法律の修正・廃止を求める意

見書」について、提案理由を申し上げます。

現行の民法が、夫婦同一姓を強制し、婚外子

の法定相続分を差別的に規定していることは、

明らかに日本国憲法が掲げる「基本的人権」や

「法の下の平等」に反しています。日本は既

に、個人の権利と平等を求める「女性差別撤廃

条約」「子ども権利条約」を批准しています。

また、法務大臣の諮問機関である法制審議会

は1996年に、選択的夫婦別姓制度の導入などを

盛り込む「民法の一部を改正する法律案要綱」

を法務大臣に答申しています。

しかしながら、政府はこの間、改正案の提出

について前向きな取り組みをしてきませんでし

た。日本が批准を行った女性差別撤廃条約に、

女性差別となる法律の修正・廃止を定めている

にもかかわらず、夫婦同姓、婚姻年齢の男女差

別など、依然として民法上の差別が残っていま

す。民法改正については国連が繰り返し指摘

し、特に昨年８月には、女性差別撤廃委員会が

日本政府に対して「即座に是正の行動を起こす

べきである」と勧告をしています。

今や、世界で夫婦同姓を法律で強制している

国は日本だけです。また、婚外子相続差別を法

律で規定している国は日本以外ほとんどありま

せん。諸外国では、家族やライフスタイルの多

様化に伴い、大胆に民法家族法の改編が行われ
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ています。日本においても早急に民法改正を行

う必要がある理由から、「女性差別となる法律

の修正・廃止を求める意見書」を提出するもの

であります。議員各位の御賛同をよろしくお願

い申し上げます。（拍手）〔降壇〕

◎ 議員発議案第17号提案理由説明

○中村幸一議長 次に、議員発議案第17号の提

出者に提案理由の説明を求めます。新見昌安議

員。

○新見昌安議員〔登壇〕 それでは、発議者を

代表し、議員発議案第17号「政治資金規正法の

制裁強化を求める意見書」の提案理由を説明さ

せていただきます。

政治資金をめぐる国会議員らの不祥事が発覚

するたびに再発防止策が論議され、収支の公開

方法や献金規制の強化などの政治資金規正法改

正が繰り返されてきたところであります。にも

かかわらず、本年１月、政治資金規正法違反で

現職国会議員を含む秘書らが逮捕され、また今

月に入ってからも、教職員組合による違法献金

で、会計責任者など４人が政治資金規正法違反

容疑で逮捕される事件が起きるなど、たび重な

る不祥事には怒りを禁じ得ないところでありま

す。まさしく今、国民の政治不信を招く「政治

とカネ」の問題を断ち切るために、再発防止に

向けた法整備にしっかりと取り組むことが強く

求められております。

特に、会計責任者が不正行為を働いた場合に

は、監督責任のある政治家が責任をとる具体的

な仕組みをつくる必要があります。現行法で

は、国会議員など政治団体の代表者が「会計責

任者の選任及び監督」について「相当の注意を

怠ったときは、50万円以下の罰金に処する」と

規定されていますが、実際に会計責任者が収支

報告書の虚偽記載などの不正を犯した場合、そ

の人を会計責任者に選ぶ段階で「相当の注意を

怠った」と立証するのは困難であり、実効性に

欠けていると言わざるを得ません。したがっ

て、会計責任者の「選任及び監督」を「選任又

は監督」に変更し、政治団体の代表者が会計責

任者の監督についてだけでも「相当の注意」を

怠れば、罰金刑を科せられる仕組みに改めるべ

きであります。

よって、国におかれては、より一層の制裁強

化を図るため、秘書などの会計責任者が違法行

為を犯した場合には、監督責任のある国会議員

の公民権、すなわち選挙権や被選挙権を停止す

る政治資金規正法改正案を今国会でぜひとも成

立させていただきたく、強く要望するところで

あります。

本意見書の趣旨に議員各位の御理解と御賛同

を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説

明といたします。（拍手）〔降壇〕

◎ 議員発議案第18号提案理由説明

○中村幸一議長 次に、議員発議案第18号の提

出者に提案理由の説明を求めます。西村賢議

員。

○西村 賢議員〔登壇〕 発議者を代表し、議

員発議案第18号「政治活動におけるＩＴ利用の

促進を求める意見書」について、提案理由を説

明申し上げます。

近年、インターネットは、急速な普及に伴

い、国民にとって一般的なものとなっておりま

す。平成20年版情報通信白書によれば、インタ

ーネット利用人口は、平成19年末で8,811万人と

約70％の人口普及率となっており、若い世代の

みならず全世代での利用者はふえております。

現在はさらなる普及が推測されております。そ
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のような中、国、地方を問わず、政党や政治

家、また候補者等はホームページやブログなど

を積極的に政治活動に活用しており、国民への

情報発信や情報共有化などにも広く活用されて

おります。しかし、現行の公職選挙法第146条に

おいて、｢文書図画の頒布又は掲示につき禁止を

免れる行為の制限」に抵触するとして、選挙運

動期間時にはホームページの開設や更新ができ

ません。また多数のメール送信などができない

など、現状との乖離が指摘されております。

また、企業団体献金禁止が国会でも検討され

る中、欧米諸国同様のネット献金の拡充も求め

られておりますが、今もって制度的に追いつい

ておりません。

インターネット選挙運動の利点は、速報性や

多様な情報発信が有権者にとっても判断材料の

一つになっており、また、お金のかからない選

挙運動にもつながることが考えられます。また

逆に、インターネット上は匿名性が高いこと

で、誹謗中傷や成り済まし等の問題点も残りま

す。これも含めて法整備、法改正をしていく必

要があると思います。現在、民主党、自民党な

ど政党ごとに検討されており、諸外国の事例を

踏まえて、ホームページなどのインターネット

上のツールを用いた選挙運動を解禁してはどう

かという動きは活発化しております。

本県議会も、平成18年２月議会において同様

の意見書を可決・提出しておりますが、今もっ

て制度改正に至っておりません。インターネッ

トが政治において重要な位置を占めつつある中

において、このような状況は看過できません。

来年には全国的に統一地方選挙が行われること

などを踏まえても、早急に法改正に取り組む必

要があります。ついては、その阻害要因につい

て早急に改善し、政治活動におけるＩＴ利用が

促進されますよう公職選挙法などの諸制度の改

正を求めるものでありますが、本県議会として

も、４年ぶりに改めてこの意見書を決議してい

ただきますように議員各位にお願い申し上げま

す。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 提出者の説明は終わりまし

た。

◎ 質 疑

○中村幸一議長 これより質疑に入ります。質

疑についての発言時間は１人10分以内といたし

ます。

質疑の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、鳥飼謙二議員。

○鳥飼謙二議員 ただいま押川議員から提案理

由の説明がございました。「永住外国人への地

方参政権付与の法制化に反対する意見書」案と

いうことで御説明がございまして、その中で日

本国憲法第15条は、「公務員を選定し、及びこ

れを罷免することは、国民固有の権利」と規定

している。また、第93条第２項は、「地方公共

団体の長、その議会の議員及び法律の定めるそ

の他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直

接これを選挙する」と規定し、同項中の「住

民」の解釈として平成７年２月28日の最高裁判

所判例は、「住民とは地方公共団体の区域内に

住所を有する日本国民を意味するものと解する

のが適当である」ということを指摘されまし

て、日本国民固有の権利であるということで、

法制化に反対する理由を述べられました。つま

り提案者は、永住外国人に地方参政権を与えな

いとしているわけでございます。現在、我が国

には221万人の外国人の方が住んでおられます。

提案者のいう永住外国人とは、外国人登録法も

しくは出入国管理法に定めるいかなる範囲の外
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国人を指しているのかお尋ねします。

〔「最後のほうを……」「永住外国人と

はどのような範囲の外国人を指してい

るのか」と呼ぶ者あり〕

○蓬原正三議員 お答えします。

日本に永住する規定があるわけでございます

が、今資料を準備しておりますので、ちょっと

お待ちください。

期間の問題もあると思うんですが、基本的に

は、外国人で日本にある期間住んでおられる方

というふうにしております。細かい数字があり

ませんので、細かい数字はお答えできないんで

すけれども。

○鳥飼謙二議員 私は細かい数字を聞いている

わけではございません。永住外国人とは、出入

国管理法に定めるどのような範囲の外国人を定

めるのかということをお聞きしているのでござ

います。

○蓬原正三議員 今ここに資料がありませんの

で、定義を間違うと混乱を起こしますから、お

答えできません。

それと、質疑ですから、ここにある文面につ

いての質疑というふうに私ども考えておりまし

たので、細かい資料を持ってきておりません。

そういうふうに御理解いただきたいと思いま

す。

書いてあるわけですから、それを答えないと

いうのは、私の意見は今間違っていたと思いま

すが、ここには定義にかかわる資料を持ってき

ておりませんから、今のところここではお答え

できません。

休憩をお願いしたいと思います。

○中村幸一議長 暫時休憩します。

午後１時29分休憩

午後１時33分開議

○中村幸一議長 再開いたします。

○蓬原正三議員 入国管理法による外国人の定

義というふうに、今資料を引っ張り出してまい

りましたので、どの程度答えればいいのか

ちょっとわかりませんが、10年以上継続して日

本に在留していることということがございまし

て、あとは、独立の生計を営むに足りる資産ま

たは技能を有すること、素行が善良であるこ

と、この３つを条件にして永住権を与えられて

いる方が永住外国人だというふうにお答えしま

す。

○鳥飼謙二議員 特別永住者と一般永住者、そ

ういう方がおられるわけです。そしてそれ以外

に非永住者という方がおられるわけです。

今、蓬原議員が言われたのは非永住者のとこ

ろだろうと思いますが、定住者というのは、10

年以上というのが日本にあります。それから日

本人の配偶者、フランス人の夫を持っている妻

が日本人であるという場合には８年とかいうこ

とで、就労の資格とかいろいろ転職もしていい

ですよというのが取られます。

ただ、永住者というのは別で、特別永住者と

一般永住者に分かれるんです。そのことについ

てもお聞きしようかと思っていたんですけれど

も……。

では、特別永住者とはどのような人々を指し

ているのか。このことが議論の対象になってお

るわけですから。そして一般永住者とはどのよ

うな人を指しているのかお尋ねいたします。

○蓬原正三議員 国策によるものだというふう

に理解していますが、例えば第２次世界大戦が

ありました。そのときに日本に―いろんな条

件があったかと思うんですが―来られて残ら

れている方との違いが、特別永住と一般永住の
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違いだというふうに、国策によってそういうふ

うな違いが出たというふうに理解しておりま

す。

○鳥飼謙二議員 特別永住者というのは、1910

年、今から100年前なんですけれども、日本が朝

鮮を併合いたしました。そして台湾も日本の領

土にいたしました。そのときから朝鮮人ではな

くなる、日本人になったわけなんです。そうい

う人たちが、日本が敗戦になった途端に日本国

民ではなくなったんです。そういう人たちはど

うするのかということで、このときに特例法が

できまして、正しく申し上げれば─後でまた

討論で申し上げますけれども─「日本国との

平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の

出入国管理に関する特例法」、1952年にできて

おりますけれども、このことで特別永住者とい

うふうな規定がされたところでございます。

それからもう一つ、1989年、「出入国管理及

び難民認定法」、いわゆる入管法でありますけ

れども、日系人、例えばブラジル―議長も10

年ぐらい前にブラジルに友好で行かれました。

日本人がブラジルに行って、そしてあそこで艱

難辛苦をして大地を切り開いていって、今、２

世、３世、４世の時代になってきている。その

２世、３世が日本に来て就労する。そういう人

たちをどうするのかというのが、議論で今申し

上げた法律、日系ブラジル人など一般永住者と

いうことにされたわけでございます。ですか

ら、ただ単に永住外国人といいましても簡単に

はくくられない、線引きをすることはできない

ということは押さえておくことが必要ではない

かなと思います。

次に、この提案書の中で、永住外国人が「地

域に密接な関係を持つに至っている」と表現し

ておられますけれども、「地域に密接な関係」

とはどのような関係であると考えておられるの

かお尋ねします。

○蓬原正三議員 この言葉のとおりだと思うん

ですが、私どもがこの意見書をつくるにつくっ

た言葉ではなくて、これまでの意見の中である

わけですが、密接なというのは、そこで生活を

し、付近の住民の皆さんと触れ合い、いろんな

品物を購買し、ごく普通の人としてそこに生活

しておられる、いろんな行事にも参加しておら

れることだというふうに理解しますけれども。

○鳥飼謙二議員 「地域に密接な関係」という

のはこの意見書案にも出てきております。提案

者は、1995年（平成７年）の最高裁判決、これ

を読まれたでしょうか。

○蓬原正三議員 今ここにございますが、読ん

ではおります。ただ、中身を今ここでこれを見

らずに言えと言われるとちょっとなんですが、

一応本もありまして、読んではおります。

○鳥飼謙二議員 それはどの程度のものです

か、何字ぐらいですか。

○蓬原正三議員 これを読むと時間がかかりま

すから、この抜粋でありますけれども、約400

字、500字でしょうか―500字ぐらいのもので

あります。読めと言われればここで読みますけ

れども、400字ぐらいであります。

○鳥飼謙二議員 ここにコピー、主文を持って

います。最高裁の５名の小法廷、全員一致で書

かれた判決でありますけれども、1,500字ぐらい

だと思います。これは最高裁のホームページに

載っておりますので、ぜひ原案をすべてお読み

になっていただければというふうに思います。

意見書の中で、「日本国憲法第15条は、「公

務員を選定し、及びこれを罷免することは、国

民固有の権利である」と規定している。また、

第93条第２項は、「地方公共団体の長、その議
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会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、そ

の地方公共団体の住民が、直接これを選挙す

る」と規定し、同項中の「住民」の解釈として

―ここが大事です―平成７年２月28日の最

高裁判所判例は、「住民とは地方公共団体の区

域内に住所を有する日本国民を意味するものと

解するのが相当である」としている」と指摘し

ておられます。そのとおりでありますが、この

判例の一部をもって法制化に反対する論拠とし

ておられますけれども、提案者は判決を読まれ

たのでしょうか―と、ここで聞くようになっ

ておりました。

そこで、この判決で、「93条第２項は、我が

国に在留する外国人に対して、地方公共団体に

おける選挙の権利を保障したものとはいえない

が、憲法第８章の地方自治に関する規定は、民

主主義における地方自治の重要性に鑑み、住民

の日常生活に密接な関連を有する公共的事務

は、その地方の住民の意思に基づきその区域の

地方公共団体が処理するという政治形態を憲法

上の制度として保障しようとする趣旨に出たも

のと解されるから―これは最高裁の判決を読

んでいます―、我が国に在留する外国人のう

ちでも永住者等であって―これは先ほど申し

上げた朝鮮、韓国、台湾、中国、ブラジル―

その居住する区域の地方公共団体と特段に密接

な関係を持つに至ったと認められるものについ

て―ちょっと省略しますが―、法律をもっ

て（中略）選挙権を付与する措置を講ずること

は、憲法上禁止されているものではないと解す

るのが相当である」―これが全文の中身でご

ざいます―と述べています。すなわち、認め

るもよし、認めざるもよしとの立法上の問題で

あると指摘しているのであります。どの部分を

もって憲法上問題があるとされるのか、お尋ね

いたします。

○蓬原正三議員 ここに書いておりますよう

に、先ほど御指摘がありましたが、９行目、い

わゆる判例でもってそうしているわけで、少し

こちらの説明に加えますが、あくまでも私ども

は、これは亀井大臣もおっしゃっていますが、

帰化されればいいではないか、帰化されること

でということを我々は言っているわけでありま

すので、つけ加えさせていただきます。

憲法学者じゃないんで、憲法の細かいところ

まではお話しできません。1,500字あるというお

話もさっきありましたが、今、永住外国人のく

だりのところがございましたが、これは、その

方に明確に参政権を与えよということではない

んです。傍論の部分と主文の部分があったとい

うふうに記憶しておりますが、傍論の部分では

そういうくだりがあったと思っていますけれど

も、主文のところでは、私どもがここに掲げて

おりますが、10行目ですか、というようなこと

だったというふうに、私どもは理解しておりま

すけれども。

○鳥飼謙二議員 やはりこの問題は非常に根が

深い歴史的な条件があったわけです。日本がア

ジアの中で生きていく、世界の中で生きてい

く、そのときに日本はどういう道をたどってき

たのか。明治以降―今、坂本龍馬をやってい

ますけれども、そのことがやはり問われている

と思っているんです。ですから、私が特別永住

者、一般永住者についてお聞きをしたのは、国

民的議論が十分されていない。自民党の議員の

皆さんの中にもその内容を知らない方もおられ

たということで、もっと議論をしましょうとい

うことを指摘しているわけでございます。

あと１分ですが、最後にお尋ねをいたしま

す。グローバル化をした今日でございます。日
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本だけが鎖国をして生きていくわけにはいかな

いというのは当然でございます。それでは、海

外における地方参政権はどんなふうになってい

るのか、当然思いを至さなくてはならないと思

うのでございますが、日本もＧ８、Ｇ７に入っ

ておりますし、ＯＥＣＤにも入っております

が、ＯＥＣＤ30カ国の状況についてお知らせい

ただきたい。

○蓬原正三議員 資料には、ここにあります。

外国人の参政権の問題ですね。確かにＥＵ、ヨ

ーロッパが一つになりまして、ここの場合は、

国境をなくして、しかも今一つの統一的な国家

にしようという動きの中で通貨も一緒にしてい

るということで、私ども日本の置かれた状況と

ＥＵとの立場はかなり異なるというふうに理解

をしております。

今、数をとおっしゃいますが、ここにありま

すけれども、一つ一つ申し上げるんでしょう

か。まとめておりませんが、ここに一覧表は

ちゃんと持っておりますが、これを全部やると

なると時間がかかります。一応ＥＵについては

そういう認識は持っておるつもりであります。

○鳥飼謙二議員 韓国が３年ぐらい前に地方参

政権を認めました。非常に片務的ではございま

すけれども。そのことでもって日韓の友好を深

めていこうというような意思があったというふ

うに、当時の大統領―李明博（イ・ミョンバ

ク）さんになったときだったんですか、言って

おられます。今や国際化の時代でございます。

もっと幅広く議論をして、直ちに反対というの

じゃなくて、もうちょっと議論をしましょう

よ、そういうことを指摘して、質疑を終わりま

す。

○中村幸一議長 次に、満行潤一議員。

○満行潤一議員 それでは、「選択的夫婦別姓

制度の導入に反対する意見書」からお尋ねをし

てまいります。

まず、国際社会に生きる日本の責務の観点か

らお伺いしたいと思います。姓名制度や姓名習

慣を持つ国々では、夫婦別氏あるいは旧姓の併

用を認めている国がほとんどであると指摘され

ています。世界で日本だけが違う制度というこ

とになります。日本は1985年に「女性差別撤廃

条約」を批准しています。国連の各種人権委員

会は、選択的夫婦別姓などの民法改正をいまだ

に行っていない日本政府に対し勧告を繰り返し

ています。女性差別撤廃条約を批准している国

として速やかに法の整備を行うことは、国際社

会に生きる日本の責務だと考えますが、提出者

はどうお考えでしょうか。

○蓬原正三議員 国連女性差別撤廃委員会の勧

告があったということも聞いております。た

だ、差別という概念といいますか主観といいま

すか、そこらは非常に、選択的夫婦別姓につい

て、必ずしもそれが差別であると決めつけるこ

とが果たしてどうなのかと、ここはまたいろい

ろ考え方によって分かれるところじゃないかな

というふうに思っています。

○満行潤一議員 では、案文に入りたいと思い

ます。「この制度が導入されれば、親子で異な

る姓を名乗ることになり、夫婦や家族の一体感

が損なわれる恐れがある。また、事実婚や離婚

を増加させ、婚姻制度の崩壊をもたらすことが

大いに懸念される。さらに、親子を巡る痛まし

い事件の増加や犯罪の低年齢化など家庭崩壊の

危機が叫ばれる中で、家族をばらばらにしてし

まうこの制度の導入は、我が国の将来に大きな

禍根を残すことになると危惧するものである」

となっています。我が国の将来に大きな禍根を

残すと、そういうふうにお考えなんでしょう
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か。

○蓬原正三議員 はい、さように考えます。

○満行潤一議員 この中で、「夫婦や家族の一

体感が損なわれる恐れがある」となっています

が、その根拠は何なんでしょうか。

○蓬原正三議員 それは、親と子が別な姓、

どっちかの親の姓となることになるわけですか

ら、そのことが今私どもが意見書を出している

ところの一番大きなポイントでありまして、そ

れが一体感が損なわれることになる。例えば自

分のことについても、もし自分が子供と名前が

違うならばそういうふうに感じます。以上で

す。

○満行潤一議員 続けます。「事実婚や離婚を

増加させ、婚姻制度の崩壊をもたらすことが大

いに懸念される」というふうになっています。

事実婚や離婚を増加させる根拠は何なんでしょ

うか。また、婚姻制度の崩壊とは何を指します

か。

○蓬原正三議員 これは結局、家族というもの

に対する物の考え方だろうと思いますが、先ほ

どから言いますように、やはり姓が違うこと

で、籍を入れないとか、また離婚を増加させ

る、そういうことにつながるというふうに考え

ていますから、それは主観といいますか、考え

方、家族の一体感、きずな、そういうものをど

うとらえるかによって、これは立場上大きく違

うものだろうというふうに思っています。

○満行潤一議員 大きく意見が違うと思うんで

す。私は、質疑ですので、今意見は言えません

けれども、そこあたりのギャップというのはあ

るなと思いました。

次行きます。「親子を巡る痛ましい事件の増

加や犯罪の低年齢化など家庭崩壊の危機が叫ば

れる中で、家族をばらばらにしてしまうこの制

度の導入」というふうにあります。家族をばら

ばらにしてしまうこの制度、これを導入すると

家庭崩壊につながりますか、犯罪増加の一因に

なりますでしょうか。

○蓬原正三議員 やはりそこは、家族の一体感

が希薄になっていく、親子のきずなが薄くな

る、そういうことが家族の崩壊につながってい

く。これがまたひいては子供の精神的な成長、

子供の教育等々いろんなところに影響が出てき

ますので、そういうふうに一体感の問題だとい

うふうに思っています。

○満行潤一議員 次行きます。「改正国籍法の

厳格な制度運用を求める意見書」についてであ

ります。

今回の改正国籍法は、法務省が作成し、内閣

が提出した閣法です。2008年11月４日閣議決定

されています。国籍法の改正案は2008年12月５

日に成立をし、2009年１月１日、昨年の１月に

施行されています。国会で慎重審議された後可

決したと報道されています。時の政権与党であ

ります自民党法務会の国籍問題プロジェクトチ

ーム、座長・河野太郎氏を中心に働きかけ動か

れ、全閣僚もこれに賛同されている。党を挙げ

て推進をしているというふうに私は認識をして

います。党を挙げて反対したのは国民新党だけ

だったと記憶をしています。提案者は、この法

案の成立前からこのことについて厳格な制度運

用を求める、そういうお考えだったのか、まず

お尋ねします。

○外山 衛議員 確かにこれは自民党でも賛成

したんですが、運用している中で、一般の国民

の方から、「運用の仕方においてちょっと心配

がある。ですから、ＤＮＡ鑑定を加味してほし

い」という請願があって、こういう……。

〔「提案者じゃない人は発言できないで
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しょう。議長はちゃんと……」と呼ぶ

者あり〕

○中村幸一議長 失礼しました。

提案者は、蓬原正三議員、野辺議員、押川議

員ですから、この３名でお答えをお願いしま

す。

〔「進行、進行」と呼ぶ者あり〕

○蓬原正三議員 これは、先ほども採決のとこ

ろでありましたが、請願が上がってきておりま

して、委員会のほうに負託されて、それが採択

された結果に基づいて出している意見でありま

す。

○中村幸一議長 満行議員、ちょっと今質問が

かみ合っていないようですから、もう一遍説明

してください。

○蓬原正三議員 いつから考えていたのか、法

案成立前からという時期の御質問のようです

が、私どもは、先ほど申しましたように、請願

が上がって、それが一つの問題提起となって、

偽装認知等の危険といいますかそういうことが

あるというふうな御指摘もありましたから、そ

の時期については、以前からとなると、この請

願を受けてからこの意見書を出しているという

ことをお答えしておきたいと思います。

○満行潤一議員 私たちも国籍法の厳格な制度

運用は当然必要だろうという認識に立つわけで

すけれども、質疑ですので私たちの意見は申し

上げられませんが、ＤＮＡ鑑定が人権侵害、法

律違反、ひいては憲法違反ではないかというこ

との議論が国会の中であって、１月１日からの

施行というふうになっているという流れを御存

じかということを、私は聞きたかったわけで

す。

ここに、2008年11月27日、参議院の法務委員

会の会議録があります。この中で民主党の松岡

議員が、法律の専門家たる遠山日弁連家事法制

委員会副委員長に尋ねています。法学的観点か

らＤＮＡ鑑定は人権侵害なのかという質問に対

して、遠山信一郎参考人は、「ＤＮＡ鑑定の義

務付けが人権侵害かと問われれば、まごうこと

なく人権侵害だと思います」、そういう審議が

されて、慎重審議の末この法が施行されている

ということだと思うんです。ですから、ＤＮＡ

鑑定が非常に問題があるということで、国会の

中ではＤＮＡ鑑定の問題については本文に入っ

ていない、施行には入っていないというふうに

読み取れるんですが、提案者はこのＤＮＡ鑑定

についてはいかがお考えなんでしょうか。

○蓬原正三議員 附帯決議があったこと、そし

てそういう審議が当然あったものと思います

が、偽装そういうことを考えたときに、ＤＮＡ

鑑定をすることが必ずしも人権侵害にはならな

いというふうに考えます。

○満行潤一議員 国会の中でＤＮＡ鑑定につい

て質疑があって、国会の総意としてＤＮＡ鑑定

は人権侵害だというふうに確認されているはず

なんですけれども、そういう認識じゃないとい

うことでしょうか。

○蓬原正三議員 国会は国会でいろんな議論が

あっているんだろうと思いますが、これはドイ

ツでも１回、この改正国籍法あったんですが、

実際に物すごく問題ありということで、廃案と

いうんですか、無効とする法律が１回できてい

るんです。そういう例があります。したがっ

て、偽装認知といいますか、こういうことがあ

りますから、それをドイツの例に倣ってもちゃ

んと―国会はそういう議論をされたと思うん

です。思っていますが、やはりここまでやらな

いと、偽装が起こり得たという事例がドイツで

あるわけです。したがって、我々の意見とし
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て、ここはＤＮＡ鑑定をすべきである、会派、

地方議会の意見としてこれを附帯するというこ

とであります。

○満行潤一議員 終わります。

○中村幸一議長 次は、太田清海議員。

○太田清海議員 私は、今質疑のありました、

議員発議案第13号「改正国籍法の厳格な制度運

用を求める意見書」について、２～３質疑をい

たします。

この意見書の本文の中に、「いわゆる偽装認

知の危険性が指摘され、認知が真正なものであ

ることを確認するための万全の調査や、父子関

係の科学的な確認方法を導入することの要否に

ついての検討を行うなど、改正法の適正な施行

に向けて両院で附帯決議が行われた他」云々と

書いてあります。そしてその結果として、要望

事項の１には、「審査時におけるＤＮＡ鑑定の

実施を推奨すること」と書かれております。こ

こで問題になるのは、この附帯決議は、ここで

は「要否についての検討を行うなど」という表

現で意見書の本文では書かれておりますけれど

も、実際の附帯決議では「要否」というところ

はどういう表現になっておりますでしょうか。

○蓬原正三議員 これは、「父子関係の科学的

な確認方法を導入することの要否及び当否につ

いて検討すること」という文章になっていると

いうふうに理解しています。

○太田清海議員 今言われたとおり、「要否及

び当否」という表現が実は正確なんです。とい

うことは、要否及び当否という、当たるか当た

らないかという当否という言葉を２つとも入れ

た附帯決議であるわけで、では、「要否」と

「当否」の意味の違いはどう理解されておりま

すでしょうか。

○蓬原正三議員 要否ですから、必要であるか

必要でないのか。当否ですから、それは適当で

あるか適当でないのかということだと思ってい

ます。

○太田清海議員 要否というのは、必要である

かないかということで確認はできると思うんで

すが、当否というのは、正しいこと、そうでな

いことという意味があります。これは角川の新

国語辞典にも載っております。その制度導入す

ることが果たして正しいのかどうかということ

を問いかけたのが、この附帯決議ではないかと

思うわけですが、「要否」のみ、必要かどうか

ということのみの言葉を使われて、「当否」と

いうのをこの中から省かれておるというのは何

か意味があったんでしょうか。

○蓬原正三議員 附帯決議はそういうことに

なっております。我々は、偽装を防ぐために必

要だというわけですから、やったほうがいいよ

と言っているわけですから、「要否」という言

葉を使ったということです。

○太田清海議員 これは質疑ですから。正しい

かどうかということを国民的な議論をしてほし

い、政府に問いかけておるわけですから、「当

否」という言葉は極めて重要な言葉だと思って

おります。

もう一つ、最後に言葉上の確認をさせていた

だきます。「ＤＮＡ鑑定の実施を推奨するこ

と」と書いてあります。「推奨」とはどういう

意味でありましょうか。

○蓬原正三議員 勧めることというふうに理解

しております。

○太田清海議員 これも角川新国語辞典であり

ますが、「推奨」とは「ほめて人に勧めるこ

と」であるそうであります。これも今後の討論

の中で活用させていただきます。それほどまで

に改正国籍法については―意見書の中では厳
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格な制度運用を求めると言いながらも、推奨と

いう言葉と比べれば、厳格、厳格と言いなが

ら、ＤＮＡ鑑定のところだけが「勧めること」

というような語感にトーンダウンしている感じ

がして一貫性がないかなという疑問を持って、

確認をさせていただきました。以上でありま

す。

○中村幸一議長 次に、髙橋透議員。

○髙橋 透議員 私は、議員発議案第14号「教

員免許更新制の存続を求める意見書」に絞って

質疑をしてまいりたいと思います。

本意見書の本文の中ほど、「教員免許更新制

は、本格実施から一年も経っておらず、これか

ら成果が大いに期待されている中で」というふ

うにあります。１年もたっていないからまだ存

続しなさいという趣旨でしょうけれども、「こ

れから成果が大いに期待できる」、どんな成果

でしょうかお尋ねします。

○蓬原正三議員 それはこれまで、なぜこの教

員免許更新制度が必要であったかということの

議論がいろいろあったわけで、先生方の資質向

上であったり、知識技能というんでしょうか、

最新の知識技能をつけること等々、いわゆる教

育力を上げるという、そういう成果だというふ

うに思っております。

○髙橋 透議員 発議者にお尋ねするわけです

が、現在、研修制度というのがあるんですが、

かなり膨大な研修制度のようにお聞きするんで

すが、その制度の内容について御存じでしょう

か。

○蓬原正三議員 修了確認期限前の２年間―

更新のことですか、大学などが開設する30時間

の免許状更新講習を受講修了した後、免許管理

者に申請して修了確認を受けなければいけない

と。

○中村幸一議長 髙橋議員、今ちょっと意味が

通じていないみたいですから、もう一回かみく

だいて。

○髙橋 透議員 免許更新制度以外に、以前に

研修制度があるはずですが、その中身を御存じ

かという質疑です。

○蓬原正三議員 講習制度があることは存じて

おります。ただ、その中身の具体的な細かいと

ころまではちょっと。制度があるのは知ってお

ります。

○髙橋 透議員 ちょっとおわかりいただいて

いないから角度を変えますけれども、私がどん

な成果かというふうにお尋ねしたら、教員の資

質とか技能とかおっしゃるものだから、そうい

う資質向上というのは、既存の今まである研修

制度の中でできるんじゃないか、その関連性は

どうかというふうにつなぐ予定だったんですけ

れども。そのことについて関連性はどう分析さ

れているんですか。

○蓬原正三議員 この県議会でもいろいろ、先

生方のこの講習のことについては過去いろんな

議員から議論があっておりますが、今、研修制

度が確かにあります。ありますが、その中で教

育に関すること等でいろんな問題があっていた

というわけで、それを補完するシステムとし

て、10年に１度、更新するための制度が、免許

更新したほうがいいということでできたんだと

いうふうに思っています。中身的には当然、そ

れをさらに強力に補完する制度だろうというふ

うに、またそうでなけりゃいかんと思っていま

す。

○髙橋 透議員 いっぱい研修制度があるみた

いで、初任者研修から１年後、２年後、５年

後、10年後、15年後とあるようですが、10年後

という研修制度があるみたいです。免許更新制
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は30時間だというふうにお伺いしています

が、10年経過後の研修というのは12日間も研修

を受けるみたいで、そこの整合性も関連性を問

われていると思うんです。またこれは討論の中

で皆さん方にお訴えしていきますが。

免許更新制度、いわゆる更新しないと失効で

すね。受講しても失効することがあり得るのか

どうかお尋ねしたいと思います。

○蓬原正三議員 普通、常識的には、例えば車

の免許だとかそういうふうに考えますと、その

免許を取った時点から当然、人間は年をとって

いるわけですから、その間にいろんな技能が落

ちたり、体力が落ちたりいろんなことがあって

いると思いますから、一般論から申しますと、

この免許更新制度があれば、その講習を受ける

中で補完できればいいんですけれども、どうし

てもそれでクリアできなかった場合は、あるべ

きものだろうというふうに、一般論として思い

ます。

○髙橋 透議員 現在お勤めの教職員の方々、

私は終身雇用だというふうに思っています。期

限つきの雇用ではないというふうに思っていま

すが、仮に今持っている教員免許が失効するな

ら、終身雇用と矛盾するんではないかというふ

うに指摘するわけですが、どのようにお考えで

すか。

○蓬原正三議員 これは、免許更新をするか

ら、ふるいにかける、剥奪するのが目的じゃな

いと思うんです。さらにある期間に応じて先生

方のスキルアップを図るためにするべきもので

すから、今議員がおっしゃるように、採用され

て生涯教職につかれて、次の時代を担う子供た

ちを一生懸命教育していただければいいものだ

というふうに思っていますから、そうであるが

ための、さらにスキルアップを図るための更新

制度だというふうに私どもは思っております。

○髙橋 透議員 中身を少し触れていきますけ

れども、更新制の受講先は大学になっておりま

すが、受講を受け入れる大学の枠、ここは十分

なんでしょうか。

○蓬原正三議員 そこまではちょっと私どもも

わかりません。

○髙橋 透議員 また討論の中で触れますけれ

ども、制度そのものにいろいろ問題があるか

ら、免許制度については見直し、あるいは廃止

ということで取り上げてきているわけですが、

先ほどの研修と絡みますけれども、一般行政

職、いわゆる公務員は条件つき採用６カ月で

す。教職員の場合には期間はどのくらいか御存

じですか。

○蓬原正三議員 試用期間まではちょっとわか

りません。

○髙橋 透議員 討論の中で詳しくまた触れま

すけれども、１年なんです。同じ公務員でも、

それだけ厳しく教育現場は厳格な人材の採用を

しているというふうに私は理解をするわけであ

ります。さまざまな問題を抱えるこの免許制

度、慌てて導入されたものですから、現場でも

混乱をしているようですが、また中身について

は触れますが。

制度の中身としてもう一点お聞きします。管

理職とか指導主事、受講免除になっているんで

す。その理由をお聞かせください。管理職は受

講免除になっています。理由を教えてくださ

い。

○蓬原正三議員 今、私どもがここで意見とし

ている免許更新制度をさらに継続していただき

たいという、そのことが主でありまして、管理

職までそれがしないのはなぜか、そこまでは残

念ながら認識しておりません。
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○髙橋 透議員 制度をもう少し研究しても

らって、管理職とか指導主事ほど資質を高める

研修を受けないと、現場の指導というのができ

るのかと疑問に思うわけであります。

そして、先ほど大学での受講枠云々を申し上

げましたが、具体的な数字を―時間の制約が

ありますからここで申し上げますけれども、21

年度から免許更新制度は始まりました。受け入

れ予定が350人でした。第１グループの未受講者

が100人いるものですから―宮大は22年度

は250しかないんです。ところが、第２グループ

の予定者は873人なんです。受講の枠も十分に満

たされていないままにスタートしたものですか

ら、抜本的な見直し、あるいは私は廃止だとい

うことでお訴えをしているわけです。

後は討論の中で皆さん方に申し上げていきた

いと思います。終わります。

○中村幸一議長 以上で質疑は終わりました。

お諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、委員会の付託を省略して直ちに

審議することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議ありませんので、その

ように決定をいたします。

◎ 討 論

○中村幸一議長 これより討論に入ります。

討論の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、鳥飼謙二議員。

○鳥飼謙二議員〔登壇〕（拍手） 「永住外国

人への地方参政権付与の法制化に反対する意見

書」案に、反対の立場で討論いたします。

昨年の政権交代以降、宮崎県議会のよき伝統

である、議員発議案等の全会一致の原則が一方

的に破棄され、多数決で議会提案がなされるよ

うになってまいりました。全会一致の原則と

は、最大会派の提案を最大限尊重する一方で、

少数会派の意見も尊重するというものでありま

した。当然それは、最大会派において、宮崎県

勢の発展がまず第一であり、国政での対立を持

ち込んでも県政にはプラスにならないとの良識

ある議員の判断があったからであります。宮崎

県議会は、県民の暮らしや雇用、医療や教育、

そして基幹産業である農林水産業などの諸産業

の発展などに尽力するのが本来の任務でありま

す。先輩議員が築き上げた全会一致の原則を投

げ捨ててまで国政の対立を県議会に持ち込ん

で、いかなるプラスを宮崎県にもたらそうとい

うのでありましょうか。残念無念に尽きるので

あります。

一定の条件のもと、永住外国人に地方自治体

の参政権を付与しようとする法案は、12年前か

ら繰り返し国会に上程をされては廃案となって

まいりました。民主党の小沢幹事長が、昨年11

月の記者会見で「政府提案で出したい」と表明

し、実現の可能性が高まってまいりましたが、

連立与党の国民新党・亀井静香代表が「法案を

出すなら連立を解消する」と表明し、今国会で

の提出は見送られたのであります。にもかかわ

らず、なぜ我が宮崎県議会で法制化に反対する

意見書が議会運営委員会の多数決で提案された

のでしょうか、まことに残念であります。

我が国には登録外国人が221万人在住していま

すが、その内訳を見てみますと、在日コリアン

である特別永住者42万人、宮崎県においては470

人となっているようでございます。ブラジル人

などの日系２世や３世などの一般永住者49万

人、宮崎県では806人になっているようですが、

その合計91万人が永住者とされ、その他非永住
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者130万人が日本で生活をしています。

意見書案の問題を具体的に指摘したいと思い

ます。まず、憲法上の位置づけについてであり

ます。日本国憲法第15条は、「公務員を選定

し、及びこれを罷免することは、国民固有の権

利である」と規定し、また93条第２項は、「地

方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定

めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民

が、直接これを選挙する」と規定しています。

平成７年２月28日の最高裁判決は、同項中の

「住民」の解釈として、「住民とは地方公共団

体の区域内に住所を有する日本国民と解するの

が相当である」としておるのでありますが、一

方また最高裁判決は、「憲法93条２項は、我が

国に在留する外国人に対して地方公共団体にお

ける選挙の権利を保障したものとはいえない

が、憲法第８章の地方自治に関する規定は、民

主主義における地方自治の重要性に鑑み、住民

の日常生活に密接な関連を有する公共的事務

は、その地方の住民の意思に基づきその区域の

地方公共団体が処理するという政治形態を憲法

上の制度として保障しようとする趣旨に出たも

のと解されるから、我が国に在留する外国人の

うちでも永住者等であってその居住する区域の

地方公共団体と特段に密接な関係を持つに至っ

たと認められるものについて─一部略します

が─、法律をもって（中略）選挙権を付与す

る措置を講ずることは、憲法上禁止されている

ものではないと解するのが相当である」と述べ

ているのであります。この裁判は、永住外国人

を選挙人名簿に載せないことは憲法に違反する

として争われた訴訟でありますが、最高裁は違

憲ではないと判断したものの、一方で選挙権付

与も違憲ではない見解を示したのであります。

当時の最高裁判所の園部逸夫裁判官は、「推

進論も反対論も両方極論だ。移民がふえ、だん

だんと国と国が融合する状況となっている。日

本だけが鎖国ということはできないでしょう。

国粋主義でも国際主義でもなく、現に置かれた

立場をどう考えるのか。日本人が表立って反対

反対とやれば、世界では、日本は何を考えてい

るのか、意図しない方向に報道されるのではな

いでしょうか」とある雑誌で述べています。

先ほど申し上げましたように、ＯＥＣＤ30カ

国加盟国がございます。この中の大多数の国

は、国政選挙での選挙権、被選挙権は認めてお

りません。しかし、地方選挙におきましては選

挙権、被選挙権とも付与している場合が多数に

なっているのでございます。そのような世界の

趨勢があるというのは、ひとつ宮崎県議会の皆

様方にも御理解を賜りたいと思うのでございま

す。

グローバル化の今日、日本だけが鎖国をして

生きていくことはできないのは当然でありま

す。今申し上げた、先進国と言われるＯＥＣ

Ｄ30カ国では、オランダ、スウェーデン、デン

マーク、フランス、イタリア、ドイツなど24カ

国で認められており、世界の趨勢となっている

のであります。私は単に反対をしているのでは

ありません。国会や地方議会、それはもちろん

でございますけれども、国民的議論を展開し方

向性を見出すべきと主張しているのでありま

す。このことは、議会運営委員会でも我が会派

の髙橋幹事長が申し上げたとおりでございま

す。

以上、一方的な法制化反対は問題であること

を指摘して、これまでの歴史的な経緯等も十分

踏まえた議論が今後展開されることを期待しま

して、討論を終わります。ありがとうございま

した。（拍手）〔降壇〕
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○中村幸一議長 次は、河野安幸議員。

○河野安幸議員〔登壇〕（拍手） 議員発議案

第10号に賛成の立場から、自由民主党を代表し

て討論いたします。

提案理由にもありましたとおり、日本国民で

ない永住外国人に対して地方公共団体の議会の

議員及び長の選挙権を付与することは、憲法上

問題があると言わざるを得ません。そもそも参

政権は国民固有の権利であり、永住外国人で

あっても、帰化することで日本国籍を取得すれ

ば当然に得られるものでありまして、我が国は

帰化の門戸を決して閉ざしているわけではな

く、そのような中に、あえて憲法違反をしてま

で永住外国人に地方参政権を付与する理由を見

出すことはできません。

参政権を付与するのは、国政ではなく地方自

治のレベルのことでありますが、地方自治も国

から完全に独立して政治が行われているわけで

はなく、地方自治も広い意味で国政の一部と言

えます。特に地方分権が進む中では、地方自治

体の役割はますます増大しており、それだけ国

政に対する地方政治の影響力も大きいものと

なっております。米軍基地問題を初め自衛隊基

地の問題、原子力発電所の問題などのように、

地方のみならず国政に直結する課題に外国人が

かかわり、選挙権行使を通じて国政に重大な影

響を与えることは、国家主権の侵害であり、国

益にも反するものであります。

繰り返しますが、永住外国人に参政権を付与

することは憲法違反であります。議員各位にお

かれましては、以上申し上げましたとおり趣旨

を御理解の上、御賛同賜りますようよろしくお

願いを申し上げ、賛成討論を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、新見昌安議員。

○新見昌安議員〔登壇〕 自由民主党有志諸兄

から発議された、議員発議案第10号「永住外国

人への地方参政権付与の法制化に反対する意見

書」について、反対の立場から討論を行いま

す。

この意見書では、「日本国民でない永住外国

人に対し、地方公共団体の議会の議員及び長の

選挙権等の付与は、憲法上問題があると言わざ

るを得ない」と断じ、その根拠に、憲法第93条

第２項に規定してある「住民」の解釈として、

平成７年２月28日の最高裁判所による、「住民

とは地方公共団体の区域内に住所を有する日本

国民を意味するものと解するのが相当である」

との判例を引用しております。この判例をつぶ

さに見てみると、確かに憲法は、「我が国に在

留する外国人に対して、地方公共団体の長、そ

の議会の議員などの選挙の権利を保障したもの

ということはできない」としておりますが、一

方、同判決の傍論においては、「法律をもって

地方公共団体の長、その議会の議員などに対す

る選挙権を付与する措置を講ずることは憲法上

禁止されているものではないと解するのが相当

である」とも述べております。要するにこの判

例では、本論において外国人への参政権の付与

を要請していないことを明らかにするととも

に、傍論においては禁止していないことも明言

し、結果として憲法はこの問題についての判断

を立法府にゆだねており、法律によって、外国

人を排除しても、また外国人に参政権を付与し

ても合憲であるとする許容説に立っているのが

わかるのではないかと思います。確かに傍論は

拘束力を持たないものではありますが、法令の

最終的な有権解釈を行う機関である最高裁判所

の意見でありますので、極めて強い影響力があ

ると思います。
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さらに、同意見書では、「永住外国人が、憲

法に基づく参政権を取得するためには、国籍法

に定める帰化によるべきものと考える」とあり

ますが、このことについては特に、在日韓国人

・朝鮮人が帰化する場合に幾つかの障害がある

ことを知らなければなりません。まず、帰化の

際の氏名の問題があります。帰化後の名前は原

則として常用漢字表、人名漢字表等に掲げられ

る漢字または平仮名、片仮名以外は使用できな

いというふうにされており、今の制度では姓を

変えて帰化手続を踏まなければならないケース

も発生します。また、韓国は夫婦別姓ですの

で、夫婦が帰化する場合は夫婦のいずれかが改

姓しなければならないということにもなりま

す。そして何よりも、日本による植民地支配の

歴史に思いをいたせば、国籍選択の機会も与え

られず一方的に外国人にしておいて、今度は帰

化すればいいというのは、歴史的な認識を欠い

た全く身勝手な論理ではないでしょうか。

今議会の代表質問において、私は、永住外国

人の地方参政権付与についての見解を知事に伺

いましたが、その際、私たち公明党の考え、こ

れまでの取り組み、すなわち、永住外国人の生

活実態は日本人と全く変わらず、日本人と同じ

ように納税し、地域社会にも貢献していること

を踏まえ、これらの方々が望むならば、許され

る範囲において日本国民に近い扱いがなされて

しかるべきとの思いから、これまでに永住外国

人地方参政権法案を５度にわたって提案したこ

とを述べたところであります。初提出は平成10

年、翌平成11年10月４日の自由民主党、自由党

及び公明党との間の三党連立政権政治・政策課

題合意書には、公明党がそのとき既に衆議院提

出済みの「永住外国人に対する地方参政権付与

法案」について一部修正を行った法案を、改め

て３党において議員立法で成立させると明記さ

れ、公党間の合意も成立したところでありまし

た。その後、修正を加えながらも同法案は提出

されてきたところであります。

残念ながら５回とも廃案となっております

が、その内容を見てみると、第１に、外国人の

本国が同様の権利を与えていることを条件とす

る、いわゆる相互主義を採用することとしてお

ります。第２に、永住外国人選挙人名簿への登

録を申請し、これが登録されて初めて選挙権が

付与されるという申請主義を採用するというこ

ととしております。第３に、人権擁護委員や民

生委員などへの就任資格や条例の制定・改廃、

地方議会の解散及び議員、首長の解職を求める

直接請求権は、いずれもこれを付与しないとい

うことにしております。そのほか、詐欺登録及

び所定の届け出の義務を行わなかった者に対す

る罰則も規定するなど、一律に選挙権を付与す

るのではなく、慎重かつ十分な検討がなされた

ことがわかります。

意見書にも記述がありますが、我が国には

約91万人に上る永住外国人が居住し、日本人と

ともに社会生活を営んでおります。とりわけ大

韓民国国民など朝鮮半島由来の外国人が永住権

や特別永住権を取得して多数居住しておりま

す。その総数は平成20年末現在で58万9,000人に

も上り、在日外国人総数の26.6％を占めており

ます。このうち75歳以上と推定される１世は全

体の6.1％、２世から４世までが91.6％、４歳以

下の５世が2.3％、この２世以下の永住者は、日

本で生まれ育ち、学び、仕事をし、結婚して子

をもうけ、そしてこの国に骨を埋めていこうと

している人たちであり、その生活実態は日本人

と全く変わらないのであります。公明党が５度

にわたって永住外国人地方参政権法案を提案し
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てきたのは、そのような事情をかんがみた上

で、母国の国籍を一つのアイデンティティーと

して大切に守り抜いている外国人が、生活基盤

を置く土地で日本人と同じように住民の義務を

果たし、地域の共同体に参加しようとするな

ら、住民としての権利は保障されて当然である

と考えたからであります。

日本国憲法第11条には、「国民は、すべての

基本的人権の享有を妨げられない」、また第14

条には、「すべて国民は、法の下に平等であっ

て、人種、信条、性別、社会的身分又は門地に

より、政治的、経済的又は社会的関係におい

て、差別されない」と述べてありますが、ここ

でいう国民とは、日本国籍保有者という限定さ

れたものではなく、基本的人権の保障が普遍的

な権利であることからしても明確であります。

以上、るる述べてまいりましたが、私たち公

明党は、国会において永住外国人の地方参政権

付与の法制化について真剣に議論をしていただ

きたいと考えております。よって、今回の意見

書に対し反対の立場を重ねて表明し、討論を終

わります。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕（拍手） 議員発議

案についての討論を行います。議員発議案第10

号「永住外国人への地方参政権付与の法制化に

反対する請願」、第11号「選択的夫婦別姓制度

の導入に反対する意見書」、第13号「改正国籍

法の厳格な制度運用を求める意見書」及び第14

号「教員免許更新制の存続を求める意見書」

に、反対の立場から討論いたします。

まず、第10号についてです。私どもは、永住

外国人への参政権は付与すべきものと考えてい

ます。

その理由の第１は、その地域の住民として長

く生活し、地方行政と密接なかかわりを持つ外

国人に対し参政権を付与することは、憲法に明

記されている地方自治の精神からいっても当然

だということです。

第２は、外国人に地方参政権を付与すること

は世界の趨勢になっており、時代の要請になっ

ているということです。経済社会がグローバル

化し、世界的に人的な交流が進む中、生活の拠

点を日本に移す外国人が急増しているもとで、

ますます強く求められています。

第３に、日本には特有の歴史問題がありま

す。我が国では、外国人参政権の運動が広がっ

たのは、戦前、日本の植民地支配によって一方

的に「日本人」に組み入れられ、戦後、国籍を

選択する権利も与えられないまま、再び一方的

に日本国籍を喪失させられた朝鮮、中国の人々

が声を上げたからでした。日本で問われている

外国人参政権は、こうした日本の過去の行為と

切り離しては考えられません。

以上のように、地方自治や基本的人権、歴史

問題というさまざまな角度から、永住外国人へ

の参政権付与は現実的に求められており、この

法制化に反対する意見書案に同意できないもの

です。

次に、第11号「選択的夫婦別姓制度の導入に

反対する意見書」案についてです。

今、多くの女性たちが、１人の人間として人

格と個性が輝く生き方をしたいと願い、それを

妨げる障害を取り除いて、真の男女平等と子供

に権利を確保しようという求めが始まっていま

す。女性の社会参加が進む中で、結婚による姓

の変更が、働く女性に不利益を与えており、ま

た、姓を変えることが自分らしさを失うと感じ

て、結婚しても旧姓を名乗れるようにしてほし

いというのもその一つです。憲法24条が、結婚
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を「個人の尊厳と両性の本質的平等」の上に成

り立つことを保障していることからしても、夫

婦別姓を選択したいとの要求は至極正当なもの

です。

別姓で家族のきずなが弱まるということが反

対の理由の一つとして言われ、この意見書案で

も述べられていますが、世論調査では、「別姓

は家族の一体感に影響がない」とする人が半数

を超えています。政府もこの世論調査を国民の

理解を示す極めて重要な変化として受けとめ、

制度導入への決意を表明していたはずです。法

制審議会が選択的夫婦別姓を含む民法改正の答

申を言い出したのは1996年です。にもかかわら

ず、いまだに国会に法案を出していない政府、

法務省の責任は重大です。諸外国では夫婦の姓

について選択制をとる国がふえています。夫婦

同姓を強制する国は、主要な先進国では日本だ

けです。日本は世界の流れから大きく立ちおく

れているのが現状であり、速やかな対応が求め

られるものです。

以上のような立場から、夫婦別姓制度に反対

する同意見書案に反対するものです。

次に、第13号「改正国籍法の厳格な制度運用

を求める意見書」案についてです。

国籍法の改正は、「法の下の平等」を実現す

るため、子供の福祉や利益が最優先するという

考えで運用されるべきです。制度を悪用し虚偽

の認知で国籍を得ようという行為や、ブローカ

ーまがいの組織的な偽装認知は犯罪であり、そ

の防止は大切です。しかし、憲法違反の規定を

正すことと偽装認知を防止することとは別の問

題です。最高裁判所も、父母の婚姻を要件とし

ていた今までの規定が偽装認知防止と合理的関

連性を有するものとは言いがたいとしていま

す。法務省は、法務局の窓口に国籍取得の届け

に来た母親や関係者によく事情を聞き、関連書

類と矛盾はないかなど十分に審査するとしてい

ます。偽装認知防止は当然ですが、外国人を母

親とする子供を認知する場合にだけＤＮＡ鑑定

をというのであれば、新たな差別を生むことに

なります。参議院法務委員会の参考人質疑で日

弁連の遠山信一郎氏は、「ＤＮＡは究極の個人

情報であり、ＤＮＡ鑑定の義務付けはまごうこ

となく人権侵害だ。よほどの理由がない限り個

人情報の人権は守らなくてはいけない」と述べ

ています。不正な国籍取得問題については現行

法で十分対応できるものです。

以上のような立場から、人権侵害であるＤＮ

Ａ鑑定の実施を推奨することなどを求める意見

書案には同意できないものです。

次に、第14号「教員免許更新制の存続を求め

る意見書」案についてです。

この免許更新制は、教員に、技術や知識を保

障するとして、一定期間ごとに30時間の講習を

義務づけ、試験によって振り分けるものです。

教職員数の削減を義務づけている行革推進法の

もとで、複雑な社会環境の影響を受けている子

供たちと日々向き合い、多忙を極める先生方の

中には、精神疾患などによる病気休職者もふえ

ています。これまでも、５年研修、10年研修、

自主研修、校内研修などで研修は既に行われて

きています。教員の力量や人間性を高めるため

には、職場での連帯を通じて豊かな経験が交流

され、教育実践に生かすことです。そのために

も子供たちとしっかり向き合える時間が確保さ

れることが必要です。教職員の勤務実態が深刻

なもとで、待遇改善こそ求められています。こ

うした先生方にさらなる負担を負わせることに

なる免許更新制は廃止すべきと思います。

以上、同意見書案への反対を表明し、討論の
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すべてを終わります。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、満行潤一議員。

○満行潤一議員〔登壇〕 「選択的夫婦別姓制

度の導入に反対する意見書」に反対し、「女性

差別となる法律の修正・廃止を求める意見書」

に賛成の立場で討論を行います。

日本では、婚姻届を提出する際、どちらか一

方の姓に統一しなければなりません。民法750条

の夫婦同姓の原則です。男女どちらの姓を選ぶ

かは自由ですが、厚生労働省の平成18年度「婚

姻に関する統計」によると、現実には、婚姻

後96.3％もの妻が夫の氏に変わっています。世

界各国で、法律上の夫婦がともに婚姻前の氏姓

等の名称を維持できる選択肢があり得るかどう

かについて、立命館大学教授の二宮周平氏によ

れば、氏と名の組み合わせ、氏名で個人を特定

する制度ないし習慣を持つ国々では、夫婦別氏

あるいは旧姓の併用を認めている国がほとんど

であると指摘されています。また、かつて、法

律上に夫婦同姓統一が明記されている国とし

て、日本以外にトルコやタイが上げられていま

したが、ともに法改正があり、今や法律上に同

姓統一の規定があるのは、確認できた範囲では

世界の中で日本だけであります。

歴史的な流れを確認すると、夫婦同氏同姓は

古くからの日本の伝統ではありません。日本で

も終戦までは、姓はもちろん、名字も夫婦別名

字が一般的でありました。1876年（明治９年）

太政官指令では、妻の氏は所生の氏、つまり実

家の氏を名乗ることとされています。夫婦別氏

制度が国民すべてに適用することとなっていま

した。1898年（明治31年）旧民法が成立し、現

在の夫婦同氏制度が導入されています。

法務大臣の諮問機関である法制審議会

が、1996年（平成８年）２月に選択的夫婦別姓

制度の導入を答申して以来、幾度か議論された

ものの、その都度自民党の強硬派の反対で実現

していません。政権交代になり、政府が、選択

的夫婦別姓制度導入のため、民法改正案の今国

会提出に向けた動きを本格化させています。３

月中旬の閣議決定を目指す動きとなっており、

改正実現の機運が高まっています。

まず、「民法及び国籍法の一部を改正する法

律案」（仮称）の概要についてであります。政

府案の概要は、最近の家族をめぐる状況の変化

にかんがみ、選択的夫婦別氏制度の導入、嫡出

子である子と嫡出子でない子の相続分の同等

化、女性の婚姻適齢の引き上げなどの措置を講

ずる内容となっております。

２月26日に、日本弁護士連合会は「家族法の

差別的規定改正の早期実現を求める会長声明」

を公表しています。声明は、夫婦同姓を強制し

ている先進国がないこと、世論調査で賛成が上

回っていること、婚外子相続分差別規定が憲法

違反であること、国連の各種委員会から関係法

改正を勧告され続けていることなどを理由に法

改正を求めています。

賛成派と反対派が、同じ３月３日、東京永田

町の国会議事堂周辺で集会を開いています。翌

日の産経新聞を引用させていただくと―賛成

派は「姓を同じにするか別にするかは自由にす

べきだ」と訴え、反対派は「夫婦別姓は『夫婦

解体』『家族解体』の入り口」と法案提出に強

く反発をしています。賛成派の集会は東京の憲

政会館記念館で開かれ、その中で棚村政行・早

稲田大学法学部教授は、「現在、世界の国々の

中で日本だけが夫婦同姓を強制しているが、改

正案は、同姓でも別姓でもどうぞという提案で

ある。婚外子差別は下級審で憲法14条違反の判

決も出ている。出生による差別はいけない。そ
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れぞれの生き方を尊重することは多くの人の幸

福につながる」と、改正案について解説してお

られます。また、1996年の法制審議会答申時に

内閣法制局長官だった大森政輔氏は、「氏を同

じくすることが婚姻の必須の事柄とは思わな

い。与党の中でも意見が分かれているので、党

議拘束を外した採決で早期実現を」などとあい

さつをし、次期日弁連会長に内定した宇都宮健

児氏は、「日弁連の人権活動の中でも一番大き

な問題として取り組む。憲法の理念に沿った改

正だと思う」と述べておられます。さらに、元

日本弁護士連合会副会長の久保利英明氏は、

「自己決定権がないこの国は民主国家ではな

い。別姓がだめだったら、仮に亀井静香という

人が荒川静香という人と結婚したら名前はどう

するんですか」や、評論家の樋口恵子氏が、

「企業の吸収合併を見ても、太陽神戸三井だの

三菱東京ＵＦＪだの、みんな名前を残そうとす

る。いかに女性は男性の家に吸収合併されてき

たことか」などユーモアを交えて話されたとい

うことであります。千葉景子法務大臣、野中広

務元議員、古賀連合会長など各界からの応援

メッセージも読み上げられたようであります。

反対派は、参議院議員会館で「日本女性の会」

という団体が集会を開いています。高市早苗衆

議院議員ら自民党議員、旧皇族で慶応大講師の

竹田恒泰氏らが出席し、「選択的別姓では家族

の絆が壊れ、世の中がバラバラになる」「日本

人にとって家族とは何かを問う問題だ」と反発

し、民主党がマニフェストに掲げなかったこと

も批判したと報じられていました。また、不倫

などで生まれた非嫡出子の相続問題でも、賛成

派は「子供に罪はない」と嫡出子と同じ財産分

与を認める法改正に賛同したが、反対派は「現

行法の方が、コツコツと家族で家の財産を築く

ことにプラス」になるとして、法改正に反発し

ております。

さらに、自民党提出の「選択的夫婦別姓制度

の導入に反対する意見書」の内容についてであ

ります。

案文では、これまで述べた反対派の意見と同

じように、「この制度が導入されれば親子で異

なる姓を名乗ることになり、夫婦や家族の一体

感が損なわれる恐れがある。また、事実婚や離

婚を増加させ、婚姻制度の崩壊をもたらすこと

が大いに懸念される。さらに、親子を巡る痛ま

しい事件の増加や犯罪の低年齢化など家庭崩壊

の危機が叫ばれる中で、家族をばらばらにして

しまうこの制度の導入は我が国の将来に大きな

禍根を残すことになると危惧するものである」

となっていますが、これは県民の不安をあおっ

ている内容としか理解できません。つまり、

「この制度が導入されれば親子で異なる姓を名

乗ることになり」とありますが、あくまでも選

択的な夫婦別氏制度を求めるものであります。

このくだりは、「この制度が導入されれば親子

で異なる姓を名乗る場合も出てくることにな

る」という表現が正しいのではないでしょう

か。

我が党の意見書にもありますように、日本

は1985年に女性差別撤廃条約を批准していま

す。国連の各種人権委員会は、選択的夫婦別姓

などの民法改正をいまだに行っていない日本政

府に対し勧告を繰り返しています。女性差別撤

廃条約を批准している国として速やかに法の整

備を行うことは、国際社会に生きる日本の責務

だと考えます。自民党案の「加えて」の次から

の「この制度導入にあたっては幅広く議論がな

されておらず、とても国民的な合意形成ができ

ているとは言えない状況にある」と危惧されて
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います。私も、幅広い議論が行われ、国民的合

意形成ができることが肝要であると思います。

しかし、現法の民法が夫婦同一姓を強制してい

ることは、明らかに日本国憲法が掲げる基本的

人権や「法の下の平等」に反しています。女性

差別となる法律の修正・廃止を早急に行い、選

択的夫婦別姓制度の導入を求める社民党提出の

意見書に賛成の意を表して、討論を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、松村悟郎議員。

○松村悟郎議員〔登壇〕 議員発議案第11号に

賛成の立場から、第16号に反対の立場から、自

由民主党を代表して討論いたします。

今月５日から８日にかけて時事通信社が実施

した世論調査によれば、選択的夫婦別姓制度へ

の賛成が35.5％であるのに対して、反対は55.8

％と、反対が賛成を約20ポイント上回りまし

た。また、平成18年に内閣府が実施した「家族

の法制に関する世論調査」で、夫婦同姓を支持

する割合と夫婦別姓を支持する割合はほぼ同じ

となっておりますが、夫婦別姓を支持しながら

も、実際に別姓を希望する割合は20％程度しか

なく、別姓を希望しない割合は約49％と多く

なっております。ちなみに、その５年前、平

成13年に行われた同じ世論調査と比較してみま

すと、夫婦同姓の支持割合が増加する一方で、

夫婦別姓の支持割合は減少しております。夫婦

別姓制度導入に対する世論の慎重な姿勢が見て

とれるわけであります。

夫婦で姓が異なれば、正式に結婚をした夫婦

なのか、ただ同棲をしている事実婚なのか見分

けがつかず、また、増加傾向にある離婚率にさ

らに拍車をかけることになるのではないかと懸

念をしております。また、親子関係に深刻な影

響を及ぼし、子供にも非常に心理的な悪影響を

与え、家庭や学校で無用な犠牲を強いることに

なりかねないと危惧しております。さらに、生

まれてくる子供の姓をどちらかにするかをめ

ぐっては、お互いの親、きょうだいの間で争い

が生じるようなケースが起こらないとも限りま

せん。

議員発議案第16号では、夫婦同姓が差別的規

定で、憲法に定める基本的人権や「法の下の平

等」に反しているとありますが、現在も夫婦は

どちらの姓を選択するかは自由でありますし、

実際、私自身も妻の姓を名乗っております。ま

た、判例でも夫婦同姓は合憲とされておりま

す。夫婦別姓制度がなければ実質的に何らかの

社会的な不利益をこうむるようなことはほとん

どないと思っておりますし、結婚後も旧姓を使

用しなければ社会生活において不便、不利益に

直面する方のためには、通称使用など法的整備

を図ればよいのだと考えております。

議員各位におかれましては、以上申し上げて

まいりました趣旨を御理解の上、御賛同賜りま

すようよろしくお願い申し上げ、議員発議案

第11号に対する賛成討論と、議員発議案第16号

に対する反対討論を終わります。（拍手）〔降

壇〕

○中村幸一議長 ここで暫時休憩いたします。

次は、15時15分に再開いたします。

午後３時４分休憩

午後３時15分開議

○中村幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、武井俊輔議員。

○武井俊輔議員〔登壇〕（拍手） 愛みやざ

き、武井俊輔でございます。

議員発議案第12号、蓬原正三議員ほか２名よ
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り提出の「政治資金に関わる疑惑究明と政治的

・道義的責任の明確化を求める意見書」につい

て、反対の立場から討論をいたします。

この意見書でいう政権党幹事長、内閣総理大

臣、すなわちこの意見書は、民主党の鳩山由起

夫総理大臣、小沢一郎幹事長に関する疑惑につ

いて、政治的・道義的責任を明確化するよう強

く要望するという趣旨のものであります。確か

に、「政治とカネ」の問題について、鳩山首相

や小沢幹事長の説明責任は果たされているとは

言えず、民主党の自浄能力にも国民から大いに

疑問の声が上がっているのは、さきの長崎県知

事選挙及び昨今の鳩山内閣の支持率の推移を見

てもそのとおりであります。

しかし、この「政治とカネ」の問題は今初め

て起こったものではありません。言うまでもな

く、自民党政権時代もこの「政治とカネ」の問

題は数限りなくありました。昨今の西松建設の

問題でも自民党元幹部の問題が大きく取り上げ

られております。では、その都度その都度、い

わゆる「政治とカネ」の問題について、自民党

は意見書を提出してきたのでしょうか。決して

そうではありません。すなわち、その対応には

一貫性がなく、地方議会から、民主党を中心と

する連立政権への揺さぶりの一環だと言わざる

を得ません。私たち宮崎県議会は地方議会の一

員であります。本県議会は、中央の権力闘争の

代理戦争をする場ではないと考えております。

その意味では、この意見書を地方議会である本

県議会から提出することが適切であるとは到底

思えません。そもそも意見書とは、本県議会と

して宮崎県民の意思を政府に伝えるというもの

であります。繰り返しますが、地方議会である

本県議会に、この国会の政争を持ち込むことは

決してあるべきことではありません。

この意見書というのは地方自治法99条におい

て行われるものであります。地方自治法99条

は、「普通地方公共団体の議会は、当該普通地

方公共団体の公益に関する事件につき意見書を

国会又は関係行政庁に提出することができる」

と規定しております。すなわち、今回の鳩山首

相、小沢幹事長に関する意見書は、この宮崎県

の公益に係るものとは到底言えません。ひとえ

にこれは国会の場で究明されることであり、そ

してまたその判断は、この夏の参議院選挙を含

めた国政選挙において国民が判断をするべきも

のであります。すなわち、その意味におきまし

ても、この意見書について、宮崎県民の総意で

提出するという意見書の趣旨に合致するもので

はないということは明白であるということを最

後に申し上げ、議員関係諸兄の賛成を求め、討

論といたします。

以上で終わります。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、山下博三議員。

○山下博三議員〔登壇〕（拍手） 議員発議案

第12号に賛成の立場から、自由民主党を代表し

て討論いたします。

民主党・小沢幹事長の資金管理団体の土地購

入をめぐる収支報告書虚偽記入事件に絡み、１

月23日、小沢幹事長は任意で検察の事情聴取を

受けましたが、現職の与党幹事長に対する捜査

機関の事情聴取は極めて異例なことでありま

す。一部報道によれば戦後政治史上初めてのこ

とでありましたが、いずれにしましても、３人

もの秘書や元秘書が起訴される事態は異常とし

か表現のしようがありません。また、鳩山総理

大臣が母親から常識を逸した資金提供を受けて

いた問題につきましても、その資金の流れと使

途が明らかにされず、脱税とのそしりも免れな

いものであります。総理の「国民目線」の言葉
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が非常にむなしく響き渡ります。各種世論調査

を見ましても、国民の多くが「政治とカネ」の

問題に失望し、鳩山総理や小沢幹事長の事件に

ついて説明責任が果たされていないとしており

ます。

平成５年３月６日、自由民主党の金丸元副総

裁が巨額脱税事件で東京地検に逮捕された際、

宮崎県議会は、３月議会と６月議会において、

我が自由民主党がみずから提案した「政治改革

の即時断行を求める意見書」を全会一致で可決

し提出しております。政治改革関連法案の早期

成立や政治腐敗の根絶、政治改革の即時断行を

求める内容でありましたが、今回も同様に、地

方から政府に対し、政治不信を払拭するよう声

を大きく上げていかなければならないと考えて

おります。

議員各位におかれましては、以上申し上げて

まいりました趣旨を御理解の上、御賛同賜り、

宮崎県民の総意としてこの意見書に御同意いた

だきますようによろしくお願い申し上げ、賛成

討論を終わります。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、太田清海議員。

○太田清海議員〔登壇〕（拍手） 議員発議案

第13号「改正国籍法の厳格な制度運用を求める

意見書」に、反対の立場で討論いたします。

反対といいましても、要望項目の１「審査時

におけるＤＮＡ鑑定の実施を推奨すること」と

いう項目に反対するものであります。というの

は、質疑の中でも明らかになりましたように、

改正国籍法の施行に当たり、国会における両院

の附帯決議では、「父子関係の科学的な確認方

法を導入することの要否及び当否について検討

すること」と表現をされています。見落として

はならない大事なことは、「要否及び当否」と

いう表現であります。特に「当否」という言葉

であります。意見書ではこの「当否」という言

葉が欠落をしています。要否とは、必要とする

か否かということ、当否とは、正しいこととそ

うでないこと、そういうことであります。今回

提案された意見書では、「要否」のみが表現さ

れ、国会の附帯決議で表現されていた大事な言

葉「当否」、導入することが正しいかどうかを

あらわす「当否」という言葉が欠落しているの

であります。国会での附帯決議が期待していた

ものは、父子関係の科学的な確認方法にはさま

ざまな手法があろうが、その導入に当たっては

人権面での配慮や経済的負担に対する配慮など

さまざまな点を考慮し、それを導入することが

果たして正しいのかどうかも含めて、必要かど

うかを「要否及び当否」という言葉で表現して

いたのではないでしょうか。今回提案された意

見書に「当否」という言葉が欠落していること

に、まず大きな疑義を感じております。

そのことを基本にしながら、次に、ＤＮＡ鑑

定についてであります。ＤＮＡ鑑定について

は、究極の個人情報であり、究極のプライバシ

ーであります。これを法制度として義務づける

ことは憲法上大いに問題があるわけで、慎重な

国民的な議論、コンセンサスが必要であると思

います。専門的に言いますと、立法事実論とい

うのがあります。立法事実とは、人権制約規定

を正当化する社会的事実を意味しております。

憲法訴訟において人権制約規定の合憲性が問題

となった場合、この立法事実の存否が検証され

るわけであります。具体的には３つありまし

て、人権制約の目的がその法律として正しいか

どうか、人権制約の手段は相当か、そして最後

に、目的と手段との間に牽引性が認められるか

などを検証しながら立法しなければならないと

なっております。
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今回のＤＮＡ鑑定においては５点ほど問題が

挙げられております。その３点を挙げますと、

今現在は偽装認知の立件件数は５年間で４件

と、人権制約を合理化する立法事実がない。２

点目は、諸外国の立法例としても、外国人母の

非嫡出子の国籍取得の場合にＤＮＡ鑑定を義務

化したものはない。３点目に、日本の家族法の

場合、生物学上の親子関係までは求めておら

ず、そういった法関係の中で、外国人母の非嫡

出子の場合にのみＤＮＡ鑑定を義務化した場合

は、法体系としての整合性がとれなくなるとい

うことなどであります。そんなことを配慮して

か、各県の改正国籍法に関する意見書として、

神奈川県議会、静岡県議会、長崎県議会、石川

県議会では、「ＤＮＡ鑑定」という言葉自体も

使われていません。それほどＤＮＡ鑑定という

ものがそれらの県ではデリケートな問題として

認識されているのだと思います。

さて、ＤＮＡ鑑定というものを国民に強制す

ることは、憲法上大いに問題でありますし、先

ほど満行議員、前屋敷議員からもＤＮＡ鑑定の

問題について議論する論述がありましたけれど

も、もう一つつけ加えて言うならば、参議院法

務委員会の答弁で倉吉法務省民事局長も、「Ｄ

ＮＡ鑑定を採用することについて、現在消極の

立場をとっております」と述べておられます。

民法上の親子関係の推定認知においてもＤＮＡ

鑑定は採用されていません。親子関係の争いに

なった場合のみＤＮＡ鑑定を採用する場合もあ

りますが、その場合であっても関係者の同意が

必要とされています。

それでは、国籍法上の取り扱いはどうか。も

ちろん今回の改正国籍法上ではＤＮＡ鑑定は強

制されていません。しかし、今回、虚偽申告に

対する罰則規定が設けられました。ということ

は、今回の改正法では、犯罪の疑いがあれば警

察は鑑定処分許可状という令状をとりＤＮＡ鑑

定することが可能となったのであります。改正

前の国籍法では虚偽申告に対する刑罰がありま

せんでしたので、改正前の国籍法のほうがか

えってＤＮＡ鑑定は難しかったと言えます。と

いうことは、今回の改正国籍法のほうが―犯

罪における、犯罪の疑いがあればという条件つ

きでありますが、ＤＮＡ鑑定が可能、より進ん

だと言えます。これらのことをないまぜにし

て、今回の改正された国籍法における届け出に

当たって、犯罪のときに用いられるＤＮＡ鑑定

を課すごとき議論は、人権上大いに疑義がある

ところであります。また、平成20年６月４日の

最高裁の国籍法の結婚要件に違憲判決をしたこ

との趣旨を大きく外れるものであります。いず

れにしても、国籍取得の届け出時のＤＮＡ鑑定

については、憲法上の人権やその他の問題につ

いての慎重な議論が必要であります。

意見書の表題にありますように、「改正国籍

法の厳格な制度運用を求める意見書」とありま

す。しかし、項目１のところでは、「審査時に

おけるＤＮＡ鑑定の実施を推奨すること」とい

うふうに、「厳格な運用」とでは、推奨するこ

とに自己矛盾があるように思えます。逆に一貫

性のなさを感じるところであります。こういっ

た「推奨」という言葉を使いながらも、結果と

して義務化せよというようなイメージでもって

国民世論に訴えられるということは、極めて不

幸なことであると思います。

以上をもちまして、今回の「改正国籍法の厳

格な制度運用を求める意見書」に対しては、反

対をいたします。以上であります。（拍手）

〔降壇〕

○中村幸一議長 次が、外山衛議員。

平成22年３月17日（水）



- 422 -

○外山 衛議員〔登壇〕（拍手） 議員発議案

第13号に賛成の立場から、自由民主党を代表し

て討論いたします。

国籍法の改正は、平成20年６月に、婚姻の有

無によって子供の国籍取得の扱いに違いが出る

ことは憲法違反、との最高裁判決が出されたこ

とを受けて行われたものでありますので、法改

正自体をとやかく言うものではありません。し

かしながら、国籍は国家の基本単位となる国民

一人一人の重要な資格であります。その国籍の

偽装認知を防止するためには、特にＤＮＡ鑑定

が不可欠であると思われ、ＤＮＡ鑑定なしでは

偽装認知を効果的に防ぐことは難しいのではな

いかと考えております。

皆さんも御案内のとおり、ＤＮＡ鑑定は、刑

事事件の捜査を初め、災害時の犠牲者の特定や

残留孤児と申請者の親子関係の認定など、その

不変の根拠を割り出し特定するために不可欠な

ものとなっております。したがいまして、国籍

という国民としての証明を要するところにＤＮ

Ａ鑑定があることは、至極当然のことではない

かと思うのであります。ＤＮＡ鑑定は欧州各国

が既に実施をしている実態もあり、国籍取得を

目的とした父子鑑定に限定をして利用される限

りにおいては、決して差別的な取り扱いには当

たらないと考えます。

日本人との間に婚姻の意思がないのに婚姻届

を提出する、いわゆる偽装結婚について、平

成19年には97件、375人の検挙者がありました

が、平成20年には139件、416人にふえるなど、

近年増加傾向にあります。こうした偽装結婚の

増加は偽装認知の増加につながってくることが

懸念されるわけであり、こうした点からも改正

国籍法の厳格な運用が重要であると考えており

ます。

議員各位におかれましては、以上申し上げて

まいりました趣旨を御理解の上、御賛同賜りま

すようよろしくお願いを申し上げ、賛成討論を

終わります。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、髙橋透議員。

○髙橋 透議員〔登壇〕（拍手） 議員発議案

第14号「教員免許更新制の存続を求める意見

書」に対し、社民党宮崎県議団を代表して反対

討論を行います。

この教員免許制度の矛盾点の一つを申し上げ

れば、我が国で他の専門職については免許の更

新制は導入されていません。医師、保健師、助

産師、看護師、薬剤師などであります。有効期

間を設けて更新制を採用しているのは特定の職

種に限られています。そのほとんどは年齢に伴

う身体適性の変化を確認する必要がある資格で

あり、交通関係のものに多く存在します。その

証拠に、運転免許などは高齢になるに従って有

効期間が短くなっています。

2006年６月に出されました自由民主党の「教

育基本法改正Ｑ＆Ａ」によりますと、自民党に

とって、今回の教育基本法改正のポイントは次

の３点にあると述べられています。１つに、戦

後教育で不十分であった教育の理念の確立、２

つに、教育行政における国の役割の明確化と教

育振興、３つに、教職員団体による教育の「不

当な支配」の排除となっております。つまり、

伝統的イデオロギーの注入、国の教育権限の強

化、教職員団体の弱体化の３つが教育基本法改

正の主要なねらいであったと思います。それを

達成するための具体的な手段が、教育三法の改

正であり、教職員団体の弱体化のための教育職

員免許法の改正であったと思われます。さら

に、不適格教員の排除に必要な人事管理の厳格

化や、指導が不適切な教員の人事管理システム
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化を目的としているところであります。

ところが、不適格教員の処分に関しては、既

に規定が存在します。「勤務成績が不良若しく

は適格性を欠く場合には降任若しくは免職す

る」という分限処分の規定であります。「指導

が不適切であり、研修してもなお不適切な場合

には免職し、引き続き他の職に採用することが

できる」という規定があります。他の職種の公

務員には例を見ないような任期制を教員だけに

課するのは、余りにも均衡を失していると言わ

ざるを得ません。

この教員免許制導入が動き出したときから、

導入の是非をめぐりさまざまな議論がなされて

きました。少なくとも文部科学省は消極的では

なかったかと思われるような議論もありま

す。2002年の中央教育審議会においては、「我

が国全体の資格制度や公務員制度の比較におい

て、教員のみ更新時に適格性を判断したり、免

許取得後に新たな知識技能を修得させるための

研修を要件として課すという更新制を導入する

ことは、なお慎重にならざるを得ない」との答

申があり、2005年には、「教師の質の向上のた

めには、養成、採用、研修、評価等の各段階に

おける改革を総合的に進める必要がある。これ

らの改革に当たっては、教師を励ますような方

向で進めるとともに、教職員の処遇の改善が図

られるなど、教職や学校が魅力ある職業、職場

となるようにすることが重要である」と答申が

出されています。

また、毎年10万人前後の現場教職員が受講し

続ける規模の研修や講習は前例がありません。

これだけ大がかりな国家的事業を実施しようと

する場合、十分時間をとって準備するのが普通

です。文部科学省主導でこの事業が進められて

いたら、もっと準備に時間をかけ、無理のない

体制で臨まれたのではないかと思われます。膨

大な事務量を伴う大事業であります。莫大なコ

ストを払ってまで果たしてやらなければならな

いことであったのでしょうか。教員の資質向上

が目的なら、選択肢は更新制のほかにもあるは

ずです。費用対効果という点からいっても更新

制には問題が多く含まれていると思われます。

それにもかかわらず更新制導入に文部科学省が

踏み切らざるを得なかった理由があります。

「美しい国」を標榜して総理になられた安倍元

首相の意向に配慮せざるを得なかったのではな

いでしょうか。安倍氏が首相でなかったら更新

制は導入されなかった可能性は高いと思われま

す。しかし、当人は、更新制を無理やり導入し

て、無責任にも総理をおやめになったことは、

御承知のとおりであります。

悪法も法なりです。今年度から導入された教

員免許更新制の問題点を申し上げていきます。

導入が拙速であったために１年間の試行期間を

設けましたが、現場及び教育委員会、大学等へ

の制度の周知が十分なされないまま始まりまし

た。つまり、学校現場で制度の十分な説明がな

く、対象者への周知が徹底されていませんでし

た。大学側においても講習に対する講座の内容

や受け入れ人数等に無理があり、希望する講座

が定員オーバーで受講できなかった方もいると

聞いております。

制度そのものにも問題があります。管理職や

指導主事は受講免除となっておりますが、管理

職や指導主事こそ、新しい教育事情や研修など

必要な内容を受講されるべきではないでしょう

か。講習を免除される者と免除されない者との

境界が必ずしも明瞭ではなく、教育行政及び学

校管理関係者を無条件で優遇しています。なぜ

管理職や指導主事は受講しなくてもいいのかと
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いう疑問が残るところであります。

さらに、10年期限つきということですから、

受講しないと教員免許は失効します。不安や戸

惑いの中で子供たちの教育に当たっており、現

場は混乱しています。これまでも教職員は経験

者研修などを受けてきております。10年経過研

修は、2002年の中央教育審議会答申で、「更新

制の導入を見送った見返りとしてつくられた制

度である。経験者研修の内容を充実させれ

ば、10年期限つき免許更新をしなくても知識や

技能の向上は得られる」との判断をしているの

です。免許更新とこの関係性はどうなるので

しょうか。

受講費用負担の問題もあります。加えて旅費

についても自己負担です。質疑でも申し上げま

したように、県内の大学で受講できない場合は

県外の大学で受講することになります。物理的

負担も大変で、不公平を助長するものでありま

す。

質の高い教員を確保し、国民の負託にこたえ

る教育水準を維持発展させるためには、無用な

混乱を持ち込んでいる免許更新制度の存続では

なく、現在ある研修を充実することで事をなす

べきであると考えます。今我々がなすべきは、

教師を取り巻く環境をいま一度検証すべきこと

です。保護者からのチェック、地域からの

チェック、そして教育委員会からのチェック

と、果たしてこれで教育に力を注ぐ心のゆとり

ができるのか疑問を抱かざるを得ません。

また、人事評価制度は行き過ぎの面はないの

か。時代は変わり、子供が変わり、親が変わ

り、地域が変わってきました。保護者間、地域

間で学校を支えてきたよき時代とは違います。

新年度予算では中学１年生の少人数学級の取り

組みが盛り込まれています。まだ十分とは言え

ませんが、行き届いた教育を進める取り組みの

一つと評価するものであります。

キレる子供、キレる大人が問題化されていま

す。朝食抜き、個食、そして油物が多い今日の

食生活に影響があるのかもしれないことを、さ

きの質問でも申し上げてきました。高度成長期

から金もうけの食品産業へと変わり、手間暇か

けてつくる日本食は食卓から少なくなってきま

した。食育についても早急に力を入れなければ

なりません。そのほかにも、教育予算をふや

し、私たち政治、行政がやらなければならない

課題はこの教育の中に山積しているのでありま

す。判断を誤って矛盾だらけの教員免許更新制

の存続を求めるのではなくて、廃止を主張され

るよう強く申し上げて、反対討論を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、横田照夫議員。

○横田照夫議員〔登壇〕（拍手） 議員発議案

第14号に賛成の立場から、自由民主党を代表し

て討論いたします。

教員免許更新制は、その時々で教員として必

要な資質・能力が保持されるよう、定期的に最

新の知識技能を身につけることで、教員が自信

と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊厳と信頼

を得ることを目的に、平成21年度より始まった

制度であります。

この制度では、現職の教員は、大学等におい

て教員免許状更新講習を30時間受講しなければ

なりませんが、講習を受けることで、教員の資

質・指導力の向上を図ることができるという意

見があり、また今年度、宮崎大学において免許

状更新の講習を受講した90％以上の受講者が、

「講義の内容が概ね良好である」とアンケート

に答えるなど、講習の受講が一定の成果を上げ

ていると考えます。
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教員免許更新制度は、本格導入からまだ１年

も経過しておらず、これから成果が期待されて

いたわけでありますが、国は「制度の抜本的な

見直しに着手し、必要な調査・検討を開始す

る」としているだけで、明確な改革の方向性が

示されておりません。教員の資質・指導力向上

は、ここにおられる皆さんを含めすべての国民

が望んでいることであると思いますが、今回の

制度見直しは、八ッ場ダム問題と同様に、先に

結論ありきの進め方であり、とても国民目線に

立っているとは言いがたいものであると考えま

す。

議員各位におかれましては、以上申し上げて

まいりました趣旨を御理解の上、御賛同賜りま

すようよろしくお願い申し上げ、賛成討論を終

わります。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、田口雄二議員。

○田口雄二議員〔登壇〕（拍手） 議員発議案

第15号「国として直接地方の声を聞く仕組みを

保障することを求める意見書」に対しまして、

反対の立場で討論を申し上げます。

これまでの陳情は、各自治体や団体が大人数

で、各自治体とともに、財政状況が大変厳しい

にもかかわらず、高い航空運賃やホテル代を負

担しながら何度も何度も上京してまいりまし

た。各省庁の大臣や関係局長等に列をなして、

要望書を持って、全国の自治体等と競争のよう

に、１日に10カ所から15カ所も役所内や役所間

を走り回っていました。私も市議会議員時代や

県議会議員になって、市長や議長や関係者とと

もに陳情に同行したことが何度かありました。

要望先の大臣や関係局長等はほとんどが不在

で、直接話をしたことはほとんどなく、職員か

窓口にいる女性に要望書を手渡すのが関の山

で、この要望書に目を通してくれるのか、何の

ために東京まで来たのか、そのたびごとにむな

しさにさいなまれたものです。しかも、私ども

が要望書を手渡した後ろには、全国から大挙し

てきた自治体等の陳情団が通路にまであふれて

いるありさまです。これで地方の声が国政に伝

わっていたのか、実に疑問であります。

仮に伝わっていたとしても、それが宮崎県の

場合は聞き入れられてもらえなかったのか、現

在の高速道路を初めとするインフラ整備のおく

れは目を覆うばかりで、腹立たしささえ感じて

しまいます。圧倒的に自民党の牙城である本県

の要望は当然聞き入れられていたはずなのに、

この悲しいまでのおくれは、これまでの陳情シ

ステムが機能していたのか、地方の声が本当に

届いていたのか理解に苦しむところです。

また、個々の国会議員と官僚がいろいろな機

会に接触することで、結果として利益誘導の政

治や政官業の癒着構造が生まれ、いびつな予算

づけが行われ、大きな地域間格差や業界や団体

等との格差がつくられてきました。逆に考える

と、これまでの本県選出の国会議員が官僚との

関係構築が苦手で、予算の分捕り合戦に完全に

取り残されたからなのかとも思えるほどです。

以上の点からも、これまでの陳情・要望活動

に、大きな疑問というより弊害を感じていまし

た。また、市町村長や団体トップの中にも改革

を訴える関係者もいました。

そのような中、昨年の８月30日の衆議院総選

挙で民主党が308議席をいただき、９月16日に、

社民党、国民新党と連立のもと政権交代が実現

し、昨日６カ月が経過いたしました。民主党

は、政権党になったことに伴い、党に対する要

望、陳情について一定のルールを設けました。

それは、１つ目は、政官癒着の排除と利益誘導

型政治からの脱却を図ること、２つ目は、分権
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型陳情で霞が関もうでを一掃すること、３つ目

は、国の行政刷新と地方行革に寄与すること、

４つ目は、透明性・公平性を確保すること、以

上、陳情処理の４つを目的とした分権型陳情へ

の改革を行うことといたしました。

私は、昨年の11月議会で、民主党が進める新

しい陳情について東国原知事に所見を伺ってお

ります。知事は以下のとおり答弁しています。

「私は、かねてから、地方から大挙して上京

し、要望書を抱えて霞が関を回ることに、大い

に疑問を持っておりました。このため、明確な

ルールに基づいて、効率的に要望を集約すると

いう民主党の新たなシステムを評価しておりま

して、その成果に期待しているところでありま

す。今回県では、平成22年度の政府予算に対し

まして、重点事項23項目を要望しております

が、いずれも本県の活性化や県民生活の安定・

向上に必要な事項でありますので、本県の提案

・要望を十分検討していただき、公平公正な判

断のもとで実現していただくことを願っており

ます。また、要望に対する判断結果と判断基準

をオープンにしていただくことも、あわせてお

願いしたいと考えております。私は、政府が目

指す地域主権や国民目線の政策を実現するため

には、地方の実情や課題等について、国と地方

が率直な話し合いを行う機会を数多く確保する

ことが必要と考えておりまして、今回の新たな

陳情方法を初め、地域主権戦略会議や国と地方

の協議の場の法制化などのさまざまなシステム

が十分機能していくことが大切であると考えて

おります」と、知事はこのように評価していま

す。

また、これまでと要望の受け入れが変わった

ことにより戸惑いは当然ありますが、次のよう

な所見を述べる県内自治体トップもいます。

「これまではいろんなルートを使ってきたが、

非常にシンプルになり労力も減った。陳情の方

法はこれまで人脈中心であった。地方の意見を

どれぐらい反映させるかは地域力が影響するだ

ろう。民主党とのつながりを大事にしたい。民

主党県連から重点要望をまとめて党本部に上げ

ていただいたが、スピード感があったと評価し

ています」。

また、国民の請願権の侵害に関しましては、

当県連に来るものは拒まず、事務所などはいつ

でもオープンです。また、いただいた要望を拒

否した例は１件もありません。また、本県の声

を代弁するのは国会議員であり、各級議員でも

あり、また各行政でもあります。今後とも当県

連はこれまで同様の対応を継続してまいります

し、当方より足を運び多様な御意見や御要望も

お聞きしてまいりたいと考えております。逆

に、相手によっては聞く耳を持たなかった以前

よりよほど民主的になったと自負しておりま

す。

なお、「今回の新ルールでは地方の声が届か

ない」との意見もありますが、果たしてそうで

しょうか。陳情のシステムが変わっても、希望

があった場合、当県連は可能な限り、知事や市

長等を、御要望のあった国土交通大臣や副大

臣、政務官、副幹事長等々と直接面会の時間を

つくり、本県の実情や地域の問題をこれまで以

上に密に話が進められていると思っています。

また、地方の声を届けるシステムは、今回の新

ルールに至った大きな目的でもある、現在進め

られている地域主権の推進となる国と地方の協

議の場、地域主権戦略会議で今後十分議論され

ることとなります。これまでよりはるかに地方

の声が届くことになり、ひもつき補助金から一

括交付金へ移行することになり、地方の存在が
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重視され、地域ごとの独自性が出されると期待

しています。

以上の点から、直接地方の声を聞く仕組みの

保障は、逆に以前より十分確保されていると思

いますし、さらに充実させようとしており、議

員発議案第15号は不要なものと判断し、意見書

提出に反対するものです。以上で反対討論を終

わります。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、宮原義久議員。

○宮原義久議員〔登壇〕（拍手） 議員発議案

第15号に賛成の立場から、自由民主党を代表し

て討論をいたします。

民主党が、地方からの要望・陳情の窓口を党

の地方組織を経由する形にして事実上一本化し

ていることは、御案内のとおりであります。国

に対する要望や陳情をめぐっては、昨年11月、

岡山県知事が、来年度予算編成に絡み中央省庁

を訪問する意向を表明した際、民主党県連が一

元化を理由に中止を要請し、両者が激しく対立

したニュースが全国的に大きく取り上げられた

ところであります。全国から寄せられる要望や

陳情を民主党の幹事長室が一元的に管理するル

ールにつきましては、全国の知事や市町村長の

間から、「行政の長として政府に陳情するの

に、なぜ政党に一々お伺いを立てるのか」と

いった不満が出ているのは周知の事実でありま

す。

また、今国会で審議中の平成22年度予算に盛

り込まれた道路整備事業について、民主党に対

する要望の有無でその配分に濃淡があったよう

でもありますが、地方からの要望に対して、政

府予算案がどういう過程を経て、どのような基

準で決定されたものか明らかにされておりませ

ん。行政が直接地方の声に耳を傾けるのは、民

主主義社会にあっては至極当然のことであり、

行政に対する要望の窓口を閉ざすことがあって

はならないと考えます。

議員各位におかれましては、以上申し上げて

まいりました趣旨を御理解の上、御賛同賜りま

すようよろしくお願い申し上げまして、賛成討

論を終わります。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 以上で討論は終わりました。

◎ 議員発議案第10号採決

○中村幸一議長 これより採決に入ります。

まず、議員発議案第10号についてお諮りいた

します。

本案は、原案どおり可決することに賛成の議

員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 起立多数。よって、本案は原

案のとおり可決されました。

◎ 議員発議案第11号採決

○中村幸一議長 次に、議員発議案第11号につ

いてお諮りいたします。

本案は、原案どおり可決することに賛成の議

員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 起立多数。よって、本案は原

案のとおり可決されました。

◎ 議員発議案第12号採決

○中村幸一議長 次に、議員発議案第12号につ

いてお諮りいたします。

本案は、原案どおり可決することに賛成の議

員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 起立多数。よって、本案は原

案のとおり可決されました。
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◎ 議員発議案第13号採決

○中村幸一議長 次に、議員発議案第13号につ

いてお諮りいたします。

本案は、原案どおり可決することに賛成の議

員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 起立多数。よって、本案は原

案のとおり可決されました。

◎ 議員発議案第14号採決

○中村幸一議長 次に、議員発議案第14号につ

いてお諮りいたします。

本案は、原案のとおり可決することに賛成の

議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 起立多数。よって、本案は原

案のとおり可決されました。

◎ 議員発議案第15号採決

○中村幸一議長 次に、議員発議案第15号につ

いてお諮りいたします。

本案は、原案どおり可決することに賛成の議

員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 起立多数。よって、本案は原

案のとおり可決されました。

◎ 議員発議案第16号採決

○中村幸一議長 次に、議員発議案第16号につ

いてお諮りいたします。

本案を原案どおり可決することに賛成の議員

の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 起立少数。よって、本案は否

決されました。

◎ 議員発議案第17号採決

○中村幸一議長 次に、議員発議案第17号につ

いてお諮りいたします。

本案を原案どおり可決することに賛成の議員

の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 起立多数。よって、本案は原

案のとおり可決されました。

◎ 議員発議案第18号採決

○中村幸一議長 次に、議員発議案第18号につ

いてお諮りいたします。

本案を原案どおり可決することに賛成の議員

の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 賛成少数。よって、本案は否

決されました。

◎ 閉 会

○中村幸一議長 以上で、今期定例会の議事は

すべて終了いたしました。

今議会を最後に退職される５名の部長の皆さ

ん、お疲れさまでございました。皆様の今後に

幸多かれとお祈りをしながら、これをもちまし

て、平成22年２月定例県議会を閉会いたしま

す。

午後４時０分閉会
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平成２２年２月定例県議会日程
２８日間

月 日 曜 区 分 議 事 備 考

開会 議会運営委員会 9:30
会議録署名議員指名
議会運営委員長審査結果報告
会期決定

２．１８ 木 本会議 議長の報告
議案上程
知事提案理由説明

特 別 委 員 会

１９ 金 休 会 （ 議 案 調 査 ）

２０ 土
（ 閉 庁 日 ）

２１ 日

２２ 月 代表質問通告締切 12:00
休 会 （ 議 案 調 査 ）

２３ 火 一般質問通告締切 12:00

２４ 水 議会運営委員会 9:30

２５ 木 本会議 代 表 質 問

２６ 金 請願締切 12:00

２７ 土
（ 閉 庁 日 ）

２８ 日

３． １ 月

一 般 質 問
２ 火

議員発議案締切 17:00
本会議 （会派提出）

３ 水
一 般 質 問 議会運営委員会 9:30
議案・請願委員会付託

４ 木
休 会 常 任 委 員 会 ( 補 正 )

５ 金

６ 土
（ 閉 庁 日 ）

７ 日

８ 月 本会議 常任委員長審査結果報告(補正) 議会運営委員会 9:30
質疑、討論、採決

９ 火

１０ 水

休 会 常 任 委 員 会 ( 当 初 )
１１ 木

１２ 金
議員発議案締切 17:00
（会派提出を除く）

１３ 土
（ 閉 庁 日 ）

１４ 日

１５ 月 特 別 委 員 会 議会運営委員会
休 会

１６ 火 （ 議 事 整 理 ）

常任委員長審査結果報告(当初) 議会運営委員会 9:30

１７ 水 本会議 質疑、討論、採決
特別委員長調査結果報告
閉会
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平成２２年２月定例会

代 表 質 問 時 間 割

２月２４日（水）

順序 会 派 質 問 者 質 問 時 間 備考

１ 自 由 民 主 党 蓬原 正三 １０：００～１２：００ 休憩

２ 自 由 民 主 党 押川修一郎 １３：００～１５：００

２月２５日（木）

順序 会 派 質 問 者 質 問 時 間 備考

３ 社 会 民 主 党 満行 潤一 １０：００～１１：５０ 休憩

４ 公 明 党 新見 昌安 １３：００～１４：３０ 休憩

５ 民 主 党 権藤 梅義 １４：４０～１６：１０

２月２６日（金）

順序 会 派 質 問 者 質 問 時 間 備考

６ 自由民主党県民の会 水間 篤典 １０：００～１１：３０ 休憩

７ 愛 み や ざ き 武井 俊輔 １３：００～１４：３０

＊ 会派別の質問時間

自由民主党 １２０分以内

社会民主党 ５５分以内

公 明 党 ４５分以内

民 主 党 ４５分以内

自由民主党県民の会 ４５分以内

愛みやざき ４５分以内
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平成２２年２月定例会

一 般 質 問 時 間 割

３月１日（月）

順序 会 派 質 問 者 質 問 時 間 備考

１ 自由民主党県民の会 徳重 忠夫 １０：００～１１：００

２ 自 由 民 主 党 河野 安幸 １１：００～１２：００ 休憩

３ 民 主 党 田口 雄二 １３：００～１４：００

４ 自 由 民 主 党 中野 廣明 １４：００～１５：００ 休憩

５ 社 会 民 主 党 髙橋 透 １５：１０～１６：１０

３月２日（火）

順序 会 派 質 問 者 質 問 時 間 備考

６ 公 明 党 長友 安弘 １０：００～１１：００

７ 自 由 民 主 党 外山 衛 １１：００～１２：００ 休憩

８ 自 由 民 主 党 横田 照夫 １３：００～１４：００

９ 自民党鳳凰の会 坂口 博美 １４：００～１５：００

３月３日（水）

順序 会 派 質 問 者 質 問 時 間 備考

１０ 自 由 民 主 党 宮原 義久 １０：００～１１：００

１１ 社 会 民 主 党 太田 清海 １１：００～１２：００ 休憩

１２ 自 由 民 主 党 黒木 覚市 １３：００～１４：００

１３ 愛 み や ざ き 西村 賢 １４：００～１５：００

＊ １人当たりの質問時間 ３０分以内













閉 会 中 の 継 続 審 査 ・ 調 査 申 出 一 覧

平成２２年２月定例県議会

委 員 会 名 事 件 理 由

調査を要す
総務政策常任委員会 県民政策及び行財政対策に関する調査

るため

調査を要す
厚 生 常 任 委 員 会 福祉保健行政の推進並びに県立病院事業に関する調査

るため

請願第９号 ｢宮崎県中小企業振興基本条例(仮称)｣
慎重な審査

商工建設常任委員会
の制定を求める請願

・調査を要
するため

商工観光振興対策及び土木行政の推進に関する調査

環 境 農 林 水 産 調査を要す
常 任 委 員 会

環境対策及び農林漁業振興対策に関する調査
るため

文 教 警 察 企 業 教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経営に 調査を要す
常 任 委 員 会 関する調査 るため

円滑な議会
議 会 運 営 委 員 会 次期県議会の会期日程及び議会運営に関する調査 運営を図る

ため
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議 案 議 決 件 名 一 覧 表



議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第 1 号 平成22年度宮崎県一般会計予算 ３月17日・可 決

〃 第 2 号 平成22年度宮崎県開発事業特別資金特別会計予算 〃

〃 第 3 号 平成22年度宮崎県母子寡婦福祉資金特別会計予算 〃

〃 第 4 号 平成22年度宮崎県山林基本財産特別会計予算 〃

〃 第 5 号 平成22年度宮崎県拡大造林事業特別会計予算 〃

〃 第 6 号 平成22年度宮崎県林業改善資金特別会計予算 〃

〃 第 7 号 平成22年度宮崎県小規模企業者等設備導入資金特別 〃

会計予算

〃 第 8 号 平成22年度宮崎県えびの高原スポーツレクリエー 〃

ション施設特別会計予算

〃 第 9 号 平成22年度宮崎県営国民宿舎特別会計予算 〃

〃 第10号 平成22年度宮崎県農業改良資金特別会計予算 〃

〃 第11号 平成22年度宮崎県沿岸漁業改善資金特別会計予算 〃

〃 第12号 平成22年度宮崎県公共用地取得事業特別会計予算 〃

〃 第13号 平成22年度宮崎県港湾整備事業特別会計予算 〃

〃 第14号 平成22年度宮崎県立学校実習事業特別会計予算 〃

〃 第15号 平成22年度宮崎県公営企業会計（電気事業）予算 〃

〃 第16号 平成22年度宮崎県公営企業会計（工業用水道事業） 〃

予算

〃 第17号 平成22年度宮崎県公営企業会計（地域振興事業） 〃

予算

〃 第18号 平成22年度宮崎県立病院事業会計予算 〃

〃 第19号 地方警察職員の定員に関する条例の一部を改正する 〃

条例

〃 第20号 県営土地改良事業分担金及び負担金徴収条例の一部 〃

を改正する条例

〃 第21号 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 〃

〃 第22号 警察関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正 〃

する条例

〃 第23号 公の施設に関する条例の一部を改正する条例 〃

〃 第24号 宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部 〃

を改正する条例
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第25号 宮崎県立自然公園条例の一部を改正する条例 ３月17日・可 決

〃 第26号 卸売市場法施行条例及び宮崎県小規模卸売市場条例 〃

の一部を改正する条例

〃 第27号 宮崎県漁港管理条例の一部を改正する条例 〃

〃 第28号 包括外部監査契約の締結について 〃

〃 第29号 全国自治宝くじ事務協議会への相模原市の加入及び 〃

これに伴う全国自治宝くじ事務協議会規約の一部変

更に関する協議について

〃 第30号 林道事業執行に伴う市町村負担金徴収について 〃

〃 第31号 農政水産関係建設事業執行に伴う市町村負担金徴収 〃

について

〃 第32号 土木事業執行に伴う市町村負担金徴収について 〃

〃 第33号 有料道路「一ツ葉道路」及び有料道路「小倉ケ浜 〃

道路」の事業変更に係る同意について

〃 第34号 次世代育成支援宮崎県行動計画及びひむか青少年 〃

プラン21の変更について

〃 第35号 平成21年度宮崎県一般会計補正予算（第６号） ３月８日・可 決

〃 第36号 平成21年度宮崎県開発事業特別資金特別会計補正 〃

予算（第１号）

〃 第37号 平成21年度宮崎県山林基本財産特別会計補正予算 〃

（第１号）

〃 第38号 平成21年度宮崎県拡大造林事業特別会計補正予算 〃

（第２号）

〃 第39号 平成21年度宮崎県小規模企業者等設備導入資金特別 〃

会計補正予算（第１号）

〃 第40号 平成21年度宮崎県えびの高原スポーツレクリエー 〃

ション施設特別会計補正予算（第２号）

〃 第41号 平成21年度宮崎県営国民宿舎特別会計補正予算 〃

（第２号）

〃 第42号 平成21年度宮崎県農業改良資金特別会計補正予算 〃

（第２号）
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第43号 平成21年度宮崎県沿岸漁業改善資金特別会計補正 ３月８日・可 決

予算（第１号）

〃 第44号 平成21年度宮崎県公共用地取得事業特別会計補正 〃

予算（第１号）

〃 第45号 平成21年度宮崎県港湾整備事業特別会計補正予算 〃

（第１号）

〃 第46号 宮崎県行政機関設置条例の一部を改正する条例 〃

〃 第47号 宮崎県産業廃棄物税条例の一部を改正する条例 〃

〃 第48号 県税の課税免除等の特例に関する条例の一部を 〃

改正する条例

〃 第49号 宮崎県地域活性化・公共投資臨時基金条例 〃

〃 第50号 宮崎県地域医療再生基金条例 〃

〃 第51号 宮崎県緊急雇用創出事業臨時特例基金条例の一部を 〃

改正する条例

〃 第52号 教育関係の公の施設に関する条例等の一部を改正 〃

する条例

〃 第53号 警察署の名称、位置及び管轄区域を定める条例の 〃

一部を改正する条例

〃 第54号 職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する 〃

条例

〃 第55号 宮崎県議会議員の選挙における選挙公報の発行に 〃

関する条例

〃 第56号 宮崎県議会議員及び宮崎県知事の選挙における選挙 〃

運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に

関する条例の一部を改正する条例

〃 第57号 宮崎県中小企業者等向け融資に係る損失補償に 〃

関する条例の一部を改正する条例

〃 第58号 みつばち転飼取締条例の一部を改正する条例 〃

〃 第59号 工事請負契約の締結について 〃

〃 第60号 工事請負契約の締結について 〃

〃 第61号 損害賠償の額の決定について 〃
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第62号 農政水産関係建設事業執行に伴う市町村負担金徴収 ３月８日・可 決

について

〃 第63号 教育委員会委員の任命の同意について ３月３日・同 意

議員発議案 第１号 図師博規議員に対する辞職勧告決議 ２月18日・可 決

〃 第２号 県議会議員の定数を定める条例及び県議会議員の選 ３月８日・可 決

挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関

する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条

例

〃 第３号 県議会議員の選挙区の特例に関する条例 〃

〃 第４号 子ども手当の全額国庫負担を求める意見書 ３月17日・可 決

〃 第５号 生産性の高い競争力に富んだ農家の育成を求める意 〃

見書

〃 第６号 水産業振興施策の充実を求める意見書 〃

〃 第７号 一括交付金制度化の充実した検討を求める意見書 〃

〃 第８号 障害者自立支援法の早期改善を求める意見書 〃

〃 第９号 宮崎県の出資法人等への関与事項を定める条例 〃

〃 第10号 永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する 〃

意見書

〃 第11号 選択的夫婦別姓制度の導入に反対する意見書 〃

〃 第12号 政治資金に関わる疑惑究明と政治的・道義的責任の 〃

明確化を求める意見書

〃 第13号 改正国籍法の厳格な制度運用を求める意見書 〃

〃 第14号 教員免許更新制の存続を求める意見書 〃

〃 第15号 国として直接地方の声を聞く仕組みを保障すること 〃

を求める意見書

〃 第16号 女性差別となる法律の修正・廃止を求める意見書 ３月17日・否 決

〃 第17号 政治資金規正法の制裁強化を求める意見書 ３月17日・可 決

〃 第18号 政治活動におけるＩＴ利用の促進を求める意見書 ３月17日・否 決
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議員発議条例、意見書、決議文



図師博規議員に対する辞職勧告決議

図師博規議員は、平成２１年１２月１４日、運転免許停止

中にもかかわらず、携帯電話を使用しながら運転を行い、無

免許運転などによる道路交通法違反容疑で摘発された。

今回の行為は、県民の信託を受け、また県民の範となるべ

き県議会議員としての自覚に欠ける恥ずべきものであり、県

議会の名誉と権威を傷つけるにとどまらず、県議会に対する

県民の信頼を著しく失わせるもので、道義的、政治的責任は

極めて重いと言わざるを得ない。

よって、本議会は、図師博規議員に対して、自らの意志と

責任により県議会議員の職を辞することを勧告する。

以上、決議する。

平成２２年２月１８日

宮 崎 県 議 会
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県
議
会
議
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例
及
び
県
議
会
議
員
の
選
挙
区
及
び
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

県
議
会
議
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例
及
び
県
議
会
議
員
の
選
挙
区
及
び
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（

平
成
2
1
年
宮
崎
県
条
例
第
2
4
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
３
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
３
条

県
議
会
議
員
の
選
挙
区
及
び
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
前

改
正
後

第
５
条

各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
は
次
の
と
お
り
と
す
る

第
５
条

各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
は
次
の
と
お
り
と
す
る

。
。

選
挙
区

議
員
数

選
挙
区

議
員
数

宮
崎
市

1
2
人

宮
崎
市

1
3
人

［
略
］

［
略
］

え
び
の
市

１
人

え
び
の
市

１
人

宮
崎
郡

１
人

［
略
］

［
略
］

第
３
条
の
次
に
次
の
１
条
を
加
え
る
。

第
４
条

県
議
会
議
員
の
選
挙
区
及
び
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
前

改
正
後

第
２
条

削
除

第
２
条

小
林
市
の
区
域
と
、
西
諸
県
郡
高
原
町
の
区
域
を
合
わ
せ
て
１
選
挙

区
を
設
け
る
。

第
４
条

前
条
に
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
県
議
会
議
員
の
選
挙
区
は
、
郡

第
４
条

前
２
条
に
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
県
議
会
議
員
の
選
挙
区
は
、

市
の
区
域
に
よ
る
。

郡
市
の
区
域
に
よ
る
。
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第
５
条

各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
は
次
の
と
お
り
と
す
る

第
５
条

各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
は
次
の
と
お
り
と
す
る

。
。

選
挙
区

議
員
数

選
挙
区

議
員
数

宮
崎
市

1
3
人

宮
崎
市

1
2
人

［
略
］

［
略
］

日
南
市

３
人

日
南
市

２
人

小
林
市

２
人

小
林
市
（
西
諸
県
郡
高
原
町
の
区
域
を
含
む
。
）

２
人

日
向
市

３
人

日
向
市

２
人

［
略
］

［
略
］

西
都
市
（
児
湯
郡
西
米
良
村
の
区
域
を
含
む
。
）

２
人

西
都
市
（
児
湯
郡
西
米
良
村
の
区
域
を
含
む
。
）

１
人

［
略
］

［
略
］

北
諸
県
郡

１
人

北
諸
県
郡

１
人

西
諸
県
郡

１
人

［
略
］

［
略
］

東
臼
杵
郡

２
人

東
臼
杵
郡

１
人

［
略
］

［
略
］

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
前

改
正
後

附
則

附
則

こ
の
条
例
は
、
次
の
一
般
選
挙
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
２
条
の
規
定

こ
の
条
例
は
、
次
の
一
般
選
挙
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
２
条
の
規
定

は
、
平
成
2
1
年
３
月
3
0
日
か
ら
施
行
す
る
。

は
平
成
2
1
年
３
月
3
0
日
か
ら
、
第
３
条
の
規
定
は
平
成
2
2
年
３
月
2
3
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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県
議
会
議
員
の
選
挙
区
の
特
例
に
関
す
る
条
例

平
成
2
2
年
３
月
2
3
日
に
行
わ
れ
る
市
町
の
合
併
に
よ
り
郡
市
の
区
域
の
変
更
を
生
ず
る
場
合
に
お
け
る
県
議
会
議
員
の
選
挙
区
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
の
合
併
の

特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
1
6
年
法
律
第
5
9
号
）
第
2
1
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
2
2
年
３
月
2
3
日
か
ら
平
成
1
9
年
４
月
８
日
に
行
わ
れ
た
一
般
選
挙
に
よ

り
選
挙
さ
れ
た
県
議
会
議
員
の
任
期
が
終
わ
る
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
な
お
従
前
の
選
挙
区
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

附
則

こ
の
条
例
は
、
平
成
2
2
年
３
月
2
3
日
か
ら
施
行
す
る
。
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子ども手当の全額国庫負担を求める意見書

平成２２年度予算に、中学校卒業までの子ども１人あたり月１万３千円の「子ど

も手当」が盛り込まれた。

平成２２年度の支給総額は２兆２，５５４億円が見込まれているが、平成２３年

度以降は子ども１人あたり２万６千円の支給となるため、さらなる財源の確保が必

要である。

よって、国においては、次の事項に取り組むよう強く要望する。

１ 平成２２年度については、地方の負担に十分配慮するとともに、混乱を招かな

いよう制度設計を早期に決定すること。

２ 平成２３年度以降の子ども手当については、全額国庫負担とすることとし、地

方には一切負担を求めないこととするとともに、国と地方の役割分担を明確化し、

地方の意見を十分に反映させること。

３ 将来世代にツケを回すことのないよう、子ども手当を実施していく上での中長

期的な財源確保の展望を示すこと。

４ 子ども手当のような直接給付だけでなく、幼児教育の無償化や保育サービスの

充実など安心して子育てしやすい環境づくりを進めること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２２年３月１７日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 様

参 議 院 議 長 江 田 五 月 様

内 閣 総 理 大 臣 鳩 山 由紀夫 様

内 閣 官 房 長 官 平 野 博 文 様

副総理・財務大臣 菅 直 人 様

総 務 大 臣 原 口 一 博 様

厚 生 労 働 大 臣 長 妻 昭 様

国家戦略担当大臣 仙 谷 由 人 様

少子化対策担当大臣 福 島 みずほ 様
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生産性の高い競争力に富んだ農家の育成を求める意見書

国においては、平成２２年度予算にコメ戸別所得補償モデル事業と水田利活用・

自給力向上事業を導入するとしているが、土地改良事業費の大幅削減をはじめとし

た農村現場で大きな混乱を招いている。

これまで国が推進してきた担い手農家や集落営農の位置付け、平成２３年度の本

格導入に向けての安定財源、貸しはがしにより農地集積が進まないこと、コメの過

剰対策や米価下落対策が講じられていないこと、全国一律単価では地域の産地形成

が進まないこと、コメ以外の果樹・野菜、畜産・酪農が置き去りにされていること

など、多様な農業の展開を阻害し、地域の元気が失われることへの強い懸念がある。

特に今回の農政転換にあたって、地方の農村現場の意見を事前に聞くことなく、拙

速に制度設計が進められたことが大きな混乱の原因となっている。

よって、国においては、以下の点に十分留意し、生産性の高い競争力に富んだ農

家の育成を進める施策の充実を行うよう強く求める。

１ 食料・農業・農村基本計画の策定にあたっては、生産性の高い担い手農家や集

落営農を推進すべき政策として明確に位置付けるとともに、農地集積の加速化、

農家所得の向上に配慮すること。

２ コメ戸別所得補償モデル事業では、コメ余りと米価下落を招く懸念があること

から、しっかりとした出口対策を講じるとともに、コメの消費拡大に努めること。

３ 全国で多様な農業が展開されていることから、水田利活用・自給力向上事業で

は、全国一律単価ではなく、地域主権の理念に沿った地域の話し合いで決める方

式を基本とすること。

４ 大幅な削減となった農業農村整備事業ついては、予算の復元により、現在進め

られている事業が計画通り継続できるようにするとともに、箇所付けの基準を明

確にすること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２２年３月１７日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 様

参 議 院 議 長 江 田 五 月 様

内 閣 総 理 大 臣 鳩 山 由紀夫 様

内 閣 官 房 長 官 平 野 博 文 様

副総理・財務大臣 菅 直 人 様

農 林 水 産 大 臣 赤 松 広 隆 様

国家戦略担当大臣 仙 谷 由 人 様
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水産業振興施策の充実を求める意見書

本県は、全国でも有数の水産県であり、かつお一本釣漁業、まぐろ延縄漁業をは

じめ、まき網漁業や養殖業など様々な漁業が盛んで、中でも近海かつお一本釣漁業

は、連続して全国一位の生産量、生産額を誇っている。

しかしながら、水産物価格の低迷、水産資源の減少、さらには操業経費の多くを

占める燃油価格の高騰など、漁業者は、大変困難な状況に直面している。

水産業の振興は、漁業者の経営安定と漁村の活性化に不可欠であるとともに、安

心・安全な食料供給の面からも求められるものである。

よって、国においては、次の事項に取り組まれるよう強く要望する。

１ 戸別所得補償制度の本格導入にあたっては、水産業についてもその対象とする

こと。

２ 緊急対策として、燃油に係る負担軽減を図るための補てん策を実施すること。

３ 関係各国とともに、大型巻き網船の規制を実施し、我が国周辺海域を含む中西

部太平洋水域における国際的な資源管理方策を構築すること。

４ 真に必要な漁港・漁場・漁村の整備については、着実に推進していくこと。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２２年３月１７日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 様

参 議 院 議 長 江 田 五 月 様

内 閣 総 理 大 臣 鳩 山 由紀夫 様

内 閣 官 房 長 官 平 野 博 文 様

副総理・財務大臣 菅 直 人 様

農 林 水 産 大 臣 赤 松 広 隆 様

国家戦略担当大臣 仙 谷 由 人 様
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一括交付金制度化の充実した検討を求める意見書

国においては、個性豊かで、活力に満ちた地域社会を実現するためには、国と地

方の役割分担を見直し、住民に身近なことはできる限り地方にゆだねるとともに、

自主性・自立性を高め、自らの判断と責任において行政運営ができる体制を早急に

構築することが求められている。

このため、現在「地域主権戦略会議」で協議が行われている「ひも付き補助金」

を廃止し、地方が自由に使える一括交付金の制度設計にあたっては、国の責任を放

棄することなく、地方の裁量権や自由度が真に確保され、地域の実情に応じた対応

が必要である。また、住民の生活を守る施策を実施するに足る所要額の確保や傾斜

的配分、義務教育や社会保障等に関する分野の交付金対象からの除外等について検

討される必要がある。

しかしながら、「地域主権戦略会議」の地方自治体代表者が、都市部の首長が多い

などの現状があるため、地方の声がどの程度しっかりと届くのかという不安や、三

位一体改革のように地方だけ痛みを伴う制度になってしまうのではないかとの疑問

が数多く上がっている。

よって、国においては、真の地方分権を確立するため、自主財源に乏しい地方の

意向や実情を十分に斟酌し、一括交付金制度を創設されるよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２２年３月１７日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 様

参 議 院 議 長 江 田 五 月 様

内 閣 総 理 大 臣 鳩 山 由紀夫 様

内 閣 官 房 長 官 平 野 博 文 様

副総理・財務大臣 菅 直 人 様

総 務 大 臣 原 口 一 博 様

国家戦略担当大臣 仙 谷 由 人 様
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障害者自立支援法の早期改善を求める意見書

国と障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団においては、平成２２年１月７

日に基本合意を締結し、速やかに応益負担を廃止し、遅くとも平成２５年８月ま

でに障害者自立支援法を廃止し新たな総合的な福祉法制を実施することとしてい

る。

また、障害者自立支援法廃止までの間、応益負担制度の速やかな廃止のため、

本年４月より低所得者の障がい者及び障がい児の保護者につき、障害者自立支援

法及び児童福祉法による障害福祉サービス及び補装具に係る利用者負担を無料と

する措置を講じることとしている。

しかしながら、自立支援医療に係る利用者負担は当面の課題とされ、また、市

町村民税課税世帯では、応益負担が残されており、その他の課題についても早期

の改善が求められている。

よって、国においては、新たな総合的な福祉法制の実施を待つことなく、下記

の事項を早期に実現されるよう強く要望する。

記

１ 障害者が生きるための介護（サービス）への一割負担をやめ「応益負担」は

撤廃すること。

２ 障害者を施設から追い出し、施設利用を制限する「障害程度区分」は、抜本

的に改善し、一人ひとりにあった支援策を確立すること。

３ 障害者施設への報酬単価を引き上げ、報酬の日割り制度をあらため、施設の

経営を守ること。

４ 自立支援医療に係る利用者負担を軽減すること。

５ 障害児の福祉は児童福祉法を基本とし、充実を図ること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２２年３月１７日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 様

参 議 院 議 長 江 田 五 月 様

内 閣 総 理 大 臣 鳩 山 由紀夫 様

厚 生 労 働 大 臣 長 妻 昭 様
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宮
崎
県
の
出
資
法
人
等
へ
の
関
与
事
項
を
定
め
る
条
例

（
目
的
）

第
１
条

こ
の
条
例
は
、
県
の
出
資
法
人
等
へ
の
関
わ
り
方
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
県
が
出
資
法
人
等
を
通
じ
て
実
現
し
よ
う
と
す
る

行
政
目
的
の
確
実
か
つ
効
果
的
な
達
成
を
図
る
と
と
も
に
、
公
正
で
透
明
性
の
高
い
効
率
的
な
県
行
政
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
２
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
出
資
法
人
等
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
法
人
を
い
う
。

(
１
)
県
が
資
本
金
、
基
本
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
じ
る
も
の
の
４
分
の
１
以
上
を
出
資
し
て
い
る
法
人
の
う
ち
県
の
行
政
運
営
と
密
接
に
関
連
を
有
す
る
も
の

と
し
て
知
事
そ
の
他
の
執
行
機
関
（
以
下
「
知
事
等
」
と
い
う
。
）
が
別
に
定
め
る
も
の

(
２
)
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
業
務
が
県
の
事
務
又
は
事
業
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
法
人
で
あ
っ
て
同
号
に
掲
げ
る
法
人
に
準
じ
て
取
り
扱
う
必

要
が
あ
る
も
の
と
し
て
知
事
等
が
別
に
定
め
る
も
の

（
県
の
責
務
）

第
３
条

県
は
、
出
資
法
人
等
の
設
立
の
目
的
を
踏
ま
え
、
出
資
法
人
等
と
の
協
働
に
よ
り
、
県
民
の
福
祉
を
向
上
さ
せ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２
県
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
出
資
法
人
等
に
関
す
る
情
報
の
公
開
を
推
進
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
経
営
評
価
の
実
施
等
）

第
４
条

知
事
等
は
、
出
資
法
人
等
に
対
し
て
、
毎
事
業
年
度
終
了
後
に
経
営
評
価
（
出
資
法
人
等
が
自
ら
の
設
立
の
目
的
を
踏
ま
え
事
業
が
効
果
的
か
つ
効
率
的

に
実
施
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
自
ら
事
業
全
体
を
分
析
し
総
合
的
に
評
価
す
る
こ
と
を
い
う
。
附
則
第
２
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
い
、
そ
の
結
果

を
報
告
す
る
よ
う
求
め
る
も
の
と
す
る
。

２
知
事
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
内
容
に
つ
い
て
評
価
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３
知
事
等
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
及
び
前
項
の
評
価
の
結
果
に
つ
い
て
、
議
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

（
知
事
等
へ
の
意
見
等
）

第
５
条

議
会
は
、
出
資
法
人
等
の
健
全
な
運
営
の
確
保
を
図
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
知
事
等
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
知
事
等
は
、
前
項
の
意
見
を
尊
重
し
、
当
該
出
資
法
人
等
に
対
し
、
助
言
、
指
導
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
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（
出
資
法
人
等
へ
の
関
与
の
見
直
し
）

第
６
条

知
事
等
は
、
出
資
法
人
等
を
通
じ
て
実
現
し
よ
う
と
す
る
県
の
行
政
目
的
と
出
資
法
人
等
の
自
律
性
を
考
慮
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
出
資

の
割
合
、
財
政
的
援
助
、
人
的
援
助
そ
の
他
出
資
法
人
等
へ
の
関
与
を
見
直
す
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
出
資
法
人
等
の
合
併
等
に
関
す
る
助
言
等
）

第
７
条

知
事
等
は
、
出
資
法
人
等
に
つ
い
て
、
そ
の
目
的
の
達
成
の
程
度
、
事
業
の
実
施
状
況
、
経
営
状
況
、
組
織
の
実
態
等
を
考
慮
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
当
該
出
資
法
人
等
に
対
し
て
、
合
併
又
は
解
散
に
つ
い
て
助
言
又
は
指
導
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
委
任
）

第
８
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
等
が
別
に
定
め
る
。

附
則

（
施
行
期
日
）

１
こ
の
条
例
は
、
平
成
2
2
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
第
４
条
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
降
に
事
業
年
度
が
終
了
す
る
出
資
法
人
等
の
当
該
事
業
年
度
に
係
る
経
営
評
価
か
ら
適
用
す
る
。

- 461 -



永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書

我が国には、永住権を持つ外国人が約９１万人生活しており、地域に密接な関係

を持つに至っていることから、これら外国人に対し地方公共団体の意思決定に参加

させるべきであるとして、これまでもしばしば、永住外国人に対する地方参政権付

与について議論がなされてきたところである。

しかし、日本国憲法第１５条は、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、

国民固有の権利」と規定している。また、第９３条第２項は、「地方公共団体の長、

その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直

接これを選挙する」と規定し、同項中の「住民」の解釈として平成７年２月２８日

の最高裁判所判例は、「住民とは地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を

意味するものと解するのが相当である」としている。

これらのことから、日本国民ではない永住外国人に対し、地方公共団体の議会の

議員及び長の選挙権等を付与することは、憲法上問題があると言わざるを得ない。

そもそも外国人への参政権の付与は、国民主権や国家存立の根幹に関わる重大事

項であり、慎重かつ十分な討論がなされる必要があるものと考える。

一方、国籍法は、第４条において、「外国人は、帰化によって、日本の国籍を取

得することができる」と規定しており、永住外国人が、憲法に基づく参政権を取得

するためには、この国籍法に定める帰化によるべきものと考える。

よって、国におかれては、永住外国人への地方参政権付与に関する法律を制定す

ることがないよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２２年３月１７日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 様

参 議 院 議 長 江 田 五 月 様

内 閣 総 理 大 臣 鳩 山 由紀夫 様

内 閣 官 房 長 官 平 野 博 文 様

総 務 大 臣 原 口 一 博 様

法 務 大 臣 千 葉 景 子 様

外 務 大 臣 岡 田 克 也 様

国家戦略担当大臣 仙 谷 由 人 様
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選択的夫婦別姓制度の導入に反対する意見書

民法第７５０条では「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を

称する」と定めているが、この規定を見直し、希望によって夫婦が結婚後もそれぞ

れ結婚前の姓を称することができるようにする選択的夫婦別姓制度の導入が図られ

ようとしている。

別姓を選択した夫婦の複数の子どもについては、夫婦のどちらかの姓に統一する

ことが検討されているが、この制度が導入されれば、親子で異なる姓を名乗ること

になり、夫婦や家族の一体感が損なわれる恐れがある。また、事実婚や離婚を増加

させ、婚姻制度の崩壊をもたらすことが大いに懸念される。

さらに、親子を巡る痛ましい事件の増加や犯罪の低年齢化など家庭崩壊の危機が

叫ばれる中で、家族をばらばらにしてしまうこの制度の導入は、我が国の将来に大

きな禍根を残すことになると危惧するのである。

加えて、この制度導入にあたっては幅広く議論がなされておらず、とても国民的

な合意形成ができているとは言えない状況にある。

よって、国においては、婚姻制度や家族の在り方に重大な影響を及ぼす選択的夫

婦別姓制度を導入することがないよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２２年３月１７日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 様

参 議 院 議 長 江 田 五 月 様

内 閣 総 理 大 臣 鳩 山 由紀夫 様

内 閣 官 房 長 官 平 野 博 文 様

法 務 大 臣 千 葉 景 子 様

国家戦略担当大臣 仙 谷 由 人 様
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政治資金に関わる疑惑究明と政治的・道義的責任の明確化を求める意見書

政権党幹事長の資金管理団体の土地購入事件に絡み、現職幹事長が検察の事情聴

取を受け本人は不起訴となったものの、３人もの秘書や元秘書が起訴される異例の

事態が起きたことは非常に重大である。

また、内閣総理大臣の政治資金規正法の制限をはるかに超える母親からの巨額の

資金提供についても、その資金の流れと使途は非常に不透明であり、脱税とのそし

りも逃れ得ないものである。

政権党は、先の総選挙でのマニフェストに政治不信を解消すると記述しているが、

これらの事件・疑惑について国民の納得のいく説明がなされておらず、政治への不

信は増すばかりである。

よって、国におかれては、国会の政治倫理審査会等の場で「政治とカネ」に関わ

る事件全容の徹底究明とその政治的・道義的責任を明確にされるよう強く要望す

る。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２２年３月１７日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 様

参 議 院 議 長 江 田 五 月 様

内 閣 総 理 大 臣 鳩 山 由紀夫 様

内 閣 官 房 長 官 平 野 博 文 様

総 務 大 臣 原 口 一 博 様
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改正国籍法の厳格な制度運用を求める意見書

改正前の国籍法は、出生後の認知により嫡出子たる身分を取得した子の場合、日
本国民の父または母の間に婚姻関係が存在することが日本の国籍を取得する要件と
されていたが、平成２０年の国会で成立した改正法は、この婚姻の要件を除外する
ことなどを内容とするものであり、平成２１年１月から施行されている。
本改正法は、平成２０年６月に「婚姻の有無により子の国籍取得の扱いに差異を

設けた現行の国籍法は憲法の平等規定に一部違憲である」との判決が最高裁判所よ
り出されたことにより、成立したものである。
しかし、法案提出段階から、実際には自分の子供ではない子に対して日本人男性

が認知をして子供に日本国籍が与えられる、いわゆる偽装認知の危険性が指摘され、
認知が真正なものであることを確認するための万全の調査や、父子関係の科学的な
確認方法を導入することの要否についての検討を行うことなど、改正法の適正な施
行に向けて両院で附帯決議が行われた他、国民の間からも偽装認知の防止などをめ
ぐり懸念する声が出ていた。
このことにより、虚偽の国籍取得の届け出書を提出した者に対する刑罰が設けら

れたが、いわゆる偽装認知の発生は、我が国が批准する「児童の権利条約」に掲げ
られた国籍を取得する権利はもとより、子供たちの未来を損ない、さらには、我が
国の根幹をも揺るがしかねない可能性がある。
よって、政府ならびに国会におかれては、改正国籍法の趣旨を踏まえ、偽装認知

等の不正を防止し制度の厳格な運用に万全を期すため、下記の事項について速やか
に対処するよう強く要望する。

記

１ 審査時におけるＤＮＡ鑑定の実施を推奨すること。
２ 申請者や外国人の親の我が国における居住実態や、日本人の親による扶養実態
等の綿密な調査を行うとともに、国籍付与後の継続調査を実施すること。

３ 各法務局における国籍取得件数などの審査情報の開示を行うこと。
４ 不正な国籍取得に対する罰則を強化すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２２年３月１７日
宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 様
参 議 院 議 長 江 田 五 月 様
内 閣 総 理 大 臣 鳩 山 由紀夫 様
内 閣 官 房 長 官 平 野 博 文 様
法 務 大 臣 千 葉 景 子 様
国家戦略担当大臣 仙 谷 由 人 様
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教員免許更新制の存続を求める意見書

平成２１年度より始まった教員免許更新制は、一定期間ごとに教員が技術や知識

を得る機会が保障され、時代の変化に的確に対応した教員を養成し、技能を向上さ

せる上で必要不可欠なものである。

しかしながら、国は、昨年１０月に教員免許更新制の抜本的な見直しを表明し、

来年度は制度の効果検証などを含めた調査・検討の事業を行うこととされている。

教員免許更新制は、本格実施から一年も経っておらず、これから成果が大いに期

待されている中で、改革の方向性も示されないまま「抜本的な見直し」の方針だけ

が打ち出されている現状では、学校現場の混乱を招くことは必至である。

よって、質の高い教員を確保し、国民の負託にこたえる教育水準を維持・発展さ

せるためにも、教員免許更新制を存続するとともに必要予算を堅持することを強く

求める。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２２年３月１７日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 様

参 議 院 議 長 江 田 五 月 様

内 閣 総 理 大 臣 鳩 山 由紀夫 様

内 閣 官 房 長 官 平 野 博 文 様

文 部 科 学 大 臣 川 端 達 夫 様

国家戦略担当大臣 仙 谷 由 人 様

行政刷新担当大臣 枝 野 幸 男 様
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国として直接地方の声を聞く仕組みを保障することを求める意見書

地方の声を国政に伝える上で、地域の代表である地方団体の首長・議員が直接政

府に対し要望を伝えることは極めて重要な手段である。

しかしながら民主党は、陳情窓口の一元化の方針を決定し、党地方組織を経由し

て政府への要望を行うような仕組みとした。また、今国会で審議中の平成２２年度

予算案に盛り込まれた道路整備事業において、民主党に対する要望の有無で、その

配分に濃淡がついていることも明らかになった。

本来、政治と行政の役割は切り離して考えるべきであり、特に多様化、専門化し

ている行政への要望等を政党が一元化して受け、行政への窓口を閉ざすことは、民

主主義の原則に反するあってはならない行為であり、憲法で保障する国民の請願権

を侵害することにもなりかねない。

よって、国においては、行政府として直接地方の声に耳を傾け、しっかりと受け

止める仕組みを保障するよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２２年３月１７日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 様

参 議 院 議 長 江 田 五 月 様

内 閣 総 理 大 臣 鳩 山 由紀夫 様

内 閣 官 房 長 官 平 野 博 文 様

副総理・財務大臣 菅 直 人 様

総 務 大 臣 原 口 一 博 様

国家戦略担当大臣 仙 谷 由 人 様
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政治資金規正法の制裁強化を求める意見書

政治資金をめぐる国会議員らの不祥事が発覚するたびに再発防止策が議論され、

収支の公開方法や献金規制の強化などの政治資金規正法改正が繰り返されてきた。

しかし、本年１月、政治資金規正法違反で現職国会議員を含む秘書らが逮捕される

事件が再び起き、極めて遺憾なことである。

国民の政治不信を招く｢政治とカネ｣の問題を断ち切るために、再発防止に向けた

法整備にしっかり取り組むことが強く求められている。特に、｢秘書が勝手にやっ

たことで自分は知らない｣と、議員自らが責任をとろうとせず、会計責任者が不正

行為を働いた場合には監督責任のある政治家が責任を取る具体的な仕組みを作る必

要がある。

現行法では、国会議員など政治団体の代表者が｢会計責任者の選任及び監督｣につ

いて｢相当の注意を怠ったときは、５０万円以下の罰金に処する｣と規定されている

が、実際に会計責任者が収支報告書の虚偽記載などの不正を犯した場合、その人を

会計責任者に選ぶ段階で｢相当の注意を怠った｣と立証するのは困難であり、実効性

に欠けると言わざるを得ない。

従って、会計責任者の｢選任及び監督｣を｢選任又は監督｣に変更し、政治団体の代

表者が会計責任者の監督についてだけでも｢相当の注意｣を怠れば、罰金刑を科せら

れる仕組みに改めるべきである。

よって、国におかれては、より一層の制裁強化を図るため、秘書などの会計責任

者が違法行為を犯した場合に、監督責任のある国会議員の公民権（選挙権や被選挙

権）を停止する政治資金規正法改正案の今国会での成立を強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２２年３月１７日

宮 崎 県 議 会

衆議院議長 横 路 孝 弘 様

参議院議長 江 田 五 月 様

内閣総理大臣 鳩 山 由 紀 夫 様

総 務 大 臣 原 口 一 博 様

- 468 -



請 願 一 覧 表



総 括 表

請 願

委 員 会 計 備 考

新 規 継 続

総 務 政 策 １ ２ ３

厚 生 ２ ５ ７

商 工 建 設 － ２ ２

環 境農 林水 産 － － －

文 教警 察企 業 － １ １

計 ３ １０ １３
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新 規 請 願
総務政策常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 34 号 受理年月日 平成２２年２月２６日

請 願 者 宮崎県宮崎郡清武町大字船引９４０－１
住所・氏名 宮崎県私学助成をすすめる会

鳥井 修一 （署名４，４６２人）

教育格差をなくし、子どもたちにゆきとどいた教育・私学助成増
額をもとめる請願

（請願趣旨）
私学は、建学の精神にもとづいて教育をすすめる公の教育機関

として、独自の伝統、教育システムにもとづく教育を提供し、各
地で教育改革に積極的な役割を果たし、国・公立学校とは異なる
重要な存在意義をもっています。
しかし、私学の学費は、宮崎県私立高校生の２００８年度初年

度納付金平均で５９万９，８８２円と、公立高校初年度学費の５
倍を超え、私学の生徒、保護者にとって耐え難いものとなってい

請願の件名 ます。特に昨今の厳しい経済情勢の下で、学費が払えずに学校を
辞めざるをえない生徒、深刻な滞納を抱える生徒が増えており、
また私学に魅力を感じながらも多くの生徒が私学への進学を断念
せざるを得ない状況があります。
また私学は、学費の公私格差によって過当な生徒募集競争を余

儀なくされ、私学教育本来の良さを損ないかねない現状に置かれ
ています。
こうした、生徒・保護者の深刻な学費負担を軽くし、私学教育

本来の良さを一層発揮していくためには、学費の公私格差を是正
し、私学の高い学費を抑え、教育条件の維持・向上をはかること
が重要です。
こうした立場から次の事項について請願します。

（請願事項）
１ 私立学校への運営費補助金を、少なくとも公立学校教育費の

２分の１補助を実現するように増額してください。

１ 生活困窮家庭に対する授業料補助を私立学校の授業料相当額

まで引き上げてください。

１ 学費の公私格差をなくし、保護者の学費負担を軽減するため

に授業料助成を実現してください。

紹 介 議 員 蓬原 正三 徳重 忠夫 河野 哲也

西村 賢 満行 潤一 田口 雄二 前屋敷 恵美

摘 要

- 472 -



新 規 請 願
厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 35 号 受理年月日 平成２２年２月２６日

請 願 者 宮崎市清水１丁目１２番２号
住所・氏名 宮崎県歯科医師会

会長 田島 逸男

歯・口腔保健推進条例制定についての請願

平成13年度３歳児歯科健診むし歯本数にて、2.64本と本県は全
国最下位となりました。その後、県当局のご努力により改善が図
られ、最下位は脱したものの、依然として下位に甘んじています。
このことは、平成20年度12歳児での歯科健診一人平均むし歯本

数が2.1本と下から７番目という下位の結果が示すように、根本
的な対策の必要性を感じるところです。
これらの結果の背景には、本県行政に歯科医師１名のみという

他県に比べ少ない歯科専門職配置数や県民小児の高い歯科疾患有
請願の件名 病率への対策不足があり、この先に控える成人及び高齢者歯科医

療においての問題をも示唆するものです。
また、本県の高い高齢者率や医療偏在も相まって、医療計画の

４疾患対応の充実が叫ばれる中、医療計画に盛り込まれた、かか
りつけ歯科医や口腔ケアの役割を確実に実行できる環境の整備が
急がれます。
つきましては、生涯に亘る歯・口腔の健康づくりに対し、また、

全身の健康にも深く関わり、特に、高齢者における日常の生活、
そしてその延長としての社会性の向上のためにも、県が率先し、
県の責務及び市町村、教育関係者、保健医療関係者、福祉関係者、
県民等の役割を明らかにし、歯・口腔の健康づくりの推進に関す
る条例を定めることで、施策を総合的かつ計画的に推進し、県民
の健康水準を向上させることが必要です。
以上の要旨をご理解いただき、今日までに北海道、新潟県、静

岡県そして長崎県で制定されました歯科保健に関する条例と同様
に、本県でも歯・口腔保健推進条例についての制定をお願いする
次第です。

紹 介 議 員 米良 政美

権藤 梅義

新見 昌安

濵砂 守

摘 要
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新 規 請 願
厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 36 号 受理年月日 平成２２年２月２６日

請 願 者 日向市春原町２－９
住所・氏名 首藤 正一

高齢者に肺炎球菌ワクチンの接種をすすめる為の方策を求める請
願

（要旨）
全国で肺炎球菌ワクチン接種がすすんでいる中で本県でも高齢

者に肺炎球菌ワクチンの接種をすすめるための方策を求める請願

（理由）
６５歳以上の高齢者がインフルエンザにかかると４人に１人が

肺炎を併発し重症化するといわれ、今全国で肺炎予防のため肺炎
請願の件名 球菌ワクチンの接種がすすめられています。ワクチンは予防効果

に高い期待ができ５年間は継続され医療費の削減にもつながると
報告もされています。
宮崎県も高齢者に肺炎球菌ワクチンの接種をすすめるための方

策を講じてくださいますようお願いいたします。

紹 介 議 員 十屋 幸平

横田 照夫

新見 昌安

満行 潤一

井上 紀代子

西村 賢

徳重 忠夫

摘 要
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継 続 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 ５ 号 受理年月日 平成１９年１２月１０日

請 願 者 宮崎市和知川原２丁目２５番１

住所・氏名 宮崎県社会保障推進協議会 会長 山田秀一

請願の件名 後期高齢者医療制度の充実を求める請願

紹 介 議 員 外山 良治

権藤 梅義

前屋敷恵美

摘 要
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継 続 請 願

商工建設常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 ９ 号 受理年月日 平成２０年 ６月１９日

請 願 者 宮崎市大字小松９３６－３

住所・氏名 宮 崎 県 商 工 団 体 連 合 会 会 長 吉田 正春

請願の件名 「宮崎県中小企業振興基本条例（仮称）」の制定を求める請願

紹 介 議 員 前屋敷恵美

摘 要
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継 続 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 11 号 受理年月日 平成２０年１２月 ４日

請 願 者 宮崎市祇園３丁目１５８

住所・氏名 宮崎県知的障害者施設保護者会連絡協議会

会長 川畑 紀一郎

請願の件名 障害者自立支援法の抜本的改善を求める請願

紹 介 議 員 外山 良治

十屋 幸平

宮原 義久

井上紀代子

前屋敷恵美

武井 俊輔

河野 哲也

摘 要
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継 続 請 願

商工建設常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 19 号 受理年月日 平成２１年 ６月 ５日

請 願 者 宮崎県宮崎市広島２丁目４番地１１ＴＯＫＩＷＡ２０ビル２階

住所・氏名 日本労働組合総連合会宮崎県連合会（連合宮崎）

会長 横山 節夫

請願の件名 平成２１年度宮崎地方最低賃金改正についての請願

紹 介 議 員 田口 雄二

満行 潤一

摘 要
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継 続 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 20 号 受理年月日 平成２１年 ６月１７日

請 願 者 宮崎市大和町１３４－２

住所・氏名 全日本年金者組合宮崎県本部

委員長 津守 信弘

請願の件名 物価に見合う年金引き上げを求める請願

紹 介 議 員 満行 潤一

井上 紀代子

前屋敷 恵美

摘 要
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継 続 請 願

総務政策常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 29 号 受理年月日 平成２１年１１月３０日

請 願 者 宮崎県日南市大字日高６５０－２

住所・氏名 日高 ゆかり

請願の件名 改正国籍法の厳格な制度運用を求める請願

紹 介 議 員 外山 衛

宮原 義久

横田 照夫

摘 要
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継 続 請 願

総務政策常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 30-1 号 受理年月日 平成２１年１２月１日

請 願 者 宮崎市希望が丘４－１８－７

住所・氏名 ゆきとどいた教育で楽しい学校づくりをすすめる宮崎県実行委

員会

代 表 河内 進策 (署名 ８１１人）

（追加１，０５０人）

請願の件名 教育格差をなくしすべての子どもにゆきとどいた教育を求める

請願

紹 介 議 員 満行 潤一

前屋敷 恵美

摘 要
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継 続 請 願

文教警察企業常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 30-2 号 受理年月日 平成２１年１２月１日

請 願 者 宮崎市希望が丘４－１８－７

住所・氏名 ゆきとどいた教育で楽しい学校づくりをすすめる宮崎県実行委

員会

代 表 河内 進策 (署名 ８１１人）

（追加１，０５０人）

請願の件名 教育格差をなくしすべての子どもにゆきとどいた教育を求める

請願

紹 介 議 員 満行 潤一

前屋敷 恵美

摘 要
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継 続 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 32 号 受理年月日 平成２１年１２月１日

請 願 者 宮崎市大和町１３４－２

住所・氏名 全日本年金者組合宮崎県本部

執行委員長 津守 信弘

請願の件名 後期高齢者医療制度早期廃止の意見書提出を求める請願

紹 介 議 員 満行 潤一

田口 雄二

前屋敷 恵美

摘 要
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継 続 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 33 号 受理年月日 平成２１年１２月１日

請 願 者 宮崎市大和町１３４－２

住所・氏名 全日本年金者組合宮崎県本部

執行委員長 津守 信弘

請願の件名 2010年度の年金確保に関する請願

紹 介 議 員 満行 潤一

田口 雄二

前屋敷 恵美

摘 要
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議 事 経 過



- 487 -

月 日 曜 区 分 議 事 内 容

開 会

会議録署名議員指名（緒嶋、水間両議員）

議会運営委員長審査結果報告

会期決定

議長の報告（議員の委員会委員辞任許可等）

２月18日 木 本 会 議 議案第１号～第62号上程

知事提案理由説明

辞職勧告決議の動議提出

議員発議案第１号追加上程

提案理由説明（蓬原議員）

採決（議員発議案第１号）(可決）

特別委員会

２月19日 金 休 会 （議案調査）

２月20日 土

２月21日 日

２月22日 月
休 会 （議案調査）

２月23日 火

議案第63号追加上程

２月24日 水 本 会 議
知事提案理由説明

代表質問（自由民主党・蓬原正三議員）

（自由民主党・押川修一郎議員）

代表質問（社会民主党宮崎県議団・満行潤一議員）

２月25日 木 （公明党宮崎県議団・新見昌安議員）

本 会 議 （民主党宮崎県議団・権藤梅義議員）

２月26日 金
代表質問（自由民主党県民の会・水間篤典議員）

（愛みやざき・武井俊輔議員）

２月27日 土

２月28日 日

３月１日 月
本 会 議

一般質問（徳重、河野安幸、田口、中野廣明、髙橋各議員）

３月２日 火 一般質問（長友、外山 衛、横田、坂口各議員）
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

一般質問（宮原、太田、黒木覚市、西村各議員）

３月３日 水 本 会 議
議案に対する質疑（前屋敷議員）

採決（議案第63号）（同意）

議案・請願委員会付託

３月４日 木
休 会 常任委員会（補正）

３月５日 金

３月６日 土

３月７日 日

常任委員長審査結果報告（議案第35号～第62号）

討論（議案35号に賛成、第62号に反対）（前屋敷議員）

採決（議案第62号）（可決）

３月８日 月 本 会 議 採決（議案第35号～第61号）（可決）

議員発議案送付の通知

議員発議案第２号、第３号追加上程

採決（議員発議案第２号、第３号）（可決）

３月９日 火

３月10日 水
休 会 常任委員会（当初）

３月11日 木

３月12日 金

３月13日 土

３月14日 日

３月15日 月
休 会

特別委員会

３月16日 火 （議事整理）

常任委員長審査結果報告（議案第１号～第34号並びに請願）

討論（議案第１号、第20号、第21号、第30号～第32号に

反対、請願第９号の継続審査に反対、請願第30－１号、

30－２号、第32号の不採択に反対、請願29号の採択に反対）

３月17日 水 本 会 議 （前屋敷議員）

採決（議案第１号、第20号、第21号、第30号～第32号）

（可決）

採決（議案第２号～第19号、第22号～第29号、第33号、

第34号）（可決）
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

採決（請願第30－１号、第30－２号、第32号）（不採択）

採決（請願第29号）（採択）

採決（請願第５号、第11号、第34号～第36号）（採択）

採決（請願第19号、第20号、第33号）（取り下げ承認）

採決（継続審査・調査案件）（委員長の申し出のとおり決

定）

特別委員長調査結果報告

議員発議案送付の通知

議員発議案第４号～第18号追加上程

討論（議員発議案第５号に賛成）（前屋敷議員）

採決（議員発議案第４号～第８号）（可決）

提案理由説明（議員発議案第９号）（丸山議員）

採決（議員発議案第９号）（可決）

提案理由説明（議員発議案第10号～第15号）（押川議員）

３月17日 水 本 会 議 提案理由説明（議員発議案第16号）（髙橋議員）

提案理由説明（議員発議案第17号）（新見議員）

提案理由説明（議員発議案第18号）（西村議員）

質疑（議員発議案第10号）（鳥飼議員）

質疑（議員発議案第11号、第13号）（満行議員）

質疑（議員発議案第13号）（太田議員）

質疑（議員発議案第14号）（髙橋議員）

討論（議員発議案第10号に反対）（鳥飼議員）

討論（議員発議案第10号に賛成）（河野安幸議員）

討論（議員発議案第10号に反対）（新見議員）

討論（議員発議案第10号、第11号、第13号、第14号に反対）

（前屋敷議員）

討論（議員発議案第11号に反対、第16号に賛成）

（満行議員）

討論（議員発議案第11号に賛成、第16号に反対）

（松村議員）

討論（議員発議案第12号に反対）（武井議員）

討論（議員発議案第12号に賛成）（山下議員）
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

討論（議員発議案第13号に反対）（太田議員）

討論（議員発議案第13号に賛成）（外山 衛議員）

討論（議員発議案第14号に反対）（髙橋議員）

討論（議員発議案第14号に賛成）（横田議員）

討論（議員発議案第15号に反対）（田口議員）

討論（議員発議案第15号に賛成）（宮原議員）

採決（議員発議案第10号）（可決）

３月17日 水 本 会 議 採決（議員発議案第11号）（可決）

採決（議員発議案第12号）（可決）

採決（議員発議案第13号）（可決）

採決（議員発議案第14号）（可決）

採決（議員発議案第15号）（可決）

採決（議員発議案第16号）（否決）

採決（議員発議案第17号）（可決）

採決（議員発議案第18号）（否決）

閉 会



署 名

宮 崎 県 議 会 議 長 中 村 幸 一

宮 崎 県 議 会 副 議 長 萩 原 耕 三

宮 崎 県 議 会 議 員 緒 嶋 雅 晃

宮 崎 県 議 会 議 員 水 間 篤 典


